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〔
内
閣
官
房
令
〕

〇
国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
の
規
定
に
よ
る

退
職
手
当
の
支
給
制
限
等
に
係
る
書
面
の

様
式
を
定
め
る
内
閣
官
房
令
の
一
部
を
改

正
す
る
内
閣
官
房
令
（
内
閣
官
房
四
）

〔
府

令
〕

〇
内
閣
府
所
管
旅
費
取
扱
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
内
閣
府
令
（
内
閣
府
二
七
）

〇
内
閣
府
の
所
管
す
る
法
令
に
係
る
情
報
通

信
技
術
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
る
国
の
歳

入
等
の
納
付
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
内
閣
府
令
（
同
二
八
）

〇
北
朝
鮮
当
局
に
よ
っ
て
拉
致
さ
れ
た
被
害

者
等
の
支
援
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
内
閣
府
令
（
同
二
九
）

〇
沖
縄
総
合
事
務
局
組
織
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
内
閣
府
令
（
同
三
〇
）

〇
財
務
諸
表
等
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方

法
に
関
す
る
規
則
及
び
連
結
財
務
諸
表
の

用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
関
す
る
規

則
の
一
部
を
改
正
す
る
内
閣
府
令

（
同
三
一
）

〇
児
童
福
祉
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
内
閣
府
令
（
同
三
二
）

〇
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
規
則
及

び
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
規
則

等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
の
一
部
を
改

正
す
る
省
令
（
同
二
四
）

〇
非
常
勤
消
防
団
員
等
に
係
る
損
害
補
償
の

支
給
等
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す

る
省
令
（
同
二
五
）

〇
無
線
設
備
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
同
二
六
）

〇
総
務
省
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省

令
（
同
二
七
）

〇
矯
正
管
区
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

省
令
（
法
務
一
三
）

〇
会
社
計
算
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
同
一
四
）

〇
公
証
人
定
員
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省

令
（
同
一
五
）

〇
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
施
行
規
則
の
一

部
を
改
正
す
る
省
令
（
財
務
一
四
）

〇
日
本
銀
行
財
政
融
資
資
金
出
納
及
び
計
算

整
理
規
則
及
び
財
政
融
資
資
金
の
管
理
及

び
運
用
の
手
続
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を

改
正
す
る
省
令
（
同
一
五
）

〇
歳
入
歳
出
外
の
国
庫
内
移
換
に
関
す
る
規

則
及
び
防
衛
力
強
化
資
金
事
務
取
扱
規
則

の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
同
一
六
）

〇
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
処
理
す

る
場
合
に
お
け
る
保
管
金
取
扱
規
程
等
の

特
例
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る

省
令
（
同
一
七
）

〇
容
器
包
装
に
係
る
分
別
収
集
及
び
再
商
品

化
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
財
務
・
厚
生
労
働
・
農
林
水
産
・
経
済

産
業
・
環
境
一
）

〇
義
務
教
育
費
国
庫
負
担
法
第
二
条
た
だ
し

書
及
び
第
三
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
基
づ

き
教
職
員
の
給
与
及
び
報
酬
等
に
要
す
る

経
費
の
国
庫
負
担
額
の
最
高
限
度
を
定
め

る
政
令
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省

令
（
文
部
科
学
七
）

〇
文
部
科
学
省
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
省
令
（
同
八
）

〇
教
育
映
像
等
審
査
規
程
の
一
部
を
改
正
す

る
省
令
（
同
九
）

〇
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総

合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
等
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う

厚
生
労
働
省
関
係
省
令
の
整
備
に
関
す
る

省
令
（
厚
生
労
働
三
一
）

（
以
下
次
の
ペ
ー
ジ
へ
続
く
）

〔
府
令
・
復
興
庁
令
・
省
令
〕

〇
株
式
会
社
東
日
本
大
震
災
事
業
者
再
生
支

援
機
構
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

命
令

（
内
閣
府
・
復
興
庁
・
総
務
・
財
務
・
農

林
水
産
・
経
済
産
業
一
）

〔
府
令
・
省
令
〕

〇
株
式
会
社
地
域
経
済
活
性
化
支
援
機
構
法

施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
命
令

（
内
閣
府
・
総
務
・
財
務
・
経
済
産
業

一
）

〇
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
規
程
の

一
部
を
改
正
す
る
命
令

（
内
閣
府
・
総
務
・
文
部
科
学
二
）

〇
預
金
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
命
令
（
内
閣
府
・
財
務
一
）

〇
農
水
産
業
協
同
組
合
貯
金
保
険
法
施
行
規

則
の
一
部
を
改
正
す
る
命
令

（
内
閣
府
・
財
務
・
農
林
水
産
一
）

〇
株
式
会
社
産
業
再
生
機
構
法
施
行
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
命
令

（
内
閣
府
・
財
務
・
経
済
産
業
三
）

〇
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総

合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
規
則

の
一
部
を
改
正
す
る
命
令

（
内
閣
府
・
厚
生
労
働
三
）

〇
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総

合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
規
則

等
の
一
部
を
改
正
す
る
命
令
等
の
一
部
を

改
正
す
る
命
令
（
同
四
）

〇
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総

合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
規
則

の
一
部
を
改
正
す
る
命
令
（
同
五
）

〇
農
林
中
央
金
庫
及
び
特
定
農
水
産
業
協
同

組
合
等
に
よ
る
信
用
事
業
の
再
編
及
び
強

化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
及
び
農
林
中

央
金
庫
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

命
令
（
内
閣
府
・
農
林
水
産
三
）

〔
デ
ジ
タ
ル
庁
令
〕

〇
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進

等
に
関
す
る
法
律
第
十
九
条
第
一
項
の
金

銭
の
保
管
に
関
す
る
デ
ジ
タ
ル
庁
令
の
一

部
を
改
正
す
る
庁
令
（
デ
ジ
タ
ル
庁
三
）

〔
デ
ジ
タ
ル
庁
令
・
省
令
〕

〇
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別

す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法

律
に
規
定
す
る
個
人
番
号
、
個
人
番
号

カ
ー
ド
、
特
定
個
人
情
報
の
提
供
等
に
関

す
る
命
令
の
一
部
を
改
正
す
る
命
令

（
デ
ジ
タ
ル
庁
・
総
務
一
）

〔
省

令
〕

〇
特
定
複
合
観
光
施
設
区
域
整
備
法
に
基
づ

く
カ
ジ
ノ
事
業
者
又
は
カ
ジ
ノ
施
設
供
用

事
業
者
が
行
う
設
置
運
営
事
業
等
の
監
査

及
び
会
計
に
関
す
る
命
令
の
一
部
を
改
正

す
る
命
令

（
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
・
国
土
交
通
一
）

〇
住
民
基
本
台
帳
法
施
行
規
則
及
び
住
民
基

本
台
帳
の
一
部
の
写
し
の
閲
覧
並
び
に
住

民
票
の
写
し
等
及
び
除
票
の
写
し
等
の
交

付
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省

令
（
総
務
二
二
）

〇
総
務
省
の
所
管
に
属
す
る
不
動
産
に
関
す

る
権
利
の
登
記
嘱
託
職
員
を
指
定
す
る
省

令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
同
二
三
）


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（
前
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ー
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〇
特
定
特
殊
自
動
車
排
出
ガ
ス
の
規
制
等
に

関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
省
令

（
経
済
産
業
・
国
土
交
通
・
環
境
一
）

〇
特
定
容
器
製
造
等
事
業
者
に
係
る
特
定
分

別
基
準
適
合
物
の
再
商
品
化
に
関
す
る
省

令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
経
済
産
業
・
環
境
三
）

〇
自
動
車
型
式
指
定
規
則
等
の
一
部
を
改
正

す
る
省
令
（
国
土
交
通
二
一
）

〇
鉄
道
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
を
定
め
る

省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令（
同
二
二
）

〇
国
家
公
務
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
法
律
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
及
び
国
家
公
務
員

等
の
旅
費
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
施
行

に
伴
う
国
土
交
通
省
関
係
省
令
の
整
理
に

関
す
る
省
令
（
同
二
三
）

〇
特
定
複
合
観
光
施
設
区
域
整
備
法
に
基
づ

く
設
置
運
営
事
業
等
の
監
査
及
び
会
計
に

関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
同
二
四
）

〇
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
省
令
（
同
二
五
）

〇
船
員
に
関
す
る
育
児
休
業
、
介
護
休
業
等

育
児
又
は
家
族
介
護
を
行
う
労
働
者
の
福

祉
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
省
令
（
同
二
六
）

〇
国
土
交
通
省
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
省
令
（
同
二
七
）

〇
国
土
技
術
政
策
総
合
研
究
所
組
織
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
同
二
八
）

〇
国
土
地
理
院
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
省
令
（
同
二
九
）

〇
地
方
整
備
局
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
省
令
（
同
三
〇
）

〇
北
海
道
開
発
局
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
省
令
（
同
三
一
）

〇
地
方
運
輸
局
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
省
令
（
同
三
二
）

〇
地
方
航
空
局
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
省
令
（
同
三
三
）

〇
航
空
交
通
管
制
部
組
織
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
省
令
（
同
三
四
）

〇
気
象
庁
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省

令
（
同
三
五
）

〇
海
上
保
安
庁
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
省
令
（
同
三
六
）

〇
船
舶
に
乗
り
組
む
医
師
及
び
衛
生
管
理
者

に
関
す
る
省
令
及
び
船
内
に
お
け
る
食
料

の
支
給
を
行
う
者
に
関
す
る
省
令
の
一
部

を
改
正
す
る
省
令
（
同
三
七
）

〇
建
設
業
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

省
令
（
同
三
八
）

〇
航
空
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省

令
（
同
三
九
）

〇
人
事
院
規
則
一
六

二
（
在
外
公
館
に
勤

務
す
る
職
員
、
船
員
で
あ
る
職
員
等
に
係

る
災
害
補
償
の
特
例
）
の
一
部
を
改
正
す

る
人
事
院
規
則
（
同
一
六

二

一
七
）

〇
人
事
院
規
則
一
六

三
（
災
害
を
受
け
た

職
員
の
福
祉
事
業
）
の
一
部
を
改
正
す
る

人
事
院
規
則
（
同
一
六

三

五
〇
）

〇
人
事
院
規
則
一
六

四
（
補
償
及
び
福
祉

事
業
の
実
施
）
の
一
部
を
改
正
す
る
人
事

院
規
則
（
同
一
六

四

二
九
）

〇
公
正
取
引
委
員
会
事
務
総
局
組
織
規
程
の

一
部
を
改
正
す
る
規
則（
公
正
取
引
委
一
）

〇
私
的
独
占
の
禁
止
及
び
公
正
取
引
の
確
保

に
関
す
る
法
律
の
調
査
手
続
に
お
け
る
参

考
人
及
び
鑑
定
人
の
旅
費
及
び
手
当
に
関

す
る
規
則
（
同
二
）

〇
警
察
官
の
服
制
に
関
す
る
規
則
及
び
交
通

巡
視
員
の
服
制
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を

改
正
す
る
規
則
（
国
家
公
安
委
三
）

〇
医
療
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る

省
令
（
同
三
二
）

〇
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性

及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施

行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
同
三
三
）

〇
国
民
健
康
保
険
の
事
務
費
負
担
金
等
の
交

付
額
等
の
算
定
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を

改
正
す
る
省
令
（
同
三
四
）

〇
国
民
健
康
保
険
の
調
整
交
付
金
等
の
交
付

額
の
算
定
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正

す
る
省
令
（
同
三
五
）

〇
健
康
保
険
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正

す
る
省
令
（
同
三
六
）

〇
雇
用
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

の
一
部
の
施
行
に
伴
う
厚
生
労
働
省
関
係

省
令
の
整
備
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改

正
す
る
省
令
（
同
三
七
）

〇
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
の
高
齢
者

医
療
制
度
関
係
業
務
に
係
る
財
務
及
び
会

計
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省

令
（
同
三
八
）

〇
雇
用
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
省
令
（
同
三
九
）

〇
医
師
法
第
十
六
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す

る
臨
床
研
修
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改

正
す
る
省
令
（
同
四
〇
）

〇
医
師
法
第
十
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す

る
大
学
に
お
い
て
医
学
を
専
攻
す
る
学
生

が
臨
床
実
習
を
開
始
す
る
前
に
修
得
す
べ

き
知
識
及
び
技
能
を
具
有
し
て
い
る
か
ど

う
か
を
評
価
す
る
た
め
に
大
学
が
共
用
す

る
試
験
を
定
め
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す

る
省
令
（
同
四
一
）

〇
農
業
協
同
組
合
法
施
行
規
則
及
び
水
産
業

協
同
組
合
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
省
令
（
農
林
水
産
一
三
）

〇
農
林
漁
業
法
人
等
に
対
す
る
投
資
の
円
滑

化
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
規
則
の
一

部
を
改
正
す
る
省
令
（
同
一
四
）

〇
植
物
防
疫
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
省
令
（
同
一
五
）

〇
み
な
し
小
売
電
気
事
業
者
特
定
小
売
供
給

約
款
料
金
算
定
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す

る
省
令
（
経
済
産
業
二
一
）

〇
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
の
利
用
の
促

進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
規
則
の
一

部
を
改
正
す
る
省
令
（
同
二
二
）

〇
容
器
保
安
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省

令
（
同
二
三
）

〇
計
量
法
関
係
手
数
料
規
則
等
の
一
部
を
改

正
す
る
省
令
（
同
二
四
）

〇
高
圧
ガ
ス
保
安
法
に
基
づ
く
外
国
容
器
等

製
造
業
者
及
び
外
国
特
定
設
備
製
造
業
者

の
登
録
申
請
手
数
料
の
額
の
計
算
に
関
す

る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
同
二
五
）

〇
経
済
産
業
省
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
省
令
（
同
二
六
）

〇
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
に
発
生
し
た

東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
伴
う
原
子
力

発
電
所
の
事
故
に
よ
り
放
出
さ
れ
た
放
射

性
物
質
に
よ
る
環
境
の
汚
染
へ
の
対
処
に

関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
規
則
の
一
部
を

改
正
す
る
省
令
（
環
境
一
一
）

〇
防
衛
省
の
職
員
に
対
す
る
寒
冷
地
手
当
支

給
規
則
及
び
若
年
定
年
退
職
者
給
付
金
に

関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
防
衛
八
）

〔
規

則
〕

〇
人
事
院
規
則
一
五

一
四
（
職
員
の
勤
務

時
間
、
休
日
及
び
休
暇
）
の
一
部
を
改
正

す
る
人
事
院
規
則

（
人
事
院
一
五

一
四

四
四
）

〇
人
事
院
規
則
一
六

〇
（
職
員
の
災
害
補

償
）
の
一
部
を
改
正
す
る
人
事
院
規
則

（
同
一
六

〇

七
六
）





令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報

（
以
下
次
の
ペ
ー
ジ
へ
続
く
）

〇
情
報
通
信
技
術
の
活
用
に
よ
る
行
政
手
続

等
に
係
る
関
係
者
の
利
便
性
の
向
上
並
び

に
行
政
運
営
の
簡
素
化
及
び
効
率
化
を
図

る
た
め
の
デ
ジ
タ
ル
社
会
形
成
基
本
法
等

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行

に
伴
う
個
人
情
報
保
護
委
員
会
関
係
規
則

の
整
理
に
関
す
る
規
則

（
個
人
情
報
保
護
委
一
）

〔
訓

令
〕

〇
内
閣
府
政
策
統
括
官
の
職
務
分
担
に
関
す

る
訓
令
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

（
内
閣
府
五
）

〔
告

示
〕

〇
公
文
書
等
の
管
理
に
関
す
る
法
律
施
行
令

第
五
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
基
づ

き
、
博
物
館
、
美
術
館
、
図
書
館
そ
の
他

こ
れ
ら
に
類
す
る
施
設
で
あ
っ
て
、
保
有

す
る
歴
史
的
若
し
く
は
文
化
的
な
資
料
又

は
学
術
研
究
用
の
資
料
に
つ
い
て
同
令
第

六
条
の
規
定
に
よ
る
適
切
な
管
理
を
行
う

も
の
を
指
定
す
る
件
の
一
部
を
改
正
す
る

件
（
内
閣
府
四
一
）

〇
災
害
救
助
法
に
よ
る
救
助
の
程
度
、
方
法

及
び
期
間
並
び
に
実
費
弁
償
の
基
準
の
一

部
を
改
正
す
る
件
（
同
四
二
）

〇
内
閣
府
本
府
所
管
の
補
助
金
等
の
交
付
に

関
す
る
事
務
の
一
部
を
都
道
府
県
の
知
事

が
行
う
こ
と
と
す
る
件
（
同
四
三
）

〇
消
費
税
法
施
行
令
第
十
四
条
の
四
の
規
定

に
基
づ
き
内
閣
総
理
大
臣
及
び
厚
生
労
働

大
臣
が
指
定
す
る
身
体
障
害
者
用
物
品
及

び
そ
の
修
理
の
一
部
を
改
正
す
る
件

（
内
閣
府
・
厚
生
労
働
一
）

〇
情
報
通
信
技
術
の
活
用
に
よ
る
行
政
手
続

等
に
係
る
関
係
者
の
利
便
性
の
向
上
並
び

に
行
政
運
営
の
簡
素
化
及
び
効
率
化
を
図

る
た
め
の
デ
ジ
タ
ル
社
会
形
成
基
本
法
等

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行

に
伴
う
個
人
情
報
保
護
委
員
会
関
係
告
示

の
整
理
に
関
す
る
告
示

（
個
人
情
報
保
護
委
六
）

〇
銀
行
法
第
十
四
条
の
二
の
規
定
に
基
づ

き
、
銀
行
が
そ
の
保
有
す
る
資
産
等
に
照

ら
し
自
己
資
本
の
充
実
の
状
況
が
適
当
で

あ
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
た
め
の
基
準

の
一
部
を
改
正
す
る
件
（
金
融
庁
三
四
）

〇
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
二
十
五
の
規
定
に

基
づ
き
、
銀
行
持
株
会
社
が
銀
行
持
株
会

社
及
び
そ
の
子
会
社
の
保
有
す
る
資
産
等

に
照
ら
し
そ
れ
ら
の
自
己
資
本
の
充
実
の

状
況
が
適
当
で
あ
る
か
ど
う
か
を
判
断
す

る
た
め
の
基
準
の
一
部
を
改
正
す
る
件

（
同
三
五
）

〇
信
用
金
庫
法
第
八
十
九
条
第
一
項
に
お
い

て
準
用
す
る
銀
行
法
第
十
四
条
の
二
の
規

定
に
基
づ
き
、
信
用
金
庫
及
び
信
用
金
庫

連
合
会
が
そ
の
保
有
す
る
資
産
等
に
照
ら

し
自
己
資
本
の
充
実
の
状
況
が
適
当
で
あ

る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
た
め
の
基
準
の

一
部
を
改
正
す
る
件
（
同
三
六
）

〇
協
同
組
合
に
よ
る
金
融
事
業
に
関
す
る
法

律
第
六
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
銀

行
法
第
十
四
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
き
、

信
用
協
同
組
合
及
び
信
用
協
同
組
合
連
合

会
が
そ
の
保
有
す
る
資
産
等
に
照
ら
し
自

己
資
本
の
充
実
の
状
況
が
適
当
で
あ
る
か

ど
う
か
を
判
断
す
る
た
め
の
基
準
の
一
部

を
改
正
す
る
件
（
同
三
七
）

〇
最
終
指
定
親
会
社
及
び
そ
の
子
法
人
等
の

保
有
す
る
資
産
等
に
照
ら
し
当
該
最
終
指

定
親
会
社
及
び
そ
の
子
法
人
等
の
自
己
資

本
の
充
実
の
状
況
が
適
当
で
あ
る
か
ど
う

か
を
判
断
す
る
た
め
の
基
準
を
定
め
る
件

の
一
部
を
改
正
す
る
件
（
同
三
八
）

〇
銀
行
法
施
行
規
則
第
十
九
条
の
二
第
一
項

第
五
号
ニ
等
の
規
定
に
基
づ
き
、
自
己
資

本
の
充
実
の
状
況
等
に
つ
い
て
金
融
庁
長

官
が
別
に
定
め
る
事
項
の
一
部
を
改
正
す

る
件
（
同
三
九
）

〇
信
用
金
庫
法
施
行
規
則
第
百
三
十
二
条
第

一
項
第
五
号
ニ
等
の
規
定
に
基
づ
き
、
自

己
資
本
の
充
実
の
状
況
等
に
つ
い
て
金
融

庁
長
官
が
別
に
定
め
る
事
項
の
一
部
を
改

正
す
る
件
（
同
四
〇
）

〇
協
同
組
合
に
よ
る
金
融
事
業
に
関
す
る
法

律
施
行
規
則
第
六
十
九
条
第
一
項
第
五
号

ニ
等
の
規
定
に
基
づ
き
、
自
己
資
本
の
充

実
の
状
況
等
に
つ
い
て
金
融
庁
長
官
が
別

に
定
め
る
事
項
の
一
部
を
改
正
す
る
件

（
同
四
一
）

〇
金
融
庁
長
官
が
定
め
る
場
合
に
お
い
て
、

最
終
指
定
親
会
社
が
経
営
の
健
全
性
の
状

況
を
記
載
し
た
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項

を
定
め
る
件
の
一
部
を
改
正
す
る
件

（
同
四
二
）

〇
銀
行
法
第
十
四
条
の
二
の
規
定
に
基
づ

き
、
銀
行
が
そ
の
保
有
す
る
資
産
等
に
照

ら
し
自
己
資
本
の
充
実
の
状
況
が
適
当
で

あ
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
た
め
の
基
準

の
一
部
を
改
正
す
る
件
の
一
部
を
改
正
す

る
件
（
同
四
三
）

〇
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
二
十
五
の
規
定
に

基
づ
き
、
銀
行
持
株
会
社
が
銀
行
持
株
会

社
及
び
そ
の
子
会
社
の
保
有
す
る
資
産
等

に
照
ら
し
そ
れ
ら
の
自
己
資
本
の
充
実
の

状
況
が
適
当
で
あ
る
か
ど
う
か
を
判
断
す

る
た
め
の
基
準
の
一
部
を
改
正
す
る
件
の

一
部
を
改
正
す
る
件
（
同
四
四
）

〇
信
用
金
庫
法
第
八
十
九
条
第
一
項
に
お
い

て
準
用
す
る
銀
行
法
第
十
四
条
の
二
の
規

定
に
基
づ
き
、
信
用
金
庫
及
び
信
用
金
庫

連
合
会
が
そ
の
保
有
す
る
資
産
等
に
照
ら

し
自
己
資
本
の
充
実
の
状
況
が
適
当
で
あ

る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
た
め
の
基
準
の

一
部
を
改
正
す
る
件
の
一
部
を
改
正
す
る

件
（
同
四
五
）

〇
協
同
組
合
に
よ
る
金
融
事
業
に
関
す
る
法

律
第
六
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
銀

行
法
第
十
四
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
き
、

信
用
協
同
組
合
及
び
信
用
協
同
組
合
連
合

会
が
そ
の
保
有
す
る
資
産
等
に
照
ら
し
自

己
資
本
の
充
実
の
状
況
が
適
当
で
あ
る
か

ど
う
か
を
判
断
す
る
た
め
の
基
準
の
一
部

を
改
正
す
る
件
の
一
部
を
改
正
す
る
件

（
同
四
六
）

〇
最
終
指
定
親
会
社
及
び
そ
の
子
法
人
等
の

保
有
す
る
資
産
等
に
照
ら
し
当
該
最
終
指

定
親
会
社
及
び
そ
の
子
法
人
等
の
自
己
資

本
の
充
実
の
状
況
が
適
当
で
あ
る
か
ど
う

か
を
判
断
す
る
た
め
の
基
準
を
定
め
る
件

の
一
部
を
改
正
す
る
件
の
一
部
を
改
正
す

る
件
（
同
四
七
）

〇
株
式
会
社
商
工
組
合
中
央
金
庫
法
第
二
十

三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
株
式
会

社
商
工
組
合
中
央
金
庫
が
そ
の
経
営
の
健

全
性
を
判
断
す
る
た
め
の
基
準
の
一
部
を

改
正
す
る
件

（
金
融
庁
・
財
務
・
経
済
産
業
二
）

〇
経
済
産
業
省
・
財
務
省
・
内
閣
府
関
係
株

式
会
社
商
工
組
合
中
央
金
庫
法
施
行
規
則

第
八
十
三
条
第
一
項
第
五
号
ニ
、
第
八
十

四
条
第
三
号
ハ
及
び
第
八
十
六
条
の
規
定

に
基
づ
き
、
自
己
資
本
の
充
実
の
状
況
等

に
つ
い
て
経
済
産
業
大
臣
、
財
務
大
臣
及

び
金
融
庁
長
官
が
別
に
定
め
る
事
項
の
一

部
を
改
正
す
る
件
（
同
三
）





令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報
（
前
の
ペ
ー
ジ
よ
り
続
き
）

〇
農
林
中
央
金
庫
が
そ
の
経
営
の
健
全
性
を

判
断
す
る
た
め
の
基
準
の
一
部
を
改
正
す

る
件
の
一
部
を
改
正
す
る
件
（
同
一
二
）

〇
農
業
協
同
組
合
等
が
そ
の
経
営
の
健
全
性

を
判
断
す
る
た
め
の
基
準
の
一
部
を
改
正

す
る
件
の
一
部
を
改
正
す
る
件（
同
一
三
）

〇
漁
業
協
同
組
合
等
が
そ
の
経
営
の
健
全
性

を
判
断
す
る
た
め
の
基
準
の
一
部
を
改
正

す
る
件
の
一
部
を
改
正
す
る
件（
同
一
四
）

〇
農
林
中
央
金
庫
法
施
行
令
第
七
条
第
十
一

項
第
五
号
及
び
第
四
十
二
条
並
び
に
農
林

中
央
金
庫
法
施
行
規
則
第
七
十
一
条
の
五

第
二
項
、
第
七
十
二
条
第
二
項
及
び
第
四

項
か
ら
第
六
項
ま
で
並
び
に
第
七
十
三
条

第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
合

算
関
連
法
人
等
か
ら
除
か
れ
る
者
と
し
て

農
林
水
産
大
臣
及
び
金
融
庁
長
官
が
定
め

る
者
等
を
定
め
る
告
示
の
一
部
を
改
正
す

る
件
（
同
一
五
）

〇
農
林
中
央
金
庫
及
び
特
定
農
水
産
業
協
同

組
合
等
に
よ
る
信
用
事
業
の
再
編
及
び
強

化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
附
則
第
三
十

条
第
二
項
第
二
十
四
号
の
規
定
に
基
づ
き

金
融
機
関
等
を
定
め
る
件
の
一
部
を
改
正

す
る
件
（
同
一
六
）

〇
児
童
福
祉
法
に
基
づ
く
指
定
通
所
支
援
及

び
基
準
該
当
通
所
支
援
に
要
す
る
費
用
の

額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
等
の
一
部
を
改

正
す
る
告
示
（
こ
ど
も
家
庭
庁
二
）

〇
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別

す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法

律
第
十
九
条
第
八
号
の
規
定
に
よ
り
地
方

税
関
係
情
報
を
照
会
す
る
場
合
に
本
人
の

同
意
が
必
要
と
な
る
事
務
を
定
め
る
告
示

の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
（
同
九
）

〇
ｅ
シ
ー
ル
に
係
る
認
証
業
務
の
認
定
に
関

す
る
規
程
（
総
務
一
一
三
）

〇
非
常
勤
消
防
団
員
等
に
係
る
損
害
補
償
の

基
準
を
定
め
る
政
令
第
六
条
の
二
第
一
項

の
規
定
に
基
づ
き
総
務
大
臣
が
定
め
る
金

額
を
定
め
る
件
の
一
部
を
改
正
す
る
件

（
同
一
一
四
）

〇
公
益
事
業
者
の
電
柱
・
管
路
等
使
用
に
関

す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
一
部
を
改
正
す
る

件
（
同
一
一
五
）

〇
補
助
金
等
に
係
る
予
算
の
執
行
の
適
正
化

に
関
す
る
法
律
等
の
規
定
に
基
づ
き
、
補

助
金
等
の
交
付
に
関
す
る
事
務
を
消
防
庁

長
官
に
委
任
し
た
件
の
一
部
を
改
正
す
る

告
示
（
同
一
一
六
）

〇
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総

合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
及
び
基
準
該

当
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の

額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
及
び
障
害
者
の

日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支

援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
指
定
計
画

相
談
支
援
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に

関
す
る
基
準
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

（
こ
ど
も
家
庭
庁
・
厚
生
労
働
二
）

〇
児
童
福
祉
法
施
行
規
則
の
規
定
に
基
づ
き

こ
ど
も
家
庭
庁
長
官
が
定
め
る
様
式
並
び

に
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を

総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
規

則
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
様

式
及
び
こ
ど
も
家
庭
庁
長
官
及
び
厚
生
労

働
大
臣
が
定
め
る
様
式
（
同
三
）

〇
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総

合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
等
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
こ
ど
も

家
庭
庁
・
厚
生
労
働
省
関
係
告
示
の
整
理

に
関
す
る
告
示
及
び
障
害
者
の
日
常
生
活

及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た

め
の
法
律
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー

ビ
ス
等
及
び
基
準
該
当
障
害
福
祉
サ
ー
ビ

ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る

基
準
等
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
の
一
部

を
改
正
す
る
告
示
（
同
四
）

〇
補
装
具
の
種
目
、
購
入
等
に
要
す
る
費
用

の
額
の
算
定
等
に
関
す
る
基
準
の
一
部
を

改
正
す
る
件
（
同
五
）

〇
公
的
給
付
の
支
給
等
の
迅
速
か
つ
確
実
な

実
施
の
た
め
の
預
貯
金
口
座
の
登
録
等
に

関
す
る
法
律
第
十
条
の
内
閣
総
理
大
臣
が

指
定
す
る
公
的
給
付
を
定
め
る
告
示

（
デ
ジ
タ
ル
庁
四
）

〇
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別

す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法

律
別
表
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
を
定

め
る
命
令
第
七
十
四
条
の
内
閣
総
理
大
臣

及
び
総
務
大
臣
が
定
め
る
事
務
を
定
め
る

告
示
（
デ
ジ
タ
ル
庁
・
総
務
七
）

〇
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別

す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法

律
第
十
九
条
第
八
号
に
基
づ
く
利
用
特
定

個
人
情
報
の
提
供
に
関
す
る
命
令
第
百
六

十
二
条
の
内
閣
総
理
大
臣
及
び
総
務
大
臣

が
定
め
る
事
務
及
び
情
報
を
定
め
る
告
示

（
同
八
）

〇
株
式
会
社
商
工
組
合
中
央
金
庫
法
第
二
十

三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
株
式
会

社
商
工
組
合
中
央
金
庫
が
そ
の
経
営
の
健

全
性
を
判
断
す
る
た
め
の
基
準
の
一
部
を

改
正
す
る
件
の
一
部
を
改
正
す
る
件

（
同
四
）

〇
労
働
金
庫
法
第
九
十
四
条
第
一
項
に
お
い

て
準
用
す
る
銀
行
法
第
十
四
条
の
二
の
規

定
に
基
づ
き
、
労
働
金
庫
及
び
労
働
金
庫

連
合
会
が
そ
の
保
有
す
る
資
産
等
に
照
ら

し
自
己
資
本
の
充
実
の
状
況
が
適
当
で
あ

る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
た
め
の
基
準
の

一
部
を
改
正
す
る
件

（
金
融
庁
・
厚
生
労
働
二
）

〇
労
働
金
庫
法
施
行
規
則
第
百
十
四
条
第
一

項
第
五
号
ニ
等
の
規
定
に
基
づ
き
、
自
己

資
本
の
充
実
の
状
況
等
に
つ
い
て
金
融
庁

長
官
及
び
厚
生
労
働
大
臣
が
別
に
定
め
る

事
項
の
一
部
を
改
正
す
る
件
（
同
三
）

〇
労
働
金
庫
法
第
九
十
四
条
第
一
項
に
お
い

て
準
用
す
る
銀
行
法
第
十
四
条
の
二
の
規

定
に
基
づ
き
、
労
働
金
庫
及
び
労
働
金
庫

連
合
会
が
そ
の
保
有
す
る
資
産
等
に
照
ら

し
自
己
資
本
の
充
実
の
状
況
が
適
当
で
あ

る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
た
め
の
基
準
の

一
部
を
改
正
す
る
件
の
一
部
を
改
正
す
る

件
（
同
四
）

〇
農
林
中
央
金
庫
が
そ
の
経
営
の
健
全
性
を

判
断
す
る
た
め
の
基
準
の
一
部
を
改
正
す

る
件
（
金
融
庁
・
農
林
水
産
六
）

〇
農
業
協
同
組
合
等
が
そ
の
経
営
の
健
全
性

を
判
断
す
る
た
め
の
基
準
の
一
部
を
改
正

す
る
件
（
同
七
）

〇
漁
業
協
同
組
合
等
が
そ
の
経
営
の
健
全
性

を
判
断
す
る
た
め
の
基
準
の
一
部
を
改
正

す
る
件
（
同
八
）

〇
農
林
中
央
金
庫
の
自
己
資
本
の
充
実
の
状

況
等
に
つ
い
て
の
開
示
事
項
の
一
部
を
改

正
す
る
件
（
同
九
）

〇
農
業
協
同
組
合
等
の
自
己
資
本
の
充
実
の

状
況
等
に
つ
い
て
の
開
示
事
項
の
一
部
を

改
正
す
る
件
（
同
一
〇
）

〇
漁
業
協
同
組
合
等
の
自
己
資
本
の
充
実
の

状
況
等
に
つ
い
て
の
開
示
事
項
の
一
部
を

改
正
す
る
件
（
同
一
一
）





令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報

〇
公
立
学
校
の
学
校
医
、
学
校
歯
科
医
及
び

学
校
薬
剤
師
の
公
務
災
害
補
償
の
基
準
を

定
め
る
政
令
第
十
二
条
第
二
項
第
二
号
並

び
に
公
立
学
校
の
学
校
医
、
学
校
歯
科
医

及
び
学
校
薬
剤
師
の
公
務
災
害
補
償
の
基

準
を
定
め
る
政
令
施
行
規
則
第
六
条
第
一

項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
七
条
の
規
定
に

基
づ
き
、
遺
族
補
償
年
金
、
障
害
補
償
年

金
、
障
害
補
償
年
金
前
払
一
時
金
及
び
遺

族
補
償
年
金
前
払
一
時
金
の
額
に
乗
ず
る

率
を
定
め
る
件
（
文
部
科
学
四
五
）

〇
公
立
学
校
の
学
校
医
、
学
校
歯
科
医
及
び

学
校
薬
剤
師
の
公
務
災
害
補
償
の
基
準
を

定
め
る
政
令
第
一
条
の
二
第
一
項
及
び
第

一
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
長

期
療
養
者
の
休
業
補
償
及
び
年
金
た
る
補

償
に
係
る
補
償
基
礎
額
の
最
低
限
度
額
及

び
最
高
限
度
額
を
定
め
る
件
（
同
四
六
）

〇
公
認
心
理
師
法
施
行
規
則
第
三
条
第
一
項

の
規
定
に
基
づ
き
文
部
科
学
大
臣
及
び
厚

生
労
働
大
臣
が
別
に
定
め
る
基
準
並
び
に

公
認
心
理
師
法
施
行
規
則
第
三
条
第
四
項

の
規
定
に
基
づ
き
文
部
科
学
大
臣
及
び
厚

生
労
働
大
臣
が
別
に
定
め
る
基
準
の
一
部

を
改
正
す
る
告
示

（
文
部
科
学
・
厚
生
労
働
一
）

〇
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総

合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く

指
定
地
域
相
談
支
援
に
要
す
る
費
用
の
額

の
算
定
に
関
す
る
基
準
の
一
部
を
改
正
す

る
告
示
（
厚
生
労
働
八
七
）

〇
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総

合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
等
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う

厚
生
労
働
省
関
係
告
示
の
整
備
に
関
す
る

告
示
（
同
八
八
）（

以
下
次
の
ペ
ー
ジ
へ
続
く
）

〇
平
成
三
年
自
治
省
告
示
第
七
十
四
号
（
外

国
の
地
方
公
共
団
体
の
機
関
等
に
派
遣
さ

れ
る
一
般
職
の
地
方
公
務
員
の
処
遇
等
に

関
す
る
法
律
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

る
平
均
給
与
額
等
を
定
め
る
省
令
第
三
条

第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
総
務
大
臣
が
定

め
る
率
を
定
め
る
件
）
の
一
部
を
改
正
す

る
件
（
同
一
一
七
）

〇
平
成
四
年
自
治
省
告
示
第
五
十
七
号
（
地

方
公
務
員
災
害
補
償
法
第
二
条
第
九
項
及

び
地
方
公
務
員
災
害
補
償
法
施
行
規
則
第

三
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
総
務
大
臣

が
定
め
る
率
を
定
め
る
件
）
の
一
部
を
改

正
す
る
件
（
同
一
一
八
）

〇
平
成
四
年
自
治
省
告
示
第
五
十
八
号
（
地

方
公
務
員
災
害
補
償
法
第
二
条
第
十
一
項

及
び
第
十
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
総
務
大

臣
が
定
め
る
額
を
定
め
る
件
）
の
一
部
を

改
正
す
る
件
（
同
一
一
九
）

〇
平
成
四
年
自
治
省
告
示
第
五
十
九
号
（
地

方
公
務
員
災
害
補
償
法
第
三
十
六
条
第
二

項
第
二
号
並
び
に
地
方
公
務
員
災
害
補
償

法
施
行
規
則
附
則
第
三
条
の
三
第
一
項
及

び
第
二
項
並
び
に
附
則
第
五
条
の
規
定
に

基
づ
き
総
務
大
臣
が
定
め
る
率
を
定
め
る

件
）
の
一
部
を
改
正
す
る
件（
同
一
二
〇
）

〇
平
成
八
年
自
治
省
告
示
第
九
十
五
号
（
地

方
公
務
員
災
害
補
償
法
第
三
十
条
の
二
第

一
項
の
規
定
に
基
づ
き
総
務
大
臣
が
定
め

る
金
額
を
定
め
る
件
）
の
一
部
を
改
正
す

る
件
（
同
一
二
一
）

〇
平
成
三
十
一
年
総
務
省
告
示
第
百
六
十
五

号
（
地
方
公
務
員
災
害
補
償
法
施
行
規
則

第
三
条
第
七
項
の
規
定
に
基
づ
き
総
務
大

臣
の
定
め
る
額
を
定
め
る
件
）
の
一
部
を

改
正
す
る
件
（
同
一
二
二
）

〇
昭
和
四
十
二
年
自
治
省
告
示
第
百
五
十
号

（
地
方
公
務
員
災
害
補
償
法
に
お
け
る
常

勤
職
員
に
準
ず
る
非
常
勤
職
員
の
範
囲
等

に
つ
い
て
）
の
一
部
を
改
正
す
る
件

（
同
一
二
三
）

〇
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
の
長
期
給
付

等
に
関
す
る
施
行
法
等
の
規
定
に
よ
り
地

方
公
共
団
体
等
が
負
担
す
る
追
加
費
用
に

関
す
る
件
の
一
部
を
改
正
す
る
件

（
同
一
二
四
）

〇
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
の
長
期
給
付

等
に
関
す
る
施
行
法
等
の
規
定
に
よ
り
団

体
等
が
負
担
す
る
追
加
費
用
に
関
す
る
件

の
一
部
を
改
正
す
る
件
（
同
一
二
五
）

〇
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
令
第
二

十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
地
方
公
共

団
体
が
負
担
す
べ
き
金
額
に
関
す
る
件
の

一
部
を
改
正
す
る
件
（
同
一
二
六
）

〇
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
附
則
第
十
四

条
の
三
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
総
務

大
臣
が
定
め
る
基
準
を
定
め
る
件

（
同
一
二
七
）

〇
退
職
消
防
団
員
報
償
規
程
の
一
部
を
改
正

す
る
件
（
消
防
庁
一
）

〇
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
処
理
す

る
場
合
に
お
け
る
保
管
金
取
扱
規
程
等
の

特
例
に
関
す
る
省
令
第
二
条
第
一
項
及
び

第
三
項
に
基
づ
き
同
条
第
一
項
に
規
定
す

る
財
務
大
臣
が
指
定
す
る
各
省
各
庁
の
長

が
保
管
す
る
現
金
及
び
同
条
第
三
項
に
規

定
す
る
財
務
大
臣
が
指
定
す
る
歳
入
歳
出

外
現
金
出
納
官
吏
を
指
定
す
る
件
の
一
部

を
改
正
す
る
件
（
財
務
八
〇
）

〇
健
康
保
険
印
紙
の
形
式
の
一
部
を
改
正
す

る
件
（
同
八
一
）

〇
日
本
赤
十
字
社
が
募
集
す
る
寄
附
金
を
寄

附
金
控
除
の
対
象
と
な
る
寄
附
金
又
は
法

人
の
各
事
業
年
度
の
所
得
の
金
額
の
計
算

上
損
金
の
額
に
算
入
す
る
寄
附
金
と
し
て

承
認
す
る
件
（
同
八
二
）

〇
容
器
包
装
に
係
る
分
別
収
集
及
び
再
商
品

化
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
第
十
一
条
第

二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
主
務
大
臣
が
定

め
る
比
率
の
一
部
を
改
正
す
る
件

（
財
務
・
厚
生
労
働
・
農
林
水
産
・
経
済

産
業
・
環
境
二
）

〇
容
器
包
装
に
係
る
分
別
収
集
及
び
再
商
品

化
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
第
十
一
条
第

二
項
第
二
号
イ
に
規
定
す
る
主
務
大
臣
が

定
め
る
比
率
の
一
部
を
改
正
す
る
件

（
同
三
）

〇
容
器
包
装
に
係
る
分
別
収
集
及
び
再
商
品

化
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
第
十
一
条
第

二
項
第
二
号
ロ
に
規
定
す
る
主
務
大
臣
が

定
め
る
率
の
一
部
を
改
正
す
る
件（
同
四
）

〇
容
器
包
装
に
係
る
分
別
収
集
及
び
再
商
品

化
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
第
十
一
条
第

二
項
第
二
号
ニ
に
規
定
す
る
主
務
大
臣
が

定
め
る
量
の
一
部
を
改
正
す
る
件（
同
五
）

〇
特
定
事
業
者
責
任
比
率
の
一
部
を
改
正
す

る
件
（
同
六
）

〇
再
商
品
化
義
務
総
量
の
一
部
を
改
正
す
る

件
（
同
七
）

〇
容
器
包
装
に
係
る
分
別
収
集
及
び
再
商
品

化
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
第
十
三
条
第

二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
主
務
大
臣
が
定

め
る
量
の
一
部
を
改
正
す
る
件
（
同
八
）

〇
国
税
通
則
法
第
二
十
二
条
に
規
定
す
る
国

税
庁
長
官
が
定
め
る
書
類
を
定
め
る
件
の

一
部
を
改
正
す
る
件
（
国
税
庁
一
）

〇
寄
附
金
控
除
の
対
象
と
な
る
寄
附
金
又
は

法
人
の
各
事
業
年
度
の
所
得
の
金
額
の
計

算
上
損
金
の
額
に
算
入
す
る
寄
附
金
を
指

定
す
る
件
の
一
部
を
改
正
す
る
件

（
同
八
三
）

〇
主
務
大
臣
が
指
定
す
る
電
子
計
算
機
の
一

部
を
改
正
す
る
告
示

（
財
務
・
文
部
科
学
・
厚
生
労
働
・
農
林

水
産
・
経
済
産
業
・
国
土
交
通
・
環
境
・

防
衛
一
）
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（
前
の
ペ
ー
ジ
よ
り
続
き
）

〇
指
定
就
労
選
択
支
援
の
提
供
に
当
た
る
者

と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の
等

（
同
八
九
）

〇
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
病
院
の
病
棟

並
び
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
病
院
、

基
礎
係
数
、
機
能
評
価
係
数
Ⅰ
、
機
能
評

価
係
数
Ⅱ
、
救
急
補
正
係
数
及
び
激
変
緩

和
係
数
の
一
部
を
改
正
す
る
件（
同
九
〇
）

〇
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性

及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
第

四
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
検
定

を
要
す
る
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
の

指
定
す
る
医
薬
品
等
の
一
部
を
改
正
す
る

件
（
同
九
一
）

〇
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
第
八
条
の
二
第

一
項
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
く
休
業
補
償

給
付
、
複
数
事
業
労
働
者
休
業
給
付
又
は

休
業
給
付
に
係
る
給
付
基
礎
日
額
の
算
定

に
用
い
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
率

（
同
九
二
）

〇
労
働
基
準
法
施
行
規
則
第
三
十
八
条
の
七

か
ら
第
三
十
八
条
の
九
ま
で
の
規
定
に
基

づ
き
、
休
業
補
償
の
額
の
算
定
に
当
た
り

用
い
る
率
の
一
部
を
改
正
す
る
件

（
同
九
三
）

〇
中
小
企
業
退
職
金
共
済
法
第
十
条
第
二
項

第
三
号
ロ
及
び
中
小
企
業
退
職
金
共
済
法

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う

経
過
措
置
に
関
す
る
政
令
第
二
条
第
一
項

第
三
号
ロ

の
支
給
率
を
定
め
る
件

（
同
九
四
）

〇
中
小
企
業
退
職
金
共
済
法
第
二
十
八
条
第

一
項
の
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
率
を
定

め
る
件
（
同
九
五
）

〇
中
小
企
業
退
職
金
共
済
法
施
行
令
第
二
条

第
一
号
及
び
第
二
号
の
厚
生
労
働
大
臣
の

定
め
る
率
を
定
め
る
件
（
同
九
六
）

〇
中
小
企
業
退
職
金
共
済
法
第
十
三
条
第
二

項
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
利
率
を
定

め
る
件
（
同
九
七
）

〇
中
小
企
業
退
職
金
共
済
法
第
三
十
条
第
二

項
第
二
号
イ
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る

利
率
を
定
め
る
件
（
同
九
八
）

〇
確
定
給
付
企
業
年
金
法
附
則
第
二
十
八
条

第
三
項
第
一
号
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め

る
利
率
を
定
め
る
件
（
同
九
九
）

〇
公
的
年
金
制
度
の
健
全
性
及
び
信
頼
性
の

確
保
の
た
め
の
厚
生
年
金
保
険
法
等
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
三
十
六
条
第

三
項
第
一
号
及
び
第
八
項
の
厚
生
労
働
大

臣
が
定
め
る
利
率
を
定
め
る
件

（
同
一
〇
〇
）

〇
中
小
企
業
退
職
金
共
済
法
第
三
十
一
条
の

二
第
三
項
第
一
号
及
び
第
七
項
の
厚
生
労

働
大
臣
が
定
め
る
利
率
を
定
め
る
件

（
同
一
〇
一
）

〇
中
小
企
業
退
職
金
共
済
法
施
行
令
第
十
六

条
第
五
項
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
利

率
を
定
め
る
件
（
同
一
〇
二
）

〇
中
小
企
業
退
職
金
共
済
法
第
三
十
一
条
の

三
第
三
項
第
一
号
及
び
第
七
項
の
厚
生
労

働
大
臣
が
定
め
る
利
率
を
定
め
る
件

（
同
一
〇
三
）

〇
平
成
十
九
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
五
十
三

号
（
医
療
法
施
行
規
則
別
表
第
一
の
規
定

に
基
づ
く
病
院
、
診
療
所
又
は
助
産
所
の

管
理
者
が
都
道
府
県
知
事
に
報
告
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
事
項
と
し
て
医
療
法
施
行

規
則
別
表
第
一
に
掲
げ
る
事
項
の
う
ち
、

厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
も
の
）
等
の
一

部
を
改
正
す
る
告
示
（
同
一
〇
四
）

〇
医
療
法
第
三
十
条
の
十
八
の
四
第
一
項
に

規
定
す
る
か
か
り
つ
け
医
機
能
報
告
対
象

病
院
等
の
管
理
者
が
都
道
府
県
知
事
に
報

告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項
と
し
て
医

療
法
施
行
規
則
別
表
第
八
に
掲
げ
る
事
項

の
う
ち
、
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
も
の

（
同
一
〇
五
）

〇
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進

並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等

及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す

る
法
律
施
行
令
第
九
条
第
二
項
に
規
定
す

る
保
険
料
の
額
の
一
部
を
改
正
す
る
件

（
同
一
〇
六
）

〇
国
民
年
金
の
保
険
料
を
追
納
す
る
場
合
に

納
付
す
べ
き
額
（
同
一
〇
七
）

〇
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
第

八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
定
め
る
計

画
の
全
部
を
改
正
す
る
件
（
同
一
〇
八
）

〇
予
防
接
種
に
関
す
る
基
本
的
な
計
画
の
一

部
を
改
正
す
る
件
（
同
一
〇
九
）

〇
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す

る
法
律
の
規
定
に
よ
り
登
録
研
修
機
関
の

登
録
の
更
新
を
し
た
件
（
同
一
一
〇
）

〇
障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律

施
行
規
則
第
二
十
条
の
二
第
二
項
第
二
号

及
び
第
三
項
第
二
号
に
規
定
す
る
厚
生
労

働
大
臣
が
定
め
る
研
修
の
一
部
を
改
正
す

る
件
（
同
一
一
一
）

〇
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
先
進
医
療
及
び

患
者
申
出
療
養
並
び
に
施
設
基
準
の
一
部

を
改
正
す
る
件
（
同
一
一
二
）

〇
介
護
保
険
法
施
行
規
則
第
二
十
二
条
の
三

十
三
第
二
号
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る

講
習
の
内
容
の
全
部
を
改
正
す
る
件

（
同
一
一
三
）

〇
雇
用
保
険
法
施
行
規
則
第
百
十
二
条
第
二

項
第
一
号
イ

の
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定

す
る
地
域
の
一
部
を
改
正
す
る
件

（
同
一
一
四
）

〇
医
師
法
第
十
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す

る
大
学
に
お
い
て
医
学
を
専
攻
す
る
学
生

が
臨
床
実
習
を
開
始
す
る
前
に
修
得
す
べ

き
知
識
及
び
技
能
を
具
有
し
て
い
る
か
ど

う
か
を
評
価
す
る
た
め
に
大
学
が
共
用
す

る
試
験
を
定
め
る
省
令
第
二
条
第
三
項
第

三
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め

る
基
準
等
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

（
同
一
二
六
）

〇
介
護
職
種
に
つ
い
て
外
国
人
の
技
能
実
習

の
適
正
な
実
施
及
び
技
能
実
習
生
の
保
護

に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
に
規
定
す
る
特

定
の
職
種
及
び
作
業
に
特
有
の
事
情
に
鑑

み
て
事
業
所
管
大
臣
が
定
め
る
基
準
等
の

一
部
を
改
正
す
る
件
（
同
一
一
五
）

〇
健
康
保
険
組
合
の
設
立
を
認
可
し
た
件

（
同
一
一
六
）

〇
健
康
保
険
組
合
の
分
割
を
認
可
し
た
件

（
同
一
一
七
）

〇
健
康
保
険
組
合
の
解
散
を
認
可
し
た
件

（
同
一
一
八
）

〇
健
康
保
険
組
合
の
合
併
を
認
可
し
た
件

（
同
一
一
九
）

〇
健
康
保
険
組
合
の
名
称
を
変
更
し
た
件

（
同
一
二
〇
）

〇
健
康
保
険
組
合
の
事
務
所
の
所
在
地
を
変

更
し
た
件
（
同
一
二
一
）

〇
雇
用
保
険
法
附
則
第
五
条
第
一
項
の
規
定

に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
地

域
（
同
一
二
二
）

〇
令
和
七
年
度
に
お
け
る
前
期
高
齢
者
交
付

金
及
び
後
期
高
齢
者
医
療
の
国
庫
負
担
金

の
算
定
等
に
関
す
る
政
令
第
二
十
五
条
の

三
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生

労
働
大
臣
が
定
め
る
率
（
同
一
二
三
）

〇
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
に

よ
る
保
険
者
の
前
期
高
齢
者
交
付
金
等
の

額
の
算
定
等
に
関
す
る
省
令
第
四
十
条
の

二
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大

臣
が
定
め
る
基
準
の
一
部
を
改
正
す
る
件

（
同
一
二
四
）

〇
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性

及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
第

二
十
三
条
の
二
の
二
十
三
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
が
基
準
を
定
め
て

指
定
す
る
医
療
機
器
の
一
部
を
改
正
す
る

件
（
同
一
二
五
）
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〇
容
器
保
安
規
則
に
基
づ
き
表
示
等
の
細

目
、
容
器
再
検
査
の
方
法
等
を
定
め
る
告

示
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
（
同
四
二
）

〇
電
気
事
業
法
施
行
規
則
第
五
十
二
条
の
二

第
一
号
ロ
の
要
件
等
に
関
す
る
告
示
の
一

部
を
改
正
す
る
告
示
（
同
四
三
）

〇
鉄
道
車
両
に
固
定
す
る
容
器
等
の
検
査
及

び
再
検
査
に
お
け
る
規
格
を
定
め
る
件
の

一
部
を
改
正
す
る
告
示

（
経
済
産
業
・
国
土
交
通
一
）

〇
乗
用
自
動
車
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の

向
上
に
関
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
機
器
等

製
造
事
業
者
等
の
判
断
の
基
準
等
及
び
貨

物
自
動
車
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向

上
に
関
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
機
器
等
製

造
事
業
者
等
の
判
断
の
基
準
等
の
一
部
を

改
正
す
る
告
示
（
同
二
）

〇
容
器
包
装
に
係
る
分
別
収
集
及
び
再
商
品

化
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
第
十
二
条
第

二
項
第
二
号
ニ
に
規
定
す
る
主
務
大
臣
が

定
め
る
量
の
一
部
を
改
正
す
る
件

（
経
済
産
業
・
環
境
四
）

〇
道
路
運
送
車
両
法
関
係
手
数
料
規
則
に
基

づ
く
自
動
車
、
特
定
共
通
構
造
部
若
し
く

は
特
定
装
置
の
型
式
に
つ
い
て
の
指
定
又

は
特
定
改
造
等
の
許
可
の
申
請
に
係
る
手

数
料
の
額
の
算
出
に
関
し
必
要
な
事
項
を

定
め
る
告
示
及
び
完
成
検
査
実
施
規
程
の

一
部
を
改
正
す
る
告
示

（
国
土
交
通
二
四
六
）

〇
枠
組
壁
工
法
を
用
い
た
建
築
物
又
は
建
築

物
の
構
造
部
分
の
構
造
方
法
に
関
す
る
安

全
上
必
要
な
技
術
的
基
準
を
定
め
る
等
の

件
及
び
Ｃ
Ｌ
Ｔ
パ
ネ
ル
工
法
を
用
い
た
建

築
物
又
は
建
築
物
の
構
造
部
分
の
構
造
方

法
に
関
す
る
安
全
上
必
要
な
技
術
的
基
準

を
定
め
る
等
の
件
の
一
部
を
改
正
す
る
告

示
（
同
二
四
七
）

〇
評
価
方
法
基
準
及
び
長
期
使
用
構
造
等
と

す
る
た
め
の
措
置
及
び
維
持
保
全
の
方
法

の
基
準
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

（
同
二
四
八
）

〇
圧
縮
水
素
ガ
ス
を
燃
料
と
す
る
車
両
の
燃

料
電
池
等
の
技
術
上
の
基
準
を
定
め
る
告

示
（
同
二
四
九
）

〇
木
質
接
着
パ
ネ
ル
工
法
を
用
い
た
建
築
物

又
は
建
築
物
の
構
造
部
分
の
構
造
方
法
に

関
す
る
安
全
上
必
要
な
技
術
的
基
準
等
を

定
め
る
件
（
同
二
五
〇
）

〇
社
会
福
祉
施
設
職
員
等
退
職
手
当
共
済
法

施
行
令
第
七
条
の
規
定
に
基
づ
く
令
和
七

年
度
の
単
位
掛
金
額
を
定
め
る
件

（
同
一
二
七
）

〇
令
和
七
年
度
に
お
け
る
感
染
症
の
予
防
及

び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す

る
法
律
施
行
規
則
第
十
九
条
の
九
第
一
号

イ

の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が

定
め
る
率
（
同
一
二
八
）

〇
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
に

よ
る
保
険
者
の
前
期
高
齢
者
交
付
金
等
の

額
の
算
定
等
に
関
す
る
省
令
の
規
定
に
基

づ
き
令
和
七
年
度
に
お
け
る
全
保
険
者
平

均
前
期
高
齢
者
加
入
率
見
込
値
及
び
令
和

五
年
度
に
お
け
る
全
保
険
者
平
均
前
期
高

齢
者
加
入
率
を
公
示
す
る
件（
同
一
二
九
）

〇
障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律

の
規
定
に
よ
る
在
宅
就
業
支
援
団
体
が
住

所
及
び
在
宅
就
業
障
害
者
に
係
る
業
務
を

行
う
事
業
所
の
所
在
地
を
変
更
し
た
件

（
同
一
三
〇
）

〇
化
学
物
質
の
審
査
及
び
製
造
等
の
規
制
に

関
す
る
法
律
第
二
条
第
二
項
各
号
又
は
第

三
項
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
と

認
め
ら
れ
る
化
学
物
質
そ
の
他
の
同
条
第

五
項
に
規
定
す
る
評
価
を
行
う
こ
と
が
必

要
と
認
め
ら
れ
な
い
も
の
と
し
て
厚
生
労

働
大
臣
、
経
済
産
業
大
臣
及
び
環
境
大
臣

が
指
定
す
る
化
学
物
質
の
一
部
を
改
正
す

る
件（
厚
生
労
働
・
経
済
産
業
・
環
境
二
）

〇
化
学
物
質
の
審
査
及
び
製
造
等
の
規
制
に

関
す
る
法
律
第
十
一
条
の
規
定
に
基
づ
き

優
先
評
価
化
学
物
質
の
指
定
を
取
り
消
し

た
件
（
同
三
）

〇
漁
業
法
第
五
十
七
条
第
七
項
第
一
号
の
都

道
府
県
知
事
が
許
可
を
す
る
こ
と
が
で
き

る
船
舶
の
隻
数
を
定
め
る
件
の
一
部
を
改

正
す
る
告
示
（
農
林
水
産
五
〇
四
）

〇
農
業
の
担
い
手
に
対
す
る
経
営
安
定
の
た

め
の
交
付
金
の
交
付
に
関
す
る
法
律
施
行

規
則
第
七
条
及
び
第
九
条
第
一
項
第
一
号

の
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
規
格
を
定
め

る
件
の
一
部
を
改
正
す
る
件（
同
五
〇
五
）

〇
農
産
物
規
格
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
件

（
同
五
〇
六
）

〇
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
の
利
用
の
促

進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
規
定
に
基
づ

き
基
準
価
格
等
、
調
達
価
格
等
及
び
解
体

等
積
立
基
準
額
を
定
め
る
件

（
経
済
産
業
三
六
）

〇
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
の
利
用
の
促

進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
第
三
条
第
一
項

に
規
定
す
る
特
定
調
達
対
象
区
分
等
を
指

定
す
る
件
（
同
三
七
）

〇
電
気
に
つ
い
て
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
と
し
て
の

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
の
効
率
的
な
利

用
を
促
進
す
る
た
め
誘
導
す
べ
き
再
生
可

能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
の
価
格
の
水
準
に
関

す
る
目
標
（
同
三
八
）

〇
入
札
対
象
と
し
て
指
定
を
す
る
再
生
可
能

エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
区
分
等
に
お
け

る
入
札
の
実
施
に
関
す
る
指
針（
同
三
九
）

〇
イ
ン
バ
ラ
ン
ス
リ
ス
ク
単
価
等
を
定
め
る

告
示
（
同
四
〇
）

〇
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
の
利
用
の
促

進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
第
三
十
二
条
第

二
項
の
規
定
に
基
づ
き
納
付
金
単
価
を
定

め
る
告
示
（
同
四
一
）

（
以
下
次
の
ペ
ー
ジ
へ
続
く
）

〇
水
質
汚
濁
に
係
る
環
境
基
準
に
つ
い
て
の

一
部
を
改
正
す
る
件
（
環
境
三
五
）

〇
環
境
大
臣
が
定
め
る
排
水
基
準
に
係
る
検

定
方
法
の
一
部
を
改
正
す
る
件（
同
三
六
）

〇
子
の
養
育
又
は
家
族
の
介
護
を
行
い
、
又

は
行
う
こ
と
と
な
る
船
員
の
職
業
生
活
と

家
庭
生
活
と
の
両
立
が
図
ら
れ
る
よ
う
に

す
る
た
め
に
事
業
主
が
講
ず
べ
き
措
置
等

に
関
す
る
指
針
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

（
同
二
五
八
）

〇
デ
ジ
タ
ル
選
択
呼
出
装
置
を
使
用
し
た
遭

難
警
報
の
受
信
等
を
行
う
こ
と
が
で
き
る

海
上
保
安
庁
所
属
の
海
岸
局
の
通
信
圏
等

に
つ
い
て
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

（
海
上
保
安
庁
一
二
）

〇
建
築
基
準
法
施
行
令
第
八
十
一
条
第
二
項

第
一
号
イ
又
は
同
項
第
二
号
イ
に
規
定
す

る
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
従
っ

た
構
造
計
算
に
よ
り
木
質
接
着
パ
ネ
ル
工

法
を
用
い
た
建
築
物
又
は
建
築
物
の
構
造

部
分
の
安
全
性
を
確
か
め
た
場
合
の
構
造

計
算
書
を
定
め
る
件
（
同
二
五
一
）

〇
既
存
住
宅
状
況
調
査
技
術
者
講
習
登
録
規

程
に
よ
り
既
存
住
宅
状
況
調
査
技
術
者
講

習
実
施
機
関
の
講
習
委
員
を
変
更
す
る
件

（
同
二
五
二
〜
二
五
四
）

〇
自
動
車
特
定
整
備
事
業
者
が
事
業
場
以
外

の
場
所
に
お
い
て
特
定
整
備
を
行
う
場
合

の
実
施
規
程
（
同
二
五
五
）

〇
低
騒
音
型
建
設
機
械
の
指
定
に
関
す
る
件

（
同
二
五
六
）

〇
排
出
ガ
ス
対
策
型
原
動
機
の
書
面
の
記
載

事
項
変
更
に
関
す
る
件
（
同
二
五
七
）





令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報
（
前
の
ペ
ー
ジ
よ
り
続
き
）

〇
土
壌
の
汚
染
に
係
る
環
境
基
準
に
つ
い
て

の
一
部
を
改
正
す
る
件
（
同
三
七
）

〇
土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
第
六
条
第
二

項
第
二
号
の
環
境
大
臣
が
定
め
る
地
下
水

に
含
ま
れ
る
試
料
採
取
等
対
象
物
質
の
量

の
測
定
方
法
の
一
部
を
改
正
す
る
件

（
同
三
八
）

〇
土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
第
六
条
第
三

項
第
四
号
の
環
境
大
臣
が
定
め
る
土
壌
溶

出
量
調
査
に
係
る
測
定
方
法
の
一
部
を
改

正
す
る
件
（
同
三
九
）

〇
土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
第
六
条
第
四

項
第
二
号
の
環
境
大
臣
が
定
め
る
土
壌
含

有
量
調
査
に
係
る
測
定
方
法
の
一
部
を
改

正
す
る
件
（
同
四
〇
）

〇
地
下
水
の
水
質
汚
濁
に
係
る
環
境
基
準
に

つ
い
て
の
一
部
を
改
正
す
る
件（
同
四
一
）

〇
水
質
汚
濁
防
止
法
施
行
規
則
第
六
条
の
二

の
規
定
に
基
づ
き
環
境
大
臣
が
定
め
る
検

定
方
法
の
一
部
を
改
正
す
る
件（
同
四
二
）

〇
水
質
汚
濁
防
止
法
施
行
規
則
第
九
条
の
四

の
規
定
に
基
づ
き
環
境
大
臣
が
定
め
る
測

定
方
法
の
一
部
を
改
正
す
る
件（
同
四
三
）

〇
特
定
水
道
利
水
障
害
の
防
止
の
た
め
の
水

道
水
源
水
域
の
水
質
の
保
全
に
関
す
る
特

別
措
置
法
施
行
規
則
第
五
条
第
二
項
の
規

定
に
基
づ
く
環
境
大
臣
が
定
め
る
検
定
方

法
の
一
部
を
改
正
す
る
件
（
同
四
四
）

〇
特
定
悪
臭
物
質
の
測
定
の
方
法
の
一
部
を

改
正
す
る
件
（
同
四
五
）

〇
臭
気
指
数
及
び
臭
気
排
出
強
度
の
算
定
の

方
法
の
一
部
を
改
正
す
る
件
（
同
四
六
）

〇
生
活
環
境
動
植
物
の
被
害
防
止
に
係
る
農

薬
登
録
基
準
の
一
部
を
改
正
す
る
件

（
同
四
七
）

〇
水
質
汚
濁
に
係
る
農
薬
登
録
基
準
の
一
部

を
改
正
す
る
件
（
同
四
八
）

〇
南
西
諸
島
陸
産
貝
類
に
関
す
る
保
護
増
殖

事
業
計
画
を
定
め
る
件
（
同
四
九
）

〇
道
路
に
関
す
る
件

（
東
北
地
方
整
備
局
三
一
〜
三
五
）

〇
道
路
に
関
す
る
件

（
北
陸
地
方
整
備
局
一
五
〜
一
七
）

〇
道
路
に
関
す
る
件

（
中
部
地
方
整
備
局
三
七
〜
四
四
）

〇
都
市
計
画
に
関
す
る
件（
同
四
五
〜
五
一
）

〇
道
路
に
関
す
る
件

（
近
畿
地
方
整
備
局
四
五
〜
五
〇
）

〇
道
路
に
関
す
る
件

（
中
国
地
方
整
備
局
三
一
、
三
三
）

〇
都
市
計
画
に
関
す
る
件
（
同
三
二
）

〇
道
路
に
関
す
る
件

（
四
国
地
方
整
備
局
二
五
、
二
六
）

〇
道
路
に
関
す
る
件

（
九
州
地
方
整
備
局
四
九
〜
七
一
）

〇
都
市
計
画
に
関
す
る
件

（
北
海
道
開
発
局
三
二
〜
三
六
）

〔
官
庁
報
告
〕

官
庁
事
項

人
事
院
規
則
二

四
（
人
事
院
の
職
員
に
対

す
る
権
限
の
委
任
）
第
二
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
昭
和
五
十
八
年
人
事
院
公
示
第
四
号
の

一
部
改
正
に
関
し
、
決
定
し
た
件

（
人
事
院
公
示
六
）

国
家
公
務
員
災
害
補
償
法
（
昭
和
二
十
六
年

法
律
第
百
九
十
一
号
）
第
四
条
の
二
第
一
項

及
び
人
事
院
規
則
一
六

〇
（
職
員
の
災
害

補
償
）
第
十
七
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成

二
年
人
事
院
公
示
第
八
号
の
一
部
改
正
に
関

し
、
決
定
し
た
件
（
同
七
）

国
家
公
務
員
災
害
補
償
法
（
昭
和
二
十
六
年

法
律
第
百
九
十
一
号
）
第
四
条
の
三
第
一
項

及
び
第
四
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
平
成
四
年
人
事
院
公
示
第
六
号
の
一
部

改
正
に
関
し
、
決
定
し
た
件
（
同
八
）

国
家
公
務
員
災
害
補
償
法
（
昭
和
二
十
六
年

法
律
第
百
九
十
一
号
）
第
十
七
条
の
四
第
二

項
第
二
号
並
び
に
人
事
院
規
則
一
六

〇

（
職
員
の
災
害
補
償
）
第
三
十
三
条
の
二
第

一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
三
十
三
条
の
十

一
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
四
年
人
事
院
公

示
第
七
号
の
一
部
改
正
に
関
し
、
決
定
し
た

件
（
同
九
）

人
事
院
規
則
一
六

〇（
職
員
の
災
害
補
償
）

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成

八
年
人
事
院
公
示
第
十
一
号
の
一
部
改
正
に

関
し
、
決
定
し
た
件
（
同
一
〇
）

土
地
家
屋
調
査
士
法
第
三
条
第
二
項
第
二
号

の
規
定
に
基
づ
く
認
定
を
受
け
た
者
の
公
告

（
法
務
省
）

令
和
七
年
度
塩
需
給
見
通
し
の
公
表
に
つ
い

て
（
財
務
省
）

北
陸
地
方
整
備
局
公
示（
北
陸
地
方
整
備
局
）

中
部
地
方
整
備
局
公
示（
中
部
地
方
整
備
局
）

中
国
地
方
整
備
局
公
示（
中
国
地
方
整
備
局
）

四
国
地
方
整
備
局
公
示（
四
国
地
方
整
備
局
）

労

働

最
低
工
賃
の
改
正
決
定
に
関
す
る
公
示

（
山
梨
労
働
局
最
低
工
賃
公
示
一
）

あ
っ
せ
ん
員
候
補
者
に
関
す
る
公
示

（
中
央
労
働
委
員
会
）

〔
資

料
〕

国
庫
歳
入
歳
出
状
況
（
令
和
六
年
度
令
和
七

年
一
月
分
）（
財
務
省
）





内

閣

官

房

令

府

令

内
閣
府
所
管
旅
費
取
扱
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
内
閣
府
令

内
閣
府
所
管
旅
費
取
扱
規
則
（
昭
和
二
十
七
年
総
理
府
令
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し

て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。）は
、
そ
の
標
記
部
分
が
異
な
る
も
の
は
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象

規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

改

正

後

改

正

前

（
目
的
）

（
目
的
）

第
一
条

内
閣
府
所
管
の
国
費
を
も
っ
て
、
国
家
公
務
員
（
以
下
「
職
員
」
と
い
う
。）及
び
職
員
以
外
の
者
に
対

し
て
支
給
す
る
旅
費
に
関
し
、
国
家
公
務
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
十
四
号
。

以
下
「
法
」
と
い
う
。）、
国
家
公
務
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
令
和
六
年
政
令
第
三
百
六
号
。
以

下
「
令
」
と
い
う
。）及
び
国
家
公
務
員
等
の
旅
費
支
給
規
程
（
昭
和
二
十
五
年
大
蔵
省
令
第
四
十
五
号
。
以
下

「
規
程
」
と
い
う
。）の
規
定
に
よ
り
、
内
閣
総
理
大
臣
が
財
務
大
臣
に
協
議
し
て
定
め
る
事
項
そ
の
他
旅
費
の

取
扱
に
つ
い
て
は
、
別
に
定
め
る
も
の
を
除
く
ほ
か
、
こ
の
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

第
一
条

内
閣
府
所
管
の
国
費
を
も
っ
て
、
国
家
公
務
員
（
以
下
「
職
員
」
と
い
う
。）及
び
職
員
以
外
の
者
に
対

し
て
支
給
す
る
旅
費
に
関
し
、
国
家
公
務
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
十
四
号
。

以
下
「
法
」
と
い
う
。）の
規
定
に
よ
り
、
内
閣
総
理
大
臣
が
財
務
大
臣
に
協
議
し
て
定
め
る
事
項
そ
の
他
旅
費

の
取
扱
に
つ
い
て
は
、
別
に
定
め
る
も
の
を
除
く
ほ
か
、
こ
の
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
相
当
す
る
職
務
等
）

（
相
当
す
る
職
務
等
）

第
二
条

令
第
一
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
、
衆
議
院
議
員
選
挙
区
画
定
審
議
会
会
長
及
び
国
会
等
移
転

審
議
会
会
長
の
職
務
は
、
内
閣
総
理
大
臣
等
に
相
当
す
る
職
務
と
す
る
。

第
二
条

法
第
二
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
、
衆
議
院
議
員
選
挙
区
画
定
審
議
会
会
長
及
び
国
会
等
移
転

審
議
会
会
長
の
職
務
は
、
内
閣
総
理
大
臣
等
に
相
当
す
る
職
務
と
す
る
。

２

令
第
一
条
第
二
項
第
二
号
及
び
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
、
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二

十
五
年
法
律
第
九
十
五
号
。
別
表
に
お
い
て
「
一
般
職
給
与
法
」
と
い
う
。）第
六
条
第
一
項
第
一
号
イ
に
規
定

す
る
行
政
職
俸
給
表

の
適
用
を
受
け
な
い
者
（
規
程
第
八
条
第
一
号
及
び
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
規
定

す
る
者
を
除
く
。）及
び
同
項
第
十
一
号
に
規
定
す
る
指
定
職
俸
給
表
の
適
用
を
受
け
な
い
者
の
行
政
職
俸
給
表

に
相
当
す
る
職
務
の
級
及
び
指
定
職
俸
給
表
に
相
当
す
る
職
務
は
、
別
表
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

２

法
第
二
条
第
一
項
第
三
号
及
び
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
（
昭

和
二
十
五
年
法
律
第
九
十
五
号
。
以
下
「
一
般
職
給
与
法
」
と
い
う
。）第
六
条
第
一
項
第
一
号
イ
に
規
定
す
る

行
政
職
俸
給
表

の
適
用
を
受
け
な
い
者
（
第
五
項
に
規
定
す
る
者
を
除
く
。）及
び
同
項
第
十
一
号
に
規
定
す

る
指
定
職
俸
給
表
の
適
用
を
受
け
な
い
者
の
行
政
職
俸
給
表

に
相
当
す
る
職
務
の
級
及
び
指
定
職
俸
給
表
に

相
当
す
る
職
務
は
、
別
表
一
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報
〇
内
閣
官
房
令
第
四
号

刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
理
等
に
関
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
六
十
八
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
二
百
十
五
号
）
第
十
九
条
の
規
定
に

基
づ
き
、
国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
の
規
定
に
よ
る
退
職
手
当
の
支
給
制
限
等
に
係
る
書
面
の
様
式
を
定
め
る
内
閣
官
房
令
の
一
部
を
改
正
す
る
内
閣
官
房
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

内
閣
総
理
大
臣

石
破

茂

国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
の
規
定
に
よ
る
退
職
手
当
の
支
給
制
限
等
に
係
る
書
面
の
様
式
を
定
め
る
内
閣
官
房
令
の
一
部
を
改
正
す
る
内
閣
官
房
令

国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
の
規
定
に
よ
る
退
職
手
当
の
支
給
制
限
等
に
係
る
書
面
の
様
式
を
定
め
る
内
閣
官
房
令
（
平
成
二
十
一
年
総
務
省
令
第
二
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
様
式
第
三
、
別
記
様
式
第
四
及
び
別
記
様
式
第
五
中
「禁

錮

」
を
「拘

禁
刑

」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
内
閣
官
房
令
は
、
令
和
七
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
内
閣
府
令
第
二
十
七
号

国
家
公
務
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
十
四
号
）
を
実
施
す
る
た
め
、
内
閣
府
所
管
旅
費
取
扱
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
内
閣
府
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

内
閣
総
理
大
臣

石
破

茂





３

一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
及
び
給
与
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
二
十
五
号
。
以

下
「
任
期
付
職
員
法
」
と
い
う
。）第
三
条
各
項
の
規
定
に
よ
り
任
期
を
定
め
て
採
用
さ
れ
た
者
に
つ
い
て
、
令

第
一
条
第
二
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
定
め
る
行
政
職
俸
給
表

に
相
当
す
る
職
務
の
級
は
、
次
の
と
お
り
と

す
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
に
よ
り
難
い
場
合
に
は
、
令
第
一
条
第
二
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
、
財
務
大
臣
と
協

議
の
上
、
指
定
職
職
員
等
に
相
当
す
る
職
務
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
及
び
給
与
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
二
十
五
号
。
以

下
「
任
期
付
職
員
法
」
と
い
う
。）第
三
条
各
項
の
規
定
に
よ
り
任
期
を
定
め
て
採
用
さ
れ
た
者
に
つ
い
て
、
法

第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
る
行
政
職
俸
給
表

に
相
当
す
る
職
務
の
級
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

た
だ
し
、
こ
れ
に
よ
り
難
い
場
合
に
は
、
法
第
二
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
、財
務
大
臣
と
協
議
の
上
、

指
定
職
の
職
務
に
相
当
す
る
職
務
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

﹇
略
﹈

一

﹇
同
上
﹈

二

任
期
付
職
員
法
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
任
期
を
定
め
て
採
用
さ
れ
た
者

規
程
別
表
第
一
の
一
及

び
別
表
第
一
の
二
に
よ
る
行
政
職
俸
給
表

に
相
当
す
る
職
務
の
級

二

任
期
付
職
員
法
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
任
期
を
定
め
て
採
用
さ
れ
た
者

第
五
項
の
規
定
に
よ
る

行
政
職
俸
給
表

に
相
当
す
る
職
務
の
級

﹇
項
を
削
る
。﹈

４

一
般
職
の
任
期
付
研
究
員
の
採
用
、
給
与
及
び
勤
務
時
間
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
平
成
九
年
法
律
第
六
十

五
号
。
以
下
「
任
期
付
研
究
員
法
」
と
い
う
。）第
三
条
第
一
項
各
号
の
規
定
に
よ
り
任
期
を
定
め
て
採
用
さ
れ

た
者
に
つ
い
て
、
法
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
る
行
政
職
俸
給
表

に
相
当
す
る
職
務
の
級
は
、
次

の
と
お
り
と
す
る
。

一

任
期
付
研
究
員
法
第
三
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
任
期
を
定
め
て
採
用
さ
れ
た
者

次
の
イ
か
ら

ヘ
ま
で
の
規
定
に
よ
る
。

イ

六
号
俸
の
俸
給
月
額
を
受
け
る
職
員
（
六
号
俸
を
超
え
る
俸
給
月
額
を
受
け
る
職
員
を
含
む
。）の
職
務

の
級

行
政
職
俸
給
表

に
よ
る
九
級
の
職
務
に
相
当
す
る
職
務
の
級

ロ

五
号
俸
の
俸
給
月
額
を
受
け
る
職
員
の
職
務
の
級

行
政
職
俸
給
表

に
よ
る
八
級
の
職
務
に
相
当
す

る
職
務
の
級

ハ

四
号
俸
の
俸
給
月
額
を
受
け
る
職
員
の
職
務
の
級

行
政
職
俸
給
表

に
よ
る
七
級
の
職
務
に
相
当
す

る
職
務
の
級

ニ

三
号
俸
の
俸
給
月
額
を
受
け
る
職
員
の
職
務
の
級

行
政
職
俸
給
表

に
よ
る
六
級
の
職
務
に
相
当
す

る
職
務
の
級

ホ

二
号
俸
の
俸
給
月
額
を
受
け
る
職
員
の
職
務
の
級

行
政
職
俸
給
表

に
よ
る
五
級
の
職
務
に
相
当
す

る
職
務
の
級

ヘ

一
号
俸
の
俸
給
月
額
を
受
け
る
職
員
の
職
務
の
級

行
政
職
俸
給
表

に
よ
る
四
級
の
職
務
に
相
当
す

る
職
務
の
級

二

任
期
付
研
究
員
法
第
三
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
任
期
を
定
め
て
採
用
さ
れ
た
者

行
政
職
俸
給
表

に

よ
る
三
級
の
職
務
に
相
当
す
る
職
務
の
級

﹇
項
を
削
る
。﹈

５

一
般
職
給
与
法
第
六
条
第
一
項
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
行
政
職
俸
給
表

以
外
の
同
項
各
号
（
第
十
一
号
を

除
く
。）に
規
定
す
る
俸
給
表
の
適
用
を
受
け
る
者
の
行
政
職
俸
給
表

に
相
当
す
る
職
務
の
級
は
、
別
表
二
の

一
及
び
別
表
二
の
二
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

﹇
項
を
削
る
。﹈

６

法
第
三
十
四
条
第
一
項
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
特
定
指
定
職
在
職
者
及
び
特
定
指
定
職
在
職
者
に
相
当
す
る

も
の
は
、
別
表
三
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
電
磁
的
記
録
に
よ
る
旅
費
の
請
求
手
続
）

﹇
条
を
削
る
。﹈

第
三
条

国
家
公
務
員
等
の
旅
費
支
給
規
程
（
昭
和
二
十
五
年
大
蔵
省
令
第
四
十
五
号
）
第
七
条
第
四
項
に
規
定

す
る
各
庁
の
長
が
定
め
る
方
法
は
、
旅
費
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
旅
行
者
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機

と
支
出
官
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る

方
法
と
す
る
。

令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報 



（
証
人
等
の
旅
費
）

（
証
人
等
の
旅
費
）

第
三
条

法
第
三
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
っ
て
旅
行
す
る
証
人
等
に
支
給
す
る
旅
費
は
、
次
の
区
分
に
よ
る
旅
費

と
す
る
。

第
四
条

法
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
っ
て
旅
行
す
る
証
人
等
に
支
給
す
る
旅
費
は
、
次
の
区
分
に
よ
る
旅
費
と
す

る
。

一

証
人
、
鑑
定
人
、
参
考
人
、
通
訳
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
者
の
旅
行
の
場
合
に
は
、
行
政
職
俸
給
表

に
よ
る
一
級
の
職
員
の
出
張
の
例
に
準
じ
て
計
算
し
た
旅
費

一

証
人
、
鑑
定
人
、
参
考
人
、
通
訳
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
者
の
旅
行
の
場
合
に
は
、
一
級
の
職
員
の
出

張
の
例
に
準
じ
て
計
算
し
た
旅
費

二

前
号
に
規
定
す
る
者
以
外
の
者
の
旅
行
の
場
合
に
は
、
用
務
の
内
容
、
支
給
を
受
け
る
者
の
学
識
経
験
及

び
社
会
的
地
位
等
を
考
慮
し
て
、
旅
行
命
令
権
者
が
行
政
職
俸
給
表

の
適
用
を
受
け
る
者
の
職
務
の
級
に

相
当
す
る
と
認
め
る
級
の
職
員
の
出
張
の
例
に
準
じ
て
計
算
し
た
旅
費

二

前
号
に
規
定
す
る
者
以
外
の
者
の
旅
行
の
場
合
に
は
、
用
務
の
内
容
、
支
給
を
受
け
る
者
の
学
識
経
験
及

び
社
会
的
地
位
等
を
考
慮
し
て
、
相
当
す
る
と
認
め
る
級
の
職
員
の
出
張
の
例
に
準
じ
て
計
算
し
た
旅
費

三

前
各
号
に
よ
り
難
い
場
合
に
は
、
令
第
二
十
条
の
規
定
に
よ
り
、
財
務
大
臣
と
協
議
の
上
、
内
閣
総
理
大

臣
等
又
は
指
定
職
職
員
等
の
出
張
の
例
に
準
じ
て
計
算
し
た
旅
費

﹇
号
を
加
え
る
。﹈

（
渡
航
雑
費
）

第
四
条

規
程
第
十
七
条
第
六
号
に
規
定
す
る
旅
行
者
の
負
担
と
す
べ
き
で
な
い
も
の
と
し
て
主
計
局
長
が
定
め

る
費
用
は
、
財
務
大
臣
と
協
議
し
て
定
め
る
費
用
の
う
ち
、
旅
行
命
令
権
者
が
そ
の
旅
行
に
必
要
と
認
め
る
費

用
と
す
る
。

﹇
条
を
加
え
る
。﹈

（
電
磁
的
記
録
に
よ
る
旅
費
の
請
求
手
続
）

第
五
条

規
程
第
二
十
三
条
に
規
定
す
る
各
庁
の
長
が
定
め
る
方
法
は
、
旅
費
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
旅
行

者
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
支
出
官
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
と
す
る
。

﹇
条
を
加
え
る
。﹈

﹇
条
を
削
る
。﹈

第
五
条

外
国
に
留
学
す
る
職
員
に
対
し
、
そ
の
留
学
中
、
国
か
ら
特
別
の
調
査
研
究
を
依
頼
し
た
場
合
に
は
、

法
第
三
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
支
度
料
と
し
て
三
万
円
を
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
内
国
旅
行
の
航
空
賃
）

﹇
条
を
削
る
。﹈

第
六
条

法
第
十
八
条
に
規
定
す
る
航
空
賃
に
つ
い
て
は
、
当
該
旅
行
に
お
け
る
公
務
の
内
容
及
び
日
程
並
び
に

当
該
旅
行
に
係
る
旅
費
総
額
を
勘
案
し
て
、
航
空
機
を
利
用
す
る
こ
と
が
最
も
経
済
的
な
通
常
の
経
路
及
び
方

法
で
あ
る
と
旅
行
命
令
権
者
が
認
め
る
場
合
に
は
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
場
合
に
は
、
法
第
十
八
条
に
規
定
す
る
航
空
賃
に
つ
い
て
は
、
旅
客
取
扱
施
設
利
用
料（
空
港
法（
昭

和
三
十
一
年
法
律
第
八
十
号
）
第
十
六
条
第
三
項
（
同
附
則
第
五
条
第
一
項
及
び
関
西
国
際
空
港
及
び
大
阪
国

際
空
港
の
一
体
的
か
つ
効
率
的
な
措
置
及
び
管
理
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
五
十
四
号
）
第
三

十
二
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
規
定
に
よ
り
空
港
法
に
定
め
る
指
定
空
港
機
能
施
設
事

業
者
等
が
国
土
交
通
大
臣
に
届
け
出
て
徴
収
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）、
国
内
線
旅
客
サ
ー
ビ
ス
施
設

使
用
料
（
成
田
国
際
空
港
株
式
会
社
が
徴
収
す
る
も
の
）、
旅
客
施
設
使
用
料
（
中
部
国
際
空
港
株
式
会
社
が

徴
収
す
る
も
の
）
及
び
地
方
公
共
団
体
が
管
理
す
る
空
港
に
お
け
る
同
様
の
料
金
を
含
む
も
の
と
す
る
。

（
外
国
旅
行
の
航
空
賃
）

﹇
条
を
削
る
。﹈

第
六
条
の
二

法
第
三
十
四
条
に
規
定
す
る
航
空
賃
に
つ
い
て
は
、
旅
客
取
扱
施
設
利
用
料
、
国
際
線
旅
客
サ
ー

ビ
ス
施
設
使
用
料
（
成
田
国
際
空
港
株
式
会
社
が
徴
収
す
る
も
の
）
旅
客
施
設
使
用
料
（
中
部
国
際
空
港
株
式

会
社
が
徴
収
す
る
も
の
）、
旅
客
保
安
サ
ー
ビ
ス
料
（
成
田
国
際
空
港
株
式
会
社
及
び
関
西
エ
ア
ポ
ー
ト
株
式

会
社
が
徴
収
す
る
も
の
）
及
び
地
方
公
共
団
体
が
管
理
す
る
空
港
及
び
海
外
の
空
港
に
お
け
る
同
様
の
料
金
を

含
む
も
の
と
す
る
。
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（
在
勤
地
内
旅
行
の
旅
費
）

﹇
条
を
削
る
。﹈

第
七
条

法
第
二
十
七
条
第
一
号
の
規
定
に
基
き
、
在
勤
地
内
旅
行
の
旅
費
の
額
を
、
次
の
各
号
の
と
お
り
定
め

る
。

一

旅
行
が
行
程
八
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
十
六
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
の
場
合
又
は
引
き
続
き
五
時
間
以
上
八
時

間
未
満
の
場
合
に
は
、
法
別
表
第
一
の
日
当
の
定
額
の
三
分
の
一
に
相
当
す
る
額
（
そ
の
額
に
一
円
未
満
の

端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
に
相
当
す
る
額
を
控
除
し
た
額
）

二

旅
行
が
、
行
程
十
六
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
又
は
引
き
続
き
八
時
間
以
上
の
場
合
に
は
、
法
別
表
第
一
の
日

当
の
定
額
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
（
そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
に
相
当

す
る
額
を
控
除
し
た
額
）

２

前
項
の
規
定
は
、
法
第
四
十
二
条
に
お
い
て
法
第
二
十
七
条
第
一
号
を
準
用
す
る
場
合
に
、
準
用
す
る
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
前
項
中
「
法
別
表
第
一
」
と
あ
る
の
は
「
法
別
表
第
二
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
調
整
）

﹇
条
を
削
る
。﹈

第
八
条

法
第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
各
号
に
該
当
す
る
場
合
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
基

準
に
よ
り
旅
費
の
支
給
を
調
整
す
る
。

一

職
員
の
職
務
の
級
が
さ
か
の
ぼ
っ
て
変
更
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
職
員
が
既
に
行
っ
た
旅
行
の

旅
費
額
の
増
減
を
行
わ
な
い
。

二

旅
行
者
が
公
用
の
交
通
機
関
、
宿
泊
施
設
、
食
堂
施
設
等
を
無
料
で
利
用
し
て
旅
行
し
た
場
合
は
、
鉄
道

賃
、
船
賃
、
航
空
賃
、
車
賃
、
宿
泊
料
又
は
食
卓
料
を
支
給
し
な
い
。

三

鉄
道
旅
行
に
お
い
て
、
当
該
用
務
の
性
質
又
は
緩
急
の
度
合
い
に
よ
り
所
定
の
級
に
応
ず
る
旅
客
運
賃
、

急
行
料
金
、
特
別
車
両
料
金
又
は
座
席
指
定
料
金
を
支
給
す
る
必
要
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
そ

の
級
に
応
ず
る
旅
客
運
賃
又
は
当
該
料
金
を
支
給
し
な
い
。

四

陸
路
旅
行
の
場
合
に
お
い
て
定
期
的
に
一
般
旅
客
営
業
を
行
っ
て
い
る
バ
ス
、
軌
道
、
ケ
ー
ブ
ル
カ
ー
等

を
利
用
し
て
旅
行
を
行
う
の
が
通
常
の
経
路
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
運
賃
の
実
費
を
車
賃
と
し
て
支
給
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

五

全
行
程
で
公
用
車
を
利
用
す
る
な
ど
交
通
費
実
費
が
伴
わ
な
い
方
法
に
よ
る
旅
行
の
場
合
、
又
は
、
旅
行

期
間
中
に
お
け
る
移
動
の
伴
わ
な
い
日
程
の
場
合
に
は
、
日
当
の
二
分
の
一
の
額
を
支
給
し
な
い
。

六

自
動
車
運
転
手
が
一
日
に
つ
き
七
十
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
又
は
引
き
続
き
八
時
間
未
満
（
出
張
先
に
お

け
る
待
時
間
を
含
む
。）の
運
転
を
行
っ
た
場
合
は
、
日
当
を
支
給
し
な
い
。
た
だ
し
、
諸
雑
費
が
発
生
し
た

場
合
、
又
は
宿
泊
を
伴
う
場
合
に
は
七
十
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
か
つ
八
時
間
以
上
の
場
合
を
含
め
日
当
の

二
分
の
一
を
支
給
す
る
。

七

旅
行
者
が
庁
舎
の
一
部
等
公
用
の
施
設
に
宿
泊
し
た
場
合
は
、
次
の
区
分
に
よ
り
宿
泊
料
を
支
給
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

イ

有
料
で
食
事
を
提
供
す
る
公
用
の
施
設
に
宿
泊
す
る
と
き

三
千
百
二
十
円

ロ

食
事
を
提
供
し
な
い
公
用
の
施
設
に
宿
泊
す
る
と
き

三
千
九
百
円

ハ

そ
の
他
研
修
施
設
等
の
安
価
な
施
設
へ
宿
泊
し
た
場
合
に
は
、実
態
に
応
じ
た
宿
泊
料
の
減
額
を
行
う
。

八

自
宅
宿
泊
等
、
宿
泊
料
を
一
切
必
要
と
し
な
い
場
合
に
は
、
宿
泊
料
を
支
給
し
な
い
。

九

旅
行
者
が
、
旅
行
中
の
公
務
傷
病
等
に
よ
り
旅
行
先
の
医
療
施
設
等
を
利
用
し
て
療
養
し
た
た
め
、
国
家

公
務
員
災
害
補
償
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
九
十
一
号
）
に
規
定
す
る
療
養
補
償
、
国
家
公
務
員
等
共

済
組
合
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
二
十
八
号
）
に
規
定
す
る
療
養
の
給
付
若
し
く
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る

補
償
又
は
給
付
を
受
け
る
場
合
に
は
、
当
該
療
養
中
の
日
当
及
び
宿
泊
料
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
を
支

給
し
な
い
。
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十

赴
任
に
伴
う
現
実
の
移
転
の
路
程
が
旧
在
勤
地
か
ら
新
在
勤
地
ま
で
の
路
程
に
満
た
な
い
と
き
は
、
そ
の

現
実
の
路
程
に
応
じ
た
法
別
表
第
一
の
移
転
料
定
額
を
支
給
す
る
。

十
一

赴
任
に
伴
う
旅
行
が
次
の
各
号
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
基
準
に
よ
る
着
後
手
当

（
扶
養
親
族
移
転
料
の
う
ち
着
後
手
当
相
当
分
を
含
む
。）を
支
給
す
る
。

イ

旅
行
者
が
新
在
勤
地
に
到
着
後
直
ち
に
職
員
の
た
め
の
国
設
宿
舎
を
利
用
で
き
る
場
合
又
は
自
宅
に
入

る
場
合
に
は
、
法
別
表
第
一
に
掲
げ
る
日
当
定
額
の
二
日
分
及
び
宿
泊
料
定
額
の
二
夜
分
に
相
当
す
る
額

ロ

赴
任
に
伴
う
移
転
の
路
程
が
鉄
道
五
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
の
場
合
に
は
、
法
別
表
第
一
に
掲
げ
る
日

当
定
額
の
三
日
分
及
び
宿
泊
料
定
額
の
三
夜
分
に
相
当
す
る
額

ハ

赴
任
に
伴
う
移
転
の
路
程
が
鉄
道
五
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
百
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
の
場
合
に
は
、
法

別
表
第
一
の
日
当
定
額
の
四
日
分
及
び
宿
泊
料
定
額
の
四
夜
分
に
相
当
す
る
額

十
二

国
の
経
費
以
外
の
経
費
か
ら
旅
費
が
支
給
さ
れ
る
旅
行
に
あ
っ
て
は
、
法
の
規
定
ど
お
り
の
旅
費
の
う

ち
国
の
経
費
以
外
の
経
費
か
ら
支
給
さ
れ
る
旅
費
額
に
相
当
す
る
額
を
支
給
し
な
い
。

十
三

留
学
な
ど
赴
任
に
相
当
す
る
も
の
で
旅
行
期
間
が
長
期
（
一
ヶ
月
以
上
）
と
な
る
場
合
を
除
き
、
原
則

支
度
料
を
支
給
し
な
い
。
な
お
、
保
険
料
、
医
薬
品
、
最
低
限
の
儀
礼
品
、
携
行
品
、
旅
行
雑
費
の
対
象
と

な
ら
な
い
任
意
の
予
防
注
射
等
に
つ
い
て
は
、
旅
行
命
令
権
者
に
よ
り
そ
の
必
要
性
が
認
め
ら
れ
た
場
合
に

は
、
領
収
書
等
を
確
認
の
上
、
実
費
支
給
（
支
度
料
の
額
を
上
限
）
を
行
う
。

十
四

支
度
料
を
支
給
す
る
旅
行
が
次
の
各
号
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
基
準
に
よ
る
支

度
料
を
支
給
す
る
。

イ

旅
行
期
間
十
五
日
未
満
の
出
張
を
す
る
場
合
に
は
、
法
別
表
第
二
の
三
に
掲
げ
る
旅
行
期
間
一
月
未
満

の
支
度
料
定
額
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額

ロ

本
邦
か
ら
公
海
に
旅
行
す
る
場
合
に
は
、
法
別
表
第
二
の
三
に
掲
げ
る
支
度
料
定
額
の
範
囲
内
に
お
い

て
、
必
要
に
応
じ
内
閣
総
理
大
臣
が
財
務
大
臣
に
協
議
し
て
定
め
る
額

十
五

行
政
官
在
外
研
究
員
に
支
給
す
る
旅
費
の
う
ち
、
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、

法
第
三
十
四
条
第
一
項
、
第
三
十
五
条
第
一
項
及
び
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
ぞ

れ
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

イ

航
空
賃
は
、
最
下
級
の
運
賃
と
す
る
。

ロ

留
学
す
る
国
に
到
着
し
た
日
の
翌
日
か
ら
出
発
の
日
の
前
日
ま
で
の
日
当
及
び
宿
泊
料
の
合
計
額
は
、

一
日
九
千
六
百
円
と
す
る
。

ハ

支
度
料
は
、
三
万
円
と
す
る
。

十
六

前
各
号
の
規
定
に
よ
り
難
い
特
別
の
事
情
が
あ
る
場
合
に
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

法
第
四
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
各
号
に
該
当
す
る
場
合
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
基
準
に

よ
り
旅
費
の
支
給
を
調
整
す
る
。

一

法
第
十
六
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
線
路
に
よ
る
旅
行
に
お
い
て
、
内
閣
総
理
大
臣
、
国
務
大
臣
、

副
大
臣
、
大
臣
政
務
官
又
は
宮
内
庁
長
官
（
以
下
こ
の
項
（
第
九
号
を
除
く
。）に
お
い
て
「
内
閣
総
理
大
臣

等
」
と
い
う
。）に
秘
書
官
（
秘
書
官
と
同
様
の
職
務
の
者
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。）が
随
行

す
る
場
合
に
は
、
当
該
秘
書
官
に
対
し
、内
閣
総
理
大
臣
等
と
同
一
の
鉄
道
賃
を
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報



二

法
第
十
七
条
第
一
項
第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
五
号
並
び
に
第
二
項
に
規
定
す
る
船
舶
に
よ
る
旅
行
に
お

い
て
、
内
閣
総
理
大
臣
等
に
秘
書
官
が
随
行
す
る
場
合
に
は
、
当
該
秘
書
官
に
対
し
、
内
閣
総
理
大
臣
等
と

同
一
の
船
賃
を
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

三

沖
縄
の
復
帰
に
伴
う
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
百
二
十
九
号
）
第
二
条
第
二
項

に
規
定
す
る
本
土
と
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
沖
縄
と
の
間
の
赴
任
の
場
合
に
支
給
す
る
法
第
二
十
三
条
第

一
項
に
規
定
す
る
移
転
料
の
額
は
、
当
分
の
間
、
同
項
に
規
定
す
る
移
転
料
の
額
の
十
分
の
三
に
相
当
す
る

額
を
同
項
に
規
定
す
る
移
転
料
の
額
に
加
算
し
た
額
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

四

法
第
二
十
五
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
規
定
す
る
扶
養
親
族
移
転
料
の
う
ち
、
十
二
歳
未
満
の
者

に
対
す
る
航
空
賃
の
額
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
そ
の
移
転
の
際
に
お
け
る
職
員
相
当
の
航
空
賃
の
額
を

限
度
と
し
て
、
現
に
支
払
っ
た
額
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

五

法
第
二
十
五
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
規
定
す
る
扶
養
親
族
移
転
料
の
鉄
道
賃
又
は
船
賃
の
う

ち
、
六
歳
未
満
の
者
を
三
人
以
上
随
伴
す
る
場
合
に
お
け
る
二
人
を
超
え
る
者
ご
と
及
び
十
二
歳
未
満
六
歳

以
上
の
者
に
支
給
す
る
特
別
車
両
料
金
又
は
特
別
船
室
料
金
の
額
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
そ
の
移
転
の

際
に
お
け
る
職
員
相
当
の
特
別
車
両
料
金
又
は
特
別
船
室
料
金
の
額
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

六

法
第
三
十
二
条
第
一
号
及
び
第
四
号
に
規
定
す
る
線
路
に
よ
る
旅
行
に
お
い
て
、
内
閣
総
理
大
臣
等
に
秘

書
官
が
随
行
す
る
場
合
に
は
、
当
該
秘
書
官
に
対
し
、
内
閣
総
理
大
臣
等
と
同
一
の
鉄
道
賃
を
支
給
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

七

法
第
三
十
三
条
第
一
号
及
び
第
三
号
に
規
定
す
る
船
舶
に
よ
る
旅
行
に
お
い
て
、
内
閣
総
理
大
臣
等
に
秘

書
官
が
随
行
す
る
場
合
に
は
、
当
該
秘
書
官
に
対
し
、
内
閣
総
理
大
臣
等
と
同
一
の
船
賃
を
支
給
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

八

法
第
三
十
四
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
規
定
す
る
航
空
路
に
よ
る
旅
行
に
お
い
て
、
内
閣
総
理
大

臣
、
国
務
大
臣
、
副
大
臣
又
は
大
臣
政
務
官
に
秘
書
官
が
随
行
す
る
場
合
に
は
、
当
該
秘
書
官
に
対
し
、
内

閣
総
理
大
臣
、
国
務
大
臣
、
副
大
臣
又
は
大
臣
政
務
官
と
同
一
の
級
の
運
賃
を
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

九

法
第
三
十
四
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
規
定
す
る
航
空
路
に
よ
る
旅
行
に
お
い
て
、
法
第
二
条
第

一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
内
閣
総
理
大
臣
等
、
特
定
指
定
職
在
職
者
又
は
特
定
指
定
職
在
職
者
に
相
当
す
る

も
の
の
代
理
（
発
令
行
為
を
伴
う
も
の
に
限
る
。）と
し
て
公
務
の
た
め
旅
行
す
る
場
合
に
は
、
最
上
級
の
運

賃
を
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

十

法
第
三
十
四
条
第
一
項
第
一
号
ハ
又
は
第
二
号
ロ
に
規
定
す
る
運
賃
の
支
給
を
受
け
る
者
が
一
の
旅
行
区

間
に
お
け
る
所
要
航
空
時
間
が
二
十
四
時
間
以
上
の
航
空
路
に
よ
る
旅
行
を
す
る
場
合
に
は
、
当
該
航
空
路

に
よ
る
旅
行
に
お
け
る
乗
り
継
ぎ
回
数
及
び
そ
れ
に
要
す
る
時
間
を
勘
案
し
、
直
近
上
位
の
級
の
運
賃
を
支

給
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

十
一

国
際
会
議
等
に
出
席
す
る
た
め
内
閣
総
理
大
臣
、
国
務
大
臣
、
副
大
臣
、
大
臣
政
務
官
又
は
国
会
議
員

の
外
国
旅
行
に
同
行
す
る
者
が
同
一
の
宿
泊
施
設
に
宿
泊
し
な
け
れ
ば
公
務
上
支
障
を
来
た
す
場
合
、
又
は

国
際
会
議
等
に
お
い
て
外
国
政
府
等
よ
り
宿
泊
施
設
の
指
定
が
あ
り
当
該
宿
泊
施
設
以
外
に
宿
泊
す
る
こ
と

が
困
難
な
場
合
に
は
、
宿
泊
料
定
額
を
超
過
し
て
現
に
支
払
っ
た
額
を
上
限
と
し
て
旅
行
命
令
権
者
が
適
当

と
認
め
る
額
を
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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（
日
額
旅
費
）

﹇
条
を
削
る
。﹈

第
九
条

職
員
が
法
第
二
十
六
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
三
号
に
該
当
し
旅
行
す
る
場
合
に
は
、
次
の
区
分
に
よ

り
日
額
旅
費
を
支
給
す
る
。

一

日
帰
り
の
場
合

イ

旅
行
が
行
程
八
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
十
六
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
又
は
引
き
続
き
五
時
間
以
上
八
時
間
未

満
の
場
合

二
級
以
下
の
職
務
に
あ
る
者

五
百
三
十
円

三
級
以
上
の
職
務
に
あ
る
者

五
百
九
十
円

ロ

旅
行
が
行
程
十
六
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
又
は
引
き
続
き
八
時
間
以
上
の
場
合

二
級
以
下
の
職
務
に
あ
る
者

七
百
九
十
円

三
級
以
上
の
職
務
に
あ
る
者

九
百
円

ハ

旅
行
が
在
勤
地
以
外
の
地
に
わ
た
り
二
十
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
場
合

二
級
以
下
の
職
務
に
あ
る
者

千
五
十
円

三
級
以
上
の
職
務
に
あ
る
者

千
百
九
十
円

二

宿
泊
す
る
場
合

イ

公
用
の
宿
泊
施
設
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
宿
泊
施
設
で
宿
泊
料
を
徴
す
る
場
合

二
級
以
下
の
職
務
に
あ
る
者

四
千
七
百
六
十
円

三
級
以
上
の
職
務
に
あ
る
者

五
千
八
百
七
十
円

ロ

公
用
の
宿
泊
施
設
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
宿
泊
施
設
で
宿
泊
料
を
徴
し
な
い
場
合

二
級
以
下
の
職
務
に
あ
る
者

二
千
五
百
七
十
円

三
級
以
上
の
職
務
に
あ
る
者

三
千
百
四
十
円

ハ

下
宿
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
宿
泊
施
設
に
宿
泊
す
る
場
合

二
級
以
下
の
職
務
に
あ
る
者

四
千
七
十
円

三
級
以
上
の
職
務
に
あ
る
者

四
千
四
百
円

ニ

旅
館
に
宿
泊
す
る
場
合
（
旅
館
業
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
八
号
）
第
二
条
第
二
項
の
旅
館

業
の
用
に
供
す
る
宿
泊
施
設
に
宿
泊
す
る
場
合
。
以
下
同
じ
。）

三
十
日
未
満
の
期
間
に
つ
き

二
級
以
下
の
職
務
に
あ
る
者

七
千
四
百
十
円

三
級
以
上
の
職
務
に
あ
る
者

九
千
百
九
十
円

三
十
日
以
上
六
十
日
未
満
の
期
間
に
つ
き

二
級
以
下
の
職
務
に
あ
る
者

六
千
六
百
七
十
円

三
級
以
上
の
職
務
に
あ
る
者

八
千
二
百
六
十
円

六
十
日
以
上
の
期
間
に
つ
き

二
級
以
下
の
職
務
に
あ
る
者

五
千
九
百
三
十
円

三
級
以
上
の
職
務
に
あ
る
者

七
千
三
百
五
十
円
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﹇
条
を
削
る
。﹈

第
十
条

職
員
が
法
第
二
十
六
条
第
一
項
第
二
号
に
該
当
し
旅
行
す
る
場
合
に
は
、
次
の
区
分
に
よ
り
日
額
旅
費

を
支
給
す
る
。

一

日
帰
り
の
場
合

イ

旅
行
が
行
程
八
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
十
六
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
又
は
引
き
続
き
五
時
間
以
上
八
時
間
未

満
の
場
合

四
百
二
十
円

ロ

旅
行
が
行
程
十
六
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
又
は
引
き
続
き
八
時
間
以
上
の
場
合

六
百
二
十
円

二

宿
泊
す
る
場
合

イ

公
用
の
宿
泊
施
設
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
宿
泊
施
設
に
宿
泊
す
る
場
合

国
が
主
と
し
て
職
員
の
研
修
等
に
伴
う
宿
泊
の
用
に
供
し
て
い
る
施
設
に
宿
泊
す
る
場
合

宿
泊
料
を
徴
す
る
場
合

二
千
八
百
円

宿
泊
料
を
徴
し
な
い
場
合

二
千
八
十
円

以
外
の
施
設
に
宿
泊
す
る
場
合

宿
泊
料
を
徴
す
る
場
合

三
千
八
百
円

宿
泊
料
を
徴
し
な
い
場
合

二
千
八
十
円

ロ

下
宿
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
宿
泊
施
設
に
宿
泊
す
る
場
合

三
千
二
百
六
十
円

ハ

旅
館
に
宿
泊
す
る
場
合

三
十
日
未
満
の
期
間
に
つ
き

五
千
九
百
十
円

三
十
日
以
上
六
十
日
未
満
の
期
間
に
つ
き

五
千
三
百
十
円

六
十
日
以
上
の
期
間
に
つ
き

四
千
七
百
二
十
円

三

研
修
の
た
め
国
又
は
地
方
公
共
団
体
の
各
共
済
組
合
が
運
営
す
る
宿
泊
施
設
に
宿
泊
す
る
場
合
に
お
い

て
、
そ
の
宿
泊
料
が
三
千
百
八
十
円
を
超
え
る
と
き
は
、
三
千
八
百
円
に
そ
の
超
え
る
部
分
に
相
当
す
る
額

を
加
算
し
て
得
た
額
（
た
だ
し
、
旅
館
に
宿
泊
す
る
場
合
の
そ
れ
ぞ
れ
の
区
分
に
よ
る
定
額
の
限
度
内
と
す

る
。）を
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

四

研
修
の
た
め
公
用
の
宿
泊
施
設
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
宿
泊
施
設
に
宿
泊
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
場
合

に
お
い
て
、
自
己
の
都
合
に
よ
り
公
用
の
宿
泊
施
設
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
宿
泊
施
設
に
宿
泊
し
な
い
と
き

は
、
公
用
の
宿
泊
施
設
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
宿
泊
施
設
に
宿
泊
す
る
場
合
の
研
修
者
に
対
し
て
支
給
す
る

額
と
同
一
額
の
日
額
旅
費
を
支
給
す
る
も
の
と
す
る
。

﹇
条
を
削
る
。﹈

第
十
一
条

前
二
条
の
規
定
に
よ
り
日
額
旅
費
を
支
給
す
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
旅
行
が
次
の
各
号
に
該
当
す

る
と
き
は
、
当
該
各
号
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
支
給
す
る
。

一

特
に
多
額
の
鉄
道
賃
、
船
賃
又
は
車
賃
（
以
下
「
運
賃
」
と
い
う
。）を
必
要
と
す
る
場
合
に
は
、
前
二
条

の
規
定
に
よ
る
日
額
旅
費
の
額
に
次
に
掲
げ
る
額
を
加
算
し
た
額
を
支
給
す
る
。

イ

日
帰
り
の
場
合

最
低
運
賃
の
実
費
額
が
当
該
旅
行
に
お
い
て
支
給
さ
れ
る
日
額
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
を
超
え
る

場
合
は
、
そ
の
超
え
る
額

ロ

宿
泊
す
る
場
合

最
低
運
賃
の
実
費
額
が
宿
泊
所
と
用
務
地
間
の
距
離
又
は
所
要
時
間
に
応
じ
た
第
十
条
第
一
号
又
は
前

条
第
一
号
の
区
分
に
よ
り
支
給
さ
れ
る
日
額
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
を
超
え
る
場
合
は
、
そ
の
超
え

る
額
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二

公
用
の
交
通
機
関
を
利
用
す
る
又
は
通
勤
手
当
が
支
給
さ
れ
る
等
日
額
旅
費
で
賄
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る

交
通
費
実
費
を
伴
わ
な
い
場
合
（
旅
行
期
間
に
お
け
る
移
動
の
伴
わ
な
い
日
程
を
含
む
。）に
は
、
支
給
さ
れ

る
日
額
旅
費
の
額
か
ら
次
に
掲
げ
る
額
を
控
除
し
た
額
を
支
給
す
る
。

イ

日
帰
り
の
場
合

前
二
条
の
規
定
に
よ
る
日
額
旅
費
の
額
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額

ロ

宿
泊
す
る
場
合

宿
泊
所
と
用
務
地
間
の
距
離
又
は
所
要
時
間
に
応
じ
た
第
十
条
第
一
号
又
は
前
条
第

一
号
の
区
分
に
よ
り
支
給
さ
れ
る
日
額
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額

（
普
通
旅
費
の
支
給
）

﹇
条
を
削
る
。﹈

第
十
二
条

次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
旅
費
は
、
前
三
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
日
額
旅
費
に
代
え
て
法
に

定
め
る
旅
費
を
支
給
す
る
。

一

第
十
条
又
は
第
十
一
条
の
場
合
に
お
い
て
、
用
務
地
に
到
着
し
た
日
ま
で
及
び
用
務
終
了
後
そ
の
地
を
出

発
し
た
日
か
ら
帰
着
の
日
ま
で
の
旅
費

二

日
額
旅
費
の
支
給
を
受
け
る
者
が
、
用
務
地
か
ら
一
時
他
の
地
に
旅
行
し
、
若
し
く
は
一
時
帰
庁
す
る
場

合
の
旅
費
。
た
だ
し
、
帰
着
の
日
の
日
当
は
支
給
せ
ず
日
額
旅
費
を
支
給
す
る
。

三

日
額
旅
費
の
支
給
を
受
け
る
者
が
、天
災
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り
宿
泊
し
た
場
合
の
宿
泊
料
。

た
だ
し
日
帰
り
旅
行
等
、
宿
泊
を
想
定
し
て
い
な
い
場
合
に
限
る
。

附

則

附

則

﹇
１
〜
３

略
﹈

﹇
１
〜
３

同
上
﹈

４

宮
内
庁
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
七
十
号
）
附
則
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
皇
嗣
職
が
置
か
れ
て
い

る
間
に
お
い
て
は
、
別
表
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
表
中
「
東
宮
大
夫
」
と
あ
る
の
は「
皇
嗣
職
大
夫
」

と
す
る
。

４

宮
内
庁
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
七
十
号
）
附
則
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
皇
嗣
職
が
置
か
れ
て
い

る
間
に
お
い
て
は
、
別
表
第
一
及
び
別
表
第
三
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
表
中
「
東
宮
大
夫
」
と

あ
る
の
は
「
皇
嗣
職
大
夫
」
と
す
る
。

令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報



﹇
別
表
を
削
る
。﹈

令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報 



﹇
別
表
を
削
る
。﹈

令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報



﹇
別
表
を
削
る
。﹈

備
考

表
中
の
﹇

﹈
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。

附

則

１

こ
の
府
令
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

改
正
後
の
内
閣
府
所
管
旅
費
取
扱
規
則
（
以
下
「
改
正
後
の
府
令
」
と
い
う
。）の
規
定
は
、
こ
の
府
令
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。）以
後
に
国
家
公
務
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
六
年

法
律
第
二
十
二
号
。
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。）に
よ
る
改
正
後
の
国
家
公
務
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
十
四
号
。
以
下
「
新
法
」
と
い
う
。）第
二
条
第
四
号
に
規
定
す
る
旅
行
命
令
権
者
が
新
法
第
四
条
第

一
項
に
規
定
す
る
旅
行
命
令
等
を
発
す
る
旅
行
及
び
新
法
第
三
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
旅
費
の
支
給
を
決
定
す
る
旅
行
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
改
正
法
に
よ
る
改
正
前
の
国
家
公
務
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
法
律
（
以
下「
旧
法
」

と
い
う
。）第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
旅
行
命
令
権
者
が
同
項
に
規
定
す
る
旅
行
命
令
等
を
発
し
た
旅
行
及
び
旧
法
第
三
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
旅
費
の
支
給
を
決
定
し
た
旅
行
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
た
だ
し
、
施
行

日
前
に
旧
法
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
旅
行
命
令
権
者
が
同
項
に
規
定
す
る
旅
行
命
令
等
を
発
し
、
か
つ
、
施
行
日
以
後
に
新
法
第
二
条
第
四
号
に
規
定
す
る
旅
行
命
令
権
者
が
新
法
第
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
旅
行
命
令
等
を

変
更
す
る
旅
行
に
つ
い
て
は
、
改
正
後
の
府
令
の
規
定
は
、
当
該
旅
行
の
う
ち
当
該
変
更
の
日
以
後
の
期
間
に
対
応
す
る
分
に
つ
い
て
適
用
し
、
当
該
旅
行
の
う
ち
当
該
変
更
の
日
前
の
期
間
に
対
応
す
る
分
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例

に
よ
る
。

令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報 



内
閣
府
の
所
管
す
る
法
令
に
係
る
情
報
通
信
技
術
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
る
国
の
歳
入
等
の
納
付
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
内
閣
府
令

内
閣
府
の
所
管
す
る
法
令
に
係
る
情
報
通
信
技
術
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
る
国
の
歳
入
等
の
納
付
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
令
和
六
年
内
閣
府
令
第
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

（
指
定
納
付
受
託
者
の
指
定
の
手
続
）

（
指
定
納
付
受
託
者
の
指
定
の
手
続
）

第
九
条

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
納
付
受
託
者
の
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
そ
の
名
称
、

住
所
又
は
事
務
所
の
所
在
地
及
び
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関

す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
七
号
）
第
二
条
第
十
六
項
に
規
定
す
る
法
人
番
号
（
同
項
に
規
定
す

る
法
人
番
号
を
有
し
な
い
者
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
名
称
及
び
住
所
又
は
事
務
所
の
所
在
地
）
並
び
に
委
託
を
受

け
る
歳
入
等
の
種
類
を
記
載
し
た
申
請
書
を
内
閣
総
理
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
九
条

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
納
付
受
託
者
の
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
そ
の
名
称
、

住
所
又
は
事
務
所
の
所
在
地
及
び
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関

す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
七
号
）
第
二
条
第
十
五
項
に
規
定
す
る
法
人
番
号
（
同
項
に
規
定
す

る
法
人
番
号
を
有
し
な
い
者
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
名
称
及
び
住
所
又
は
事
務
所
の
所
在
地
）
並
び
に
委
託
を
受

け
る
歳
入
等
の
種
類
を
記
載
し
た
申
請
書
を
内
閣
総
理
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

﹇
２
・
３

略
﹈

﹇
２
・
３

同
上
﹈

備
考

表
中
の
﹇

﹈
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。

附

則

こ
の
府
令
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

北
朝
鮮
当
局
に
よ
っ
て
拉
致
さ
れ
た
被
害
者
等
の
支
援
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
内
閣
府
令

北
朝
鮮
当
局
に
よ
っ
て
拉
致
さ
れ
た
被
害
者
等
の
支
援
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
内
閣
府
令
第
八
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍

線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。）は
、
そ
の
標
記
部
分
が
同
一
の
も
の
は
当
該
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

（
拉
致
被
害
者
等
給
付
金
の
額
等
）

（
拉
致
被
害
者
等
給
付
金
の
額
等
）

第
四
条

﹇
略
﹈

第
四
条

﹇
同
上
﹈

﹇
２
・
３

略
﹈

﹇
２
・
３

同
上
﹈

４

対
象
被
害
者
等
が
別
表
第
一
に
掲
げ
る
地
域
に
居
住
地
を
有
す
る
と
き
の
当
該
世
帯
に
属
す
る
対
象
被
害
者

等
に
支
給
す
る
拉
致
被
害
者
等
給
付
金
の
月
額
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
に
規
定
す
る
月
額

（
前
二
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
加
算
後
の
額
）
に
、
別
表
第
一

の
級
別
区
分
に
応
じ
、
次
に
定
め
る
支
給
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
を
加
算
し
た
額
と
す
る
。

４

対
象
被
害
者
等
が
別
表
第
一
に
掲
げ
る
地
域
に
居
住
地
を
有
す
る
と
き
の
当
該
世
帯
に
属
す
る
対
象
被
害
者

等
に
支
給
す
る
拉
致
被
害
者
等
給
付
金
の
月
額
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
に
規
定
す
る
月
額

（
前
二
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
加
算
後
の
額
）
に
、
別
表
第
一

の
級
別
区
分
に
応
じ
、
次
に
定
め
る
支
給
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
を
加
算
し
た
額
と
す
る
。

一
級
地

百
分
の
十
一
・
五

一
級
地

百
分
の
十
一
・
五

二
級
地

百
分
の
八

二
級
地

百
分
の
八

三
級
地

百
分
の
四
・
五

三
級
地

百
分
の
七

四
級
地

百
分
の
〇
・
五

四
級
地

百
分
の
四
・
五

五
級
地

百
分
の
二
・
五

令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報
〇
内
閣
府
令
第
二
十
八
号

情
報
通
信
技
術
の
活
用
に
よ
る
行
政
手
続
等
に
係
る
関
係
者
の
利
便
性
の
向
上
並
び
に
行
政
運
営
の
簡
素
化
及
び
効
率
化
を
図
る
た
め
の
デ
ジ
タ
ル
社
会
形
成
基
本
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
四
十
六
号
）
の
施
行

に
伴
い
、
情
報
通
信
技
術
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
る
国
の
歳
入
等
の
納
付
に
関
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
三
十
九
号
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
内
閣
府
の
所
管
す
る
法
令
に
係
る
情
報
通
信
技
術
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
る
国

の
歳
入
等
の
納
付
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
内
閣
府
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

内
閣
総
理
大
臣

石
破

茂

〇
内
閣
府
令
第
二
十
九
号

北
朝
鮮
当
局
に
よ
っ
て
拉
致
さ
れ
た
被
害
者
等
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
四
十
三
号
）
第
五
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
北
朝
鮮
当
局
に
よ
っ
て
拉
致
さ
れ
た
被
害
者
等
の
支
援
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
内
閣
府
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

内
閣
総
理
大
臣

石
破

茂





別
表
第
一
（
第
四
条
、
第
十
条
関
係
）

別
表
第
一
（
第
四
条
、
第
十
条
関
係
）

都
道
府
県

支
給
地
域

級
地

都
道
府
県

支
給
地
域

級
地

宮
城
県

仙
台
市

多
賀
城
市

四
級
地

宮
城
県

多
賀
城
市

五
級
地

茨
城
県

つ
く
ば
市

二
級
地

茨
城
県

取
手
市

つ
く
ば
市

二
級
地

取
手
市

守
谷
市

三
級
地

守
谷
市

三
級
地

水
戸
市

日
立
市

土
浦
市

龍
ケ
崎
市

牛
久
市

四
級
地

牛
久
市

四
級
地

水
戸
市

日
立
市

土
浦
市

龍
ケ
崎
市

五
級
地

埼
玉
県

さ
い
た
ま
市

蕨
市

志
木
市

和
光
市

三
級
地

埼
玉
県

和
光
市

二
級
地

川
越
市

東
松
山
市

狭
山
市

上
尾
市

朝
霞
市

新
座
市

桶
川
市

富
士

見
市

坂
戸
市

鶴
ヶ
島
市

ふ
じ
み
野
市

四
級
地

さ
い
た
ま
市

蕨
市

志
木
市

三
級
地

東
松
山
市

狭
山
市

朝
霞
市

ふ
じ
み
野
市

四
級
地

新
座
市

桶
川
市

富
士
見
市

坂
戸
市

鶴
ヶ
島
市

五
級
地

千
葉
県

千
葉
市

成
田
市

習
志
野
市

我
孫
子
市

袖
ケ
浦
市

印
西
市

三
級
地

千
葉
県

我
孫
子
市

袖
ケ
浦
市

印
西
市

二
級
地

市
川
市

船
橋
市

松
戸
市

佐
倉
市

柏
市

市
原
市

八
千
代
市

富
津
市

浦
安
市

四
街
道
市

四
級
地

千
葉
市

成
田
市

習
志
野
市

三
級
地

船
橋
市

浦
安
市

四
級
地

市
川
市

松
戸
市

佐
倉
市

市
原
市

八
千
代
市

富
津
市

四
街
道
市

五
級
地

東
京
都

特
別
区

一
級
地

東
京
都

特
別
区

一
級
地

八
王
子
市

立
川
市

武
蔵
野
市

三
鷹
市

青
梅
市

府
中
市

昭
島
市

調

布
市

町
田
市

小
金
井
市

小
平
市

日
野
市

東
村
山
市

国
分
寺
市

国

立
市

福
生
市

狛
江
市

東
大
和
市

清
瀬
市

東
久
留
米
市

武
蔵
村
山
市

多
摩
市

稲
城
市

羽
村
市

あ
き
る
野
市

西
東
京
市

瑞
穂
町

日
の
出

町

檜
原
村

奥
多
摩
町

大
島
町

利
島
村

新
島
村

神
津
島
村

三
宅
村

御
蔵
島
村

八
丈
町

青
ヶ
島
村

小
笠
原
村

二
級
地

武
蔵
野
市

調
布
市

町
田
市

小
平
市

日
野
市

国
分
寺
市

狛
江
市

清

瀬
市

多
摩
市

二
級
地

八
王
子
市

青
梅
市

府
中
市

昭
島
市

小
金
井
市

東
村
山
市

国
立
市

福
生
市

稲
城
市

西
東
京
市

三
級
地

立
川
市

東
大
和
市

四
級
地

三
鷹
市

あ
き
る
野
市

五
級
地

神
奈
川
県

横
浜
市

川
崎
市

藤
沢
市

厚
木
市

二
級
地

神
奈
川
県

横
浜
市

川
崎
市

厚
木
市

二
級
地

相
模
原
市

横
須
賀
市

平
塚
市

鎌
倉
市

小
田
原
市

茅
ヶ
崎
市

逗
子
市

三
浦
市

秦
野
市

大
和
市

伊
勢
原
市

海
老
名
市

座
間
市

南
足
柄
市

綾
瀬
市

葉
山
町

寒
川
町

大
磯
町

二
宮
町

中
井
町

大
井
町

松
田

町

山
北
町

開
成
町

箱
根
町

真
鶴
町

湯
河
原
町

愛
川
町

清
川
村

三
級
地

鎌
倉
市

逗
子
市

三
級
地

相
模
原
市

藤
沢
市

海
老
名
市

座
間
市

四
級
地

横
須
賀
市

平
塚
市

小
田
原
市

茅
ヶ
崎
市

大
和
市

伊
勢
原
市

五
級
地

静
岡
県

裾
野
市

三
級
地

静
岡
県

裾
野
市

三
級
地

静
岡
市

四
級
地
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愛
知
県

名
古
屋
市

刈
谷
市

豊
田
市

豊
明
市

日
進
市

三
級
地

愛
知
県

刈
谷
市

豊
田
市

日
進
市

二
級
地

豊
橋
市

岡
崎
市

一
宮
市

瀬
戸
市

半
田
市

春
日
井
市

豊
川
市

津
島

市

碧
南
市

安
城
市

西
尾
市

蒲
郡
市

犬
山
市

常
滑
市

江
南
市

小

牧
市

稲
沢
市

新
城
市

東
海
市

大
府
市

知
多
市

知
立
市

尾
張
旭
市

高
浜
市

岩
倉
市

田
原
市

愛
西
市

清
須
市

北
名
古
屋
市

弥
富
市

み
よ
し
市

あ
ま
市

長
久
手
市

東
郷
町

豊
山
町

大
口
町

扶
桑
町

大

治
町

蟹
江
町

飛
島
村

阿
久
比
町

東
浦
町

南
知
多
町

美
浜
町

武
豊

町

幸
田
町

設
楽
町

東
栄
町

豊
根
村

四
級
地

名
古
屋
市

豊
明
市

三
級
地

西
尾
市

知
多
市

知
立
市

清
須
市

み
よ
し
市

長
久
手
市

五
級
地

三
重
県

四
日
市
市

鈴
鹿
市

四
級
地

三
重
県

鈴
鹿
市

四
級
地

四
日
市
市

五
級
地

滋
賀
県

大
津
市

草
津
市

栗
東
市

四
級
地

滋
賀
県

大
津
市

草
津
市

栗
東
市

五
級
地

京
都
府

長
岡
京
市

三
級
地

京
都
府

長
岡
京
市

二
級
地

京
都
市

福
知
山
市

舞
鶴
市

綾
部
市

宇
治
市

宮
津
市

亀
岡
市

城
陽

市

向
日
市

八
幡
市

京
田
辺
市

京
丹
後
市

南
丹
市

木
津
川
市

大
山

崎
町

久
御
山
町

井
手
町

宇
治
田
原
町

笠
置
町

和
束
町

精
華
町

南

山
城
村

京
丹
波
町

伊
根
町

与
謝
野
町

四
級
地

京
田
辺
市

四
級
地

京
都
市

五
級
地

大
阪
府

大
阪
市

吹
田
市

二
級
地

大
阪
府

大
阪
市

守
口
市

二
級
地

堺
市

岸
和
田
市

豊
中
市

池
田
市

泉
大
津
市

高
槻
市

貝
塚
市

守
口

市

枚
方
市

茨
木
市

八
尾
市

泉
佐
野
市

富
田
林
市

寝
屋
川
市

河
内

長
野
市

松
原
市

大
東
市

和
泉
市

箕
面
市

柏
原
市

羽
曳
野
市

門
真

市

摂
津
市

高
石
市

藤
井
寺
市

東
大
阪
市

泉
南
市

四
條
畷
市

交
野

市

大
阪
狭
山
市

阪
南
市

島
本
町

豊
能
町

能
勢
町

忠
岡
町

熊
取
町

田
尻
町

岬
町

太
子
町

河
南
町

千
早
赤
阪
村

三
級
地

池
田
市

高
槻
市

大
東
市

門
真
市

高
石
市

大
阪
狭
山
市

三
級
地

豊
中
市

吹
田
市

寝
屋
川
市

松
原
市

箕
面
市

羽
曳
野
市

四
級
地

堺
市

枚
方
市

茨
木
市

八
尾
市

柏
原
市

東
大
阪
市

交
野
市

五
級
地

兵
庫
県

西
宮
市

芦
屋
市

宝
塚
市

三
級
地

兵
庫
県

西
宮
市

芦
屋
市

宝
塚
市

三
級
地

神
戸
市

尼
崎
市

明
石
市

伊
丹
市

高
砂
市

川
西
市

三
田
市

四
級
地

神
戸
市

四
級
地

尼
崎
市

伊
丹
市

高
砂
市

川
西
市

三
田
市

五
級
地

奈
良
県

奈
良
市

大
和
郡
山
市

天
理
市

四
級
地

奈
良
県

天
理
市

四
級
地

奈
良
市

大
和
郡
山
市

五
級
地

広
島
県

広
島
市

四
級
地

広
島
県

広
島
市

五
級
地

福
岡
県

福
岡
市

春
日
市

福
津
市

四
級
地

福
岡
県

福
岡
市

春
日
市

福
津
市

五
級
地
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備
考

こ
の
表
の
支
給
地
域
欄
に
掲
げ
る
名
称
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
に
お
い
て
そ
れ
ら
の
名
称
を
有
す
る

市
、
町
又
は
特
別
区
の
同
日
に
お
け
る
区
域
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
地
域
を
示
し
、
そ
の
後
に
お
け
る
そ
れ

ら
の
名
称
の
変
更
又
は
そ
れ
ら
の
名
称
を
有
す
る
も
の
の
区
域
の
変
更
に
よ
っ
て
影
響
さ
れ
る
も
の
で
は

な
い
。

備
考

こ
の
表
の
支
給
地
域
欄
に
掲
げ
る
名
称
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
に
お
い
て
そ
れ
ら
の
名
称
を
有

す
る
市
、
町
又
は
特
別
区
の
同
日
に
お
け
る
区
域
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
地
域
を
示
し
、
そ
の
後
に
お
け
る

そ
れ
ら
の
名
称
の
変
更
又
は
そ
れ
ら
の
名
称
を
有
す
る
も
の
の
区
域
の
変
更
に
よ
っ
て
影
響
さ
れ
る
も
の

で
は
な
い
。

備
考

表
中
の
﹇

﹈
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。

附

則

こ
の
府
令
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

沖
縄
総
合
事
務
局
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
内
閣
府
令

第
一
条

沖
縄
総
合
事
務
局
組
織
規
則
（
平
成
十
三
年
内
閣
府
令
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

（
金
融
証
券
検
査
官
及
び
上
席
金
融
証
券
検
査
官
）

（
金
融
証
券
検
査
官
及
び
上
席
金
融
証
券
検
査
官
）

第
三
十
条

検
査
課
に
、
金
融
証
券
検
査
官
五
人
以
内
及
び
上
席
金
融
証
券
検
査
官
二
人
以
内
を
置
く
。

第
三
十
条

検
査
課
に
、
金
融
証
券
検
査
官
六
人
以
内
及
び
上
席
金
融
証
券
検
査
官
二
人
以
内
を
置
く
。

﹇
２
・
３

略
﹈

﹇
２
・
３

同
上
﹈

（
生
産
振
興
課
の
所
掌
事
務
）

（
生
産
振
興
課
の
所
掌
事
務
）

第
三
十
八
条

生
産
振
興
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
三
十
八
条

生
産
振
興
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

﹇
一
〜
四

略
﹈

﹇
一
〜
四

同
上
﹈

五

米
穀
を
主
な
原
料
と
す
る
飲
食
料
品
（
酒
類
を
除
く
。第
四
十
条
第
四
号
及
び
第
九
十
二
条
の
表
を
除
き
、

以
下
同
じ
。）の
生
産
、
流
通
及
び
消
費
の
増
進
、
改
善
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

五

米
穀
を
主
な
原
料
と
す
る
飲
食
料
品
（
酒
類
を
除
く
。
第
四
十
条
第
三
号
及
び
第
九
十
三
条
を
除
き
、
以

下
同
じ
。）の
生
産
、
流
通
及
び
消
費
の
増
進
、
改
善
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

﹇
六
〜
十
四

略
﹈

﹇
六
〜
十
四

同
上
﹈

（
消
費
・
安
全
課
の
所
掌
事
務
）

（
消
費
・
安
全
課
の
所
掌
事
務
）

第
四
十
条

消
費
・
安
全
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
四
十
条

消
費
・
安
全
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

﹇
略
﹈

一

﹇
同
上
﹈

二

食
品
表
示
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
七
十
号
）
第
四
条
第
六
項
に
規
定
す
る
食
品
表
示
基
準
（
酒
類
に

係
る
も
の
を
除
く
。
第
九
十
二
条
の
表
に
お
い
て
「
食
品
表
示
基
準
」
と
い
う
。）及
び
飲
食
料
品
以
外
の
農

林
物
資
の
品
質
に
関
す
る
表
示
の
基
準
に
関
す
る
こ
と
。

二

食
品
表
示
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
七
十
号
）
第
四
条
第
六
項
に
規
定
す
る
食
品
表
示
基
準
（
酒
類
に

係
る
も
の
を
除
く
。
第
九
十
三
条
の
表
に
お
い
て
「
食
品
表
示
基
準
」
と
い
う
。）及
び
飲
食
料
品
以
外
の
農

林
物
資
の
品
質
に
関
す
る
表
示
の
基
準
に
関
す
る
こ
と
。

﹇
三
〜
十
三

略
﹈

﹇
三
〜
十
三

同
上
﹈

（
食
料
産
業
課
の
所
掌
事
務
）

（
食
料
産
業
課
の
所
掌
事
務
）

第
四
十
一
条

食
料
産
業
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
四
十
一
条

食
料
産
業
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

﹇
一
〜
三

略
﹈

﹇
一
〜
三

同
上
﹈

四

農
林
水
産
部
の
所
掌
事
務
に
係
る
物
資
に
つ
い
て
の
輸
出
の
促
進
に
関
す
る
こ
と
。

四

農
林
水
産
部
の
所
掌
事
務
に
係
る
物
質
に
つ
い
て
の
輸
出
の
促
進
に
関
す
る
こ
と
。

﹇
五
〜
十
四

略
﹈

﹇
五
〜
十
四

同
上
﹈

（
総
務
運
航
課
の
所
掌
事
務
）

（
総
務
運
航
課
の
所
掌
事
務
）

第
八
十
三
条

総
務
運
航
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
八
十
三
条

総
務
運
航
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

﹇
一
〜
七

略
﹈

﹇
一
〜
七

同
上
﹈

八

物
資
の
流
通
の
効
率
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
八
十
五
号
）
第
四
条
第
二
号
に
規
定
す
る

流
通
業
務
総
合
効
率
化
事
業
に
関
す
る
こ
と
（
港
湾
流
通
拠
点
地
区
に
関
す
る
こ
と
を
除
く
。）。

八

流
通
業
務
の
総
合
化
及
び
効
率
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
八
十
五
号
）
第
二
条
第

二
号
に
規
定
す
る
流
通
業
務
総
合
効
率
化
事
業
に
関
す
る
こ
と
（
港
湾
流
通
拠
点
地
区
に
関
す
る
こ
と
を
除

く
。）。

﹇
九
・
十

略
﹈

﹇
九
・
十

同
上
﹈

令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報
〇
内
閣
府
令
第
三
十
号

内
閣
府
本
府
組
織
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
四
十
五
号
）
第
五
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
沖
縄
総
合
事
務
局
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
内
閣
府
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

内
閣
総
理
大
臣

石
破

茂





（
船
舶
船
員
課
の
所
掌
事
務
）

（
船
舶
船
員
課
の
所
掌
事
務
）

第
八
十
五
条

船
舶
船
員
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
八
十
五
条

船
舶
船
員
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

﹇
一
〜
四

略
﹈

﹇
一
〜
四

同
上
﹈

五

造
船
に
関
す
る
事
業
の
発
達
、
改
善
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
（
海
事
振
興
・
防
災
危
機
管
理
調
整
官
の

所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。）。

五

造
船
に
関
す
る
事
業
の
発
達
、
改
善
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
（
海
事
振
興
調
整
官
の
所
掌
に
属
す
る
も

の
を
除
く
。）。

六

船
舶
、
船
舶
用
機
関
、
船
舶
用
品
の
製
造
、
修
繕
、
流
通
及
び
消
費
の
増
進
、
改
善
及
び
調
整
に
関
す
る

こ
と
（
海
事
振
興
・
防
災
危
機
管
理
調
整
官
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。）。

六

船
舶
、
船
舶
用
機
関
、
船
舶
用
品
の
製
造
、
修
繕
、
流
通
及
び
消
費
の
増
進
、
改
善
及
び
調
整
に
関
す
る

こ
と
（
海
事
振
興
調
整
官
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。）。

七

モ
ー
タ
ー
ボ
ー
ト
競
走
に
関
す
る
こ
と
（
海
事
振
興
・
防
災
危
機
管
理
調
整
官
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を

除
く
。）。

七

モ
ー
タ
ー
ボ
ー
ト
競
走
に
関
す
る
こ
と
（
海
事
振
興
調
整
官
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。）。

﹇
八
・
九

略
﹈

﹇
八
・
九

同
上
﹈

十

船
員
の
教
育
及
び
養
成
、
海
技
士
及
び
小
型
船
舶
操
縦
士
の
免
許
、
船
舶
職
員
及
び
小
型
船
舶
操
縦
者
の

資
格
及
び
定
員
並
び
に
水
先
に
関
す
る
こ
と
（
海
事
振
興
・
防
災
危
機
管
理
調
整
官
、
運
航
労
務
監
理
官
及

び
海
技
試
験
官
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。）。

十

船
員
の
教
育
及
び
養
成
、
海
技
士
及
び
小
型
船
舶
操
縦
士
の
免
許
、
船
舶
職
員
及
び
小
型
船
舶
操
縦
者
の

資
格
及
び
定
員
並
び
に
水
先
に
関
す
る
こ
と
（
海
事
振
興
調
整
官
、
運
航
労
務
監
理
官
及
び
海
技
試
験
官
の

所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。）。

十
一

﹇
略
﹈

十
一

﹇
同
上
﹈

備
考

表
中
の
﹇

﹈
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。

第
二
条

沖
縄
総
合
事
務
局
組
織
規
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
（
連
続
す
る

他
の
規
定
と
記
号
に
よ
り
一
括
し
て
掲
げ
る
規
定
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
標
記
部
分
に
係
る
記
載
）
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。）は
、
そ
の
標
記
部
分
が
異
な
る
も
の
は
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改

正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を

掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

改

正

後

改

正

前

（
船
舶
船
員
課
の
所
掌
事
務
）

（
船
舶
船
員
課
の
所
掌
事
務
）

第
八
十
五
条

船
舶
船
員
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
八
十
五
条

船
舶
船
員
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

﹇
一
〜
五

略
﹈

﹇
一
〜
五

同
上
﹈

六

船
舶
、
船
舶
用
機
関
、
船
舶
用
品
の
製
造
、
修
繕
、
流
通
及
び
消
費
の
増
進
、
改
善
及
び
調
整
に
関
す
る

こ
と
（
海
事
振
興
・
防
災
危
機
管
理
調
整
官
、
海
事
技
術
専
門
官
及
び
外
国
船
舶
監
督
官
の
所
掌
に
属
す
る

も
の
を
除
く
。）。

六

船
舶
、
船
舶
用
機
関
、
船
舶
用
品
の
製
造
、
修
繕
、
流
通
及
び
消
費
の
増
進
、
改
善
及
び
調
整
に
関
す
る

こ
と
（
海
事
振
興
・
防
災
危
機
管
理
調
整
官
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。）。

﹇
七
〜
十
一

略
﹈

﹇
七
〜
十
一

同
上
﹈

（
海
事
技
術
専
門
官
及
び
首
席
海
事
技
術
専
門
官
の
職
務
）

（
海
事
技
術
専
門
官
及
び
首
席
海
事
技
術
専
門
官
の
職
務
）

第
八
十
九
条

海
事
技
術
専
門
官
は
、
命
を
受
け
て
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
分
掌
す
る
。

第
八
十
九
条

海
事
技
術
専
門
官
は
、
命
を
受
け
て
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
分
掌
す
る
。

﹇
一
・
二

略
﹈

﹇
一
・
二

同
上
﹈

三

船
舶
の
再
資
源
化
解
体
の
適
正
な
実
施
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
十
年
法
律
第
六
十
一
号
）
の
規
定
に
よ

る
有
害
物
質
一
覧
表
の
確
認
及
び
特
定
船
舶
の
再
資
源
化
解
体
の
承
認
等
の
執
行
に
関
す
る
こ
と
（
再
資
源

化
解
体
計
画
の
承
認
に
係
る
も
の
を
除
く
。）。

﹇
号
を
加
え
る
。﹈

四
〜
十
三

﹇
略
﹈

三
〜
十
二

﹇
同
上
﹈

２

﹇
略
﹈

２

﹇
同
上
﹈

令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報



（
外
国
船
舶
監
督
官
及
び
首
席
外
国
船
舶
監
督
官
の
職
務
）

（
外
国
船
舶
監
督
官
及
び
首
席
外
国
船
舶
監
督
官
の
職
務
）

第
九
十
一
条

外
国
船
舶
監
督
官
は
、
命
を
受
け
て
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
分
掌
す
る
。

第
九
十
一
条

外
国
船
舶
監
督
官
は
、
命
を
受
け
て
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
分
掌
す
る
。

一

船
舶
の
航
行
の
安
全
の
確
保
、
船
舶
の
再
資
源
化
解
体
の
適
正
な
実
施
の
確
保
及
び
海
洋
汚
染
等
の
防
止

に
係
る
外
国
船
舶
の
監
督
に
係
る
検
査
の
執
行
に
関
す
る
こ
と
（
次
号
に
掲
げ
る
事
務
を
除
く
。）。

一

船
舶
の
航
行
の
安
全
の
確
保
及
び
海
洋
汚
染
等
の
防
止
に
係
る
外
国
船
舶
の
監
督
に
係
る
検
査
の
執
行
に

関
す
る
こ
と
（
次
号
に
掲
げ
る
事
務
を
除
く
。）。

二

﹇
略
﹈

二

﹇
同
上
﹈

２

﹇
略
﹈

２

﹇
同
上
﹈

附

則

附

則

（
運
輸
部
海
事
技
術
専
門
官
の
所
掌
事
務
の
特
例
）

﹇
条
を
削
る
。﹈

第
十
二
条

運
輸
部
海
事
技
術
専
門
官
は
、
第
八
十
九
条
第
一
項
に
掲
げ
る
事
務
の
ほ
か
、
船
舶
の
再
資
源
化
解

体
の
適
正
な
実
施
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
十
年
法
律
第
六
十
一
号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て「
法
」と
い
う
。）

の
施
行
の
日
の
前
日
ま
で
の
間
、
法
第
四
十
条
及
び
国
土
交
通
省
関
係
船
舶
の
再
資
源
化
解
体
の
適
正
な
実
施

に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
三
十
一
年
国
土
交
通
省
令
第
十
二
号
）
第
四
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
委
任
さ

れ
た
権
限
の
う
ち
、
法
附
則
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
相
当
確
認
の
執
行
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

備
考

表
中
の
﹇

﹈
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。

第
三
条

沖
縄
総
合
事
務
局
組
織
規
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

（
消
費
・
安
全
課
の
所
掌
事
務
）

（
消
費
・
安
全
課
の
所
掌
事
務
）

第
四
十
条

消
費
・
安
全
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
四
十
条

消
費
・
安
全
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

﹇
一
〜
六

略
﹈

﹇
一
〜
六

同
上
﹈

七

特
定
第
一
種
水
産
動
植
物
等
（
特
定
水
産
動
植
物
等
の
国
内
流
通
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
（
令
和
二

年
法
律
第
七
十
九
号
）
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
特
定
第
一
種
水
産
動
植
物
等
を
い
う
。
第
九
十
二
条
の

表
に
お
い
て
同
じ
。）の
取
引
等
に
係
る
情
報
の
記
録
及
び
伝
達
に
関
す
る
こ
と
（
届
出
採
捕
者
（
同
法
第
三

条
第
三
項
に
規
定
す
る
届
出
採
捕
者
を
い
う
。
第
九
十
二
条
の
表
に
お
い
て
同
じ
。）及
び
特
定
第
一
種
水
産

動
植
物
等
取
扱
事
業
者
（
特
定
第
一
種
第
二
号
水
産
動
植
物
採
捕
事
業
者
（
同
法
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す

る
特
定
第
一
種
第
二
号
水
産
動
植
物
採
捕
事
業
者
を
い
う
。）以
外
の
同
法
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
特
定

第
一
種
水
産
動
植
物
等
取
扱
事
業
者
を
い
う
。
第
九
十
二
条
の
表
に
お
い
て
同
じ
。）に
対
す
る
同
法
第
十
条

第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
並
び
に
同
法
第
三
十
二
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
徴
収
、
物
件
の
提
出
の
要
求
及
び
立
入
検
査
の
実
施
（
第
九
十
二
条
の
表
に
お

い
て
「
勧
告
等
」
と
い
う
。）に
係
る
も
の
に
限
る
。）。

七

特
定
第
一
種
水
産
動
植
物
等
（
特
定
水
産
動
植
物
等
の
国
内
流
通
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
（
令
和
二

年
法
律
第
七
十
九
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
第
一
種
水
産
動
植
物
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）の

取
引
等
に
係
る
情
報
の
記
録
及
び
伝
達
に
関
す
る
こ
と
（
同
法
第
七
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る

勧
告
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
並
び
に
同
法
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
徴
収
、
物

件
の
提
出
の
要
求
及
び
立
入
検
査
の
実
施
（
第
九
十
二
条
に
お
い
て
「
勧
告
等
」
と
い
う
。）に
係
る
も
の
に

限
る
。）。

﹇
八
〜
十
三

略
﹈

﹇
八
〜
十
三

同
上
﹈

（
事
務
所
）

（
事
務
所
）

第
九
十
二
条

総
合
事
務
局
の
事
務
所
の
名
称
、
位
置
、
管
轄
区
域
及
び
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
九
十
二
条

総
合
事
務
局
の
事
務
所
の
名
称
、
位
置
、
管
轄
区
域
及
び
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

名

称

位

置

管

轄

区

域

所

掌

事

務

名

称

位

置

管

轄

区

域

所

掌

事

務

﹇
略
﹈

﹇
同
上
﹈

那
覇
農
林

水
産
セ
ン

タ
ー

﹇
略
﹈

地
方
農
政
局
に
お
い
て
所
掌
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る

事
務
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
行
う
こ
と
。

﹇
一
〜
七

略
﹈

那
覇
農
林

水
産
セ
ン

タ
ー

﹇
同
上
﹈

地
方
農
政
局
に
お
い
て
所
掌
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る

事
務
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
行
う
こ
と
。

﹇
一
〜
七

同
上
﹈

令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報 



名
護
農
林

水
産
セ
ン

タ
ー

﹇
略
﹈

八

特
定
第
一
種
水
産
動
植
物
等
の
取
引
等
に
係
る
情

報
の
記
録
及
び
伝
達
に
関
す
る
こ
と
（
届
出
採
捕
者

及
び
特
定
第
一
種
水
産
動
植
物
等
取
扱
事
業
者
に
対

す
る
勧
告
等
に
係
る
も
の
に
限
る
。）。

九

﹇
略
﹈

名
護
農
林

水
産
セ
ン

タ
ー

﹇
同
上
﹈

八

特
定
第
一
種
水
産
動
植
物
等
の
取
引
等
に
係
る
情

報
の
記
録
及
び
伝
達
に
関
す
る
こ
と
（
勧
告
等
に
係

る
も
の
に
限
る
）。

九

﹇
同
上
﹈

宮
古
島
農

林
水
産
セ

ン
タ
ー

﹇
略
﹈

宮
古
島
農

林
水
産
セ

ン
タ
ー

﹇
同
上
﹈

石
垣
農
林

水
産
セ
ン

タ
ー

﹇
略
﹈

石
垣
農
林

水
産
セ
ン

タ
ー

﹇
同
上
﹈

﹇
略
﹈

﹇
同
上
﹈

備
考

表
中
の
﹇

﹈
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。

財
務
諸
表
等
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
関
す
る
規
則
及
び
連
結
財
務
諸
表
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
内
閣
府
令

（
財
務
諸
表
等
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

財
務
諸
表
等
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
八
年
大
蔵
省
令
第
五
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

（
流
動
負
債
の
区
分
表
示
）

（
流
動
負
債
の
区
分
表
示
）

第
四
十
九
条

﹇
略
﹈

第
四
十
九
条

﹇
同
上
﹈

２

﹇
略
﹈

２

﹇
同
上
﹈

３

第
一
項
第
七
号
の
未
払
法
人
税
等
と
は
、
法
人
税
、
地
方
法
人
税
、
住
民
税
（
都
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村

民
税
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）、
事
業
税
及
び
特
別
法
人
事
業
税
の
未
払
額
を
い
う
。

３

第
一
項
第
七
号
の
未
払
法
人
税
等
と
は
、
法
人
税
、
地
方
法
人
税
、
住
民
税
（
都
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村

民
税
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）及
び
事
業
税
の
未
払
額
を
い
う
。

﹇
４
〜
６

略
﹈

﹇
４
〜
６

同
上
﹈

（
当
期
純
利
益
又
は
当
期
純
損
失
）

（
当
期
純
利
益
又
は
当
期
純
損
失
）

第
九
十
五
条
の
五

次
に
掲
げ
る
項
目
の
金
額
は
、
そ
の
内
容
を
示
す
名
称
を
付
し
た
科
目
を
も
つ
て
、
税
引
前

当
期
純
利
益
金
額
又
は
税
引
前
当
期
純
損
失
金
額
の
次
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
九
十
五
条
の
五

﹇
同
上
﹈

一

当
該
事
業
年
度
に
係
る
法
人
税
、
地
方
法
人
税
、
住
民
税
並
び
に
利
益
に
関
連
す
る
金
額
を
課
税
標
準
と

し
て
課
さ
れ
る
事
業
税
及
び
特
別
法
人
事
業
税
（
以
下
「
法
人
税
、
住
民
税
及
び
事
業
税
」
と
い
う
。）（
次

号
に
掲
げ
る
項
目
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。）

一

当
該
事
業
年
度
に
係
る
法
人
税
、
地
方
法
人
税
、
住
民
税
及
び
利
益
に
関
連
す
る
金
額
を
課
税
標
準
と
し

て
課
さ
れ
る
事
業
税
（
以
下
「
法
人
税
、
住
民
税
及
び
事
業
税
」
と
い
う
。）（
次
号
に
掲
げ
る
項
目
に
該
当

す
る
も
の
を
除
く
。）

﹇
二
・
三

略
﹈

﹇
二
・
三

同
上
﹈

﹇
２
〜
４

略
﹈

﹇
２
〜
４

同
上
﹈

備
考

表
中
の
﹇

﹈
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。

令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報

附

則

こ
の
府
令
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一

第
二
条
の
規
定

船
舶
の
再
資
源
化
解
体
の
適
正
な
実
施
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
十
年
法
律
第
六
十
一
号
）
の
施
行
の
日
（
令
和
七
年
六
月
二
十
六
日
）

二

第
三
条
の
規
定

漁
業
法
及
び
特
定
水
産
動
植
物
等
の
国
内
流
通
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
六
十
六
号
）
の
施
行
の
日
（
令
和
八
年
四
月
一
日
）

〇
内
閣
府
令
第
三
十
一
号

金
融
商
品
取
引
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
十
五
号
）
第
百
九
十
三
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
財
務
諸
表
等
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
関
す
る
規
則
及
び
連
結
財
務
諸
表
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
内
閣
府
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

内
閣
総
理
大
臣

石
破

茂





（
連
結
財
務
諸
表
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

連
結
財
務
諸
表
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
一
年
大
蔵
省
令
第
二
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

（
流
動
負
債
の
区
分
表
示
）

（
流
動
負
債
の
区
分
表
示
）

第
三
十
七
条

﹇
略
﹈

第
三
十
七
条

﹇
同
上
﹈

２

﹇
略
﹈

２

﹇
同
上
﹈

３

第
一
項
第
四
号
の
未
払
法
人
税
等
と
は
、
法
人
税
、
地
方
法
人
税
、
住
民
税
（
都
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村

民
税
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）、
事
業
税
及
び
特
別
法
人
事
業
税
の
未
払
額
を
い
う
。

３

第
一
項
第
四
号
の
未
払
法
人
税
等
と
は
、
法
人
税
、
地
方
法
人
税
、
住
民
税
（
都
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村

民
税
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）及
び
事
業
税
の
未
払
額
を
い
う
。

﹇
４
〜
７

略
﹈

﹇
４
〜
７

同
上
﹈

（
当
期
純
利
益
又
は
当
期
純
損
失
）

（
当
期
純
利
益
又
は
当
期
純
損
失
）

第
六
十
五
条

次
に
掲
げ
る
項
目
の
金
額
は
、
そ
の
内
容
を
示
す
名
称
を
付
し
た
科
目
を
も
つ
て
、
税
金
等
調
整

前
当
期
純
利
益
金
額
又
は
税
金
等
調
整
前
当
期
純
損
失
金
額
の
次
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
六
十
五
条

﹇
同
上
﹈

一

当
該
連
結
会
計
年
度
に
係
る
法
人
税
、
地
方
法
人
税
、
住
民
税
並
び
に
利
益
に
関
連
す
る
金
額
を
課
税
標

準
と
し
て
課
さ
れ
る
事
業
税
及
び
特
別
法
人
事
業
税
（
以
下
「
法
人
税
、
住
民
税
及
び
事
業
税
」
と
い
う
。）

一

当
該
連
結
会
計
年
度
に
係
る
法
人
税
、
地
方
法
人
税
、
住
民
税
及
び
利
益
に
関
連
す
る
金
額
を
課
税
標
準

と
し
て
課
さ
れ
る
事
業
税
（
以
下
「
法
人
税
、
住
民
税
及
び
事
業
税
」
と
い
う
。）

二

﹇
略
﹈

二

﹇
同
上
﹈

﹇
２
〜
６

略
﹈

﹇
２
〜
６

同
上
﹈

備
考

表
中
の
﹇

﹈
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。

令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
財
務
諸
表
等
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
条

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
財
務
諸
表
等
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
関
す
る
規
則
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
新
財
務
諸
表
等
規
則
」
と
い
う
。）の
規
定
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
以
後
に
開
始
す
る
事
業
年
度
又
は
中

間
会
計
期
間
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
事
業
年
度
等
」
と
い
う
。）に
係
る
財
務
諸
表
又
は
第
一
種
中
間
財
務
諸
表
若
し
く
は
第
二
種
中
間
財
務
諸
表
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
開
始
す
る
事
業
年
度
等
に
係
る
財
務
諸
表
又
は
第
一
種

中
間
財
務
諸
表
若
し
く
は
第
二
種
中
間
財
務
諸
表
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
た
だ
し
、
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
以
後
に
終
了
す
る
事
業
年
度
に
係
る
財
務
諸
表
に
つ
い
て
は
、
新
財
務
諸
表
等
規
則
の
規
定
を
適
用
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
財
務
諸
表
又
は
第
一
種
中
間
財
務
諸
表
若
し
く
は
第
二
種
中
間
財
務
諸
表
に
初
め
て
新
財
務
諸
表
等
規
則
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
は
、
当
該
財
務
諸
表
又
は
第
一
種
中
間
財
務
諸
表
若
し
く
は
第
二
種
中
間
財
務

諸
表
に
含
ま
れ
る
比
較
情
報
（
新
財
務
諸
表
等
規
則
第
八
条
の
二
の
二
又
は
第
百
三
十
条
若
し
く
は
第
二
百
十
一
条
に
規
定
す
る
比
較
情
報
を
い
う
。）に
つ
い
て
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
連
結
財
務
諸
表
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
三
条

第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
連
結
財
務
諸
表
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
関
す
る
規
則
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
新
連
結
財
務
諸
表
規
則
」
と
い
う
。）の
規
定
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
以
後
に
開
始
す
る
連
結
会
計
年

度
又
は
中
間
連
結
会
計
期
間
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
連
結
会
計
年
度
等
」
と
い
う
。）に
係
る
連
結
財
務
諸
表
又
は
第
一
種
中
間
連
結
財
務
諸
表
若
し
く
は
第
二
種
中
間
連
結
財
務
諸
表
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
開
始
す
る
連
結
会

計
年
度
等
に
係
る
連
結
財
務
諸
表
又
は
第
一
種
中
間
連
結
財
務
諸
表
若
し
く
は
第
二
種
中
間
連
結
財
務
諸
表
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
た
だ
し
、
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
以
後
に
終
了
す
る
連
結
会
計
年
度
に
係
る
連
結
財

務
諸
表
に
つ
い
て
は
、
新
連
結
財
務
諸
表
規
則
の
規
定
を
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
連
結
財
務
諸
表
又
は
第
一
種
中
間
連
結
財
務
諸
表
若
し
く
は
第
二
種
中
間
連
結
財
務
諸
表
に
初
め
て
新
連
結
財
務
諸
表
規
則
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
は
、
当
該
連
結
財
務
諸
表
又
は
第
一
種
中
間
連
結
財
務
諸
表

若
し
く
は
第
二
種
中
間
連
結
財
務
諸
表
に
含
ま
れ
る
比
較
情
報
（
新
連
結
財
務
諸
表
規
則
第
八
条
の
三
又
は
第
九
十
六
条
若
し
く
は
第
百
九
十
二
条
に
規
定
す
る
比
較
情
報
を
い
う
。）に
つ
い
て
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従

前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。





児
童
福
祉
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
内
閣
府
令

児
童
福
祉
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
は
、
こ
れ
を

加
え
る
。

改

正

後

改

正

前

第
十
八
条
の
二
十
七

﹇
略
﹈

第
十
八
条
の
二
十
七

﹇
同
上
﹈

﹇

〜

略
﹈

﹇

〜

同
上
﹈

﹇

﹈

第
一
項
本
文
及
び
第
二
項
本
文
に
規
定
す
る
申
請
書
は
、
こ
ど
も
家
庭
庁
長
官
が
定
め
る
様
式
に
よ
る

も
の
と
す
る
。

﹇
項
を
加
え
る
。﹈

第
十
八
条
の
二
十
八

﹇
略
﹈

第
十
八
条
の
二
十
八

﹇
同
上
﹈

﹇

〜

略
﹈

﹇

〜

同
上
﹈

﹇

﹈

第
一
項
本
文
及
び
第
二
項
本
文
に
規
定
す
る
申
請
書
は
、
こ
ど
も
家
庭
庁
長
官
が
定
め
る
様
式
に
よ
る

も
の
と
す
る
。

﹇
項
を
加
え
る
。﹈

第
十
八
条
の
二
十
九

﹇
略
﹈

第
十
八
条
の
二
十
九

﹇
同
上
﹈

﹇

〜

略
﹈

﹇

〜

同
上
﹈

﹇

﹈

第
一
項
本
文
及
び
第
二
項
本
文
に
規
定
す
る
申
請
書
は
、
こ
ど
も
家
庭
庁
長
官
が
定
め
る
様
式
に
よ
る

も
の
と
す
る
。

﹇
項
を
加
え
る
。﹈

第
十
八
条
の
二
十
九
の
二

﹇
略
﹈

第
十
八
条
の
二
十
九
の
二

﹇
同
上
﹈

﹇

〜

略
﹈

﹇

〜

同
上
﹈

﹇

﹈

第
一
項
本
文
及
び
第
二
項
本
文
に
規
定
す
る
申
請
書
は
、
こ
ど
も
家
庭
庁
長
官
が
定
め
る
様
式
に
よ
る

も
の
と
す
る
。

﹇
項
を
加
え
る
。﹈

第
十
八
条
の
三
十

﹇
略
﹈

第
十
八
条
の
三
十

﹇
同
上
﹈

﹇

〜

略
﹈

﹇

〜

同
上
﹈

﹇

﹈

第
一
項
本
文
及
び
第
二
項
本
文
に
規
定
す
る
申
請
書
は
、
こ
ど
も
家
庭
庁
長
官
が
定
め
る
様
式
に
よ
る

も
の
と
す
る
。

﹇
項
を
加
え
る
。﹈

第
十
八
条
の
三
十
四
の
四

﹇
略
﹈

第
十
八
条
の
三
十
四
の
四

﹇
同
上
﹈

﹇

﹈

前
項
に
規
定
す
る
申
請
書
は
、
こ
ど
も
家
庭
庁
長
官
が
定
め
る
様
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

﹇
項
を
加
え
る
。﹈

第
十
八
条
の
三
十
五

﹇
略
﹈

第
十
八
条
の
三
十
五

﹇
同
上
﹈

﹇

〜

略
﹈

﹇

〜

同
上
﹈

﹇

﹈

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
こ
ど
も
家
庭
庁
長
官
が
定
め
る
様
式
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

﹇
項
を
加
え
る
。﹈

第
二
十
五
条
の
二
十
一

﹇
略
﹈

第
二
十
五
条
の
二
十
一

﹇
同
上
﹈

﹇

〜

略
﹈

﹇

〜

同
上
﹈

﹇

﹈

第
一
項
本
文
及
び
第
二
項
本
文
に
規
定
す
る
申
請
書
は
、
こ
ど
も
家
庭
庁
長
官
が
定
め
る
様
式
に
よ
る

も
の
と
す
る
。

﹇
項
を
加
え
る
。﹈

第
二
十
五
条
の
二
十
一
の
三

﹇
略
﹈

第
二
十
五
条
の
二
十
一
の
三

﹇
同
上
﹈

﹇

﹈

前
項
に
規
定
す
る
申
請
書
は
、
こ
ど
も
家
庭
庁
長
官
が
定
め
る
様
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

﹇
項
を
加
え
る
。﹈

令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報
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内
閣
府
令
第
三
十
二
号

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
児
童
福
祉
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
内
閣
府
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

内
閣
総
理
大
臣

石
破

茂





第
二
十
五
条
の
二
十
二

指
定
障
害
児
入
所
施
設
の
設
置
者
は
、
第
二
十
五
条
の
二
十
一
第
一
項
第
一
号
、
第
二

号
、
第
四
号
（
当
該
指
定
に
係
る
事
業
に
関
す
る
も
の
に
限
る
。）、
第
五
号
、
第
六
号
、
第
八
号
及
び
第
九
号

に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
変
更
に
係
る
事
項
に
つ
い
て
当
該
指
定
障
害
児
入
所
施
設
の

設
置
の
場
所
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項

を
記
載
し
た
申
請
書
又
は
書
類
（
登
記
事
項
証
明
書
を
除
く
。）に
つ
い
て
は
、
都
道
府
県
知
事
が
、
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
を
利
用
し
て
当
該
事
項
を
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
二
十
五
条
の
二
十
二

指
定
障
害
児
入
所
施
設
の
設
置
者
は
、
第
二
十
五
条
の
二
十
一
第
一
項
第
一
号
、
第
二

号
、
第
四
号
（
当
該
指
定
に
係
る
事
業
に
関
す
る
も
の
に
限
る
。）、
第
五
号
、
第
六
号
、
第
八
号
及
び
第
九
号

に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
変
更
に
係
る
事
項
に
つ
い
て
当
該
指
定
障
害
児
入
所
施
設
の

設
置
の
場
所
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項

を
記
載
し
た
申
請
書
又
は
書
類
（
登
記
事
項
証
明
書
を
除
く
。）に
つ
い
て
は
、
都
道
府
県
知
事
が
、
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
を
利
用
し
て
当
該
事
項
を
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

﹇

略
﹈

﹇

同
上
﹈

﹇

﹈

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
こ
ど
も
家
庭
庁
長
官
が
定
め
る
様
式
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

﹇
項
を
加
え
る
。﹈

第
二
十
五
条
の
二
十
六
の
六

﹇
略
﹈

第
二
十
五
条
の
二
十
六
の
六

﹇
同
上
﹈

﹇

〜

略
﹈

﹇

〜

同
上
﹈

﹇

﹈

第
一
項
本
文
及
び
第
三
項
本
文
に
規
定
す
る
申
請
書
は
、
こ
ど
も
家
庭
庁
長
官
が
定
め
る
様
式
に
よ
る

も
の
と
す
る
。

﹇
項
を
加
え
る
。﹈

第
二
十
五
条
の
二
十
六
の
七

﹇
略
﹈

第
二
十
五
条
の
二
十
六
の
七

﹇
同
上
﹈

﹇

・

略
﹈

﹇

・

同
上
﹈

﹇

﹈

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
こ
ど
も
家
庭
庁
長
官
が
定
め
る
様
式
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

﹇
項
を
加
え
る
。﹈

第
三
十
六
条
の
三
十
の
二

法
第
三
十
三
条
の
十
八
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
と
き
は
、
災
害
そ

の
他
都
道
府
県
知
事
に
対
し
同
項
の
規
定
に
よ
る
情
報
公
表
対
象
支
援
情
報
（
同
項
に
規
定
す
る
情
報
公
表
対

象
支
援
情
報
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）の
報
告
（
次
条
及
び
第
三
十
六
条
の
三
十
の
五
に
お
い
て
単
に
「
報
告
」

と
い
う
。）を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
に
つ
き
正
当
な
理
由
が
あ
る
対
象
事
業
者
（
同
項
に
規
定
す
る
対
象

事
業
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）以
外
の
も
の
に
つ
い
て
、
都
道
府
県
知
事
が
定
め
る
と
き
及
び
毎
会
計
年
度
終

了
後
と
す
る
。

第
三
十
六
条
の
三
十
の
二

法
第
三
十
三
条
の
十
八
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
と
き
は
、
災
害
そ

の
他
都
道
府
県
知
事
に
対
し
同
項
の
規
定
に
よ
る
情
報
公
表
対
象
支
援
情
報
（
同
項
に
規
定
す
る
情
報
公
表
対

象
支
援
情
報
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）の
報
告
（
次
条
及
び
第
三
十
六
条
の
三
十
の
五
に
お
い
て
単
に
「
報
告
」

と
い
う
。）を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
に
つ
き
正
当
な
理
由
が
あ
る
対
象
事
業
者
（
同
項
に
規
定
す
る
対
象

事
業
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）以
外
の
も
の
に
つ
い
て
、
都
道
府
県
知
事
が
定
め
る
と
き
と
す
る
。

第
三
十
六
条
の
三
十
の
三

次
条
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
の
報
告
は
、
毎
会
計
年
度
終
了
後
三
月
以
内
に
行
う
も

の
と
す
る
。

第
三
十
六
条
の
三
十
の
三

報
告
は
、
都
道
府
県
知
事
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

﹇

﹈

報
告
は
、
前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、都
道
府
県
知
事
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

﹇
項
を
加
え
る
。﹈

第
三
十
六
条
の
三
十
の
四

法
第
三
十
三
条
の
十
八
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
情
報
は
、
次
の
各

号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
情
報
と
す
る
。

第
三
十
六
条
の
三
十
の
四

法
第
三
十
三
条
の
十
八
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
情
報
は
、
情
報
公

表
対
象
支
援
（
同
項
に
規
定
す
る
情
報
公
表
対
象
支
援
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）の
提
供
を
開
始
し
よ
う
と
す
る

と
き
に
あ
つ
て
は
別
表
第
二
に
掲
げ
る
項
目
に
関
す
る
も
の
と
し
、
同
項
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
と
き
に
あ
つ

て
は
別
表
第
二
及
び
別
表
第
三
に
掲
げ
る
項
目
に
関
す
る
も
の
と
す
る
。

一

情
報
公
表
対
象
支
援
（
法
第
三
十
三
条
の
十
八
第
一
項
に
規
定
す
る
情
報
公
表
対
象
支
援
を
い
う
。
以
下

同
じ
。）の
提
供
を
開
始
し
よ
う
と
す
る
と
き

別
表
第
二
に
掲
げ
る
事
項
に
関
す
る
も
の

﹇
号
を
加
え
る
。﹈

二

法
第
三
十
三
条
の
十
八
第
一
項
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
と
き

別
表
第
二
及
び
別
表
第
三
に
掲
げ
る
事
項

に
関
す
る
も
の

﹇
号
を
加
え
る
。﹈

三

毎
事
業
年
度
が
終
了
し
た
と
き

次
に
掲
げ
る
事
項
に
関
す
る
も
の
（
次
条
に
お
い
て
「
経
営
情
報
」
と

い
う
。）

﹇
号
を
加
え
る
。﹈

イ

事
業
所
又
は
施
設
の
名
称
、
所
在
地
そ
の
他
の
基
本
情
報

ロ

事
業
所
又
は
施
設
の
収
益
及
び
費
用
の
内
容

ハ

事
業
所
又
は
施
設
の
職
員
の
職
種
別
人
員
数
そ
の
他
の
人
員
に
関
す
る
事
項

ニ

そ
の
他
必
要
な
事
項

令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報 



第
三
十
六
条
の
三
十
の
五

都
道
府
県
知
事
は
、
報
告
（
経
営
情
報
の
報
告
を
除
く
。）を
受
け
た
後
、
当
該
報
告

の
内
容
を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
都
道
府
県
知
事
は
、
当
該
報
告
を
受
け
た
後
に
法
第
三
十
三
条

の
十
八
第
三
項
の
調
査
を
行
つ
た
と
き
は
、
当
該
調
査
の
結
果
を
公
表
す
る
こ
と
を
も
つ
て
、
当
該
報
告
の
内

容
を
公
表
し
た
も
の
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
十
六
条
の
三
十
の
五

都
道
府
県
知
事
は
、
報
告
を
受
け
た
後
、
当
該
報
告
の
内
容
を
公
表
す
る
も
の
と
す

る
。
た
だ
し
、
都
道
府
県
知
事
は
、
当
該
報
告
を
受
け
た
後
に
法
第
三
十
三
条
の
十
八
第
三
項
の
調
査
を
行
つ

た
と
き
は
、
当
該
調
査
の
結
果
を
公
表
す
る
こ
と
を
も
つ
て
、
当
該
報
告
の
内
容
を
公
表
し
た
も
の
と
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

﹇

﹈

都
道
府
県
知
事
は
、
経
営
情
報
の
報
告
を
受
け
た
後
、
当
該
報
告
を
受
け
た
経
営
情
報
に
つ
い
て
調
査

及
び
分
析
を
行
い
、
当
該
調
査
及
び
分
析
の
結
果
を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

﹇
項
を
加
え
る
。﹈

第
三
十
六
条
の
三
十
の
六

法
第
三
十
三
条
の
十
八
第
八
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
情
報
は
、
情
報
公

表
対
象
支
援
の
質
及
び
労
働
時
間
、
賃
金
そ
の
他
の
情
報
公
表
対
象
支
援
に
従
事
す
る
従
業
者
に
関
す
る
情
報

（
情
報
公
表
対
象
支
援
情
報
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。）と
し
て
都
道
府
県
知
事
が
定
め
る
も
の
と
す
る
。

第
三
十
六
条
の
三
十
の
六

法
第
三
十
三
条
の
十
八
第
八
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
情
報
は
、
情
報
公

表
対
象
支
援
の
質
及
び
情
報
公
表
対
象
支
援
に
従
事
す
る
従
業
者
に
関
す
る
情
報
（
情
報
公
表
対
象
支
援
情
報

に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。）と
し
て
都
道
府
県
知
事
が
定
め
る
も
の
と
す
る
。

第
五
十
条
の
二

令
第
四
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
都
市
が
児
童
福
祉
に
関
す
る
事
務
を
処
理
す
る

場
合
及
び
令
第
四
十
五
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
法
第
五
十
九
条
の
四
第
一
項
の
児
童
相
談
所
設
置
市

（
以
下
「
児
童
相
談
所
設
置
市
」
と
い
う
。）が
児
童
福
祉
に
関
す
る
事
務
を
処
理
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次

の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
こ
の
命
令
の
規
定
中
の
字
句
で
、
同
表
中
欄
に
掲
げ
る
も
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
下
欄

の
字
句
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
五
十
条
の
二

令
第
四
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
都
市
が
児
童
福
祉
に
関
す
る
事
務
を
処
理
す
る

場
合
及
び
令
第
四
十
五
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
法
第
五
十
九
条
の
四
第
一
項
の
児
童
相
談
所
設
置
市

（
以
下
「
児
童
相
談
所
設
置
市
」
と
い
う
。）が
児
童
福
祉
に
関
す
る
事
務
を
処
理
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次

の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
こ
の
命
令
の
規
定
中
の
字
句
で
、
同
表
中
欄
に
掲
げ
る
も
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
下
欄

の
字
句
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

﹇
略
﹈

﹇
同
上
﹈

第
十
八
条
の
二
十
七
第
六
項

第
十
八
条
の
二
十
七
第
六
項

第
十
八
条
の
二
十
八

第
十
八
条
の
二
十
八

第
十
八
条
の
二
十
九
第
一
項
か

ら
第
三
項
ま
で
及
び
第
五
項

第
十
八
条
の
二
十
九
第
一
項
か

ら
第
三
項
ま
で
及
び
第
五
項

第
十
八
条
の
二
十
九
の
二

第
十
八
条
の
二
十
九
の
二

第
十
八
条
の
三
十

第
十
八
条
の
三
十

第
十
八
条
の
三
十
二
第
四
項

第
十
八
条
の
三
十
二
第
四
項

第
十
八
条
の
三
十
四
の
二
第
一

項

都
道
府
県
知
事

指
定
都
市
の
市
長
及
び
児
童
相

談
所
設
置
市
の
長

第
十
八
条
の
三
十
四
の
二
第
一

項

都
道
府
県
知
事

指
定
都
市
の
市
長
及
び
児
童
相

談
所
設
置
市
の
長

第
十
八
条
の
三
十
四
の
三

第
十
八
条
の
三
十
四
の
三

第
十
八
条
の
三
十
四
の
四
第
一

項

第
十
八
条
の
三
十
四
の
四

第
十
八
条
の
三
十
五
第
一
項
、

第
三
項
及
び
第
四
項

第
十
八
条
の
三
十
五
第
一
項
、

第
三
項
及
び
第
四
号

第
十
八
条
の
三
十
五
の
七

第
十
八
条
の
三
十
五
の
七

﹇
略
﹈

﹇
同
上
﹈

第
三
十
六
条
の
三
十
の
二

第
三
十
六
条
の
三
十
の
二

第
三
十
六
条
の
三
十
の
三
第
二

項

第
三
十
六
条
の
三
十
の
三

第
三
十
六
条
の
三
十
の
五
第
一

項

第
三
十
六
条
の
三
十
の
五

令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報



第
三
十
六
条
の
三
十
の
六

第
三
十
六
条
の
三
十
の
六

第
三
十
六
条
の
三
十
の
七
第
二

項

第
三
十
六
条
の
三
十
の
七
第
二

項

第
三
十
六
条
の
三
十
一
第
二
項

第
三
十
六
条
の
三
十
一
第
二
項

第
三
十
六
条
の
三
十
二
の
二
第

二
項

都
道
府
県
知
事

指
定
都
市
の
市
長
及
び
児
童
相

談
所
設
置
市
の
長

第
三
十
六
条
の
三
十
二
の
二
第

二
項

都
道
府
県
知
事

指
定
都
市
の
市
長
及
び
児
童
相

談
所
設
置
市
の
長

第
三
十
六
条
の
三
十
二
の
四
第

二
項

第
三
十
六
条
の
三
十
二
の
四
第

二
項

第
三
十
六
条
の
三
十
二
の
八

第
三
十
六
条
の
三
十
二
の
八

第
三
十
六
条
の
三
十
二
の
九

第
三
十
六
条
の
三
十
二
の
九

第
三
十
六
条
の
三
十
三
第
二
項

第
三
十
六
条
の
三
十
三
第
二
項

第
三
十
六
条
の
三
十
五
第
二
項

第
三
十
六
条
の
三
十
五
第
二
項

第
三
十
六
条
の
三
十
八
第
二
項

第
三
十
六
条
の
三
十
八
第
二
項

第
三
十
六
条
の
三
十
九
の
二

第
三
十
六
条
の
三
十
九
の
二

第
三
十
六
条
の
四
十

第
三
十
六
条
の
四
十

﹇
略
﹈

﹇
同
上
﹈

第
五
十
条
の
三

令
第
四
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
中
核
市
が
児
童
福
祉
に
関
す
る
事
務
を
処
理
す
る
場

合
に
お
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
こ
の
命
令
の
規
定
中
の
字
句
で
、
同
表
中
欄
に
掲
げ
る
も
の
は
、

そ
れ
ぞ
れ
同
表
下
欄
の
字
句
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
五
十
条
の
三

令
第
四
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
中
核
市
が
児
童
福
祉
に
関
す
る
事
務
を
処
理
す
る
場

合
に
お
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
こ
の
命
令
の
規
定
中
の
字
句
で
、
同
表
中
欄
に
掲
げ
る
も
の
は
、

そ
れ
ぞ
れ
同
表
下
欄
の
字
句
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

﹇
略
﹈

﹇
同
上
﹈

第
十
八
条
の
二
十
七
第
六
項

第
十
八
条
の
二
十
七
第
六
項

第
十
八
条
の
二
十
八

第
十
八
条
の
二
十
八

第
十
八
条
の
二
十
九
第
一
項
か

ら
第
三
項
ま
で
及
び
第
五
項

第
十
八
条
の
二
十
九
第
一
項
か

ら
第
三
項
ま
で
及
び
第
五
項

第
十
八
条
の
二
十
九
の
二

第
十
八
条
の
二
十
九
の
二

第
十
八
条
の
三
十

第
十
八
条
の
三
十

第
十
八
条
の
三
十
二
第
四
項

第
十
八
条
の
三
十
二
第
四
項

第
十
八
条
の
三
十
四
の
二
第
一

項

都
道
府
県
知
事

中
核
市
の
市
長

第
十
八
条
の
三
十
四
の
二
第
一

項

都
道
府
県
知
事

中
核
市
の
市
長

第
十
八
条
の
三
十
四
の
三

第
十
八
条
の
三
十
四
の
三

第
十
八
条
の
三
十
四
の
四
第
一

項

第
十
八
条
の
三
十
四
の
四

第
十
八
条
の
三
十
五
第
一
項
、

第
三
項
及
び
第
四
項

第
十
八
条
の
三
十
五
第
一
項
、

第
三
項
及
び
第
四
項

第
十
八
条
の
三
十
五
の
七

第
十
八
条
の
三
十
五
の
七

﹇
略
﹈

﹇
同
上
﹈

令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報 



第
三
十
六
条
の
三
十
の
三
第
二

項

都
道
府
県
知
事

中
核
市
の
市
長

第
三
十
六
条
の
三
十
の
三

都
道
府
県
知
事

中
核
市
の
市
長

第
三
十
六
条
の
三
十
の
四
第
一

号

情
報
公
表
対
象
支
援
を

情
報
公
表
対
象
支
援
（
指
定
入

所
支
援
（
法
第
二
十
四
条
の
二

第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
入
所

支
援
を
い
う
。）を
除
く
。）を

第
三
十
六
条
の
三
十
の
四

情
報
公
表
対
象
支
援
を

情
報
公
表
対
象
支
援
（
指
定
入

所
支
援
（
法
第
二
十
四
条
の
二

第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
入
所

支
援
を
い
う
。）を
除
く
。）を

第
三
十
六
条
の
三
十
の
五
第
一

項

第
三
十
六
条
の
三
十
の
五

第
三
十
六
条
の
三
十
の
六

第
三
十
六
条
の
三
十
の
六

第
三
十
六
条
の
三
十
の
七
第
二

項

第
三
十
六
条
の
三
十
の
七
第
二

項

第
三
十
六
条
の
三
十
二
の
二
第

二
項

第
三
十
六
条
の
三
十
二
の
二
第

二
項

第
三
十
六
条
の
三
十
二
の
四
第

二
項

都
道
府
県
知
事

中
核
市
の
市
長

第
三
十
六
条
の
三
十
二
の
四
第

二
項

都
道
府
県
知
事

中
核
市
の
市
長

第
三
十
六
条
の
三
十
二
の
八

第
三
十
六
条
の
三
十
二
の
八

第
三
十
六
条
の
三
十
二
の
九

第
三
十
六
条
の
三
十
二
の
九

第
三
十
六
条
の
三
十
三
第
二
項

第
三
十
六
条
の
三
十
三
第
二
項

第
三
十
六
条
の
三
十
五
第
二
項

第
三
十
六
条
の
三
十
五
第
二
項

第
三
十
六
条
の
三
十
八
第
二
項

第
三
十
六
条
の
三
十
八
第
二
項

第
三
十
六
条
の
三
十
九
の
二

第
三
十
六
条
の
三
十
九
の
二

﹇
略
﹈

﹇
同
上
﹈

別
表
第
二
（
第
三
十
六
条
の
三
十
の
四
第
一
号
及
び
第
二
号
関
係
）

別
表
第
二
（
第
三
十
六
条
の
三
十
の
四
関
係
）

﹇
一
〜
六

同
上
﹈

別
表
第
三
（
第
三
十
六
条
の
三
十
の
四
第
二
号
関
係
）

別
表
第
三
（
第
三
十
六
条
の
三
十
の
四
関
係
）

﹇
第
一
〜
第
三

略
﹈

﹇
第
一
〜
第
三

同
上
﹈

備
考

表
中
の
﹇

﹈
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。

﹇
一
〜
六

略
﹈

令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
府
令
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
十
八
条
の
二
十
七
か
ら
第
十
八
条
の
三
十
ま
で
、
第
十
八
条
の
三
十
四
の
四
、
第
十
八
条
の
三
十
五
、
第
二
十
五
条
の
二
十
一
、
第
二
十
五
条
の
二
十
一
の
三
、
第
二

十
五
条
の
二
十
二
、
第
二
十
五
条
の
二
十
六
の
六
及
び
第
二
十
五
条
の
二
十
六
の
七
の
改
正
規
定
、
第
五
十
条
の
二
の
表
の
改
正
規
定（「
第
十
八
条
の
三
十
四
の
四
」
を
「
第
十
八
条
の
三
十
四
の
四
第
一
項
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。）並

び
に
第
五
十
条
の
三
の
表
の
改
正
規
定（「
第
十
八
条
の
三
十
四
の
四
」
を
「
第
十
八
条
の
三
十
四
の
四
第
一
項
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。）並
び
に
附
則
第
二
項
の
規
定
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
府
令
の
施
行
の
日
前
に
こ
の
府
令
に
よ
る
改
正
前
の
児
童
福
祉
法
施
行
規
則
の
規
定
に
よ
り
行
わ
れ
、
同
日
以
後
に
都
道
府
県
知
事
又
は
市
町
村
長
（
特
別
区
の
区
長
を
含
む
。）に
受
理
さ
れ
た
申
請
又
は
届
出
に
つ
い
て
は
、
こ
の

府
令
に
よ
る
改
正
後
の
児
童
福
祉
法
施
行
規
則
の
規
定
に
よ
り
行
わ
れ
た
申
請
又
は
届
出
と
み
な
す
。

３

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
こ
の
府
令
に
よ
る
改
正
後
の
児
童
福
祉
法
施
行
規
則
第
三
十
六
条
の
三
十
の
三
第
一
項
中
「
毎
会
計
年
度
終
了
後
三
月
以
内
」
と
あ
る
の
は
、「
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
」
と
読
み
替
え
る

も
の
と
す
る
。





府
令
・
復
興
庁
令
・
省
令

府

令
・
省

令

株
式
会
社
地
域
経
済
活
性
化
支
援
機
構
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
命
令

株
式
会
社
地
域
経
済
活
性
化
支
援
機
構
法
施
行
規
則
（
平
成
二
十
一
年
内
閣
府
、
総

務

省
、

財
務
省
、
経
済
産
業
省

令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
（
連
続
す
る
他
の
規
定
と
記
号
に
よ
り
一
括
し
て
掲
げ
る
規
定
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
標
記
部
分
に
係
る
記
載
）
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象

規
定
」
と
い
う
。）は
、
そ
の
標
記
部
分
が
異
な
る
も
の
は
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、

こ
れ
を
削
る
。

改

正

後

改

正

前

（
政
策
金
融
機
関
、
預
金
保
険
機
構
及
び
信
用
保
証
協
会
に
準
ず
る
特
殊
法
人
等
）

（
政
策
金
融
機
関
、
預
金
保
険
機
構
及
び
信
用
保
証
協
会
に
準
ず
る
特
殊
法
人
等
）

第
二
条

法
第
二
条
第
五
号
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
特
殊
法
人
等
は
、
政
策
金
融
機
関
（
株
式
会
社
日

本
政
策
金
融
公
庫
、
株
式
会
社
国
際
協
力
銀
行
及
び
沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫
を
い
う
。）、
預
金
保
険
機
構
及

び
信
用
保
証
協
会
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
法
人
と
す
る
。

第
二
条

法
第
二
条
第
五
号
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
特
殊
法
人
等
は
、
政
策
金
融
機
関
（
株
式
会
社
日

本
政
策
金
融
公
庫
、
株
式
会
社
国
際
協
力
銀
行
及
び
沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫
を
い
う
。）、
預
金
保
険
機
構
及

び
信
用
保
証
協
会
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
法
人
と
す
る
。

一

﹇
略
﹈

一

﹇
同
上
﹈

令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報
〇
内
閣
府
、
復

興

庁
、
総

務

省
、

財
務
省
、
農
林
水
産
省
、
経
済
産
業
省

令
第
一
号

中
小
企
業
信
用
保
険
法
及
び
株
式
会
社
商
工
組
合
中
央
金
庫
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第
六
十
一
号
）
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、
株
式
会
社
東
日
本
大
震
災
事
業
者
再
生
支
援
機
構
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
命

令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

内
閣
総
理
大
臣

石
破

茂

総
務
大
臣

村
上
誠
一
郎

財
務
大
臣

加
藤

勝
信

農
林
水
産
大
臣

江
藤

拓

経
済
産
業
大
臣

武
藤

容
治

株
式
会
社
東
日
本
大
震
災
事
業
者
再
生
支
援
機
構
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
命
令

株
式
会
社
東
日
本
大
震
災
事
業
者
再
生
支
援
機
構
法
施
行
規
則
（
平
成
二
十
四
年
内
閣
府
、
復

興

庁
、
総

務

省
、

財
務
省
、
農
林
水
産
省
、
経
済
産
業
省

令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
中
第
二
号
を
削
り
、
第
三
号
を
第
二
号
と
し
、
第
四
号
か
ら
第
二
十
九
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

第
十
三
条
中
「
第
三
条
第
四
号
、
第
五
号
、
第
十
二
号
、
第
十
三
号
及
び
第
十
五
号
か
ら
第
十
七
号
」
を
「
第
三
条
第
三
号
、
第
四
号
、
第
十
一
号
、
第
十
二
号
及
び
第
十
四
号
か
ら
第
十
六
号
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
命
令
は
、
中
小
企
業
信
用
保
険
法
及
び
株
式
会
社
商
工
組
合
中
央
金
庫
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
内
閣
府
、
総

務

省
、

財
務
省
、
経
済
産
業
省

令
第
一
号

中
小
企
業
信
用
保
険
法
及
び
株
式
会
社
商
工
組
合
中
央
金
庫
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第
六
十
一
号
）
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、
株
式
会
社
地
域
経
済
活
性
化
支
援
機
構
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
命
令
を
次
の

よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

内
閣
総
理
大
臣

石
破

茂

総
務
大
臣

村
上
誠
一
郎

財
務
大
臣

加
藤

勝
信

経
済
産
業
大
臣

武
藤

容
治





﹇
号
を
削
る
。﹈

二

株
式
会
社
商
工
組
合
中
央
金
庫

二
〜
二
十
八

﹇
略
﹈

三
〜
二
十
九

﹇
同
上
﹈

備
考

表
中
の
﹇

﹈
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。

附

則

こ
の
命
令
は
、
中
小
企
業
信
用
保
険
法
及
び
株
式
会
社
商
工
組
合
中
央
金
庫
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
命
令

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
規
程
（
昭
和
三
十
七
年
総
理
府

文
部
省

自
治
省
令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分

に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

改

正

後

改

正

前

（
指
名
競
争
契
約
）

（
指
名
競
争
契
約
）

第
二
十
九
条

契
約
担
当
者
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
一
般
の
競
争
に
付
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
不
利
と
認
め
る

場
合
の
ほ
か
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
指
名
競
争
に
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
十
九
条

﹇
同
上
﹈

﹇
一

略
﹈

﹇
一

同
上
﹈

二

予
定
価
格
が
八
百
万
円
を
超
え
な
い
工
事
若
し
く
は
製
造
を
さ
せ
、
又
は
予
定
価
格
が
五
百
万
円
を
超
え

な
い
財
産
の
買
入
れ
を
す
る
と
き
。

二

予
定
価
格
が
五
百
万
円
を
超
え
な
い
工
事
若
し
く
は
製
造
を
さ
せ
、
又
は
予
定
価
格
が
三
百
万
円
を
超
え

な
い
財
産
の
買
入
れ
を
す
る
と
き
。

三

予
定
賃
借
料
の
年
額
又
は
総
額
が
三
百
万
円
を
超
え
な
い
物
件
の
借
入
れ
を
す
る
と
き
。

三

予
定
賃
借
料
の
年
額
又
は
総
額
が
百
六
十
万
円
を
超
え
な
い
物
件
の
借
入
れ
を
す
る
と
き
。

四

予
定
賃
貸
料
の
年
額
又
は
総
額
が
百
万
円
を
超
え
な
い
物
件
の
貸
付
け
を
す
る
と
き
。

四

予
定
賃
貸
料
の
年
額
又
は
総
額
が
五
十
万
円
を
超
え
な
い
物
件
の
貸
付
け
を
す
る
と
き
。

五

予
定
価
格
が
二
百
万
円
を
超
え
な
い
財
産
の
売
払
を
す
る
と
き
。

五

予
定
価
格
が
百
万
円
を
超
え
な
い
財
産
の
売
払
を
す
る
と
き
。

六

工
事
若
し
く
は
製
造
の
請
負
、
財
産
の
売
買
又
は
物
件
の
貸
借
以
外
の
契
約
で
そ
の
予
定
価
格
が
三
百
五

十
万
円
を
超
え
な
い
と
き
。

六

工
事
若
し
く
は
製
造
の
請
負
、
財
産
の
売
買
又
は
物
件
の
貸
借
以
外
の
契
約
で
そ
の
予
定
価
格
が
二
百
万

円
を
超
え
な
い
と
き
。

﹇
２
・
３

略
﹈

﹇
２
・
３

同
上
﹈

（
随
意
契
約
）

（
随
意
契
約
）

第
三
十
条

契
約
担
当
者
は
、
第
二
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
一
般
の
競
争
に
付
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に
不
利
と
認

め
る
場
合
の
ほ
か
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
は
随
意
契
約
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
十
条

﹇
同
上
﹈

﹇
一
・
二

略
﹈

﹇
一
・
二

同
上
﹈

三

予
定
価
格
が
四
百
万
円
を
超
え
な
い
工
事
若
し
く
は
製
造
を
さ
せ
、
又
は
予
定
価
格
が
三
百
万
円
を
超
え

な
い
財
産
の
買
入
れ
を
す
る
と
き
。

三

予
定
価
格
が
二
百
五
十
万
円
を
超
え
な
い
工
事
若
し
く
は
製
造
を
さ
せ
、
又
は
予
定
価
格
が
百
六
十
万
円

を
超
え
な
い
財
産
の
買
入
れ
を
す
る
と
き
。

令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報
〇
内

閣

府

総

務

省

文
部
科
学
省
令
第
二
号

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
四
十
七
号
）
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
五
十
二
号
）
第
二
十
六
条
及
び
第
百
四
十
六
条
の
規
定

に
基
づ
き
、
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
命
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

内
閣
総
理
大
臣

石
破

茂

総
務
大
臣

村
上
誠
一
郎

文
部
科
学
大
臣

阿
部

俊
子





四

予
定
賃
借
料
の
年
額
又
は
総
額
が
百
五
十
万
円
を
超
え
な
い
物
件
の
借
入
れ
を
す
る
と
き
。

四

予
定
賃
借
料
の
年
額
又
は
総
額
が
八
十
万
円
を
超
え
な
い
物
件
の
借
入
れ
を
す
る
と
き
。

五

予
定
賃
貸
料
の
年
額
又
は
総
額
が
五
十
万
円
を
超
え
な
い
物
件
の
貸
付
け
を
す
る
と
き
。

五

予
定
賃
貸
料
の
年
額
又
は
総
額
が
三
十
万
円
を
超
え
な
い
物
件
の
貸
付
け
を
す
る
と
き
。

六

予
定
価
格
が
百
万
円
を
超
え
な
い
財
産
の
売
払
を
す
る
と
き
。

六

予
定
価
格
が
五
十
万
円
を
超
え
な
い
財
産
の
売
払
を
す
る
と
き
。

七

工
事
若
し
く
は
製
造
の
請
負
、
財
産
の
売
買
又
は
物
件
の
貸
借
以
外
の
契
約
で
そ
の
予
定
価
格
が
二
百
万

円
を
超
え
な
い
と
き
。

七

工
事
若
し
く
は
製
造
の
請
負
、
財
産
の
売
買
又
は
物
件
の
貸
借
以
外
の
契
約
で
そ
の
予
定
価
格
が
百
万
円

を
超
え
な
い
と
き
。

﹇
八
〜
十
一

略
﹈

﹇
八
〜
十
一

同
上
﹈

﹇
２

略
﹈

﹇
２

同
上
﹈

（
契
約
書
の
作
成
）

（
契
約
書
の
作
成
）

第
三
十
一
条

契
約
担
当
者
は
、
契
約
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
契
約
の
目
的
、
履
行
期
限
、
保
証
金
額
、

契
約
違
反
の
場
合
に
お
け
る
保
証
金
の
処
分
、
危
険
の
負
担
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
詳
細
に
記
載
し
た
契
約
書

を
作
成
し
、
こ
れ
に
契
約
当
事
者
が
記
名
し
て
印
を
押
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ

る
場
合
に
お
い
て
は
、
契
約
書
の
作
成
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
十
一
条

﹇
同
上
﹈

一

二
百
五
十
万
円
を
超
え
な
い
契
約
を
す
る
と
き
。

一

百
五
十
万
円
を
超
え
な
い
契
約
を
す
る
と
き
。

﹇
二
〜
四

略
﹈

﹇
二
〜
四

同
上
﹈

﹇
２

略
﹈

﹇
２

同
上
﹈

（
育
児
休
業
支
援
手
当
金
）

第
百
十
五
条
の
二
の
二

法
第
七
十
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
育
児
休
業
支
援
手
当
金
の
支
給
を
受
け
よ
う

と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
育
児
休
業
支
援
手
当
金
請
求
書
を
組
合
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

﹇
新
設
﹈

一

組
合
員
の
氏
名

二

組
合
員
の
組
合
員
等
記
号
・
番
号
又
は
個
人
番
号

三

所
属
機
関
の
名
称
及
び
所
在
地

四

育
児
休
業
の
初
日
及
び
末
日

五

育
児
休
業
に
係
る
子
の
生
年
月
日

六

標
準
報
酬
の
等
級
及
び
月
額

七

育
児
休
業
支
援
手
当
金
の
請
求
に
係
る
期
間
及
び
請
求
金
額

八

そ
の
他
必
要
な
事
項

２

前
項
の
請
求
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

育
児
休
業
に
関
す
る
所
属
機
関
の
長
の
証
明
書

二

勤
務
し
な
か
つ
た
期
間
に
支
払
わ
れ
た
報
酬
に
つ
い
て
の
所
属
機
関
の
長
又
は
給
与
事
務
担
当
者
の
証
明

書
三

配
偶
者
が
法
第
七
十
条
の
三
第
一
項
第
二
号
又
は
同
条
第
二
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
を
証

明
す
る
書
類

四

そ
の
他
必
要
な
書
類

３

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
前
条
第
一
項
の
規
定
す
る
育
児
休
業
手
当
金
請
求
書
と
併
せ
て
第
一
項
に

規
定
す
る
育
児
休
業
支
援
手
当
金
請
求
書
を
提
出
す
る
場
合
は
、
当
該
育
児
休
業
手
当
金
請
求
書
に
記
載
し
た

事
項
と
同
一
の
事
項
に
つ
い
て
は
、
当
該
育
児
休
業
支
援
手
当
金
請
求
書
へ
の
記
載
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

４

第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
に
規
定
す
る
書
類
の
う
ち
、
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
し
た

書
類
と
同
一
の
事
実
を
証
明
す
る
書
類
の
提
出
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報 



（
介
護
休
業
手
当
金
）

（
介
護
休
業
手
当
金
）

第
百
十
五
条
の
三

法
第
七
十
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
要
介
護
家
族
そ
の
他
主
務
省
令
で
定
め
る
者
は
、
組

合
員
と
同
居
し
、
か
つ
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
あ
つ
て
負
傷
、
疾
病
又
は
身
体
上
若
し
く

は
精
神
上
の
障
害
に
よ
り
二
週
間
以
上
の
期
間
に
わ
た
り
日
常
生
活
を
営
む
の
に
支
障
が
あ
る
も
の
と
す
る
。

第
百
十
五
条
の
三

法
第
七
十
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
要
介
護
家
族
そ
の
他
主
務
省
令
で
定
め
る
者
は
、
組

合
員
と
同
居
し
、
か
つ
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
あ
つ
て
負
傷
、
疾
病
又
は
身
体
上
若
し
く

は
精
神
上
の
障
害
に
よ
り
二
週
間
以
上
の
期
間
に
わ
た
り
日
常
生
活
を
営
む
の
に
支
障
が
あ
る
も
の
と
す
る
。

﹇
一
〜
四

略
﹈

﹇
一
〜
四

同
上
﹈

２

法
第
七
十
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
組
合
員
は
、
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営

に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
三
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
県
費
負
担
教
職
員

で
あ
る
組
合
員
と
す
る
。

２

法
第
七
十
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
組
合
員
は
、
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営

に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
三
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
県
費
負
担
教
職
員

で
あ
る
組
合
員
と
す
る
。

３

法
第
七
十
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
者
の
承
認
は
、
市
町
村
の
教
育
委
員
会
の
承
認

と
す
る
。

３

法
第
七
十
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
者
の
承
認
は
、
市
町
村
の
教
育
委
員
会
の
承
認

と
す
る
。

第
百
十
五
条
の
四

法
第
七
十
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
介
護
休
業
手
当
金
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
介
護
休
業
手
当
金
請
求
書
を
組
合
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
百
十
五
条
の
四

法
第
七
十
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
介
護
休
業
手
当
金
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
介
護
休
業
手
当
金
請
求
書
を
組
合
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

﹇
一
〜
七

略
﹈

﹇
一
〜
七

同
上
﹈

﹇
２
・
３

略
﹈

﹇
２
・
３

同
上
﹈

（
育
児
時
短
勤
務
手
当
金
）

第
百
十
五
条
の
五

法
第
七
十
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
育
児
時
短
勤
務
手
当
金
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す

る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
育
児
時
短
勤
務
手
当
金
請
求
書
を
組
合
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

﹇
新
設
﹈

一

組
合
員
の
氏
名

二

組
合
員
の
組
合
員
等
記
号
・
番
号
又
は
個
人
番
号

三

所
属
機
関
の
名
称
及
び
所
在
地

四

育
児
時
短
勤
務
（
法
第
七
十
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
育
児
時
短
勤
務
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
同
じ
。）の
開
始
年
月
日
及
び
終
了
予
定
日

五

育
児
時
短
勤
務
に
係
る
子
の
生
年
月
日

六

育
児
時
短
勤
務
を
開
始
す
る
前
の
一
週
間
の
所
定
勤
務
時
間

七

標
準
報
酬
の
等
級
及
び
月
額

八

支
給
対
象
月
中
の
一
週
間
の
所
定
勤
務
時
間
及
び
支
給
対
象
月
に
支
払
わ
れ
た
報
酬
の
額

九

そ
の
他
必
要
な
事
項

２

前
項
の
請
求
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

育
児
時
短
勤
務
に
関
す
る
所
属
機
関
の
長
の
証
明
書

二

支
給
対
象
月
中
の
一
週
間
の
所
定
勤
務
時
間
及
び
支
給
対
象
月
に
支
払
わ
れ
た
報
酬
の
額
に
つ
い
て
の
所

属
機
関
の
長
又
は
給
与
事
務
担
当
者
の
証
明
書

三

そ
の
他
必
要
な
書
類

（
厚
生
年
金
保
険
給
付
の
請
求
等
）

（
厚
生
年
金
保
険
給
付
の
請
求
等
）

第
百
二
十
条

こ
の
節
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
厚
生
年
金
保
険
給
付
（
組
合
（
指
定
都
市
職
員
共
済
組
合
等

に
あ
つ
て
は
、
市
町
村
連
合
会
。
以
下
こ
の
条
、
次
条
第
一
項
、
第
百
二
十
三
条
、
第
百
二
十
五
条
第
三
号
及

び
第
百
二
十
七
条
に
お
い
て
同
じ
。）が
支
給
す
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
款
に
お
い
て
同
じ
。）又
は
厚
生
年

金
保
険
法
附
則
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
脱
退
一
時
金
（
組
合
が
支
給
す
る
も
の
に
限
る
。）に
係
る

第
百
二
十
条

﹇
同
上
﹈
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﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

﹇
同
上
﹈

﹇
同
上
﹈

﹇
同
上
﹈

第
三
十
条
第
一
項

第
三
号

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

﹇
同
上
﹈

﹇
同
上
﹈

﹇
同
上
﹈

第
七
号
に
お
い
て
同
じ
。

以
下
同
じ
。

第
五
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に

お
い
て
同
じ
。

﹇
同
上
﹈

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

﹇
同
上
﹈

﹇
同
上
﹈

﹇
同
上
﹈

第
三
十
条
第
一
項

第
十
一
号

イ
か
ら
二
ま
で

イ
及
び
ハ

﹇
同
上
﹈

イ
及
び
ロ

イ

請
求
、
届
出
そ
の
他
の
行
為
に
つ
い
て
は
、
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
厚
生
省
令
第
三
十

七
号
）
第
三
章
第
一
節
（
第
三
十
条
第
一
項
第
七
号
及
び
第
十
一
号
ロ
、
第
二
項
第
四
号
の
三
及
び
第
三
項
、

第
三
十
条
の
三
、
第
三
十
条
の
五
の
二
第
二
項
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
、
第
三
十
六
条
、
第
四
十
一
条
第
五

項
及
び
第
六
項
並
び
に
第
四
十
二
条
第
一
項
第
六
号
ロ
及
び
第
三
項
第
四
号
を
除
く
。）、
第
二
節
（
第
四
十
四

条
第
一
項
第
九
号
ロ
及
び
第
四
項
、
第
四
十
八
条
の
二
、
第
五
十
二
条
、
第
五
十
七
条
第
五
項
並
び
に
第
五
十

八
条
第
一
項
第
六
号
ロ
及
び
第
三
項
第
四
号
を
除
く
。）、
第
三
節
（
第
六
十
条
第
一
項
第
十
四
号
ロ
、
第
三
項

第
十
一
号
及
び
第
五
項
、
第
六
十
条
の
二
第
一
項
第
三
号
ロ
、
第
六
十
九
条
、第
七
十
二
条
第
一
項
第
三
号
ロ
、

第
七
十
四
条
第
五
項
並
び
に
第
七
十
五
条
第
三
項
第
四
号
を
除
く
。）及
び
第
三
節
の
二
、
第
三
章
の
二
（
第
七

十
八
条
の
十
を
除
く
。）並
び
に
第
三
章
の
三
（
第
七
十
八
条
の
十
八
を
除
く
。）に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の

と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
第
一
号
厚
生
年
金
被
保
険
者
期
間
」
と
あ
る
の
は
「
第

三
号
厚
生
年
金
被
保
険
者
期
間
」
と
、「
機
構
」
と
あ
り
、
及
び
「
厚
生
労
働
大
臣
」
と
あ
る
の
は
「
組
合
（
指

定
都
市
職
員
共
済
組
合
、
市
町
村
職
員
共
済
組
合
及
び
都
市
職
員
共
済
組
合
に
あ
つ
て
は
、
地
方
公
務
員
等
共

済
組
合
法
第
二
十
七
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
連
合
会
の
業
務
を
こ
れ
ら
の
組
合
に
行
わ
せ
る
こ
と
と

し
た
場
合
を
除
き
、
市
町
村
連
合
会
）」と
す
る
ほ
か
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
同
令
の
規
定
中
同
表
の
中
欄

に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

第
三
十
条
第
一
項

第
十
一
号
イ

希
望
す
る
者
（
ロ
及
び
ハ
に

規
定
す
る
者
を
除
く
。）

希
望
す
る
者

﹇
同
上
﹈

希
望
す
る
者
（
ロ
に
規
定
す

る
者
を
除
く
。）

﹇
同
上
﹈

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

﹇
同
上
﹈

﹇
同
上
﹈

﹇
同
上
﹈

第
三
十
条
の
五
第

一
項

第
三
十
八
条
第
二
項
又
は
な

お
効
力
を
有
す
る
平
成
二
十

四
年
一
元
化
法
改
正
前
の
法

第
三
十
八
条
第
二
項
（
昭
和

六
十
年
改
正
法
附
則
第
五
十

六
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。）

第
三
十
八
条
第
二
項

第
三
十
条
の
五
第

一
項

第
三
十
八
条
第
二
項
又
は
な

お
効
力
を
有
す
る
平
成
二
十

四
年
一
元
化
法
改
正
前
の
法

第
三
十
八
条
第
二
項
（
昭
和

六
十
年
改
正
法
附
則
第
五
十

六
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。）

第
三
十
八
条
第
二
項

第
三
十
条
の
五
第

一
項
第
四
号

法
又
は
旧
法

法

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

﹇
同
上
﹈

﹇
同
上
﹈

﹇
同
上
﹈
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第
四
十
二
条
第
一

項
第
六
号

イ
か
ら
ハ
ま
で

イ
及
び
ハ

﹇
同
上
﹈

イ
及
び
ロ

イ

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

﹇
同
上
﹈

﹇
同
上
﹈

﹇
同
上
﹈

第
四
十
四
条
第
一

項
第
九
号

イ
か
ら
二
ま
で

イ
及
び
ハ

﹇
同
上
﹈

イ
及
び
ロ

イ

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

﹇
同
上
﹈

﹇
同
上
﹈

﹇
同
上
﹈

第
五
十
八
条
第
一

項
第
六
号

イ
か
ら
ハ
ま
で

イ
及
び
ハ

﹇
同
上
﹈

イ
及
び
ロ

イ

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

﹇
同
上
﹈

﹇
同
上
﹈

﹇
同
上
﹈

第
六
十
条
第
一
項

第
十
四
号

イ
か
ら
二
ま
で

イ
及
び
ハ

﹇
同
上
﹈

イ
及
び
ロ

イ

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

﹇
同
上
﹈

﹇
同
上
﹈

﹇
同
上
﹈

第
六
十
条
の
二
第

一
項
第
三
号

イ
か
ら
二
ま
で

イ
及
び
ハ

﹇
同
上
﹈

イ
及
び
ロ

イ

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

﹇
同
上
﹈

﹇
同
上
﹈

﹇
同
上
﹈

第
七
十
二
条
第
一

項
第
三
号

イ
か
ら
ハ
ま
で

イ
及
び
ハ

﹇
同
上
﹈

イ
及
び
ロ

イ

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

﹇
同
上
﹈

﹇
同
上
﹈

﹇
同
上
﹈

﹇
２

略
﹈

﹇
２

同
上
﹈

（
請
求
書
等
の
確
認
）

（
請
求
書
等
の
確
認
）

第
百
七
十
四
条

組
合
員
、
組
合
員
で
あ
つ
た
者
又
は
そ
の
者
の
遺
族
が
こ
の
命
令
の
規
定
に
よ
り
、
組
合
（
指

定
都
市
職
員
共
済
組
合
等
に
あ
つ
て
は
、
法
第
二
十
七
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
連
合
会
の
業
務
を
こ

れ
ら
の
組
合
に
行
わ
せ
る
こ
と
と
し
た
場
合
を
除
き
、
市
町
村
連
合
会
。
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。）に
対
し
次

に
掲
げ
る
書
類
を
提
出
す
る
場
合
は
、
所
属
機
関
の
長
（
組
合
員
で
あ
つ
た
者
又
は
そ
の
遺
族
に
つ
い
て
は
、

当
該
組
合
員
で
あ
つ
た
者
の
退
職
又
は
死
亡
の
時
に
お
け
る
所
属
機
関
の
長
）
を
経
由
し
て
、
組
合
に
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
百
七
十
四
条

﹇
同
上
﹈

﹇
一
・
二

略
﹈

﹇
一
・
二

同
上
﹈

三

傷
病
手
当
金
、
出
産
手
当
金
、
休
業
手
当
金
、
育
児
休
業
手
当
金
、
育
児
休
業
支
援
手
当
金
、
介
護
休
業

手
当
金
又
は
育
児
時
短
勤
務
手
当
金
の
請
求
書

三

傷
病
手
当
金
、
出
産
手
当
金
、
休
業
手
当
金
、
育
児
休
業
手
当
金
又
は
介
護
休
業
手
当
金
の
請
求
書

﹇
四
〜
六

略
﹈

﹇
四
〜
六

同
上
﹈

﹇
２

略
﹈

﹇
２

同
上
﹈
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別表第１号表 別表第１号表
第１号表の１ 第１号表の１

短 期 経 理


短 期 経 理


資産、負債及び純資産勘定科目（貸借対照表勘定科目）


資産、負債及び純資産勘定科目（貸借対照表勘定科目）


［表 略］ ［表 同左］
利益及び損失勘定科目（損益計算書勘定科目）


利益及び損失勘定科目（損益計算書勘定科目）


借 方 貸 方 借 方 貸 方

大項目 中 項 目 小 項 目 大項目 中 項 目 小 項 目 大項目 中 項 目 小 項 目 大項目 中 項 目 小 項 目

経常費用 ［略］ ［略］ 経常収益 ［略］ ［略］ 経常費用 ［同左］ ［同左］ 経常収益 ［同左］ ［同左］
休 業 等 給 付 育児休業等給付

交付金
休 業 給 付 育児・介護休業

手当金交付金育児休業手当金 育児休業手当金
育児休業支援手
当金

育児休業手当金
交付金

介護休業手当金 育児休業手当金
交付金

介護休業手当金 育児休業支援手
当金交付金

介護休業手当金
交付金育児時短勤務手

当金 介護休業手当金
交付金
育児時短勤務手
当金交付金

［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［同左］ ［同左］ ［同左］ ［同左］ ［同左］
前期高齢者納付
金

退職者給付拠出
金

前期高齢者納付
金

療養給付費拠出
金

事務費拠出金 事務費拠出金
前期高齢者納付
金

前期高齢者納付
金
事務費拠出金

［略］ ［略］ ［同左］ ［同左］
連合会拠出金 連合会拠出金

特別調整拠出金 特別調整拠出金
育児休業等給付
拠出金

育児・介護休業
手当金拠出金

［略］ ［略］ ［略］ ［同左］ ［同左］ ［同左］

備 考 表 中 の ﹇ ﹈ の 記 載 及 び 対 象 規 定 の 二 重 傍 線 を 付 し た 標 記 部 分 を 除 く 全 体 に 付 し た 傍 線 は 注 記 で あ る 。

令
和

年

月


日
月
曜
日

(号
外
第


号
)

官
報






別
紙
様
式
目
次
を
削
る
。

別
紙
様
式
第
45
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報



預
金
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
命
令

預
金
保
険
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
大
蔵
省
令
第
二
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

（
預
金
等
情
報
）

（
預
金
等
情
報
）

第
二
十
一
条

﹇
略
﹈

第
二
十
一
条

﹇
同
上
﹈

２

法
第
五
十
五
条
の
二
第
二
項
の
金
融
機
関
が
預
金
者
等
の
個
人
番
号
（
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を

識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
七
号
）
第
二
条
第
五
項
に
規

定
す
る
個
人
番
号
を
い
う
。）又
は
法
人
番
号
（
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の

利
用
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
十
六
項
に
規
定
す
る
法
人
番
号
を
い
う
。）を
記
録
し
て
い
る
預
金
等
に
つ
い

て
の
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
第
一
号
中
「
顧
客
番
号
」
と
あ
る
の
は
「
顧
客
番
号
、
個
人
番

号
（
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年

法
律
第
二
十
七
号
）
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
個
人
番
号
を
い
う
。）又
は
法
人
番
号
（
行
政
手
続
に
お
け
る

特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
十
六
項
に
規
定
す
る
法
人
番
号
を

い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。）」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
預
金
者
等
に
」
と
あ
る
の
は
「
法
人
番
号
そ
の
他
の

預
金
者
等
に
」
と
す
る
。

２

法
第
五
十
五
条
の
二
第
二
項
の
金
融
機
関
が
預
金
者
等
の
個
人
番
号
（
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を

識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
七
号
）
第
二
条
第
五
項
に
規

定
す
る
個
人
番
号
を
い
う
。）又
は
法
人
番
号
（
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の

利
用
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
十
五
項
に
規
定
す
る
法
人
番
号
を
い
う
。）を
記
録
し
て
い
る
預
金
等
に
つ
い

て
の
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
第
一
号
中
「
顧
客
番
号
」
と
あ
る
の
は
「
顧
客
番
号
、
個
人
番

号
（
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年

法
律
第
二
十
七
号
）
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
個
人
番
号
を
い
う
。）又
は
法
人
番
号
（
行
政
手
続
に
お
け
る

特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
十
五
項
に
規
定
す
る
法
人
番
号
を

い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。）」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
預
金
者
等
に
」
と
あ
る
の
は
「
法
人
番
号
そ
の
他
の

預
金
者
等
に
」
と
す
る
。

備
考

表
中
の
﹇

﹈
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。

附

則

こ
の
命
令
は
、
情
報
通
信
技
術
の
活
用
に
よ
る
行
政
手
続
等
に
係
る
関
係
者
の
利
便
性
の
向
上
並
び
に
行
政
運
営
の
簡
素
化
及
び
効
率
化
を
図
る
た
め
の
デ
ジ
タ
ル
社
会
形
成
基
本
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲

げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
令
和
七
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
命
令
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
（
次
条
に
お
い
て
「
施
行
日
」
と
い
う
。）か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
百
二
十
条
の
改
正
規
定
は
、
令
和
七
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条

施
行
日
前
に
行
わ
れ
た
契
約
の
申
込
み
の
誘
引
又
は
契
約
の
申
込
み
に
係
る
改
正
前
の
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
規
程
第
三
十
一
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
契
約
で
同
日
以
後
に
締
結
さ
れ
る
も
の
の
契
約
書
の
作
成
の

省
略
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２

施
行
日
前
に
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
（
次
項
に
お
い
て
「
法
」
と
い
う
。）第
七
十
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
育
児
休
業
等
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
育
児
休
業
等
」
と
い
う
。）を
開
始
し
た
組
合
員
で
あ
っ
て
、
施
行
日
に
お
い

て
現
に
当
該
育
児
休
業
等
を
し
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
施
行
日
を
当
該
組
合
員
が
育
児
休
業
等
を
開
始
し
た
日
と
み
な
し
て
、
改
正
後
の
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
規
程
（
次
項
に
お
い
て
「
改
正
後
規
程
」
と
い
う
。）第
百
十

五
条
の
二
の
二
の
規
定
を
適
用
す
る
。

３

施
行
日
前
に
法
第
七
十
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
育
児
時
短
勤
務
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
育
児
時
短
勤
務
」
と
い
う
。）を
開
始
し
た
組
合
員
で
あ
っ
て
、
施
行
日
に
お
い
て
現
に
当
該
勤
務
を
し
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
施
行

日
を
当
該
組
合
員
が
育
児
時
短
勤
務
を
開
始
し
た
日
と
み
な
し
て
、
改
正
後
規
程
第
百
十
五
条
の
五
の
規
定
を
適
用
す
る
。

〇
内
閣
府

財
務
省
令
第
一
号

情
報
通
信
技
術
の
活
用
に
よ
る
行
政
手
続
等
に
係
る
関
係
者
の
利
便
性
の
向
上
並
び
に
行
政
運
営
の
簡
素
化
及
び
効
率
化
を
図
る
た
め
の
デ
ジ
タ
ル
社
会
形
成
基
本
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
四
十
六
号
）
の
一
部

の
施
行
に
伴
い
、
預
金
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
命
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

内
閣
総
理
大
臣

石
破

茂

財
務
大
臣

加
藤

勝
信





農
水
産
業
協
同
組
合
貯
金
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
命
令

農
水
産
業
協
同
組
合
貯
金
保
険
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
八
年
大
蔵
省

農
林
省
令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

（
貯
金
等
情
報
）

（
貯
金
等
情
報
）

第
二
十
一
条

﹇
略
﹈

第
二
十
一
条

﹇
同
上
﹈

２

法
第
五
十
七
条
の
二
第
二
項
の
農
水
産
業
協
同
組
合
が
貯
金
者
等
の
個
人
番
号
（
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定

の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
七
号
）
第
二
条
第

五
項
に
規
定
す
る
個
人
番
号
を
い
う
。）又
は
法
人
番
号
（
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め

の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
十
六
項
に
規
定
す
る
法
人
番
号
を
い
う
。）を
記
録
し
て
い
る
貯
金

等
に
つ
い
て
の
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
第
一
号
中
「
顧
客
番
号
」
と
あ
る
の
は「
顧
客
番
号
、

個
人
番
号
（
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二

十
五
年
法
律
第
二
十
七
号
）
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
個
人
番
号
を
い
う
。）又
は
法
人
番
号
（
行
政
手
続
に

お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
十
六
項
に
規
定
す
る
法
人

番
号
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。）」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
貯
金
者
等
に
」
と
あ
る
の
は
「
法
人
番
号
そ

の
他
の
貯
金
者
等
に
」
と
す
る
。

２

法
第
五
十
七
条
の
二
第
二
項
の
農
水
産
業
協
同
組
合
が
貯
金
者
等
の
個
人
番
号
（
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定

の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
七
号
）
第
二
条
第

五
項
に
規
定
す
る
個
人
番
号
を
い
う
。）又
は
法
人
番
号
（
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め

の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
十
五
項
に
規
定
す
る
法
人
番
号
を
い
う
。）を
記
録
し
て
い
る
貯
金

等
に
つ
い
て
の
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
第
一
号
中
「
顧
客
番
号
」
と
あ
る
の
は「
顧
客
番
号
、

個
人
番
号
（
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二

十
五
年
法
律
第
二
十
七
号
）
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
個
人
番
号
を
い
う
。）又
は
法
人
番
号
（
行
政
手
続
に

お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
十
五
項
に
規
定
す
る
法
人

番
号
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。）」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
貯
金
者
等
に
」
と
あ
る
の
は
「
法
人
番
号
そ

の
他
の
貯
金
者
等
に
」
と
す
る
。

備
考

表
中
の
﹇

﹈
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。

附

則

こ
の
命
令
は
、
情
報
通
信
技
術
の
活
用
に
よ
る
行
政
手
続
等
に
係
る
関
係
者
の
利
便
性
の
向
上
並
び
に
行
政
運
営
の
簡
素
化
及
び
効
率
化
を
図
る
た
め
の
デ
ジ
タ
ル
社
会
形
成
基
本
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲

げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
令
和
七
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報

株
式
会
社
産
業
再
生
機
構
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
命
令

株
式
会
社
産
業
再
生
機
構
法
施
行
規
則
（
平
成
十
五
年
内

閣

府

財

務

省

経
済
産
業
省
令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
（
連
続
す
る
他
の
規
定
と
記
号
に
よ
り
一
括
し
て
掲
げ
る
規
定
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
標
記
部
分
に
係
る
記
載
）
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象

規
定
」
と
い
う
。）は
、
そ
の
標
記
部
分
が
異
な
る
も
の
は
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、

こ
れ
を
削
る
。

〇
内

閣

府

財

務

省

農
林
水
産
省
令
第
一
号

情
報
通
信
技
術
の
活
用
に
よ
る
行
政
手
続
等
に
係
る
関
係
者
の
利
便
性
の
向
上
並
び
に
行
政
運
営
の
簡
素
化
及
び
効
率
化
を
図
る
た
め
の
デ
ジ
タ
ル
社
会
形
成
基
本
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
四
十
六
号
）
の
一
部

の
施
行
に
伴
い
、
農
水
産
業
協
同
組
合
貯
金
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
命
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

内
閣
総
理
大
臣

石
破

茂

財
務
大
臣

加
藤

勝
信

農
林
水
産
大
臣

江
藤

拓

〇
内

閣

府

財

務

省

経
済
産
業
省
令
第
三
号

中
小
企
業
信
用
保
険
法
及
び
株
式
会
社
商
工
組
合
中
央
金
庫
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第
六
十
一
号
）
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、
株
式
会
社
産
業
再
生
機
構
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
命
令
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

内
閣
総
理
大
臣

石
破

茂

財
務
大
臣

加
藤

勝
信

経
済
産
業
大
臣

武
藤

容
治





改

正

後

改

正

前

（
政
府
関
係
金
融
機
関
及
び
預
金
保
険
機
構
に
準
ず
る
特
殊
法
人
等
）

（
政
府
関
係
金
融
機
関
及
び
預
金
保
険
機
構
に
準
ず
る
特
殊
法
人
等
）

第
二
条

法
第
二
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
特
殊
法
人
等
は
、政
府
関
係
金
融
機
関（
株

式
会
社
国
際
協
力
銀
行
、
株
式
会
社
日
本
政
策
金
融
公
庫
及
び
沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫
を
い
う
。）及
び
預
金

保
険
機
構
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
法
人
と
す
る
。

第
二
条

法
第
二
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
特
殊
法
人
等
は
、政
府
関
係
金
融
機
関（
株

式
会
社
国
際
協
力
銀
行
、
株
式
会
社
日
本
政
策
金
融
公
庫
及
び
沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫
を
い
う
。）及
び
預
金

保
険
機
構
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
法
人
と
す
る
。

﹇
一
〜
六

略
﹈

﹇
一
〜
六

同
上
﹈

﹇
号
を
削
る
。﹈

七

株
式
会
社
商
工
組
合
中
央
金
庫

七
〜
二
十
九

﹇
略
﹈

八
〜
三
十

﹇
同
上
﹈

備
考

表
中
の
﹇

﹈
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。

附

則

こ
の
命
令
は
、
中
小
企
業
信
用
保
険
法
及
び
株
式
会
社
商
工
組
合
中
央
金
庫
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
命
令

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
令
第
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
受
給
者
証
の
再
交
付
の
申
請
）

（
受
給
者
証
の
再
交
付
の
申
請
）

第
二
十
三
条

（
略
）

第
二
十
三
条

（
略
）

一

（
略
）

一

（
略
）

二

（
略
）

二

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

ハ

資
格
確
認
書
等
（
健
康
保
険
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
）
第
五
十
一
条
の
三
第
一
項
、
船
員
保

険
法
（
昭
和
十
四
年
法
律
第
七
十
三
号
）
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
、
国
民
健
康
保
険
法
（
昭
和
三
十
三

年
法
律
第
百
九
十
二
号
）
第
九
条
第
二
項
（
同
法
第
二
十
二
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。）、
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
。
以
下
「
高
齢
者
医

療
確
保
法
」
と
い
う
。）第
五
十
四
条
第
三
項
、
防
衛
省
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
七

年
法
律
第
二
百
六
十
六
号
）
第
二
十
二
条
第
六
項
、
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第

百
二
十
八
号
）
第
五
十
三
条
の
二
第
一
項
（
私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
二
百
四

十
五
号
）
第
二
十
五
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）及
び
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合

法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
五
十
二
号
）
第
五
十
五
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
書
面
（
健
康
保
険
法

に
よ
る
日
雇
特
例
被
保
険
者
手
帳
（
健
康
保
険
印
紙
を
貼
り
付
け
る
べ
き
余
白
が
あ
る
も
の
に
限
る
。）を

含
む
。
第
三
十
八
条
第
一
項
第
一
号
を
除
き
、
以
下
同
じ
。）を
い
う
。
以
下
同
じ
。）、
介
護
保
険
法
に
よ

る
被
保
険
者
証
、
児
童
扶
養
手
当
証
書
（
児
童
扶
養
手
当
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百
三
十
八
号
）

に
よ
る
児
童
扶
養
手
当
証
書
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）又
は
官
公
署
か
ら
発
行
さ
れ
、
若
し
く
は
発
給
さ
れ

た
書
類
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
書
類
で
あ
っ
て
市
町
村
長
が
適
当
と
認
め
る
も
の
の
う
ち
二
以
上
の
書
類

ハ

資
格
確
認
書
等
（
健
康
保
険
法
（
大
正
第
十
一
年
法
律
第
七
十
号
）
第
五
十
一
条
の
三
第
一
項
、
船
員

保
険
法
（
昭
和
十
四
年
法
律
第
七
十
三
号
）
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
、
国
民
健
康
保
険
法
（
昭
和
三
十

三
年
法
律
第
百
九
十
二
号
）
第
九
条
第
二
項
（
同
法
第
二
十
二
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。）、
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
。
以
下
「
高
齢
者

医
療
確
保
法
」
と
い
う
。）第
五
十
四
条
第
三
項
、
防
衛
省
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十

七
年
法
律
第
二
百
六
十
六
号
）
第
二
十
二
条
第
六
項
、
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律

第
百
二
十
八
号
）
第
五
十
三
条
の
二
第
一
項
（
私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
二
百

四
十
五
号
）
第
二
十
五
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）及
び
地
方
公
務
員
等
共
済
組

合
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
五
十
二
号
）
第
五
十
五
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
書
面
（
健
康
保
険

法
に
よ
る
日
雇
特
例
被
保
険
者
手
帳
（
健
康
保
険
印
紙
を
貼
り
付
け
る
べ
き
余
白
が
あ
る
も
の
に
限
る
。）

を
含
む
。
第
三
十
八
条
第
一
項
第
一
号
を
除
き
、
以
下
同
じ
。）を
い
う
。
以
下
同
じ
。）、
介
護
保
険
法
に

よ
る
被
保
険
者
証
、
児
童
扶
養
手
当
証
書
（
児
童
扶
養
手
当
法（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百
三
十
八
号
）

に
よ
る
児
童
扶
養
手
当
証
書
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）又
は
官
公
署
か
ら
発
行
さ
れ
、
若
し
く
は
発
給
さ
れ

た
書
類
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
書
類
で
あ
っ
て
市
町
村
長
が
適
当
と
認
め
る
も
の
の
う
ち
二
以
上
の
書
類

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報
〇
内

閣

府

厚
生
労
働
省
令
第
三
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
命
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

内
閣
総
理
大
臣

石
破

茂

厚
生
労
働
大
臣

福
岡

資
麿





（
居
宅
介
護
、
重
度
訪
問
介
護
、
同
行
援
護
又
は
行
動
援
護
に
係
る
指
定
の
申
請
等
）

（
居
宅
介
護
、
重
度
訪
問
介
護
、
同
行
援
護
又
は
行
動
援
護
に
係
る
指
定
の
申
請
等
）

第
三
十
四
条
の
七

（
略
）

第
三
十
四
条
の
七

（
略
）

２
〜
６

（
略
）

２
〜
６

（
略
）

７

第
一
項
本
文
及
び
第
三
項
本
文
に
規
定
す
る
申
請
書
は
、
こ
ど
も
家
庭
庁
長
官
及
び
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め

る
様
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
新
設
）

（
療
養
介
護
に
係
る
指
定
の
申
請
等
）

（
療
養
介
護
に
係
る
指
定
の
申
請
等
）

第
三
十
四
条
の
八

（
略
）

第
三
十
四
条
の
八

（
略
）

２
〜
４

（
略
）

２
〜
４

（
略
）

５

第
一
項
本
文
及
び
第
二
項
本
文
に
規
定
す
る
申
請
書
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
様
式
に
よ
る
も
の
と
す

る
。

（
新
設
）

（
生
活
介
護
に
係
る
指
定
の
申
請
等
）

（
生
活
介
護
に
係
る
指
定
の
申
請
等
）

第
三
十
四
条
の
九

（
略
）

第
三
十
四
条
の
九

（
略
）

２
〜
６

（
略
）

２
〜
６

（
略
）

７

第
一
項
本
文
及
び
第
二
項
本
文
に
規
定
す
る
申
請
書
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
様
式
に
よ
る
も
の
と
す

る
。

（
新
設
）

（
短
期
入
所
に
係
る
指
定
の
申
請
等
）

（
短
期
入
所
に
係
る
指
定
の
申
請
等
）

第
三
十
四
条
の
十
一

（
略
）

第
三
十
四
条
の
十
一

（
略
）

２
〜
７

（
略
）

２
〜
７

（
略
）

８

第
一
項
本
文
及
び
第
二
項
本
文
に
規
定
す
る
申
請
書
は
、
こ
ど
も
家
庭
庁
長
官
及
び
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め

る
様
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
新
設
）

（
重
度
障
害
者
等
包
括
支
援
に
係
る
指
定
の
申
請
等
）

（
重
度
障
害
者
等
包
括
支
援
に
係
る
指
定
の
申
請
等
）

第
三
十
四
条
の
十
二

（
略
）

第
三
十
四
条
の
十
二

（
略
）

２
〜
４

（
略
）

２
〜
４

（
略
）

５

第
一
項
本
文
及
び
第
二
項
本
文
に
規
定
す
る
申
請
書
は
、
こ
ど
も
家
庭
庁
長
官
及
び
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め

る
様
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
新
設
）

（
自
立
訓
練
（
機
能
訓
練
）
に
係
る
指
定
の
申
請
等
）

（
自
立
訓
練
（
機
能
訓
練
）
に
係
る
指
定
の
申
請
等
）

第
三
十
四
条
の
十
四

（
略
）

第
三
十
四
条
の
十
四

（
略
）

２
〜
５

（
略
）

２
〜
５

（
略
）

６

第
一
項
本
文
及
び
第
二
項
本
文
に
規
定
す
る
申
請
書
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
様
式
に
よ
る
も
の
と
す

る
。

（
新
設
）

（
自
立
訓
練
（
生
活
訓
練
）
に
係
る
指
定
の
申
請
等
）

（
自
立
訓
練
（
生
活
訓
練
）
に
係
る
指
定
の
申
請
等
）

第
三
十
四
条
の
十
五

（
略
）

第
三
十
四
条
の
十
五

（
略
）

２
〜
５

（
略
）

２
〜
５

（
略
）

６

第
一
項
本
文
及
び
第
二
項
本
文
に
規
定
す
る
申
請
書
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
様
式
に
よ
る
も
の
と
す

る
。

（
新
設
）

（
就
労
選
択
支
援
に
係
る
指
定
の
申
請
等
）

（
就
労
選
択
支
援
に
係
る
指
定
の
申
請
等
）

第
三
十
四
条
の
十
五
の
二

（
略
）

第
三
十
四
条
の
十
五
の
二

（
略
）

２
〜
４

（
略
）

２
〜
４

（
略
）

５

第
一
項
本
文
及
び
第
二
項
本
文
に
規
定
す
る
申
請
書
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
様
式
に
よ
る
も
の
と
す

る
。

（
新
設
）

令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報



（
就
労
移
行
支
援
に
係
る
指
定
の
申
請
等
）

（
就
労
移
行
支
援
に
係
る
指
定
の
申
請
等
）

第
三
十
四
条
の
十
六

（
略
）

第
三
十
四
条
の
十
六

（
略
）

２
〜
４

（
略
）

２
〜
４

（
略
）

５

第
一
項
本
文
及
び
第
二
項
本
文
に
規
定
す
る
申
請
書
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
様
式
に
よ
る
も
の
と
す

る
。

（
新
設
）

（
就
労
継
続
支
援
Ａ
型
に
係
る
指
定
の
申
請
等
）

（
就
労
継
続
支
援
Ａ
型
に
係
る
指
定
の
申
請
等
）

第
三
十
四
条
の
十
七

（
略
）

第
三
十
四
条
の
十
七

（
略
）

２
〜
４

（
略
）

２
〜
４

（
略
）

５

第
一
項
本
文
及
び
第
二
項
本
文
に
規
定
す
る
申
請
書
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
様
式
に
よ
る
も
の
と
す

る
。

（
新
設
）

（
就
労
継
続
支
援
Ｂ
型
に
係
る
指
定
の
申
請
等
）

（
就
労
継
続
支
援
Ｂ
型
に
係
る
指
定
の
申
請
等
）

第
三
十
四
条
の
十
八

（
略
）

第
三
十
四
条
の
十
八

（
略
）

２
〜
４

（
略
）

２
〜
４

（
略
）

５

第
一
項
本
文
及
び
第
二
項
本
文
に
規
定
す
る
申
請
書
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
様
式
に
よ
る
も
の
と
す

る
。

（
新
設
）

（
就
労
定
着
支
援
に
係
る
指
定
の
申
請
等
）

（
就
労
定
着
支
援
に
係
る
指
定
の
申
請
等
）

第
三
十
四
条
の
十
八
の
二

（
略
）

第
三
十
四
条
の
十
八
の
二

（
略
）

２
〜
４

（
略
）

２
〜
４

（
略
）

５

第
一
項
本
文
及
び
第
二
項
本
文
に
規
定
す
る
申
請
書
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
様
式
に
よ
る
も
の
と
す

る
。

（
新
設
）

（
自
立
生
活
援
助
に
係
る
指
定
の
申
請
等
）

（
自
立
生
活
援
助
に
係
る
指
定
の
申
請
等
）

第
三
十
四
条
の
十
八
の
三

（
略
）

第
三
十
四
条
の
十
八
の
三

（
略
）

２
〜
４

（
略
）

２
〜
４

（
略
）

５

第
一
項
本
文
及
び
第
二
項
本
文
に
規
定
す
る
申
請
書
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
様
式
に
よ
る
も
の
と
す

る
。

（
新
設
）

（
共
同
生
活
援
助
に
係
る
指
定
の
申
請
等
）

（
共
同
生
活
援
助
に
係
る
指
定
の
申
請
等
）

第
三
十
四
条
の
十
九

（
略
）

第
三
十
四
条
の
十
九

（
略
）

２
〜
４

（
略
）

２
〜
４

（
略
）

５

第
一
項
本
文
及
び
第
二
項
本
文
に
規
定
す
る
申
請
書
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
様
式
に
よ
る
も
の
と
す

る
。

（
新
設
）

（
法
第
三
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
）

（
法
第
三
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
）

第
三
十
四
条
の
二
十

法
第
三
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
（
第
三
十

四
条
の
二
十
二
第
一
項
に
お
い
て
「
特
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
」
と
い
う
。）は
、
生
活
介
護
、
就
労
継
続
支
援

Ａ
型
及
び
就
労
継
続
支
援
Ｂ
型
と
す
る
。

第
三
十
四
条
の
二
十

法
第
三
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
（
第
三
十

四
条
の
二
十
二
に
お
い
て
「
特
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
」
と
い
う
。）は
、
生
活
介
護
、
就
労
継
続
支
援
Ａ
型
及

び
就
労
継
続
支
援
Ｂ
型
と
す
る
。
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（
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
の
変
更
の
申
請
）

（
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
の
変
更
の
申
請
）

第
三
十
四
条
の
二
十
二

（
略
）

第
三
十
四
条
の
二
十
二

（
略
）

２

前
項
に
規
定
す
る
申
請
書
は
、
こ
ど
も
家
庭
庁
長
官
及
び
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
様
式
に
よ
る
も
の
と
す

る
。

（
新
設
）

（
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
名
称
等
の
変
更
の
届
出
等
）

（
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
名
称
等
の
変
更
の
届
出
等
）

第
三
十
四
条
の
二
十
三

（
略
）

第
三
十
四
条
の
二
十
三

（
略
）

２
〜
４

（
略
）

２
〜
４

（
略
）

５

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
こ
ど
も
家
庭
庁
長
官
及
び
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
様
式
に
よ
り
行
う
も

の
と
す
る
。

（
新
設
）

（
指
定
障
害
者
支
援
施
設
の
指
定
の
申
請
等
）

（
指
定
障
害
者
支
援
施
設
の
指
定
の
申
請
等
）

第
三
十
四
条
の
二
十
四

（
略
）

第
三
十
四
条
の
二
十
四

（
略
）

２
〜
４

（
略
）

２
〜
４

（
略
）

５

第
一
項
本
文
及
び
第
二
項
本
文
に
規
定
す
る
申
請
書
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
様
式
に
よ
る
も
の
と
す

る
。

（
新
設
）

（
指
定
障
害
者
支
援
施
設
の
指
定
の
変
更
の
申
請
）

（
指
定
障
害
者
支
援
施
設
の
指
定
の
変
更
の
申
請
）

第
三
十
四
条
の
二
十
五

（
略
）

第
三
十
四
条
の
二
十
五

（
略
）

２

前
項
に
規
定
す
る
申
請
書
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
様
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
新
設
）

（
指
定
障
害
者
支
援
施
設
の
設
置
者
の
住
所
等
の
変
更
の
届
出
等
）

（
指
定
障
害
者
支
援
施
設
の
設
置
者
の
住
所
等
の
変
更
の
届
出
等
）

第
三
十
四
条
の
二
十
六

（
略
）

第
三
十
四
条
の
二
十
六

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
様
式
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
新
設
）

（
指
定
一
般
相
談
支
援
事
業
者
の
指
定
の
申
請
等
）

（
指
定
一
般
相
談
支
援
事
業
者
の
指
定
の
申
請
等
）

第
三
十
四
条
の
五
十
七

（
略
）

第
三
十
四
条
の
五
十
七

（
略
）

２
〜
４

（
略
）

２
〜
４

（
略
）

５

第
一
項
本
文
及
び
第
二
項
本
文
に
規
定
す
る
申
請
書
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
様
式
に
よ
る
も
の
と
す

る
。

（
新
設
）

（
指
定
一
般
相
談
支
援
事
業
者
の
名
称
等
の
変
更
の
届
出
等
）

（
指
定
一
般
相
談
支
援
事
業
者
の
名
称
等
の
変
更
の
届
出
等
）

第
三
十
四
条
の
五
十
八

（
略
）

第
三
十
四
条
の
五
十
八

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
様
式
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
新
設
）

（
指
定
特
定
相
談
支
援
事
業
者
の
指
定
の
申
請
等
）

（
指
定
特
定
相
談
支
援
事
業
者
の
指
定
の
申
請
等
）

第
三
十
四
条
の
五
十
九

（
略
）

第
三
十
四
条
の
五
十
九

（
略
）

２
〜
５

（
略
）

２
〜
５

（
略
）

６

第
一
項
本
文
及
び
第
三
項
本
文
に
規
定
す
る
申
請
書
は
、
こ
ど
も
家
庭
庁
長
官
及
び
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め

る
様
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
新
設
）

（
指
定
特
定
相
談
支
援
事
業
者
の
名
称
等
の
変
更
の
届
出
等
）

（
指
定
特
定
相
談
支
援
事
業
者
の
名
称
等
の
変
更
の
届
出
等
）

第
三
十
四
条
の
六
十

（
略
）

第
三
十
四
条
の
六
十

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
こ
ど
も
家
庭
庁
長
官
及
び
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
様
式
に
よ
り
行
う
も

の
と
す
る
。

（
新
設
）
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（
法
第
七
十
六
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
と
き
）

（
法
第
七
十
六
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
と
き
）

第
六
十
五
条
の
九
の
六

法
第
七
十
六
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
と
き
は
、
災
害
そ
の
他

都
道
府
県
知
事
に
対
し
同
項
の
規
定
に
よ
る
情
報
公
表
対
象
サ
ー
ビ
ス
等
情
報
（
同
項
に
規
定
す
る
情
報
公
表

対
象
サ
ー
ビ
ス
等
情
報
を
い
う
。
第
六
十
五
条
の
九
の
十
に
お
い
て
同
じ
。）の
報
告
（
次
条
及
び
第
六
十
五
条

の
九
の
九
に
お
い
て
単
に
「
報
告
」
と
い
う
。）を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
に
つ
き
正
当
な
理
由
が
あ
る
対

象
事
業
者
（
同
項
に
規
定
す
る
対
象
事
業
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）以
外
の
も
の
に
つ
い
て
、
都
道
府
県
知
事

が
定
め
る
と
き
及
び
毎
会
計
年
度
終
了
後
と
す
る
。

第
六
十
五
条
の
九
の
六

法
第
七
十
六
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
と
き
は
、
災
害
そ
の
他

都
道
府
県
知
事
に
対
し
同
項
の
規
定
に
よ
る
情
報
公
表
対
象
サ
ー
ビ
ス
等
（
同
項
に
規
定
す
る
情
報
公
表
対
象

サ
ー
ビ
ス
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）の
報
告
（
次
条
及
び
第
六
十
五
条
の
九
の
九
に
お
い
て
単
に
「
報
告
」
と

い
う
。）を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
に
つ
き
正
当
な
理
由
が
あ
る
対
象
事
業
者
（
同
項
に
規
定
す
る
対
象
事

業
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）以
外
の
も
の
に
つ
い
て
、
都
道
府
県
知
事
が
定
め
る
と
き
と
す
る
。

（
報
告
の
方
法
）

（
報
告
の
方
法
）

第
六
十
五
条
の
九
の
七

次
条
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
の
報
告
は
、
毎
会
計
年
度
終
了
後
三
月
以
内
に
行
う
も
の

と
す
る
。

第
六
十
五
条
の
九
の
七

報
告
は
、
都
道
府
県
知
事
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

２

報
告
は
、
前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
都
道
府
県
知
事
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
新
設
）

（
法
第
七
十
六
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
情
報
）

（
法
第
七
十
六
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
情
報
）

第
六
十
五
条
の
九
の
八

法
第
七
十
六
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
情
報
は
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
情
報
と
す
る
。

第
六
十
五
条
の
九
の
八

法
第
七
十
六
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
情
報
は
、
情
報
公
表
対

象
サ
ー
ビ
ス
等
の
提
供
を
開
始
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
あ
っ
て
は
別
表
第
一
号
に
掲
げ
る
項
目
に
関
す
る
も
の

と
し
、
同
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
と
き
に
あ
っ
て
は
別
表
第
一
号
及
び
別
表
第
二
号
に
掲
げ
る
項
目
に
関
す

る
も
の
と
す
る
。

一

情
報
公
表
対
象
サ
ー
ビ
ス
等
（
法
第
七
十
六
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
情
報
公
表
対
象
サ
ー
ビ
ス
等
を

い
う
。
以
下
同
じ
。）の
提
供
を
開
始
し
よ
う
と
す
る
と
き

別
表
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
に
関
す
る
も
の

（
新
設
）

二

法
第
七
十
六
条
の
三
第
一
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
と
き

別
表
第
一
号
及
び
別
表
第
二
号
に
掲
げ
る
事

項
に
関
す
る
も
の

（
新
設
）

三

毎
会
計
年
度
が
終
了
し
た
と
き

次
に
掲
げ
る
事
項
に
関
す
る
も
の
（
次
条
に
お
い
て
「
経
営
情
報
」
と

い
う
。）

（
新
設
）

イ

事
業
所
又
は
施
設
の
名
称
、
所
在
地
そ
の
他
の
基
本
情
報

ロ

事
業
所
又
は
施
設
の
収
益
及
び
費
用
の
内
容

ハ

事
業
所
又
は
施
設
の
職
員
の
職
種
別
人
員
数
そ
の
他
の
人
員
に
関
す
る
事
項

ニ

そ
の
他
必
要
な
事
項

（
法
第
七
十
六
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
表
の
方
法
）

（
法
第
七
十
六
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
表
の
方
法
）

第
六
十
五
条
の
九
の
九

都
道
府
県
知
事
は
、
報
告
（
経
営
情
報
の
報
告
を
除
く
。）を
受
け
た
後
、
当
該
報
告
の

内
容
を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
都
道
府
県
知
事
は
、
当
該
報
告
を
受
け
た
後
に
法
第
七
十
六
条
の

三
第
三
項
の
調
査
を
行
っ
た
と
き
は
、
当
該
調
査
の
結
果
を
公
表
す
る
こ
と
を
も
っ
て
、
当
該
報
告
の
内
容
を

公
表
し
た
も
の
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
六
十
五
条
の
九
の
九

都
道
府
県
知
事
は
、
報
告
を
受
け
た
後
、当
該
報
告
の
内
容
を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

た
だ
し
、
都
道
府
県
知
事
は
、
当
該
報
告
を
受
け
た
後
に
法
第
七
十
六
条
の
三
第
三
項
の
調
査
を
行
っ
た
と
き

は
、
当
該
調
査
の
結
果
を
公
表
す
る
こ
と
を
も
っ
て
、
当
該
報
告
の
内
容
を
公
表
し
た
も
の
と
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

２

都
道
府
県
知
事
は
、
経
営
情
報
の
報
告
を
受
け
た
後
、
当
該
報
告
を
受
け
た
経
営
情
報
に
つ
い
て
調
査
及
び

分
析
を
行
い
、
当
該
調
査
及
び
分
析
の
結
果
を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

（
新
設
）

（
法
第
七
十
六
条
の
三
第
八
項
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
情
報
）

（
法
第
七
十
六
条
の
三
第
八
項
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
情
報
）

第
六
十
五
条
の
九
の
十

法
第
七
十
六
条
の
三
第
八
項
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
情
報
は
、
情
報
公
表
対

象
サ
ー
ビ
ス
等
の
質
及
び
労
働
時
間
、
賃
金
そ
の
他
の
情
報
公
表
対
象
サ
ー
ビ
ス
等
に
従
事
す
る
従
業
者
に
関

す
る
情
報
（
情
報
公
表
対
象
サ
ー
ビ
ス
等
情
報
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。）と
し
て
都
道
府
県
知
事
が
定
め
る

も
の
と
す
る
。

第
六
十
五
条
の
九
の
十

法
第
七
十
六
条
の
三
第
八
項
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
情
報
は
、
情
報
公
表
対

象
サ
ー
ビ
ス
等
の
質
及
び
情
報
公
表
対
象
サ
ー
ビ
ス
等
に
従
事
す
る
従
業
者
に
関
す
る
情
報
（
情
報
公
表
対
象

サ
ー
ビ
ス
等
情
報
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。）と
し
て
都
道
府
県
知
事
が
定
め
る
も
の
と
す
る
。

令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報 



（
大
都
市
の
特
例
）

（
大
都
市
の
特
例
）

第
七
十
条

令
第
五
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
指
定
都
市
が
障
害
者
の
自
立
支
援
に
関
す
る
事
務
を
処

理
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
こ
の
命
令
の
規
定
中
の
字
句
で
、
同
表
中
欄
に
掲
げ
る

も
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
下
欄
の
字
句
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
七
十
条

令
第
五
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
指
定
都
市
が
障
害
者
の
自
立
支
援
に
関
す
る
事
務
を
処

理
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
こ
の
命
令
の
規
定
中
の
字
句
で
、
同
表
中
欄
に
掲
げ
る

も
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
下
欄
の
字
句
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
三
十
四
条
の
七
第
一
項
及
び
第
三
項
か
ら
第
六
項

ま
で

都
道
府
県
知
事

指
定
都
市
の
市
長

第
三
十
四
条
の
七
第
一
項
及
び
第
三
項
か
ら
第
六
項

ま
で

都
道
府
県
知
事

指
定
都
市
の
市
長

第
三
十
四
条
の
八

第
三
十
四
条
の
八

第
三
十
四
条
の
九
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
及
び
第

六
項

第
三
十
四
条
の
九
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
及
び
第

六
項

第
三
十
四
条
の
十
一
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
、
第

六
項
及
び
第
七
項

第
三
十
四
条
の
十
一
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
、
第

六
項
及
び
第
七
項

第
三
十
四
条
の
十
二

第
三
十
四
条
の
十
二

第
三
十
四
条
の
十
四
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
及
び

第
五
項

第
三
十
四
条
の
十
四
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
及
び

第
五
項

第
三
十
四
条
の
十
五
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
及
び

第
五
項

第
三
十
四
条
の
十
五
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
及
び

第
五
項

第
三
十
四
条
の
十
五
の
二

第
三
十
四
条
の
十
五
の
二

第
三
十
四
条
の
十
六

第
三
十
四
条
の
十
六

第
三
十
四
条
の
十
七

第
三
十
四
条
の
十
七

第
三
十
四
条
の
十
八

第
三
十
四
条
の
十
八

第
三
十
四
条
の
十
八
の
二

第
三
十
四
条
の
十
八
の
二

第
三
十
四
条
の
十
八
の
三

第
三
十
四
条
の
十
八
の
三

第
三
十
四
条
の
十
九

第
三
十
四
条
の
十
九

第
三
十
四
条
の
二
十
の
三
第
四
項

第
三
十
四
条
の
二
十
の
三
第
四
項

第
三
十
四
条
の
二
十
二
第
一
項

第
三
十
四
条
の
二
十
二

第
三
十
四
条
の
二
十
三
第
一
項
、
第
三
項
及
び
第
四

項

第
三
十
四
条
の
二
十
三
第
一
項
、
第
三
項
及
び
第
四

項

第
三
十
四
条
の
二
十
四

第
三
十
四
条
の
二
十
四

第
三
十
四
条
の
二
十
五
第
一
項

第
三
十
四
条
の
二
十
五

第
三
十
四
条
の
二
十
六

第
三
十
四
条
の
二
十
六

第
三
十
四
条
の
二
十
六
の
八

第
三
十
四
条
の
二
十
六
の
八

第
三
十
四
条
の
三
十

第
三
十
四
条
の
三
十

第
三
十
四
条
の
五
十
七

第
三
十
四
条
の
五
十
七

第
三
十
四
条
の
五
十
八

第
三
十
四
条
の
五
十
八

第
三
十
五
条
第
四
項

第
三
十
五
条
第
四
項

令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報



第
五
十
七
条

第
五
十
七
条

第
六
十
二
条

第
六
十
二
条

第
六
十
三
条

第
六
十
三
条

第
六
十
四
条

第
六
十
四
条

第
六
十
五
条
第
二
項

第
六
十
五
条
第
二
項

第
六
十
五
条
の
九
の
六

第
六
十
五
条
の
九
の
六

第
六
十
五
条
の
九
の
七
第
二
項

第
六
十
五
条
の
九
の
七

第
六
十
五
条
の
九
の
九

第
六
十
五
条
の
九
の
九

第
六
十
五
条
の
九
の
十

第
六
十
五
条
の
九
の
十

第
六
十
六
条
第
二
項

第
六
十
六
条
第
二
項

別
表
第
八
号

別
表
第
八
号

別
表
第
九
号

別
表
第
九
号

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
中
核
市
の
特
例
）

（
中
核
市
の
特
例
）

第
七
十
一
条

令
第
五
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
中
核
市
が
障
害
者
の
自
立
支
援
に
関
す
る
事
務
を
処
理

す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
こ
の
命
令
の
規
定
中
の
字
句
で
、
同
表
中
欄
に
掲
げ
る
も

の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
下
欄
の
字
句
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
七
十
一
条

令
第
五
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
中
核
市
が
障
害
者
の
自
立
支
援
に
関
す
る
事
務
を
処
理

す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
こ
の
命
令
の
規
定
中
の
字
句
で
、
同
表
中
欄
に
掲
げ
る
も

の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
下
欄
の
字
句
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
三
十
四
条
の
七
第
一
項
及
び
第
三
項
か
ら
第
六
項

ま
で

都
道
府
県
知
事

中
核
市
の
市
長

第
三
十
四
条
の
七
第
一
項
及
び
第
三
項
か
ら
第
六
項

ま
で

都
道
府
県
知
事

中
核
市
の
市
長

第
三
十
四
条
の
八

第
三
十
四
条
の
八

第
三
十
四
条
の
九
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
及
び
第

六
項

第
三
十
四
条
の
九
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
及
び
第

六
項

第
三
十
四
条
の
十
一
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
、
第

六
項
及
び
第
七
項

第
三
十
四
条
の
十
一
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
、
第

六
項
及
び
第
七
項

第
三
十
四
条
の
十
二

第
三
十
四
条
の
十
二

第
三
十
四
条
の
十
四
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
及
び

第
五
項

第
三
十
四
条
の
十
四
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
及
び

第
五
項

第
三
十
四
条
の
十
五
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
及
び

第
五
項

第
三
十
四
条
の
十
五
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
及
び

第
五
項

第
三
十
四
条
の
十
五
の
二

第
三
十
四
条
の
十
五
の
二

第
三
十
四
条
の
十
六

第
三
十
四
条
の
十
六

第
三
十
四
条
の
十
七

第
三
十
四
条
の
十
七

第
三
十
四
条
の
十
八

第
三
十
四
条
の
十
八

第
三
十
四
条
の
十
八
の
二

第
三
十
四
条
の
十
八
の
二

第
三
十
四
条
の
十
八
の
三

第
三
十
四
条
の
十
八
の
三

令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報 



第
三
十
四
条
の
十
九

第
三
十
四
条
の
十
九

第
三
十
四
条
の
二
十
の
三
第
四
項

第
三
十
四
条
の
二
十
の
三
第
四
項

第
三
十
四
条
の
二
十
二
第
一
項

第
三
十
四
条
の
二
十
二

第
三
十
四
条
の
二
十
三
第
一
項
、
第
三
項
及
び
第
四

項

第
三
十
四
条
の
二
十
三
第
一
項
、
第
三
項
及
び
第
四

項

第
三
十
四
条
の
二
十
四

第
三
十
四
条
の
二
十
四

第
三
十
四
条
の
二
十
五
第
一
項

第
三
十
四
条
の
二
十
五

第
三
十
四
条
の
二
十
六

第
三
十
四
条
の
二
十
六

第
三
十
四
条
の
二
十
六
の
八

第
三
十
四
条
の
二
十
六
の
八

第
三
十
四
条
の
三
十

第
三
十
四
条
の
三
十

第
三
十
四
条
の
五
十
七

第
三
十
四
条
の
五
十
七

第
三
十
四
条
の
五
十
八

第
三
十
四
条
の
五
十
八

第
五
十
七
条

第
五
十
七
条

第
六
十
二
条

第
六
十
二
条

第
六
十
三
条

第
六
十
三
条

第
六
十
四
条

第
六
十
四
条

第
六
十
五
条
第
二
項

第
六
十
五
条
第
二
項

第
六
十
五
条
の
九
の
六

第
六
十
五
条
の
九
の
六

第
六
十
五
条
の
九
の
七
第
二
項

第
六
十
五
条
の
九
の
七

第
六
十
五
条
の
九
の
九

第
六
十
五
条
の
九
の
九

第
六
十
五
条
の
九
の
十

第
六
十
五
条
の
九
の
十

第
六
十
六
条
第
二
項

第
六
十
六
条
第
二
項

別
表
第
八
号

別
表
第
八
号

別
表
第
九
号

別
表
第
九
号

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

別
表
第
一
号
（
第
六
十
五
条
の
九
の
八
第
一
号
及
び
第
二
号
関
係
）

別
表
第
一
号
（
第
六
十
五
条
の
九
の
八
関
係
）

一
〜
六

（
略
）

一
〜
六

（
略
）

別
表
第
二
号
（
第
六
十
五
条
の
九
の
八
第
二
号
関
係
）

別
表
第
二
号
（
第
六
十
五
条
の
九
の
八
関
係
）

第
一
〜
第
三

（
略
）

第
一
〜
第
三

（
略
）

令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
命
令
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
規
則
第
三
十
四
条
の
七
か
ら
第
三
十
四
条
の
九
ま
で
、
第
三
十
四
条
の
十
一
、
第
三
十
四

条
の
十
二
、
第
三
十
四
条
の
十
四
か
ら
第
三
十
四
条
の
二
十
ま
で
、
第
三
十
四
条
の
二
十
二
か
ら
第
三
十
四
条
の
二
十
四
ま
で
、
第
三
十
四
条
の
二
十
五
、
第
三
十
四
条
の
二
十
六
及
び
第
三
十
四
条
の
五
十
七
か
ら
第
三
十
四
条
の
六
十
ま

で
の
改
正
規
定
、
第
七
十
条
の
表
の
改
正
規
定（「
第
六
十
五
条
の
九
の
七
」
を
「
第
六
十
五
条
の
九
の
七
第
二
項
」
に
改
め
る
部
分
を
除
く
。）及
び
第
七
十
一
条
の
表
の
改
正
規
定（「
第
六
十
五
条
の
九
の
七
」
を
「
第
六
十
五
条
の
九
の
七

第
二
項
」
に
改
め
る
部
分
を
除
く
。）並
び
に
附
則
第
二
項
の
規
定
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
命
令
の
施
行
の
日
前
に
こ
の
命
令
に
よ
る
改
正
前
の
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
規
則
の
規
定
に
よ
り
行
わ
れ
、
同
日
以
後
に
都
道
府
県
知
事
又
は
市
町
村
長
（
特
別
区
の
区
長
を

含
む
。）に
受
理
さ
れ
た
申
請
又
は
届
出
に
つ
い
て
は
、
こ
の
命
令
に
よ
る
改
正
後
の
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
規
則
の
規
定
に
よ
り
行
わ
れ
た
申
請
又
は
届
出
と
み
な
す
。

３

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
こ
の
命
令
に
よ
る
改
正
後
の
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
規
則
第
六
十
五
条
の
九
の
七
第
一
項
中
「
毎
会
計
年
度
終
了
後
三
月
以
内
」
と
あ
る

の
は
、「
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。





障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
命
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
命
令

（
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
命
令
の
一
部
改
正
）

第
一
条

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
命
令
（
令
和
六
年
内
閣
府
・
厚
生
労
働
省
令
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

附

則

附

則

（
施
行
期
日
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
命
令
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
の
規
定
及
び
第
三
条
中
介
護

給
付
費
等
の
請
求
に
関
す
る
命
令
様
式
第
二
の
改
正
規
定
は
、
令
和
七
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

第
一
条

こ
の
命
令
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
の
規
定
及
び
第
三
条
中
介
護

給
付
費
等
の
請
求
に
関
す
る
命
令
様
式
第
二
の
改
正
規
定
は
、
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的

に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
四
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
か
ら

施
行
す
る
。

（
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
等
の
一
部
を
改
正
す
る
命
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
等
の
一
部
を
改
正
す
る
命
令
（
令
和
六
年
内
閣
府
・
厚
生
労
働
省

令
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

附

則

附

則

（
施
行
期
日
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
命
令
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
条
、
第
五
条
及
び
第
七
条
の
規

定
は
、
令
和
七
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

第
一
条

こ
の
命
令
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
条
、
第
五
条
及
び
第
七
条
の
規

定
は
、
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
令
和
四
年
法
律
第
百
四
号
）
附
則
第
一
条
第
四
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
命
令
の
一
部
改
正
）

第
三
条

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
命
令
（
令
和
六
年
内
閣
府
・
厚
生
労
働
省
令
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

附

則

附

則

こ
の
命
令
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
の
規
定
は
、
令
和
七
年
十
月
一
日
か

ら
施
行
す
る
。

こ
の
命
令
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
の
規
定
は
、
障
害
者
の
日
常
生
活
及

び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
百
四
号
）
附

則
第
一
条
第
四
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則

こ
の
命
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報
〇
内

閣

府

厚
生
労
働
省
令
第
四
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
期
日
を
定
め
る
政
令
（
令
和
七
年
政
令
第
八
十
三
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合

的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
命
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
命
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

内
閣
総
理
大
臣

石
破

茂

厚
生
労
働
大
臣

福
岡

資
麿





障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
命
令

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
令
第
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

目
次

目
次

第
一
章
〜
第
六
章

（
略
）

第
一
章
〜
第
六
章

（
略
）

第
七
章

雑
則
（
第
六
十
九
条

第
七
十
一
条
）

第
七
章

雑
則
（
第
六
十
九
条

第
七
十
二
条
）

附
則

附
則

（
権
限
の
委
任
）

（
削
る
）

第
七
十
二
条

法
第
百
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
法
第
五
十
一
条
の
三
、
第
五
十
一
条
の
四
、
第
五
十
一
条

の
三
十
二
及
び
第
五
十
一
条
の
三
十
三
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
の
権
限
は
、地
方
厚
生
局
長
に
委
任
す
る
。

附

則

こ
の
命
令
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

農
林
中
央
金
庫
及
び
特
定
農
水
産
業
協
同
組
合
等
に
よ
る
信
用
事
業
の
再
編
及
び
強
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
及
び
農
林
中
央
金
庫
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
命
令

（
農
林
中
央
金
庫
及
び
特
定
農
水
産
業
協
同
組
合
等
に
よ
る
信
用
事
業
の
再
編
及
び
強
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

農
林
中
央
金
庫
及
び
特
定
農
水
産
業
協
同
組
合
等
に
よ
る
信
用
事
業
の
再
編
及
び
強
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
九
年
大

蔵

省

農
林
水
産
省
令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

附

則

附

則

（
銀
行
と
み
な
さ
れ
る
特
定
承
継
会
社
に
係
る
銀
行
法
施
行
規
則
の
準
用
等
）

（
銀
行
と
み
な
さ
れ
る
特
定
承
継
会
社
に
係
る
銀
行
法
施
行
規
則
の
準
用
等
）

第
三
十
五
条

﹇
略
﹈

第
三
十
五
条

﹇
同
上
﹈

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
銀
行
法
施
行
規
則
の
規
定
（
第
一
条
の
三
第
一
項
第
五
号
、第
二
項
及
び
第
三
項
、

第
五
条
、
第
十
四
条
の
十
一
の
三
十
第
二
項
第
二
号
、
第
十
七
条
の
五
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
十
七
条
の
七

第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
十
九
条
の
五
、
第
三
十
四
条
の
五
十
三
の
十
七
第
二
項
第
二
号
並
び
に
第
三
十
七
条

第
一
項
及
び
第
六
項
を
除
く
。）中
「
金
融
庁
長
官
」
と
あ
る
の
は
「
農
林
水
産
大
臣
及
び
金
融
庁
長
官
」
と
読

み
替
え
る
ほ
か
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
同
令
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表

の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

２

﹇
同
上
﹈

令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報
〇
内

閣

府

厚
生
労
働
省
令
第
五
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
百
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
規
則

の
一
部
を
改
正
す
る
命
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

内
閣
総
理
大
臣

石
破

茂

厚
生
労
働
大
臣

福
岡

資
麿

〇
内

閣

府

農
林
水
産
省
令
第
三
号

農
林
中
央
金
庫
法
（
平
成
十
三
年
法
律
第
九
十
三
号
）
第
五
十
八
条
第
六
項
並
び
に
農
林
中
央
金
庫
及
び
特
定
農
水
産
業
協
同
組
合
等
に
よ
る
信
用
事
業
の
再
編
及
び
強
化
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
九
年
政
令
第
八
号
）
第
十
五
条
並

び
に
農
林
中
央
金
庫
法
施
行
令
（
平
成
十
三
年
政
令
第
二
百
八
十
五
号
）
第
七
条
第
七
項
第
一
号
及
び
第
四
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
農
林
中
央
金
庫
及
び
特
定
農
水
産
業
協
同
組
合
等
に
よ
る
信
用
事
業
の
再
編
及
び
強
化
に
関
す
る
法
律
施
行

規
則
及
び
農
林
中
央
金
庫
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
命
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

内
閣
総
理
大
臣

石
破

茂

農
林
水
産
大
臣

江
藤

拓





﹇
略
﹈

﹇
同
上
﹈

第
十
四
条
の
二
第
一

項
第
一
号
ヘ

ヘ

信
用
保
証
協
会
が
債
務
の
保
証
を

し
た
貸
出
金
で
あ
つ
て
株
式
会
社
日

本
政
策
金
融
公
庫
に
よ
り
当
該
保
証

に
保
険
の
付
さ
れ
て
い
る
も
の
の
額

の
う
ち
当
該
保
険
金
額

ヘ

地
方
公
共
団
体
に
よ
り
貸
付
金
に

係
る
損
失
が
補
償
さ
れ
る
こ
と
と
な

つ
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
貸
付

金
に
係
る
補
償
の
額

第
十
四
条
の
二
第
一

項
第
一
号
ホ

ホ

信
用
保
証
協
会
が
債
務
の
保
証
を

し
た
貸
出
金
で
あ
つ
て
株
式
会
社
日

本
政
策
金
融
公
庫
に
よ
り
当
該
保
証

に
保
険
の
付
さ
れ
て
い
る
も
の
の
額

の
う
ち
当
該
保
険
金
額

ホ

地
方
公
共
団
体
に
よ
り
貸
付
金
に

係
る
損
失
が
補
償
さ
れ
る
こ
と
と
な

つ
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
貸
付

金
に
係
る
補
償
の
額

ト

国
又
は
地
方
公
共
団
体
か
ら
支
出

さ
れ
た
資
金
を
基
金
の
全
部
又
は
一

部
と
し
て
債
務
の
保
証
を
す
る
こ
と

を
目
的
と
す
る
法
人
が
債
務
の
保
証

を
し
た
貸
出
金
で
あ
つ
て
、
債
務
の

保
証
に
つ
き
保
険
又
は
再
保
証
を
行

う
法
人
に
よ
り
当
該
保
証
に
保
険
又

は
再
保
証
の
付
さ
れ
て
い
る
も
の
の

額
の
う
ち
、
当
該
保
険
金
額
又
は
当

該
再
保
証
額

ヘ

国
又
は
地
方
公
共
団
体
か
ら
支
出

さ
れ
た
資
金
を
基
金
の
全
部
又
は
一

部
と
し
て
債
務
の
保
証
を
す
る
こ
と

を
目
的
と
す
る
法
人
が
債
務
の
保
証

を
し
た
貸
出
金
で
あ
つ
て
、
債
務
の

保
証
に
つ
き
保
険
又
は
再
保
証
を
行

う
法
人
に
よ
り
当
該
保
証
に
保
険
又

は
再
保
証
の
付
さ
れ
て
い
る
も
の
の

額
の
う
ち
、
当
該
保
険
金
額
又
は
当

該
再
保
証
額

﹇
略
﹈

﹇
同
上
﹈

備
考

表
中
の
﹇

﹈
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。

読
み
替
え
る
銀
行
法

施
行
規
則
の
規
定

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

読
み
替
え
る
銀
行
法

施
行
規
則
の
規
定

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

（
農
林
中
央
金
庫
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

農
林
中
央
金
庫
法
施
行
規
則
（
平
成
十
三
年
内

閣

府

農
林
水
産
省
令
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
（
連
続

す
る
他
の
規
定
と
記
号
に
よ
り
一
括
し
て
掲
げ
る
規
定
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
標
記
部
分
に
係
る
記
載
）
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。）は
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定

と
し
て
移
動
し
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

改

正

後

改

正

前

（
同
一
人
に
対
す
る
信
用
の
供
与
等
）

（
同
一
人
に
対
す
る
信
用
の
供
与
等
）

第
七
十
二
条

令
第
七
条
第
七
項
第
一
号
の
貸
出
金
と
し
て
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
資
金
の
貸
付
け
又
は

手
形
の
割
引
の
う
ち
別
紙
様
式
第
二
号
（
農
林
中
央
金
庫
が
特
定
取
引
勘
定
を
設
け
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
別

紙
様
式
第
六
号
）
の
貸
借
対
照
表
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
第
一
項
第
一
号
ハ
に
お
い
て
「
貸
借
対
照
表
」
と

い
う
。）の
次
に
掲
げ
る
勘
定
に
計
上
さ
れ
る
も
の
（
農
林
水
産
大
臣
及
び
金
融
庁
長
官
が
定
め
る
も
の
を
除

く
。）と
す
る
。

第
七
十
二
条

令
第
七
条
第
七
項
第
一
号
の
貸
出
金
と
し
て
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
資
金
の
貸
付
け
又
は

手
形
の
割
引
の
う
ち
別
紙
様
式
第
二
号
（
農
林
中
央
金
庫
が
特
定
取
引
勘
定
を
設
け
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
別

紙
様
式
第
六
号
）
の
貸
借
対
照
表
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
貸
借
対
照
表
」
と
い
う
。）の
次
に
掲
げ
る
勘
定

に
計
上
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

﹇
一
〜
三

略
﹈

﹇
一
〜
三

同
上
﹈

﹇
２
・
３

略
﹈

﹇
２
・
３

同
上
﹈

４

令
第
七
条
第
七
項
第
四
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
貸
借
対
照
表
の
次
に
掲
げ
る
勘
定
に
計
上
さ
れ

る
も
の
（
農
林
水
産
大
臣
及
び
金
融
庁
長
官
が
定
め
る
も
の
を
除
く
。）並
び
に
農
林
水
産
大
臣
及
び
金
融
庁
長

官
が
別
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

４

令
第
七
条
第
七
項
第
四
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
貸
借
対
照
表
の
次
に
掲
げ
る
勘
定
に
計
上
さ
れ

る
も
の
並
び
に
農
林
水
産
大
臣
及
び
金
融
庁
長
官
が
別
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

﹇
一
〜
七

略
﹈

﹇
一
〜
七

同
上
﹈

令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報 



八

有
価
証
券
勘
定
の
う
ち
短
期
社
債
勘
定
、
社
債
勘
定
又
は
そ
の
他
の
証
券
勘
定
（
外
国
法
人
の
発
行
す
る

株
式
等
と
し
て
計
上
さ
れ
る
も
の
を
除
く
。）

八

有
価
証
券
勘
定
の
う
ち
短
期
社
債
勘
定
、
社
債
勘
定
又
は
そ
の
他
証
券
勘
定
（
外
国
法
人
の
発
行
す
る
株

式
等
と
し
て
計
上
さ
れ
る
も
の
を
除
く
。）

﹇
九
・
十

略
﹈

﹇
九
・
十

同
上
﹈

﹇
５
・
６

略
﹈

﹇
５
・
６

同
上
﹈

（
法
第
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
関
し
必
要
な
事
項
）

（
法
第
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
関
し
必
要
な
事
項
）

第
七
十
三
条

法
第
五
十
八
条
第
一
項
本
文
に
規
定
す
る
農
林
中
央
金
庫
の
同
一
人
に
対
す
る
信
用
の
供
与
等
の

額
（
次
項
及
び
第
七
十
六
条
第
二
項
第
一
号
に
お
い
て
「
単
体
信
用
供
与
等
総
額
」
と
い
う
。）は
、
同
一
人
に

係
る
前
条
各
項
の
規
定
に
よ
り
、
又
は
農
林
水
産
大
臣
及
び
金
融
庁
長
官
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
上

さ
れ
、
又
は
算
出
さ
れ
る
信
用
の
供
与
等
（
銀
行
そ
の
他
の
農
林
水
産
大
臣
及
び
金
融
庁
長
官
が
定
め
る
者
に

対
す
る
信
用
の
供
与
等
の
う
ち
債
権
債
務
の
決
済
が
同
日
に
行
わ
れ
る
も
の
を
除
く
。）の
額
の
合
計
額
か
ら
当

該
同
一
人
に
係
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
を
控
除
し
て
計
算
す
る
も
の
と
す
る
。

第
七
十
三
条

法
第
五
十
八
条
第
一
項
本
文
に
規
定
す
る
農
林
中
央
金
庫
の
同
一
人
に
対
す
る
信
用
の
供
与
等
の

額
（
次
項
及
び
第
七
十
六
条
第
二
項
第
一
号
に
お
い
て
「
単
体
信
用
供
与
等
総
額
」
と
い
う
。）は
、
同
一
人
に

係
る
前
条
各
項
の
規
定
に
よ
り
計
上
さ
れ
、
又
は
算
出
さ
れ
る
信
用
の
供
与
等
（
銀
行
そ
の
他
の
農
林
水
産
大

臣
及
び
金
融
庁
長
官
が
定
め
る
者
に
対
す
る
信
用
の
供
与
等
の
う
ち
債
権
債
務
の
決
済
が
同
日
に
行
わ
れ
る
も

の
を
除
く
。）の
額
の
合
計
額
か
ら
当
該
同
一
人
に
係
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
を
控
除
し
て
計
算
す

る
も
の
と
す
る
。

一

前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
貸
出
金
に
係
る
次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額

一

﹇
同
上
﹈

﹇
イ
・
ロ

略
﹈

﹇
イ
・
ロ

同
上
﹈

ハ

貸
借
対
照
表
の
貸
倒
引
当
金
勘
定
に
計
上
さ
れ
る
も
の
の
額
の
う
ち
当
該
貸
出
金
に
対
し
て
計
上
さ
れ

る
額

﹇
号
の
細
分
を
加
え
る
。﹈

ニ
〜
チ

﹇
略
﹈

ハ
〜
ト

﹇
同
上
﹈

﹇
二
〜
六

略
﹈

﹇
二
〜
六

同
上
﹈

２

農
林
中
央
金
庫
が
、
自
己
資
本
比
率
（
法
第
五
十
六
条
第
一
号
に
掲
げ
る
基
準
に
係
る
算
式
に
よ
り
得
ら
れ

る
比
率
を
い
う
。）を
算
出
す
る
場
合
に
お
い
て
、
担
保
、
保
険
、
債
務
の
保
証
そ
の
他
の
債
権
を
保
全
す
る
た

め
に
提
供
さ
れ
た
手
段
と
し
て
農
林
水
産
大
臣
及
び
金
融
庁
長
官
が
定
め
る
手
段
（
農
林
中
央
金
庫
の
同
一
人

に
対
す
る
信
用
の
供
与
等
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て「
信
用
リ
ス
ク
削
減
手
法
」と
い
う
。）

を
適
用
す
る
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
同
一
人
に
対
す
る
単
体
信
用
供
与
等
総
額
を
計
算

す
る
に
当
た
り
、
当
該
同
一
人
に
係
る
前
条
各
項
の
規
定
に
よ
り
、
又
は
農
林
水
産
大
臣
及
び
金
融
庁
長
官
が

別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
上
さ
れ
、
又
は
算
出
さ
れ
る
信
用
の
供
与
等
の
額
の
合
計
額
か
ら
当
該
信
用
リ

ス
ク
削
減
手
法
に
よ
り
保
全
さ
れ
る
額
を
控
除
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
信
用
リ
ス
ク

削
減
手
法
に
よ
り
保
全
さ
れ
る
額
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
信
用
リ
ス
ク
削
減
手
法
に
よ
り
債

務
を
負
担
す
る
者
等
（
当
該
信
用
リ
ス
ク
削
減
手
法
に
係
る
発
行
者
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、当
該
発
行
者
。

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
担
保
等
提
供
者
」
と
い
う
。）に
対
す
る
単
体
信
用
供
与
等
総
額
を
計
算
す
る
に
当
た

り
、
当
該
担
保
等
提
供
者
に
対
す
る
信
用
の
供
与
等
の
額
と
み
な
し
て
、
当
該
担
保
等
提
供
者
に
対
す
る
他
の

信
用
の
供
与
等
の
額
と
合
計
し
て
計
算
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
信
用
リ
ス
ク
削
減
手
法
の
う
ち
農
林
水

産
大
臣
及
び
金
融
庁
長
官
が
定
め
る
も
の
に
よ
り
保
全
さ
れ
る
額
に
つ
い
て
は
、
担
保
等
提
供
者
に
対
す
る
単

体
信
用
供
与
等
総
額
を
計
算
す
る
に
当
た
り
、
当
該
担
保
等
提
供
者
に
対
す
る
信
用
の
供
与
等
の
額
と
み
な
し

て
、
当
該
担
保
等
提
供
者
に
対
す
る
他
の
信
用
の
供
与
等
と
合
計
し
て
計
算
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

２

農
林
中
央
金
庫
が
、
自
己
資
本
比
率
（
法
第
五
十
六
条
第
一
号
に
掲
げ
る
基
準
に
係
る
算
式
に
よ
り
得
ら
れ

る
比
率
を
い
う
。）を
算
出
す
る
場
合
に
お
い
て
、
担
保
、
保
険
、
債
務
の
保
証
そ
の
他
の
債
権
を
保
全
す
る
た

め
に
提
供
さ
れ
た
手
段
と
し
て
農
林
水
産
大
臣
及
び
金
融
庁
長
官
が
定
め
る
手
段
（
農
林
中
央
金
庫
の
同
一
人

に
対
す
る
信
用
の
供
与
等
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て「
信
用
リ
ス
ク
削
減
手
法
」と
い
う
。）

を
適
用
す
る
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
同
一
人
に
対
す
る
単
体
信
用
供
与
等
総
額
を
計
算

す
る
に
当
た
り
、
当
該
同
一
人
に
係
る
前
条
各
項
の
規
定
に
よ
り
計
上
さ
れ
、
又
は
算
出
さ
れ
る
信
用
の
供
与

等
の
額
の
合
計
額
か
ら
当
該
信
用
リ
ス
ク
削
減
手
法
に
よ
り
保
全
さ
れ
る
額
を
控
除
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
、
当
該
信
用
リ
ス
ク
削
減
手
法
に
よ
り
保
全
さ
れ
る
額
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当

該
信
用
リ
ス
ク
削
減
手
法
に
よ
り
債
務
を
負
担
す
る
者
等
（
当
該
信
用
リ
ス
ク
削
減
手
法
に
係
る
発
行
者
が
あ

る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
発
行
者
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
担
保
等
提
供
者
」
と
い
う
。）に
対
す
る
単
体

信
用
供
与
等
総
額
を
計
算
す
る
に
当
た
り
、当
該
担
保
等
提
供
者
に
対
す
る
信
用
の
供
与
等
の
額
と
み
な
し
て
、

当
該
担
保
等
提
供
者
に
対
す
る
他
の
信
用
の
供
与
等
の
額
と
合
計
し
て
計
算
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
信

用
リ
ス
ク
削
減
手
法
の
う
ち
農
林
水
産
大
臣
及
び
金
融
庁
長
官
が
定
め
る
も
の
に
よ
り
保
全
さ
れ
る
額
に
つ
い

て
は
、
担
保
等
提
供
者
に
対
す
る
単
体
信
用
供
与
等
総
額
を
計
算
す
る
に
当
た
り
、
当
該
担
保
等
提
供
者
に
対

す
る
信
用
の
供
与
等
の
額
と
み
な
し
て
、
当
該
担
保
等
提
供
者
に
対
す
る
他
の
信
用
の
供
与
等
と
合
計
し
て
計

算
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

３

﹇
略
﹈

３

﹇
同
上
﹈

備
考

表
中
の
﹇

﹈
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。

附

則

こ
の
命
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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デ
ジ
タ
ル
庁
令

情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
第
十
九
条
第
一
項
の
金
銭
の
保
管
に
関
す
る
デ
ジ
タ
ル
庁
令
の
一
部
を
改
正
す
る
庁
令

情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
第
十
九
条
第
一
項
の
金
銭
の
保
管
に
関
す
る
デ
ジ
タ
ル
庁
令
（
令
和
七
年
デ
ジ
タ
ル
庁
令
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
（
題
名
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍

線
を
付
し
た
号
を
加
え
る
。

改

正

後

改

正

前

情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
第
二
十
四
条
第
一
項
の
金
銭
の
保
管
に
関
す

る
デ
ジ
タ
ル
庁
令

情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
第
十
九
条
第
一
項
の
金
銭
の
保
管
に
関
す
る

デ
ジ
タ
ル
庁
令

（
趣
旨
）

（
趣
旨
）

第
一
条

情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。）第
二
十
四
条
第

一
項
の
規
定
に
基
づ
き
内
閣
総
理
大
臣
が
保
管
す
る
金
銭
（
以
下
「
本
保
管
金
」
と
い
う
。）の
受
払
い
等
に
つ

い
て
は
、
こ
の
庁
令
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
保
管
金
取
扱
規
程
（
大
正
十
一
年
大
蔵
省
令
第
五
号
）、
保
管
金

払
込
事
務
等
取
扱
規
程
（
昭
和
二
十
六
年
大
蔵
省
令
第
三
十
号
）、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
処
理
す

る
場
合
に
お
け
る
保
管
金
取
扱
規
程
等
の
特
例
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
七
年
財
務
省
令
第
五
号
。
以
下
「
特

例
省
令
」
と
い
う
。）及
び
出
納
官
吏
事
務
規
程
（
昭
和
二
十
二
年
大
蔵
省
令
第
九
十
五
号
）
の
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
る
。

第
一
条

情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。）第
十
九
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
内
閣
総
理
大
臣
が
保
管
す
る
金
銭
（
以
下
「
本
保
管
金
」
と
い
う
。）の
受
払
い
等
に
つ
い

て
は
、
こ
の
庁
令
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
保
管
金
取
扱
規
程
（
大
正
十
一
年
大
蔵
省
令
第
五
号
）、
保
管
金
払

込
事
務
等
取
扱
規
程
（
昭
和
二
十
六
年
大
蔵
省
令
第
三
十
号
）、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
処
理
す
る

場
合
に
お
け
る
保
管
金
取
扱
規
程
等
の
特
例
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
七
年
財
務
省
令
第
五
号
。
以
下
「
特
例

省
令
」
と
い
う
。）及
び
出
納
官
吏
事
務
規
程
（
昭
和
二
十
二
年
大
蔵
省
令
第
九
十
五
号
）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
る
。

（
定
義
）

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
庁
令
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
法
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
ほ
か
、
次
の
各
号

に
掲
げ
る
用
語
の
定
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

第
二
条

こ
の
庁
令
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
法
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
ほ
か
、
次
の
各
号

に
掲
げ
る
用
語
の
定
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

﹇
一
〜
三

略
﹈

﹇
一
〜
三

同
上
﹈

四

日
本
銀
行

特
例
省
令
第
十
条
に
規
定
す
る
日
本
銀
行

四

取
扱
店

保
管
金
取
扱
規
程
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
本
保
管
金
の
保
管
金
取
扱
店

五

特
定
納
付

特
例
省
令
第
十
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
き
納
付
情
報
に
よ
り
日
本
銀
行
に
現
金
を
振
り
込
む

方
法

﹇
号
を
加
え
る
。﹈

（
出
納
保
管
の
方
法
）

（
出
納
保
管
の
方
法
）

第
四
条

出
納
官
吏
は
、
利
用
者
の
利
用
料
の
効
率
的
な
支
払
に
資
す
る
た
め
、
保
管
金
取
扱
規
程
第
三
条
の
規

定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
本
保
管
金
の
保
管
金
取
扱
店
の
ほ
か
、
確
実
な
銀
行
そ
の
他
の
金
融
機
関
に
お
い
て
本

保
管
金
の
出
納
保
管
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

第
四
条

出
納
官
吏
は
、
利
用
者
の
利
用
料
の
効
率
的
な
支
払
に
資
す
る
た
め
、
取
扱
店
の
ほ
か
、
確
実
な
銀
行

そ
の
他
の
金
融
機
関
に
お
い
て
本
保
管
金
の
出
納
保
管
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
利
用
料
の
通
知
）

（
利
用
料
の
通
知
）

第
六
条

出
納
官
吏
は
、
提
供
事
業
者
か
ら
利
用
料
の
引
渡
し
の
請
求
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
利
用
料
を
支
払

う
べ
き
利
用
者
に
対
し
、
速
や
か
に
次
に
掲
げ
る
事
項
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

第
六
条

出
納
官
吏
は
、
提
供
事
業
者
か
ら
利
用
料
の
引
渡
し
の
請
求
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
利
用
料
を
支
払

う
べ
き
利
用
者
に
対
し
、
速
や
か
に
次
に
掲
げ
る
事
項
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

﹇
一
〜
三

略
﹈

﹇
一
〜
三

同
上
﹈

四

特
定
納
付
に
よ
り
納
付
す
る
場
合
に
お
け
る
納
付
情
報

四

納
付
情
報
に
よ
り
取
扱
店
に
現
金
を
振
り
込
む
方
法
（
以
下
「
特
定
納
付
」
と
い
う
。）に
よ
り
納
付
す
る

場
合
に
お
け
る
納
付
情
報

﹇
五
・
六

略
﹈

﹇
五
・
六

同
上
﹈

令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報
〇
デ
ジ
タ
ル
庁
令
第
三
号

情
報
通
信
技
術
の
活
用
に
よ
る
行
政
手
続
等
に
係
る
関
係
者
の
利
便
性
の
向
上
並
び
に
行
政
運
営
の
簡
素
化
及
び
効
率
化
を
図
る
た
め
の
デ
ジ
タ
ル
社
会
形
成
基
本
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
四
十
六
号
）
の
施
行

に
伴
い
、
及
び
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
一
号
）
第
二
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
第
十
九
条
第
一
項
の

金
銭
の
保
管
に
関
す
る
デ
ジ
タ
ル
庁
令
の
一
部
を
改
正
す
る
庁
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

内
閣
総
理
大
臣

石
破

茂





（
特
定
納
付
に
よ
る
利
用
料
の
払
込
手
続
）

（
特
定
納
付
に
よ
る
利
用
料
の
払
込
手
続
）

第
七
条

前
条
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
者
（
以
下
「
利
用
料
払
込
者
」
と
い
う
。）は
、特
定
納
付
に
よ
り
、

利
用
料
を
日
本
銀
行
に
払
い
込
む
も
の
と
す
る
。

第
七
条

前
条
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
者
（
以
下
「
利
用
料
払
込
者
」
と
い
う
。）は
、特
定
納
付
に
よ
り
、

利
用
料
を
取
扱
店
に
払
い
込
む
も
の
と
す
る
。

（
利
用
料
の
納
付
の
特
則
）

（
利
用
料
の
納
付
の
特
則
）

第
八
条

﹇
略
﹈

第
八
条

﹇
同
上
﹈

２

出
納
官
吏
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
利
用
料
の
振
込
み
を
確
認
し
た
と
き
は
、
特
例
省
令
第
十
条
の
規
定
に

基
づ
き
、
第
六
条
の
通
知
に
記
載
さ
れ
た
納
付
情
報
に
よ
り
、
当
該
利
用
料
を
速
や
か
に
日
本
銀
行
に
払
い
込

ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

出
納
官
吏
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
利
用
料
の
振
込
み
を
確
認
し
た
と
き
は
、
当
該
利
用
料
を
第
六
条
の
通

知
に
記
載
さ
れ
た
納
付
情
報
に
よ
り
速
や
か
に
取
扱
店
に
払
い
込
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
利
用
料
等
の
払
渡
し
）

（
利
用
料
等
の
払
渡
し
）

第
十
一
条

﹇
略
﹈

第
十
一
条

﹇
同
上
﹈

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
払
渡
し
は
、
特
例
省
令
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
振
込
み
に
よ
る
払
渡
し

の
た
め
の
同
令
別
紙
第
二
号
書
式
に
よ
る
支
払
指
図
書
を
同
令
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組

織
を
使
用
し
て
作
成
し
、
日
本
銀
行
本
店
に
送
信
す
る
方
法
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
払
渡
し
は
、
振
込
み
に
よ
る
払
渡
し
の
た
め
の
特
例
省
令
別
紙
第
二
号
書
式
に
よ
る
支

払
指
図
書
を
同
令
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
作
成
し
、
日
本
銀
行
本
店
に

送
信
す
る
方
法
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

備
考

表
中
の
﹇

﹈
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

こ
の
庁
令
は
、
情
報
通
信
技
術
の
活
用
に
よ
る
行
政
手
続
等
に
係
る
関
係
者
の
利
便
性
の
向
上
並
び
に
行
政
運
営
の
簡
素
化
及
び
効
率
化
を
図
る
た
め
の
デ
ジ
タ
ル
社
会
形
成
基
本
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
七
年

四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

デ
ジ
タ
ル
庁
令
・
省
令

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
に
規
定
す
る
個
人
番
号
、
個
人
番
号
カ
ー
ド
、
特
定
個
人
情
報
の
提
供
等
に
関
す
る
命
令
の
一
部
を
改
正
す
る
命
令

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
に
規
定
す
る
個
人
番
号
、
個
人
番
号
カ
ー
ド
、
特
定
個
人
情
報
の
提
供
等
に
関
す
る
命
令
（
平
成
二
十
六
年
総
務
省
令
第
八
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍

線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。）は
、
当
該
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

改

正

後

改

正

前

目
次

目
次

﹇
第
一
章
・
第
二
章

略
﹈

﹇
第
一
章
・
第
二
章

同
上
﹈

第
三
章

個
人
番
号
カ
ー
ド
（
第
十
六
条

第
三
十
九
条
の
二
十
九
）

第
三
章

個
人
番
号
カ
ー
ド
（
第
十
六
条

第
三
十
九
条
）

﹇
第
四
章
〜
第
六
章

略
﹈

﹇
第
四
章
〜
第
六
章

同
上
﹈

附
則

附
則

令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報
〇
デ
ジ
タ
ル
庁

総

務

省
令
第
一
号

情
報
通
信
技
術
の
活
用
に
よ
る
行
政
手
続
等
に
係
る
関
係
者
の
利
便
性
の
向
上
並
び
に
行
政
運
営
の
簡
素
化
及
び
効
率
化
を
図
る
た
め
の
デ
ジ
タ
ル
社
会
形
成
基
本
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
四
十
六
号
）
の
一
部

の
施
行
に
伴
い
、
及
び
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
七
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用

等
に
関
す
る
法
律
に
規
定
す
る
個
人
番
号
、
個
人
番
号
カ
ー
ド
、
特
定
個
人
情
報
の
提
供
等
に
関
す
る
命
令
の
一
部
を
改
正
す
る
命
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

内
閣
総
理
大
臣

石
破

茂

総
務
大
臣

村
上
誠
一
郎





（
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
記
録
事
項
の
閲
覧
又
は
改
変
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
）

（
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
記
録
事
項
の
閲
覧
又
は
改
変
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
）

第
十
九
条

法
第
二
条
第
七
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
措
置
は
、
個
人
番
号
カ
ー
ド
に
組
み
込
ま
れ
た
半
導
体
集

積
回
路
（
半
導
体
集
積
回
路
の
回
路
配
置
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
年
法
律
第
四
十
三
号
）
第
二
条
第
一
項

に
規
定
す
る
半
導
体
集
積
回
路
を
い
う
。
第
三
十
九
条
の
三
に
お
い
て
同
じ
。）に
物
理
的
又
は
電
気
的
な
攻
撃

を
加
え
て
、
カ
ー
ド
記
録
事
項
を
取
得
し
よ
う
と
す
る
行
為
に
対
し
、
カ
ー
ド
記
録
事
項
の
読
取
り
又
は
解
析

を
防
止
す
る
仕
組
み
の
保
持
そ
の
他
の
内
閣
総
理
大
臣
及
び
総
務
大
臣
（
以
下
「
主
務
大
臣
」
と
い
う
。）が
定

め
る
措
置
と
す
る
。

第
十
九
条

法
第
二
条
第
七
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
措
置
は
、
個
人
番
号
カ
ー
ド
に
組
み
込
ま
れ
た
半
導
体
集

積
回
路
（
半
導
体
集
積
回
路
の
回
路
配
置
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
年
法
律
第
四
十
三
号
）
第
二
条
第
一
項

に
規
定
す
る
半
導
体
集
積
回
路
を
い
う
。）に
物
理
的
又
は
電
気
的
な
攻
撃
を
加
え
て
、
カ
ー
ド
記
録
事
項
を
取

得
し
よ
う
と
す
る
行
為
に
対
し
、
カ
ー
ド
記
録
事
項
の
読
取
り
又
は
解
析
を
防
止
す
る
仕
組
み
の
保
持
そ
の
他

の
内
閣
総
理
大
臣
及
び
総
務
大
臣
（
以
下
「
主
務
大
臣
」
と
い
う
。）が
定
め
る
措
置
と
す
る
。

（
カ
ー
ド
代
替
電
磁
的
記
録
の
記
録
事
項
）

第
三
十
九
条

法
第
二
条
第
八
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

第
三
十
九
条

削
除

一

次
の
イ
か
ら
ヘ
ま
で
（
本
人
の
写
真
が
表
示
さ
れ
て
い
な
い
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
交
付
を
受
け
て
い
る
場

合
に
あ
っ
て
は
、
イ
か
ら
ホ
ま
で
）
に
掲
げ
る
カ
ー
ド
代
替
記
録
事
項
に
係
る
電
磁
的
記
録
及
び
当
該
電
磁

的
記
録
の
そ
れ
ぞ
れ
に
付
さ
れ
た
カ
ー
ド
代
替
記
録
事
項
に
係
る
電
磁
的
記
録
の
作
成
ご
と
に
作
成
さ
れ
る

符
号
（
以
下
「
カ
ー
ド
代
替
記
録
乱
数
符
号
」
と
い
う
。）を
主
務
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
従
い
変
換
し
た
符

号
（
第
三
十
九
条
の
五
第
五
項
第
一
号
に
お
い
て
「
カ
ー
ド
代
替
記
録
事
項
等
変
換
符
号
」
と
い
う
。）

イ

氏
名

ロ

住
所
（
国
外
転
出
者
に
あ
っ
て
は
、
国
外
転
出
者
で
あ
る
旨
及
び
そ
の
国
外
転
出
届
に
記
載
さ
れ
た
転

出
の
予
定
年
月
日
）

ハ

生
年
月
日

ニ

性
別

ホ

個
人
番
号

ヘ

本
人
の
写
真

二

カ
ー
ド
代
替
電
磁
的
記
録
利
用
者
が
法
第
十
八
条
の
二
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
カ
ー
ド
代
替
電
磁
的
記
録

の
送
信
を
行
う
に
際
し
て
電
子
署
名
（
電
子
署
名
及
び
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百

二
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
電
子
署
名
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）を
行
う
た
め
に
用
い
る
符
号
（
以
下

「
カ
ー
ド
代
替
電
磁
的
記
録
利
用
者
符
号
」
と
い
う
。）と
当
該
カ
ー
ド
代
替
電
磁
的
記
録
利
用
者
の
使
用
に

係
る
移
動
端
末
設
備
（
法
第
十
八
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
移
動
端
末
設
備
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）を
用

い
て
作
成
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
対
応
す
る
符
号
で
あ
っ
て
、
当
該
電
子
署
名
が
当
該
カ
ー
ド
代
替
電
磁
的
記

録
利
用
者
符
号
を
用
い
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
る
も
の（
以
下「
カ
ー

ド
代
替
電
磁
的
記
録
利
用
者
検
証
符
号
」
と
い
う
。）

三

機
構
が
カ
ー
ド
代
替
電
磁
的
記
録
を
発
行
す
る
に
際
し
て
電
子
署
名
を
行
う
た
め
に
用
い
る
符
号
（
以
下

「
カ
ー
ド
代
替
電
磁
的
記
録
発
行
者
署
名
符
号
」
と
い
う
。）と
機
構
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
を
用
い
て

作
成
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
対
応
す
る
符
号
で
あ
っ
て
、
第
三
十
九
条
の
五
第
五
項
第
一
号
に
規
定
す
る
電
子

署
名
が
カ
ー
ド
代
替
電
磁
的
記
録
発
行
者
署
名
符
号
を
用
い
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
た

め
に
用
い
ら
れ
る
も
の
（
以
下
「
カ
ー
ド
代
替
電
磁
的
記
録
発
行
者
署
名
検
証
符
号
」
と
い
う
。）に
係
る
情

報
（
電
子
署
名
の
基
準
）

第
三
十
九
条
の
二

法
第
二
条
第
八
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
電
子
署
名
の
安
全
性
が
楕
円
曲
線
上
の

点
が
な
す
大
き
さ
二
百
五
十
六
ビ
ッ
ト
以
上
の
群
に
お
け
る
離
散
対
数
の
計
算
の
有
す
る
困
難
性
に
基
づ
く
も

の
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

﹇
新
設
﹈

（
法
第
十
八
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
電
磁
的
記
録
媒
体
）

第
三
十
九
条
の
三

法
第
十
八
条
の
二
第
一
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
電
磁
的
記
録
媒
体
は
、
半
導
体
集
積
回
路

で
あ
っ
て
、
主
務
大
臣
が
定
め
る
技
術
的
基
準
を
満
た
す
も
の
と
す
る
。

﹇
新
設
﹈

令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報 



（
法
第
十
八
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
カ
ー
ド
代
替
記
録
事
項
に
係
る
電
磁
的
記
録
の
送
信
の
方
法
）

第
三
十
九
条
の
四

法
第
十
八
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
カ
ー
ド
代
替
記
録
事
項
に
係
る
電
磁
的
記
録
の
送

信
は
、
移
動
端
末
設
備
の
操
作
に
よ
る
も
の
と
し
、
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
た
送
信
の
方
法
に
関
す
る
技
術
的

基
準
に
つ
い
て
は
、
主
務
大
臣
が
定
め
る
。

﹇
新
設
﹈

（
カ
ー
ド
代
替
電
磁
的
記
録
の
発
行
の
方
法
等
）

第
三
十
九
条
の
五

機
構
は
、
法
第
十
八
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
を
し
た
と
き
は
、
当
該
確
認
の
結

果
を
申
請
者
に
送
信
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

﹇
新
設
﹈

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
送
信
を
受
け
た
申
請
者
は
、
当
該
送
信
を
受
け
た
移
動
端
末
設
備
に
組
み
込
ま
れ
た
電

磁
的
記
録
媒
体
（
法
第
十
八
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
電
磁
的
記
録
媒
体
を
い
う
。
以
下
こ
の
章
に
お
い
て

同
じ
。）に
お
い
て
、
二
組
以
上
の
カ
ー
ド
代
替
電
磁
的
記
録
利
用
者
符
号
及
び
カ
ー
ド
代
替
電
磁
的
記
録
利
用

者
検
証
符
号
を
作
成
し
、
こ
れ
ら
を
当
該
電
磁
的
記
録
媒
体
に
記
録
す
る
も
の
と
す
る
。

３

前
項
の
規
定
に
よ
る
カ
ー
ド
代
替
電
磁
的
記
録
利
用
者
符
号
及
び
カ
ー
ド
代
替
電
磁
的
記
録
利
用
者
検
証
符

号
の
作
成
の
方
法
に
関
す
る
技
術
的
基
準
に
つ
い
て
は
、
主
務
大
臣
が
定
め
る
。

４

申
請
者
は
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
記
録
を
し
た
と
き
は
、
記
録
し
た
カ
ー
ド
代
替
電
磁
的
記
録
利
用
者
検

証
符
号
を
機
構
に
対
し
送
信
す
る
も
の
と
す
る
。

５

前
項
の
規
定
に
よ
る
送
信
を
受
け
た
機
構
は
、
機
構
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
の
操
作
に
よ
り
、
次
に
掲

げ
る
措
置
を
講
じ
る
も
の
と
す
る
。

一

法
第
十
八
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
送
信
を
受
け
た
カ
ー
ド
代
替
記
録
事
項
に
係
る
カ
ー
ド
代
替
記

録
事
項
等
変
換
符
号
及
び
前
項
の
規
定
に
よ
り
送
信
を
受
け
た
カ
ー
ド
代
替
電
磁
的
記
録
利
用
者
検
証
符
号

に
対
し
、
カ
ー
ド
代
替
電
磁
的
記
録
発
行
者
署
名
符
号
を
用
い
て
電
子
署
名
を
行
う
こ
と
。

二

カ
ー
ド
代
替
電
磁
的
記
録
発
行
者
署
名
検
証
符
号
に
係
る
情
報
に
対
し
、
特
定
カ
ー
ド
代
替
電
磁
的
記
録

発
行
者
署
名
符
号
（
機
構
が
カ
ー
ド
代
替
電
磁
的
記
録
を
発
行
す
る
に
際
し
て
電
子
署
名
を
行
う
た
め
に
用

い
る
カ
ー
ド
代
替
電
磁
的
記
録
発
行
者
署
名
符
号
以
外
の
符
号
で
あ
っ
て
、
特
定
カ
ー
ド
代
替
電
磁
的
記
録

発
行
者
署
名
検
証
符
号
（
送
信
を
受
け
た
カ
ー
ド
代
替
電
磁
的
記
録
が
真
正
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す

る
た
め
に
用
い
ら
れ
る
符
号
を
い
う
。
第
三
十
九
条
の
二
十
六
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。）と
機
構
の
使
用
に

係
る
電
子
計
算
機
を
用
い
て
作
成
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
対
応
す
る
も
の
を
い
う
。
第
三
十
九
条
の
十
一
第
二

項
に
お
い
て
同
じ
。）を
用
い
て
電
子
署
名
を
行
う
こ
と
。

６

法
第
十
八
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
カ
ー
ド
代
替
電
磁
的
記
録
の
発
行
は
、
機
構
の
使
用
に
係
る
電
子

計
算
機
の
操
作
に
よ
る
も
の
と
し
、
発
行
す
る
カ
ー
ド
代
替
電
磁
的
記
録
の
数
は
、
二
以
上
と
す
る
。

７

第
一
項
に
規
定
す
る
確
認
の
結
果
の
送
信
及
び
法
第
十
八
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
カ
ー
ド
代
替
電
磁

的
記
録
の
送
信
並
び
に
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
カ
ー
ド
代
替
電
磁
的
記
録
利
用
者
検
証
符
号
の
送
信
は
、
申
請

者
の
使
用
に
係
る
移
動
端
末
設
備
又
は
機
構
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
か
ら
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
相
手

方
で
あ
る
機
構
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
又
は
相
手
方
で
あ
る
申
請
者
の
使
用
に
係
る
移
動
端
末
設
備
に
送

信
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
う
も
の
と
し
、
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
た
送
信
の
方
法
に
関
す
る
技
術
的
基
準
に
つ

い
て
は
、
主
務
大
臣
が
定
め
る
。

（
カ
ー
ド
代
替
電
磁
的
記
録
の
記
録
に
係
る
暗
証
番
号
等
の
設
定
）

第
三
十
九
条
の
六

法
第
十
八
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
申
請
者
が
カ
ー
ド
代
替
電
磁
的
記
録
を
電
磁
的
記

録
媒
体
に
記
録
す
る
と
き
は
、
当
該
申
請
者
は
、
当
該
電
磁
的
記
録
媒
体
に
記
録
さ
れ
た
カ
ー
ド
代
替
電
磁
的

記
録
利
用
者
符
号
を
利
用
す
る
た
め
に
用
い
る
生
体
認
証
符
号
等
（
個
人
の
身
体
の
一
部
の
特
徴
を
移
動
端
末

設
備
の
用
に
供
す
る
た
め
に
変
換
し
た
符
号
そ
の
他
の
申
請
等
を
行
う
者
を
認
証
す
る
た
め
の
符
号
を
い
う
。

第
三
十
九
条
の
二
十
一
に
お
い
て
同
じ
。）又
は
暗
証
番
号
を
設
定
す
る
も
の
と
す
る
。

﹇
新
設
﹈

令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報



（
カ
ー
ド
代
替
電
磁
的
記
録
の
記
録
に
係
る
手
続
）

第
三
十
九
条
の
七

法
第
十
八
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
申
請
者
が
カ
ー
ド
代
替
電
磁
的
記
録
を
電
磁
的
記

録
媒
体
に
記
録
す
る
と
き
は
、
機
構
は
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

﹇
新
設
﹈

一

カ
ー
ド
代
替
電
磁
的
記
録
の
利
用
方
法
そ
の
他
の
カ
ー
ド
代
替
電
磁
的
記
録
の
利
用
に
関
す
る
重
要
な
事

項
に
つ
い
て
の
提
示
を
行
う
こ
と
。

二

そ
の
他
主
務
大
臣
が
必
要
と
認
め
る
措
置

（
カ
ー
ド
代
替
電
磁
的
記
録
の
有
効
期
間
）

第
三
十
九
条
の
八

法
第
十
八
条
の
二
第
五
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
期
間
は
、
カ
ー
ド
代
替
電
磁
的
記
録
の
発

行
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
月
と
す
る
。

﹇
新
設
﹈

（
カ
ー
ド
代
替
電
磁
的
記
録
の
失
効
を
求
め
る
旨
の
届
出
）

第
三
十
九
条
の
九

カ
ー
ド
代
替
電
磁
的
記
録
利
用
者
は
、
機
構
に
対
し
、
そ
の
者
が
発
行
を
受
け
た
カ
ー
ド
代

替
電
磁
的
記
録
の
失
効
を
求
め
る
旨
の
届
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

﹇
新
設
﹈

２

前
項
の
届
出
は
、
機
構
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
カ
ー
ド
代
替
電
磁
的
記
録
を
失
効
さ
せ
る
べ
き
場
合
等
）

第
三
十
九
条
の
十

法
第
十
八
条
の
二
第
八
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

﹇
新
設
﹈

一

カ
ー
ド
代
替
電
磁
的
記
録
利
用
者
符
号
が
漏
え
い
し
、
滅
失
し
、
又
は
毀
損
し
た
と
き
。

二

カ
ー
ド
代
替
電
磁
的
記
録
利
用
者
が
、
そ
の
者
に
係
る
カ
ー
ド
代
替
電
磁
記
録
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録

媒
体
が
組
み
込
ま
れ
た
移
動
端
末
設
備
の
使
用
を
停
止
し
た
と
き
。

三

カ
ー
ド
代
替
電
磁
的
記
録
利
用
者
が
、
そ
の
者
に
係
る
カ
ー
ド
代
替
電
磁
記
録
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録

媒
体
が
組
み
込
ま
れ
た
移
動
端
末
設
備
を
紛
失
し
た
と
き
（
当
該
カ
ー
ド
代
替
電
磁
的
記
録
利
用
者
が
、
第

三
十
九
条
の
十
六
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た
場
合
を
除
く
。）。

２

法
第
十
八
条
の
二
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
機
構
へ
の
届
出
の
通
知
は
、
こ
れ
を
暗
号
化
し
て
行
う
も
の
と
す

る
。

（
カ
ー
ド
代
替
電
磁
的
記
録
の
失
効
事
由
等
）

第
三
十
九
条
の
十
一

法
第
十
八
条
の
二
第
九
項
第
五
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と

す
る
。

﹇
新
設
﹈

一

発
行
さ
れ
た
カ
ー
ド
代
替
電
磁
的
記
録
の
全
部
を
送
信
し
た
と
き
。
た
だ
し
、
発
行
さ
れ
た
カ
ー
ド
代
替

電
磁
的
記
録
の
全
部
を
送
信
し
た
場
合
に
お
い
て
、
カ
ー
ド
代
替
電
磁
的
記
録
を
送
信
し
た
相
手
方
に
当
該

カ
ー
ド
代
替
電
磁
的
記
録
を
送
信
す
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
が
継
続
す
る
と
き
は
、
当
該
カ
ー
ド
代
替
電
磁

的
記
録
を
送
信
し
た
相
手
方
以
外
の
者
か
ら
新
た
に
カ
ー
ド
代
替
電
磁
的
記
録
の
送
信
を
求
め
ら
れ
た
と

き
。

二

カ
ー
ド
代
替
電
磁
的
記
録
の
有
効
期
間
内
に
カ
ー
ド
代
替
電
磁
的
記
録
利
用
者
の
誕
生
日
（
そ
の
者
の
誕

生
日
が
二
月
二
十
九
日
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
の
う
る
う
年
以
外
の
年
に
お
け
る
誕
生
日
は
二
月
二
十
八

日
で
あ
る
も
の
と
み
な
す
。）の
前
日
が
経
過
し
た
と
き
。

三

カ
ー
ド
代
替
電
磁
的
記
録
利
用
者
か
ら
機
構
に
対
し
、
第
三
十
九
条
の
九
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が

あ
っ
た
と
き
。

２

前
項
に
規
定
す
る
場
合
の
ほ
か
、
カ
ー
ド
代
替
電
磁
的
記
録
発
行
者
署
名
符
号
又
は
特
定
カ
ー
ド
代
替
電
磁

的
記
録
発
行
者
署
名
符
号
が
漏
え
い
し
、
滅
失
し
、
又
は
毀
損
し
た
場
合
に
も
、
当
該
カ
ー
ド
代
替
電
磁
的
記

録
発
行
者
署
名
符
号
又
は
特
定
カ
ー
ド
代
替
電
磁
的
記
録
発
行
者
署
名
符
号
に
係
る
カ
ー
ド
代
替
電
磁
的
記
録

は
、
そ
の
効
力
を
失
う
も
の
と
す
る
。

３

機
構
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
カ
ー
ド
代
替
電
磁
的
記
録
の
効
力
が
失
わ
れ
た
と
き
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

の
利
用
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
、
遅
滞
な
く
そ
の
旨
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報 



（
カ
ー
ド
代
替
電
磁
的
記
録
利
用
者
の
失
効
に
係
る
通
知
）

第
三
十
九
条
の
十
二

法
第
十
八
条
の
二
第
十
項
の
規
定
に
よ
る
カ
ー
ド
代
替
電
磁
的
記
録
が
記
録
さ
れ
た
電
磁

的
記
録
媒
体
が
組
み
込
ま
れ
た
移
動
端
末
設
備
へ
の
通
知
は
、
こ
れ
を
暗
号
化
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

﹇
新
設
﹈

（
法
第
十
八
条
の
二
第
十
一
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
由
）

第
三
十
九
条
の
十
三

法
第
十
八
条
の
二
第
十
一
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
由
は
、
第
三
十
九
条
の
十
一
第
一

項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

﹇
新
設
﹈

（
市
町
村
の
長
へ
の
カ
ー
ド
代
替
電
磁
的
記
録
の
発
行
又
は
失
効
に
係
る
通
知
の
方
法
）

第
三
十
九
条
の
十
四

法
第
十
八
条
の
二
第
十
二
項
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
の
長
に
対
す
る
通
知
は
、
こ
れ
を
暗

号
化
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

﹇
新
設
﹈

（
市
町
村
の
長
に
通
知
す
る
事
項
）

第
三
十
九
条
の
十
五

法
第
十
八
条
の
二
第
十
二
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
当
該
カ
ー
ド
代
替
電
磁
的

記
録
を
発
行
し
た
旨
又
は
当
該
カ
ー
ド
代
替
電
磁
的
記
録
の
効
力
が
失
わ
れ
た
旨
と
す
る
。

﹇
新
設
﹈

（
カ
ー
ド
代
替
電
磁
的
記
録
に
関
し
機
構
が
処
理
す
る
事
務
）

第
三
十
九
条
の
十
六

法
第
十
八
条
の
二
第
十
三
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

﹇
新
設
﹈

一

カ
ー
ド
代
替
電
磁
的
記
録
の
利
用
を
一
時
停
止
す
る
旨
の
届
出
の
受
付
に
関
す
る
事
務

二

カ
ー
ド
代
替
電
磁
的
記
録
に
係
る
住
民
か
ら
の
問
合
せ
へ
の
対
応

（
運
用
規
程
）

第
三
十
九
条
の
十
七

機
構
は
、
カ
ー
ド
代
替
電
磁
的
記
録
に
係
る
業
務
の
実
施
の
た
め
の
手
続
そ
の
他
必
要
な

事
項
を
定
め
た
運
用
規
程
を
作
成
し
、
こ
れ
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

﹇
新
設
﹈

（
カ
ー
ド
代
替
電
磁
的
記
録
利
用
者
符
号
の
適
切
な
管
理
の
方
法
）

第
三
十
九
条
の
十
八

カ
ー
ド
代
替
電
磁
的
記
録
利
用
者
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
カ
ー
ド
代
替
電
磁

的
記
録
利
用
者
符
号
の
漏
え
い
、
滅
失
又
は
毀
損
の
防
止
そ
の
他
当
該
カ
ー
ド
代
替
電
磁
的
記
録
利
用
者
符
号

の
適
切
な
管
理
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

﹇
新
設
﹈

一

カ
ー
ド
代
替
電
磁
的
記
録
に
係
る
カ
ー
ド
代
替
電
磁
的
記
録
利
用
者
符
号
の
記
録
さ
れ
た
電
磁
的
記
録
媒

体
が
組
み
込
ま
れ
た
移
動
端
末
設
備
を
他
人
に
譲
渡
し
、
又
は
み
だ
り
に
貸
与
し
な
い
こ
と
。

二

第
三
十
九
条
の
六
の
規
定
に
よ
り
設
定
し
た
暗
証
番
号
を
み
だ
り
に
他
人
に
知
ら
せ
な
い
こ
と
。

（
電
磁
的
記
録
の
保
存
）

第
三
十
九
条
の
十
九

機
構
は
、
カ
ー
ド
代
替
電
磁
的
記
録
の
発
行
及
び
失
効
等
に
係
る
電
磁
的
記
録
を
次
の
各

号
に
掲
げ
る
電
磁
的
記
録
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
期
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

﹇
新
設
﹈

一

法
第
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
カ
ー
ド
代
替
電
磁
的
記
録
の
申
請
に
係
る
電
磁
的
記
録

当
該

電
磁
的
記
録
の
送
信
を
受
け
た
日
か
ら
起
算
し
て
十
五
年
を
経
過
す
る
日

二

法
第
十
八
条
の
二
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
通
知
に
係
る
電
磁
的
記
録

当
該
電
磁
的
記
録
の
送
信

を
受
け
た
日
か
ら
起
算
し
て
十
年
を
経
過
す
る
日

三

法
第
十
八
条
の
二
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
カ
ー
ド
代
替
電
磁
的
記
録
の
失
効
に
関
す
る
電
磁
的
記
録

当

該
電
磁
的
記
録
を
作
成
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
十
年
を
経
過
す
る
日

四

内
閣
総
理
大
臣
が
行
う
法
第
十
八
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
に
係
る
電
磁
的
記
録

当
該
電
磁

的
記
録
を
作
成
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
十
年
を
経
過
す
る
日

五

内
閣
総
理
大
臣
が
行
う
法
第
十
八
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
に
係
る
電
磁
的
記
録

当
該
電
磁

的
記
録
を
作
成
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
十
年
を
経
過
す
る
日

（
カ
ー
ド
代
替
電
磁
的
記
録
に
関
す
る
技
術
的
基
準
）

第
三
十
九
条
の
二
十

カ
ー
ド
代
替
電
磁
的
記
録
に
関
す
る
技
術
的
基
準
は
、
主
務
大
臣
が
定
め
る
。

﹇
新
設
﹈

令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報



（
カ
ー
ド
代
替
電
磁
的
記
録
利
用
者
本
人
が
カ
ー
ド
代
替
電
磁
的
記
録
の
送
信
を
行
っ
た
こ
と
を
確
認
す
る
た

め
の
措
置
）

第
三
十
九
条
の
二
十
一

法
第
十
八
条
の
三
第
一
項
第
三
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
措
置
は
、
第
三
十
九
条
の
六

の
規
定
に
よ
り
設
定
し
た
生
体
認
証
符
号
等
の
使
用
又
は
暗
証
番
号
の
入
力
と
す
る
。

﹇
新
設
﹈

（
法
第
十
八
条
の
三
第
一
項
第
四
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
基
準
）

一

電
磁
的
記
録
媒
体
に
ア
ク
セ
ス
す
る
こ
と
が
で
き
る
機
能
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

カ
ー
ド
代
替
電
磁
的
記
録
利
用
者
が
カ
ー
ド
代
替
電
磁
的
記
録
を
送
信
す
る
に
際
し
て
、
カ
ー
ド
代
替
記

録
事
項
及
び
カ
ー
ド
代
替
記
録
乱
数
符
号
に
対
し
、
カ
ー
ド
代
替
電
磁
的
記
録
利
用
者
符
号
を
用
い
て
電
子

署
名
を
行
う
機
能
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三

カ
ー
ド
代
替
電
磁
的
記
録
利
用
者
が
カ
ー
ド
代
替
電
磁
的
記
録
を
送
信
す
る
に
際
し
て
、
当
該
送
信
に
係

る
カ
ー
ド
代
替
記
録
事
項
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
機
能
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

四

過
去
に
カ
ー
ド
代
替
電
磁
的
記
録
の
送
信
を
行
っ
た
相
手
方
以
外
の
者
に
対
し
て
は
、
当
該
送
信
さ
れ
た

カ
ー
ド
代
替
電
磁
的
記
録
を
送
信
し
な
い
機
能
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

五

過
去
に
カ
ー
ド
代
替
電
磁
的
記
録
の
送
信
を
行
っ
た
相
手
方
以
外
の
者
に
対
す
る
カ
ー
ド
代
替
電
磁
的
記

録
の
送
信
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
場
合
に
は
、
機
構
に
対
し
て
そ
の
旨
の
通
知
を
送
信
す
る
機
能

を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

六

法
第
十
八
条
の
四
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
正
常
に
通
信
で
き
る
機
能
を
有
す
る

も
の
で
あ
る
こ
と
。

七

前
号
の
通
信
を
暗
号
化
し
て
行
う
機
能
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（
カ
ー
ド
代
替
電
磁
的
記
録
送
信
用
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
認
定
に
係
る
公
示
の
方
法
）

第
三
十
九
条
の
二
十
三

法
第
十
八
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
認

定
に
係
る
公
示
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
方
法
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

﹇
新
設
﹈

（
カ
ー
ド
代
替
電
磁
的
記
録
送
信
用
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
認
定
の
取
消
し
等
）

第
三
十
九
条
の
二
十
四

内
閣
総
理
大
臣
は
、
法
第
十
八
条
の
三
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
同
項

各
号
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
し
な
く
な
っ
た
と
き
そ
の
他
内
閣
総
理
大
臣
が
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
認

定
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

﹇
新
設
﹈

２

内
閣
総
理
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
を
取
り
消
し
た
と
き
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他

の
方
法
に
よ
り
公
示
す
る
も
の
と
す
る
。

第
三
十
九
条
の
二
十
二

法
第
十
八
条
の
三
第
一
項
第
四
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す

る
。

﹇
新
設
﹈

（
カ
ー
ド
代
替
電
磁
的
記
録
の
送
信
が
カ
ー
ド
代
替
電
磁
的
記
録
利
用
者
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
こ
と
を
確
認
す

る
た
め
の
措
置
）

第
三
十
九
条
の
二
十
五

法
第
十
八
条
の
四
第
一
項
第
一
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
措
置
は
、
送
信
を
受
け
た

カ
ー
ド
代
替
記
録
事
項
及
び
カ
ー
ド
代
替
記
録
乱
数
符
号
に
対
し
て
行
わ
れ
た
電
子
署
名
が
、
当
該
カ
ー
ド
代

替
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
カ
ー
ド
代
替
電
磁
的
記
録
利
用
者
検
証
符
号
に
対
応
す
る
カ
ー
ド
代
替
電
磁
的

記
録
利
用
者
符
号
を
用
い
て
行
わ
れ
た
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
と
す
る
。

﹇
新
設
﹈

（
カ
ー
ド
代
替
電
磁
的
記
録
に
つ
い
て
改
変
が
行
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
の
措
置
）

第
三
十
九
条
の
二
十
六

法
第
十
八
条
の
四
第
一
項
第
二
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
措
置
は
、
次
に
掲
げ
る
措
置

と
す
る
。

﹇
新
設
﹈

一

第
三
十
九
条
の
五
第
五
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
電
子
署
名
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
、
送
信
を
受
け
た
カ
ー

ド
代
替
電
磁
的
記
録
に
係
る
特
定
カ
ー
ド
代
替
電
磁
的
記
録
発
行
者
署
名
検
証
符
号
に
よ
り
確
認
す
る
こ

と
。

二

第
三
十
九
条
の
五
第
五
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
電
子
署
名
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
、
送
信
を
受
け
た
カ
ー

ド
代
替
電
磁
的
記
録
に
係
る
カ
ー
ド
代
替
電
磁
的
記
録
発
行
者
署
名
検
証
符
号
に
よ
り
確
認
す
る
こ
と
。

令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報 



（
法
第
十
八
条
の
四
第
一
項
第
三
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
機
能
）

第
三
十
九
条
の
二
十
七

法
第
十
八
条
の
四
第
一
項
第
三
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
機
能
は
、
次
に
掲
げ
る
機
能

と
す
る
。

﹇
新
設
﹈

一

法
第
十
八
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
正
常
に
通
信
で
き
る
機
能

二

前
号
の
通
信
を
暗
号
化
し
て
行
う
機
能

（
カ
ー
ド
代
替
電
磁
的
記
録
確
認
用
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
認
定
に
係
る
公
示
の
方
法
）

第
三
十
九
条
の
二
十
八

法
第
十
八
条
の
四
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
認

定
に
係
る
公
示
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
方
法
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

﹇
新
設
﹈

（
カ
ー
ド
代
替
電
磁
的
記
録
確
認
用
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
認
定
の
取
消
し
等
）

第
三
十
九
条
の
二
十
九

内
閣
総
理
大
臣
は
、
法
第
十
八
条
の
四
第
二
項
の
認
定
を
受
け
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
同
条

第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
機
能
を
有
し
な
い
と
認
め
る
と
き
そ
の
他
内
閣
総
理
大
臣
が
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、

そ
の
認
定
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

﹇
新
設
﹈

２

内
閣
総
理
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
を
取
り
消
し
た
と
き
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他

の
方
法
に
よ
り
公
示
す
る
も
の
と
す
る
。

（
情
報
提
供
者
に
よ
る
利
用
特
定
個
人
情
報
の
提
供
の
方
法
等
）

（
情
報
提
供
者
に
よ
る
利
用
特
定
個
人
情
報
の
提
供
の
方
法
等
）

第
四
十
六
条

令
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
利
用
特
定
個
人
情
報
の
提
供
は
、
電
子
計
算
機
の
操
作
に
よ
る
も

の
と
し
、情
報
提
供
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
た
送
信
の
方
法
に
関
す
る
技
術
的
基
準
に
つ
い
て
は
、

内
閣
総
理
大
臣
が
定
め
る
。

第
四
十
六
条

令
第
二
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
利
用
特
定
個
人
情
報
の
提
供
は
、
電
子
計
算
機
の
操
作
に
よ
る
も

の
と
し
、情
報
提
供
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
た
送
信
の
方
法
に
関
す
る
技
術
的
基
準
に
つ
い
て
は
、

内
閣
総
理
大
臣
が
定
め
る
。

﹇
２

略
﹈

﹇
２

同
上
﹈

３

令
第
二
十
九
条
の
デ
ジ
タ
ル
庁
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

３

令
第
二
十
八
条
の
デ
ジ
タ
ル
庁
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

﹇
一
・
二

略
﹈

﹇
一
・
二

同
上
﹈

（
情
報
提
供
等
の
記
録
等
）

（
情
報
提
供
等
の
記
録
等
）

第
四
十
七
条

﹇
略
﹈

第
四
十
七
条

﹇
同
上
﹈

２

情
報
照
会
者
及
び
情
報
提
供
者
は
、
法
第
二
十
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
記
録
に
つ
い
て
、
法

第
二
条
第
九
項
に
規
定
す
る
個
人
番
号
を
用
い
て
、当
該
記
録
に
係
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
も
の
と
す
る
。

２

情
報
照
会
者
及
び
情
報
提
供
者
は
、
法
第
二
十
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
記
録
に
つ
い
て
、
法

第
二
条
第
八
項
に
規
定
す
る
個
人
番
号
を
用
い
て
、当
該
記
録
に
係
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
も
の
と
す
る
。

﹇
３

略
﹈

﹇
３

同
上
﹈

（
法
第
十
九
条
第
九
号
の
規
定
に
よ
る
利
用
特
定
個
人
情
報
の
提
供
）

（
法
第
十
九
条
第
九
号
の
規
定
に
よ
る
利
用
特
定
個
人
情
報
の
提
供
）

第
四
十
八
条

第
四
十
一
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
は
、
法
第
十
九
条
第
九
号
の
規
定
に
よ
る
条
例
事
務
関
係
情

報
照
会
者
に
よ
る
利
用
特
定
個
人
情
報
の
提
供
の
求
め
及
び
条
例
事
務
関
係
情
報
提
供
者
に
よ
る
利
用
特
定
個

人
情
報
の
提
供
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄

に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
四
十
八
条

﹇
同
上
﹈

第
四
十
一
条
第
一
項

第
二
十
六
条
第
一
項

第
三
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
令

第
二
十
六
条
第
一
項

第
四
十
一
条
第
一
項

第
二
十
六
条
第
一
項

第
二
十
九
条
の
二
に
お
い
て
準
用
す

る
令
第
二
十
六
条
第
一
項

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

﹇
同
上
﹈

﹇
同
上
﹈

﹇
同
上
﹈

第
四
十
一
条
第
二
項

第
二
十
六
条
第
五
項

第
三
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
令

第
二
十
六
条
第
五
項

第
四
十
一
条
第
二
項

第
二
十
六
条
第
五
項

第
二
十
九
条
の
二
に
お
い
て
準
用
す

る
令
第
二
十
六
条
第
五
項

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

﹇
同
上
﹈

﹇
同
上
﹈

﹇
同
上
﹈
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第
四
十
二
条

第
二
十
七
条
第
二
項
第
一
号
及
び

第
二
号

第
三
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
令

第
二
十
七
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第

二
号

第
四
十
二
条

第
二
十
七
条
第
二
項
第
一
号
及
び

第
二
号

第
二
十
九
条
の
二
に
お
い
て
準
用
す

る
令
第
二
十
七
条
第
二
項
第
一
号
及

び
第
二
号

第
四
十
三
条

第
二
十
七
条
第
四
項

第
三
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
令

第
二
十
七
条
第
四
項

第
四
十
三
条

第
二
十
七
条
第
四
項

第
二
十
九
条
の
二
に
お
い
て
準
用
す

る
令
第
二
十
七
条
第
四
項

第
四
十
四
条
第
一
項
及
び
第

二
項

第
二
十
七
条
第
三
項

第
三
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
令

第
二
十
七
条
第
三
項

第
四
十
四
条
第
一
項
及
び
第

二
項

第
二
十
七
条
第
三
項

第
二
十
九
条
の
二
に
お
い
て
準
用
す

る
令
第
二
十
七
条
第
三
項

第
四
十
五
条

第
二
十
七
条
第
六
項

第
三
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
令

第
二
十
七
条
第
六
項

第
四
十
五
条

第
二
十
七
条
第
六
項

第
二
十
九
条
の
二
に
お
い
て
準
用
す

る
令
第
二
十
七
条
第
六
項

第
四
十
六
条
第
一
項

第
二
十
九
条

第
三
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
令

第
二
十
九
条

第
四
十
六
条
第
一
項

第
二
十
八
条

第
二
十
九
条
の
二
に
お
い
て
準
用
す

る
令
第
二
十
八
条

第
四
十
六
条
第
三
項

第
二
十
九
条

第
三
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
令

第
二
十
九
条

第
四
十
六
条
第
三
項

第
二
十
八
条

第
二
十
九
条
の
二
に
お
い
て
準
用
す

る
令
第
二
十
八
条

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

﹇
同
上
﹈

﹇
同
上
﹈

﹇
同
上
﹈

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

﹇
同
上
﹈

﹇
同
上
﹈

﹇
同
上
﹈

（
利
用
特
定
個
人
情
報
の
提
供
の
求
め
等
に
係
る
電
子
計
算
機
の
設
置
等
関
連
事
務
の
委
任
）

（
利
用
特
定
個
人
情
報
の
提
供
の
求
め
等
に
係
る
電
子
計
算
機
の
設
置
等
関
連
事
務
の
委
任
）

第
四
十
九
条

都
道
府
県
知
事
、
市
町
村
長
、
一
部
事
務
組
合
の
管
理
者
（
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律

第
六
十
七
号
）
第
二
百
八
十
七
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
管
理
者
に
代
え
て
理
事
会
を
置
く
同
法
第
二
百

八
十
五
条
の
一
部
事
務
組
合
に
あ
っ
て
は
、
理
事
会
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。）若
し
く
は
広
域
連
合
の
長
（
同

法
第
二
百
九
十
一
条
の
十
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
百
八
十
七
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
長
に
代

え
て
理
事
会
を
置
く
広
域
連
合
に
あ
っ
て
は
、
理
事
会
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。）又
は
被
災
者
生
活
再
建
支
援

法
（
平
成
十
年
法
律
第
六
十
六
号
）
第
六
条
第
一
項
に
基
づ
き
内
閣
総
理
大
臣
が
指
定
し
た
被
災
者
生
活
再
建

支
援
法
人
（
次
項
及
び
次
条
第
一
項
に
お
い
て
「
支
援
法
人
」
と
い
う
。）は
、
機
構
に
、
次
に
掲
げ
る
事
務
に

係
る
法
第
二
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
電
子
計
算
機
及
び
法
第
二
条
第
十
五
項
に
規
定
す
る
電
気
通
信
回
線

の
一
部
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
事
務
（
以
下
「
利
用
特
定
個
人
情
報
の
提
供
の
求
め
等
に
係
る
電
子
計
算

機
の
設
置
等
関
連
事
務
」
と
い
う
。）を
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
四
十
九
条

都
道
府
県
知
事
、
市
町
村
長
、
一
部
事
務
組
合
の
管
理
者
（
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律

第
六
十
七
号
）
第
二
百
八
十
七
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
管
理
者
に
代
え
て
理
事
会
を
置
く
同
法
第
二
百

八
十
五
条
の
一
部
事
務
組
合
に
あ
っ
て
は
、
理
事
会
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。）若
し
く
は
広
域
連
合
の
長
（
同

法
第
二
百
九
十
一
条
の
十
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
百
八
十
七
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
長
に
代

え
て
理
事
会
を
置
く
広
域
連
合
に
あ
っ
て
は
、
理
事
会
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。）又
は
被
災
者
生
活
再
建
支
援

法
（
平
成
十
年
法
律
第
六
十
六
号
）
第
六
条
第
一
項
に
基
づ
き
内
閣
総
理
大
臣
が
指
定
し
た
被
災
者
生
活
再
建

支
援
法
人
（
次
項
及
び
次
条
第
一
項
に
お
い
て
「
支
援
法
人
」
と
い
う
。）は
、
機
構
に
、
次
に
掲
げ
る
事
務
に

係
る
法
第
二
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
電
子
計
算
機
及
び
法
第
二
条
第
十
四
項
に
規
定
す
る
電
気
通
信
回
線

の
一
部
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
事
務
（
以
下
「
利
用
特
定
個
人
情
報
の
提
供
の
求
め
等
に
係
る
電
子
計
算

機
の
設
置
等
関
連
事
務
」
と
い
う
。）を
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

﹇
一
・
二

略
﹈

﹇
一
・
二

同
上
﹈

﹇
２
・
３

略
﹈

﹇
２
・
３

同
上
﹈

（
交
付
金
）

（
交
付
金
）

第
五
十
条

委
任
都
道
府
県
知
事
等
（
支
援
法
人
を
除
く
。）の
統
括
す
る
都
道
府
県
、
市
町
村
若
し
く
は
一
部
事

務
組
合
若
し
く
は
広
域
連
合
又
は
支
援
法
人
は
、
機
構
に
対
し
て
、
当
該
委
任
都
道
府
県
知
事
等
又
は
当
該
支

援
法
人
が
行
わ
せ
る
こ
と
と
し
た
利
用
特
定
個
人
情
報
の
提
供
の
求
め
等
に
係
る
電
子
計
算
機
の
設
置
等
関
連

事
務
（
法
第
二
条
第
十
五
項
に
規
定
す
る
電
気
通
信
回
線
の
一
部
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
事
務
を
除
く
。）

に
要
す
る
費
用
に
相
当
す
る
金
額
を
交
付
金
と
し
て
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

第
五
十
条

委
任
都
道
府
県
知
事
等
（
支
援
法
人
を
除
く
。）の
統
括
す
る
都
道
府
県
、
市
町
村
若
し
く
は
一
部
事

務
組
合
若
し
く
は
広
域
連
合
又
は
支
援
法
人
は
、
機
構
に
対
し
て
、
当
該
委
任
都
道
府
県
知
事
等
又
は
当
該
支

援
法
人
が
行
わ
せ
る
こ
と
と
し
た
利
用
特
定
個
人
情
報
の
提
供
の
求
め
等
に
係
る
電
子
計
算
機
の
設
置
等
関
連

事
務
（
法
第
二
条
第
十
四
項
に
規
定
す
る
電
気
通
信
回
線
の
一
部
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
事
務
を
除
く
。）

に
要
す
る
費
用
に
相
当
す
る
金
額
を
交
付
金
と
し
て
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

﹇
２

略
﹈

﹇
２

同
上
﹈

備
考

表
中
の
﹇

﹈
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。

附

則

こ
の
命
令
は
、
情
報
通
信
技
術
の
活
用
に
よ
る
行
政
手
続
等
に
係
る
関
係
者
の
利
便
性
の
向
上
並
び
に
行
政
運
営
の
簡
素
化
及
び
効
率
化
を
図
る
た
め
の
デ
ジ
タ
ル
社
会
形
成
基
本
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲

げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
令
和
七
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報 



〇

〇

省

令

別
表
第
一
資
産
の
部
中「

リ
ー
ス
資
産
」

を「
使
用
権
資
産
」

に
、

を 「
繰
延
税
金
資
産

使
用
権
資
産

」

に
改
め
る
。

「
繰
延
税
金
資
産

」

別
表
第
一
負
債
の
部
中「

リ
ー
ス
債
務
」

を「
リ
ー
ス
負
債
」

に
改
め
る
。

別
表
第
一
収
益
及
び
費
用
の
部
中「

営
業
外
費
用

支
払
利
息

」

を 「
営
業
外
費
用

支
払
利
息

リ
ー
ス
負
債
に
係
る
利
息
費
用

」

に
改
め
る
。

別
記
第
一
号
様
式
中「

リ
ー
ス
資
産
」

を「
使
用
権
資
産
」

に
、

「
繰
延
税
金
資
産

×
×
×

×
×
×
」

を「
繰
延
税
金
資
産

×
×
×

×
×
×

×
×
×
」

に
、

「
リ
ー
ス
債
務
」

を「
リ
ー
ス
負
債
」

に
改
め
る
。

使
用
権
資
産

×
×
×

別
記
第
二
号
様
式
中「

営
業
費
用

×
×
×














×
×
×














営
業
利
益
（
又
は
営
業
損
失
）

×
×
×














×
×
×













」

を「
営
業
費
用

×
×
×














×
×
×














営
業
利
益
（
又
は
営
業
損
失
）

×
×
×














×
×
×













」

に
、

「
支
払
利
息

×
×
×

×
×
×
」

を「
支
払
利
息

×
×
×

×
×
×

リ
ー
ス
負
債
に
係
る
利
息
費
用

×
×
×

×
×
×
」

に
改
め
る
。

別
記
第
七
号
様
式
中「
リ
ー
ス
資
産
」

を「
使
用
権
資
産
」

に
、

を 「
長
期
前
払
費
用

使
用
権
資
産
（
投
資
そ

の
他
の
資
産
）

」

に
改
め
る
。

別
記
第
九
号
様
式
中「

リ
ー
ス
債
務
」

を「
リ
ー
ス
負
債
」

に
改
め
る
。

別
記
第
十
二
号
様
式
及
び
別
記
第
十
三
号
様
式
中「

リ
ー
ス
資
産
」

を「
使
用
権
資
産
」

に
改
め
る
。

「
長
期
前
払
費
用

」

令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報 (分冊の)

特
定
複
合
観
光
施
設
区
域
整
備
法
に
基
づ
く
カ
ジ
ノ
事
業
者
又
は
カ
ジ
ノ
施
設
供
用
事
業
者
が
行
う
設
置
運
営
事
業
等
の
監
査
及
び
会
計
に
関
す
る
命
令
の
一
部
を
改
正
す
る
命
令

特
定
複
合
観
光
施
設
区
域
整
備
法
に
基
づ
く
カ
ジ
ノ
事
業
者
又
は
カ
ジ
ノ
施
設
供
用
事
業
者
が
行
う
設
置
運
営
事
業
等
の
監
査
及
び
会
計
に
関
す
る
命
令
（
令
和
四
年
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
規
則

国
土
交
通
省
令
第
一
号
）の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

〇
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
規
則

国
土
交
通
省
令
第
一
号

特
定
複
合
観
光
施
設
区
域
整
備
法
（
平
成
三
十
年
法
律
第
八
十
号
）
第
二
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
特
定
複
合
観
光
施
設
区
域
整
備
法
に
基
づ
く
カ
ジ
ノ
事
業
者
又
は
カ
ジ
ノ
施
設
供
用
事
業
者
が
行
う
設
置
運
営
事
業
等
の
監
査

及
び
会
計
に
関
す
る
命
令
の
一
部
を
改
正
す
る
命
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
委
員
長

佐
藤

隆
文

国
土
交
通
大
臣

中
野

洋
昌





別
記
第
十
六
号
様
式
中「

リ
ー
ス
資
産
」

を「
使
用
権
資
産
」

に
、

「
繰
延
税
金
資
産

×
×
×

×
×
×
」

を「
繰
延
税
金
資
産

×
×
×

×
×
×

使
用
権
資
産

×
×
×

×
×
×
」

に
、

「
リ
ー
ス
債
務
」

を「
リ
ー
ス
負
債
」

に
改
め
る
。

別
記
第
十
七
号
様
式
中「

支
払
利
息

×
×
×

×
×
×
」

を「
支
払
利
息

×
×
×

×
×
×

リ
ー
ス
負
債
に
係
る
利
息
費
用

×
×
×

×
×
×
」

に
改

め
る
。

別
記
第
二
十
二
号
様
式
中「

短
期
借
入
金

×
×
×

×
×
×
」

を「
短
期
借
入
金

×
×
×

×
×
×

リ
ー
ス
負
債

×
×
×

×
×
×
」

に
、

「
長
期

借
入
金

×
×
×

×
×
×
」

を「
長
期
借
入
金

×
×
×

×
×
×

リ
ー
ス
負
債

×
×
×

×
×
×
」

に
改
め
る
。

別
記
第
二
十
三
号
様
式
中「

支
払
利
息

×
×
×

×
×
×
」

を「
支
払
利
息

×
×
×

×
×
×

リ
ー
ス
負
債
に
係
る
利
息
費
用

×
×
×

×
×
×
」

に

改
め
る
。

別
記
第
二
十
六
号
様
式
中「

短
期
借
入
金

×
×
×

×
×
×
」

を「
短
期
借
入
金

×
×
×

×
×
×

リ
ー
ス
負
債

×
×
×

×
×
×
」

ス
債
務
」

を「
リ
ー
ス
負
債
」

に
、

「
そ
の
他
の
包
括
利
益
累
計
額
合
計

×
×
×

×
×
×
」

を「
そ
の
他
の
包
括
利
益
累
計
額
合
計

×
×
×














×
×
×














新
株
予
約
権

×
×
×

×
×
×
」

に
改
め
る
。

に
、

「
リ
ー

別
記
第
二
十
七
号
様
式
中「

支
払
利
息

×
×
×

×
×
×
」

を「
支
払
利
息

×
×
×

×
×
×

リ
ー
ス
負
債
に
係
る
利
息
費
用

×
×
×

×
×
×
」

に

改
め
る
。住

民
基
本
台
帳
法
施
行
規
則
及
び
住
民
基
本
台
帳
の
一
部
の
写
し
の
閲
覧
並
び
に
住
民
票
の
写
し
等
及
び
除
票
の
写
し
等
の
交
付
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
住
民
基
本
台
帳
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

住
民
基
本
台
帳
法
施
行
規
則
（
平
成
十
一
年
自
治
省
令
第
三
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
破
線
を
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

（
情
報
通
信
技
術
活
用
法
の
適
用
）

（
情
報
通
信
技
術
活
用
法
の
適
用
）

第
五
十
二
条

法
及
び
令
の
規
定
に
よ
る
申
請
等
（
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律

（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
一
号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
情
報
通
信
技
術
活
用
法
」
と
い
う
。）第
三
条

第
八
号
に
規
定
す
る
申
請
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。）に
つ
い
て
情
報
通
信
技
術
活
用
法
第
六

条
第
六
項
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
け
る
同
項
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
の
表
の
上

第
五
十
二
条

法
及
び
令
の
規
定
に
よ
る
申
請
等
（
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律

（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
一
号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
情
報
通
信
技
術
活
用
法
」
と
い
う
。）第
三
条

第
八
号
に
規
定
す
る
申
請
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。）に
つ
い
て
情
報
通
信
技
術
活
用
法
第
六

条
第
六
項
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
け
る
同
項
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
申
請
等
を
す

令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
命
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
命
令
に
よ
る
改
正
後
の
特
定
複
合
観
光
施
設
区
域
整
備
法
に
基
づ
く
カ
ジ
ノ
事
業
者
又
は
カ
ジ
ノ
施
設
供
用
事
業
者
が
行
う
設
置
運
営
事
業
等
の
監
査
及
び
会
計
に
関
す
る
命
令
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
新
命
令
」
と
い
う
。）の

規
定
は
、
令
和
九
年
四
月
一
日
以
後
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
係
る
会
計
の
整
理
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
た
だ
し
、
令
和
七
年
四
月
一
日
以
後
に
開
始
す

る
事
業
年
度
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
新
命
令
の
規
定
を
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

〇
総
務
省
令
第
二
十
二
号

情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
及
び
第
六
項
並
び
に
第
七
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
住
民
基
本
台
帳
法
施
行
規
則
及
び
住
民
基
本
台
帳
の
一
部
の
写

し
の
閲
覧
並
び
に
住
民
票
の
写
し
等
及
び
除
票
の
写
し
等
の
交
付
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

総
務
大
臣

村
上
誠
一
郎





申
請
等
を
す
る
者
に
つ
い
て
対
面

に
よ
り
本
人
確
認
を
す
る
必
要
が

あ
る
場
合

法
第
二
十
二
条
第
一
項
、
第
二
十

三
条
、
第
二
十
四
条
（
法
第
二
十

四
条
の
二
第
一
項
本
文
及
び
第
二

項
本
文
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る

場
合
を
除
く
。）、
第
二
十
五
条
及

び
第
三
十
条
の
四
十
六
か
ら
第
三

十
条
の
四
十
八
ま
で

法
第
二
十
七
条
第
二
項
に
規
定

す
る
届
出
の
任
に
当
た
っ
て
い

る
者
が
本
人
で
あ
る
か
ど
う
か

の
確
認

法
第
三
十
条
の
四
第
一
項

令
第
三
十
条
の
三
に
規
定
す
る

書
類
の
提
示

申
請
等
に
係
る
書
面
等
（
情
報
通

信
技
術
活
用
法
第
三
条
第
五
号
に

規
定
す
る
書
面
等
を
い
う
。
次
項

お
い
て
同
じ
。）の
う
ち
に
そ
の
原

本
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
も
の

が
あ
る
場
合

令
第
三
十
条
の
十
四
第
一
項

令
第
三
十
条
の
十
四
第
一
項
に

規
定
す
る
戸
籍
謄
本
等
そ
の
他

総
務
省
令
で
定
め
る
書
面
の
添

付

令
第
三
十
条
の
十
四
第
三
項

令
第
三
十
条
の
十
四
第
三
項
に

規
定
す
る
戸
籍
謄
本
等
そ
の
他

総
務
省
令
で
定
め
る
書
面
の
添

付

令
第
三
十
条
の
十
六
第
一
項

令
第
三
十
条
の
十
六
第
一
項
に

規
定
す
る
通
称
と
し
て
記
載
を

求
め
る
呼
称
が
居
住
関
係
の
公

証
の
た
め
に
住
民
票
に
記
載
が

さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
こ

と
を
証
す
る
に
足
り
る
資
料
の

提
示

２

法
及
び
令
の
規
定
に
よ
る
処
分
通
知
等
（
情
報
通
信
技
術
活
用
法
第
三
条
第
九
号
に
規
定
す
る
処
分
通
知
等

を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。）に
つ
い
て
情
報
通
信
技
術
活
用
法
第
七
条
第
五
項
の
規
定
を
適
用
す

る
場
合
に
お
け
る
同
項
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
場
合
と
し
、
同

項
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
が
著
し
く
困
難
又
は
不
適
当
と
認
め

ら
れ
る
部
分
は
、
同
欄
に
掲
げ
る
場
合
に
応
じ
、
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
よ
る
処
分
通
知
等
の
う
ち
同

表
の
下
欄
に
掲
げ
る
部
分
と
す
る
。

２

法
及
び
令
の
規
定
に
よ
る
処
分
通
知
等
（
情
報
通
信
技
術
活
用
法
第
三
条
第
九
号
に
規
定
す
る
処
分
通
知
等

を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。）に
つ
い
て
情
報
通
信
技
術
活
用
法
第
七
条
第
五
項
の
規
定
を
適
用
す

る
場
合
に
お
け
る
同
項
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
処
分
通
知
等
を
受
け
る
者
に
つ
い
て
対
面

に
よ
り
本
人
確
認
を
す
る
必
要
が
あ
り
、
か
つ
、
処
分
通
知
等
に
係
る
書
面
等
の
う
ち
に
そ
の
原
本
を
交
付
す

る
必
要
が
あ
る
も
の
が
あ
る
場
合
と
し
、
当
該
場
合
に
該
当
す
る
処
分
通
知
等
は
、
令
第
二
十
四
条
の
規
定
に

よ
る
処
分
通
知
等
と
す
る
。

処
分
通
知
等
に
係
る
書
面
等
の
う

ち
に
そ
の
原
本
を
交
付
す
る
必
要

が
あ
る
も
の
が
あ
る
場
合

令
第
二
十
四
条

令
第
二
十
四
条
第
一
項
又
は
第

二
項
に
規
定
す
る
転
出
証
明
書

の
交
付
又
は
再
交
付

欄
に
掲
げ
る
場
合
と
し
、
同
項
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
が
著
し

く
困
難
又
は
不
適
当
と
認
め
ら
れ
る
部
分
は
、
同
欄
に
掲
げ
る
場
合
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
中
欄
に
掲
げ

る
規
定
に
よ
る
申
請
等
の
う
ち
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
部
分
と
す
る
。

る
者
に
つ
い
て
対
面
に
よ
り
本
人
確
認
を
す
る
必
要
が
あ
り
、
か
つ
、
申
請
等
に
係
る
書
面
等
（
情
報
通
信
技

術
活
用
法
第
三
条
第
五
号
に
規
定
す
る
書
面
等
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。）の
う
ち
に
そ
の
原
本
を
確
認

す
る
必
要
が
あ
る
も
の
が
あ
る
場
合
と
し
、
当
該
場
合
に
該
当
す
る
申
請
等
は
、
法
第
二
十
二
条
第
一
項
、
第

二
十
三
条
、
第
二
十
四
条
（
法
第
二
十
四
条
の
二
第
一
項
本
文
及
び
第
二
項
本
文
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
場

合
を
除
く
。）、
第
二
十
五
条
、
第
三
十
条
の
四
第
一
項
及
び
第
三
十
条
の
四
十
六
か
ら
第
三
十
条
の
四
十
八
ま

で
並
び
に
令
第
三
十
条
の
十
四
第
一
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
三
十
条
の
十
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
等

と
す
る
。

令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報



（
住
民
基
本
台
帳
の
一
部
の
写
し
の
閲
覧
並
び
に
住
民
票
の
写
し
等
及
び
除
票
の
写
し
等
の
交
付
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

住
民
基
本
台
帳
の
一
部
の
写
し
の
閲
覧
並
び
に
住
民
票
の
写
し
等
及
び
除
票
の
写
し
等
の
交
付
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
六
十
年
自
治
省
令
第
二
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。）は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

改

正

後

改

正

前

（
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
請
求
等
に
係
る
適
用
除
外
）

（
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
請
求
等
に
係
る
適
用
除
外
）

第
二
十
二
条

総
務
省
関
係
法
令
に
係
る
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

（
平
成
十
五
年
総
務
省
令
第
四
十
八
号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
総
務
省
情
報
通
信
技
術
活
用
省
令
」
と
い

う
。）第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
法
第
十
一
条
第
一
項
、
第
十
一
条
の
二
第
一
項
、
第
十
二
条
第
一
項
、

第
十
二
条
の
二
第
一
項
、
第
十
二
条
の
三
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
十
二
条
の
四
第
一
項
並
び
に
第
十
五
条
の

四
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
請
求
又
は
申
出
を
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、
総
務
省
情
報
通
信
技

術
活
用
省
令
第
四
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

第
二
十
二
条

総
務
省
関
係
法
令
に
係
る
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

（
平
成
十
五
年
総
務
省
令
第
四
十
八
号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
総
務
省
情
報
通
信
技
術
活
用
省
令
」
と
い

う
。）第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
法
第
十
一
条
第
一
項
、
第
十
一
条
の
二
第
一
項
、
第
十
二
条
第
一
項
、

第
十
二
条
の
二
第
一
項
、
第
十
二
条
の
三
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
十
二
条
の
四
第
一
項
並
び
に
第
十
五
条
の

四
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
請
求
又
は
申
出
を
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、
総
務
省
情
報
通
信
技

術
活
用
省
令
第
四
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

２

前
項
に
規
定
す
る
場
合
で
あ
つ
て
、
法
第
十
二
条
第
三
項
、
第
十
二
条
の
二
第
三
項
若
し
く
は
第
十
二
条
の

三
第
五
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
法
第
十
五
条
の
四
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）若
し
く
は
法
第

十
二
条
の
四
第
一
項
又
は
第
一
条
第
三
項
若
し
く
は
第
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
請
求
又
は
申
出
を
行
う

者
が
本
人
で
あ
る
こ
と
を
対
面
に
よ
り
明
ら
か
に
す
る
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
総
務
省
情
報

通
信
技
術
活
用
省
令
第
四
条
第
二
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

﹇
新
設
﹈

備
考

表
中
の
﹇

﹈
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

総
務
省
の
所
管
に
属
す
る
不
動
産
に
関
す
る
権
利
の
登
記
嘱
託
職
員
を
指
定
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

総
務
省
の
所
管
に
属
す
る
不
動
産
に
関
す
る
権
利
の
登
記
嘱
託
職
員
を
指
定
す
る
省
令
（
平
成
十
七
年
総
務
省
令
第
二
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

不
動
産
登
記
令
第
七
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
総
務
省
の
所
管
に
属
す
る
不
動
産
に
関
す
る
権
利
の
登
記

を
嘱
託
す
る
職
員
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

不
動
産
登
記
令
第
七
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
総
務
省
の
所
管
に
属
す
る
不
動
産
に
関
す
る
権
利
の
登
記

を
嘱
託
す
る
職
員
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

大
臣
官
房
会
計
課
長

大
臣
官
房
会
計
課
長

統
計
局
長

統
計
局
長

政
策
統
括
官

自
治
大
学
校
長

自
治
大
学
校
長

情
報
通
信
政
策
研
究
所
長

情
報
通
信
政
策
研
究
所
長

管
区
行
政
評
価
局
長

管
区
行
政
評
価
局
長

四
国
行
政
評
価
支
局
長

四
国
行
政
評
価
支
局
長

沖
縄
行
政
評
価
事
務
所
長

沖
縄
行
政
評
価
事
務
所
長

総
合
通
信
局
長

総
合
通
信
局
長

沖
縄
総
合
通
信
事
務
所
長

沖
縄
総
合
通
信
事
務
所
長

消
防
庁
長
官

消
防
庁
長
官

附

則

こ
の
省
令
は
、
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報
〇
総
務
省
令
第
二
十
三
号

不
動
産
登
記
令
（
平
成
十
六
年
政
令
第
三
百
七
十
九
号
）
第
七
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
総
務
省
の
所
管
に
属
す
る
不
動
産
に
関
す
る
権
利
の
登
記
嘱
託
職
員
を
指
定
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

総
務
大
臣

村
上
誠
一
郎





地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
規
則
及
び
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
七
年
自
治
省
令
第
二
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
は
、

こ
れ
を
加
え
る
。

改

正

後

改

正

前

（
法
第
七
十
条
の
二
第
一
項
の
そ
の
子
が
一
歳
に
達
し
た
日
後
の
期
間
に
つ
い
て
育
児
休
業
等
を
す
る
こ
と
が

必
要
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
総
務
省
令
で
定
め
る
場
合
）

（
法
第
七
十
条
の
二
第
一
項
の
そ
の
子
が
一
歳
に
達
し
た
日
後
の
期
間
に
つ
い
て
育
児
休
業
等
を
す
る
こ
と
が

必
要
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
総
務
省
令
で
定
め
る
場
合
）

第
二
条
の
五
の
五

法
第
七
十
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
二
条
の
五
の
五

﹇
同
上
﹈

一

法
第
七
十
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
育
児
休
業
等
（
以
下
「
育
児
休
業
等
」
と
い
う
。）に
係
る
子
に
つ

い
て
、
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
三
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
保
育
所
若

し
く
は
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八

年
法
律
第
七
十
七
号
）
第
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
認
定
こ
ど
も
園
に
お
け
る
保
育
又
は
児
童
福
祉
法
第
二

十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
家
庭
的
保
育
事
業
等
に
よ
る
保
育
（
以
下
こ
の
号
及
び
第
二
条
の
五
の
十
一
第

八
号
に
お
い
て
「
保
育
所
に
お
け
る
保
育
等
」
と
い
う
。）の
利
用
を
希
望
し
、
申
込
み
を
行
つ
て
い
る
が
、

当
該
子
が
一
歳
に
達
す
る
日
後
の
期
間
に
つ
い
て
、
当
面
そ
の
実
施
が
行
わ
れ
な
い
場
合
（
速
や
か
な
職
場

復
帰
を
図
る
た
め
に
保
育
所
に
お
け
る
保
育
等
の
利
用
を
希
望
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
組
合
が
認
め
る
場

合
に
限
る
。）

一

法
第
七
十
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
育
児
休
業
等
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て「
育
児
休
業
等
」

と
い
う
。）に
係
る
子
に
つ
い
て
、
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
三
十
九
条
第
一

項
に
規
定
す
る
保
育
所
若
し
く
は
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に

関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
七
十
七
号
）
第
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
認
定
こ
ど
も
園
に
お
け
る
保

育
又
は
児
童
福
祉
法
第
二
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
家
庭
的
保
育
事
業
等
に
よ
る
保
育
（
以
下
こ
の
号
に

お
い
て
「
保
育
所
に
お
け
る
保
育
等
」
と
い
う
。）の
利
用
を
希
望
し
、
申
込
み
を
行
つ
て
い
る
が
、
当
該
子

が
一
歳
に
達
す
る
日
後
の
期
間
に
つ
い
て
、
当
面
そ
の
実
施
が
行
わ
れ
な
い
場
合
（
速
や
か
な
職
場
復
帰
を

図
る
た
め
に
保
育
所
に
お
け
る
保
育
等
の
利
用
を
希
望
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
組
合
が
認
め
る
場
合
に
限

る
。）

﹇
二
・
三

略
﹈

﹇
二
・
三

同
上
﹈

四

育
児
休
業
等
の
申
出
を
し
た
組
合
員
に
つ
い
て
法
第
七
十
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
介
護
休
業
（
以
下

「
介
護
休
業
」
と
い
う
。）を
開
始
す
る
た
め
、
当
該
申
出
に
係
る
育
児
休
業
等
を
す
る
期
間
が
終
了
し
た
場

合
で
あ
つ
て
、
当
該
介
護
休
業
の
期
間
が
終
了
す
る
日
ま
で
に
、
当
該
介
護
休
業
の
期
間
の
休
業
に
係
る
対

象
家
族
が
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
場
合

四

育
児
休
業
等
の
申
出
を
し
た
組
合
員
に
つ
い
て
法
第
七
十
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
介
護
休
業
を
開
始

す
る
た
め
、
当
該
申
出
に
係
る
育
児
休
業
等
を
す
る
期
間
が
終
了
し
た
場
合
で
あ
つ
て
、
当
該
介
護
休
業
の

期
間
が
終
了
す
る
日
ま
で
に
、
当
該
介
護
休
業
の
期
間
の
休
業
に
係
る
対
象
家
族
が
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
に
至
つ
た
場
合

﹇
イ
・
ロ

略
﹈

﹇
イ
・
ロ

同
上
﹈

五

育
児
休
業
等
の
申
出
を
し
た
組
合
員
に
つ
い
て
新
た
な
育
児
休
業
等
の
期
間
が
始
ま
つ
た
こ
と
に
よ
り
、

当
該
申
出
に
係
る
育
児
休
業
等
を
す
る
期
間
が
終
了
し
た
場
合
で
あ
つ
て
、
当
該
新
た
な
育
児
休
業
等
の
期

間
が
終
了
す
る
日
ま
で
に
、
当
該
新
た
な
育
児
休
業
等
の
期
間
の
休
業
に
係
る
子
の
全
て
が
、
次
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
場
合

五

﹇
同
上
﹈

﹇
イ
・
ロ

略
﹈

﹇
イ
・
ロ

同
上
﹈

ハ

民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
八
百
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
に
係
る

家
事
審
判
事
件
が
終
了
し
た
と
き
（
同
項
に
規
定
す
る
特
別
養
子
縁
組
の
成
立
の
審
判
が
確
定
し
た
場
合

を
除
く
。
以
下
同
じ
。）又
は
養
子
縁
組
が
成
立
し
な
い
ま
ま
児
童
福
祉
法
第
二
十
七
条
第
一
項
第
三
号
の

規
定
に
よ
る
措
置
が
解
除
さ
れ
た
と
き
。

ハ

民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
八
百
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
に
係
る

家
事
審
判
事
件
が
終
了
し
た
と
き
（
同
項
に
規
定
す
る
特
別
養
子
縁
組
の
成
立
の
審
判
が
確
定
し
た
場
合

を
除
く
。）又
は
養
子
縁
組
が
成
立
し
な
い
ま
ま
児
童
福
祉
法
第
二
十
七
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る

措
置
が
解
除
さ
れ
た
と
き
。

﹇
２

略
﹈

﹇
２

同
上
﹈

令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報
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総
務
省
令
第
二
十
四
号

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
五
十
二
号
）
第
七
十
条
の
三
第
二
項
第
一
号
、
第
三
号
及
び
第
四
号
、
同
条
第
三
項
第
一
号
及
び
第
二
号
、
第
七
十
条
の
五
第
一
項
及
び
第
四
項
第
二
号
並
び
に
附
則
第
十
四
条
の

二
第
一
項
並
び
に
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
五
十
六
号
）
附
則
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
同
法
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
公
務
員
等
共

済
組
合
法
第
百
六
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
規
則
及
び
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

総
務
大
臣

村
上
誠
一
郎





（
法
第
七
十
条
の
三
第
二
項
第
一
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
者
）

第
二
条
の
五
の
七

法
第
七
十
条
の
三
第
二
項
第
一
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

﹇
新
設
﹈

一

組
合
員
が
す
る
育
児
休
業
等
に
係
る
子
が
、
当
該
組
合
員
の
配
偶
者
の
子
に
該
当
し
な
い
者

二

そ
の
他
前
号
に
掲
げ
る
者
に
準
ず
る
者
と
し
て
組
合
が
認
め
る
者

（
法
第
七
十
条
の
三
第
二
項
第
三
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
休
業
）

第
二
条
の
五
の
八

法
第
七
十
条
の
三
第
二
項
第
三
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
休
業
は
、
人
事
院
規
則
一
五

一

四
（
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
）
第
二
十
二
条
第
一
項
第
七
号
及
び
人
事
院
規
則
一
五

一
五
（
非

常
勤
職
員
の
勤
務
時
間
及
び
休
暇
）
第
四
条
第
一
項
第
十
一
号
に
掲
げ
る
場
合
に
お
け
る
休
暇
そ
の
他
こ
れ
ら

に
相
当
す
る
休
業
と
す
る
。

﹇
新
設
﹈

（
法
第
七
十
条
の
三
第
二
項
第
四
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
場
合
）

第
二
条
の
五
の
九

法
第
七
十
条
の
三
第
二
項
第
四
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
場
合
と
す
る
。

﹇
新
設
﹈

一

配
偶
者
が
日
々
雇
用
さ
れ
る
者
で
あ
る
場
合

二

配
偶
者
が
期
間
を
定
め
て
雇
用
さ
れ
る
者
で
あ
る
場
合
で
あ
つ
て
、
そ
の
養
育
す
る
子
の
出
生
の
日
（
出

産
予
定
日
前
に
当
該
子
が
出
生
し
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
出
産
予
定
日
）
か
ら
起
算
し
て
五
十
六
日
を

経
過
す
る
日
の
翌
日
か
ら
六
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
に
、
そ
の
労
働
契
約
が
満
了
す
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ

る
場
合

三

配
偶
者
が
、
そ
の
雇
用
す
る
事
業
主
と
当
該
配
偶
者
が
雇
用
さ
れ
る
事
業
所
の
労
働
者
の
過
半
数
で
組
織

す
る
労
働
組
合
が
あ
る
と
き
は
そ
の
労
働
組
合
、
そ
の
事
業
所
の
労
働
者
の
過
半
数
で
組
織
す
る
労
働
組
合

が
な
い
と
き
は
そ
の
労
働
者
の
過
半
数
を
代
表
す
る
者
と
の
書
面
に
よ
る
協
定
で
、
法
第
七
十
条
の
二
第
二

項
に
規
定
す
る
配
偶
者
育
児
休
業
等
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
配
偶
者
育
児
休
業
等
」
と
い
う
。）を
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
労
働
者
に
該
当
す
る
場
合
で
あ
つ
て
、
そ
の
雇
用
す
る
事
業
主

に
そ
の
配
偶
者
育
児
休
業
等
の
申
出
を
拒
ま
れ
た
場
合

四

そ
の
他
子
の
出
生
の
日
か
ら
起
算
し
て
五
十
六
日
を
経
過
す
る
日
の
翌
日
ま
で
の
期
間
内
に
お
い
て
当
該

子
を
養
育
す
る
た
め
の
休
業
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
に
つ
い
て
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
る
と
組
合

が
認
め
る
場
合

（
法
第
七
十
条
の
三
第
三
項
第
一
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
場
合
）

第
二
条
の
五
の
十

法
第
七
十
条
の
三
第
三
項
第
一
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
組
合
員
が
取
得
す
る
育

児
休
業
等
で
あ
つ
て
、
育
児
休
業
手
当
金
が
支
給
さ
れ
る
も
の
を
合
計
二
回
以
上
す
る
場
合
と
す
る
。

﹇
新
設
﹈

（
法
第
七
十
条
の
三
第
三
項
第
二
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
場
合
）

第
二
条
の
五
の
十
一

法
第
七
十
条
の
三
第
三
項
第
二
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
そ
の
養
育
す
る
一
歳

に
満
た
な
い
子
に
つ
い
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
と
す
る
。

﹇
新
設
﹈

一

育
児
休
業
等
の
申
出
を
し
た
組
合
員
に
つ
い
て
産
前
産
後
休
業
期
間
が
始
ま
つ
た
こ
と
に
よ
り
、
当
該
申

出
に
係
る
休
業
を
す
る
期
間
が
終
了
し
た
場
合
で
あ
つ
て
、
当
該
産
前
産
後
休
業
期
間
が
終
了
す
る
日
（
当

該
産
前
産
後
休
業
期
間
の
終
了
後
に
引
き
続
き
当
該
産
前
産
後
休
業
期
間
中
に
出
産
し
た
子
に
係
る
新
た
な

育
児
休
業
等
の
期
間
が
始
ま
つ
た
場
合
に
は
、
当
該
新
た
な
育
児
休
業
等
の
期
間
が
終
了
す
る
日
）ま
で
に
、

当
該
産
前
産
後
休
業
期
間
に
係
る
子
の
全
て
が
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
場
合

イ

死
亡
し
た
と
き
。

ロ

養
子
と
な
つ
た
こ
と
そ
の
他
の
事
情
に
よ
り
当
該
組
合
員
と
同
居
し
な
い
こ
と
と
な
つ
た
と
き
。

二

育
児
休
業
等
の
申
出
を
し
た
組
合
員
に
つ
い
て
介
護
休
業
を
開
始
す
る
た
め
、
当
該
申
出
に
係
る
育
児
休

業
等
を
す
る
期
間
が
終
了
し
た
場
合
で
あ
つ
て
、
当
該
介
護
休
業
の
期
間
が
終
了
す
る
日
ま
で
に
、
当
該
介

護
休
業
の
期
間
の
休
業
に
係
る
対
象
家
族
が
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
場
合

イ

死
亡
し
た
と
き
。

ロ

離
婚
、
婚
姻
の
取
消
、
離
縁
等
に
よ
り
当
該
対
象
家
族
と
組
合
員
と
の
親
族
関
係
が
消
滅
し
た
と
き
。

令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報 



三

育
児
休
業
等
の
申
出
を
し
た
組
合
員
に
つ
い
て
新
た
な
育
児
休
業
等
の
期
間
が
始
ま
つ
た
こ
と
に
よ
り
、

当
該
申
出
に
係
る
育
児
休
業
等
を
す
る
期
間
が
終
了
し
た
場
合
で
あ
つ
て
、
当
該
新
た
な
育
児
休
業
等
の
期

間
が
終
了
す
る
日
ま
で
に
、
当
該
新
た
な
育
児
休
業
等
の
期
間
の
休
業
に
係
る
子
の
全
て
が
、
次
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
場
合

イ

死
亡
し
た
と
き
。

ロ

養
子
と
な
つ
た
こ
と
そ
の
他
の
事
情
に
よ
り
当
該
組
合
員
と
同
居
し
な
い
こ
と
と
な
つ
た
と
き
。

ハ

民
法
第
八
百
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
に
係
る
家
事
審
判
事
件
が
終
了
し
た
と
き
又
は

養
子
縁
組
が
成
立
し
な
い
ま
ま
児
童
福
祉
法
第
二
十
七
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
措
置
が
解
除
さ

れ
た
と
き
。

四

育
児
休
業
等
の
申
出
に
係
る
子
の
養
育
を
行
つ
て
い
る
配
偶
者
が
死
亡
し
た
場
合

五

前
号
の
配
偶
者
が
負
傷
、
疾
病
又
は
身
体
上
若
し
く
は
精
神
上
の
障
害
に
よ
り
当
該
育
児
休
業
等
の
申
出

に
係
る
子
を
養
育
す
る
こ
と
が
困
難
な
状
態
に
な
つ
た
場
合

六

婚
姻
の
解
消
そ
の
他
の
事
情
に
よ
り
第
四
号
の
配
偶
者
が
当
該
育
児
休
業
等
の
申
出
に
係
る
子
と
同
居
し

な
い
こ
と
と
な
つ
た
場
合

七

育
児
休
業
等
の
申
出
に
係
る
子
が
負
傷
、
疾
病
又
は
身
体
上
若
し
く
は
精
神
上
の
障
害
に
よ
り
、
十
四
日

以
上
の
期
間
に
わ
た
り
世
話
を
必
要
と
す
る
状
態
に
な
つ
た
場
合

八

育
児
休
業
等
の
申
出
に
係
る
子
に
つ
い
て
、
保
育
所
に
お
け
る
保
育
等
の
利
用
を
希
望
し
、
申
込
み
を
行

つ
て
い
る
が
、
当
面
そ
の
実
施
が
行
わ
れ
な
い
場
合

九

育
児
休
業
等
の
申
出
を
し
た
組
合
員
に
つ
い
て
出
向
を
し
た
日
の
前
日
に
お
い
て
育
児
休
業
等
を
し
て
い

る
場
合
で
あ
つ
て
、
出
向
を
し
た
日
以
後
も
引
き
続
き
当
該
育
児
休
業
等
を
す
る
場
合
（
出
向
を
し
た
日
以

後
も
引
き
続
き
組
合
員
で
あ
る
と
き
に
限
る
。）

（
法
第
七
十
条
の
五
第
一
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
勤
務
）

第
二
条
の
五
の
十
二

法
第
七
十
条
の
五
第
一
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
勤
務
は
、
地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等

に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
百
十
号
）
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
育
児
短
時
間
勤
務
及
び
同
法
第
十

九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
部
分
休
業
（
そ
の
初
日
及
び
末
日
を
明
ら
か
に
し
て
承
認
を
請
求
し
た
も
の
に
限

る
。）が
承
認
さ
れ
た
期
間
に
お
け
る
勤
務
並
び
に
雇
用
保
険
法
（
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
百
十
六
号
）
第
六
十

一
条
の
十
二
第
一
項
に
規
定
す
る
育
児
時
短
就
業
そ
の
他
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
勤
務
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条

に
お
い
て
「
育
児
時
短
勤
務
」
と
い
う
。）と
す
る
。
た
だ
し
、
そ
の
期
間
の
末
日
（
そ
の
事
業
主
に
申
し
出
る

こ
と
に
よ
つ
て
変
更
さ
れ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
変
更
後
の
日
と
し
、
第
一
号
又
は
第
二
号
に
該
当
す
る

場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
前
日
と
す
る
。）ま
で
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
由
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
場

合
に
は
、
当
該
事
由
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
日
（
第
三
号
又
は
第
四
号
に
該
当
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、

そ
の
前
日
）
後
は
、
育
児
時
短
勤
務
手
当
金
は
、
支
給
し
な
い
。

﹇
新
設
﹈

一

子
の
死
亡
そ
の
他
の
組
合
員
が
育
児
時
短
勤
務
に
係
る
子
を
養
育
し
な
い
こ
と
と
な
つ
た
事
由
と
し
て
組

合
が
認
め
る
事
由
が
生
じ
た
こ
と
。

二

育
児
時
短
勤
務
に
係
る
子
が
二
歳
に
達
し
た
こ
と
。

三

育
児
時
短
勤
務
の
申
出
を
し
た
組
合
員
に
つ
い
て
、
産
前
産
後
休
業
、
介
護
休
業
又
は
育
児
休
業
等
を
す

る
期
間
が
始
ま
つ
た
こ
と
。

四

育
児
時
短
勤
務
の
申
出
を
し
た
組
合
員
に
つ
い
て
、
新
た
な
育
児
時
短
勤
務
を
す
る
期
間
が
始
ま
つ
た
こ

と
。

令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報



（
法
第
七
十
条
の
五
第
四
項
第
二
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
率
）

第
二
条
の
五
の
十
三

法
第
七
十
条
の
五
第
四
項
第
二
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
率
は
、
第
一
号
に
掲
げ
る
額
か

ら
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
を
減
じ
た
額
を
第
二
号
に
掲
げ
る
額
で
除
し
て
得
た
率
と
す

る
。

﹇
新
設
﹈

一

育
児
時
短
勤
務
を
開
始
し
た
日
の
属
す
る
月
に
お
け
る
標
準
報
酬
の
月
額

二

法
第
七
十
条
の
五
第
三
項
に
規
定
す
る
支
給
対
象
月
に
支
払
わ
れ
た
報
酬
の
額

三

第
一
号
に
掲
げ
る
額
に
百
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
額
に
イ
に
掲
げ
る
額
を
ロ
に
掲
げ
る
額
で
除
し
て
得
た

率
を
乗
じ
て
得
た
額

イ

第
一
号
に
掲
げ
る
額
か
ら
第
二
号
に
掲
げ
る
額
を
減
じ
た
額

ロ

第
一
号
に
掲
げ
る
額
に
百
分
の
十
を
乗
じ
て
得
た
額

（
法
附
則
第
十
四
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
職
員
等
）

（
法
附
則
第
十
四
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
職
員
等
）

第
二
条
の
十
一

法
附
則
第
十
四
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
職
務
内
容
の
特
殊
な
職
員
で
総
務
省
令
で
定
め
る

も
の
は
、
地
方
公
務
員
災
害
補
償
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
二
年
政
令
第
二
百
七
十
四
号
。
次
項
に
お
い
て
「
政

令
第
二
百
七
十
四
号
」と
い
う
。）第
二
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
者
若
し
く
は
国
家
公
務
員
災
害
補
償
法（
昭

和
二
十
六
年
法
律
第
百
九
十
一
号
）第
二
十
条
の
二
に
規
定
す
る
警
察
官
若
し
く
は
人
事
院
規
則
一
六

〇（
職

員
の
災
害
補
償
）（
次
項
に
お
い
て
「
規
則
一
六

〇
」
と
い
う
。）第
三
十
二
条
の
表
以
外
の
部
分
に
規
定
す
る

者
に
そ
れ
ぞ
れ
該
当
す
る
職
員
又
は
国
際
緊
急
援
助
隊
の
派
遣
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
二
年
法
律
第
九
十

三
号
）
第
二
条
に
規
定
す
る
国
際
緊
急
援
助
活
動
（
次
項
に
お
い
て
「
国
際
緊
急
援
助
活
動
」
と
い
う
。）若
し

く
は
当
該
活
動
に
従
事
す
る
職
員
の
派
遣
が
見
込
ま
れ
る
地
域
に
お
い
て
行
う
調
整
若
し
く
は
情
報
の
収
集
に

従
事
す
る
職
員
及
び
国
の
職
員
（
法
第
百
四
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
国
の
職
員
を
い
う
。）と
す
る
。

第
二
条
の
十
一

法
附
則
第
十
四
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
職
務
内
容
の
特
殊
な
職
員
で
総
務
省
令
で
定
め
る

も
の
は
、
地
方
公
務
員
災
害
補
償
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
二
年
政
令
第
二
百
七
十
四
号
。
次
項
に
お
い
て
「
政

令
第
二
百
七
十
四
号
」と
い
う
。）第
二
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
者
若
し
く
は
国
家
公
務
員
災
害
補
償
法（
昭

和
二
十
六
年
法
律
第
百
九
十
一
号
）第
二
十
条
の
二
に
規
定
す
る
警
察
官
若
し
く
は
人
事
院
規
則
一
六

〇（
職

員
の
災
害
補
償
）（
次
項
に
お
い
て
「
規
則
一
六

〇
」
と
い
う
。）第
三
十
二
条
の
表
以
外
の
部
分
に
規
定
す
る

者
に
そ
れ
ぞ
れ
該
当
す
る
職
員
又
は
国
際
緊
急
援
助
隊
の
派
遣
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
二
年
法
律
第
九
十

三
号
。
次
項
に
お
い
て
「
緊
急
援
助
法
」
と
い
う
。）第
二
条
各
号
に
掲
げ
る
活
動
に
従
事
す
る
職
員
及
び
国
の

職
員
（
法
第
百
四
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
国
の
職
員
を
い
う
。）と
す
る
。

２

法
附
則
第
十
四
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
犯
罪
の
捜
査
、
火
災
の
鎮
圧
そ
の
他
の
総
務
省
令
で
定
め
る
も

の
は
、
前
項
に
規
定
す
る
職
員
の
区
分
に
応
じ
、
政
令
第
二
百
七
十
四
号
第
二
条
の
三
第
二
項
の
表
の
下
欄
若

し
く
は
規
則
一
六

〇
第
三
十
二
条
の
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
職
務
又
は
国
際
緊
急
援
助
活
動
若
し
く
は
当
該
活

動
に
従
事
す
る
職
員
の
派
遣
が
見
込
ま
れ
る
地
域
に
お
い
て
行
う
調
整
若
し
く
は
情
報
の
収
集
と
す
る
。

２

法
附
則
第
十
四
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
犯
罪
の
捜
査
、
火
災
の
鎮
圧
そ
の
他
の
総
務
省
令
で
定
め
る
も

の
は
、
前
項
に
規
定
す
る
職
員
の
区
分
に
応
じ
、
政
令
第
二
百
七
十
四
号
第
二
条
の
三
第
二
項
の
表
の
下
欄
若

し
く
は
規
則
一
六

〇
第
三
十
二
条
の
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
職
務
又
は
緊
急
援
助
法
第
二
条
各
号
に
掲
げ
る
活

動
と
す
る
。

（
法
第
三
十
八
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
事
業
）

（
法
第
三
十
八
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
事
業
）

第
十
一
条
の
七
の
二

法
第
三
十
八
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
事
業
は
、
次
の
と
お
り
と

す
る
。

第
十
一
条
の
七
の
二

﹇
同
上
﹈

﹇
一
・
二

略
﹈

﹇
一
・
二

同
上
﹈

三

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年

法
律
第
二
十
七
号
）
第
十
九
条
第
八
号
の
規
定
に
よ
り
組
合
及
び
市
町
村
連
合
会
が
同
法
第
二
条
第
十
五
項

に
規
定
す
る
情
報
提
供
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
を
使
用
す
る
た
め
に
必
要
と
な
る
情
報
シ
ス
テ
ム
の
開
発

及
び
運
用
に
関
す
る
事
業

三

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年

法
律
第
二
十
七
号
）
第
十
九
条
第
八
号
の
規
定
に
よ
り
組
合
及
び
市
町
村
連
合
会
が
同
法
第
二
条
第
十
四
項

に
規
定
す
る
情
報
提
供
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
を
使
用
す
る
た
め
に
必
要
と
な
る
情
報
シ
ス
テ
ム
の
開
発

及
び
運
用
に
関
す
る
事
業

﹇
四
〜
八

略
﹈

﹇
四
〜
八

同
上
﹈

（
旧
町
村
職
員
恩
給
組
合
の
条
例
の
規
定
に
よ
る
給
付
の
支
払
に
要
す
る
費
用
の
負
担
）

（
旧
町
村
職
員
恩
給
組
合
の
条
例
の
規
定
に
よ
る
給
付
の
支
払
に
要
す
る
費
用
の
負
担
）

第
二
十
七
条

施
行
日
前
に
旧
町
村
職
員
恩
給
組
合
（
法
附
則
第
四
条
に
規
定
す
る
旧
町
村
職
員
恩
給
組
合
を
い

う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）を
組
織
し
て
い
た
市
町
村
の
職
員
で
あ
つ
た
者
に
係
る
旧
町
村
職
員
恩
給

組
合
の
条
例
の
規
定
に
よ
る
給
付
の
支
払
に
要
す
る
費
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
市
町
村
が
負
担
す
る
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
当
該
市
町
村
は
、
毎
年
度
、
当
該
年
度
の
前
年
度
の
当
該
給
付
の
支
払
に
要
す
る
費
用
の
額
を

当
該
年
度
の
前
年
度
の
掛
金
の
基
礎
と
な
つ
た
当
該
市
町
村
の
職
員
で
あ
る
組
合
員
（
長
期
給
付
に
関
す
る
規

定
の
適
用
を
受
け
な
い
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。）の
標
準
報
酬
等
合
計
額
の
総

額
を
基
礎
と
し
て
按あ
ん

分
し
た
額
を
市
町
村
職
員
共
済
組
合
に
払
い
込
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
七
条

施
行
日
前
に
旧
町
村
職
員
恩
給
組
合
（
法
附
則
第
四
条
に
規
定
す
る
旧
町
村
職
員
恩
給
組
合
を
い

う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）を
組
織
し
て
い
た
市
町
村
の
職
員
で
あ
つ
た
者
に
係
る
旧
町
村
職
員
恩
給

組
合
の
条
例
の
規
定
に
よ
る
給
付
の
支
払
に
要
す
る
費
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
市
町
村
が
負
担
す
る
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
当
該
市
町
村
は
、
毎
年
度
、
当
該
年
度
の
前
年
度
の
当
該
給
付
の
支
払
に
要
す
る
費
用
の
額
を

当
該
年
度
の
前
年
度
の
掛
金
の
基
礎
と
な
つ
た
当
該
市
町
村
の
職
員
で
あ
る
組
合
員
の
標
準
報
酬
等
合
計
額
の

総
額
を
基
礎
と
し
て
按あ
ん

分
し
た
額
を
市
町
村
職
員
共
済
組
合
に
払
い
込
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

﹇
２
〜
５

略
﹈

﹇
２
〜
５

同
上
﹈

備
考

表
中
の
﹇

﹈
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。

令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報 



（
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
二
十
三
年
総
務
省
令
第
五
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

附

則

附

則

（
令
和
七
年
度
の
地
方
公
共
団
体
の
負
担
金
）

（
令
和
六
年
度
の
地
方
公
共
団
体
の
負
担
金
）

第
二
条

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。）附
則
第
二
十
三

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
改
正
法
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
公
務
員
等

共
済
組
合
法
第
百
六
十
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
金
額
の
う
ち
、
地
方
公
共
団
体
が
令
和

七
年
度
に
お
い
て
負
担
す
べ
き
金
額
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
に
お
け
る
当
該
地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
員

の
改
正
法
附
則
第
二
十
三
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
存
続
共
済
会
（
以
下
「
存
続
共
済
会
」
と
い
う
。）の

定
款
で
定
め
る
標
準
報
酬
月
額
に
同
日
に
お
け
る
当
該
地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
員
の
数
を
乗
じ
て
得
た
金

額
に
相
当
す
る
金
額
に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
員
の
区
分
に
従
い
、
当
該
各
号
に
掲

げ
る
率
を
乗
じ
て
得
た
金
額
に
十
二
を
乗
じ
て
得
た
金
額
に
相
当
す
る
金
額
と
す
る
。

第
二
条

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。）附
則
第
二
十
三

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
改
正
法
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
公
務
員
等

共
済
組
合
法
第
百
六
十
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
金
額
の
う
ち
、
地
方
公
共
団
体
が
令
和

六
年
度
に
お
い
て
負
担
す
べ
き
金
額
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
に
お
け
る
当
該
地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
員

の
改
正
法
附
則
第
二
十
三
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
存
続
共
済
会
（
以
下
「
存
続
共
済
会
」
と
い
う
。）の

定
款
で
定
め
る
標
準
報
酬
月
額
に
同
日
に
お
け
る
当
該
地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
員
の
数
を
乗
じ
て
得
た
金

額
に
相
当
す
る
金
額
に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
員
の
区
分
に
従
い
、
当
該
各
号
に
掲

げ
る
率
を
乗
じ
て
得
た
金
額
に
十
二
を
乗
じ
て
得
た
金
額
に
相
当
す
る
金
額
と
す
る
。

一

都
道
府
県
の
議
会
の
議
員

百
分
の
十
四
・
三

一

都
道
府
県
の
議
会
の
議
員

百
分
の
十
六
・
三

二

市
（
特
別
区
を
含
む
。）の
議
会
の
議
員

百
分
の
二
十
六
・
九

二

市
（
特
別
区
を
含
む
。）の
議
会
の
議
員

百
分
の
二
十
九
・
三

三

町
村
の
議
会
の
議
員

百
分
の
二
十
六
・
九

三

町
村
の
議
会
の
議
員

百
分
の
二
十
九
・
三

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
き
は
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
日
に
お
け
る
地
方
公
共
団
体

の
議
会
の
議
員
の
数
を
令
和
七
年
四
月
一
日
に
お
け
る
当
該
地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
員
の
数
と
み
な
す
。

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
き
は
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
日
に
お
け
る
地
方
公
共
団
体

の
議
会
の
議
員
の
数
を
令
和
六
年
四
月
一
日
に
お
け
る
当
該
地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
員
の
数
と
み
な
す
。

一

地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
員
が
、
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
当
該
地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議

員
の
任
期
満
了
に
よ
り
退
職
し
、
同
年
四
月
一
日
に
お
い
て
在
職
し
て
い
な
い
と
き

当
該
任
期
満
了
の
日

一

地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
員
が
、
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
当
該
地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議

員
の
任
期
満
了
に
よ
り
退
職
し
、
同
年
四
月
一
日
に
お
い
て
在
職
し
て
い
な
い
と
き

当
該
任
期
満
了
の
日

二

地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
員
が
、
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
当
該
地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
解

散
に
よ
り
、
又
は
選
挙
無
効
の
決
定
、
裁
決
若
し
く
は
判
決
が
確
定
し
た
こ
と
に
よ
り
退
職
し
、
同
年
四
月

一
日
に
お
い
て
在
職
し
て
い
な
い
と
き

当
該
退
職
の
日

二

地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
員
が
、
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
当
該
地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
解

散
に
よ
り
、
又
は
選
挙
無
効
の
決
定
、
裁
決
若
し
く
は
判
決
が
確
定
し
た
こ
と
に
よ
り
退
職
し
、
同
年
四
月

一
日
に
お
い
て
在
職
し
て
い
な
い
と
き

当
該
退
職
の
日

三

令
和
七
年
四
月
一
日
ま
で
に
市
町
村
の
廃
置
分
合
が
行
わ
れ
、
同
月
二
日
以
後
に
新
た
に
設
置
さ
れ
た
市

町
村
の
議
会
の
議
員
の
一
般
選
挙
が
行
わ
れ
た
と
き

当
該
市
町
村
の
議
会
の
議
員
の
一
般
選
挙
の
日

三

令
和
六
年
四
月
一
日
ま
で
に
市
町
村
の
廃
置
分
合
が
行
わ
れ
、
同
月
二
日
以
後
に
新
た
に
設
置
さ
れ
た
市

町
村
の
議
会
の
議
員
の
一
般
選
挙
が
行
わ
れ
た
と
き

当
該
市
町
村
の
議
会
の
議
員
の
一
般
選
挙
の
日

四

令
和
七
年
四
月
一
日
ま
で
に
市
町
村
の
廃
置
分
合
又
は
境
界
変
更
の
処
分
が
行
わ
れ
、
同
月
二
日
以
後
に

当
該
廃
置
分
合
又
は
境
界
変
更
の
処
分
に
伴
い
行
わ
れ
る
市
町
村
の
議
会
の
議
員
の
増
員
選
挙
が
行
わ
れ
た

と
き

当
該
市
町
村
の
議
会
の
議
員
の
増
員
選
挙
の
日

四

令
和
六
年
四
月
一
日
ま
で
に
市
町
村
の
廃
置
分
合
又
は
境
界
変
更
の
処
分
が
行
わ
れ
、
同
月
二
日
以
後
に

当
該
廃
置
分
合
又
は
境
界
変
更
の
処
分
に
伴
い
行
わ
れ
る
市
町
村
の
議
会
の
議
員
の
増
員
選
挙
が
行
わ
れ
た

と
き

当
該
市
町
村
の
議
会
の
議
員
の
増
員
選
挙
の
日

３

前
二
項
の
規
定
に
よ
り
地
方
公
共
団
体
が
負
担
す
べ
き
こ
と
と
な
る
金
額
に
つ
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に

掲
げ
る
金
額
を
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
月
の
二
十
日
ま
で
に
、
存
続
共
済
会
に
払
い
込
ま
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

３

﹇
同
上
﹈

前
二
項
の
規
定
に
よ
り
地
方
公
共
団
体
が
負
担
す
べ
き
こ
と
と
な
る
金
額
の
十

分
の
五
に
相
当
す
る
金
額

令
和
七
年
五
月

﹇
同
上
﹈

令
和
六
年
五
月

前
二
項
の
規
定
に
よ
り
地
方
公
共
団
体
が
負
担
す
べ
き
こ
と
と
な
る
金
額
の
十

分
の
二
に
相
当
す
る
金
額

令
和
七
年
八
月

﹇
同
上
﹈

令
和
六
年
八
月

令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報



前
二
項
の
規
定
に
よ
り
地
方
公
共
団
体
が
負
担
す
べ
き
こ
と
と
な
る
金
額
の
十

分
の
二
に
相
当
す
る
金
額

令
和
七
年
十
一
月

﹇
同
上
﹈

令
和
六
年
十
一
月

前
二
項
の
規
定
に
よ
り
地
方
公
共
団
体
が
負
担
す
べ
き
こ
と
と
な
る
金
額
か

ら
、
当
該
金
額
の
う
ち
当
該
年
度
に
お
い
て
既
に
払
込
み
を
し
た
金
額
を
控
除

し
た
金
額

令
和
八
年
二
月

﹇
同
上
﹈

令
和
七
年
二
月

備
考

表
中
の
﹇

﹈
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。

非
常
勤
消
防
団
員
等
に
係
る
損
害
補
償
の
支
給
等
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

非
常
勤
消
防
団
員
等
に
係
る
損
害
補
償
の
支
給
等
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
八
年
総
務
省
令
第
百
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

（
損
害
補
償
の
う
ち
休
業
補
償
を
行
わ
な
い
場
合
）

（
損
害
補
償
の
う
ち
休
業
補
償
を
行
わ
な
い
場
合
）

第
一
条

非
常
勤
消
防
団
員
等
に
係
る
損
害
補
償
の
基
準
を
定
め
る
政
令
（
以
下
「
令
」
と
い
う
。）第
五
条
た
だ

し
書
の
総
務
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

第
一
条

﹇
同
上
﹈

一

拘
禁
刑
若
し
く
は
拘
留
の
刑
の
執
行
の
た
め
若
し
く
は
死
刑
の
言
渡
し
を
受
け
て
刑
事
施
設（
少
年
法（
昭

和
二
十
三
年
法
律
第
百
六
十
八
号
）
第
五
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
少
年
院
に
お
い
て
刑
を
執
行
す
る

場
合
に
お
け
る
当
該
少
年
院
を
含
む
。）に
拘
置
さ
れ
て
い
る
場
合
、
労
役
場
留
置
の
言
渡
し
を
受
け
て
労
役

場
に
留
置
さ
れ
て
い
る
場
合
又
は
法
廷
等
の
秩
序
維
持
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
八
十

六
号
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
監
置
の
裁
判
の
執
行
の
た
め
監
置
場
に
留
置
さ
れ
て
い
る
場
合

一

懲
役
、
禁
錮こ

若
し
く
は
拘
留
の
刑
の
執
行
の
た
め
若
し
く
は
死
刑
の
言
渡
し
を
受
け
て
刑
事
施
設
（
少
年

法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
六
十
八
号
）
第
五
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
少
年
院
に
お
い
て
刑
を
執

行
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
少
年
院
を
含
む
。）に
拘
置
さ
れ
て
い
る
場
合
、
労
役
場
留
置
の
言
渡
し
を
受
け

て
労
役
場
に
留
置
さ
れ
て
い
る
場
合
又
は
法
廷
等
の
秩
序
維
持
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二

百
八
十
六
号
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
監
置
の
裁
判
の
執
行
の
た
め
監
置
場
に
留
置
さ
れ
て
い
る
場
合

備
考

表
中
の
﹇

﹈
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。

令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
（
次
条
に
お
い
て
「
施
行
日
」
と
い
う
。）か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条

施
行
日
前
に
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
（
次
項
に
お
い
て
「
法
」
と
い
う
。）第
七
十
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
育
児
休
業
等
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
育
児
休
業
等
」
と
い
う
。）を
開
始
し
た
組
合
員
で
あ
っ
て
、
施
行
日
に

お
い
て
現
に
当
該
育
児
休
業
等
を
し
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
施
行
日
を
当
該
組
合
員
が
育
児
休
業
等
を
開
始
し
た
日
と
み
な
し
て
、
改
正
後
の
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
規
則
（
次
項
に
お
い
て
「
改
正
後
規
則
」
と
い
う
。）第

二
条
の
五
の
七
か
ら
第
二
条
の
五
の
十
一
ま
で
の
規
定
を
適
用
す
る
。

２

施
行
日
前
に
法
第
七
十
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
育
児
時
短
勤
務
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
育
児
時
短
勤
務
」
と
い
う
。）を
開
始
し
た
組
合
員
で
あ
っ
て
、
施
行
日
に
お
い
て
現
に
当
該
勤
務
を
し
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
施
行

日
を
当
該
組
合
員
が
育
児
時
短
勤
務
を
開
始
し
た
日
と
み
な
し
て
、
改
正
後
規
則
第
二
条
の
五
の
十
二
及
び
第
二
条
の
五
の
十
三
の
規
定
を
適
用
す
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
省
令
は
、
令
和
七
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
懲
役
、
禁
錮
又
は
刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
刑
法
（
明
治
四
十
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
十
六
条
に
規
定
す
る
拘

留
の
刑
の
執
行
の
た
め
刑
事
施
設
（
少
年
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
六
十
八
号
）
第
五
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
少
年
院
に
お
い
て
刑
を
執
行
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
少
年
院
を
含
む
。以
下
同
じ
。）に
拘
置
さ
れ
て
い
る
場
合
、

こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
非
常
勤
消
防
団
員
等
に
係
る
損
害
補
償
の
支
給
等
に
関
す
る
省
令
第
一
条
第
一
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
拘
禁
刑
又
は
拘
留
の
刑
の
執
行
の
た
め
刑
事
施
設
に
拘
置
さ
れ
て
い
る
も
の
と
み
な
す
。

〇
総
務
省
令
第
二
十
五
号

非
常
勤
消
防
団
員
等
に
係
る
損
害
補
償
の
基
準
を
定
め
る
政
令
（
昭
和
三
十
一
年
政
令
第
三
百
三
十
五
号
）
第
五
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
基
づ
き
、
非
常
勤
消
防
団
員
等
に
係
る
損
害
補
償
の
支
給
等
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省

令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

総
務
大
臣

村
上
誠
一
郎

〇
総
務
省
令
第
二
十
六
号

電
波
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
第
三
十
八
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
及
び
同
法
を
実
施
す
る
た
め
無
線
設
備
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

総
務
大
臣

村
上
誠
一
郎





無
線
設
備
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

無
線
設
備
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
（
下
線
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正

後
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
（
二
重
下
線
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。）は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

改

正

後

改

正

前

目
次

目
次

﹇
第
一
章
〜
第
三
章

略
﹈

﹇
第
一
章
〜
第
三
章

同
上
﹈

第
四
章

業
務
別
又
は
電
波
の
型
式
及
び
周
波
数
帯
別
に
よ
る
無
線
設
備
の
条
件

第
四
章

﹇
同
上
﹈

﹇
第
一
節
〜
第
四
節

略
﹈

﹇
第
一
節
〜
第
四
節

同
上
﹈

第
四
節
の
二

海
洋
観
測
等
を
行
う
無
線
標
定
業
務
の
無
線
局
の
無
線
設
備
（
第
四
十
九
条
の
四
の
二

第

四
十
九
条
の
四
の
二
の
三
）

第
四
節
の
二

海
洋
観
測
等
を
行
う
無
線
標
定
業
務
の
無
線
局
の
無
線
設
備
（
第
四
十
九
条
の
四
の
二
・
第

四
十
九
条
の
四
の
二
の
二
）

﹇
第
四
節
の
二
の
二
〜
第
九
節

略
﹈

﹇
第
四
節
の
二
の
二
〜
第
九
節

同
上
﹈

﹇
第
五
章

略
﹈

﹇
第
五
章

同
上
﹈

附
則

附
則

（
空
中
線
電
力
の
許
容
偏
差
）

（
空
中
線
電
力
の
許
容
偏
差
）

第
十
四
条

空
中
線
電
力
の
許
容
偏
差
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
送
信
設
備
の
区
別
に
従
い
、
そ
れ
ぞ
れ
同

表
の
下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

第
十
四
条

﹇
同
上
﹈

送

信

設

備

許

容

偏

差

送

信

設

備

許

容

偏

差

上
限
（
パ
ー
セ

ン
ト
）

下
限
（
パ
ー
セ

ン
ト
）

上
限
（
パ
ー
セ

ン
ト
）

下
限
（
パ
ー
セ

ン
ト
）

﹇
一
〜
五

略
﹈

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

﹇
一
〜
五

同
上
﹈

﹇
同
上
﹈

﹇
同
上
﹈

六

次
に
掲
げ
る
送
信
設
備

五
〇

五
〇

六

次
に
掲
げ
る
送
信
設
備

五
〇

五
〇

﹇

〜

略
﹈

﹇

〜

同
上
﹈

第
四
十
九
条
の
四
の
二
の
三
に
お
い
て
そ
の
無
線
設
備
の
条

件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
無
線
局
の
送
信
設
備

﹇
新
設
﹈

﹇
七
〜
二
十
一

略
﹈

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

﹇
七
〜
二
十
一

同
上
﹈

﹇
同
上
﹈

﹇
同
上
﹈

﹇
２
〜
５

略
﹈

﹇
２
〜
５

同
上
﹈

第
四
十
九
条
の
四
の
二
の
三

沿
岸
監
視
等
を
行
う
無
線
標
定
業
務
の
無
線
局
の
無
線
設
備
で
あ
つ
て
、
九
、
七

〇
〇
MHz
を
超
え
九
、
八
〇
〇
MHz
以
下
又
は
九
、
八
〇
〇
MHz
を
超
え
九
、
九
〇
〇
MHz
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使

用
す
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

﹇
新
設
﹈

一

使
用
す
る
電
波
の
型
式
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
こ
と
。

イ

送
信
用
終
段
増
幅
器
に
マ
グ
ネ
ト
ロ
ン
を
使
用
す
る
も
の
の
場
合
は
、
Ｐ
〇
Ｎ
と
す
る
。

ロ

送
信
用
終
段
増
幅
器
に
半
導
体
素
子
を
使
用
す
る
も
の
の
場
合
は
、
Ｐ
〇
Ｎ
、
Ｑ
〇
Ｎ
又
は
Ｖ
〇
Ｎ
と

す
る
。

二

空
中
線
電
力
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
こ
と
。

イ

送
信
用
終
段
増
幅
器
に
マ
グ
ネ
ト
ロ
ン
を
使
用
す
る
も
の
の
場
合
は
、五
〇
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
と
す
る
。

ロ

送
信
用
終
段
増
幅
器
に
半
導
体
素
子
を
使
用
す
る
も
の
の
場
合
は
、
七
〇
〇
ワ
ッ
ト
以
下
と
す
る
。

令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報



三

送
信
設
備
の
等
価
等
方
輻
射
電
力
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
こ
と
。

イ

送
信
用
終
段
増
幅
器
に
マ
グ
ネ
ト
ロ
ン
を
使
用
す
る
も
の
の
場
合
は
、
八
二
デ
シ
ベ
ル
（
一
ワ
ッ
ト
を

〇
デ
シ
ベ
ル
と
す
る
。
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。）以
下
と
す
る
。

ロ

送
信
用
終
段
増
幅
器
に
半
導
体
素
子
を
使
用
し
、
九
、
七
〇
〇
MHz
を
超
え
九
、
八
〇
〇
MHz
以
下
の
周
波

数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の
の
場
合
は
、
五
八
デ
シ
ベ
ル
以
下
と
す
る
。

ハ

送
信
用
終
段
増
幅
器
に
半
導
体
素
子
を
使
用
し
、
九
、
八
〇
〇
MHz
を
超
え
九
、
九
〇
〇
MHz
以
下
の
周
波

数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の
の
場
合
は
、
六
二
デ
シ
ベ
ル
以
下
と
す
る
。

四

パ
ル
ス
幅
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
こ
と
。

イ

送
信
用
終
段
増
幅
器
に
マ
グ
ネ
ト
ロ
ン
を
使
用
す
る
も
の
の
場
合
は
、
〇
・
一
マ
イ
ク
ロ
秒
以
上
と
す

る
。

ロ

送
信
用
終
段
増
幅
器
に
半
導
体
素
子
を
使
用
し
、
九
、
七
〇
〇
MHz
を
超
え
九
、
八
〇
〇
MHz
以
下
の
周
波

数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の
の
場
合
、
Ｐ
〇
Ｎ
電
波
は
〇
・
一
六
マ
イ
ク
ロ
秒
以
上
と
し
、
Ｑ
〇
Ｎ
電
波

は
二
二
マ
イ
ク
ロ
秒
以
下
と
す
る
。

ハ

送
信
用
終
段
増
幅
器
に
半
導
体
素
子
を
使
用
し
、
九
、
八
〇
〇
MHz
を
超
え
九
、
九
〇
〇
MHz
以
下
の
周
波

数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の
の
場
合
、
Ｐ
〇
Ｎ
電
波
は
〇
・
〇
七
マ
イ
ク
ロ
秒
以
上
と
し
、
Ｑ
〇
Ｎ
電
波

は
三
〇
マ
イ
ク
ロ
秒
以
下
と
す
る
。

五

パ
ル
ス
繰
り
返
し
周
波
数
は
、
三
kHz
以
下
で
あ
る
こ
と
。

別
表
第
一
号
（
第
５
条
関
係
）

別
表
第
一
号
（
第
５
条
関
係
）

周
波
数
の
許
容
偏
差
の
表

周
波
数
の
許
容
偏
差
の
表

周
波
数
帯

無
線

局

周
波
数
の
許
容
偏
差

（
H
z 又
は
k
H
z を
付

し
た
も
の
を
除
き
、
百

万
分
率
）

周
波
数
帯

無
線

局

周
波
数
の
許
容
偏
差

（
H
z 又
は
k
H
z を
付

し
た
も
の
を
除
き
、
百

万
分
率
）

［
略
］

［
同
左
］

８
2450

M
H
z を
超
え
［
１
・
２
略
］

［
略
］

８
2450

M
H
z を
超
え
［
１
・
２
同
左
］

［
同
左
］

10500M
H
z 以
下

３
無
線
測
位
局

10500M
H
z 以
下

３
無
線
測
位
局


Ｍ
Ｌ
Ｓ
角
度
系

10k
H
z


Ｍ
Ｌ
Ｓ
角
度
系

10k
H
z


気
象
観
測
を
行
う
無
線
標
定
陸
上
局
（
第

四
十
九
条
の
四
の
二
の
二
に
規
定
す
る
も
の

に
限
る
。）

20

気
象
観
測
を
行
う
無
線
標
定
陸
上
局
（
第

四
十
九
条
の
四
の
二
の
二
に
規
定
す
る
も
の

に
限
る
。）

20


沿
岸
監
視
等
を
行
う
無
線
標
定
業
務
の
無

線
局
の
う
ち
送
信
用
終
段
増
幅
器
に
半
導
体

素
子
を
使
用
す
る
も
の
（
第
四
十
九
条
の
四

の
二
の
三
に
規
定
す
る
も
の
に
限
る
。）

300

そ
の
他
の
無
線
測
位
局
（
注
29）

1250


そ
の
他
の
無
線
測
位
局
（
注
29）

1250
［
４
～
６
略
］

［
略
］

［
４
～
６
同
左
］

［
同
左
］

［
略
］

［
同
左
］

［
注
略
］

［
注
同
左
］

令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報 



別表第二号（第６条関係） 別表第二号（第６条関係）
［第１～第80 略］ ［第１～第80 同左］
第81


第49条の４の２の３に規定する無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第１から第４ま


での規定にかかわらず、次のとおりとする。


［新設］

１

送信用終段増幅器にマグネトロンを使用するもの


40MHz


２

送信用終段増幅器に半導体素子を使用するもの




9700MHzを超え9800MHz以下の周波数の電波を使用し、電波の型式がＰ０Ｎのも


の

25MHz





9700MHzを超え9800MHz以下の周波数の電波を使用し、電波の型式がＱ０Ｎのも


の

24MHz





9800MHzを超え9900MHz以下の周波数の電波を使用し、電波の型式がＰ０Ｎのも


の

58MHz





9800MHzを超え9900MHz以下の周波数の電波を使用し、電波の型式がＱ０Ｎのも


の

24MHz


別表第三号（第７条関係） 別表第三号（第７条関係）
［１～62 略］ ［１～62 同左］
63 船上通信設備（デジタル船上通信設備に限る。）の送信設備の不要発射の強度の許容値は、
２に規定する値にかかわらず、中心周波数からの離調が9375kHz（ただし、チャネル間


隔が125kHzの場合は1875kHzとする。


）を超える周波数帯において、025W以下の値とす
る。

63 船上通信設備（デジタル船上通信設備に限る。）の送信設備の不要発射の強度の許容値は、
２に規定する値にかかわらず、中心周波数からの離調が9375kHz


を超える周波数帯にお

いて、025W以下の値とする。

［64～72 略］ ［64～72 同左］

備 考 表 中 の ﹇ ﹈ の 記 載 及 び 対 象 規 定 の 二 重 傍 線 を 付 し た 標 記 部 分 を 除 く 全 体 に 付 し た 傍 線 は 注 記 で あ る 。

附 則

こ の 省 令 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

総 務 省 組 織 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 省 令

総 務 省 組 織 規 則 （ 平 成 十 三 年 総 務 省 令 第 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

次 の 表 に よ り 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 を 付 し た 部 分 を こ れ に 対 応 す る 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 を 付 し た 部 分 の よ う に 改 め る 。

改 正 後 改 正 前

附 則 附 則

（ 自 治 行 政 局 選 挙 部 選 挙 課 企 画 官 の 設 置 期 間 の 特 例 ） （ 自 治 行 政 局 選 挙 部 選 挙 課 企 画 官 の 設 置 期 間 の 特 例 ）

第 十 三 条 第 二 十 六 条 の 二 第 一 項 の 企 画 官 は 、 令 和 十 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 、 置 か れ る も の と

す る 。

第 十 三 条 第 二 十 六 条 の 二 第 一 項 の 企 画 官 は 、 令 和 七 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 、 置 か れ る も の と

す る 。

附 則

こ の 省 令 は 、 令 和 七 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

令
和

年

月


日
月
曜
日

(号
外
第


号
)

官
報

〇 総 務 省 令 第 二 十 七 号

総 務 省 設 置 法 （ 平 成 十 一 年 法 律 第 九 十 一 号 ） 及 び 総 務 省 組 織 令 （ 平 成 十 二 年 政 令 第 二 百 四 十 六 号 ） を 実 施 す る た め 、 総 務 省 組 織 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 省 令 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 七 年 三 月 三 十 一 日 総 務 大 臣 村 上 誠 一 郎






矯
正
管
区
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

矯
正
管
区
組
織
規
則
（
平
成
二
十
五
年
法
務
省
令
第
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

（
首
席
管
区
監
査
官
、
管
区
監
査
官
及
び
施
設
運
営
評
価
分
析
官
）

（
首
席
管
区
監
査
官
、
管
区
監
査
官
及
び
施
設
運
営
評
価
分
析
官
）

第
一
条

矯
正
管
区
に
、
そ
れ
ぞ
れ
首
席
管
区
監
査
官
一
人
、
管
区
監
査
官
一
人
（
関
東
矯
正
管
区
、
中
部
矯
正

管
区
及
び
近
畿
矯
正
管
区
に
あ
っ
て
は
、
二
人
）
及
び
施
設
運
営
評
価
分
析
官
一
人
を
置
く
。

第
一
条

矯
正
管
区
に
、
そ
れ
ぞ
れ
首
席
管
区
監
査
官
一
人
、
管
区
監
査
官
一
人
（
東
京
矯
正
管
区
、
名
古
屋
矯

正
管
区
及
び
大
阪
矯
正
管
区
に
あ
っ
て
は
、
二
人
）
及
び
施
設
運
営
評
価
分
析
官
一
人
を
置
く
。

﹇
２
〜
４

略
﹈

﹇
２
〜
４

同
上
﹈

（
総
務
企
画
部
の
所
掌
事
務
）

（
第
一
部
の
所
掌
事
務
）

第
二
条

総
務
企
画
部
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
二
条

第
一
部
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

﹇
一
〜
十

略
﹈

﹇
一
〜
十

同
上
﹈

（
成
人
矯
正
部
の
所
掌
事
務
）

（
第
二
部
の
所
掌
事
務
）

第
三
条

成
人
矯
正
部
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
三
条

第
二
部
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

﹇
一
〜
八

略
﹈

﹇
一
〜
八

同
上
﹈

（
少
年
矯
正
部
の
所
掌
事
務
）

（
第
三
部
の
所
掌
事
務
）

第
四
条

少
年
矯
正
部
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
四
条

第
三
部
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

﹇
一
〜
六

略
﹈

﹇
一
〜
六

同
上
﹈

（
部
次
長
）

（
部
次
長
）

第
四
条
の
二

関
東
矯
正
管
区
及
び
近
畿
矯
正
管
区
の
総
務
企
画
部
に
、
そ
れ
ぞ
れ
次
長
一
人
を
置
く
。

第
四
条
の
二

東
京
矯
正
管
区
及
び
大
阪
矯
正
管
区
の
第
一
部
に
、
そ
れ
ぞ
れ
次
長
一
人
を
置
く
。

２

﹇
略
﹈

２

﹇
同
上
﹈

（
総
務
企
画
部
に
置
く
課
等
）

（
第
一
部
に
置
く
課
等
）

第
五
条

総
務
企
画
部
に
、
次
に
掲
げ
る
課
を
置
く
。

第
五
条

第
一
部
に
、
次
に
掲
げ
る
課
を
置
く
。

総
務
課

総
務
課

職
員
課

職
員
課

更
生
支
援
企
画
課

更
生
支
援
企
画
課

矯
正
医
事
課

矯
正
医
事
課

２

前
項
に
掲
げ
る
課
の
ほ
か
、
総
務
企
画
部
に
、
そ
れ
ぞ
れ
管
区
調
査
官
一
人
を
置
く
。

２

前
項
に
掲
げ
る
課
の
ほ
か
、
第
一
部
に
、
そ
れ
ぞ
れ
管
区
調
査
官
一
人
を
置
く
。

（
管
区
調
査
官
の
職
務
）

（
管
区
調
査
官
の
職
務
）

第
八
条

管
区
調
査
官
は
、
命
を
受
け
て
、総
務
企
画
部
の
所
掌
事
務
の
う
ち
特
定
事
項
に
係
る
も
の
を
調
査
し
、

企
画
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
八
条

管
区
調
査
官
は
、
命
を
受
け
て
、
第
一
部
の
所
掌
事
務
の
う
ち
特
定
事
項
に
係
る
も
の
を
調
査
し
、
企

画
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

（
成
人
矯
正
部
に
置
く
課
等
）

（
第
二
部
に
置
く
課
等
）

第
九
条

成
人
矯
正
部
に
、
次
に
掲
げ
る
課
を
置
く
。

第
九
条

第
二
部
に
、
次
に
掲
げ
る
課
を
置
く
。

成
人
矯
正
第
一
課

成
人
矯
正
第
一
課

成
人
矯
正
第
二
課

成
人
矯
正
第
二
課

成
人
矯
正
第
三
課
（
関
東
矯
正
管
区
及
び
近
畿
矯
正
管
区
に
限
る
。）

成
人
矯
正
第
三
課
（
東
京
矯
正
管
区
及
び
大
阪
矯
正
管
区
に
限
る
。）

２

前
項
に
掲
げ
る
課
の
ほ
か
、
成
人
矯
正
部
に
、
そ
れ
ぞ
れ
成
人
矯
正
調
整
官
一
人
を
置
く
。

２

前
項
に
掲
げ
る
課
の
ほ
か
、
第
二
部
に
、
そ
れ
ぞ
れ
成
人
矯
正
調
整
官
一
人
を
置
く
。

（
成
人
矯
正
第
一
課
の
所
掌
事
務
）

（
成
人
矯
正
第
一
課
の
所
掌
事
務
）

第
十
条

成
人
矯
正
第
一
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
十
条

成
人
矯
正
第
一
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

﹇
一
・
二

略
﹈

﹇
一
・
二

同
上
﹈

令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報
〇
法
務
省
令
第
十
三
号

法
務
省
組
織
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
四
十
八
号
）
第
六
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
矯
正
管
区
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

法
務
大
臣

鈴
木

馨
祐





三

刑
務
所
等
被
収
容
者
の
処
遇
に
関
す
る
こ
と
（
成
人
矯
正
第
二
課
（
関
東
矯
正
管
区
及
び
近
畿
矯
正
管
区

に
あ
っ
て
は
、
成
人
矯
正
第
二
課
及
び
成
人
矯
正
第
三
課
）
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。）。

三

刑
務
所
等
被
収
容
者
の
処
遇
に
関
す
る
こ
と
（
成
人
矯
正
第
二
課
（
東
京
矯
正
管
区
及
び
大
阪
矯
正
管
区

に
あ
っ
て
は
、
成
人
矯
正
第
二
課
及
び
成
人
矯
正
第
三
課
）
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。）。

﹇
四
〜
六

略
﹈

﹇
四
〜
六

同
上
﹈

（
成
人
矯
正
第
二
課
の
所
掌
事
務
）

（
成
人
矯
正
第
二
課
の
所
掌
事
務
）

第
十
一
条

成
人
矯
正
第
二
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
（
関
東
矯
正
管
区
及
び
近
畿
矯
正
管
区
の
成
人
矯
正
第
二

課
に
お
い
て
は
、
第
三
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
事
務
を
除
く
。）を
つ
か
さ
ど
る
。

第
十
一
条

成
人
矯
正
第
二
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
（
東
京
矯
正
管
区
及
び
大
阪
矯
正
管
区
の
成
人
矯
正
第
二

課
に
お
い
て
は
、
第
三
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
事
務
を
除
く
。）を
つ
か
さ
ど
る
。

﹇
一
〜
五

略
﹈

﹇
一
〜
五

同
上
﹈

（
成
人
矯
正
調
整
官
の
職
務
）

（
成
人
矯
正
調
整
官
の
職
務
）

第
十
二
条

成
人
矯
正
調
整
官
は
、
命
を
受
け
て
、
成
人
矯
正
部
の
所
掌
事
務
の
う
ち
特
定
事
項
に
係
る
も
の
を

企
画
し
、
調
整
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
十
二
条

成
人
矯
正
調
整
官
は
、
命
を
受
け
て
、
第
二
部
の
所
掌
事
務
の
う
ち
特
定
事
項
に
係
る
も
の
を
企
画

し
、
調
整
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

（
少
年
矯
正
部
に
置
く
課
等
）

（
第
三
部
に
置
く
課
等
）

第
十
三
条

少
年
矯
正
部
に
、
次
に
掲
げ
る
課
を
置
く
。

第
十
三
条

第
三
部
に
、
次
に
掲
げ
る
課
を
置
く
。

少
年
矯
正
第
一
課

少
年
矯
正
第
一
課

少
年
矯
正
第
二
課

少
年
矯
正
第
二
課

２

前
項
に
掲
げ
る
課
の
ほ
か
、
関
東
矯
正
管
区
、
中
部
矯
正
管
区
、
近
畿
矯
正
管
区
、
中
国
矯
正
管
区
及
び
九

州
矯
正
管
区
の
少
年
矯
正
部
に
、
そ
れ
ぞ
れ
少
年
矯
正
調
整
官
一
人
を
置
く
。

２

前
項
に
掲
げ
る
課
の
ほ
か
、
東
京
矯
正
管
区
、
名
古
屋
矯
正
管
区
、
大
阪
矯
正
管
区
、
広
島
矯
正
管
区
及
び

福
岡
矯
正
管
区
の
第
三
部
に
、
そ
れ
ぞ
れ
少
年
矯
正
調
整
官
一
人
を
置
く
。

（
少
年
矯
正
調
整
官
の
職
務
）

（
少
年
矯
正
調
整
官
の
職
務
）

第
十
六
条

少
年
矯
正
調
整
官
は
、
命
を
受
け
て
、
少
年
矯
正
部
の
所
掌
事
務
の
う
ち
特
定
事
項
に
係
る
も
の
を

企
画
し
、
調
整
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
十
六
条

少
年
矯
正
調
整
官
は
、
命
を
受
け
て
、
第
三
部
の
所
掌
事
務
の
う
ち
特
定
事
項
に
係
る
も
の
を
企
画

し
、
調
整
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

備
考

表
中
の
﹇

﹈
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
注

令
和
七
年
度
本
予
算
が
年
度
内
に
成
立
し
な
か
っ
た
場
合
に
は
附
則
は
次
の
よ
う
に
な
る
。）

附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

会
社
計
算
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

会
社
計
算
規
則
（
平
成
十
八
年
法
務
省
令
第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍

線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。）は
、
そ
の
標
記
部
分
が
同
一
の
も
の
は
当
該
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ
う
に
改
め
、
そ
の
標
記
部
分
が
異
な
る
も
の
は
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲

げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

改

正

後

改

正

前

（
定
義
）

（
定
義
）

第
二
条

﹇
略
﹈

第
二
条

﹇
同
上
﹈

２

﹇
略
﹈

２

﹇
同
上
﹈

３

こ
の
省
令
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

３

こ
の
省
令
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

﹇
一
〜
五
十
五

略
﹈

﹇
一
〜
五
十
五

同
上
﹈

令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報
〇
法
務
省
令
第
十
四
号

会
社
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
四
百
三
十
五
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
四
百
四
十
四
条
第
一
項
並
び
に
第
六
百
十
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
会
社
計
算
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に

定
め
る
。令

和
七
年
三
月
三
十
一
日

法
務
大
臣

鈴
木

馨
祐





五
十
六

使
用
権
資
産

リ
ー
ス
の
対
象
と
な
る
資
産
を
使
用
す
る
権
利
を
い
う
。

五
十
六

リ
ー
ス
物
件

リ
ー
ス
契
約
に
よ
り
使
用
す
る
物
件
を
い
う
。

五
十
七

フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
・
リ
ー
ス

契
約
期
間
の
中
途
に
お
い
て
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
リ
ー
ス
又
は

こ
れ
に
準
ず
る
リ
ー
ス
で
、
借
手
（
リ
ー
ス
の
当
事
者
の
う
ち
、
そ
の
対
象
と
な
る
資
産
を
使
用
す
る
権
利

を
取
得
す
る
者
を
い
う
。
次
号
及
び
第
百
八
条
に
お
い
て
同
じ
。）が
、
当
該
リ
ー
ス
の
対
象
と
な
る
資
産
か

ら
も
た
ら
さ
れ
る
経
済
的
利
益
を
実
質
的
に
享
受
す
る
こ
と
が
で
き
、
か
つ
、
当
該
資
産
の
使
用
に
伴
っ
て

生
じ
る
費
用
等
を
実
質
的
に
負
担
す
る
こ
と
と
な
る
も
の
を
い
う
。

五
十
七

フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
・
リ
ー
ス
取
引

リ
ー
ス
契
約
に
基
づ
く
期
間
の
中
途
に
お
い
て
当
該
リ
ー
ス
契
約

を
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
リ
ー
ス
取
引
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
リ
ー
ス
取
引
で
、リ
ー
ス
物
件
の
借
主
が
、

当
該
リ
ー
ス
物
件
か
ら
も
た
ら
さ
れ
る
経
済
的
利
益
を
実
質
的
に
享
受
す
る
こ
と
が
で
き
、か
つ
、当
該
リ
ー

ス
物
件
の
使
用
に
伴
っ
て
生
じ
る
費
用
等
を
実
質
的
に
負
担
す
る
こ
と
と
な
る
も
の
を
い
う
。

五
十
八

所
有
権
移
転
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
・
リ
ー
ス

フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
・
リ
ー
ス
の
う
ち
、
契
約
上
の
諸
条
件
に

照
ら
し
て
リ
ー
ス
の
対
象
と
な
る
資
産
の
所
有
権
が
借
手
に
移
転
す
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
い
う
。

五
十
八

所
有
権
移
転
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
・
リ
ー
ス
取
引

フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
・
リ
ー
ス
取
引
の
う
ち
、
リ
ー
ス
契

約
上
の
諸
条
件
に
照
ら
し
て
リ
ー
ス
物
件
の
所
有
権
が
借
主
に
移
転
す
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
い
う
。

五
十
九

所
有
権
移
転
外
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
・
リ
ー
ス

フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
・
リ
ー
ス
の
う
ち
、
所
有
権
移
転
フ
ァ

イ
ナ
ン
ス
・
リ
ー
ス
以
外
の
も
の
を
い
う
。

五
十
九

所
有
権
移
転
外
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
・
リ
ー
ス
取
引

フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
・
リ
ー
ス
取
引
の
う
ち
、
所
有
権

移
転
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
・
リ
ー
ス
取
引
以
外
の
も
の
を
い
う
。

﹇
六
十
〜
六
十
九

略
﹈

﹇
六
十
〜
六
十
九

同
上
﹈

七
十

賃
貸
等
不
動
産

た
な
卸
資
産
に
分
類
さ
れ
る
不
動
産
以
外
の
不
動
産
で
あ
っ
て
、
賃
貸
又
は
譲
渡
に

よ
る
収
益
又
は
利
益
を
目
的
と
し
て
所
有
し
、
又
は
リ
ー
ス
に
よ
り
使
用
す
る
権
利
を
有
す
る
不
動
産
を
い

う
。

七
十

賃
貸
等
不
動
産

た
な
卸
資
産
に
分
類
さ
れ
る
不
動
産
以
外
の
不
動
産
で
あ
っ
て
、
賃
貸
又
は
譲
渡
に

よ
る
収
益
又
は
利
益
を
目
的
と
し
て
所
有
す
る
不
動
産
を
い
う
。

（
資
産
の
部
の
区
分
）

（
資
産
の
部
の
区
分
）

第
七
十
四
条

﹇
略
﹈

第
七
十
四
条

﹇
同
上
﹈

２

﹇
略
﹈

２

﹇
同
上
﹈

３

次
の
各
号
に
掲
げ
る
資
産
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
に
属
す
る
も
の
と
す
る
。

３

次
の
各
号
に
掲
げ
る
資
産
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
に
属
す
る
も
の
と
す
る
。

一

次
に
掲
げ
る
資
産

流
動
資
産

一

次
に
掲
げ
る
資
産

流
動
資
産

﹇
イ
〜
ハ

略
﹈

﹇
イ
〜
ハ

同
上
﹈

ニ

所
有
権
移
転
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
・
リ
ー
ス
に
お
け
る
リ
ー
ス
債
権
の
う
ち
、
通
常
の
取
引
に
基
づ
い
て
発

生
し
た
も
の
（
破
産
更
生
債
権
等
で
一
年
内
に
回
収
さ
れ
な
い
こ
と
が
明
ら
か
な
も
の
を
除
く
。）及
び
通

常
の
取
引
以
外
の
取
引
に
基
づ
い
て
発
生
し
た
も
の
で
一
年
内
に
期
限
が
到
来
す
る
も
の

ニ

所
有
権
移
転
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
・
リ
ー
ス
取
引
に
お
け
る
リ
ー
ス
債
権
の
う
ち
、
通
常
の
取
引
に
基
づ
い

て
発
生
し
た
も
の
（
破
産
更
生
債
権
等
で
一
年
内
に
回
収
さ
れ
な
い
こ
と
が
明
ら
か
な
も
の
を
除
く
。）及

び
通
常
の
取
引
以
外
の
取
引
に
基
づ
い
て
発
生
し
た
も
の
で
一
年
内
に
期
限
が
到
来
す
る
も
の

ホ

所
有
権
移
転
外
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
・
リ
ー
ス
に
お
け
る
リ
ー
ス
投
資
資
産
の
う
ち
、
通
常
の
取
引
に
基
づ

い
て
発
生
し
た
も
の
（
破
産
更
生
債
権
等
で
一
年
内
に
回
収
さ
れ
な
い
こ
と
が
明
ら
か
な
も
の
を
除
く
。）

及
び
通
常
の
取
引
以
外
の
取
引
に
基
づ
い
て
発
生
し
た
も
の
で
一
年
内
に
期
限
が
到
来
す
る
も
の

ホ

所
有
権
移
転
外
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
・
リ
ー
ス
取
引
に
お
け
る
リ
ー
ス
投
資
資
産
の
う
ち
、
通
常
の
取
引
に

基
づ
い
て
発
生
し
た
も
の
（
破
産
更
生
債
権
等
で
一
年
内
に
回
収
さ
れ
な
い
こ
と
が
明
ら
か
な
も
の
を
除

く
。）及
び
通
常
の
取
引
以
外
の
取
引
に
基
づ
い
て
発
生
し
た
も
の
で
一
年
内
に
期
限
が
到
来
す
る
も
の

﹇
ヘ
〜
タ

略
﹈

﹇
ヘ
〜
タ

同
上
﹈

二

次
に
掲
げ
る
資
産
（
た
だ
し
、
イ
か
ら
チ
ま
で
に
掲
げ
る
資
産
に
つ
い
て
は
、
事
業
の
用
に
供
す
る
も
の

に
限
る
。）
有
形
固
定
資
産

二

次
に
掲
げ
る
資
産
（
た
だ
し
、
イ
か
ら
チ
ま
で
に
掲
げ
る
資
産
に
つ
い
て
は
、
事
業
の
用
に
供
す
る
も
の

に
限
る
。）
有
形
固
定
資
産

﹇
イ
〜
ト

略
﹈

﹇
イ
〜
ト

同
上
﹈

チ

使
用
権
資
産
（
リ
ー
ス
の
対
象
と
な
る
資
産
が
イ
か
ら
ト
ま
で
及
び
ヌ
に
掲
げ
る
も
の
で
あ
る
場
合
に

限
る
。）

チ

リ
ー
ス
資
産
（
当
該
会
社
が
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
・
リ
ー
ス
取
引
に
お
け
る
リ
ー
ス
物
件
の
借
主
で
あ
る
資

産
で
あ
っ
て
、
当
該
リ
ー
ス
物
件
が
イ
か
ら
ト
ま
で
及
び
ヌ
に
掲
げ
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
限
る
。）

﹇
リ
・
ヌ

略
﹈

﹇
リ
・
ヌ

同
上
﹈

三

次
に
掲
げ
る
資
産

無
形
固
定
資
産

三

次
に
掲
げ
る
資
産

無
形
固
定
資
産

﹇
イ
〜
リ

略
﹈

﹇
イ
〜
リ

同
上
﹈

ヌ

使
用
権
資
産
（
リ
ー
ス
の
対
象
と
な
る
資
産
が
イ
か
ら
ホ
ま
で
、
ト
、
チ
及
び
ル
に
掲
げ
る
も
の
で
あ

る
場
合
に
限
る
。）

ヌ

リ
ー
ス
資
産
（
当
該
会
社
が
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
・
リ
ー
ス
取
引
に
お
け
る
リ
ー
ス
物
件
の
借
主
で
あ
る
資

産
で
あ
っ
て
、
当
該
リ
ー
ス
物
件
が
イ
か
ら
チ
ま
で
及
び
ル
に
掲
げ
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
限
る
。）

ル

﹇
略
﹈

ル

﹇
同
上
﹈

四

次
に
掲
げ
る
資
産

投
資
そ
の
他
の
資
産

四

次
に
掲
げ
る
資
産

投
資
そ
の
他
の
資
産

﹇
イ
〜
ホ

略
﹈

﹇
イ
〜
ホ

同
上
﹈

ヘ

所
有
権
移
転
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
・
リ
ー
ス
に
お
け
る
リ
ー
ス
債
権
の
う
ち
第
一
号
ニ
に
掲
げ
る
も
の
以
外

の
も
の

ヘ

所
有
権
移
転
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
・
リ
ー
ス
取
引
に
お
け
る
リ
ー
ス
債
権
の
う
ち
第
一
号
ニ
に
掲
げ
る
も
の

以
外
の
も
の
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ト

所
有
権
移
転
外
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
・
リ
ー
ス
に
お
け
る
リ
ー
ス
投
資
資
産
の
う
ち
第
一
号
ホ
に
掲
げ
る
も

の
以
外
の
も
の

ト

所
有
権
移
転
外
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
・
リ
ー
ス
取
引
に
お
け
る
リ
ー
ス
投
資
資
産
の
う
ち
第
一
号
ホ
に
掲
げ

る
も
の
以
外
の
も
の

チ

使
用
権
資
産
（
リ
ー
ス
の
対
象
と
な
る
資
産
が
リ
及
び
ヌ
に
掲
げ
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
限
る
。）

﹇
号
の
細
分
を
加
え
る
。﹈

リ
・
ヌ

﹇
略
﹈

チ
・
リ

﹇
同
上
﹈

五

﹇
略
﹈

五

﹇
同
上
﹈

４

﹇
略
﹈

４

﹇
同
上
﹈

（
負
債
の
部
の
区
分
）

（
負
債
の
部
の
区
分
）

第
七
十
五
条

﹇
略
﹈

第
七
十
五
条

﹇
同
上
﹈

２

次
の
各
号
に
掲
げ
る
負
債
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
に
属
す
る
も
の
と
す
る
。

２

次
の
各
号
に
掲
げ
る
負
債
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
に
属
す
る
も
の
と
す
る
。

一

次
に
掲
げ
る
負
債

流
動
負
債

一

次
に
掲
げ
る
負
債

流
動
負
債

﹇
イ
〜
ト

略
﹈

﹇
イ
〜
ト

同
上
﹈

チ

リ
ー
ス
負
債
の
う
ち
、
一
年
内
に
期
限
が
到
来
す
る
も
の

チ

フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
・
リ
ー
ス
取
引
に
お
け
る
リ
ー
ス
債
務
の
う
ち
、
一
年
内
に
期
限
が
到
来
す
る
も
の

﹇
リ
・
ヌ

略
﹈

﹇
リ
・
ヌ

同
上
﹈

二

次
に
掲
げ
る
負
債

固
定
負
債

二

次
に
掲
げ
る
負
債

固
定
負
債

﹇
イ
〜
ヘ

略
﹈

﹇
イ
〜
ヘ

同
上
﹈

ト

リ
ー
ス
負
債
の
う
ち
、
前
号
チ
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
も
の

ト

フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
・
リ
ー
ス
取
引
に
お
け
る
リ
ー
ス
債
務
の
う
ち
、
前
号
チ
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
も
の

﹇
チ
・
リ

略
﹈

﹇
チ
・
リ

同
上
﹈

（
注
記
表
の
区
分
）

（
注
記
表
の
区
分
）

第
九
十
八
条

注
記
表
は
、
次
に
掲
げ
る
項
目
に
区
分
し
て
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
九
十
八
条

注
記
表
は
、
次
に
掲
げ
る
項
目
に
区
分
し
て
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

﹇
一
〜
十

略
﹈

﹇
一
〜
十

同
上
﹈

十
一

リ
ー
ス
に
関
す
る
注
記

十
一

リ
ー
ス
に
よ
り
使
用
す
る
固
定
資
産
に
関
す
る
注
記

﹇
十
二
〜
十
九

略
﹈

﹇
十
二
〜
十
九

同
上
﹈

２

次
の
各
号
に
掲
げ
る
注
記
表
に
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
項
目
を
表
示
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

２

次
の
各
号
に
掲
げ
る
注
記
表
に
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
項
目
を
表
示
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

﹇
一
〜
三

略
﹈

﹇
一
〜
三

同
上
﹈

四

連
結
注
記
表

前
項
第
八
号
、
第
十
号
、
第
十
四
号
、
第
十
五
号
及
び
第
十
八
号
に
掲
げ
る
項
目

四

連
結
注
記
表

前
項
第
八
号
、
第
十
号
、
第
十
一
号
、
第
十
四
号
、
第
十
五
号
及
び
第
十
八
号
に
掲
げ
る

項
目

五

﹇
略
﹈

五

﹇
同
上
﹈

（
リ
ー
ス
に
関
す
る
注
記
）

（
リ
ー
ス
に
よ
り
使
用
す
る
固
定
資
産
に
関
す
る
注
記
）

第
百
八
条

リ
ー
ス
に
関
す
る
注
記
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項

（
重
要
性
の
乏
し
い
も
の
を
除
く
。）と
す
る
。
た
だ
し
、
法
第
四
百
四
十
条
第
四
項
に
規
定
す
る
株
式
会
社
以

外
の
株
式
会
社
は
、
こ
れ
ら
の
事
項
の
注
記
を
要
し
な
い
。

第
百
八
条

リ
ー
ス
に
よ
り
使
用
す
る
固
定
資
産
に
関
す
る
注
記
は
、
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
・
リ
ー
ス
取
引
の
借
主
で

あ
る
株
式
会
社
が
当
該
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
・
リ
ー
ス
取
引
に
つ
い
て
通
常
の
売
買
取
引
に
係
る
方
法
に
準
じ
て
会

計
処
理
を
行
っ
て
い
な
い
場
合
に
お
け
る
リ
ー
ス
物
件
（
固
定
資
産
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）

に
関
す
る
事
項
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
リ
ー
ス
物
件
の
全
部
又
は
一
部
に
係
る
次
に
掲
げ
る
事

項
（
各
リ
ー
ス
物
件
に
つ
い
て
一
括
し
て
注
記
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
一
括
し
て
注
記
す
べ
き
リ
ー
ス
物
件

に
関
す
る
事
項
）
を
含
め
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

一

借
手
で
あ
る
場
合

次
に
掲
げ
る
事
項

一

当
該
事
業
年
度
の
末
日
に
お
け
る
取
得
原
価
相
当
額

イ

会
計
方
針
に
関
す
る
情
報

二

当
該
事
業
年
度
の
末
日
に
お
け
る
減
価
償
却
累
計
額
相
当
額

ロ

リ
ー
ス
特
有
の
取
引
に
関
す
る
情
報

三

当
該
事
業
年
度
の
末
日
に
お
け
る
未
経
過
リ
ー
ス
料
相
当
額

ハ

当
該
事
業
年
度
（
連
結
計
算
書
類
に
あ
っ
て
は
、
当
該
連
結
会
計
年
度
。
次
号
ロ
に
お
い
て
同
じ
。）及

び
翌
事
業
年
度
（
連
結
計
算
書
類
に
あ
っ
て
は
、
翌
連
結
会
計
年
度
。
同
号
ロ
に
お
い
て
同
じ
。）以
降
の

リ
ー
ス
の
金
額
を
理
解
す
る
た
め
の
情
報

四

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
当
該
リ
ー
ス
物
件
に
係
る
重
要
な
事
項

二

貸
手（
リ
ー
ス
の
当
事
者
の
う
ち
、そ
の
対
象
と
な
る
資
産
を
使
用
す
る
権
利
を
設
定
す
る
会
社
を
い
う
。）

で
あ
る
場
合

次
に
掲
げ
る
事
項

イ

リ
ー
ス
特
有
の
取
引
に
関
す
る
情
報

ロ

当
該
事
業
年
度
及
び
翌
事
業
年
度
以
降
の
リ
ー
ス
の
金
額
を
理
解
す
る
た
め
の
情
報
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２

連
結
計
算
書
類
を
作
成
す
る
株
式
会
社
は
、
個
別
注
記
表
に
お
け
る
前
項
（
第
一
号
イ
を
除
く
。）の
注
記
を

要
し
な
い
。

３

個
別
注
記
表
に
注
記
す
べ
き
事
項
（
第
一
項
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
事
項
に
限
る
。）が
連
結
注
記
表
に
注
記
す

べ
き
事
項
と
同
一
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
個
別
注
記
表
に
そ
の
旨
を
注
記
す
る
と
き
は
、
個
別
注
記
表
に
お

け
る
当
該
事
項
の
注
記
を
要
し
な
い
。

４

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
・
リ
ー
ス
の
借
手
で
あ
る
株
式
会
社
が
当
該
フ
ァ
イ
ナ
ン

ス
・
リ
ー
ス
に
つ
い
て
資
産
及
び
負
債
を
計
上
す
る
会
計
処
理
を
行
っ
て
い
な
い
場
合
の
個
別
注
記
表
に
お
け

る
リ
ー
ス
に
関
す
る
注
記
は
、
リ
ー
ス
の
対
象
と
な
る
資
産
（
固
定
資
産
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同

じ
。）に
関
す
る
事
項
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
資
産
の
全
部
又
は
一
部
に
係
る
次
に
掲
げ
る
事
項

（
各
資
産
に
つ
い
て
一
括
し
て
注
記
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
一
括
し
て
注
記
す
べ
き
資
産
に
関
す
る
事
項
）

を
含
め
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

一

当
該
事
業
年
度
の
末
日
に
お
け
る
取
得
原
価
相
当
額

二

当
該
事
業
年
度
の
末
日
に
お
け
る
減
価
償
却
累
計
額
相
当
額

三

当
該
事
業
年
度
の
末
日
に
お
け
る
未
経
過
リ
ー
ス
料
相
当
額

四

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
当
該
資
産
に
係
る
重
要
な
事
項

（
金
融
商
品
に
関
す
る
注
記
）

（
金
融
商
品
に
関
す
る
注
記
）

第
百
九
条

金
融
商
品
に
関
す
る
注
記
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
（
重
要
性
の
乏
し
い
も
の
を
除
く
。）と
す
る
。
た

だ
し
、
法
第
四
百
四
十
四
条
第
三
項
に
規
定
す
る
株
式
会
社
以
外
の
株
式
会
社
に
あ
っ
て
は
、
第
三
号
に
掲
げ

る
事
項
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
百
九
条

金
融
商
品
に
関
す
る
注
記
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
（
重
要
性
の
乏
し
い
も
の
を
除
く
。）と
す
る
。
た

だ
し
、
法
第
四
百
四
十
四
条
第
三
項
に
規
定
す
る
株
式
会
社
以
外
の
株
式
会
社
に
あ
っ
て
は
、
第
三
号
に
掲
げ

る
事
項
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

﹇
略
﹈

一

﹇
同
上
﹈

二

金
融
商
品
（
リ
ー
ス
負
債
を
除
く
。）の
時
価
等
に
関
す
る
事
項

二

金
融
商
品
の
時
価
等
に
関
す
る
事
項

三

金
融
商
品
（
リ
ー
ス
負
債
、
リ
ー
ス
債
権
及
び
リ
ー
ス
投
資
資
産
を
除
く
。）の
時
価
の
適
切
な
区
分
ご
と

の
内
訳
等
に
関
す
る
事
項

三

金
融
商
品
の
時
価
の
適
切
な
区
分
ご
と
の
内
訳
等
に
関
す
る
事
項

２

﹇
略
﹈

２

﹇
同
上
﹈

（
賃
貸
等
不
動
産
に
関
す
る
注
記
）

（
賃
貸
等
不
動
産
に
関
す
る
注
記
）

第
百
十
条

賃
貸
等
不
動
産
に
関
す
る
注
記
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
（
重
要
性
の
乏
し
い
も
の
を
除
く
。
以
下
こ

の
項
に
お
い
て
同
じ
。）と
す
る
。
た
だ
し
、
賃
貸
等
不
動
産
が
、
リ
ー
ス
に
よ
り
使
用
す
る
権
利
を
有
す
る
不

動
産
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
第
一
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

第
百
十
条

賃
貸
等
不
動
産
に
関
す
る
注
記
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の（
重
要
性
の
乏
し
い
も
の
を
除
く
。）と
す
る
。

﹇
一
・
二

略
﹈

﹇
一
・
二

同
上
﹈

２

﹇
略
﹈

２

﹇
同
上
﹈

備
考

表
中
の
﹇

﹈
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。

令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
会
社
計
算
規
則
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
新
会
社
計
算
規
則
」
と
い
う
。）の
規
定
は
、
令
和
九
年
四
月
一
日
以
後
に
開
始
す
る
事
業
年
度
及
び
連
結
会
計
年
度
に
係
る
計
算
書
類
及
び
連
結
計
算
書
類

に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
開
始
す
る
事
業
年
度
及
び
連
結
会
計
年
度
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
た
だ
し
、令
和
七
年
四
月
一
日
以
後
に
開
始
す
る
事
業
年
度
及
び
連
結
会
計
年
度
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
、

新
会
社
計
算
規
則
の
規
定
を
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
計
算
書
類
又
は
連
結
計
算
書
類
に
初
め
て
新
会
社
計
算
規
則
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
け
る
リ
ー
ス
に
係
る
会
計
方
針
の
変
更
に
つ
い
て
は
、
新
会
社
計
算
規
則
第
百
二
条
の
二
第
一
項
第
四
号
イ
に
掲
げ
る
事

項
に
代
え
て
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
注
記
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

新
会
社
計
算
規
則
の
規
定
を
適
用
し
て
計
算
書
類
又
は
連
結
計
算
書
類
を
作
成
す
る
最
初
の
事
業
年
度
又
は
連
結
会
計
年
度
（
次
号
に
お
い
て
「
適
用
初
年
度
」
と
い
う
。）の
期
首
の
貸
借
対
照
表
又
は
連
結
貸
借
対
照
表
に
計
上
さ
れ

て
い
る
リ
ー
ス
負
債
に
適
用
し
て
い
る
借
手
の
追
加
借
入
利
子
率
の
加
重
平
均

二

前
号
の
加
重
平
均
後
の
追
加
借
入
利
子
率
で
割
り
引
い
た
適
用
初
年
度
の
前
事
業
年
度
又
は
前
連
結
会
計
年
度
の
末
日
に
お
い
て
開
示
し
た
リ
ー
ス
（
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
・
リ
ー
ス
を
除
く
。）の
未
経
過
リ
ー
ス
料
と
適
用
初
年
度
の
期
首

の
貸
借
対
照
表
又
は
連
結
貸
借
対
照
表
に
計
上
さ
れ
て
い
る
リ
ー
ス
負
債
と
の
差
額
の
説
明
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公
証
人
定
員
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

公
証
人
定
員
規
則
（
昭
和
二
十
四
年
法
務
府
令
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

別
表

別
表

公
証
人
定
員
表

公
証
人
定
員
表

法
務
局
又
は
地
方
法
務
局

本
局
又
は
支
局

定

員

法
務
局
又
は
地
方
法
務
局

本
局
又
は
支
局

定

員

東
京

東
京

一
一
〇

東
京

東
京

一
〇
四

﹇
略
﹈

﹇
同
上
﹈

﹇
略
﹈

﹇
同
上
﹈

大
阪

大
阪

三
〇

大
阪

大
阪

二
七

﹇
略
﹈

﹇
同
上
﹈

﹇
略
﹈

﹇
同
上
﹈

備
考

表
中
の
﹇

﹈
は
注
記
で
あ
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
大
蔵
省
令
第
五
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
は
、
こ

れ
を
加
え
る
。

改

正

後

改

正

前

（
指
名
競
争
）

（
指
名
競
争
）

第
二
十
六
条
の
三

﹇
略
﹈

第
二
十
六
条
の
三

﹇
同
上
﹈

一

予
定
価
格
が
八
百
万
円
を
超
え
な
い
工
事
又
は
製
造
を
さ
せ
る
と
き
。

一

予
定
価
格
が
五
百
万
円
を
超
え
な
い
工
事
又
は
製
造
を
さ
せ
る
と
き
。

二

予
定
価
格
が
五
百
万
円
を
超
え
な
い
財
産
を
買
い
入
れ
る
と
き
。

二

予
定
価
格
が
三
百
万
円
を
超
え
な
い
財
産
を
買
入
れ
る
と
き
。

三

予
定
賃
借
料
の
年
額
又
は
総
額
が
三
百
万
円
を
超
え
な
い
物
件
を
借
り
入
れ
る
と
き
。

三

予
定
賃
借
料
の
年
額
又
は
総
額
が
百
六
十
万
円
を
超
え
な
い
物
件
を
借
入
れ
る
と
き
。

令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報
〇
法
務
省
令
第
十
五
号

公
証
人
法
（
明
治
四
十
一
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
証
人
定
員
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

法
務
大
臣

鈴
木

馨
祐

〇
財
務
省
令
第
十
四
号

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
四
十
七
号
）
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、
及
び
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
二
十
八
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法

施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

財
務
大
臣

加
藤

勝
信





四

予
定
価
格
が
二
百
万
円
を
超
え
な
い
財
産
を
売
り
払
う
と
き
。

四

予
定
価
格
が
百
万
円
を
超
え
な
い
財
産
を
売
払
う
と
き
。

五

予
定
賃
貸
料
の
年
額
又
は
総
額
が
百
万
円
を
超
え
な
い
物
件
を
貸
し
付
け
る
と
き
。

五

予
定
賃
貸
料
の
年
額
又
は
総
額
が
五
十
万
円
を
超
え
な
い
物
件
を
貸
付
け
る
と
き
。

六

工
事
又
は
製
造
の
請
負
、
財
産
の
売
買
及
び
物
件
の
貸
借
以
外
の
契
約
で
そ
の
予
定
価
格
が
三
百
五
十
万

円
を
超
え
な
い
も
の
を
す
る
と
き
。

六

工
事
又
は
製
造
の
請
負
、
財
産
の
売
買
及
び
物
件
の
貸
借
以
外
の
契
約
で
そ
の
予
定
価
格
が
二
百
万
円
を

超
え
な
い
も
の
を
す
る
と
き
。

﹇
２
・
３

略
﹈

﹇
２
・
３

同
上
﹈

（
随
意
契
約
）

（
随
意
契
約
）

第
二
十
七
条

﹇
略
﹈

第
二
十
七
条

﹇
同
上
﹈

一

予
定
価
格
が
四
百
万
円
を
超
え
な
い
工
事
又
は
製
造
を
さ
せ
る
と
き
。

一

予
定
価
格
が
二
百
五
十
万
円
を
超
え
な
い
工
事
又
は
製
造
を
さ
せ
る
と
き
。

二

予
定
価
格
が
三
百
万
円
を
超
え
な
い
財
産
を
買
い
入
れ
る
と
き
。

二

予
定
価
格
が
百
六
十
万
円
を
超
え
な
い
財
産
を
買
入
れ
る
と
き
。

三

予
定
賃
借
料
の
年
額
又
は
総
額
が
百
五
十
万
円
を
超
え
な
い
物
件
を
借
り
入
れ
る
と
き
。

三

予
定
賃
借
料
の
年
額
又
は
総
額
が
八
十
万
円
を
超
え
な
い
物
件
を
借
入
れ
る
と
き
。

四

予
定
価
格
が
百
万
円
を
超
え
な
い
財
産
を
売
り
払
う
と
き
。

四

予
定
価
格
が
五
十
万
円
を
超
え
な
い
財
産
を
売
払
う
と
き
。

五

予
定
賃
貸
料
の
年
額
又
は
総
額
が
五
十
万
円
を
超
え
な
い
物
件
を
貸
し
付
け
る
と
き
。

五

予
定
賃
貸
料
の
年
額
又
は
総
額
が
三
十
万
円
を
超
え
な
い
物
件
を
貸
付
け
る
と
き
。

六

工
事
又
は
製
造
の
請
負
、
財
産
の
売
買
及
び
物
件
の
貸
借
以
外
の
契
約
で
そ
の
予
定
価
格
が
二
百
万
円
を

超
え
な
い
も
の
を
す
る
と
き
。

六

工
事
又
は
製
造
の
請
負
、
財
産
の
売
買
及
び
物
件
の
貸
借
以
外
の
契
約
で
そ
の
予
定
価
格
が
百
万
円
を
超

え
な
い
も
の
を
す
る
と
き
。

﹇
七
〜
十
一

略
﹈

﹇
七
〜
十
一

同
上
﹈

﹇
２
・
３

略
﹈

﹇
２
・
３

同
上
﹈

（
契
約
書
の
作
成
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
）

（
契
約
書
の
作
成
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
）

第
二
十
八
条
の
二

﹇
略
﹈

第
二
十
八
条
の
二

﹇
同
上
﹈

一

指
名
競
争
又
は
随
意
契
約
で
、
契
約
金
額
が
二
百
五
十
万
円
（
外
国
で
契
約
を
す
る
と
き
は
、
三
百
五
十

万
円
）
を
超
え
な
い
契
約
を
す
る
と
き
。

一

指
名
競
争
又
は
随
意
契
約
で
、
契
約
金
額
が
百
五
十
万
円
（
外
国
で
契
約
を
す
る
と
き
は
、
二
百
万
円
）

を
超
え
な
い
契
約
を
す
る
と
き
。

﹇
二
〜
四

略
﹈

﹇
二
〜
四

同
上
﹈

２

﹇
略
﹈

２

﹇
同
上
﹈

（
育
児
休
業
手
当
金
）

（
育
児
休
業
手
当
金
）

第
百
十
一
条
の
二

﹇
略
﹈

第
百
十
一
条
の
二

﹇
同
上
﹈

２

﹇
略
﹈

２

﹇
同
上
﹈

一

育
児
休
業
等
（
育
児
休
業
、介
護
休
業
等
育
児
又
は
家
族
介
護
を
行
う
労
働
者
の
福
祉
に
関
す
る
法
律（
平

成
三
年
法
律
第
七
十
六
号
）
第
二
十
三
条
第
二
項
の
育
児
休
業
に
関
す
る
制
度
に
準
ず
る
措
置
及
び
同
法
第

二
十
四
条
第
一
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。）の
規
定
に
よ
り
同
項
第
二
号
に
規
定
す
る
育
児
休
業
に

関
す
る
制
度
に
準
じ
て
講
ず
る
措
置
に
よ
る
休
業
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
、
次
条
及
び
第
百
十
一
条
の
四
第

二
項
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。）の
申
出
に
係
る
子
に
つ
い
て
、
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六

十
四
号
）
第
三
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
保
育
所
若
し
く
は
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等

の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
七
十
七
号
）
第
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る

認
定
こ
ど
も
園
に
お
け
る
保
育
又
は
児
童
福
祉
法
第
二
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
家
庭
的
保
育
事
業
等
に

よ
る
保
育
（
以
下
こ
の
号
及
び
次
条
第
八
項
第
八
号
に
お
い
て
「
保
育
」と
総
称
す
る
。）の
利
用
を
希
望
し
、

申
込
み
を
行
つ
て
い
る
が
、
当
該
子
が
一
歳
に
達
す
る
日
後
の
期
間
に
つ
い
て
、
当
面
そ
の
実
施
が
行
わ
れ

な
い
場
合
（
速
や
か
な
職
場
復
帰
を
図
る
た
め
に
保
育
の
利
用
を
希
望
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
組
合
の
代

表
者
が
認
め
る
場
合
に
限
る
。）

一

育
児
休
業
等
（
育
児
休
業
、介
護
休
業
等
育
児
又
は
家
族
介
護
を
行
う
労
働
者
の
福
祉
に
関
す
る
法
律（
平

成
三
年
法
律
第
七
十
六
号
）
第
二
十
三
条
第
二
項
の
育
児
休
業
に
関
す
る
制
度
に
準
ず
る
措
置
及
び
同
法
第

二
十
四
条
第
一
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。）の
規
定
に
よ
り
同
項
第
二
号
に
規
定
す
る
育
児
休
業
に

関
す
る
制
度
に
準
じ
て
講
ず
る
措
置
に
よ
る
休
業
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）の
申
出
に
係
る

子
に
つ
い
て
、
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
三
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
保

育
所
若
し
く
は
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平

成
十
八
年
法
律
第
七
十
七
号
）
第
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
認
定
こ
ど
も
園
に
お
け
る
保
育
又
は
児
童
福
祉

法
第
二
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
家
庭
的
保
育
事
業
等
に
よ
る
保
育
の
利
用
を
希
望
し
、
申
込
み
を
行
つ

て
い
る
が
、
当
該
子
が
一
歳
に
達
す
る
日
後
の
期
間
に
つ
い
て
、
当
面
そ
の
実
施
が
行
わ
れ
な
い
場
合

二

﹇
略
﹈

二

﹇
同
上
﹈

﹇
イ
〜
ハ

略
﹈

﹇
イ
〜
ハ

同
上
﹈

ニ

四
十
二
日
間
（
多
胎
妊
娠
の
場
合
で
あ
つ
て
は
、
九
十
八
日
間
）
以
内
に
出
産
す
る
予
定
で
あ
る
か
又

は
産
後
五
十
六
日
間
を
経
過
し
な
い
と
き
。

ニ

六
週
間
（
多
胎
妊
娠
の
場
合
で
あ
つ
て
は
、
十
四
週
間
）
以
内
に
出
産
す
る
予
定
で
あ
る
か
又
は
産
後

八
週
間
を
経
過
し
な
い
と
き
。
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三

育
児
休
業
等
の
申
出
を
し
た
組
合
員
に
つ
い
て
産
前
産
後
休
業
の
期
間
が
始
ま
つ
た
こ
と
に
よ
り
、
当
該

申
出
に
係
る
休
業
を
す
る
期
間
が
終
了
し
た
場
合
で
あ
つ
て
、
当
該
産
前
産
後
休
業
の
期
間
が
終
了
す
る
日

（
当
該
産
前
産
後
休
業
の
期
間
の
終
了
後
に
引
き
続
き
当
該
産
前
産
後
休
業
の
期
間
中
に
出
産
し
た
子
に
係

る
新
た
な
育
児
休
業
等
の
期
間
が
始
ま
つ
た
場
合
に
は
、当
該
新
た
な
育
児
休
業
等
の
期
間
が
終
了
す
る
日
）

ま
で
に
、
当
該
産
前
産
後
休
業
の
期
間
に
係
る
子
の
全
て
が
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
と
き

三

育
児
休
業
等
の
申
出
を
し
た
組
合
員
に
つ
い
て
法
第
四
十
条
第
十
四
項
に
規
定
す
る
産
前
産
後
休
業
の
期

間
が
始
ま
つ
た
こ
と
に
よ
り
、
当
該
申
出
に
係
る
休
業
を
す
る
期
間
が
終
了
し
た
場
合
で
あ
つ
て
、
当
該
産

前
産
後
休
業
の
期
間
が
終
了
す
る
日
（
当
該
産
前
産
後
休
業
の
期
間
の
終
了
後
に
引
き
続
き
当
該
産
前
産
後

休
業
の
期
間
中
に
出
産
し
た
子
に
係
る
新
た
な
育
児
休
業
等
の
期
間
が
始
ま
つ
た
場
合
に
は
、
当
該
新
た
な

育
児
休
業
等
の
期
間
が
終
了
す
る
日
）
ま
で
に
、
当
該
産
前
産
後
休
業
の
期
間
に
係
る
子
の
全
て
が
、
次
の

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
場
合

﹇
イ
・
ロ

略
﹈

﹇
イ
・
ロ

同
上
﹈

四

育
児
休
業
等
の
申
出
を
し
た
組
合
員
が
、
法
第
六
十
八
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
介
護
休
業（
以
下「
介

護
休
業
」
と
い
う
。）を
開
始
す
る
た
め
、
当
該
申
出
に
係
る
休
業
を
終
了
し
た
場
合
で
あ
つ
て
、
当
該
介
護

休
業
の
期
間
が
終
了
す
る
日
ま
で
に
、
当
該
介
護
休
業
の
期
間
の
休
業
に
係
る
対
象
家
族
が
、
次
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
と
き

四

育
児
休
業
等
の
申
出
を
し
た
組
合
員
が
、
法
第
六
十
八
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
介
護
休
業
を
開
始
す

る
た
め
、
当
該
申
出
に
係
る
休
業
を
終
了
し
た
場
合
で
あ
つ
て
、
当
該
介
護
休
業
の
期
間
が
終
了
す
る
日
ま

で
に
、
当
該
介
護
休
業
の
期
間
の
休
業
に
係
る
対
象
家
族
が
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
場
合

﹇
イ
・
ロ

略
﹈

﹇
イ
・
ロ

同
上
﹈

五

育
児
休
業
等
の
申
出
を
し
た
組
合
員
に
つ
い
て
新
た
な
育
児
休
業
等
の
期
間
が
始
ま
つ
た
こ
と
に
よ
り
、

当
該
申
出
に
係
る
休
業
を
す
る
期
間
が
終
了
し
た
場
合
で
あ
つ
て
、
当
該
新
た
な
育
児
休
業
等
の
期
間
が
終

了
す
る
日
ま
で
に
、
当
該
新
た
な
育
児
休
業
等
の
期
間
の
休
業
に
係
る
子
の
全
て
が
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
に
至
つ
た
と
き

五

育
児
休
業
等
の
申
出
を
し
た
組
合
員
に
つ
い
て
新
た
な
育
児
休
業
等
の
期
間
が
始
ま
つ
た
こ
と
に
よ
り
、

当
該
申
出
に
係
る
休
業
を
す
る
期
間
が
終
了
し
た
場
合
で
あ
つ
て
、
当
該
新
た
な
育
児
休
業
等
の
期
間
が
終

了
す
る
日
ま
で
に
、
当
該
新
た
な
育
児
休
業
等
の
期
間
の
休
業
に
係
る
子
の
全
て
が
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
に
至
つ
た
場
合

﹇
イ
〜
ハ

略
﹈

﹇
イ
〜
ハ

同
上
﹈

﹇
３
〜
５

略
﹈

﹇
３
〜
５

同
上
﹈

（
育
児
休
業
支
援
手
当
金
）

第
百
十
一
条
の
二
の
二

法
第
六
十
八
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
育
児
休
業
支
援
手
当
金
の
支
給
を
受
け
よ

う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
育
児
休
業
支
援
手
当
金
請
求
書
を
、
人
事
担
当
者
に
よ
る
当

該
育
児
休
業
等
が
承
認
さ
れ
た
期
間
、
当
該
育
児
休
業
等
に
係
る
子
の
生
年
月
日
及
び
配
偶
者
が
法
第
六
十
八

条
の
三
第
一
項
第
二
号
又
は
同
条
第
二
項
に
該
当
す
る
こ
と
を
証
明
す
る
証
拠
書
類
と
併
せ
て
組
合
に
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

﹇
条
を
加
え
る
。﹈

一

組
合
員
の
氏
名
及
び
住
所
並
び
に
組
合
員
等
記
号
・
番
号
又
は
個
人
番
号

二

請
求
期
間
、
請
求
金
額
並
び
に
次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
又
は
ロ
に
定
め
る

事
項

イ

支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
預
金
口
座
と
し
て
公
金
受
取
口
座
を
利
用
し
よ
う
と
す
る
者

支
給
を
受
け

よ
う
と
す
る
預
金
口
座
と
し
て
公
金
受
取
口
座
を
利
用
す
る
旨

ロ

イ
に
掲
げ
る
者
以
外
の
者

払
渡
金
融
機
関
の
名
称
及
び
預
金
口
座
の
口
座
番
号

三

そ
の
他
必
要
な
事
項

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
育
児
休
業
手
当
金
請
求
書
と
併
せ
て
前
項
に
規
定

す
る
育
児
休
業
支
援
手
当
金
請
求
書
を
提
出
す
る
場
合
は
、
当
該
育
児
休
業
手
当
金
請
求
書
に
記
載
し
た
事
項

と
同
一
の
事
項
に
つ
い
て
は
、
当
該
育
児
休
業
支
援
手
当
金
請
求
書
へ
の
記
載
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
前
項
の
場
合
に
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
証
拠
書
類
の
う
ち
、
前
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
提
出
し
た
証
拠
書
類
と
同
一
の
事
実
を
証
明
す
る
証
拠
書
類
の
提
出
を
省
略
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

４

法
第
六
十
八
条
の
三
第
二
項
第
一
号
の
財
務
省
令
で
定
め
る
者
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

組
合
員
が
す
る
育
児
休
業
等
に
係
る
子
が
、
当
該
組
合
員
の
配
偶
者
の
子
に
該
当
し
な
い
者

二

そ
の
他
前
号
に
掲
げ
る
者
に
準
ず
る
者
と
し
て
組
合
の
代
表
者
が
定
め
る
者
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５

法
第
六
十
八
条
の
三
第
二
項
第
三
号
の
財
務
省
令
で
定
め
る
休
業
は
、
人
事
院
規
則
一
五

一
四
（
職
員
の

勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
）
第
二
十
二
条
第
一
項
第
七
号
及
び
人
事
院
規
則
一
五

一
五
（
非
常
勤
職
員
の

勤
務
時
間
及
び
休
暇
）
第
四
条
第
一
項
第
十
一
号
に
掲
げ
る
場
合
に
お
け
る
休
暇
そ
の
他
こ
れ
ら
に
相
当
す
る

休
業
と
す
る
。

６

法
第
六
十
八
条
の
三
第
二
項
第
四
号
の
財
務
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

場
合
と
す
る
。

一

配
偶
者
が
日
々
雇
用
さ
れ
る
者
で
あ
る
場
合

二

配
偶
者
が
期
間
を
定
め
て
雇
用
さ
れ
る
者
で
あ
る
場
合
で
あ
つ
て
、
そ
の
養
育
す
る
子
の
出
生
の
日
（
出

産
予
定
日
前
に
当
該
子
が
出
生
し
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
出
産
予
定
日
）
か
ら
起
算
し
て
五
十
六
日
間

を
経
過
す
る
日
の
翌
日
か
ら
六
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
に
、
そ
の
労
働
契
約
が
満
了
す
る
こ
と
が
明
ら
か
で

あ
る
と
き

三

配
偶
者
が
、
そ
の
雇
用
す
る
事
業
主
と
当
該
配
偶
者
が
雇
用
さ
れ
る
事
業
所
の
労
働
者
の
過
半
数
で
組
織

す
る
労
働
組
合
が
あ
る
と
き
は
そ
の
労
働
組
合
、
そ
の
事
業
所
の
労
働
者
の
過
半
数
で
組
織
す
る
労
働
組
合

が
な
い
と
き
は
そ
の
労
働
者
の
過
半
数
を
代
表
す
る
者
と
の
書
面
に
よ
る
協
定
で
、
育
児
休
業
等
を
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
労
働
者
に
該
当
す
る
場
合
で
あ
つ
て
、
そ
の
雇
用
す
る
事
業
主
に

そ
の
育
児
休
業
等
の
申
出
を
拒
ま
れ
た
と
き

四

そ
の
他
子
の
出
生
の
日
か
ら
起
算
し
て
五
十
六
日
間
を
経
過
す
る
日
の
翌
日
ま
で
の
期
間
内
に
お
い
て
当

該
子
を
養
育
す
る
た
め
の
休
業
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
に
つ
い
て
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
る
と
組

合
の
代
表
者
が
認
め
る
場
合

７

法
第
六
十
八
条
の
三
第
三
項
第
一
号
の
財
務
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
組
合
員
が
育
児
休
業
等
で
あ
つ
て
、

育
児
休
業
手
当
金
が
支
給
さ
れ
る
も
の
を
合
計
二
回
以
上
す
る
場
合
と
す
る
。

８

法
第
六
十
八
条
の
三
第
三
項
第
二
号
の
財
務
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
そ
の
養
育
す
る
一
歳
に
満
た
な
い
子

に
つ
い
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
と
す
る
。

一

育
児
休
業
等
の
申
出
を
し
た
組
合
員
に
つ
い
て
産
前
産
後
休
業
の
期
間
が
始
ま
つ
た
こ
と
に
よ
り
、
当
該

申
出
に
係
る
休
業
を
す
る
期
間
が
終
了
し
た
場
合
で
あ
つ
て
、
当
該
産
前
産
後
休
業
の
期
間
が
終
了
す
る
日

（
当
該
産
前
産
後
休
業
の
期
間
の
終
了
後
に
引
き
続
き
当
該
産
前
産
後
休
業
の
期
間
中
に
出
産
し
た
子
に
係

る
新
た
な
育
児
休
業
等
の
期
間
が
始
ま
つ
た
場
合
に
は
、当
該
新
た
な
育
児
休
業
等
の
期
間
が
終
了
す
る
日
）

ま
で
に
、
当
該
産
前
産
後
休
業
の
期
間
に
係
る
子
の
全
て
が
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
と
き

イ

死
亡
し
た
と
き
。

ロ

養
子
と
な
つ
た
こ
と
そ
の
他
の
事
情
に
よ
り
当
該
組
合
員
と
同
居
し
な
い
こ
と
と
な
つ
た
と
き
。

二

育
児
休
業
等
の
申
出
を
し
た
組
合
員
が
、
介
護
休
業
を
開
始
す
る
た
め
、
当
該
申
出
に
係
る
休
業
を
終
了

し
た
場
合
で
あ
つ
て
、
当
該
介
護
休
業
の
期
間
が
終
了
す
る
日
ま
で
に
、
当
該
介
護
休
業
の
期
間
の
休
業
に

係
る
対
象
家
族
が
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
と
き

イ

死
亡
し
た
と
き
。

ロ

離
婚
、
婚
姻
の
取
消
、
離
縁
等
に
よ
り
当
該
対
象
家
族
と
組
合
員
と
の
親
族
関
係
が
消
滅
し
た
と
き
。

三

育
児
休
業
等
の
申
出
を
し
た
組
合
員
に
つ
い
て
新
た
な
育
児
休
業
等
の
期
間
が
始
ま
つ
た
こ
と
に
よ
り
、

当
該
申
出
に
係
る
休
業
を
す
る
期
間
が
終
了
し
た
場
合
で
あ
つ
て
、
当
該
新
た
な
育
児
休
業
等
の
期
間
が
終

了
す
る
日
ま
で
に
、
当
該
新
た
な
育
児
休
業
等
の
期
間
の
休
業
に
係
る
子
の
全
て
が
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
に
至
つ
た
と
き

イ

死
亡
し
た
と
き
。

ロ

養
子
と
な
つ
た
こ
と
そ
の
他
の
事
情
に
よ
り
当
該
組
合
員
と
同
居
し
な
い
こ
と
と
な
つ
た
と
き
。

ハ

民
法
第
八
百
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
に
係
る
家
事
審
判
事
件
が
終
了
し
た
と
き
（
特

別
養
子
縁
組
の
成
立
の
審
判
が
確
定
し
た
場
合
を
除
く
。）又
は
養
子
縁
組
が
成
立
し
な
い
ま
ま
児
童
福
祉

法
第
二
十
七
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
措
置
が
解
除
さ
れ
た
と
き
。
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四

育
児
休
業
等
の
申
出
に
係
る
子
の
養
育
を
行
つ
て
い
る
配
偶
者
が
死
亡
し
た
場
合

五

前
号
に
規
定
す
る
配
偶
者
が
負
傷
、
疾
病
又
は
身
体
上
若
し
く
は
精
神
上
の
障
害
に
よ
り
育
児
休
業
等
の

申
出
に
係
る
子
を
養
育
す
る
こ
と
が
困
難
な
状
態
に
な
つ
た
場
合

六

婚
姻
の
解
消
そ
の
他
の
事
情
に
よ
り
第
四
号
に
規
定
す
る
配
偶
者
が
育
児
休
業
等
の
申
出
に
係
る
子
と
同

居
し
な
い
こ
と
と
な
つ
た
場
合

七

育
児
休
業
等
の
申
出
に
係
る
子
が
負
傷
、
疾
病
又
は
身
体
上
若
し
く
は
精
神
上
の
障
害
に
よ
り
、
十
四
日

間
以
上
の
期
間
に
わ
た
り
世
話
を
必
要
と
す
る
状
態
に
な
つ
た
場
合

八

育
児
休
業
等
の
申
出
に
係
る
子
に
つ
い
て
、
保
育
の
利
用
を
希
望
し
、
申
込
み
を
行
つ
て
い
る
が
、
当
面

そ
の
実
施
が
行
わ
れ
な
い
場
合

九

育
児
休
業
等
の
申
出
を
し
た
組
合
員
に
つ
い
て
出
向
を
し
た
日
の
前
日
に
お
い
て
育
児
休
業
等
を
し
て
い

る
場
合
で
あ
つ
て
、
出
向
を
し
た
日
以
後
も
引
き
続
き
当
該
休
業
を
す
る
と
き
（
出
向
を
し
た
日
以
後
も
引

き
続
き
組
合
員
で
あ
る
と
き
に
限
る
。）

（
介
護
休
業
手
当
金
）

（
介
護
休
業
手
当
金
）

第
百
十
一
条
の
三

法
第
六
十
八
条
の
四
の
規
定
に
よ
り
介
護
休
業
手
当
金
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、

次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
介
護
休
業
手
当
金
請
求
書
を
、
人
事
担
当
者
に
よ
る
介
護
休
業
の
承
認
期
間
を

証
明
す
る
証
拠
書
類
と
併
せ
て
組
合
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
百
十
一
条
の
三

法
第
六
十
八
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
介
護
休
業
手
当
金
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、

次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
介
護
休
業
手
当
金
請
求
書
を
、
人
事
担
当
者
に
よ
る
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る

介
護
休
業
の
承
認
期
間
を
証
明
す
る
証
拠
書
類
と
併
せ
て
組
合
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

﹇
一
〜
三

略
﹈

﹇
一
〜
三

同
上
﹈

（
育
児
時
短
勤
務
手
当
金
）

第
百
十
一
条
の
四

法
第
六
十
八
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
育
児
時
短
勤
務
手
当
金
の
支
給
を
受
け
よ
う
と

す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
育
児
時
短
勤
務
手
当
金
請
求
書
を
、
人
事
担
当
者
に
よ
る
一
週
間

の
所
定
勤
務
時
間
が
短
縮
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
事
実
及
び
当
該
育
児
時
短
勤
務
（
法
第
六
十
八
条
の
五
第
一
項

に
規
定
す
る
育
児
時
短
勤
務
を
い
う
。
次
項
及
び
第
三
項
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。）に
係
る
子
の
生
年
月
日
を

証
明
す
る
証
拠
書
類
と
併
せ
て
組
合
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

﹇
条
を
加
え
る
。﹈

一

組
合
員
の
氏
名
及
び
住
所
並
び
に
組
合
員
等
記
号
・
番
号
又
は
個
人
番
号

二

請
求
期
間
、
請
求
金
額
並
び
に
次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
又
は
ロ
に
定
め
る

事
項

イ

支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
預
金
口
座
と
し
て
公
金
受
取
口
座
を
利
用
し
よ
う
と
す
る
者

支
給
を
受
け

よ
う
と
す
る
預
金
口
座
と
し
て
公
金
受
取
口
座
を
利
用
す
る
旨

ロ

イ
に
掲
げ
る
者
以
外
の
者

払
渡
金
融
機
関
の
名
称
及
び
預
金
口
座
の
口
座
番
号

三

そ
の
他
必
要
な
事
項

２

法
第
六
十
八
条
の
五
第
一
項
の
財
務
省
令
で
定
め
る
勤
務
は
、
国
家
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律

（
平
成
三
年
法
律
第
百
九
号
）
第
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
育
児
短
時
間
勤
務
及
び
同
法
第
二
十
六
条
第
一

項
に
規
定
す
る
育
児
時
間
（
そ
の
初
日
及
び
末
日
を
明
ら
か
に
し
て
承
認
を
請
求
し
た
も
の
に
限
る
。）が
承
認

さ
れ
た
期
間
に
お
け
る
勤
務
並
び
に
雇
用
保
険
法
（
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
百
十
六
号
）
第
六
十
一
条
の
十
二

第
一
項
に
規
定
す
る
育
児
時
短
就
業
そ
の
他
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
勤
務
と
す
る
。
た
だ
し
、
そ
の
期
間
の
末
日

（
そ
の
事
業
主
に
申
し
出
る
こ
と
に
よ
つ
て
変
更
さ
れ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
変
更
後
の
日
と
し
、
第
一

号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
事
由
に
該
当
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
前
日
と
す
る
。）ま
で
に
、
次
の
各
号
に
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一

子
の
死
亡
そ
の
他
の
組
合
員
が
育
児
時
短
勤
務
に
係
る
子
を
養
育
し
な
い
こ
と
と
な
つ
た
事
由
と
し
て
組

合
の
代
表
者
が
認
め
る
事
由
が
生
じ
た
こ
と
。

二

育
児
時
短
勤
務
に
係
る
子
が
二
歳
に
達
し
た
こ
と
。

三

育
児
時
短
勤
務
の
申
出
を
し
た
組
合
員
に
つ
い
て
、
産
前
産
後
休
業
、
介
護
休
業
又
は
育
児
休
業
等
を
す

る
期
間
が
始
ま
つ
た
こ
と
。

四

育
児
時
短
勤
務
の
申
出
を
し
た
組
合
員
に
つ
い
て
、
新
た
な
育
児
時
短
勤
務
を
す
る
期
間
が
始
ま
つ
た
こ

と
。

掲
げ
る
事
由
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
場
合
に
は
、
当
該
事
由
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
日
（
第
三
号
又

は
第
四
号
に
掲
げ
る
事
由
に
該
当
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
前
日
）
後
は
、
育
児
時
短
勤
務
手
当
金
は
、

支
給
し
な
い
。

３

法
第
六
十
八
条
の
五
第
四
項
第
二
号
の
財
務
省
令
で
定
め
る
率
は
、
第
一
号
に
掲
げ
る
額
か
ら
第
二
号
及
び

第
三
号
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
を
減
じ
た
額
を
第
二
号
に
掲
げ
る
額
で
除
し
て
得
た
率
と
す
る
。

一

育
児
時
短
勤
務
を
開
始
し
た
日
の
属
す
る
月
に
お
け
る
標
準
報
酬
の
月
額

二

法
第
六
十
八
条
の
五
第
三
項
に
規
定
す
る
支
給
対
象
月
に
支
払
わ
れ
た
報
酬
の
額

三

第
一
号
に
掲
げ
る
額
に
百
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
額
に
イ
に
掲
げ
る
額
を
ロ
に
掲
げ
る
額
で
除
し
て
得
た

率
を
乗
じ
て
得
た
額

イ

第
一
号
に
掲
げ
る
額
か
ら
第
二
号
に
掲
げ
る
額
を
減
じ
た
額

ロ

第
一
号
に
掲
げ
る
額
に
百
分
の
十
を
乗
じ
て
得
た
額

（
遺
族
の
範
囲
の
特
例
）

（
遺
族
の
範
囲
の
特
例
）

第
百
十
五
条
の
十
三

﹇
略
﹈

第
百
十
五
条
の
十
三

﹇
同
上
﹈

２

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
国
際
緊
急
援
助
隊
の
派
遣
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
二
年
法
律
第
九
十
三

号
。
第
二
号
に
お
い
て
「
派
遣
法
」
と
い
う
。）第
二
条
に
規
定
す
る
国
際
緊
急
援
助
活
動
を
行
う
者
（
海
上
保

安
官
及
び
前
項
に
規
定
す
る
者
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
海
上
保
安
官
等
」
と
い
う
。）を
除
く
。）、
国
際
連

合
平
和
維
持
活
動
等
に
対
す
る
協
力
に
関
す
る
法
律
（
平
成
四
年
法
律
第
七
十
九
号
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

「
協
力
法
」
と
い
う
。）第
四
条
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
国
際
平
和
協
力
隊
の
隊
員
（
海
上
保
安
官
等
を
除

く
。）及
び
協
力
法
第
二
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
国
際
平
和
協
力
本
部
長
の
委
託
を
受
け
て
実
施
さ
れ
る
輸
送
の

業
務
（
第
十
号
に
お
い
て
「
輸
送
業
務
」
と
い
う
。）に
従
事
す
る
者
（
海
上
保
安
官
等
を
除
く
。）並
び
に
化
学

兵
器
の
開
発
、
生
産
、
貯
蔵
及
び
使
用
の
禁
止
並
び
に
廃
棄
に
関
す
る
条
約
（
第
十
一
号
に
お
い
て
「
化
学
兵

器
禁
止
条
約
」
と
い
う
。）に
基
づ
く
遺
棄
化
学
兵
器
の
廃
棄
に
係
る
業
務
に
従
事
す
る
者
（
海
上
保
安
官
等
を

除
く
。）は
、
法
附
則
第
十
二
条
の
二
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
者
に
該
当
す
る
も
の
と
し
、
次
に
掲
げ

る
職
務
は
、
法
附
則
第
十
二
条
の
二
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
職
務
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

２

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
国
際
緊
急
援
助
隊
の
派
遣
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
二
年
法
律
第
九
十
三

号
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
派
遣
法
」
と
い
う
。）第
二
条
に
規
定
す
る
国
際
緊
急
援
助
活
動
を
行
う
者
（
海

上
保
安
官
及
び
前
項
に
規
定
す
る
者
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
海
上
保
安
官
等
」
と
い
う
。）を
除
く
。）、
国

際
連
合
平
和
維
持
活
動
等
に
対
す
る
協
力
に
関
す
る
法
律
（
平
成
四
年
法
律
第
七
十
九
号
。
以
下
こ
の
項
に
お

い
て
「
協
力
法
」
と
い
う
。）第
四
条
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
国
際
平
和
協
力
隊
の
隊
員
（
海
上
保
安
官
等

を
除
く
。）及
び
協
力
法
第
二
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
国
際
平
和
協
力
本
部
長
の
委
託
を
受
け
て
実
施
さ
れ
る
輸

送
の
業
務
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
輸
送
業
務
」
と
い
う
。）に
従
事
す
る
者
（
海
上
保
安
官
等
を
除
く
。）並

び
に
化
学
兵
器
の
開
発
、
生
産
、
貯
蔵
及
び
使
用
の
禁
止
並
び
に
廃
棄
に
関
す
る
条
約
（
以
下
こ
の
項
に
お
い

て
「
化
学
兵
器
禁
止
条
約
」
と
い
う
。）に
基
づ
く
遺
棄
化
学
兵
器
の
廃
棄
に
係
る
業
務
に
従
事
す
る
者
（
海
上

保
安
官
等
を
除
く
。）は
、法
附
則
第
十
二
条
の
二
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
者
に
該
当
す
る
も
の
と
し
、

自
衛
隊
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
第
八
十
四
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
在
外
邦
人
等
の

保
護
措
置
及
び
同
法
第
八
十
四
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
在
外
邦
人
等
の
輸
送
、
派
遣
法
第
二
条
に
規
定

す
る
国
際
緊
急
援
助
活
動
、
協
力
法
第
三
条
第
五
号
に
規
定
す
る
国
際
平
和
協
力
業
務
及
び
当
該
国
際
平
和
協

力
業
務
が
実
施
さ
れ
る
国
に
お
い
て
行
わ
れ
る
輸
送
業
務
、
重
要
影
響
事
態
に
際
し
て
我
が
国
の
平
和
及
び
安

全
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
六
十
号
）
第
三
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定

す
る
後
方
支
援
活
動
及
び
同
項
第
三
号
に
規
定
す
る
捜
索
救
助
活
動
、
重
要
影
響
事
態
等
に
際
し
て
実
施
す
る

船
舶
検
査
活
動
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
第
二
条
に
規
定
す
る
船
舶
検
査
活
動
、

海
賊
行
為
の
処
罰
及
び
海
賊
行
為
へ
の
対
処
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
五
十
五
号
）
第
七
条
第

二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
海
賊
対
処
行
動
、
国
際
平
和
共
同
対
処
事
態
に
際
し
て
我
が
国
が
実
施
す
る
諸
外
国

の
軍
隊
等
に
対
す
る
協
力
支
援
活
動
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
七
十
七
号
）
第
三
条
第
一
項

第
二
号
に
規
定
す
る
協
力
支
援
活
動
及
び
同
項
第
三
号
に
規
定
す
る
捜
索
救
助
活
動
、
化
学
兵
器
禁
止
条
約
に

基
づ
く
遺
棄
化
学
兵
器
の
廃
棄
に
係
る
業
務
で
あ
つ
て
人
事
院
規
則
九

三
〇
（
特
殊
勤
務
手
当
）
第
五
条
第

一
項
第
三
号

に
規
定
す
る
化
学
砲
弾
等
に
よ
る
被
害
の
危
険
が
あ
る
区
域
内
に
お
い
て
行
わ
れ
る
も
の
並
び

に
協
力
法
第
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
派
遣
さ
れ
た
自
衛
官
と
し
て
協
力
法
第
二
十
八
条
に
お
い
て
準

令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報 



一

自
衛
隊
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
第
八
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
海
上
に
お
け
る
警
備
行

動
、
同
法
第
八
十
四
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
在
外
邦
人
等
の
保
護
措
置
及
び
同
法
第
八
十
四
条
の
四

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
在
外
邦
人
等
の
輸
送

﹇
号
を
加
え
る
。﹈

用
す
る
国
際
機
関
等
に
派
遣
さ
れ
る
防
衛
省
の
職
員
の
処
遇
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
七
年
法
律
第
百
二
十
二

号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
務
と
み
な
さ
れ
る
国
際
連
合
の
業
務
は
、
法
附
則
第
十
二
条
の
二
に
規

定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
職
務
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

二

派
遣
法
第
二
条
に
規
定
す
る
国
際
緊
急
援
助
活
動

﹇
号
を
加
え
る
。﹈

三

協
力
法
第
三
条
第
五
号
に
規
定
す
る
国
際
平
和
協
力
業
務

﹇
号
を
加
え
る
。﹈

四

協
力
法
第
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
派
遣
さ
れ
た
自
衛
官
と
し
て
協
力
法
第
二
十
八
条
に
お
い
て

準
用
す
る
国
際
機
関
等
に
派
遣
さ
れ
る
防
衛
省
の
職
員
の
処
遇
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
七
年
法
律
第
百
二

十
二
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
務
と
み
な
さ
れ
る
国
際
連
合
の
業
務

﹇
号
を
加
え
る
。﹈

五

重
要
影
響
事
態
に
際
し
て
我
が
国
の
平
和
及
び
安
全
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十

一
年
法
律
第
六
十
号
）
第
三
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
後
方
支
援
活
動
及
び
同
項
第
三
号
に
規
定
す
る

捜
索
救
助
活
動

﹇
号
を
加
え
る
。﹈

六

重
要
影
響
事
態
等
に
際
し
て
実
施
す
る
船
舶
検
査
活
動
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
四
十
五

号
）
第
二
条
に
規
定
す
る
船
舶
検
査
活
動

﹇
号
を
加
え
る
。﹈

七

海
賊
行
為
の
処
罰
及
び
海
賊
行
為
へ
の
対
処
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
五
十
五
号
）
第
七

条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
海
賊
対
処
行
動

﹇
号
を
加
え
る
。﹈

八

国
際
平
和
共
同
対
処
事
態
に
際
し
て
我
が
国
が
実
施
す
る
諸
外
国
の
軍
隊
等
に
対
す
る
協
力
支
援
活
動
等

に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
七
十
七
号
）
第
三
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
協
力
支
援
活
動

及
び
同
項
第
三
号
に
規
定
す
る
捜
索
救
助
活
動

﹇
号
を
加
え
る
。﹈

九

前
各
号
に
掲
げ
る
職
務
に
従
事
す
る
職
員
の
派
遣
が
見
込
ま
れ
る
区
域
に
お
い
て
行
う
調
整
又
は
情
報
の

収
集

﹇
号
を
加
え
る
。﹈

十

第
三
号
に
掲
げ
る
職
務
が
実
施
さ
れ
る
国
に
お
い
て
行
わ
れ
る
輸
送
業
務

﹇
号
を
加
え
る
。﹈

十
一

化
学
兵
器
禁
止
条
約
に
基
づ
く
遺
棄
化
学
兵
器
の
廃
棄
に
係
る
業
務
で
あ
つ
て
人
事
院
規
則
九

三
〇

（
特
殊
勤
務
手
当
）
第
五
条
第
一
項
第
三
号

に
規
定
す
る
化
学
砲
弾
等
に
よ
る
被
害
の
危
険
が
あ
る
区
域

内
に
お
い
て
行
わ
れ
る
も
の

﹇
号
を
加
え
る
。﹈

備
考

表
中
の
﹇

﹈
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。

令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
省
令
の
施
行
の
日
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
施
行
日
」
と
い
う
。）前
に
行
わ
れ
た
契
約
の
申
込
み
の
誘
引
又
は
契
約
の
申
込
み
に
係
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
施
行
規
則
第
二
十
八
条
の
二
第

一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
指
名
競
争
又
は
随
意
契
約
で
施
行
日
以
後
に
締
結
さ
れ
る
も
の
の
契
約
書
の
作
成
の
省
略
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２

こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
施
行
規
則
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
改
正
後
規
則
」
と
い
う
。）第
百
十
一
条
の
二
第
二
項
（
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
国
家

公
務
員
共
済
組
合
法
第
四
十
条
第
十
二
項
に
規
定
す
る
育
児
休
業
等
（
次
項
に
お
い
て
「
育
児
休
業
等
」
と
い
う
。）に
係
る
子
が
一
歳
（
改
正
後
規
則
第
百
十
一
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
同
条
第
二
項
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
あ
っ
て

は
一
歳
六
か
月
と
す
る
。）に
達
す
る
組
合
員
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

３

施
行
日
前
に
育
児
休
業
等
を
開
始
し
た
組
合
員
で
あ
っ
て
、
施
行
日
に
お
い
て
現
に
当
該
育
児
休
業
等
を
し
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
施
行
日
を
当
該
組
合
員
が
育
児
休
業
等
を
開
始
し
た
日
と
み
な
し
て
、
改
正
後
規
則
第
百
十
一
条

の
二
の
二
の
規
定
を
適
用
す
る
。

４

施
行
日
前
に
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
第
六
十
八
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
育
児
時
短
勤
務
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
育
児
時
短
勤
務
」
と
い
う
。）に
相
当
す
る
勤
務
を
開
始
し
た
組
合
員
で
あ
っ
て
、
施
行
日
に
お
い
て
現
に
当
該

勤
務
を
し
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
施
行
日
を
当
該
組
合
員
が
育
児
時
短
勤
務
を
開
始
し
た
日
と
み
な
し
て
、
改
正
後
規
則
第
百
十
一
条
の
四
の
規
定
を
適
用
す
る
。





日
本
銀
行
財
政
融
資
資
金
出
納
及
び
計
算
整
理
規
則
及
び
財
政
融
資
資
金
の
管
理
及
び
運
用
の
手
続
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
日
本
銀
行
財
政
融
資
資
金
出
納
及
び
計
算
整
理
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

日
本
銀
行
財
政
融
資
資
金
出
納
及
び
計
算
整
理
規
則
（
昭
和
四
十
九
年
大
蔵
省
令
第
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

（
総
則
）

（
総
則
）

第
一
条

日
本
銀
行
（
本
店
、
支
店
又
は
代
理
店
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）は
、
別
に
定
め
る
も
の
を
除
く
ほ
か
、

こ
の
省
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
財
政
融
資
資
金
に
属
す
る
現
金
の
出
納
、
借
用
証
書
の
受
払
い
、
有
価

証
券
の
受
払
い
及
び
登
録
、
取
引
残
高
報
告
書
（
金
融
商
品
取
引
業
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
平
成
十
九
年
内

閣
府
令
第
五
十
二
号
）
第
九
十
八
条
第
三
号
イ
に
規
定
す
る
取
引
残
高
報
告
書
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）の
取
扱

い
並
び
に
財
政
投
融
資
特
別
会
計
財
政
融
資
資
金
勘
定
歳
入
歳
出
の
取
扱
い
を
す
る
も
の
と
す
る
。

第
一
条

日
本
銀
行
（
本
店
、
支
店
又
は
代
理
店
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）は
、
別
に
定
め
る
も
の
を
除
く
ほ
か
、

こ
の
省
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
財
政
融
資
資
金
に
属
す
る
現
金
の
出
納
、
借
用
証
書
の
受
払
い
、
有
価

証
券
の
受
払
い
及
び
登
録
、
取
引
残
高
報
告
書
（
金
融
商
品
取
引
業
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
平
成
十
九
年
内

閣
府
令
第
五
十
二
号
）
第
百
八
条
に
規
定
す
る
取
引
残
高
報
告
書
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）の
取
扱
い
並
び
に
財

政
投
融
資
特
別
会
計
財
政
融
資
資
金
勘
定
歳
入
歳
出
の
取
扱
い
を
す
る
も
の
と
す
る
。

（
財
政
融
資
資
金
の
管
理
及
び
運
用
の
手
続
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

財
政
融
資
資
金
の
管
理
及
び
運
用
の
手
続
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
九
年
大
蔵
省
令
第
四
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

（
外
国
債
の
特
例
）

（
外
国
債
の
特
例
）

第
四
十
九
条

﹇
略
﹈

第
四
十
九
条

﹇
略
﹈

２

取
扱
金
融
商
品
取
引
業
者
等
が
、
そ
の
取
扱
い
に
係
る
外
国
債
を
外
国
に
お
い
て
有
価
証
券
の
保
管
及
び
振

替
を
行
う
保
管
振
替
機
関
に
保
管
さ
せ
る
場
合
に
は
、
当
該
取
扱
金
融
商
品
取
引
業
者
等
は
外
国
債
の
提
出
に

代
え
て
、
取
引
残
高
報
告
書
（
金
融
商
品
取
引
業
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
平
成
十
九
年
内
閣
府
令
第
五
十
二

号
）
第
九
十
八
条
第
三
号
イ
に
規
定
す
る
取
引
残
高
報
告
書
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。）を
日
本
銀
行
本

店
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

取
扱
金
融
商
品
取
引
業
者
等
が
、
そ
の
取
扱
い
に
係
る
外
国
債
を
外
国
に
お
い
て
有
価
証
券
の
保
管
及
び
振

替
を
行
う
保
管
振
替
機
関
に
保
管
さ
せ
る
場
合
に
は
、
当
該
取
扱
金
融
商
品
取
引
業
者
等
は
外
国
債
の
提
出
に

代
え
て
、
取
引
残
高
報
告
書
（
金
融
商
品
取
引
業
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
平
成
十
九
年
内
閣
府
令
第
五
十
二

号
）
第
百
八
条
に
規
定
す
る
取
引
残
高
報
告
書
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。）を
日
本
銀
行
本
店
に
提
出
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

３

﹇
略
﹈

３

﹇
略
﹈

備
考

表
中
の
﹇

﹈
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

歳
入
歳
出
外
の
国
庫
内
移
換
に
関
す
る
規
則
及
び
防
衛
力
強
化
資
金
事
務
取
扱
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
歳
入
歳
出
外
の
国
庫
内
移
換
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

歳
入
歳
出
外
の
国
庫
内
移
換
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
年
大
蔵
省
令
第
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

（
移
換
手
続
）

（
移
換
手
続
）

第
二
条

﹇
略
﹈

第
二
条

﹇
同
上
﹈

一
〜
十
六

﹇
略
﹈

一
〜
十
六

﹇
同
上
﹈

令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報
〇
財
務
省
令
第
十
五
号

金
融
商
品
取
引
業
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
内
閣
府
令
（
令
和
七
年
内
閣
府
令
第
八
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
日
本
銀
行
財
政
融
資
資
金
出
納
及
び
計
算
整
理
規
則
及
び
財
政
融
資
資
金
の
管
理
及
び
運
用
の
手
続
に
関
す

る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

財
務
大
臣

加
藤

勝
信

〇
財
務
省
令
第
十
六
号

所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
七
年
法
律
第
十
三
号
）
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、
歳
入
歳
出
外
の
国
庫
内
移
換
に
関
す
る
規
則
及
び
防
衛
力
強
化
資
金
事
務
取
扱
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

財
務
大
臣

加
藤

勝
信





十
七

我
が
国
の
防
衛
力
の
抜
本
的
な
強
化
等
の
た
め
に
必
要
な
財
源
の
確
保
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
令
和

五
年
法
律
第
六
十
九
号
）
第
五
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
、
防
衛
力
強
化
資
金
に
属
す
る
現
金
を
一
般
会
計
の

歳
入
に
繰
り
入
れ
る
と
き

十
七

我
が
国
の
防
衛
力
の
抜
本
的
な
強
化
等
の
た
め
に
必
要
な
財
源
の
確
保
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
令
和

五
年
法
律
第
六
十
九
号
）
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
防
衛
力
強
化
資
金
に
属
す
る
現
金
を
一
般
会
計
の
歳

入
に
繰
り
入
れ
る
と
き

十
八
〜
三
十
九

﹇
略
﹈

十
八
〜
三
十
九

﹇
同
上
﹈

備
考

表
中
の
﹇

﹈
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。

（
防
衛
力
強
化
資
金
事
務
取
扱
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

防
衛
力
強
化
資
金
事
務
取
扱
規
則
（
令
和
五
年
財
務
省
令
第
五
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

（
通
則
）

（
通
則
）

第
一
条

我
が
国
の
防
衛
力
の
抜
本
的
な
強
化
等
の
た
め
に
必
要
な
財
源
の
確
保
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
第
四

条
に
お
い
て
「
法
」
と
い
う
。）第
五
十
条
に
規
定
す
る
防
衛
力
強
化
資
金
（
以
下
「
資
金
」
と
い
う
。）の
経
理

に
関
す
る
手
続
に
つ
い
て
は
、
他
の
法
令
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
省
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

第
一
条

我
が
国
の
防
衛
力
の
抜
本
的
な
強
化
等
の
た
め
に
必
要
な
財
源
の
確
保
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
第
四

条
に
お
い
て
「
法
」
と
い
う
。）第
六
条
に
規
定
す
る
防
衛
力
強
化
資
金
（
以
下
「
資
金
」
と
い
う
。）の
経
理
に

関
す
る
手
続
に
つ
い
て
は
、
他
の
法
令
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
省
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
計
画
表
及
び
実
績
表
）

（
計
画
表
及
び
実
績
表
）

第
四
条

法
第
五
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
計
画
表
及
び
実
績
表
の
様
式
は
、
別
紙
第
二
号
書
式
に
よ
る
も
の

と
す
る
。

第
四
条

法
第
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
計
画
表
及
び
実
績
表
の
様
式
は
、
別
紙
第
二
号
書
式
に
よ
る
も
の
と

す
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
処
理
す
る
場
合
に
お
け
る
保
管
金
取
扱
規
程
等
の
特
例
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
処
理
す
る
場
合
に
お
け
る
保
管
金
取
扱
規
程
等
の
特
例
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
七
年
財
務
省
令
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

（
保
管
金
の
払
込
み
）

（
保
管
金
の
払
込
み
）

第
十
条

取
扱
官
庁
は
、
日
本
銀
行
（
代
理
店
又
は
歳
入
代
理
店
（
特
別
手
続
第
一
条
に
規
定
す
る
歳
入
代
理
店

を
い
う
。
第
二
十
七
条
及
び
第
二
十
七
条
の
二
に
お
い
て
同
じ
。）に
限
る
。
第
十
条
の
二
、
第
二
十
一
条
及
び

第
二
十
一
条
の
二
に
お
い
て
同
じ
。）に
保
管
金
（
供
託
法
（
明
治
三
十
二
年
法
律
第
十
五
号
）
第
一
条
の
規
定

に
よ
り
保
管
す
る
供
託
金
、
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律

第
百
五
十
一
号
）
第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
保
管
す
る
現
金
及
び
裁
判
所
に
お
い
て
保
管
す
る
現
金

に
限
る
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
二
十
一
条
に
お
い
て
同
じ
。）の
払
込
み
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
保
管
金
の

払
込
み
に
関
す
る
手
続
に
お
い
て
得
ら
れ
た
納
付
情
報
に
よ
り
、
現
金
を
日
本
銀
行
に
払
い
込
む
こ
と
が
で
き

る
。

第
十
条

取
扱
官
庁
は
、
日
本
銀
行
（
代
理
店
又
は
歳
入
代
理
店
（
特
別
手
続
第
一
条
に
規
定
す
る
歳
入
代
理
店

を
い
う
。
第
二
十
七
条
及
び
第
二
十
七
条
の
二
に
お
い
て
同
じ
。）に
限
る
。
第
十
条
の
二
、
第
二
十
一
条
及
び

第
二
十
一
条
の
二
に
お
い
て
同
じ
。）に
保
管
金
（
供
託
法
（
明
治
三
十
二
年
法
律
第
十
五
号
）
第
一
条
の
規
定

に
よ
り
保
管
す
る
供
託
金
及
び
裁
判
所
に
お
い
て
保
管
す
る
現
金
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
二
十
一
条
に

お
い
て
同
じ
。）の
払
込
み
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
保
管
金
の
払
込
み
に
関
す
る
手
続
に
お
い
て
得
ら
れ
た

納
付
情
報
に
よ
り
、
現
金
を
日
本
銀
行
に
払
い
込
む
こ
と
が
で
き
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報
〇
財
務
省
令
第
十
七
号

予
算
決
算
及
び
会
計
令
（
昭
和
二
十
二
年
勅
令
第
百
六
十
五
号
）
第
百
五
条
、
第
百
十
四
条
及
び
第
百
四
十
三
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
処
理
す
る
場
合
に
お
け
る
保
管
金
取
扱
規
程
等
の
特
例
に
関
す
る
省

令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

財
務
大
臣

加
藤

勝
信





容
器
包
装
に
係
る
分
別
収
集
及
び
再
商
品
化
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

容
器
包
装
に
係
る
分
別
収
集
及
び
再
商
品
化
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
七
年
大

蔵

省
、
厚

生

省
、

農
林
水
産
省
、
通
商
産
業
省

令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

別
表
第
三
（
第
十
条
関
係
）

別
表
第
三
（
第
十
条
関
係
）

特
定
分
別
基
準
適
合
物

業

種

率

特
定
分
別
基
準
適
合
物

業

種

率

第
四
条
第
一
号
に
規
定
す
る
分
別
基

準
適
合
物

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

第
四
条
第
一
号
に
規
定
す
る
分
別
基

準
適
合
物

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

別
表
第
二
の
一
の
項
の
下
欄
の
ニ
に

掲
げ
る
業
種

一
〇
〇
分
の
四
〇

別
表
第
二
の
一
の
項
の
下
欄
の
ニ
に

掲
げ
る
業
種

一
〇
〇
分
の
三
〇

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

別
表
第
二
の
一
の
項
の
下
欄
の
ヘ
に

掲
げ
る
業
種

一
〇
〇
分
の
二
〇

別
表
第
二
の
一
の
項
の
下
欄
の
ヘ
に

掲
げ
る
業
種

一
〇
〇
分
の
一
五

第
四
条
第
二
号
に
規
定
す
る
分
別
基

準
適
合
物

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

第
四
条
第
二
号
に
規
定
す
る
分
別
基

準
適
合
物

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

別
表
第
二
の
二
の
項
の
下
欄
の
ロ
に

掲
げ
る
業
種

一
〇
〇
分
の
一
〇

別
表
第
二
の
二
の
項
の
下
欄
の
ロ
に

掲
げ
る
業
種

一
〇
〇
分
の
五

別
表
第
二
の
二
の
項
の
下
欄
の
ハ
に

掲
げ
る
業
種

一
〇
〇
分
の
三
〇

別
表
第
二
の
二
の
項
の
下
欄
の
ハ
に

掲
げ
る
業
種

一
〇
〇
分
の
二
五

別
表
第
二
の
二
の
項
の
下
欄
の
ニ
に

掲
げ
る
業
種

一
〇
〇
分
の
二
五

別
表
第
二
の
二
の
項
の
下
欄
の
ニ
に

掲
げ
る
業
種

一
〇
〇
分
の
二
〇

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

別
表
第
二
の
二
の
項
の
下
欄
の
ヘ
に

掲
げ
る
業
種

一
〇
〇
分
の
三
〇

別
表
第
二
の
二
の
項
の
下
欄
の
ヘ
に

掲
げ
る
業
種

一
〇
〇
分
の
二
五

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報
〇
財

務

省
、
厚
生
労
働
省
、

農
林
水
産
省
、
経
済
産
業
省
、

環

境

省

令
第
一
号

容
器
包
装
に
係
る
分
別
収
集
及
び
再
商
品
化
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
七
年
法
律
第
百
十
二
号
）
第
十
一
条
第
二
項
第
二
号
ハ
及
び
第
十
三
条
第
二
項
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
容
器
包
装
に
係
る
分
別
収
集
及
び
再
商
品
化
の
促

進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

財
務
大
臣

加
藤

勝
信

厚
生
労
働
大
臣

福
岡

資
麿

農
林
水
産
大
臣

江
藤

拓

経
済
産
業
大
臣

武
藤

容
治

環
境
大
臣

浅
尾
慶
一
郎





第
四
条
第
四
号
に
規
定
す
る
分
別
基

準
適
合
物

別
表
第
二
の
四
の
項
の
下
欄
の
イ
に

掲
げ
る
業
種

一
〇
〇
分
の
一
五

第
四
条
第
四
号
に
規
定
す
る
分
別
基

準
適
合
物

別
表
第
二
の
四
の
項
の
下
欄
の
イ
に

掲
げ
る
業
種

一
〇
〇
分
の
二
〇

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

別
表
第
二
の
四
の
項
の
下
欄
の
ニ
に

掲
げ
る
業
種

一
〇
〇
分
の
二
〇

別
表
第
二
の
四
の
項
の
下
欄
の
ニ
に

掲
げ
る
業
種

一
〇
〇
分
の
一
五

別
表
第
二
の
四
の
項
の
下
欄
の
ホ
に

掲
げ
る
業
種

一
〇
〇
分
の
四
〇

別
表
第
二
の
四
の
項
の
下
欄
の
ホ
に

掲
げ
る
業
種

一
〇
〇
分
の
三
五

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

別
表
第
二
の
四
の
項
の
下
欄
の
チ
に

掲
げ
る
業
種

一
〇
〇
分
の
一
五

別
表
第
二
の
四
の
項
の
下
欄
の
チ
に

掲
げ
る
業
種

一
〇
〇
分
の
二
〇

第
四
条
第
五
号
に
規
定
す
る
分
別
基

準
適
合
物

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

第
四
条
第
五
号
に
規
定
す
る
分
別
基

準
適
合
物

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

別
表
第
二
の
五
の
項
の
下
欄
の
ロ
に

掲
げ
る
業
種

一
〇
〇
分
の
一
〇

別
表
第
二
の
五
の
項
の
下
欄
の
ロ
に

掲
げ
る
業
種

一
〇
〇
分
の
五

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

第
四
条
第
六
号
に
規
定
す
る
分
別
基

準
適
合
物

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

第
四
条
第
六
号
に
規
定
す
る
分
別
基

準
適
合
物

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

別
表
第
二
の
六
の
項
の
下
欄
の
ハ
に

掲
げ
る
業
種

一
〇
〇
分
の
二
五

別
表
第
二
の
六
の
項
の
下
欄
の
ハ
に

掲
げ
る
業
種

一
〇
〇
分
の
三
〇

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

別
表
第
二
の
六
の
項
の
下
欄
の
ヘ
に

掲
げ
る
業
種

一
〇
〇
分
の
一
五

別
表
第
二
の
六
の
項
の
下
欄
の
ヘ
に

掲
げ
る
業
種

一
〇
〇
分
の
一
〇

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

別
表
第
二
の
六
の
項
の
下
欄
の
チ
に

掲
げ
る
業
種

一
〇
〇
分
の
三
〇

別
表
第
二
の
六
の
項
の
下
欄
の
チ
に

掲
げ
る
業
種

一
〇
〇
分
の
三
五

別
表
第
三
の
二
（
第
十
一
条
の
三
関
係
）

別
表
第
三
の
二
（
第
十
一
条
の
三
関
係
）

特
定
分
別
基
準
適
合
物

率

特
定
分
別
基
準
適
合
物

率

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

第
四
条
第
六
号
に
規
定
す
る
分
別
基
準
適
合
物

一
〇
〇
分
の
三
五

第
四
条
第
六
号
に
規
定
す
る
分
別
基
準
適
合
物

一
〇
〇
分
の
三
〇

備
考

表
中
の
﹇

﹈
は
注
記
で
あ
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報



別 表 第 一 か ら 別 表 第 十 二 ま で を 次 の よ う に 改 め る 。

別表第一（第二条、附則第三条関係）

経 験 年 数 月 額

円
18年未満 384800
18年以上 19年未満 390400
19年以上 20年未満 395600
20年以上 21年未満 401300
21年以上 22年未満 407100
22年以上 23年未満 411500
23年以上 24年未満 416800
24年以上 25年未満 422300
25年以上 26年未満 427000
26年以上 27年未満 431800
27年以上 28年未満 436500
28年以上 29年未満 441500
29年以上 30年未満 449200
30年以上 31年未満 451300
31年以上 454400

暫定再任用 411900
別表第二（第二条、附則第三条関係）

経 験 年 数 月 額

円
８年未満 316300
８年以上 ９年未満 325200
９年以上 10年未満 326600
10年以上 11年未満 336000
11年以上 12年未満 343300
12年以上 13年未満 352600
13年以上 14年未満 356800
14年以上 15年未満 362700
15年以上 16年未満 369000

16年以上 17年未満 374100
17年以上 18年未満 379400
18年以上 19年未満 384400
19年以上 20年未満 389100
20年以上 21年未満 394100
21年以上 22年未満 398900
22年以上 23年未満 402700
23年以上 24年未満 407900
24年以上 25年未満 411900
25年以上 26年未満 417000
26年以上 27年未満 420500
27年以上 28年未満 422900
28年以上 29年未満 424900
29年以上 30年未満 426300
30年以上 32年未満 431300
32年以上 33年未満 433400
33年以上 34年未満 434500
34年以上 436400

暫定再任用 337500

別表第三（第二条、第三条、附則第三条関係）

経 験 年 数 月 額

円
８年未満 300100
８年以上 ９年未満 308300
９年以上 10年未満 309400
10年以上 11年未満 318400
11年以上 12年未満 326000
12年以上 13年未満 335500
13年以上 14年未満 341000
14年以上 15年未満 347200
15年以上 16年未満 353600
16年以上 17年未満 359500
17年以上 18年未満 364400
18年以上 19年未満 369300
19年以上 20年未満 374100
20年以上 21年未満 378700
21年以上 22年未満 382800
22年以上 23年未満 386400
23年以上 24年未満 390800
24年以上 25年未満 394400
25年以上 26年未満 398800
26年以上 27年未満 402200

令
和

年

月


日
月
曜
日

(号
外
第


号
)

官
報

〇 文 部 科 学 省 令 第 七 号

義 務 教 育 費 国 庫 負 担 法 第 二 条 た だ し 書 及 び 第 三 条 た だ し 書 の 規 定 に 基 づ き 教 職 員 の 給 与 及 び 報 酬 等

に 要 す る 経 費 の 国 庫 負 担 額 の 最 高 限 度 を 定 め る 政 令 （ 平 成 十 六 年 政 令 第 百 五 十 七 号 ） 第 一 条 第 四 号 、

第 六 号 、 第 八 号 、 第 十 号 、 第 十 二 号 、 第 十 四 号 、 第 十 六 号 及 び 第 十 八 号 の 規 定 に 基 づ き 、 義 務 教 育 費

国 庫 負 担 法 第 二 条 た だ し 書 及 び 第 三 条 た だ し 書 の 規 定 に 基 づ き 教 職 員 の 給 与 及 び 報 酬 等 に 要 す る 経 費

の 国 庫 負 担 額 の 最 高 限 度 を 定 め る 政 令 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 省 令 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 七 年 三 月 三 十 一 日 文 部 科 学 大 臣 阿 部 俊 子

義 務 教 育 費 国 庫 負 担 法 第 二 条 た だ し 書 及 び 第 三 条 た だ し 書 の 規 定 に 基 づ き 教 職 員 の 給 与 及 び 報

酬 等 に 要 す る 経 費 の 国 庫 負 担 額 の 最 高 限 度 を 定 め る 政 令 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 省 令

義 務 教 育 費 国 庫 負 担 法 第 二 条 た だ し 書 及 び 第 三 条 た だ し 書 の 規 定 に 基 づ き 教 職 員 の 給 与 及 び 報 酬 等

に 要 す る 経 費 の 国 庫 負 担 額 の 最 高 限 度 を 定 め る 政 令 施 行 規 則 （ 平 成 十 六 年 文 部 科 学 省 令 第 二 十 八 号 ）

の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。






27年以上 28年未満 404700
28年以上 29年未満 407100
29年以上 30年未満 409000
30年以上 32年未満 413800
32年以上 33年未満 414900
33年以上 34年未満 416200
34年以上 36年未満 417600
36年以上 37年未満 418300
37年以上 419000

暫定再任用 303400

別表第四（第二条、第三条、附則第三条関係）

経 験 年 数 月 額

円
１年未満 250300
１年以上 ２年未満 255700
２年以上 ３年未満 258800
３年以上 ４年未満 266300
４年以上 ５年未満 272200
５年以上 ６年未満 282200
６年以上 ７年未満 291200
７年以上 ８年未満 291400
８年以上 ９年未満 298900
９年以上 10年未満 299700
10年以上 11年未満 308300
11年以上 12年未満 316100
12年以上 13年未満 325800
13年以上 14年未満 332600
14年以上 15年未満 339100
15年以上 16年未満 345700
16年以上 17年未満 352400
17年以上 18年未満 356900
18年以上 19年未満 361600
19年以上 20年未満 366500
20年以上 21年未満 370800
21年以上 22年未満 374200
22年以上 23年未満 377600
23年以上 24年未満 381200
24年以上 25年未満 384400

別表第五（第二条、附則第三条関係）

経 験 年 数 月 額

円
１年未満 246200
１年以上 ２年未満 251000
２年以上 ３年未満 253600
３年以上 ４年未満 260200
４年以上 ５年未満 264700
５年以上 ６年未満 270100
６年以上 ７年未満 273600
７年以上 ８年未満 277000
８年以上 ９年未満 278700
９年以上 10年未満 281000
10年以上 11年未満 283600
11年以上 12年未満 286200
12年以上 13年未満 288400
13年以上 14年未満 291600
14年以上 15年未満 293600
15年以上 16年未満 296000
16年以上 17年未満 297600
17年以上 18年未満 299300
18年以上 19年未満 300500
19年以上 20年未満 301800
20年以上 21年未満 303300
21年以上 22年未満 304500
22年以上 23年未満 305500
23年以上 24年未満 306300
24年以上 25年未満 307100
25年以上 26年未満 307900

25年以上 26年未満 388100
26年以上 27年未満 391300
27年以上 28年未満 394000
28年以上 29年未満 396700
29年以上 30年未満 399100
30年以上 33年未満 403800
33年以上 34年未満 405300
34年以上 36年未満 406300
36年以上 37年未満 407700
37年以上 409000

暫定再任用 276000

令
和

年

月


日
月
曜
日

(号
外
第


号
)

官
報






26年以上 27年未満 308900
27年以上 28年未満 309000
28年以上 32年未満 309200
32年以上 309300

暫定再任用 229700

別表第六（第三条、第五条、附則第三条関係）

経 験 年 数 月 額

円
１年未満 211000
１年以上 ２年未満 228700
２年以上 ３年未満 231200
３年以上 ４年未満 233700
４年以上 ５年未満 236100
５年以上 ６年未満 241200
６年以上 ７年未満 244600
７年以上 ８年未満 247700
８年以上 ９年未満 251100
９年以上 10年未満 254500
10年以上 11年未満 258000
11年以上 12年未満 271900
12年以上 13年未満 275700
13年以上 14年未満 279600
14年以上 15年未満 283400
15年以上 16年未満 287900
16年以上 17年未満 292700
17年以上 18年未満 297800
18年以上 19年未満 312800
19年以上 20年未満 318600
20年以上 21年未満 324200
21年以上 22年未満 329100
22年以上 23年未満 332800
23年以上 24年未満 336400
24年以上 25年未満 364300
25年以上 26年未満 368300
26年以上 27年未満 372400
27年以上 28年未満 375600
28年以上 29年未満 378600
29年以上 30年未満 392000
30年以上 31年未満 397400
31年以上 32年未満 401000
32年以上 33年未満 404400

別表第七（第四条、第五条、附則第三条関係）

経 験 年 数 月 額

円
１年未満 191400
１年以上 ２年未満 198700
２年以上 ３年未満 205700
３年以上 ４年未満 212900
４年以上 ５年未満 222000
５年以上 ６年未満 225400
６年以上 ７年未満 231200
７年以上 ８年未満 234600
８年以上 ９年未満 238100
９年以上 10年未満 247500
10年以上 11年未満 253300
11年以上 12年未満 257600
12年以上 13年未満 262100
13年以上 14年未満 274600
14年以上 15年未満 278200
15年以上 16年未満 282400
16年以上 17年未満 287300
17年以上 18年未満 292100
18年以上 19年未満 297100
19年以上 20年未満 301300
20年以上 21年未満 310700
21年以上 22年未満 315700
22年以上 23年未満 320200
23年以上 24年未満 325200
24年以上 25年未満 329200
25年以上 26年未満 332700
26年以上 27年未満 357600
27年以上 28年未満 362400
28年以上 29年未満 365800
29年以上 30年未満 368800
30年以上 31年未満 371200
31年以上 32年未満 383000
32年以上 33年未満 385600
33年以上 34年未満 387800

33年以上 34年未満 406700
34年以上 35年未満 409200
35年以上 410700

暫定再任用 252400

令
和

年

月


日
月
曜
日

(号
外
第


号
)

官
報


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34年以上 35年未満 390100
35年以上 36年未満 392200
36年以上 37年未満 394100
37年以上 408300

暫定再任用 257200

別表第八（第五条、附則第三条関係）

経 験 年 数 月 額

円
18年未満 390500
18年以上 19年未満 397300
19年以上 20年未満 403700
20年以上 21年未満 410900
21年以上 22年未満 417300
22年以上 23年未満 423000
23年以上 24年未満 429100
24年以上 25年未満 435600
25年以上 26年未満 442400
26年以上 27年未満 447900
27年以上 28年未満 455800
28年以上 29年未満 465900
29年以上 30年未満 471600
30年以上 479400

暫定再任用 421900

別表第九（第五条、附則第三条関係）

経 験 年 数 月 額

円
11年未満 337200
11年以上 12年未満 344500
12年以上 13年未満 353700
13年以上 14年未満 357900
14年以上 15年未満 363900
15年以上 16年未満 370200
16年以上 17年未満 376500
17年以上 18年未満 381800
18年以上 19年未満 388400
19年以上 20年未満 394000
20年以上 21年未満 400200
21年以上 22年未満 406300
22年以上 23年未満 411100
23年以上 24年未満 416700
24年以上 25年未満 422300

25年以上 26年未満 427400
26年以上 27年未満 433400
27年以上 28年未満 439200
28年以上 29年未満 445100
29年以上 30年未満 454100
30年以上 31年未満 457900
31年以上 32年未満 463500
32年以上 463600

暫定再任用 344300

別表第十（第五条、附則第三条関係）

経 験 年 数 月 額

円
11年未満 319400
11年以上 12年未満 326900
12年以上 13年未満 336400
13年以上 14年未満 341900
14年以上 15年未満 348300
15年以上 16年未満 354500
16年以上 17年未満 361000
17年以上 18年未満 366600
18年以上 19年未満 373100
19年以上 20年未満 378900
20年以上 21年未満 384700
21年以上 22年未満 390200
22年以上 23年未満 394600
23年以上 24年未満 400000
24年以上 25年未満 404700
25年以上 26年未満 409200
26年以上 27年未満 413800
27年以上 28年未満 417700
28年以上 29年未満 421600
29年以上 30年未満 426900
30年以上 31年未満 431300
31年以上 32年未満 434100
32年以上 33年未満 434200
33年以上 34年未満 435000
34年以上 36年未満 435500
36年以上 37年未満 436000
37年以上 436500

暫定再任用 308200

令
和

年

月


日
月
曜
日

(号
外
第


号
)

官
報






別表第十一（第五条、附則第三条関係）

経 験 年 数 月 額

円
１年未満 251200
１年以上 ２年未満 256400
２年以上 ３年未満 259300
３年以上 ４年未満 266900
４年以上 ５年未満 272900
５年以上 ６年未満 283000
６年以上 ７年未満 292000
７年以上 ８年未満 292300
８年以上 ９年未満 299800
９年以上 10年未満 300700
10年以上 11年未満 309300
11年以上 12年未満 317000
12年以上 13年未満 326700
13年以上 14年未満 333600
14年以上 15年未満 340300
15年以上 16年未満 346400
16年以上 17年未満 353200
17年以上 18年未満 359100
18年以上 19年未満 365500
19年以上 20年未満 371500
20年以上 21年未満 376900
21年以上 22年未満 381700
22年以上 23年未満 385700
23年以上 24年未満 390900
24年以上 25年未満 394700
25年以上 26年未満 398600
26年以上 27年未満 401900
27年以上 28年未満 403800
28年以上 29年未満 405700
29年以上 30年未満 407300
30年以上 33年未満 412400
33年以上 34年未満 414000
34年以上 36年未満 415000
36年以上 37年未満 416100
37年以上 417100

暫定再任用 279100

別表第十二（第五条、附則第三条関係）

経 験 年 数 月 額

円
１年未満 246800
１年以上 ２年未満 251600
２年以上 ３年未満 254200
３年以上 ４年未満 261200
４年以上 ５年未満 266500
５年以上 ６年未満 272300
６年以上 ７年未満 276600
７年以上 ８年未満 277600
８年以上 ９年未満 278400
９年以上 10年未満 280700
10年以上 11年未満 282100
11年以上 12年未満 285400
12年以上 13年未満 289500
13年以上 14年未満 293000
14年以上 15年未満 296000
15年以上 16年未満 298800
16年以上 17年未満 302700
17年以上 18年未満 306600
18年以上 19年未満 310100
19年以上 20年未満 312600
20年以上 21年未満 314700
21年以上 22年未満 320500
22年以上 23年未満 324100
23年以上 24年未満 326400
24年以上 25年未満 328000
25年以上 26年未満 329200
26年以上 27年未満 330900
27年以上 28年未満 331700
28年以上 29年未満 332700
29年以上 30年未満 334200
30年以上 31年未満 334700
31年以上 32年未満 335100
32年以上 33年未満 336800
33年以上 36年未満 338100
36年以上 37年未満 339100
37年以上 339900

暫定再任用 238500

附 則

こ の 省 令 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 し 、 令 和 六 年 度 分 の 教 職 員 の 給 与 及 び 報 酬 等 に 要 す る 経 費 の 国 庫 負

担 金 か ら 適 用 す る 。

令
和

年

月


日
月
曜
日

(号
外
第


号
)

官
報






文
部
科
学
省
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

文
部
科
学
省
組
織
規
則
（
平
成
十
三
年
文
部
科
学
省
令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
（
連
続
す

る
他
の
規
定
と
記
号
に
よ
り
一
括
し
て
掲
げ
る
規
定
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
標
記
部
分
に
係
る
記
載
）
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。）は
、
そ
の
標
記
部
分
が
同
一
の
も
の
は
当
該
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
も
の
の
よ
う
に
改
め
、
そ
の
標
記
部
分
が
異
な
る
も
の
は
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の

は
、
こ
れ
を
削
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

改

正

後

改

正

前

（
総
務
班
、
計
画
調
整
班
、
任
用
班
、
給
与
班
及
び
栄
典
班
）

（
総
務
班
、
計
画
調
整
班
、
任
用
班
、
給
与
班
及
び
栄
典
班
）

第
四
条

﹇
略
﹈

第
四
条

﹇
同
上
﹈

２

総
務
班
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

２

総
務
班
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
〜
三

﹇
略
﹈

一
〜
三

﹇
同
上
﹈

四

文
部
科
学
省
の
機
構
及
び
定
員
に
関
す
る
こ
と
。

﹇
号
を
加
え
る
。﹈

五

人
事
課
の
所
掌
事
務
に
係
る
法
令
案
の
作
成
に
関
す
る
こ
と
。

﹇
号
を
加
え
る
。﹈

六

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
人
事
課
の
所
掌
事
務
で
他
の
所
掌
に
属
し
な
い
も
の
に
関
す
る
こ
と
。

四

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
人
事
課
の
所
掌
事
務
で
他
の
所
掌
に
属
し
な
い
も
の
に
関
す
る
こ
と
。

３

﹇
略
﹈

３

﹇
同
上
﹈

４

計
画
調
整
班
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

４

計
画
調
整
班
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
〜
六

﹇
略
﹈

一
〜
六

﹇
同
上
﹈

﹇
号
を
削
る
。﹈

七

人
事
課
の
所
掌
事
務
に
係
る
法
令
案
の
作
成
に
関
す
る
こ
と
。

５
〜
11

﹇
略
﹈

５
〜
11

﹇
同
上
﹈

（
総
務
班
、
文
書
管
理
班
及
び
審
議
班
）

（
総
務
班
、
文
書
管
理
班
及
び
審
議
班
）

第
六
条

﹇
略
﹈

第
六
条

﹇
同
上
﹈

２
〜
５

﹇
略
﹈

２
〜
５

﹇
同
上
﹈

６

審
議
班
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

６

審
議
班
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
〜
三

﹇
略
﹈

一
〜
三

﹇
同
上
﹈

﹇
号
を
削
る
。﹈

四

文
部
科
学
省
の
機
構
及
び
定
員
に
関
す
る
こ
と
。

四
〜
七

﹇
略
﹈

五
〜
八

﹇
同
上
﹈

７

﹇
略
﹈

７

﹇
同
上
﹈

（
教
育
課
程
企
画
室
、
情
報
教
育
振
興
室
及
び
外
国
語
教
育
推
進
室
並
び
に
学
校
教
育
官
、
道
徳
教
育
調
査

官
、
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
調
査
官
及
び
教
科
調
査
官
）

（
教
育
課
程
企
画
室
、
情
報
教
育
振
興
室
及
び
外
国
語
教
育
推
進
室
並
び
に
学
校
教
育
官
、
道
徳
教
育
調
査

官
、
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
調
査
官
、
探
究
学
習
推
進
専
門
官
及
び
教
科
調
査
官
）

第
二
十
五
条

教
育
課
程
課
に
、
教
育
課
程
企
画
室
、
情
報
教
育
振
興
室
及
び
外
国
語
教
育
推
進
室
並
び
に
学
校

教
育
官
三
人
、
道
徳
教
育
調
査
官
一
人
、
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
調
査
官
一
人
及
び
教
科
調
査
官
二

十
人
を
置
く
。

第
二
十
五
条

教
育
課
程
課
に
、
教
育
課
程
企
画
室
、
情
報
教
育
振
興
室
及
び
外
国
語
教
育
推
進
室
並
び
に
学
校

教
育
官
三
人
、
道
徳
教
育
調
査
官
一
人
、
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
調
査
官
一
人
、
探
究
学
習
推
進
専

門
官
一
人
及
び
教
科
調
査
官
二
十
人
を
置
く
。

２
〜
12

﹇
略
﹈

２
〜
12

﹇
同
上
﹈

﹇
項
を
削
る
。﹈

13

探
究
学
習
推
進
専
門
官
は
、
高
等
学
校
（
中
等
教
育
学
校
の
後
期
課
程
を
含
む
。）に
お
け
る
探
究
の
過
程
を

通
じ
た
学
習
活
動
の
充
実
に
関
す
る
専
門
的
事
項
に
つ
い
て
の
調
査
、
指
導
及
び
助
言
に
当
た
る
。

13
・
14

﹇
略
﹈

14
・
15

﹇
同
上
﹈

（
高
等
教
育
政
策
室
及
び
大
学
設
置
・
評
価
室
）

（
高
等
教
育
政
策
室
）

第
三
十
六
条

高
等
教
育
企
画
課
に
、
高
等
教
育
政
策
室
及
び
大
学
設
置
・
評
価
室
を
置
く
。

第
三
十
六
条

高
等
教
育
企
画
課
に
、
高
等
教
育
政
策
室
を
置
く
。

２

﹇
略
﹈

２

﹇
同
上
﹈

令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報
〇
文
部
科
学
省
令
第
八
号

文
部
科
学
省
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
九
十
六
号
）
及
び
文
部
科
学
省
組
織
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
五
十
一
号
）
を
実
施
す
る
た
め
、
文
部
科
学
省
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

文
部
科
学
大
臣

阿
部

俊
子





３

高
等
教
育
政
策
室
に
、
室
長
を
置
く
。

３

高
等
教
育
政
策
室
に
、
室
長
並
び
に
大
学
教
育
シ
ス
テ
ム
専
門
官
及
び
大
学
院
振
興
専
門
官
そ
れ
ぞ
れ
一
人

を
置
く
。

４

前
項
の
室
長
は
、
関
係
の
あ
る
他
の
職
を
占
め
る
者
を
も
っ
て
充
て
ら
れ
る
も
の
と
す
る
。

４

室
長
は
、
関
係
の
あ
る
他
の
職
を
占
め
る
者
を
も
っ
て
充
て
ら
れ
る
も
の
と
す
る
。

５

大
学
設
置
・
評
価
室
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

５

大
学
教
育
シ
ス
テ
ム
専
門
官
は
、
大
学
教
育
の
質
の
保
証
に
関
す
る
制
度
及
び
大
学
に
お
け
る
授
業
の
方
法

の
改
善
に
関
す
る
専
門
的
事
項
に
つ
い
て
の
企
画
及
び
立
案
に
当
た
る
。

一

大
学
に
お
け
る
教
育
及
び
研
究
並
び
に
高
等
専
門
学
校
に
お
け
る
教
育
に
つ
い
て
の
評
価
に
関
す
る
企
画

及
び
立
案
並
び
に
援
助
及
び
助
言
に
関
す
る
こ
と
。

二

大
学
及
び
高
等
専
門
学
校
の
設
置
、
廃
止
、
設
置
者
の
変
更
そ
の
他
の
事
項
の
認
可
に
関
す
る
こ
と
。

三

大
学
設
置
・
学
校
法
人
審
議
会
の
庶
務
（
学
校
法
人
分
科
会
に
係
る
も
の
を
除
く
。）に
関
す
る
こ
と
。

四

独
立
行
政
法
人
大
学
改
革
支
援
・
学
位
授
与
機
構
の
組
織
及
び
運
営
一
般
に
関
す
る
こ
と
。

６

大
学
設
置
・
評
価
室
に
、
室
長
を
置
く
。

６

大
学
院
振
興
専
門
官
は
、
大
学
院
に
お
け
る
教
育
の
振
興
に
関
す
る
専
門
的
事
項
に
つ
い
て
の
企
画
及
び
立

案
並
び
に
専
門
的
、
技
術
的
な
援
助
及
び
助
言
に
当
た
る
。

（
大
学
入
試
室
並
び
に
大
学
教
育
シ
ス
テ
ム
専
門
官
、
大
学
院
振
興
専
門
官
及
び
公
立
大
学
専
門
官
）

（
大
学
設
置
室
及
び
大
学
入
試
室
並
び
に
公
立
大
学
専
門
官
及
び
大
学
評
価
専
門
官
）

第
三
十
七
条

大
学
振
興
課
に
、
大
学
入
試
室
並
び
に
大
学
教
育
シ
ス
テ
ム
専
門
官
、
大
学
院
振
興
専
門
官
及
び

公
立
大
学
専
門
官
そ
れ
ぞ
れ
一
人
を
置
く
。

第
三
十
七
条

大
学
教
育
・
入
試
課
に
、
大
学
設
置
室
及
び
大
学
入
試
室
並
び
に
公
立
大
学
専
門
官
及
び
大
学
評

価
専
門
官
そ
れ
ぞ
れ
一
人
を
置
く
。

﹇
項
を
削
る
。﹈

２

大
学
設
置
室
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

大
学
の
設
置
、
廃
止
、
設
置
者
の
変
更
そ
の
他
の
事
項
の
認
可
に
関
す
る
こ
と
。

二

大
学
設
置
・
学
校
法
人
審
議
会
の
庶
務
（
学
校
法
人
分
科
会
に
係
る
も
の
を
除
く
。）に
関
す
る
こ
と
。

﹇
項
を
削
る
。﹈

３

大
学
設
置
室
に
、
室
長
及
び
大
学
設
置
専
門
官
一
人
を
置
く
。

﹇
項
を
削
る
。﹈

４

大
学
設
置
専
門
官
は
、
大
学
の
設
置
、
廃
止
、
設
置
者
の
変
更
そ
の
他
の
事
項
の
認
可
に
関
す
る
専
門
的
事

項
に
つ
い
て
の
調
査
、
指
導
及
び
助
言
に
当
た
る
。

２
〜
４

﹇
略
﹈

５
〜
７

﹇
同
上
﹈

５

大
学
教
育
シ
ス
テ
ム
専
門
官
は
、
大
学
教
育
の
質
の
保
証
に
関
す
る
制
度
及
び
大
学
に
お
け
る
授
業
の
方
法

の
改
善
に
関
す
る
専
門
的
事
項
に
つ
い
て
の
企
画
及
び
立
案
に
当
た
る
。

﹇
項
を
加
え
る
。﹈

６

大
学
院
振
興
専
門
官
は
、
大
学
院
に
お
け
る
教
育
の
振
興
に
関
す
る
専
門
的
事
項
に
つ
い
て
の
企
画
及
び
立

案
並
び
に
専
門
的
、
技
術
的
な
援
助
及
び
助
言
（
総
合
教
育
政
策
局
及
び
専
門
教
育
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の

を
除
く
。）に
当
た
る
。

﹇
項
を
加
え
る
。﹈

７

﹇
略
﹈

８

﹇
同
上
﹈

﹇
項
を
削
る
。﹈

９

大
学
評
価
専
門
官
は
、
大
学
に
お
け
る
教
育
及
び
研
究
に
つ
い
て
の
評
価
に
関
す
る
企
画
及
び
立
案
に
当
た

る
。

（
専
門
職
大
学
院
室
並
び
に
企
画
官
、
産
学
連
携
教
育
推
進
専
門
官
及
び
新
技
術
教
育
推
進
専
門
官
）

（
専
門
職
大
学
院
室
並
び
に
企
画
官
、
産
学
連
携
教
育
推
進
専
門
官
及
び
新
技
術
教
育
推
進
専
門
官
）

第
三
十
八
条

﹇
略
﹈

第
三
十
八
条

﹇
同
上
﹈

２
〜
６

﹇
略
﹈

２
〜
６

﹇
同
上
﹈

７

新
技
術
教
育
推
進
専
門
官
は
、
新
技
術
に
関
す
る
教
育
の
振
興
に
係
る
専
門
的
事
項
に
つ
い
て
の
調
査
並
び

に
専
門
的
、
技
術
的
な
指
導
及
び
助
言
（
医
学
教
育
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。）に
当
た
る
。

７

新
技
術
教
育
推
進
専
門
官
は
、
新
技
術
に
関
す
る
教
育
の
振
興
に
係
る
専
門
的
事
項
に
つ
い
て
の
調
査
並
び

に
専
門
的
、
技
術
的
な
指
導
及
び
助
言
（
大
学
教
育
・
入
試
課
及
び
医
学
教
育
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除

く
。）に
当
た
る
。

（
評
価
・
研
究
開
発
法
人
支
援
室
及
び
戦
略
研
究
推
進
室
並
び
に
企
画
官
）

（
評
価
・
研
究
開
発
法
人
支
援
室
及
び
戦
略
研
究
推
進
室
並
び
に
企
画
官
）

第
四
十
八
条

﹇
略
﹈

第
四
十
八
条

﹇
同
上
﹈

２

評
価
・
研
究
開
発
法
人
支
援
室
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

２

評
価
・
研
究
開
発
法
人
支
援
室
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

﹇
略
﹈

一

﹇
同
上
﹈
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二

科
学
技
術
に
関
す
る
研
究
開
発
が
経
済
社
会
及
び
国
民
生
活
に
及
ぼ
す
影
響
に
関
し
、
評
価
を
行
う
こ
と

そ
の
他
の
措
置
に
関
す
る
こ
と
（
研
究
振
興
局
及
び
研
究
開
発
局
並
び
に
国
際
研
究
開
発
政
策
課
の
所
掌
に

属
す
る
も
の
を
除
く
。）。

二

科
学
技
術
に
関
す
る
研
究
開
発
が
経
済
社
会
及
び
国
民
生
活
に
及
ぼ
す
影
響
に
関
し
、
評
価
を
行
う
こ
と

そ
の
他
の
措
置
に
関
す
る
こ
と
（
研
究
振
興
局
及
び
研
究
開
発
局
並
び
に
参
事
官
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を

除
く
。）。

三
・
四

﹇
略
﹈

三
・
四

﹇
同
上
﹈

３
〜
６

﹇
略
﹈

３
〜
６

﹇
同
上
﹈

（
企
画
官
、
国
際
研
究
専
門
官
及
び
学
術
国
際
交
流
専
門
官
）

第
四
十
九
条

国
際
研
究
開
発
政
策
課
に
、
企
画
官
、
国
際
研
究
専
門
官
及
び
学
術
国
際
交
流
専
門
官
そ
れ
ぞ
れ

一
人
を
置
く
。

﹇
条
を
加
え
る
。﹈

２

企
画
官
は
、
命
を
受
け
て
、
国
際
研
究
開
発
政
策
課
の
所
掌
事
務
に
係
る
重
要
事
項
に
つ
い
て
の
企
画
及
び

立
案
に
参
画
す
る
。

３

国
際
研
究
専
門
官
は
、
科
学
技
術
及
び
学
術
に
係
る
国
際
的
な
研
究
活
動
に
関
す
る
専
門
的
事
項
に
つ
い
て

の
企
画
及
び
立
案
（
研
究
振
興
局
及
び
研
究
開
発
局
並
び
に
国
際
統
括
官
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。）に

当
た
る
。

４

学
術
国
際
交
流
専
門
官
は
、
学
術
の
振
興
に
係
る
国
際
文
化
交
流
の
振
興
に
関
す
る
専
門
的
事
項
に
つ
い
て

の
企
画
及
び
立
案
（
外
交
政
策
に
係
る
も
の
及
び
国
際
統
括
官
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。）に
当
た
る
。

第
五
十
条

﹇
略
﹈

第
四
十
九
条

﹇
同
上
﹈

２

人
材
政
策
推
進
室
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

２

人
材
政
策
推
進
室
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

科
学
技
術
に
関
す
る
研
究
者
及
び
技
術
者
に
関
す
る
基
本
的
な
政
策
の
企
画
及
び
立
案
並
び
に
推
進
に
関

す
る
こ
と
（
国
際
研
究
開
発
政
策
課
及
び
参
事
官
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。）。

一

科
学
技
術
に
関
す
る
研
究
者
及
び
技
術
者
に
関
す
る
基
本
的
な
政
策
の
企
画
及
び
立
案
並
び
に
推
進
に
関

す
る
こ
と
。

二

科
学
技
術
に
関
す
る
研
究
者
及
び
技
術
者
に
関
す
る
関
係
行
政
機
関
の
事
務
の
調
整
に
関
す
る
こ
と
（
国

際
研
究
開
発
政
策
課
及
び
参
事
官
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。）。

二

科
学
技
術
に
関
す
る
研
究
者
及
び
技
術
者
に
関
す
る
関
係
行
政
機
関
の
事
務
の
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

三

研
究
者
の
養
成
及
び
資
質
の
向
上
に
関
す
る
こ
と
（
研
究
開
発
局
並
び
に
国
際
研
究
開
発
政
策
課
及
び
参

事
官
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。）。

三

研
究
者
の
養
成
及
び
資
質
の
向
上
に
関
す
る
こ
と
（
研
究
開
発
局
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。）。

四

﹇
略
﹈

四

﹇
同
上
﹈

３

﹇
略
﹈

３

﹇
同
上
﹈

（
研
究
公
正
推
進
室
及
び
競
争
的
研
究
費
調
整
室
並
び
に
放
射
光
施
設
推
進
専
門
官
）

﹇
条
を
削
る
。﹈

第
五
十
条

研
究
環
境
課
に
、
研
究
公
正
推
進
室
及
び
競
争
的
研
究
費
調
整
室
並
び
に
放
射
光
施
設
推
進
専
門
官

一
人
を
置
く
。

２

研
究
公
正
推
進
室
は
、
科
学
技
術
に
関
す
る
研
究
開
発
の
公
正
な
実
施
の
推
進
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど

る
。

３

研
究
公
正
推
進
室
に
、
室
長
を
置
く
。

４

競
争
的
研
究
費
調
整
室
は
、
文
部
科
学
省
の
所
掌
事
務
に
係
る
科
学
技
術
に
関
す
る
研
究
開
発
で
あ
っ
て
公

募
に
よ
る
も
の
の
実
施
の
調
整
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

５

競
争
的
研
究
費
調
整
室
に
、
室
長
及
び
競
争
的
研
究
費
調
査
官
三
人
を
置
く
。

６

競
争
的
研
究
費
調
査
官
は
、
命
を
受
け
て
、
文
部
科
学
省
の
所
掌
事
務
に
係
る
科
学
技
術
に
関
す
る
研
究
開

発
で
あ
っ
て
公
募
に
よ
る
も
の
に
関
す
る
研
究
機
関
に
お
け
る
管
理
体
制
の
整
備
に
関
す
る
調
査
、
指
導
及
び

助
言
に
当
た
る
。

７

放
射
光
施
設
推
進
専
門
官
は
、
特
定
先
端
大
型
研
究
施
設
の
共
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律

第
七
十
八
号
）
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
特
定
放
射
光
施
設
で
あ
っ
て
国
立
研
究
開
発
法
人
量
子
科
学
技
術

研
究
開
発
機
構
が
設
置
す
る
も
の
の
整
備
及
び
利
用
等
の
推
進
に
関
す
る
専
門
的
事
項
に
つ
い
て
の
企
画
及
び

立
案
に
当
た
る
。
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（
拠
点
形
成
・
地
域
振
興
室
及
び
大
学
技
術
移
転
推
進
専
門
官
）

（
拠
点
形
成
・
地
域
振
興
室
並
び
に
大
学
技
術
移
転
推
進
専
門
官
及
び
研
究
交
流
管
理
官
）

第
五
十
一
条

産
業
連
携
・
地
域
振
興
課
に
、
拠
点
形
成
・
地
域
振
興
室
及
び
大
学
技
術
移
転
推
進
専
門
官
一
人

を
置
く
。

第
五
十
一
条

産
業
連
携
・
地
域
振
興
課
に
、
拠
点
形
成
・
地
域
振
興
室
並
び
に
大
学
技
術
移
転
推
進
専
門
官
及

び
研
究
交
流
管
理
官
そ
れ
ぞ
れ
一
人
を
置
く
。

２
〜
４

﹇
略
﹈

２
〜
４

﹇
同
上
﹈

﹇
項
を
削
る
。﹈

５

研
究
交
流
管
理
官
は
、
命
を
受
け
て
、
科
学
技
術
に
関
す
る
関
係
行
政
機
関
の
事
務
の
調
整
に
関
す
る
事
務

の
う
ち
筑
波
研
究
学
園
都
市
に
係
る
も
の
に
関
す
る
特
定
事
項
に
つ
い
て
の
指
導
及
び
管
理
に
関
す
る
事
務
を

つ
か
さ
ど
る
。

（
研
究
公
正
推
進
企
画
官
、
競
争
的
研
究
費
調
整
企
画
官
、
放
射
光
施
設
推
進
専
門
官
及
び
競
争
的
研
究
費
調

査
官
）

（
企
画
官
、
学
術
国
際
交
流
専
門
官
及
び
国
際
研
究
専
門
官
）

第
五
十
二
条

科
学
技
術
・
学
術
政
策
局
に
、
研
究
公
正
推
進
企
画
官
、
競
争
的
研
究
費
調
整
企
画
官
及
び
放
射

光
施
設
推
進
専
門
官
そ
れ
ぞ
れ
一
人
並
び
に
競
争
的
研
究
費
調
査
官
三
人
を
置
く
。

第
五
十
二
条

科
学
技
術
・
学
術
政
策
局
に
、
企
画
官
、
学
術
国
際
交
流
専
門
官
及
び
国
際
研
究
専
門
官
そ
れ
ぞ

れ
一
人
を
置
く
。

２

研
究
公
正
推
進
企
画
官
は
、
命
を
受
け
て
、
参
事
官
の
つ
か
さ
ど
る
職
務
の
う
ち
科
学
技
術
に
関
す
る
研
究

開
発
に
お
け
る
公
正
性
の
確
保
に
関
す
る
重
要
事
項
に
つ
い
て
の
企
画
及
び
立
案
に
関
す
る
も
の
を
助
け
る
。

２

企
画
官
は
、
命
を
受
け
て
、
参
事
官
の
つ
か
さ
ど
る
職
務
の
う
ち
重
要
事
項
に
つ
い
て
の
企
画
及
び
立
案
に

関
す
る
も
の
を
助
け
る
。

３

競
争
的
研
究
費
調
整
企
画
官
は
、
命
を
受
け
て
、
参
事
官
の
つ
か
さ
ど
る
職
務
の
う
ち
文
部
科
学
省
の
所
掌

事
務
に
係
る
科
学
技
術
に
関
す
る
研
究
開
発
で
あ
っ
て
公
募
に
よ
る
も
の
の
実
施
の
調
整
に
関
す
る
重
要
事
項

に
つ
い
て
の
企
画
及
び
立
案
に
関
す
る
も
の
を
助
け
る
。

３

学
術
国
際
交
流
専
門
官
は
、
命
を
受
け
て
、
参
事
官
の
つ
か
さ
ど
る
職
務
の
う
ち
学
術
の
振
興
に
係
る
国
際

文
化
交
流
の
振
興
に
関
す
る
専
門
的
事
項
に
つ
い
て
の
企
画
及
び
立
案
に
関
す
る
も
の
を
助
け
る
。

４

放
射
光
施
設
推
進
専
門
官
は
、
参
事
官
の
つ
か
さ
ど
る
職
務
の
う
ち
特
定
先
端
大
型
研
究
施
設
の
共
用
の
促

進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
七
十
八
号
）
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
特
定
放
射
光
施
設
で
あ
っ
て

国
立
研
究
開
発
法
人
量
子
科
学
技
術
研
究
開
発
機
構
が
設
置
す
る
も
の
の
整
備
及
び
利
用
等
の
推
進
に
関
す
る

専
門
的
事
項
に
つ
い
て
の
企
画
及
び
立
案
に
関
す
る
も
の
を
助
け
る
。

４

国
際
研
究
専
門
官
は
、
命
を
受
け
て
、
参
事
官
の
つ
か
さ
ど
る
職
務
の
う
ち
科
学
技
術
及
び
学
術
に
係
る
国

際
的
な
研
究
活
動
に
関
す
る
専
門
的
事
項
に
関
す
る
も
の
に
つ
い
て
の
企
画
及
び
立
案
に
関
す
る
も
の
を
助
け

る
。

５

競
争
的
研
究
費
調
査
官
は
、
命
を
受
け
て
、
参
事
官
の
つ
か
さ
ど
る
職
務
の
う
ち
文
部
科
学
省
の
所
掌
事
務

に
係
る
科
学
技
術
に
関
す
る
研
究
開
発
で
あ
っ
て
公
募
に
よ
る
も
の
に
関
す
る
研
究
機
関
に
お
け
る
管
理
体
制

の
整
備
に
関
す
る
調
査
、
指
導
及
び
助
言
に
関
す
る
も
の
を
助
け
る
。

（
半
導
体
エ
レ
ク
ト
ロ
ニ
ク
ス
推
進
室
及
び
核
融
合
開
発
室
並
び
に
地
球
観
測
推
進
専
門
官
）

（
核
融
合
開
発
室
及
び
地
球
観
測
推
進
専
門
官
）

第
六
十
六
条
の
二

環
境
エ
ネ
ル
ギ
ー
課
に
、
半
導
体
エ
レ
ク
ト
ロ
ニ
ク
ス
推
進
室
及
び
核
融
合
開
発
室
並
び
に

地
球
観
測
推
進
専
門
官
一
人
を
置
く
。

第
六
十
六
条
の
二

環
境
エ
ネ
ル
ギ
ー
課
に
、
核
融
合
開
発
室
及
び
地
球
観
測
推
進
専
門
官
一
人
を
置
く
。

２

半
導
体
エ
レ
ク
ト
ロ
ニ
ク
ス
推
進
室
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

﹇
項
を
加
え
る
。﹈

一

エ
ネ
ル
ギ
ー
科
学
技
術
の
う
ち
半
導
体
及
び
半
導
体
に
関
す
る
電
子
技
術
に
関
す
る
も
の
（
以
下
こ
の
項

に
お
い
て
「
半
導
体
エ
レ
ク
ト
ロ
ニ
ク
ス
」
と
い
う
。）に
関
す
る
研
究
開
発
に
関
す
る
基
本
的
な
政
策
の
企

画
及
び
立
案
並
び
に
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

二

半
導
体
エ
レ
ク
ト
ロ
ニ
ク
ス
に
関
す
る
研
究
開
発
に
関
す
る
計
画
の
作
成
及
び
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

三

半
導
体
エ
レ
ク
ト
ロ
ニ
ク
ス
に
関
す
る
研
究
開
発
に
関
す
る
関
係
行
政
機
関
の
事
務
の
調
整
に
関
す
る
こ

と
。

四

基
盤
的
研
究
開
発
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
半
導
体
エ
レ
ク
ト
ロ
ニ
ク
ス
に
係
る
こ
と
。

３

半
導
体
エ
レ
ク
ト
ロ
ニ
ク
ス
推
進
室
に
、
室
長
を
置
く
。

﹇
項
を
加
え
る
。﹈

４

﹇
略
﹈

２

﹇
同
上
﹈

５

核
融
合
開
発
室
に
、
室
長
並
び
に
核
融
合
国
際
協
力
専
門
官
及
び
核
融
合
科
学
専
門
官
そ
れ
ぞ
れ
一
人
を
置

く
。

３

核
融
合
開
発
室
に
、
室
長
並
び
に
Ｉ
Ｔ
Ｅ
Ｒ
計
画
推
進
専
門
官
、
核
融
合
国
際
協
力
専
門
官
及
び
核
融
合
科

学
専
門
官
そ
れ
ぞ
れ
一
人
を
置
く
。

﹇
項
を
削
る
。﹈

４

Ｉ
Ｔ
Ｅ
Ｒ
計
画
推
進
専
門
官
は
、
国
際
熱
核
融
合
実
験
炉
計
画
の
推
進
に
関
す
る
専
門
的
事
項
（
核
融
合
国

際
協
力
専
門
官
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。）に
つ
い
て
の
企
画
及
び
立
案
に
当
た
る
。

６
〜
８

﹇
略
﹈

５
〜
７

﹇
同
上
﹈

令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報 



附

則

附
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（
初
等
中
等
教
育
局
教
育
課
程
課
探
究
学
習
推
進
専
門
官
の
設
置
期
間
の
特
例
）

﹇
条
を
削
る
。﹈

第
四
条

第
二
十
五
条
第
一
項
の
探
究
学
習
推
進
専
門
官
は
、
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
置
か
れ
る
も
の
と

す
る
。

第
四
条
〜
第
七
条

﹇
略
﹈

第
五
条
〜
第
八
条

﹇
同
上
﹈

（
文
化
庁
美
術
工
芸
品
公
開
促
進
調
査
官
の
設
置
期
間
の
特
例
）

（
文
化
庁
美
術
工
芸
品
公
開
促
進
調
査
官
の
設
置
期
間
の
特
例
）

第
八
条

第
八
十
六
条
第
一
項
の
美
術
工
芸
品
公
開
促
進
調
査
官
は
、
令
和
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
置
か
れ

る
も
の
と
す
る
。

第
九
条

第
八
十
六
条
第
一
項
の
美
術
工
芸
品
公
開
促
進
調
査
官
は
、
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
置
か
れ
る

も
の
と
す
る
。

備
考

表
中
の
﹇

﹈
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

教
育
映
像
等
審
査
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

教
育
映
像
等
審
査
規
程
（
昭
和
二
十
九
年
文
部
省
令
第
二
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
　

改

正

後

改

正

前

（
審
査
の
結
果
）

（
審
査
の
結
果
）

第
六
条

﹇
略
﹈

第
六
条

﹇
同
上
﹈

２

前
項
の
文
部
科
学
省
選
定
又
は
文
部
科
学
省
特
別
選
定
は
、
そ
の
作
品
の
内
容
に
応
じ
、
次
に
掲
げ
る
対
象

別
の
分
類
に
従
つ
て
行
う
。

２

前
項
の
文
部
科
学
省
選
定
又
は
文
部
科
学
省
特
別
選
定
は
、
そ
の
作
品
の
内
容
に
応
じ
、
次
に
掲
げ
る
対
象

別
の
分
類
に
従
つ
て
行
う
。

一

学
校
教
育
の
教
材
と
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
幼
稚
園
及
び
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
幼
児
向
き
、
小

学
校
低
学
年
（
義
務
教
育
学
校
の
第
一
学
年
及
び
第
二
学
年
を
含
む
。）児
童
向
き
、
小
学
校
中
学
年
（
義
務

教
育
学
校
の
第
三
学
年
及
び
第
四
学
年
を
含
む
。）児
童
向
き
、
小
学
校
高
学
年
（
義
務
教
育
学
校
の
第
五
学

年
及
び
第
六
学
年
を
含
む
。）児
童
向
き
、
中
学
校
（
義
務
教
育
学
校
の
後
期
課
程
及
び
中
等
教
育
学
校
の
前

期
課
程
を
含
む
。
次
号
及
び
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。）生
徒
向
き
又
は
高
等
学
校
（
中
等
教
育
学
校
の
後
期

課
程
を
含
む
。
次
号
及
び
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。）生
徒
向
き
の
別

一

学
校
教
育
の
教
材
と
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
幼
稚
園
及
び
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
幼
児
向
き
、
小

学
校
低
学
年
（
義
務
教
育
学
校
の
第
一
学
年
及
び
第
二
学
年
を
含
む
。）児
童
向
き
、
小
学
校
中
学
年
（
義
務

教
育
学
校
の
第
三
学
年
及
び
第
四
学
年
を
含
む
。）児
童
向
き
、
小
学
校
高
学
年
（
義
務
教
育
学
校
の
第
五
学

年
及
び
第
六
学
年
を
含
む
。）児
童
向
き
、
中
学
校
（
義
務
教
育
学
校
の
後
期
課
程
及
び
中
等
教
育
学
校
の
前

期
課
程
を
含
む
。）生
徒
向
き
又
は
高
等
学
校
（
中
等
教
育
学
校
の
後
期
課
程
を
含
む
。）生
徒
向
き
の
別

二

社
会
教
育
の
教
材
と
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
幼
児
向
き
、
小
学
校
（
義
務
教
育
学
校
の
前
期
課
程
を
含

む
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。）児
童
向
き
、
中
学
校
生
徒
向
き
、
高
等
学
校
生
徒
向
き
、
青
年
向
き
又
は
成
人

向
き
の
別

二

社
会
教
育
の
教
材
と
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
幼
児
向
き
、
少
年
向
き
、
青
年
向
き
又
は
成
人
向
き
の
別

三

一
般
劇
映
画
及
び
一
般
非
劇
映
画
に
つ
い
て
は
、
幼
児
向
き
、
小
学
校
児
童
向
き
、
中
学
校
生
徒
向
き
、

高
等
学
校
生
徒
向
き
、
青
年
向
き
、
成
人
向
き
又
は
家
庭
向
き
の
別

三

一
般
劇
映
画
及
び
一
般
非
劇
映
画
に
つ
い
て
は
、
幼
児
向
き
、
少
年
向
き
、
青
年
向
き
、
成
人
向
き
又
は

家
庭
向
き
の
別

備
考

表
中
の
﹇

﹈
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報
〇
文
部
科
学
省
令
第
九
号

教
育
映
像
等
審
査
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

文
部
科
学
大
臣

阿
部

俊
子

〇
厚
生
労
働
省
令
第
三
十
一
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
百
四
号
）
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、
及
び
関
係
法
令
の
規
定
に
基
づ
き
、
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を

総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
厚
生
労
働
省
関
係
省
令
の
整
備
に
関
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

厚
生
労
働
大
臣

福
岡

資
麿





障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
厚
生
労
働
省
関
係
省
令
の
整
備
に
関
す
る
省
令

（
社
会
福
祉
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

社
会
福
祉
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
厚
生
省
令
第
二
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
令
第
一
条
第
三
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
）

（
令
第
一
条
第
三
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
）

第
一
条

社
会
福
祉
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
三
年
政
令
第
百
八
十
五
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。）第
一
条
第
三
号

に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

第
一
条

社
会
福
祉
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
三
年
政
令
第
百
八
十
五
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。）第
一
条
第
三
号

に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十

三
号
）
第
五
条
第
十
三
項
に
規
定
す
る
就
労
選
択
支
援
、
同
条
第
十
四
項
に
規
定
す
る
就
労
移
行
支
援
又
は

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
八
年
厚
生
労

働
省
令
第
十
九
号
）
第
六
条
の
十
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
就
労
継
続
支
援
Ａ
型
に
係
る
障
害
福
祉
サ
ー

ビ
ス
事
業

一

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十

三
号
）
第
五
条
第
十
四
項
に
規
定
す
る
就
労
移
行
支
援
又
は
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的

に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
令
第
十
九
号
）
第
六
条
の
十
第
一
項
第
一

号
に
規
定
す
る
就
労
継
続
支
援
Ａ
型
に
係
る
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業

二

（
略
）

二

（
略
）

（
社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
施
行
規
則
（
昭
和
六
十
二
年
厚
生
省
令
第
四
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
指
定
施
設
の
範
囲
）

（
指
定
施
設
の
範
囲
）

第
二
条

法
第
七
条
第
四
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
施
設
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
二
条

法
第
七
条
第
四
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
施
設
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
〜
十
二

（
略
）

一
〜
十
二

（
略
）

十
三

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二

十
三
号
）
に
規
定
す
る
障
害
者
支
援
施
設
、
地
域
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー
、
福
祉
ホ
ー
ム
及
び
障
害
福
祉
サ
ー

ビ
ス
事
業
（
生
活
介
護
、
自
立
訓
練
、
就
労
選
択
支
援
、
就
労
移
行
支
援
、
就
労
継
続
支
援
、
就
労
定
着
支

援
又
は
自
立
生
活
援
助
を
行
う
も
の
に
限
る
。）又
は
一
般
相
談
支
援
事
業
若
し
く
は
特
定
相
談
支
援
事
業
を

行
う
施
設

十
三

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二

十
三
号
）
に
規
定
す
る
障
害
者
支
援
施
設
、
地
域
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー
、
福
祉
ホ
ー
ム
及
び
障
害
福
祉
サ
ー

ビ
ス
事
業
（
生
活
介
護
、
自
立
訓
練
、
就
労
移
行
支
援
、
就
労
継
続
支
援
、
就
労
定
着
支
援
又
は
自
立
生
活

援
助
を
行
う
も
の
に
限
る
。）又
は
一
般
相
談
支
援
事
業
若
し
く
は
特
定
相
談
支
援
事
業
を
行
う
施
設

十
三
の
二
・
十
四

（
略
）

十
三
の
二
・
十
四

（
略
）

（
精
神
保
健
福
祉
士
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条

精
神
保
健
福
祉
士
法
施
行
規
則
（
平
成
十
年
厚
生
省
令
第
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
指
定
施
設
の
範
囲
）

（
指
定
施
設
の
範
囲
）

第
二
条

法
第
七
条
第
四
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
施
設
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
二
条

法
第
七
条
第
四
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
施
設
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
〜
十
三

（
略
）

一
〜
十
三

（
略
）

十
四

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二

十
三
号
）
に
規
定
す
る
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
（
生
活
介
護
、
短
期
入
所
、
重
度
障
害
者
等
包
括
支
援
、

自
立
訓
練
、
就
労
選
択
支
援
、
就
労
移
行
支
援
、
就
労
継
続
支
援
、
就
労
定
着
支
援
、
自
立
生
活
援
助
又
は

共
同
生
活
援
助
を
行
う
も
の
に
限
る
。）、一
般
相
談
支
援
事
業
若
し
く
は
特
定
相
談
支
援
事
業
を
行
う
施
設
、

障
害
者
支
援
施
設
、
地
域
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー
、
福
祉
ホ
ー
ム
又
は
基
幹
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
（
い
ず
れ
も

精
神
障
害
者
に
対
し
て
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
も
の
に
限
る
。）

十
四

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二

十
三
号
）
に
規
定
す
る
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
（
生
活
介
護
、
短
期
入
所
、
重
度
障
害
者
等
包
括
支
援
、

自
立
訓
練
、
就
労
移
行
支
援
、
就
労
継
続
支
援
、
就
労
定
着
支
援
、
自
立
生
活
援
助
又
は
共
同
生
活
援
助
を

行
う
も
の
に
限
る
。）、
一
般
相
談
支
援
事
業
若
し
く
は
特
定
相
談
支
援
事
業
を
行
う
施
設
、
障
害
者
支
援
施

設
、
地
域
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー
、
福
祉
ホ
ー
ム
又
は
基
幹
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
（
い
ず
れ
も
精
神
障
害
者
に

対
し
て
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
も
の
に
限
る
。）

十
五

（
略
）

十
五

（
略
）

令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報 



（
厚
生
労
働
省
組
織
規
則
の
一
部
改
正
）

第
四
条

厚
生
労
働
省
組
織
規
則
（
平
成
十
三
年
厚
生
労
働
省
令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
自
立
支
援
振
興
室
及
び
施
設
管
理
室
並
び
に
特
別
自
立
支
援
指
導
官
、
障
害
福
祉
監
査
官
、
障
害
福
祉
サ
ー

ビ
ス
業
務
監
視
専
門
官
及
び
精
神
保
健
福
祉
監
査
官
）

（
自
立
支
援
振
興
室
及
び
施
設
管
理
室
並
び
に
特
別
自
立
支
援
指
導
官
、
障
害
福
祉
監
査
官
、
障
害
福
祉
サ
ー

ビ
ス
業
務
監
視
専
門
官
及
び
精
神
保
健
福
祉
監
査
官
）

第
六
十
四
条

（
略
）

第
六
十
四
条

（
略
）

２
〜
６

（
略
）

２
〜
６

（
略
）

７

障
害
福
祉
監
査
官
は
、
命
を
受
け
て
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
行
う
。

７

障
害
福
祉
監
査
官
は
、
命
を
受
け
て
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
行
う
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

障
害
者
支
援
施
設
又
は
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
（
療
養
介
護
、
生
活
介
護
、
自
立
訓
練
、
就
労
選
択

支
援
、
就
労
移
行
支
援
又
は
就
労
継
続
支
援
に
限
る
。）を
行
う
施
設
に
お
い
て
提
供
さ
れ
た
障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
監
査
に
関
す
る
こ
と
。

二

障
害
者
支
援
施
設
又
は
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
（
療
養
介
護
、
生
活
介
護
、
自
立
訓
練
、
就
労
移
行

支
援
又
は
就
労
継
続
支
援
に
限
る
。）を
行
う
施
設
に
お
い
て
提
供
さ
れ
た
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る

費
用
の
監
査
に
関
す
る
こ
と
。

８
・
９

（
略
）

８
・
９

（
略
）

（
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
指
定
地
域
相
談
支
援
の
事
業
の
人
員
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
の
一
部
改
正
）

第
五
条

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
指
定
地
域
相
談
支
援
の
事
業
の
人
員
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
二
十
四
年
厚
生
労
働
省
令
第
二
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
定
義
）

（
定
義
）

第
一
条

こ
の
省
令
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
る
。

第
一
条

こ
の
省
令
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
る
。

一
〜
四

（
略
）

一
〜
四

（
略
）

五

地
域
相
談
支
援
給
付
決
定
障
害
者

法
第
五
条
第
二
十
四
項
に
規
定
す
る
地
域
相
談
支
援
給
付
決
定
障
害

者
を
い
う
。

五

地
域
相
談
支
援
給
付
決
定
障
害
者

法
第
五
条
第
二
十
三
項
に
規
定
す
る
地
域
相
談
支
援
給
付
決
定
障
害

者
を
い
う
。

六
〜
十
四

（
略
）

六
〜
十
四

（
略
）

（
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
厚
生
労
働
省
関
係
省
令
の
整
理
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
六
条

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
厚
生
労
働
省
関
係
省
令
の
整
理
に
関
す
る
省
令
（
令
和
六
年
厚
生
労
働
省
令
第
十
八
号
）
の
一
部
を
次

の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

附

則

附

則

こ
の
省
令
は
、
令
和
七
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
九
条
の
規
定
は
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。

こ
の
省
令
は
、
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
附
則
第
一
条
第
四
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
九
条
の
規
定
は
令
和
六

年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報



（
障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
七
条

障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
令
和
六
年
厚
生
労
働
省
令
第
七
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

附

則

附

則

（
施
行
期
日
）

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
省
令
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号

に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

１

こ
の
省
令
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号

に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一

第
二
条
の
規
定

令
和
七
年
十
月
一
日

一

第
二
条
の
規
定

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
等
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
百
四
号
）
附
則
第
一
条
第
四
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日

二

（
略
）

二

（
略
）

附

則

こ
の
省
令
は
、
令
和
七
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
六
条
及
び
第
七
条
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

医
療
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
医
療
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

医
療
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
五
十
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

目
次

目
次

第
一
章
〜
第
四
章
の
二
の
二
の
二

（
略
）

第
一
章
〜
第
四
章
の
二
の
二
の
二

（
略
）

第
四
章
の
二
の
三

地
域
に
お
け
る
病
床
の
機
能
の
分
化
及
び
連
携
の
推
進
（
第
三
十
条
の
三
十
三
の
二
の

五

第
三
十
条
の
三
十
三
の
十
三
）

第
四
章
の
二
の
三

地
域
に
お
け
る
病
床
の
機
能
の
分
化
及
び
連
携
の
推
進
（
第
三
十
条
の
三
十
三
の
二
の

五

第
三
十
条
の
三
十
三
の
十
四
）

第
四
章
の
二
の
四

地
域
に
お
け
る
外
来
医
療
に
係
る
医
療
提
供
体
制
の
確
保
（
第
三
十
条
の
三
十
三
の
十

四

第
三
十
条
の
三
十
三
の
二
十
）

（
新
設
）

第
四
章
の
三

医
療
従
事
者
の
確
保
等
に
関
す
る
施
策
等
（
第
三
十
条
の
三
十
三
の
二
十
一

第
三
十
条
の
三

十
三
の
二
十
五
）

第
四
章
の
三

医
療
従
事
者
の
確
保
等
に
関
す
る
施
策
等
（
第
三
十
条
の
三
十
三
の
十
五

第
三
十
条
の
三
十

三
の
十
九
）

第
五
章
〜
第
七
章

（
略
）

第
五
章
〜
第
七
章

（
略
）

附
則

附
則

第
一
条
の
八

（
略
）

第
一
条
の
八

（
略
）

第
一
条
の
八
の
二

法
第
六
条
の
四
の
二
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
同
条
に
規
定
す
る
病

院
又
は
診
療
所
の
管
理
者
が
当
該
病
院
又
は
診
療
所
に
お
い
て
、
法
第
三
十
条
の
十
八
の
四
第
一
項
に
規
定
す

る
継
続
的
な
医
療
を
要
す
る
者
（
以
下
こ
の
条
及
び
別
表
第
八
に
お
い
て
単
に「
継
続
的
な
医
療
を
要
す
る
者
」

と
い
う
。）に
対
し
て
在
宅
医
療
を
提
供
す
る
場
合
そ
の
他
外
来
医
療
を
提
供
す
る
場
合
で
あ
つ
て
、
お
お
む
ね

四
月
以
上
継
続
し
て
医
療
を
提
供
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
場
合
と
す
る
。

（
新
設
）

令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報
〇
厚
生
労
働
省
令
第
三
十
二
号

全
世
代
対
応
型
の
持
続
可
能
な
社
会
保
障
制
度
を
構
築
す
る
た
め
の
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第
三
十
一
号
）
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
医
療
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
）
第
六
条
の

三
第
一
項
、
第
六
条
の
四
の
二
第
一
項
、
第
十
六
条
の
二
第
一
項
、
第
三
十
条
の
三
の
二
、
第
三
十
条
の
四
第
十
二
項
、
第
三
十
条
の
十
八
の
四
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
、
同
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
十
条
の
十
三
第
四
項
及
び

第
三
十
条
の
十
八
の
五
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
医
療
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

厚
生
労
働
大
臣

福
岡

資
麿





２

法
第
六
条
の
四
の
二
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
も
の
と
す

る
。

一

法
第
六
条
の
四
の
二
に
規
定
す
る
病
院
又
は
診
療
所
の
管
理
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
継
続
的
な

医
療
を
要
す
る
者
又
は
そ
の
家
族
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報

処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
で
あ
つ
て
、
当
該
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
情
報
が
送
信
さ
れ
、
受
信
者
の
使

用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
当
該
情
報
を
記
録
す
る
方
法

二

法
第
六
条
の
四
の
二
に
規
定
す
る
病
院
又
は
診
療
所
の
管
理
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ

た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
事
項
を
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
継
続
的
な
医
療
を
要
す
る
者
又
は
そ
の
家
族

の
閲
覧
に
供
し
、
当
該
継
続
的
な
医
療
を
要
す
る
者
又
は
そ
の
家
族
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら

れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
当
該
事
項
を
記
録
す
る
方
法

三

磁
気
デ
ィ
ス
ク
等
を
も
つ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
情
報
を
記
録
し
た
も
の
を
交
付
す
る
方
法

四

書
面
を
交
付
す
る
方
法

３

法
第
六
条
の
四
の
二
第
四
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

継
続
的
な
医
療
を
要
す
る
者
に
対
し
て
提
供
す
る
医
療
に
係
る
法
第
三
十
条
の
十
八
の
四
第
一
項
第
一
号

に
規
定
す
る
機
能
並
び
に
同
項
第
二
号
に
規
定
す
る
機
能
及
び
当
該
機
能
の
確
保
に
係
る
同
項
第
三
号
に
規

定
す
る
事
項

二

病
院
又
は
診
療
所
の
管
理
者
が
継
続
的
な
医
療
を
要
す
る
者
へ
の
適
切
な
医
療
の
提
供
の
た
め
に
必
要
と

判
断
す
る
事
項

第
一
条
の
八
の
三

妊
婦
又
は
産
婦
（
以
下
こ
の
条
か
ら
第
一
条
の
八
の
五
ま
で
及
び
第
十
五
条
の
三
に
お
い
て

「
妊
婦
等
」
と
い
う
。）の
助
産
を
担
当
す
る
助
産
師
は
、
法
第
六
条
の
四
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
助
産

所
の
管
理
者
（
出
張
の
み
に
よ
つ
て
そ
の
業
務
に
従
事
す
る
助
産
師
に
あ
つ
て
は
当
該
助
産
師
。
次
条
及
び
第

一
条
の
八
の
五
に
お
い
て
同
じ
。）が
当
該
妊
婦
等
の
助
産
を
行
う
こ
と
を
約
し
た
と
き
に
、
当
該
妊
婦
等
又
は

そ
の
家
族
に
対
し
同
項
に
規
定
す
る
書
面
を
交
付
し
て
適
切
な
説
明
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
一
条
の
八
の
二

妊
婦
又
は
産
婦
（
以
下
こ
の
条
か
ら
第
一
条
の
八
の
四
ま
で
及
び
第
十
五
条
の
三
に
お
い
て

「
妊
婦
等
」
と
い
う
。）の
助
産
を
担
当
す
る
助
産
師
は
、
法
第
六
条
の
四
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
助
産

所
の
管
理
者
（
出
張
の
み
に
よ
つ
て
そ
の
業
務
に
従
事
す
る
助
産
師
に
あ
つ
て
は
当
該
助
産
師
。
次
条
及
び
第

一
条
の
八
の
四
に
お
い
て
同
じ
。）が
当
該
妊
婦
等
の
助
産
を
行
う
こ
と
を
約
し
た
と
き
に
、
当
該
妊
婦
等
又
は

そ
の
家
族
に
対
し
同
項
に
規
定
す
る
書
面
を
交
付
し
て
適
切
な
説
明
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

（
略
）

２

（
略
）

第
一
条
の
八
の
四
・
第
一
条
の
八
の
五

（
略
）

第
一
条
の
八
の
三
・
第
一
条
の
八
の
四

（
略
）

第
九
条
の
十
六

地
域
医
療
支
援
病
院
の
管
理
者
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
法
第
十
六
条
の
二
第
一
項

第
一
号
か
ら
第
六
号
に
掲
げ
る
事
項
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
九
条
の
十
六

地
域
医
療
支
援
病
院
の
管
理
者
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
法
第
十
六
条
の
二
第
一
項

第
一
号
か
ら
第
六
号
に
掲
げ
る
事
項
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

地
域
に
お
け
る
か
か
り
つ
け
医
機
能（
法
第
六
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
か
か
り
つ
け
医
機
能
を
い
う
。

別
表
第
一
及
び
別
表
第
八
に
お
い
て
同
じ
。）の
確
保
の
た
め
の
研
修
そ
の
他
の
地
域
の
医
療
従
事
者
の
資
質

の
向
上
を
図
る
た
め
に
、
こ
れ
ら
の
者
に
対
す
る
生
涯
教
育
そ
の
他
の
研
修
を
適
切
に
行
わ
せ
る
こ
と
。

三

地
域
の
医
療
従
事
者
の
資
質
の
向
上
を
図
る
た
め
に
、
こ
れ
ら
の
者
に
対
す
る
生
涯
教
育
そ
の
他
の
研
修

を
適
切
に
行
わ
せ
る
こ
と
。

四
〜
六

（
略
）

四
〜
六

（
略
）

（
厚
生
労
働
大
臣
に
よ
る
情
報
提
供
の
求
め
）

（
厚
生
労
働
大
臣
に
よ
る
情
報
提
供
の
求
め
）

第
三
十
条
の
二
十
七
の
二

厚
生
労
働
大
臣
は
、
法
第
三
十
条
の
三
の
二
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、

法
第
三
十
条
の
十
三
第
一
項
に
規
定
す
る
病
床
機
能
報
告
対
象
病
院
等
の
開
設
者
若
し
く
は
管
理
者
又
は
法
第

三
十
条
の
十
八
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
外
来
機
能
報
告
対
象
病
院
等
（
第
三
十
条
の
三
十
三
の
十
一
第
一
項

及
び
第
三
十
条
の
三
十
三
の
十
三
に
お
い
て
「
外
来
機
能
報
告
対
象
病
院
等
」
と
い
う
。）若
し
く
は
法
第
三
十

条
の
十
八
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
無
床
診
療
所
（
第
三
十
条
の
三
十
三
の
十
一
第
一
項
及
び
第
三
十
条
の
三

十
三
の
十
三
に
お
い
て
「
無
床
診
療
所
」
と
い
う
。）の
開
設
者
若
し
く
は
管
理
者
に
対
し
、
第
三
十
条
の
三
十

三
の
六
第
二
項
又
は
第
三
十
条
の
三
十
三
の
十
一
第
二
項
に
規
定
す
る
受
託
者
（
以
下
こ
れ
ら
を
こ
の
条
に
お

い
て
「
受
託
者
」
と
い
う
。）を
経
由
し
て
、
第
三
十
条
の
三
十
三
の
六
第
二
項
若
し
く
は
第
三
十
条
の
三
十
三

の
十
一
第
二
項
に
規
定
す
る
フ
ァ
イ
ル
等
に
記
録
す
る
方
法
又
は
第
三
十
条
の
三
十
三
の
六
第
三
項
若
し
く
は

第
三
十
条
の
三
十
三
の
十
一
第
三
項
に
規
定
す
る
レ
セ
プ
ト
情
報
に
よ
る
方
法
に
よ
り
受
託
者
に
報
告
さ
れ
た

情
報
の
提
供
を
求
め
る
も
の
と
す
る
。

第
三
十
条
の
二
十
七
の
二

厚
生
労
働
大
臣
は
、
法
第
三
十
条
の
三
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
法
第
三
十
条
の
十
三

第
一
項
に
規
定
す
る
病
床
機
能
報
告
対
象
病
院
等
の
開
設
者
若
し
く
は
管
理
者
又
は
法
第
三
十
条
の
十
八
の
二

第
一
項
に
規
定
す
る
外
来
機
能
報
告
対
象
病
院
等
（
第
三
十
条
の
三
十
三
の
十
一
第
一
項
及
び
第
三
十
条
の
三

十
三
の
十
三
に
お
い
て
「
外
来
機
能
報
告
対
象
病
院
等
」
と
い
う
。）若
し
く
は
法
第
三
十
条
の
十
八
の
三
第
一

項
に
規
定
す
る
無
床
診
療
所
（
第
三
十
条
の
三
十
三
の
十
一
第
一
項
及
び
第
三
十
条
の
三
十
三
の
十
三
に
お
い

て
「
無
床
診
療
所
」
と
い
う
。）の
開
設
者
若
し
く
は
管
理
者
に
対
し
、
第
三
十
条
の
三
十
三
の
六
第
二
項
又
は

第
三
十
条
の
三
十
三
の
十
一
第
二
項
に
規
定
す
る
受
託
者
（
以
下
こ
れ
ら
を
こ
の
条
に
お
い
て
「
受
託
者
」
と

い
う
。）を
経
由
し
て
、
第
三
十
条
の
三
十
三
の
六
第
二
項
若
し
く
は
第
三
十
条
の
三
十
三
の
十
一
第
二
項
に
規

定
す
る
フ
ァ
イ
ル
等
に
記
録
す
る
方
法
又
は
第
三
十
条
の
三
十
三
の
六
第
三
項
若
し
く
は
第
三
十
条
の
三
十
三

の
十
一
第
三
項
に
規
定
す
る
レ
セ
プ
ト
情
報
に
よ
る
方
法
に
よ
り
受
託
者
に
報
告
さ
れ
た
情
報
の
提
供
を
求
め

る
も
の
と
す
る
。

令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報



２

厚
生
労
働
大
臣
は
、
法
第
三
十
条
の
三
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
法
第
三
十
条
の
十
八
の
四
第
一
項
に

規
定
す
る
か
か
り
つ
け
医
機
能
報
告
対
象
病
院
等
の
開
設
者
又
は
管
理
者
に
対
し
、
都
道
府
県
知
事
を
経
由
し

て
、
第
三
十
条
の
三
十
三
の
十
五
第
三
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
都
道
府
県
知
事
に
報
告
さ
れ
た
情
報
の
提

供
を
求
め
る
も
の
と
す
る
。

（
新
設
）

第
三
十
条
の
三
十
二
の
三

法
第
三
十
条
の
四
第
十
二
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
要
件
は
、
次
の

各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

第
三
十
条
の
三
十
二
の
三

法
第
三
十
条
の
四
第
十
二
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
要
件
は
、
次
の

各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

一

法
第
三
十
条
の
四
第
十
二
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
単
に
「
申
請
」と
い
う
。）が
、

医
療
計
画
（
当
該
申
請
を
行
つ
た
参
加
法
人
等
（
法
第
七
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
参
加
法
人
等
を
い
う
。

以
下
こ
の
条
及
び
第
六
章
に
お
い
て
同
じ
。）を
社
員
と
す
る
法
第
七
十
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
地
域
医

療
連
携
推
進
法
人
（
以
下
単
に
「
地
域
医
療
連
携
推
進
法
人
」
と
い
う
。）が
定
款
に
お
い
て
定
め
る
法
第
七

十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
医
療
連
携
推
進
区
域
（
以
下
単
に
「
医
療
連
携
推
進
区
域
」
と
い
う
。）の
属
す
る

都
道
府
県
が
法
第
三
十
条
の
四
第
十
八
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
し
た
も
の
を
い
う
。）に
お
い
て
定
め
る
同
条

第
二
項
第
七
号
に
規
定
す
る
地
域
医
療
構
想
（
第
三
十
条
の
三
十
三
の
二
十
四
に
お
い
て
単
に
「
地
域
医
療

構
想
」
と
い
う
。）の
達
成
を
推
進
す
る
た
め
に
必
要
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。

一

法
第
三
十
条
の
四
第
十
二
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
単
に
「
申
請
」と
い
う
。）が
、

医
療
計
画
（
当
該
申
請
を
行
つ
た
参
加
法
人
等
（
法
第
七
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
参
加
法
人
等
を
い
う
。

以
下
こ
の
条
及
び
第
六
章
に
お
い
て
同
じ
。）を
社
員
と
す
る
法
第
七
十
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
地
域
医

療
連
携
推
進
法
人
（
以
下
単
に
「
地
域
医
療
連
携
推
進
法
人
」
と
い
う
。）が
定
款
に
お
い
て
定
め
る
法
第
七

十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
医
療
連
携
推
進
区
域
（
以
下
単
に
「
医
療
連
携
推
進
区
域
」
と
い
う
。）の
属
す
る

都
道
府
県
が
法
第
三
十
条
の
四
第
十
八
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
し
た
も
の
を
い
う
。）に
お
い
て
定
め
る
同
条

第
二
項
第
七
号
に
規
定
す
る
地
域
医
療
構
想
（
第
三
十
条
の
三
十
三
の
十
八
に
お
い
て
単
に
「
地
域
医
療
構

想
」
と
い
う
。）の
達
成
を
推
進
す
る
た
め
に
必
要
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
〜
四

（
略
）

二
〜
四

（
略
）

（
法
第
三
十
条
の
十
八
の
二
第
一
項
第
三
号
及
び
法
第
三
十
条
の
十
八
の
三
第
一
項
第
三
号
の
厚
生
労
働
省
令

で
定
め
る
事
項
）

（
法
第
三
十
条
の
十
八
の
二
第
一
項
第
三
号
及
び
法
第
三
十
条
の
十
八
の
三
第
一
項
第
三
号
の
厚
生
労
働
省
令

で
定
め
る
事
項
）

第
三
十
条
の
三
十
三
の
十
三

（
略
）

第
三
十
条
の
三
十
三
の
十
三

（
略
）

第
四
章
の
二
の
四

地
域
に
お
け
る
外
来
医
療
に
係
る
医
療
提
供
体
制
の
確
保

（
新
設
）

第
三
十
条
の
三
十
三
の
十
四

（
略
）

第
三
十
条
の
三
十
三
の
十
四

（
略
）

（
か
か
り
つ
け
医
機
能
報
告
）

第
三
十
条
の
三
十
三
の
十
五

法
第
三
十
条
の
十
八
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
病
院
又

は
診
療
所
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
病
院
又
は
診
療
所
（
以
下「
か
か
り
つ
け
医
機
能
報
告
対
象
病
院
等
」

と
い
う
。）と
す
る
。

（
新
設
）

一

特
定
機
能
病
院

二

歯
科
医
業
の
み
を
行
う
病
院
又
は
診
療
所

三

刑
事
施
設
、
少
年
院
若
し
く
は
少
年
鑑
別
所
又
は
入
国
者
収
容
所
若
し
く
は
地
方
出
入
国
在
留
管
理
局
の

中
に
設
け
ら
れ
た
病
院
又
は
診
療
所

四

皇
室
用
財
産
で
あ
る
病
院
又
は
診
療
所

２

法
第
三
十
条
の
十
八
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

一

慢
性
の
疾
患
を
有
す
る
高
齢
者

二

障
害
者

三

障
害
児

四

医
療
的
ケ
ア
児

五

難
病
患
者

六

前
各
号
に
掲
げ
る
者
の
ほ
か
継
続
的
な
医
療
を
要
す
る
者

３

法
第
三
十
条
の
十
八
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
都
道
府
県
知
事
へ
の
報
告
（
以
下
「
か
か
り
つ
け
医
機
能

報
告
」
と
い
う
。）は
、
当
該
都
道
府
県
知
事
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
、
別
表
第
八
第
二
の
項
、
第
四
の
項
及
び

第
六
の
項
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
一
年
に
一
回
、
一
月
一
日
か
ら
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
行
う
も
の

と
す
る
。

令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報 



４

法
第
三
十
条
の
十
八
の
四
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
、
同
項
第
二
号
に
規

定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
、
同
項
第
三
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
相
互
の
連
携
及
び
同
項
第

四
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
別
表
第
八
の
と
お
り
と
す
る
。

（
都
道
府
県
知
事
に
よ
る
確
認
）

第
三
十
条
の
三
十
三
の
十
六

法
第
三
十
条
の
十
八
の
四
第
二
項
及
び
第
四
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定

め
る
要
件
は
、
同
条
第
一
項
第
二
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
機
能
ご
と
に
、
別
表
第
八
第
三
の
項
各
号
に
掲

げ
る
機
能
の
確
保
に
係
る
体
制
を
有
す
る
こ
と
と
す
る
。

（
新
設
）

２

法
第
三
十
条
の
十
八
の
四
第
二
項
に
規
定
す
る
確
認
は
、
同
条
第
一
項
第
二
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
機

能
ご
と
に
、
か
か
り
つ
け
医
機
能
報
告
に
よ
り
報
告
さ
れ
た
別
表
第
八
第
四
の
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
確
認

す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
都
道
府
県
知
事
に
よ
る
確
認
結
果
の
公
表
）

第
三
十
条
の
三
十
三
の
十
七

都
道
府
県
知
事
は
、
法
第
三
十
条
の
十
八
の
四
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
前
条
第

二
項
に
規
定
す
る
確
認
を
行
つ
た
結
果
に
つ
い
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
適
切
な
方
法
に
よ
り
公
表

す
る
も
の
と
す
る
。

（
新
設
）

（
報
告
事
項
の
変
更
の
報
告
）

第
三
十
条
の
三
十
三
の
十
八

法
第
三
十
条
の
十
八
の
四
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
は
、
第
三
十
条
の
三
十
三

の
十
五
第
三
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
、
速
や
か
に
行
う
も
の
と
す
る
。

（
新
設
）

（
か
か
り
つ
け
医
機
能
報
告
の
公
表
）

第
三
十
条
の
三
十
三
の
十
九

都
道
府
県
知
事
は
、
法
第
三
十
条
の
十
八
の
四
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第

三
十
条
の
十
三
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
法
第
三
十
条
の
十
八
の
四
第
一
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
報
告

さ
れ
た
事
項
に
つ
い
て
、イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
適
切
な
方
法
に
よ
り
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
新
設
）

（
法
第
三
十
条
の
十
八
の
五
第
三
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
）

第
三
十
条
の
三
十
三
の
二
十

法
第
三
十
条
の
十
八
の
五
第
三
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項

は
、
在
宅
医
療
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
そ
の
他
医
療
と
密
接
に
関
連
す
る
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
事
業
者
と
の
連
携

そ
の
他
医
療
と
密
接
に
関
連
す
る
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
も
の
と
し
て
、
都
道
府
県
が
関
係
す
る
市
町
村
の
参
加

が
必
要
で
あ
る
と
認
め
る
も
の
と
す
る
。

（
新
設
）

第
四
章
の
三

（
略
）

第
四
章
の
三

（
略
）

第
三
十
条
の
三
十
三
の
二
十
一
〜
第
三
十
条
の
三
十
三
の
二
十
五

（
略
）

第
三
十
条
の
三
十
三
の
十
五
〜
第
三
十
条
の
三
十
三
の
十
九

（
略
）

別
表
第
一
（
第
一
条
の
二
の
二
関
係
）

別
表
第
一
（
第
一
条
の
二
の
二
関
係
）

第
一

管
理
、
運
営
及
び
サ
ー
ビ
ス
等
に
関
す
る
事
項

第
一

管
理
、
運
営
及
び
サ
ー
ビ
ス
等
に
関
す
る
事
項

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

院
内
サ
ー
ビ
ス
等

三

院
内
サ
ー
ビ
ス
等

イ

共
通
事
項
（

に
つ
い
て
は
助
産
所
を
除
く
。）

イ

共
通
事
項
（

に
つ
い
て
は
助
産
所
を
除
く
。）

〜

（
略
）

〜

（
略
）

車
椅
子
、

等
利
用
者
に
対
す
る
サ
ー
ビ
ス
内
容
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の

車
椅
子
等
利
用
者
に
対
す
る
サ
ー
ビ
ス
内
容
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の

（
略
）

（
略
）

ロ
〜
ニ

（
略
）

ロ
〜
ニ

（
略
）

四

（
略
）

四

（
略
）

第
二

提
供
サ
ー
ビ
ス
や
医
療
連
携
体
制
に
関
す
る
事
項

第
二

提
供
サ
ー
ビ
ス
や
医
療
連
携
体
制
に
関
す
る
事
項

一

診
療
内
容
、
提
供
保
健
・
医
療
・
介
護
サ
ー
ビ
ス

一

診
療
内
容
、
提
供
保
健
・
医
療
・
介
護
サ
ー
ビ
ス

イ

病
院

イ

病
院

〜

（
略
）

〜

（
略
）
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地
域
医
療
連
携
体
制

地
域
医
療
連
携
体
制

・

（
略
）

・

（
略
）

（
削
る
）

身
近
な
地
域
に
お
け
る
日
常
的
な
医
療
の
提
供
や
健
康
管
理
に
関
す
る
相
談
等
を
行
う
医
療
機
関

の
機
能
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の
（
以
下
「
か
か
り
つ
け
医
機
能
」
と
い
う
。）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

ロ

診
療
所

ロ

診
療
所

〜

（
略
）

〜

（
略
）

地
域
医
療
連
携
体
制

地
域
医
療
連
携
体
制

（
略
）

（
略
）

（
削
る
）

か
か
り
つ
け
医
機
能

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

ハ
・
ニ

（
略
）

ハ
・
ニ

（
略
）

第
三

（
略
）

第
三

（
略
）

第
四

か
か
り
つ
け
医
機
能
に
関
す
る
事
項
（
か
か
り
つ
け
医
機
能
報
告
対
象
病
院
等
に
限
る
。）
別
表
第
八
第

二
の
項
、
第
四
の
項
及
び
第
六
の
項
（
同
項
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
を
除
く
。）に
掲
げ
る
事
項

（
新
設
）

第
五

（
略
）

第
四

（
略
）

別
表
第
七
（
第
三
十
条
の
三
十
関
係
）

（
略
）

別
表
第
七
（
第
三
十
条
の
三
十
関
係
）

（
略
）

別
表
第
八
（
第
三
十
条
の
三
十
三
の
十
五
関
係
）

（
新
設
）

第
一

法
第
三
十
条
の
十
八
の
四
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の

病
院
又
は
診
療

所
が
有
す
る
、継
続
的
な
医
療
を
要
す
る
者
に
対
す
る
発
生
頻
度
が
高
い
疾
患
に
係
る
診
療
を
行
う
と
と
も
に
、

当
該
継
続
的
な
医
療
を
要
す
る
者
に
対
す
る
日
常
的
な
診
療
に
お
い
て
、
当
該
継
続
的
な
医
療
を
要
す
る
者
の

生
活
状
況
を
把
握
し
、
適
切
な
診
療
及
び
保
健
指
導
を
行
い
、
ま
た
、
当
該
病
院
又
は
診
療
所
が
有
す
る
専
門

性
を
超
え
る
た
め
適
切
な
診
療
及
び
保
健
指
導
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
は
、
地
域
の
医
師
、
医
療
機

関
そ
の
他
の
関
係
者
の
協
力
を
得
て
解
決
方
法
を
提
示
す
る
機
能

第
二

法
第
三
十
条
の
十
八
の
四
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
機
能
の
有
無
及
び
そ
の
内
容
に
関
す
る
事
項

一

第
一
に
規
定
す
る
機
能
の
有
無
及
び
次
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
の
院
内
掲
示
に
よ
る
公
表
の

有
無

二

か
か
り
つ
け
医
機
能
に
関
す
る
研
修
の
修
了
者
の
有
無

三

医
療
従
事
者
の
う
ち
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の
の
有
無

四

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
診
療
領
域
ご
と
の
一
次
診
療
の
対
応
の
有
無

五

一
次
診
療
に
お
い
て
対
応
す
る
こ
と
が
で
き
る
疾
患
等
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の

六

医
療
に
関
す
る
患
者
か
ら
の
相
談
（
継
続
的
な
医
療
を
要
す
る
者
へ
の
継
続
的
な
相
談
を
含
む
。）に
応
じ

る
こ
と
が
で
き
る
こ
と

七

医
療
従
事
者
の
う
ち
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の
の
人
員
数

八

情
報
基
盤
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の
を
活
用
す
る
体
制
の
有
無

九

情
報
基
盤
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の
を
活
用
し
た
服
薬
の
一
元
的
な
管
理
の
実
施
状
況

第
三

法
第
三
十
条
の
十
八
の
四
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の

一

法
第
三
十
条
の
十
八
の
四
第
一
項
第
二
号
イ
に
規
定
す
る
機
能

通
常
の
診
療
時
間
以
外
の
時
間
に
診
療

を
行
う
機
能
（
他
の
病
院
又
は
診
療
所
と
相
互
に
連
携
し
て
確
保
す
る
場
合
を
含
む
。）
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二

法
第
三
十
条
の
十
八
の
四
第
一
項
第
二
号
ロ
に
規
定
す
る
機
能

在
宅
患
者
の
病
状
が
急
変
し
た
場
合
に

入
院
さ
せ
る
た
め
の
病
床
を
確
保
し
、
地
域
に
お
け
る
退
院
支
援
に
関
す
る
取
決
め
を
行
う
と
と
も
に
、
地

域
連
携
ク
リ
テ
ィ
カ
ル
パ
ス
へ
参
加
し
、
ま
た
、
入
院
中
の
患
者
に
つ
い
て
、
退
院
後
の
在
宅
医
療
を
担
当

す
る
医
師
等
と
の
情
報
の
共
有
並
び
に
当
該
医
師
等
に
よ
る
退
院
後
の
在
宅
で
の
療
養
上
必
要
な
説
明
及
び

指
導
を
行
う
機
能

三

法
第
三
十
条
の
十
八
の
四
第
一
項
第
二
号
ハ
に
規
定
す
る
機
能

在
宅
医
療
を
提
供
す
る
機
能
（
他
の
病

院
又
は
診
療
所
と
相
互
に
連
携
し
て
確
保
す
る
場
合
を
含
む
。）

四

法
第
三
十
条
の
十
八
の
四
第
一
項
第
二
号
ニ
に
規
定
す
る
機
能

介
護
サ
ー
ビ
ス
そ
の
他
医
療
と
密
接
に

関
連
す
る
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
事
業
者
と
連
携
し
て
医
療
を
提
供
す
る
機
能

第
四

法
第
三
十
条
の
十
八
の
四
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
機
能
の
有
無
及
び
そ
の
内
容
に
関
す
る
事
項

一

法
第
三
十
条
の
十
八
の
四
第
一
項
第
二
号
イ
に
規
定
す
る
機
能
に
関
す
る
事
項
（
イ
に
つ
い
て
は
、
他
の

病
院
又
は
診
療
所
と
相
互
に
連
携
し
て
確
保
す
る
場
合
を
含
む
。）

イ

通
常
の
診
療
時
間
以
外
の
時
間
に
診
療
を
行
う
体
制
の
確
保
状
況

ロ

通
常
の
診
療
時
間
以
外
の
時
間
の
対
応
に
係
る
社
会
保
険
診
療
報
酬
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る

も
の
の
算
定
状
況

二

法
第
三
十
条
の
十
八
の
四
第
一
項
第
二
号
ロ
に
規
定
す
る
機
能
に
関
す
る
事
項
（
イ
に
つ
い
て
は
、
他
の

病
院
又
は
診
療
所
と
相
互
に
連
携
し
て
確
保
す
る
場
合
を
含
む
。）

イ

在
宅
患
者
の
病
状
が
急
変
し
た
場
合
に
入
院
さ
せ
る
た
め
の
病
床
の
確
保
状
況

ロ

入
院
時
の
情
報
共
有
に
係
る
社
会
保
険
診
療
報
酬
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の
の
算
定
状
況

ハ

地
域
に
お
け
る
退
院
支
援
に
関
す
る
取
決
め
又
は
地
域
連
携
ク
リ
テ
ィ
カ
ル
パ
ス
へ
の
参
加
状
況

ニ

退
院
時
の
情
報
共
有
又
は
共
同
で
の
指
導
に
係
る
社
会
保
険
診
療
報
酬
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め

る
も
の
の
算
定
状
況

ホ

特
定
機
能
病
院
、
地
域
医
療
支
援
病
院
又
は
紹
介
受
診
重
点
医
療
機
関
か
ら
紹
介
状
に
よ
り
紹
介
を
受

け
た
外
来
患
者
の
数

三

法
第
三
十
条
の
十
八
の
四
第
一
項
第
二
号
ハ
に
規
定
す
る
機
能
に
関
す
る
事
項
（
イ
に
つ
い
て
は
、
他
の

病
院
又
は
診
療
所
と
相
互
に
連
携
し
て
確
保
す
る
場
合
を
含
む
。）

イ

在
宅
医
療
を
提
供
す
る
体
制
の
確
保
状
況

ロ

訪
問
診
療
、
往
診
又
は
訪
問
看
護
に
係
る
社
会
保
険
診
療
報
酬
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の

の
算
定
状
況

ハ

訪
問
看
護
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
際
す
る
指
示
に
係
る
社
会
保
険
診
療
報
酬
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定

め
る
も
の
の
算
定
状
況

ニ

在
宅
に
お
け
る
看
取
り
に
係
る
社
会
保
険
診
療
報
酬
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の
の
算
定
状

況

四

法
第
三
十
条
の
十
八
の
四
第
一
項
第
二
号
ニ
に
規
定
す
る
機
能
に
関
す
る
事
項

イ

介
護
サ
ー
ビ
ス
そ
の
他
医
療
と
密
接
に
関
連
す
る
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
事
業
者
と
連
携
し
て
医
療
を

提
供
す
る
体
制
の
確
保
状
況

ロ

介
護
保
険
法
第
七
条
第
五
項
に
規
定
す
る
介
護
支
援
専
門
員
そ
の
他
の
医
療
と
密
接
に
関
連
す
る
サ
ー

ビ
ス
を
提
供
す
る
者
へ
の
情
報
の
共
有
又
は
共
同
で
指
導
を
行
つ
た
場
合
に
係
る
社
会
保
険
診
療
報
酬
と

し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の
の
算
定
状
況
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ハ

介
護
保
険
法
第
八
条
第
二
十
五
項
に
規
定
す
る
介
護
保
険
施
設
そ
の
他
の
医
療
と
密
接
に
関
連
す
る

サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
施
設
に
お
け
る
医
療
の
提
供
状
況
及
び
こ
れ
に
係
る
社
会
保
険
診
療
報
酬
と
し
て

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の
の
算
定
状
況

ニ

地
域
の
介
護
事
業
者
及
び
医
療
機
関
そ
の
他
の
関
係
者
と
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
へ
の
参
加
又
は
そ
の
活
用

の
状
況

ホ

患
者
が
望
む
人
生
の
最
終
段
階
に
お
け
る
医
療
の
提
供
等
に
係
る
適
切
な
意
思
決
定
支
援
の
実
施
状
況

五

第
一
号
イ
、
第
二
号
イ
又
は
第
三
号
イ
に
掲
げ
る
体
制
又
は
病
床
の
確
保
を
他
の
病
院
又
は
診
療
所
と
連

携
し
て
行
う
と
き
は
、
当
該
病
院
又
は
診
療
所
の
名
称
及
び
そ
の
連
携
の
内
容

第
五

法
第
三
十
条
の
十
八
の
四
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
同
項
第
二
号
の
機
能
を
確
保
す
る
た
め
に
行
う
相

互
の
連
携
に
関
す
る
事
項

一

法
第
三
十
条
の
十
八
の
四
第
一
項
第
二
号
イ
に
掲
げ
る
機
能
を
確
保
す
る
た
め
に
、
当
該
か
か
り
つ
け
医

機
能
報
告
対
象
病
院
等
が
単
独
で
体
制
を
確
保
し
た
上
で
行
う
、
地
域
の
患
者
に
対
す
る
通
常
の
診
療
時
間

以
外
の
時
間
に
お
け
る
外
来
医
療
の
提
供
に
係
る
複
数
の
医
療
機
関
に
よ
る
交
代
で
の
医
療
の
提
供
又
は
休

日
夜
間
急
患
セ
ン
タ
ー
へ
の
参
加
そ
の
他
の
通
常
の
診
療
時
間
以
外
の
時
間
に
診
療
を
行
う
体
制
を
確
保
す

る
た
め
の
他
の
病
院
又
は
診
療
所
と
の
連
携

二

法
第
三
十
条
の
十
八
の
四
第
一
項
第
二
号
ロ
に
掲
げ
る
機
能
を
確
保
す
る
た
め
に
行
う
、
在
宅
患
者
の
病

状
が
急
変
し
た
場
合
に
入
院
さ
せ
る
た
め
の
病
床
を
確
保
す
る
た
め
の
他
の
病
院
又
は
診
療
所
と
の
連
携

三

法
第
三
十
条
の
十
八
の
四
第
一
項
第
二
号
ハ
に
掲
げ
る
機
能
を
確
保
す
る
た
め
に
、
当
該
か
か
り
つ
け
医

機
能
報
告
対
象
病
院
等
が
単
独
で
体
制
を
確
保
し
た
上
で
行
う
、
在
宅
医
療
を
提
供
す
る
体
制
を
確
保
す
る

た
め
の
他
の
病
院
又
は
診
療
所
と
の
連
携

第
六

法
第
三
十
条
の
十
八
の
四
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
機
能
に
関
す
る
事
項

一

健
康
診
査
の
実
施
状
況

二

予
防
接
種
の
実
施
状
況

三

学
校
医
の
業
務
、
産
業
医
の
業
務
又
は
警
察
の
活
動
へ
の
協
力
そ
の
他
の
地
域
活
動
の
実
施
状
況

四

大
学
の
医
学
部
に
お
い
て
医
学
を
専
攻
す
る
学
生
若
し
く
は
臨
床
研
修
を
受
け
る
医
師
に
対
す
る
教
育
又

は
医
師
の
再
教
育
そ
の
他
の
教
育
活
動
の
実
施
状
況

五

法
第
三
十
条
の
十
八
の
四
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
の
機
能
を
担
う
意
向
の
有
無
（
当
該
機
能
を
有
し

な
い
場
合
に
限
る
。）

（
保
険
医
療
機
関
及
び
保
険
医
療
養
担
当
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

保
険
医
療
機
関
及
び
保
険
医
療
養
担
当
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
厚
生
省
令
第
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
一
部
負
担
金
等
の
受
領
）

（
一
部
負
担
金
等
の
受
領
）

第
五
条

（
略
）

第
五
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

保
険
医
療
機
関
の
う
ち
、
医
療
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
）
第
七
条
第
二
項
第
五
号
に
規
定
す

る
一
般
病
床
（
以
下
「
一
般
病
床
」
と
い
う
。）を
有
す
る
同
法
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
地
域
医
療
支
援
病

院
（
一
般
病
床
の
数
が
二
百
未
満
で
あ
る
も
の
を
除
く
。）、
同
法
第
四
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
機
能

病
院
及
び
同
法
第
三
十
条
の
十
八
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
外
来
機
能
報
告
対
象
病
院
等
（
同
法
第
三
十
条
の

十
八
の
五
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
法
第
三
十
条
の
十
八
の
二
第
一
項
第
一
号
の
厚
生
労
働
省
令

で
定
め
る
外
来
医
療
を
提
供
す
る
基
幹
的
な
病
院
と
し
て
都
道
府
県
が
公
表
し
た
も
の
に
限
り
、
一
般
病
床
の

数
が
二
百
未
満
で
あ
る
も
の
を
除
く
。）で
あ
る
も
の
は
、
法
第
七
十
条
第
三
項
に
規
定
す
る
保
険
医
療
機
関
相

互
間
の
機
能
の
分
担
及
び
業
務
の
連
携
の
た
め
の
措
置
と
し
て
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

３

保
険
医
療
機
関
の
う
ち
、
医
療
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
）
第
七
条
第
二
項
第
五
号
に
規
定
す

る
一
般
病
床
（
以
下
「
一
般
病
床
」
と
い
う
。）を
有
す
る
同
法
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
地
域
医
療
支
援
病

院
（
一
般
病
床
の
数
が
二
百
未
満
で
あ
る
も
の
を
除
く
。）、
同
法
第
四
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
機
能

病
院
及
び
同
法
第
三
十
条
の
十
八
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
外
来
機
能
報
告
対
象
病
院
等
（
同
法
第
三
十
条
の

十
八
の
四
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
法
第
三
十
条
の
十
八
の
二
第
一
項
第
一
号
の
厚
生
労
働
省
令

で
定
め
る
外
来
医
療
を
提
供
す
る
基
幹
的
な
病
院
と
し
て
都
道
府
県
が
公
表
し
た
も
の
に
限
り
、
一
般
病
床
の

数
が
二
百
未
満
で
あ
る
も
の
を
除
く
。）で
あ
る
も
の
は
、
法
第
七
十
条
第
三
項
に
規
定
す
る
保
険
医
療
機
関
相

互
間
の
機
能
の
分
担
及
び
業
務
の
連
携
の
た
め
の
措
置
と
し
て
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）
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（
保
険
医
療
機
関
及
び
保
険
医
療
養
担
当
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
三
条

保
険
医
療
機
関
及
び
保
険
医
療
養
担
当
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
令
和
四
年
厚
生
労
働
省
令
第
三
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

附

則

附

則

（
経
過
措
置
）

（
経
過
措
置
）

第
二
条

（
略
）

第
二
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
保
険
医
療
機
関
及
び
保
険
医
療
養
担
当
規
則（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て「
新

療
担
規
則
」
と
い
う
。）第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
を
要
す
る

保
険
医
療
機
関
（
医
療
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
）
第
三
十
条
の
十
八
の
五
第
一
項
第
二
号
の
規

定
に
基
づ
き
、
同
法
第
三
十
条
の
十
八
の
二
第
一
項
第
一
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
外
来
医
療
を
提
供
す

る
基
幹
的
な
病
院
と
し
て
都
道
府
県
が
新
た
に
公
表
し
た
も
の
に
限
る
。）に
お
い
て
、
新
療
担
規
則
第
五
条
第

三
項
第
二
号
に
掲
げ
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
正
当
な
理
由
が
あ
る
場
合
は
、
同

項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
公
表
が
あ
っ
た
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
は
、
同
号

に
掲
げ
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

３

第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
保
険
医
療
機
関
及
び
保
険
医
療
養
担
当
規
則（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て「
新

療
担
規
則
」
と
い
う
。）第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
を
要
す
る

保
険
医
療
機
関
（
医
療
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
）
第
三
十
条
の
十
八
の
四
第
一
項
第
二
号
の
規

定
に
基
づ
き
、
同
法
第
三
十
条
の
十
八
の
二
第
一
項
第
一
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
外
来
医
療
を
提
供
す

る
基
幹
的
な
病
院
と
し
て
都
道
府
県
が
新
た
に
公
表
し
た
も
の
に
限
る
。）に
お
い
て
、
新
療
担
規
則
第
五
条
第

三
項
第
二
号
に
掲
げ
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
正
当
な
理
由
が
あ
る
場
合
は
、
同

項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
公
表
が
あ
っ
た
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
は
、
同
号

に
掲
げ
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
厚
生
省
令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
旅
費
の
額
）

（
旅
費
の
額
）

第
百
三
十
二
条
の
三

令
第
四
十
一
条
の
五
第
二
項
の
旅
費
（
同
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
法
第
二
十
三
条

の
十
六
第
二
項
第
七
号
の
職
員
に
係
る
も
の
に
限
る
。）の
額
に
相
当
す
る
額
（
第
百
三
十
二
条
の
五
第
三
項
に

お
い
て
「
職
員
旅
費
相
当
額
」
と
い
う
。）は
、
国
家
公
務
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律

第
百
十
四
号
。
以
下
「
旅
費
法
」
と
い
う
。）の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
旅
費
の
額
と
す
る
。

第
百
三
十
二
条
の
三

令
第
四
十
一
条
の
五
第
二
項
の
旅
費
（
同
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
法
第
二
十
三
条

の
十
六
第
二
項
第
七
号
の
職
員
に
係
る
も
の
に
限
る
。）の
額
に
相
当
す
る
額
（
第
百
三
十
二
条
の
五
第
四
項
に

お
い
て
「
職
員
旅
費
相
当
額
」
と
い
う
。）は
、
国
家
公
務
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律

第
百
十
四
号
。
以
下
「
旅
費
法
」
と
い
う
。）の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
旅
費
の
額
と
す
る
。

２

令
第
四
十
一
条
の
五
第
二
項
の
旅
費
（
同
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
法
第
二
十
三
条
の
十
六
第
五
項
の

規
定
に
よ
り
機
構
に
同
条
第
二
項
第
七
号
の
検
査
を
行
わ
せ
る
場
合
に
お
け
る
機
構
の
職
員
に
係
る
も
の
に
限

る
。）の
額
に
相
当
す
る
額
（
第
百
三
十
二
条
の
五
第
四
項
に
お
い
て
「
機
構
職
員
旅
費
相
当
額
」と
い
う
。）は
、

旅
費
法
の
規
定
の
例
に
よ
り
計
算
し
た
旅
費
の
額
と
す
る
。

２

令
第
四
十
一
条
の
五
第
二
項
の
旅
費
（
同
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
法
第
二
十
三
条
の
十
六
第
五
項
の

規
定
に
よ
り
機
構
に
同
条
第
二
項
第
七
号
の
検
査
を
行
わ
せ
る
場
合
に
お
け
る
機
構
の
職
員
に
係
る
も
の
に
限

る
。）の
額
に
相
当
す
る
額
（
第
百
三
十
二
条
の
五
第
五
項
に
お
い
て
「
機
構
職
員
旅
費
相
当
額
」と
い
う
。）は
、

旅
費
法
の
規
定
の
例
に
よ
り
計
算
し
た
旅
費
の
額
と
す
る
。

３

（
略
）

３

（
略
）

（
在
勤
官
署
の
所
在
地
）

（
在
勤
官
署
の
所
在
地
）

第
百
三
十
二
条
の
四

令
第
四
十
一
条
の
五
第
二
項
の
旅
費
（
同
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
も
の
に
限
る
。）

の
額
に
相
当
す
る
額
（
以
下
「
旅
費
相
当
額
」
と
い
う
。）を
計
算
す
る
場
合
に
お
い
て
、
法
第
二
十
三
条
の
十

六
第
二
項
第
七
号
の
検
査
の
た
め
、
当
該
検
査
に
係
る
事
務
所
の
所
在
地
に
出
張
す
る
職
員
の
旅
費
法
第
二
条

第
四
号
の
在
勤
官
署
の
所
在
地
は
、
東
京
都
千
代
田
区
霞
が
関
一
丁
目
二
番
二
号
と
す
る
。

第
百
三
十
二
条
の
四

令
第
四
十
一
条
の
五
第
二
項
の
旅
費
（
同
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
も
の
に
限
る
。）

の
額
に
相
当
す
る
額
（
以
下
「
旅
費
相
当
額
」
と
い
う
。）を
計
算
す
る
場
合
に
お
い
て
、
法
第
二
十
三
条
の
十

六
第
二
項
第
七
号
の
検
査
の
た
め
、
当
該
検
査
に
係
る
事
務
所
の
所
在
地
に
出
張
す
る
職
員
の
旅
費
法
第
二
条

第
一
項
第
六
号
の
在
勤
官
署
の
所
在
地
は
、
東
京
都
千
代
田
区
霞
が
関
一
丁
目
二
番
二
号
と
す
る
。

令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報
〇
厚
生
労
働
省
令
第
三
十
三
号

国
家
公
務
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
二
十
二
号
）
及
び
国
家
公
務
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
令
和
六
年
政
令
第
三
百
六
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
関
係
法
令
の
規
定
に
基

づ
き
、
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

厚
生
労
働
大
臣

福
岡

資
麿





（
旅
費
の
額
の
計
算
に
係
る
細
目
）

（
旅
費
の
額
の
計
算
に
係
る
細
目
）

第
百
三
十
二
条
の
五

（
削
る
）

第
百
三
十
二
条
の
五

旅
費
法
第
六
条
第
一
項
の
支
度
料
は
、
旅
費
相
当
額
に
算
入
し
な
い
。

法
第
二
十
三
条
の
十
六
第
二
項
第
七
号
の
検
査
を
実
施
す
る
日
数
は
、
当
該
検
査
に
係
る
事
務
所
ご
と
に
三

日
と
し
て
旅
費
相
当
額
を
計
算
す
る
。

２

法
第
二
十
三
条
の
十
六
第
二
項
第
七
号
の
検
査
を
実
施
す
る
日
数
は
、
当
該
検
査
に
係
る
事
務
所
ご
と
に
三

日
と
し
て
旅
費
相
当
額
を
計
算
す
る
。

２

国
家
公
務
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
令
和
六
年
政
令
第
三
百
六
号
）
第
四
条
の
渡
航
雑
費
は
、

一
万
円
と
し
て
旅
費
相
当
額
を
計
算
す
る
。

３

旅
費
法
第
六
条
第
一
項
の
旅
行
雑
費
は
、
一
万
円
と
し
て
旅
費
相
当
額
を
計
算
す
る
。

３

厚
生
労
働
大
臣
が
、
旅
費
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
実
費
を
超
え
る
こ
と
と
な
る
部
分
又
は
必
要

と
し
な
い
部
分
の
旅
費
を
支
給
し
な
い
と
き
は
、
当
該
部
分
に
相
当
す
る
額
は
、
職
員
旅
費
相
当
額
に
算
入
し

な
い
。

４

厚
生
労
働
大
臣
が
、
旅
費
法
第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
実
費
を
超
え
る
こ
と
と
な
る
部
分
又
は

必
要
と
し
な
い
部
分
の
旅
費
を
支
給
し
な
い
と
き
は
、
当
該
部
分
に
相
当
す
る
額
は
、
職
員
旅
費
相
当
額
に
算

入
し
な
い
。

４

機
構
が
、
旅
費
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
の
例
に
よ
り
、
実
費
を
超
え
る
こ
と
と
な
る
部
分
又
は
必
要
と
し

な
い
部
分
の
旅
費
を
支
給
し
な
い
と
き
は
、
当
該
部
分
に
相
当
す
る
額
は
、
機
構
職
員
旅
費
相
当
額
に
算
入
し

な
い
。

５

機
構
が
、
旅
費
法
第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
の
例
に
よ
り
、
実
費
を
超
え
る
こ
と
と
な
る
部
分
又
は
必
要

と
し
な
い
部
分
の
旅
費
を
支
給
し
な
い
と
き
は
、
当
該
部
分
に
相
当
す
る
額
は
、
機
構
職
員
旅
費
相
当
額
に
算

入
し
な
い
。

（
労
働
安
全
衛
生
法
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
に
係
る
登
録
及
び
指
定
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

労
働
安
全
衛
生
法
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
に
係
る
登
録
及
び
指
定
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
四
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
旅
費
の
額
）

（
旅
費
の
額
）

第
一
条
の
八
の
二

令
第
十
五
条
の
三
第
一
項
の
旅
費
の
額
に
相
当
す
る
額
（
次
条
及
び
第
一
条
の
八
の
四
に
お

い
て
「
旅
費
相
当
額
」
と
い
う
。）は
、
国
家
公
務
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
十

四
号
。
次
条
及
び
第
一
条
の
八
の
四
に
お
い
て
「
旅
費
法
」
と
い
う
。）及
び
国
家
公
務
員
等
の
旅
費
に
関
す
る

法
律
施
行
令
（
令
和
六
年
政
令
第
三
百
六
号
。
第
一
条
の
八
の
四
に
お
い
て
「
旅
費
法
施
行
令
」
と
い
う
。）の

規
定
に
よ
り
支
給
す
べ
き
こ
と
と
な
る
旅
費
の
額
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
検
査
の
た
め
そ
の
地

に
出
張
す
る
職
員
は
、
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
九
十
五
号
）
第
六
条

第
一
項
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
行
政
職
俸
給
表

に
よ
る
職
務
の
級
が
四
級
で
あ
る
者
で
あ
る
も
の
と
し
て
そ

の
旅
費
の
額
を
計
算
す
る
も
の
と
す
る
。

第
一
条
の
八
の
二

令
第
十
五
条
の
三
第
一
項
の
旅
費
の
額
に
相
当
す
る
額
（
以
下
「
旅
費
相
当
額
」
と
い
う
。）

は
、
国
家
公
務
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
十
四
号
。
次
条
及
び
第
一
条
の
八
の

四
に
お
い
て
「
旅
費
法
」
と
い
う
。）の
規
定
に
よ
り
支
給
す
べ
き
こ
と
と
な
る
旅
費
の
額
と
す
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
当
該
検
査
の
た
め
そ
の
地
に
出
張
す
る
職
員
は
、
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
（
昭
和

二
十
五
年
法
律
第
九
十
五
号
）
第
六
条
第
一
項
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
行
政
職
俸
給
表

に
よ
る
職
務
の
級
が

四
級
で
あ
る
者
で
あ
る
も
の
と
し
て
そ
の
旅
費
の
額
を
計
算
す
る
も
の
と
す
る
。

（
在
勤
官
署
の
所
在
地
）

（
在
勤
官
署
の
所
在
地
）

第
一
条
の
八
の
三

旅
費
相
当
額
を
計
算
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
検
査
の
た
め
、
そ
の
地
に
出
張
す
る
職
員

の
旅
費
法
第
二
条
第
四
号
の
在
勤
官
署
の
所
在
地
は
、
東
京
都
千
代
田
区
霞
が
関
一
丁
目
二
番
二
号
と
す
る
。

第
一
条
の
八
の
三

旅
費
相
当
額
を
計
算
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
検
査
の
た
め
、
そ
の
地
に
出
張
す
る
職
員

の
旅
費
法
第
二
条
第
一
項
第
六
号
の
在
勤
官
署
の
所
在
地
は
、
東
京
都
千
代
田
区
霞
が
関
一
丁
目
二
番
二
号
と

す
る
。

（
旅
費
の
額
の
計
算
に
係
る
細
目
）

（
旅
費
の
額
の
計
算
に
係
る
細
目
）

第
一
条
の
八
の
四

（
削
る
）

第
一
条
の
八
の
四

旅
費
法
第
六
条
第
一
項
の
支
度
料
は
、
旅
費
相
当
額
に
算
入
し
な
い
。

検
査
を
実
施
す
る
日
数
は
、
当
該
検
査
に
係
る
事
務
所
ご
と
に
三
日
と
し
て
旅
費
相
当
額
を
計
算
す
る
。

２

検
査
を
実
施
す
る
日
数
は
、
当
該
検
査
に
係
る
事
務
所
ご
と
に
三
日
と
し
て
旅
費
相
当
額
を
計
算
す
る
。

２

旅
費
法
施
行
令
第
四
条
の
渡
航
雑
費
は
、
一
万
円
と
し
て
旅
費
相
当
額
を
計
算
す
る
。

３

旅
費
法
第
六
条
第
一
項
の
旅
行
雑
費
は
、
一
万
円
と
し
て
旅
費
相
当
額
を
計
算
す
る
。

３

厚
生
労
働
大
臣
が
、
旅
費
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
実
費
を
超
え
る
こ
と
と
な
る
部
分
又
は
必
要

と
し
な
い
部
分
の
旅
費
を
支
給
し
な
い
と
き
は
、
当
該
部
分
に
相
当
す
る
額
は
、旅
費
相
当
額
に
算
入
し
な
い
。

４

厚
生
労
働
大
臣
が
、
旅
費
法
第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
実
費
を
超
え
る
こ
と
と
な
る
部
分
又
は

必
要
と
し
な
い
部
分
の
旅
費
を
支
給
し
な
い
と
き
は
、
当
該
部
分
に
相
当
す
る
額
は
、
旅
費
相
当
額
に
算
入
し

な
い
。

令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報 



（
労
働
安
全
衛
生
法
に
基
づ
く
製
造
時
等
検
査
及
び
型
式
検
定
の
手
数
料
の
加
算
額
の
計
算
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
三
条

労
働
安
全
衛
生
法
に
基
づ
く
製
造
時
等
検
査
及
び
型
式
検
定
の
手
数
料
の
加
算
額
の
計
算
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
五
十
八
年
労
働
省
令
第
二
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
在
勤
官
署
の
所
在
地
）

（
在
勤
官
署
の
所
在
地
）

第
一
条

労
働
安
全
衛
生
法
関
係
手
数
料
令
（
昭
和
四
十
七
年
政
令
第
三
百
四
十
五
号
。
次
項
に
お
い
て
「
令
」

と
い
う
。）第
三
条
の
二
第
一
項
第
一
号
の
検
査
旅
費
相
当
額
（
以
下
「
検
査
旅
費
相
当
額
」
と
い
う
。）を
計
算

す
る
場
合
に
お
い
て
、
同
項
の
検
査
（
以
下
「
検
査
」
と
い
う
。）の
た
め
出
張
を
す
る
者
の
国
家
公
務
員
等
の

旅
費
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
十
四
号
。
以
下
「
旅
費
法
」
と
い
う
。）第
二
条
第
四
号
の
在

勤
官
署
の
所
在
地
は
、
当
該
検
査
の
申
請
を
受
け
た
都
道
府
県
労
働
局
の
所
在
地
と
す
る
。

第
一
条

労
働
安
全
衛
生
法
関
係
手
数
料
令
（
昭
和
四
十
七
年
政
令
第
三
百
四
十
五
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。）

第
三
条
の
二
第
一
項
第
一
号
の
検
査
旅
費
相
当
額
（
以
下
「
検
査
旅
費
相
当
額
」
と
い
う
。）を
計
算
す
る
場
合

に
お
い
て
、
同
項
の
検
査
（
以
下
「
検
査
」
と
い
う
。）の
た
め
出
張
を
す
る
者
の
国
家
公
務
員
等
の
旅
費
に
関

す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
十
四
号
。
以
下
「
旅
費
法
」
と
い
う
。）第
二
条
第
一
項
第
六
号
の
在
勤

官
署
の
所
在
地
は
、
当
該
検
査
の
申
請
を
受
け
た
都
道
府
県
労
働
局
の
所
在
地
と
す
る
。

２

令
第
五
条
の
二
第
一
項
の
審
査
旅
費
相
当
額
（
以
下
「
審
査
旅
費
相
当
額
」
と
い
う
。）を
計
算
す
る
場
合
に

お
い
て
、
同
項
の
審
査
（
以
下
「
審
査
」
と
い
う
。）の
た
め
出
張
を
す
る
者
の
旅
費
法
第
二
条
第
四
号
の
在
勤

官
署
の
所
在
地
は
、
東
京
都
千
代
田
区
霞
ケ
関
一
丁
目
二
番
二
号
と
す
る
。

２

令
第
五
条
の
二
第
一
項
の
審
査
旅
費
相
当
額
（
以
下
「
審
査
旅
費
相
当
額
」
と
い
う
。）を
計
算
す
る
場
合
に

お
い
て
、
同
項
の
審
査
（
以
下
「
審
査
」
と
い
う
。）の
た
め
出
張
を
す
る
者
の
旅
費
法
第
二
条
第
一
項
第
六
号

の
在
勤
官
署
の
所
在
地
は
、
東
京
都
千
代
田
区
霞
ケ
関
一
丁
目
二
番
二
号
と
す
る
。

（
支
度
料
の
不
算
入
）

（
削
る
）

第
二
条

旅
費
法
第
六
条
第
一
項
の
支
度
料
の
額
に
相
当
す
る
金
額
は
、
検
査
旅
費
相
当
額
及
び
審
査
旅
費
相
当

額
に
算
入
し
な
い
。

（
旅
行
日
数
）

（
旅
行
日
数
）

第
二
条

検
査
を
実
施
す
る
日
数
は
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
特
定
機
械
等
（
労
働
安
全
衛
生
法
（
昭
和
四
十
七

年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
三
十
七
条
第
一
項
の
特
定
機
械
等
を
い
う
。）の
種
類
ご
と
に
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る

日
数
と
し
て
検
査
旅
費
相
当
額
の
計
算
の
基
礎
と
な
る
旅
行
日
数
に
相
当
す
る
数
を
計
算
す
る
。

第
三
条

検
査
を
実
施
す
る
日
数
は
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
特
定
機
械
等
（
労
働
安
全
衛
生
法
（
昭
和
四
十
七

年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
三
十
七
条
第
一
項
の
特
定
機
械
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）の
種
類
ご
と
に
同
表
の
下

欄
に
掲
げ
る
日
数
と
し
て
検
査
旅
費
相
当
額
の
計
算
の
基
礎
と
な
る
旅
行
日
数
に
相
当
す
る
数
を
計
算
す
る
。

（
表
略
）

（
表
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
渡
航
雑
費
）

（
旅
行
雑
費
）

第
三
条

国
家
公
務
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
令
和
六
年
政
令
第
三
百
六
号
）
第
四
条
の
渡
航
雑
費

は
、
一
万
円
と
し
て
検
査
旅
費
相
当
額
及
び
審
査
旅
費
相
当
額
を
計
算
す
る
。

第
四
条

旅
費
法
第
六
条
第
一
項
の
旅
行
雑
費
は
、
一
万
円
と
し
て
検
査
旅
費
相
当
額
及
び
審
査
旅
費
相
当
額
を

計
算
す
る
。

（
調
整
）

（
調
整
）

第
四
条

厚
生
労
働
大
臣
が
、
旅
費
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
実
費
を
超
え
る
こ
と
と
な
る
部
分
又
は

必
要
と
し
な
い
部
分
の
旅
費
を
支
給
し
な
い
場
合
は
、
当
該
部
分
に
相
当
す
る
金
額
は
、
検
査
旅
費
相
当
額
及

び
審
査
旅
費
相
当
額
に
算
入
し
な
い
。

第
五
条

厚
生
労
働
大
臣
が
旅
費
法
第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
実
費
を
超
え
る
こ
と
と
な
る
部
分
又

は
必
要
と
し
な
い
部
分
の
旅
費
を
支
給
し
な
い
場
合
は
、
当
該
部
分
に
相
当
す
る
金
額
は
、
検
査
旅
費
相
当
額

及
び
審
査
旅
費
相
当
額
に
算
入
し
な
い
。

（
出
張
す
る
職
員
数
）

（
出
張
す
る
職
員
数
）

第
五
条

（
略
）

第
六
条

（
略
）

附

則

こ
の
省
令
は
、
国
家
公
務
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
二
十
二
号
）
の
施
行
の
日
（
令
和
七
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報
〇
厚
生
労
働
省
令
第
三
十
四
号

国
民
健
康
保
険
の
国
庫
負
担
金
等
の
算
定
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
三
十
四
年
政
令
第
四
十
一
号
）
第
一
条
第
一
項
、
第
二
条
第
五
項
並
び
に
第
五
条
第
四
項
第
二
号
及
び
第
八
項
並
び
に
同
令
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適

用
す
る
同
条
第
一
項
第
一
号
イ
の
規
定
に
基
づ
き
、
国
民
健
康
保
険
の
事
務
費
負
担
金
等
の
交
付
額
等
の
算
定
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

厚
生
労
働
大
臣

福
岡

資
麿





国
民
健
康
保
険
の
事
務
費
負
担
金
等
の
交
付
額
等
の
算
定
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

国
民
健
康
保
険
の
事
務
費
負
担
金
等
の
交
付
額
等
の
算
定
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
四
十
七
年
厚
生
省
令
第
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
算
定
政
令
第
二
条
第
五
項
及
び
第
六
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
算
定
方
法
）

（
算
定
政
令
第
二
条
第
五
項
及
び
第
六
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
算
定
方
法
）

第
六
条
の
二

算
定
政
令
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
前
期
高
齢
被
保
険
者
の
数
の
割
合
に
係
る
負
担
の
不
均
衡

の
調
整
が
な
さ
れ
る
額
は
、
各
都
道
府
県
に
つ
き
、
次
に
掲
げ
る
額
の
合
算
額
に
百
分
の
五
十
九
を
乗
じ
て
得

た
額
と
す
る
。

第
六
条
の
二

算
定
政
令
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
前
期
高
齢
被
保
険
者
の
数
の
割
合
に
係
る
負
担
の
不
均
衡

の
調
整
が
な
さ
れ
る
額
は
、
各
都
道
府
県
に
つ
き
、
次
に
掲
げ
る
額
の
合
算
額
に
百
分
の
五
十
九
を
乗
じ
て
得

た
額
と
す
る
。

一

イ
に
掲
げ
る
額
に
ロ
に
掲
げ
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額

一

イ
に
掲
げ
る
額
に
ロ
に
掲
げ
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

に
掲
げ
る
額
を

に
掲
げ
る
額
で
除
し
て
得
た
割
合

ロ

に
掲
げ
る
額
を

に
掲
げ
る
額
で
除
し
て
得
た
割
合

当
該
年
度
の
前
年
度
の
一
月
一
日
か
ら
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
当
該
都
道
府
県
の
前
期

高
齢
被
保
険
者
（
算
定
政
令
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
前
期
高
齢
被
保
険
者
を
い
う
。

に
お
い
て

同
じ
。）に
係
る
算
定
政
令
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
額
に
五
十
九
分
の
百
を
乗
じ
て
得
た
額
（
次
号

ロ

に
お
い
て
「
前
期
高
齢
被
保
険
者
高
額
医
療
費
負
担
対
象
合
算
額
」
と
い
う
。）

当
該
年
度
の
前
年
度
の
一
月
一
日
か
ら
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
当
該
都
道
府
県
の
前
期

高
齢
被
保
険
者
（
算
定
政
令
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
前
期
高
齢
被
保
険
者
を
い
う
。

に
お
い
て

同
じ
。）に
係
る
算
定
政
令
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
額
に
五
十
九
分
の
百
を
乗
じ
て
得
た
額
（
次
号

ロ

に
お
い
て
「
前
期
高
齢
被
保
険
者
八
十
万
円
超
合
算
額
」
と
い
う
。）

（
略
）

（
略
）

二

イ
に
掲
げ
る
額
に
ロ
に
掲
げ
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額

二

イ
に
掲
げ
る
額
に
ロ
に
掲
げ
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

に
掲
げ
る
額
を

に
掲
げ
る
額
で
除
し
て
得
た
割
合

ロ

に
掲
げ
る
額
を

に
掲
げ
る
額
で
除
し
て
得
た
割
合

当
該
年
度
の
四
月
一
日
か
ら
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
当
該
都
道
府
県
の
前
期
高
齢
被

保
険
者
高
額
医
療
費
負
担
対
象
合
算
額

当
該
年
度
の
四
月
一
日
か
ら
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
当
該
都
道
府
県
の
前
期
高
齢
被

保
険
者
八
十
万
円
超
合
算
額

（
略
）

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
算
定
政
令
第
五
条
第
四
項
第
二
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
算
定
方
法
）

（
算
定
政
令
第
五
条
第
四
項
第
二
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
算
定
方
法
）

第
七
条
の
五

算
定
政
令
第
五
条
第
四
項
第
二
号
に
規
定
す
る
組
合
特
定
被
保
険
者
（
指
定
組
合
特
定
被
保
険
者

（
同
条
第
四
項
第
一
号
に
規
定
す
る
指
定
組
合
特
定
被
保
険
者
を
い
う
。
次
条
及
び
第
十
三
条
第
二
項
に
お
い

て
同
じ
。）を
除
く
。
第
二
号
イ
及
び
第
七
条
の
七
か
ら
第
七
条
の
十
一
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。）に
係
る
高
齢
者

医
療
確
保
法
第
三
十
四
条
第
一
項
各
号
の
調
整
対
象
給
付
費
見
込
額
は
、
第
一
号
に
掲
げ
る
額
に
第
二
号
に
掲

げ
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

第
七
条
の
五

算
定
政
令
第
五
条
第
四
項
第
二
号
に
規
定
す
る
組
合
特
定
被
保
険
者
（
指
定
組
合
特
定
被
保
険
者

（
同
条
第
四
項
第
一
号
に
規
定
す
る
指
定
組
合
特
定
被
保
険
者
を
い
う
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。）を
除
く
。
第

二
号
イ
及
び
第
七
条
の
七
か
ら
第
七
条
の
十
一
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。）に
係
る
高
齢
者
医
療
確
保
法
第
三
十
四

条
第
一
項
各
号
の
調
整
対
象
給
付
費
見
込
額
は
、
第
一
号
に
掲
げ
る
額
に
第
二
号
に
掲
げ
る
率
を
乗
じ
て
得
た

額
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

（
組
合
普
通
調
整
補
助
金
）

（
組
合
普
通
調
整
補
助
金
）

第
十
二
条

算
定
政
令
第
五
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
各
組
合
（
同
条
第
四
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働

大
臣
が
定
め
る
組
合
を
除
く
。
以
下
同
じ
。）に
対
し
て
補
助
す
る
組
合
普
通
調
整
補
助
金
の
額
は
、
次
に
掲
げ

る
額
の
合
計
額
と
す
る
。

第
十
二
条

算
定
政
令
第
五
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
各
組
合
（
同
条
第
四
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働

大
臣
が
定
め
る
組
合
を
除
く
。
以
下
同
じ
。）に
対
し
て
補
助
す
る
組
合
普
通
調
整
補
助
金
の
額
は
、
当
該
組
合

の
次
条
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
組
合
調
整
対
象
需
要
額
（
以
下
「
組
合
調
整
対
象
需
要
額
」
と
い
う
。）か
ら

当
該
組
合
の
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
組
合
調
整
対
象
収
入
額
（
以
下
「
組
合
調
整
対
象
収
入
額
」

と
い
う
。）を
控
除
し
た
額
と
す
る
。

一

次
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
当
該
組
合
の
調
整
対
象
需
要
額
（
以
下
「
療
養
給
付
費
等

調
整
対
象
需
要
額
」
と
い
う
。）か
ら
第
十
四
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
当
該
組
合
の
調
整
対
象
収

入
額
（
以
下
「
療
養
給
付
費
等
調
整
対
象
収
入
額
」
と
い
う
。）を
控
除
し
た
額
（
た
だ
し
、
療
養
給
付
費
等

調
整
対
象
収
入
額
が
療
養
給
付
費
等
調
整
対
象
需
要
額
を
超
え
る
場
合
は
、
零
と
す
る
。）

（
新
設
）

二

次
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
当
該
組
合
の
調
整
対
象
需
要
額
（
以
下
「
後
期
高
齢
者
支

援
金
等
調
整
対
象
需
要
額
」
と
い
う
。）か
ら
第
十
四
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
当
該
組
合
の
調
整

対
象
収
入
額
（
以
下
「
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
調
整
対
象
収
入
額
」
と
い
う
。）を
控
除
し
た
額
（
た
だ
し
、

後
期
高
齢
者
支
援
金
等
調
整
対
象
収
入
額
が
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
調
整
対
象
需
要
額
を
超
え
る
場
合
は
、

零
と
す
る
。）

（
新
設
）

令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報 



三

次
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
当
該
組
合
の
調
整
対
象
需
要
額
（
以
下
「
介
護
納
付
金
調

整
対
象
需
要
額
」
と
い
う
。）か
ら
第
十
四
条
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
当
該
組
合
の
調
整
対
象
収
入

額
（
以
下
「
介
護
納
付
金
調
整
対
象
収
入
額
」
と
い
う
。）を
控
除
し
た
額
（
た
だ
し
、
介
護
納
付
金
調
整
対

象
収
入
額
が
介
護
納
付
金
調
整
対
象
需
要
額
を
超
え
る
場
合
は
、
零
と
す
る
。）

（
新
設
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
組
合
調
整
対
象
需
要
額
）

（
組
合
調
整
対
象
需
要
額
）

第
十
三
条

組
合
調
整
対
象
需
要
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額

と
す
る
。

第
十
三
条

組
合
調
整
対
象
需
要
額
は
、
次
に
掲
げ
る
額
の
合
算
額
（
当
該
額
に
係
る
第
十
五
条
第
一
項
に
規
定

す
る
補
助
が
な
さ
れ
る
と
き
は
、
当
該
補
助
の
額
を
控
除
し
た
額
）
か
ら
療
養
給
付
費
等
補
助
見
込
額
を
控
除

し
た
額
と
す
る
。

一

療
養
給
付
費
等
調
整
対
象
需
要
額

イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
額
の
合
算
額
か
ら
ハ
及
び
ニ
に
掲
げ
る
額
の
合

算
額
を
控
除
し
た
額

一

当
該
年
度
の
前
年
度
の
三
月
十
一
日
か
ら
当
該
年
度
の
三
月
十
日
ま
で
の
間
の
請
求
に
係
る
療
養
の
給
付

に
要
し
た
費
用
の
額
か
ら
当
該
給
付
に
係
る
一
部
負
担
金
に
相
当
す
る
額
を
控
除
し
た
額
の
見
込
額
、
当
該

年
度
の
四
月
一
日
か
ら
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
入
院
時
食
事
療
養
費
の
支
給
に
要
し
た
費
用
の

額
の
見
込
額
、
同
期
間
に
お
い
て
入
院
時
生
活
療
養
費
の
支
給
に
要
し
た
費
用
の
額
の
見
込
額
、
同
期
間
に

お
い
て
保
険
外
併
用
療
養
費
の
支
給
に
要
し
た
費
用
の
額
の
見
込
額
、
同
期
間
に
お
い
て
訪
問
看
護
療
養
費

の
支
給
に
つ
い
て
の
療
養
に
つ
き
算
定
し
た
費
用
の
額
の
見
込
額
か
ら
当
該
見
込
額
を
当
該
療
養
を
受
け
た

者
に
つ
き
法
第
四
十
二
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
の
区
分
ご
と
に
分
割
し
、
そ
の
分
割
し
た
額
に

当
該
各
号
に
掲
げ
る
割
合
を
そ
れ
ぞ
れ
乗
じ
て
得
た
額
の
合
算
額
を
控
除
し
た
額
に
相
当
す
る
額
、
同
期
間

に
お
け
る
療
養
費
及
び
特
別
療
養
費
の
支
給
に
つ
い
て
の
療
養
（
食
事
療
養
及
び
生
活
療
養
を
除
く
。）に
つ

き
算
定
し
た
費
用
の
額
（
そ
の
額
が
現
に
当
該
療
養
に
要
し
た
費
用
の
額
を
超
え
る
と
き
は
、
現
に
当
該
療

養
に
要
し
た
費
用
の
額
と
す
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）の
見
込
額
か
ら
当
該
見
込
額
を
当
該
療
養

を
受
け
た
者
に
つ
き
法
第
四
十
二
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
の
区
分
ご
と
に
分
割
し
、
そ
の
分
割

し
た
額
に
当
該
各
号
に
掲
げ
る
割
合
を
そ
れ
ぞ
れ
乗
じ
て
得
た
額
の
合
算
額
を
控
除
し
た
額
に
相
当
す
る
額

と
当
該
食
事
療
養
に
係
る
療
養
費
及
び
特
別
療
養
費
の
支
給
に
要
し
た
費
用
の
額
の
見
込
額
と
当
該
生
活
療

養
に
係
る
療
養
費
及
び
特
別
療
養
費
の
支
給
に
要
し
た
費
用
の
額
の
見
込
額
と
の
合
算
額
、
同
期
間
に
お
い

て
移
送
費
の
支
給
に
要
し
た
費
用
の
額
の
見
込
額
並
び
に
同
期
間
に
お
い
て
高
額
療
養
費
及
び
高
額
介
護
合

算
療
養
費
の
支
給
に
要
し
た
費
用
の
額
の
見
込
額
の
合
算
額

イ

当
該
年
度
の
前
年
度
の
三
月
十
一
日
か
ら
当
該
年
度
の
三
月
十
日
ま
で
の
間
の
請
求
に
係
る
療
養
の
給

付
に
要
し
た
費
用
の
額
か
ら
当
該
給
付
に
係
る
一
部
負
担
金
に
相
当
す
る
額
を
控
除
し
た
額
の
見
込
額
、

当
該
年
度
の
四
月
一
日
か
ら
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
入
院
時
食
事
療
養
費
の
支
給
に
要
し
た

費
用
の
額
の
見
込
額
、
同
期
間
に
お
い
て
入
院
時
生
活
療
養
費
の
支
給
に
要
し
た
費
用
の
額
の
見
込
額
、

同
期
間
に
お
い
て
保
険
外
併
用
療
養
費
の
支
給
に
要
し
た
費
用
の
額
の
見
込
額
、
同
期
間
に
お
い
て
訪
問

看
護
療
養
費
の
支
給
に
つ
い
て
の
療
養
に
つ
き
算
定
し
た
費
用
の
額
の
見
込
額
か
ら
当
該
見
込
額
を
当
該

療
養
を
受
け
た
者
に
つ
き
法
第
四
十
二
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
の
区
分
ご
と
に
分
割
し
、
そ

の
分
割
し
た
額
に
当
該
各
号
に
掲
げ
る
割
合
を
そ
れ
ぞ
れ
乗
じ
て
得
た
額
の
合
算
額
を
控
除
し
た
額
に
相

当
す
る
額
、
同
期
間
に
お
け
る
療
養
費
及
び
特
別
療
養
費
の
支
給
に
つ
い
て
の
療
養
（
食
事
療
養
及
び
生

活
療
養
を
除
く
。）に
つ
き
算
定
し
た
費
用
の
額
（
そ
の
額
が
現
に
当
該
療
養
に
要
し
た
費
用
の
額
を
超
え

る
と
き
は
、
現
に
当
該
療
養
に
要
し
た
費
用
の
額
と
す
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）の
見
込
額
か

ら
当
該
見
込
額
を
当
該
療
養
を
受
け
た
者
に
つ
き
法
第
四
十
二
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
の
区

分
ご
と
に
分
割
し
、
そ
の
分
割
し
た
額
に
当
該
各
号
に
掲
げ
る
割
合
を
そ
れ
ぞ
れ
乗
じ
て
得
た
額
の
合
算

額
を
控
除
し
た
額
に
相
当
す
る
額
と
当
該
食
事
療
養
に
係
る
療
養
費
及
び
特
別
療
養
費
の
支
給
に
要
し
た

費
用
の
額
の
見
込
額
と
当
該
生
活
療
養
に
係
る
療
養
費
及
び
特
別
療
養
費
の
支
給
に
要
し
た
費
用
の
額
の

見
込
額
と
の
合
算
額
、
同
期
間
に
お
い
て
移
送
費
の
支
給
に
要
し
た
費
用
の
額
の
見
込
額
並
び
に
同
期
間

に
お
い
て
高
額
療
養
費
及
び
高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
支
給
に
要
し
た
費
用
の
額
の
見
込
額
の
合
算
額

ロ

当
該
年
度
の
四
月
一
日
か
ら
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
前
期
高
齢
者
納
付
金
（
当
該
前
期
高

齢
者
納
付
金
の
額
に
給
付
費
割
合
（
高
齢
者
医
療
確
保
法
第
三
十
四
条
第
一
項
第
一
号
イ

及
び

に
掲

げ
る
額
の
合
計
額
に
対
す
る
同
号
イ

に
掲
げ
る
額
の
割
合
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）を
乗
じ
て
得
た
額
に

限
る
。）及
び
流
行
初
期
医
療
確
保
拠
出
金
の
納
付
に
要
す
る
費
用
の
額
（
前
期
高
齢
者
交
付
金
が
あ
る
場

合
に
は
、
当
該
前
期
高
齢
者
交
付
金
の
額
に
給
付
費
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
を
控
除
し
た
額
）
の
合
算
額

ハ

イ
に
係
る
第
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
補
助
が
な
さ
れ
る
と
き
は
、
当
該
補
助
の
額

ニ

次
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
療
養
給
付
費
等
補
助
見
込
額

二

後
期
高
齢
者
支
援
金
等
調
整
対
象
需
要
額

イ
に
掲
げ
る
額
か
ら
ロ
に
掲
げ
る
額
を
控
除
し
た
額

二

当
該
年
度
の
四
月
一
日
か
ら
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
前
期
高
齢
者
納
付
金
及
び
後
期
高
齢
者

支
援
金
、
介
護
納
付
金
並
び
に
流
行
初
期
医
療
確
保
拠
出
金
の
納
付
に
要
す
る
費
用
の
額
（
前
期
高
齢
者
交

付
金
が
あ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
を
控
除
し
た
額
）

イ

当
該
年
度
の
四
月
一
日
か
ら
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
前
期
高
齢
者
納
付
金
（
当
該
前
期
高

齢
者
納
付
金
の
額
に
一
か
ら
給
付
費
割
合
を
控
除
し
た
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
に
限
る
。）及
び
後
期
高
齢

者
支
援
金
の
納
付
に
要
す
る
費
用
の
額
（
前
期
高
齢
者
交
付
金
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
前
期
高
齢
者
交

付
金
の
額
に
一
か
ら
給
付
費
割
合
を
控
除
し
た
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
を
控
除
し
た
額
）

ロ

次
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
療
養
給
付
費
等
補
助
見
込
額
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三

介
護
納
付
金
調
整
対
象
需
要
額

イ
に
掲
げ
る
額
か
ら
ロ
に
掲
げ
る
額
を
控
除
し
た
額

（
新
設
）

イ

当
該
年
度
の
四
月
一
日
か
ら
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
介
護
納
付
金
の
納
付
に
要
す
る
費
用

の
額

ロ

次
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
療
養
給
付
費
等
補
助
見
込
額

２

次
の
各
号
に
掲
げ
る
前
項
第
一
号
ニ
、
第
二
号
ロ
及
び
第
三
号
ロ
に
掲
げ
る
療
養
給
付
費
等
補
助
見
込
額

は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

２

前
項
の
療
養
給
付
費
等
補
助
見
込
額
は
次
に
掲
げ
る
額
の
合
算
額
と
す
る
。

一

前
項
第
一
号
ニ
の
療
養
給
付
費
等
補
助
見
込
額

イ
に
掲
げ
る
額
（
高
齢
者
医
療
確
保
法
第
七
条
第
三
項

の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
組
合
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
被
用
者
保
険
等
保
険
者
で
あ
る

組
合
」
と
い
う
。）に
あ
つ
て
は
、
イ
に
掲
げ
る
額
か
ら
ロ
に
掲
げ
る
額
を
控
除
し
た
額
）
及
び
ハ
に
掲
げ
る

額
（
被
用
者
保
険
等
保
険
者
で
あ
る
組
合
に
あ
つ
て
は
、
ハ
に
掲
げ
る
額
か
ら
ニ
に
掲
げ
る
額
を
控
除
し
た

額
）
の
合
算
額
に
ホ
に
掲
げ
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
、
ヘ
に
掲
げ
る
額
に
ト
に
掲
げ
る
割
合
を
乗
じ
て
得

た
額
、
チ
に
掲
げ
る
額
に
リ
に
掲
げ
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
、
ヌ
に
掲
げ
る
額
に
千
分
の
百
三
十
を
乗
じ

て
得
た
額
並
び
に
ル
に
掲
げ
る
額
（
前
期
高
齢
者
交
付
金
が
あ
る
場
合
に
は
、
ル
に
掲
げ
る
額
か
ら
ヲ
に
掲

げ
る
額
を
控
除
し
た
額
）
に
ワ
に
掲
げ
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
の
合
算
額

一

イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
額
の
合
算
額
に
ハ
に
掲
げ
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額

イ

前
項
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
額
か
ら
特
定
給
付
見
込
額
を
控
除
し
た
額

イ

前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
額
か
ら
特
定
給
付
見
込
額
を
控
除
し
た
額

ロ

当
該
組
合
の
被
保
険
者
で
あ
つ
て
組
合
特
定
被
保
険
者
で
な
い
も
の
に
係
る
高
齢
者
医
療
確
保
法
第
三

十
四
条
第
一
項
各
号
の
調
整
対
象
給
付
費
見
込
額
の
三
分
の
一
に
相
当
す
る
額

ロ

前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
額
か
ら
特
定
納
付
費
用
見
込
額
を
控
除
し
た
額

ハ

前
項
第
一
号
ロ
に
掲
げ
る
額
か
ら
特
定
納
付
費
用
見
込
額
の
う
ち
組
合
特
定
被
保
険
者
に
係
る
前
期
高

齢
者
納
付
金
の
納
付
に
要
す
る
費
用
の
見
込
額
（
当
該
額
に
給
付
費
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
に
限
る
。）及

び
組
合
特
定
被
保
険
者
に
係
る
流
行
初
期
医
療
確
保
拠
出
金
の
納
付
に
要
す
る
費
用
の
見
込
額
を
控
除
し

た
額

（
新
設
）

ニ

当
該
組
合
の
被
保
険
者
で
あ
つ
て
組
合
特
定
被
保
険
者
で
な
い
も
の
に
係
る
前
期
高
齢
者
納
付
金
の
納

付
に
要
す
る
費
用
の
見
込
額
（
当
該
額
に
給
付
費
割
合
か
ら
算
定
政
令
付
録
第
一
の
式
に
よ
り
算
定
し
た

割
合
を
控
除
し
た
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
に
限
る
。）（
当
該
組
合
の
被
保
険
者
で
あ
つ
て
組
合
特
定
被
保

険
者
で
な
い
も
の
に
係
る
前
期
高
齢
者
交
付
金
見
込
額
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
額
に
給
付
費
割
合
か
ら

算
定
政
令
付
録
第
一
の
式
に
よ
り
算
定
し
た
割
合
を
控
除
し
た
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
を
控
除
し
た
額
）

（
新
設
）

ホ

（
略
）

ハ

（
略
）

ヘ

特
定
給
付
見
込
額
の
う
ち
組
合
特
定
被
保
険
者
（
指
定
組
合
特
定
被
保
険
者
を
除
く
。
ル
及
び
ヲ
並
び

に
次
号
ニ
及
び
ホ
に
お
い
て
同
じ
。）に
係
る
高
齢
者
医
療
確
保
法
第
三
十
四
条
第
一
項
各
号
の
調
整
対
象

給
付
費
見
込
額
の
三
分
の
一
に
相
当
す
る
額

（
新
設
）

ト

算
定
政
令
第
五
条
第
四
項
第
二
号
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
割
合

（
新
設
）

チ

特
定
給
付
見
込
額
の
う
ち
ヘ
に
掲
げ
る
額
を
控
除
し
た
額

（
新
設
）

リ

算
定
政
令
第
五
条
第
四
項
第
三
号
に
掲
げ
る
割
合

（
新
設
）

ヌ

特
定
納
付
費
用
見
込
額
の
う
ち
算
定
政
令
第
五
条
第
五
項
第
二
号
に
規
定
す
る
額

（
新
設
）

ル

特
定
納
付
費
用
見
込
額
の
う
ち
組
合
特
定
被
保
険
者
に
係
る
前
期
高
齢
者
納
付
金
の
納
付
に
要
す
る
費

用
の
見
込
額
に
給
付
費
割
合
か
ら
算
定
政
令
第
五
条
第
五
項
第
二
号
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
割
合
を
控
除
し

た
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額

（
新
設
）

ヲ

組
合
特
定
被
保
険
者
に
係
る
前
期
高
齢
者
交
付
金
見
込
額
に
給
付
費
割
合
か
ら
算
定
政
令
第
五
条
第
五

項
第
二
号
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
割
合
を
控
除
し
た
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額

（
新
設
）

ワ

算
定
政
令
第
五
条
第
五
項
第
三
号
ホ
に
掲
げ
る
割
合

（
新
設
）
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二

前
項
第
二
号
ロ
の
療
養
給
付
費
等
補
助
見
込
額

イ
に
掲
げ
る
額
（
被
用
者
保
険
等
保
険
者
で
あ
る
組
合

に
あ
つ
て
は
、
イ
に
掲
げ
る
額
か
ら
ロ
に
掲
げ
る
額
を
控
除
し
た
額
）
に
ハ
に
掲
げ
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た

額
及
び
ニ
に
掲
げ
る
額
（
前
期
高
齢
者
交
付
金
が
あ
る
場
合
に
は
、
ニ
に
掲
げ
る
額
か
ら
ホ
に
掲
げ
る
額
を

控
除
し
た
額
）
に
ヘ
に
掲
げ
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
の
合
算
額

二

イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
額
の
合
算
額
（
前
期
高
齢
者
交
付
金
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
合
算
額
か
ら
ハ
に
掲

げ
る
額
を
控
除
し
た
額
）
に
千
分
の
百
三
十
を
乗
じ
て
得
た
額

イ

前
項
第
二
号
イ
に
掲
げ
る
額
か
ら
特
定
納
付
費
用
見
込
額
（
前
期
高
齢
者
納
付
金
の
納
付
に
要
す
る
費

用
の
見
込
額
（
当
該
額
に
給
付
費
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
に
限
る
。）、
介
護
納
付
金
の
納
付
に
要
す
る
費

用
の
見
込
額
及
び
流
行
初
期
医
療
確
保
拠
出
金
の
納
付
に
要
す
る
費
用
の
見
込
額
を
除
く
。）（
前
期
高
齢

者
交
付
金
見
込
額
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
額
に
一
か
ら
給
付
費
割
合
を
控
除
し
た
割
合
を
乗
じ
て
得
た

額
を
合
算
し
た
額
）
を
控
除
し
た
額

イ

特
定
給
付
見
込
額

ロ

当
該
組
合
の
被
保
険
者
で
あ
つ
て
組
合
特
定
被
保
険
者
で
な
い
も
の
に
係
る
前
期
高
齢
者
納
付
金
の
納

付
に
要
す
る
費
用
の
見
込
額
（
当
該
額
に
一
か
ら
給
付
費
割
合
を
控
除
し
た
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
に
限

る
。）及
び
当
該
組
合
の
被
保
険
者
で
あ
つ
て
組
合
特
定
被
保
険
者
で
な
い
も
の
に
係
る
後
期
高
齢
者
支
援

金
の
納
付
に
要
す
る
費
用
の
見
込
額
の
合
算
額

ロ

特
定
納
付
費
用
見
込
額
の
う
ち
算
定
政
令
第
五
条
第
五
項
第
二
号
に
規
定
す
る
額

ハ

前
号
ホ
に
掲
げ
る
割
合

ハ

算
定
政
令
第
五
条
第
四
項
第
二
号
に
規
定
す
る
額

ニ

特
定
納
付
費
用
見
込
額
の
う
ち
組
合
特
定
被
保
険
者
に
係
る
前
期
高
齢
者
納
付
金
の
納
付
に
要
す
る
費

用
の
見
込
額
に
一
か
ら
給
付
費
割
合
を
控
除
し
た
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
及
び
算
定
政
令
第
五
条
第
五
項

第
三
号
ロ
に
規
定
す
る
額
の
見
込
額
の
合
算
額

（
新
設
）

ホ

組
合
特
定
被
保
険
者
に
係
る
前
期
高
齢
者
交
付
金
見
込
額
に
一
か
ら
給
付
費
割
合
を
控
除
し
た
割
合
を

乗
じ
て
得
た
額

（
新
設
）

ヘ

前
号
ワ
に
掲
げ
る
割
合

（
新
設
）

三

前
項
第
三
号
ロ
の
療
養
給
付
費
等
補
助
見
込
額

イ
に
掲
げ
る
額
（
被
用
者
保
険
等
保
険
者
で
あ
る
組
合

に
あ
つ
て
は
、
イ
に
掲
げ
る
額
か
ら
ロ
に
掲
げ
る
額
を
控
除
し
た
額
）
に
ハ
に
掲
げ
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た

額
及
び
ニ
に
掲
げ
る
額
に
ホ
に
掲
げ
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
の
合
算
額

三

イ
に
掲
げ
る
額
（
前
期
高
齢
者
交
付
金
が
あ
る
場
合
に
は
、
イ
に
掲
げ
る
額
か
ら
ロ
に
掲
げ
る
額
を
控
除

し
た
額
）
に
ハ
に
掲
げ
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額

イ

前
項
第
三
号
イ
に
掲
げ
る
額
か
ら
特
定
納
付
費
用
見
込
額
（
介
護
納
付
金
の
納
付
に
要
す
る
費
用
の
見

込
額
に
限
る
。）を
控
除
し
た
額

イ

特
定
納
付
費
用
見
込
額
の
う
ち
算
定
政
令
第
五
条
第
五
項
第
三
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
規
定
す
る
額
の
合

算
額

ロ

当
該
組
合
の
被
保
険
者
で
あ
つ
て
組
合
特
定
被
保
険
者
で
な
い
も
の
に
係
る
介
護
納
付
金
の
納
付
に
要

す
る
費
用
の
見
込
額

ロ

算
定
政
令
第
五
条
第
五
項
第
三
号
ニ
に
規
定
す
る
額

ハ

第
一
号
ホ
に
掲
げ
る
割
合

ハ

算
定
政
令
第
五
条
第
五
項
第
三
号
ホ
に
掲
げ
る
割
合

ニ

特
定
納
付
費
用
見
込
額
の
う
ち
算
定
政
令
第
五
条
第
五
項
第
三
号
ハ
に
規
定
す
る
額
の
見
込
額

（
新
設
）

ホ

第
一
号
ワ
に
掲
げ
る
割
合

（
新
設
）

３

前
項
第
一
号
イ
、
ヘ
及
び
チ
の
特
定
給
付
見
込
額
は
、
組
合
特
定
被
保
険
者
に
つ
き
、
当
該
年
度
の
前
年
度

の
三
月
十
一
日
か
ら
当
該
年
度
の
三
月
十
日
ま
で
の
間
の
請
求
に
係
る
療
養
の
給
付
に
要
し
た
費
用
の
額
か
ら

当
該
給
付
に
係
る
一
部
負
担
金
に
相
当
す
る
額
を
控
除
し
た
額
の
見
込
額
、
当
該
年
度
の
四
月
一
日
か
ら
三
月

三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
入
院
時
食
事
療
養
の
支
給
に
要
し
た
費
用
の
額
の
見
込
額
、
同
期
間
に
お
い
て

入
院
時
生
活
療
養
費
の
支
給
に
要
し
た
費
用
の
額
の
見
込
額
、
同
期
間
に
お
い
て
保
険
外
併
用
療
養
費
の
支
給

に
要
し
た
費
用
の
額
の
見
込
額
、
同
期
間
に
お
い
て
訪
問
看
護
療
養
費
の
支
給
に
つ
い
て
の
療
養
に
つ
き
算
定

し
た
費
用
の
額
の
見
込
額
か
ら
当
該
見
込
額
を
当
該
療
養
を
受
け
た
者
に
つ
き
法
第
四
十
二
条
第
一
項
第
一
号

か
ら
第
四
号
ま
で
の
区
分
ご
と
に
分
割
し
、
そ
の
分
割
し
た
額
に
当
該
各
号
に
掲
げ
る
割
合
を
そ
れ
ぞ
れ
乗
じ

て
得
た
額
の
合
算
額
を
控
除
し
た
額
に
相
当
す
る
額
、
同
期
間
に
お
け
る
療
養
費
及
び
特
別
療
養
費
の
支
給
に

つ
い
て
の
療
養
（
食
事
療
養
及
び
生
活
療
養
を
除
く
。）に
つ
き
算
定
し
た
費
用
の
額
の
見
込
額
か
ら
当
該
見
込

額
を
当
該
療
養
を
受
け
た
者
に
つ
き
法
第
四
十
二
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
の
区
分
ご
と
に
分
割

３

前
項
第
一
号
イ
及
び
第
二
号
イ
の
特
定
給
付
見
込
額
は
、
組
合
特
定
被
保
険
者
に
つ
き
、
当
該
年
度
の
前
年

度
の
三
月
十
一
日
か
ら
当
該
年
度
の
三
月
十
日
ま
で
の
間
の
請
求
に
係
る
療
養
の
給
付
に
要
し
た
費
用
の
額
か

ら
当
該
給
付
に
係
る
一
部
負
担
金
に
相
当
す
る
額
を
控
除
し
た
額
の
見
込
額
、
当
該
年
度
の
四
月
一
日
か
ら
三

月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
入
院
時
食
事
療
養
の
支
給
に
要
し
た
費
用
の
額
の
見
込
額
、
同
期
間
に
お
い

て
入
院
時
生
活
療
養
費
の
支
給
に
要
し
た
費
用
の
額
の
見
込
額
、
同
期
間
に
お
い
て
保
険
外
併
用
療
養
費
の
支

給
に
要
し
た
費
用
の
額
の
見
込
額
、
同
期
間
に
お
い
て
訪
問
看
護
療
養
費
の
支
給
に
つ
い
て
の
療
養
に
つ
き
算

定
し
た
費
用
の
額
の
見
込
額
か
ら
当
該
見
込
額
を
当
該
療
養
を
受
け
た
者
に
つ
き
法
第
四
十
二
条
第
一
項
第
一

号
か
ら
第
四
号
ま
で
の
区
分
ご
と
に
分
割
し
、
そ
の
分
割
し
た
額
に
当
該
各
号
に
掲
げ
る
割
合
を
そ
れ
ぞ
れ
乗

じ
て
得
た
額
の
合
算
額
を
控
除
し
た
額
に
相
当
す
る
額
、
同
期
間
に
お
け
る
療
養
費
及
び
特
別
療
養
費
の
支
給

に
つ
い
て
の
療
養
（
食
事
療
養
及
び
生
活
療
養
を
除
く
。）に
つ
き
算
定
し
た
費
用
の
額
の
見
込
額
か
ら
当
該
見

込
額
を
当
該
療
養
を
受
け
た
者
に
つ
き
法
第
四
十
二
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
の
区
分
ご
と
に
分
割

令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報



４
〜
10

（
略
）

４
〜
10

（
略
）

し
、
そ
の
分
割
し
た
額
に
当
該
各
号
に
掲
げ
る
割
合
を
そ
れ
ぞ
れ
乗
じ
て
得
た
額
の
合
算
額
を
控
除
し
た
額
に

相
当
す
る
額
と
当
該
食
事
療
養
に
係
る
療
養
費
及
び
特
別
療
養
費
の
支
給
に
要
し
た
費
用
の
額
の
見
込
額
と
当

該
生
活
療
養
に
係
る
療
養
費
及
び
特
別
療
養
費
の
支
給
に
要
し
た
費
用
の
額
の
見
込
額
と
の
合
算
額
、
同
期
間

に
お
い
て
移
送
費
の
支
給
に
要
し
た
費
用
の
額
の
見
込
額
並
び
に
同
期
間
に
お
い
て
高
額
療
養
費
及
び
高
額
介

護
合
算
療
養
費
の
支
給
に
要
し
た
費
用
の
額
の
見
込
額
の
合
算
額
と
す
る
。

し
、
そ
の
分
割
し
た
額
に
当
該
各
号
に
掲
げ
る
割
合
を
そ
れ
ぞ
れ
乗
じ
て
得
た
額
の
合
算
額
を
控
除
し
た
額
に

相
当
す
る
額
と
当
該
食
事
療
養
に
係
る
療
養
費
及
び
特
別
療
養
費
の
支
給
に
要
し
た
費
用
の
額
の
見
込
額
と
当

該
生
活
療
養
に
係
る
療
養
費
及
び
特
別
療
養
費
の
支
給
に
要
し
た
費
用
の
額
の
見
込
額
と
の
合
算
額
、
同
期
間

に
お
い
て
移
送
費
の
支
給
に
要
し
た
費
用
の
額
の
見
込
額
並
び
に
同
期
間
に
お
い
て
高
額
療
養
費
及
び
高
額
介

護
合
算
療
養
費
の
支
給
に
要
し
た
費
用
の
額
の
見
込
額
の
合
算
額
と
す
る
。

（
組
合
調
整
対
象
収
入
額
）

（
組
合
調
整
対
象
収
入
額
）

第
十
四
条

組
合
調
整
対
象
収
入
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額

と
す
る
。

第
十
四
条

組
合
調
整
対
象
収
入
額
は
、
次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
と
す
る
。

一

療
養
給
付
費
等
調
整
対
象
収
入
額

イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
額
の
合
算
額

一

イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
額
の
合
算
額

イ

次
の
式
に
よ
り
算
定
し
た
額
（
銭
未
満
は
四
捨
五
入
す
る
も
の
と
す
る
。）に
、
当
該
組
合
の
当
該
年
度

の
各
月
末
に
お
け
る
被
保
険
者
数
の
合
計
数
を
十
二
で
除
し
て
得
た
数
の
見
込
数
（
以
下
「
平
均
組
合
被

保
険
者
見
込
数
」
と
い
う
。）を
乗
じ
て
得
た
額

イ

次
の
式
に
よ
り
算
定
し
た
額
（
銭
未
満
は
四
捨
五
入
す
る
も
の
と
す
る
。）に
、
当
該
組
合
の
当
該
年
度

の
各
月
末
に
お
け
る
被
保
険
者
数
の
合
計
数
を
十
二
で
除
し
て
得
た
数
の
見
込
数
（
以
下
「
平
均
組
合
被

保
険
者
見
込
数
」
と
い
う
。）を
乗
じ
て
得
た
額

療
養
給
付
費
等
調
整
対
象
需
要
額
















当
該
組
合
の
平
均
被
保
険
者
見
込
数
×
04190



＋
140700円






当
該
組
合
の
平
均
被
保
険
者
見
込
数
×
04323



＋
185800円






組
合
調
整
対
象
需
要
額
（
後
期
高
齢

















者
支
援
金
及
び
介
護
納
付
金
の
納
付

















に
要
す
る
費
用
の
額
を
除
く
。













 ）

ロ

当
該
組
合
の
当
該
年
度
の
五
月
一
日
に
お
け
る
被
保
険
者
に
係
る
当
該
年
度
の
前
年
の
地
方
税
法
第
三

百
十
四
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
総
所
得
金
額
及
び
山
林
所
得
金
額
の
合
計
額
か
ら
同
項
各
号
及
び
同

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
控
除
を
し
た
後
の
総
所
得
金
額
及
び
山
林
所
得
金
額
の
合
計
額
の
見
込
額
（
第

二
号
ロ
及
び
第
三
号
ロ
に
お
い
て
「
前
年
度
所
得
見
込
額
」
と
い
う
。）に
、
次
の
式
に
よ
り
算
定
し
た
率

（
小
数
点
以
下
第
六
位
未
満
は
四
捨
五
入
す
る
も
の
と
す
る
。）を
乗
じ
て
得
た
額

ロ

当
該
組
合
の
当
該
年
度
の
五
月
一
日
に
お
け
る
被
保
険
者
に
係
る
当
該
年
度
の
前
年
の
地
方
税
法
第
三

百
十
四
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
総
所
得
金
額
及
び
山
林
所
得
金
額
の
合
計
額
か
ら
同
項
各
号
及
び
同

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
控
除
を
し
た
後
の
総
所
得
金
額
及
び
山
林
所
得
金
額
の
合
計
額
の
見
込
額
（
第

二
号
ロ
及
び
第
三
号
ロ
に
お
い
て
「
前
年
度
所
得
見
込
額
」
と
い
う
。）に
、
次
の
式
に
よ
り
算
定
し
た
率

（
小
数
点
以
下
第
六
位
未
満
は
四
捨
五
入
す
る
も
の
と
す
る
。）を
乗
じ
て
得
た
額

00000002116






×

00000002132






×

療
養
給
付
費
等
調
整
対
象
需
要
額
















当
該
組
合
の
平
均
被
保
険
者
見
込
数
＋
0005805





組
合
調
整
対
象
需
要
額
（
後
期
高
齢

















者
支
援
金
及
び
介
護
納
付
金
の
納
付

















に
要
す
る
費
用
の
額
を
除
く
。













 ）

当
該
組
合
の
平
均
被
保
険
者
見
込
数
＋
0006102





二

後
期
高
齢
者
支
援
金
等
調
整
対
象
収
入
額

イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
額
の
合
算
額

二

イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
額
の
合
算
額

イ

二
万
三
千
六
百
九
十
九
円
六
十
七
銭
に
当
該
組
合
の
平
均
組
合
被
保
険
者
見
込
数
を
乗
じ
て
得
た
額

（
銭
未
満
は
四
捨
五
入
す
る
も
の
と
す
る
。）

イ

二
万
三
千
五
百
七
十
一
円
九
十
九
銭
に
当
該
組
合
の
平
均
組
合
被
保
険
者
見
込
数
を
乗
じ
て
得
た
額

（
銭
未
満
は
四
捨
五
入
す
る
も
の
と
す
る
。）

ロ

〇
・
〇
一
四
二
三
に
当
該
組
合
の
当
該
年
度
の
五
月
一
日
に
お
け
る
被
保
険
者
に
係
る
前
年
度
所
得
見

込
額
を
乗
じ
て
得
た
額
（
銭
未
満
は
四
捨
五
入
す
る
も
の
と
す
る
。）

ロ

〇
・
〇
一
三
九
二
一
に
当
該
組
合
の
当
該
年
度
の
五
月
一
日
に
お
け
る
被
保
険
者
に
係
る
前
年
度
所
得

見
込
額
を
乗
じ
て
得
た
額
（
銭
未
満
は
四
捨
五
入
す
る
も
の
と
す
る
。）

三

介
護
納
付
金
調
整
対
象
収
入
額

イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
額
の
合
算
額

三

イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
額
の
合
算
額

イ

二
万
八
千
四
百
五
十
一
円
五
十
五
銭
に
当
該
組
合
の
当
該
年
度
の
各
月
末
に
お
け
る
介
護
保
険
法
第
九

条
第
二
号
に
規
定
す
る
被
保
険
者
の
数
の
合
計
数
を
十
二
で
除
し
て
得
た
数
の
見
込
数
を
乗
じ
て
得
た
額

（
銭
未
満
は
四
捨
五
入
す
る
も
の
と
す
る
。）

イ

二
万
八
千
六
百
五
十
一
円
八
十
三
銭
に
当
該
組
合
の
当
該
年
度
の
各
月
末
に
お
け
る
介
護
保
険
法
第
九

条
第
二
号
に
規
定
す
る
被
保
険
者
の
数
の
合
計
数
を
十
二
で
除
し
て
得
た
数
の
見
込
数
を
乗
じ
て
得
た
額

（
銭
未
満
は
四
捨
五
入
す
る
も
の
と
す
る
。）

ロ

〇
・
〇
一
三
〇
七
三
に
当
該
組
合
の
当
該
年
度
の
五
月
一
日
に
お
け
る
介
護
保
険
法
第
九
条
第
二
号
に

規
定
す
る
被
保
険
者
に
係
る
前
年
度
所
得
見
込
額
を
乗
じ
て
得
た
額
（
銭
未
満
は
四
捨
五
入
す
る
も
の
と

す
る
。）

ロ

〇
・
〇
一
二
四
五
六
に
当
該
組
合
の
当
該
年
度
の
五
月
一
日
に
お
け
る
介
護
保
険
法
第
九
条
第
二
号
に

規
定
す
る
被
保
険
者
に
係
る
前
年
度
所
得
見
込
額
を
乗
じ
て
得
た
額
（
銭
未
満
は
四
捨
五
入
す
る
も
の
と

す
る
。）
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附

則

附

則

（
令
和
六
年
度
に
お
け
る
別
表
第
二
に
定
め
る
率
の
特
例
）

（
令
和
五
年
度
に
お
け
る
別
表
第
二
に
定
め
る
率
の
特
例
）

第
二
条

令
和
六
年
度
に
お
い
て
は
、
特
例
措
置
対
象
被
保
険
者
（
法
第
四
十
二
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
場

合
に
該
当
す
る
者
で
あ
つ
て
、
平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日
以
前
に
七
十
歳
に
達
し
た
も
の
を
い
う
。
次
条

に
お
い
て
同
じ
。）に
対
す
る
別
表
第
二
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
表
当
該
対
象
被
保
険
者
が
法
第
四
十

二
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
費
用
の
額
に
乗
ず
べ
き
調
整
率
の

欄
中
「10000
」、「09779

」、「09480

」、「09180

」
及
び
「08804

」
と
あ
る
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「

」、「

」、

「10000

」、「09687
」
及
び
「09295

」
と
す
る
。

第
二
条

令
和
五
年
度
に
お
い
て
は
、
特
例
措
置
対
象
被
保
険
者
（
法
第
四
十
二
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
場

合
に
該
当
す
る
者
で
あ
つ
て
、
平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日
以
前
に
七
十
歳
に
達
し
た
も
の
を
い
う
。
次
条

に
お
い
て
同
じ
。）に
対
す
る
別
表
第
二
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
表
当
該
対
象
被
保
険
者
が
法
第
四
十

二
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
費
用
の
額
に
乗
ず
べ
き
調
整
率
の

欄
中
「10000

」、「09779

」、「09480

」、「09180

」
及
び
「08804

」
と
あ
る
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「

」、「

」、

「10000

」、「09687

」
及
び
「09295

」
と
す
る
。

（
令
和
六
年
度
に
お
け
る
別
表
第
三
に
定
め
る
率
の
特
例
）

（
令
和
五
年
度
に
お
け
る
別
表
第
三
に
定
め
る
率
の
特
例
）

第
二
条
の
二

令
和
六
年
度
に
お
い
て
は
、
特
例
措
置
対
象
被
保
険
者
に
対
す
る
別
表
第
三
の
規
定
の
適
用
に
つ

い
て
は
、
同
表
当
該
対
象
被
保
険
者
が
法
第
四
十
二
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
者
で
あ
る

場
合
に
お
け
る
費
用
の
額
に
乗
ず
べ
き
調
整
率
の
欄
中
「10000

」、「09480

」
及
び
「08804

」と
あ
る
の
は
、

そ
れ
ぞ
れ
「

」、「10000

」
及
び
「09295

」
と
す
る
。

第
二
条
の
二

令
和
五
年
度
に
お
い
て
は
、
特
例
措
置
対
象
被
保
険
者
に
対
す
る
別
表
第
三
の
規
定
の
適
用
に
つ

い
て
は
、
同
表
当
該
対
象
被
保
険
者
が
法
第
四
十
二
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
者
で
あ
る

場
合
に
お
け
る
費
用
の
額
に
乗
ず
べ
き
調
整
率
の
欄
中
「10000

」、「09480

」
及
び
「08804

」と
あ
る
の
は
、

そ
れ
ぞ
れ
「

」、「10000

」
及
び
「09295

」
と
す
る
。

（
病
床
転
換
支
援
金
等
を
納
付
す
る
組
合
の
事
務
費
負
担
金
及
び
療
養
給
付
費
等
補
助
金
の
特
例
）

（
病
床
転
換
支
援
金
等
を
納
付
す
る
組
合
の
事
務
費
負
担
金
及
び
療
養
給
付
費
等
補
助
金
の
特
例
）

第
四
条

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
第
二
条
、
第
七
条
、
第
七
条
の
四
か
ら
第
七
条
の
十
一
ま
で
、

第
十
三
条
及
び
第
十
四
条
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
う
ち
次
の
表
の
上
欄
に

掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

第
四
条

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
第
二
条
、
第
七
条
、
第
七
条
の
四
か
ら
第
七
条
の
十
一
ま
で
、

第
十
三
条
及
び
第
十
四
条
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
う
ち
次
の
表
の
上
欄
に

掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
十
三
条
第
一
項
第
二
号

イ

（
略
）

（
略
）

第
十
三
条
第
一
項
第
二
号

（
略
）

（
略
）

第
十
三
条
第
二
項
第
一
号

ロ

高
齢
者
医
療
確
保
法
第
三
十

四
条
第
一
項
各
号

高
齢
者
医
療
確
保
法
附
則
第
十
三
条
の
規
定

に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
高
齢
者
医
療
確
保

法
第
三
十
四
条
第
一
項
各
号

（
新
設
）

（
新
設
）

（
新
設
）

第
十
三
条
第
二
項
第
一
号

ニ

給
付
費
割
合
か
ら
算
定
政
令

付
録
第
一
の
式
に
よ
り
算
定

し
た
割
合
を
控
除
し
た
割
合

を
乗
じ
て
得
た
額
に
限
る
。）

（
当
該
組
合
の
被
保
険
者
で

あ
つ
て
組
合
特
定
被
保
険
者

で
な
い
も
の
に
係
る
前
期
高

齢
者
交
付
金
見
込
額
が
あ
る

場
合
に
は
、
当
該
額
に
給
付

費
割
合
か
ら
算
定
政
令
付
録

第
一
の
式
に
よ
り
算
定
し
た

割
合
を
控
除
し
た
割
合

給
付
費
割
合
に
算
定
政
令
付
録
第
二
の
式
に

よ
り
算
定
し
た
割
合
を
加
え
た
割
合
か
ら
一

を
控
除
し
た
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
に
限

る
。）（
当
該
組
合
の
被
保
険
者
で
あ
つ
て
組

合
特
定
被
保
険
者
で
な
い
も
の
に
係
る
前
期

高
齢
者
交
付
金
見
込
額
が
あ
る
場
合
に
は
、

当
該
額
に
給
付
費
割
合
に
算
定
政
令
付
録
第

二
の
式
に
よ
り
算
定
し
た
割
合
を
加
え
た
割

合
か
ら
一
を
控
除
し
た
割
合

（
新
設
）

（
新
設
）

（
新
設
）

第
十
三
条
第
二
項
第
一
号

ヘ

高
齢
者
医
療
確
保
法
第
三
十

四
条
第
一
項
各
号

高
齢
者
医
療
確
保
法
附
則
第
十
三
条
の
規
定

に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
高
齢
者
医
療
確
保

法
第
三
十
四
条
第
一
項
各
号

（
新
設
）

（
新
設
）

（
新
設
）
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第
十
三
条
第
二
項
第
一
号

ト

算
定
政
令
第
五
条
第
四
項
第

二
号
イ
又
は
ロ

算
定
政
令
附
則
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
読

み
替
え
ら
れ
た
算
定
政
令
第
五
条
第
四
項
第

二
号
イ
又
は
ロ

（
新
設
）

（
新
設
）

（
新
設
）

第
十
三
条
第
二
項
第
一
号

リ

算
定
政
令
第
五
条
第
四
項
第

三
号

算
定
政
令
附
則
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
読

み
替
え
ら
れ
た
算
定
政
令
第
五
条
第
四
項
第

三
号

（
新
設
）

（
新
設
）

（
新
設
）

第
十
三
条
第
二
項
第
一
号

ヌ

算
定
政
令
第
五
条
第
五
項
第

二
号

算
定
政
令
附
則
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
読

み
替
え
ら
れ
た
算
定
政
令
第
五
条
第
五
項
第

二
号

（
新
設
）

（
新
設
）

（
新
設
）

第
十
三
条
第
二
項
第
一
号

ル

給
付
費
割
合
か
ら
算
定
政
令

第
五
条
第
五
項
第
二
号
イ
又

は
ロ
に
掲
げ
る
割
合

給
付
費
割
合
に
算
定
政
令
附
則
第
十
三
条
の

規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
算
定
政
令
第

五
条
第
五
項
第
三
号
イ

又
は

に
掲
げ
る

割
合
を
加
え
た
割
合
か
ら
一

（
新
設
）

（
新
設
）

（
新
設
）

第
十
三
条
第
二
項
第
一
号

ヲ

給
付
費
割
合
か
ら
算
定
政
令

第
五
条
第
五
項
第
二
号
イ
又

は
ロ
に
掲
げ
る
割
合

給
付
費
割
合
に
算
定
政
令
附
則
第
十
三
条
の

規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
算
定
政
令
第

五
条
第
五
項
第
三
号
イ

又
は

に
掲
げ
る

割
合
を
加
え
た
割
合
か
ら
一

（
新
設
）

（
新
設
）

（
新
設
）

第
十
三
条
第
二
項
第
一
号

ワ

算
定
政
令
第
五
条
第
五
項
第

三
号
ホ

算
定
政
令
附
則
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
読

み
替
え
ら
れ
た
算
定
政
令
第
五
条
第
五
項
第

三
号
ホ

（
新
設
）

（
新
設
）

（
新
設
）

第
十
三
条
第
二
項
第
二
号

及
び
第
三
号

二

前
項
第
二
号
ロ
の
療
養

給
付
費
等
補
助
見
込
額

イ
に
掲
げ
る
額
（
被
用
者

保
険
等
保
険
者
で
あ
る
組

合
に
あ
つ
て
は
、
イ
に
掲

げ
る
額
か
ら
ロ
に
掲
げ
る

額
を
控
除
し
た
額
）
に
ハ

に
掲
げ
る
割
合
を
乗
じ
て

得
た
額
及
び
ニ
に
掲
げ
る

額
（
前
期
高
齢
者
交
付
金

が
あ
る
場
合
に
は
、
ニ
に

掲
げ
る
額
か
ら
ホ
に
掲
げ

る
額
を
控
除
し
た
額
）
に

ヘ
に
掲
げ
る
割
合
を
乗
じ

て
得
た
額
の
合
算
額

二

前
項
第
二
号
ロ
の
療
養
給
付
費
等
補
助

見
込
額

イ
に
掲
げ
る
額
（
被
用
者
保
険

等
保
険
者
で
あ
る
組
合
に
あ
つ
て
は
、
イ

に
掲
げ
る
額
か
ら
ロ
に
掲
げ
る
額
を
控
除

し
た
額
）
に
ハ
に
掲
げ
る
割
合
を
乗
じ
て

得
た
額
、
ニ
に
掲
げ
る
額
（
前
期
高
齢
者

交
付
金
が
あ
る
場
合
に
は
、
ニ
に
掲
げ
る

額
か
ら
ホ
に
掲
げ
る
額
を
控
除
し
た
額
）

に
ヘ
に
掲
げ
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
及

び
ト
に
掲
げ
る
額
（
前
期
高
齢
者
交
付
金

が
あ
る
場
合
に
は
、
ト
に
掲
げ
る
額
か
ら

チ
に
掲
げ
る
額
を
控
除
し
た
額
）
に
リ
に

掲
げ
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
の
合
算
額

イ

前
項
第
二
号
イ
に
掲

げ
る
額
か
ら
特
定
納
付

費
用
見
込
額
（
前
期
高

齢
者
納
付
金
の
納
付
に

イ

前
項
第
二
号
イ
に
掲
げ
る
額
か
ら
特

定
納
付
費
用
見
込
額
（
前
期
高
齢
者
納

付
金
の
納
付
に
要
す
る
費
用
の
見
込
額

（
当
該
額
に
給
付
費
割
合
を
乗
じ
て
得

た
額
に
限
る
。）、
介
護
納
付
金
の
納
付

に
要
す
る
費
用
の
見
込
額
及
び
流
行
初

第
十
三
条
第
二
項

二

イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
額

の
合
算
額
（
前
期
高
齢
者

交
付
金
が
あ
る
場
合
に

は
、
当
該
合
算
額
か
ら
ハ

に
掲
げ
る
額
を
控
除
し
た

額
）
に
千
分
の
百
三
十
を

乗
じ
て
得
た
額

二

イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
額
の
合
算
額
（
前

期
高
齢
者
交
付
金
が
あ
る
場
合
に
は
、
当

該
合
算
額
か
ら
ハ
に
掲
げ
る
額
を
控
除
し

た
額
）
に
千
分
の
百
三
十
を
乗
じ
て
得
た

額

イ

特
定
給
付
見
込
額

イ

特
定
給
付
見
込
額

ロ

特
定
納
付
費
用
見
込

額
の
う
ち
算
定
政
令
第

五
条
第
五
項
第
二
号
に

規
定
す
る
額

ロ

特
定
納
付
費
用
見
込
額
の
う
ち
算
定

政
令
附
則
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
読

み
替
え
ら
れ
た
算
定
政
令
第
五
条
第
五

項
第
二
号
に
規
定
す
る
額

ハ

算
定
政
令
第
五
条
第

四
項
第
二
号
に
規
定
す

る
額

ハ

算
定
政
令
附
則
第
十
三
条
の
規
定
に

よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
算
定
政
令
第
五

条
第
四
項
第
二
号
に
規
定
す
る
額

三

イ
に
掲
げ
る
額
（
前
期

高
齢
者
交
付
金
が
あ
る
場

合
に
は
、
イ
に
掲
げ
る
額

か
ら
ロ
に
掲
げ
る
額
を
控

三

イ
に
掲
げ
る
額
（
前
期
高
齢
者
交
付
金

が
あ
る
場
合
に
は
、
イ
に
掲
げ
る
額
か
ら

ロ
に
掲
げ
る
額
を
控
除
し
た
額
）
に
ハ
に

掲
げ
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額

イ

特
定
納
付
費
用
見
込
額
の
う
ち
算
定

政
令
附
則
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
読
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要
す
る
費
用
の
見
込
額

（
当
該
額
に
給
付
費
割

合
を
乗
じ
て
得
た
額
に

限
る
。）、
介
護
納
付
金

の
納
付
に
要
す
る
費
用

の
見
込
額
及
び
流
行
初

期
医
療
確
保
拠
出
金
の

納
付
に
要
す
る
費
用
の

見
込
額
を
除
く
。）（
前

期
高
齢
者
交
付
金
見
込

額
が
あ
る
場
合
に
は
、

当
該
額
に
一
か
ら
給
付

費
割
合
を
控
除
し
た
割

合
を
乗
じ
て
得
た
額
を

合
算
し
た
額
）
を
控
除

し
た
額

期
医
療
確
保
拠
出
金
の
納
付
に
要
す
る

費
用
の
見
込
額
を
除
く
。）（
前
期
高
齢

者
交
付
金
見
込
額
が
あ
る
場
合
に
は
、

こ
れ
に
一
か
ら
給
付
費
割
合
を
控
除
し

た
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
を
合
算
し
た

額
）
を
控
除
し
た
額

ロ

当
該
組
合
の
被
保
険
者
で
あ
つ
て
組

合
特
定
被
保
険
者
で
な
い
も
の
に
係
る

前
期
高
齢
者
納
付
金
の
納
付
に
要
す
る

費
用
の
見
込
額
（
当
該
額
に
一
か
ら
給

付
費
割
合
を
控
除
し
た
割
合
を
乗
じ
て

得
た
額
に
限
る
。）及
び
当
該
組
合
の
被

保
険
者
で
あ
つ
て
組
合
特
定
被
保
険
者

で
な
い
も
の
に
係
る
後
期
高
齢
者
支
援

金
の
納
付
に
要
す
る
費
用
の
見
込
額
の

合
算
額

除
し
た
額
）
に
ハ
に
掲
げ

る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額

イ

特
定
納
付
費
用
見
込

額
の
う
ち
算
定
政
令
第

五
条
第
五
項
第
三
号
イ

か
ら
ハ
ま
で
に
規
定
す

る
額
の
合
算
額

み
替
え
ら
れ
た
算
定
政
令
第
五
条
第
五

項
第
三
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
規
定
す
る

額
の
合
算
額

ロ

算
定
政
令
第
五
条
第

五
項
第
三
号
ニ
に
規
定

す
る
額

ロ

算
定
政
令
附
則
第
十
三
条
の
規
定
に

よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
算
定
政
令
第
五

条
第
五
項
第
三
号
ニ
に
規
定
す
る
額

ハ

算
定
政
令
第
五
条
第

五
項
第
三
号
ホ
に
掲
げ

る
割
合

ハ

算
定
政
令
附
則
第
十
三
条
の
規
定
に

よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
算
定
政
令
第
五

条
第
五
項
第
三
号
ホ
に
掲
げ
る
割
合

四

イ
に
掲
げ
る
額
（
前
期
高
齢
者
交
付
金

が
あ
る
場
合
に
は
、
イ
に
掲
げ
る
額
か
ら

ロ
に
掲
げ
る
額
を
控
除
し
た
額
）
に
ハ
に

掲
げ
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額

イ

特
定
納
付
費
用
見
込
額
の
う
ち
第
二

号
ロ
に
掲
げ
る
額
及
び
前
号
イ
に
掲
げ

る
額
の
合
算
額
を
控
除
し
た
額

ロ

当
該
組
合
の
被
保
険

者
で
あ
つ
て
組
合
特
定

被
保
険
者
で
な
い
も
の

に
係
る
前
期
高
齢
者
納

付
金
の
納
付
に
要
す
る

費
用
の
見
込
額
（
当
該

額
に
一
か
ら
給
付
費
割

合
を
控
除
し
た
割
合
を

乗
じ
て
得
た
額
に
限

る
。）及
び
当
該
組
合
の

被
保
険
者
で
あ
つ
て
組

合
特
定
被
保
険
者
で
な

い
も
の
に
係
る
後
期
高

齢
者
支
援
金
の
納
付
に

要
す
る
費
用
の
見
込
額

の
合
算
額

ハ

前
号
ホ
に
掲
げ
る
割

合

ハ

前
号
ホ
に
掲
げ
る
割
合

ニ

特
定
納
付
費
用
見
込

額
の
う
ち
組
合
特
定
被

保
険
者
に
係
る
前
期
高

齢
者
納
付
金
の
納
付
に

要
す
る
費
用
の
見
込
額

ニ

特
定
納
付
費
用
見
込
額
の
う
ち
組
合

特
定
被
保
険
者
に
係
る
前
期
高
齢
者
納

付
金
の
納
付
に
要
す
る
費
用
の
見
込
額

に
一
か
ら
給
付
費
割
合
を
控
除
し
た
割

合
を
乗
じ
て
得
た
額
及
び
算
定
政
令
附

則
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え

ら
れ
た
算
定
政
令
第
五
条
第
五
項
第
三

号
ロ
に
規
定
す
る
額
の
見
込
額
の
合
算

額
ホ

組
合
特
定
被
保
険
者
に
係
る
前
期
高

齢
者
交
付
金
見
込
額
に
一
か
ら
給
付
費

割
合
を
控
除
し
た
割
合
を
乗
じ
て
得
た

額
ヘ

前
号
ワ
に
掲
げ
る
割
合

ト

特
定
納
付
費
用
見
込
額
か
ら
前
号
ヌ

及
び
同
号
ル
に
掲
げ
る
額
、
ニ
に
掲
げ

る
額
並
び
に
次
号
ニ
に
掲
げ
る
額
の
合

算
額
を
控
除
し
た
額

チ

組
合
特
定
被
保
険
者
に
係
る
前
期
高

齢
者
交
付
金
見
込
額
か
ら
前
号
ヲ
及
び

ホ
に
掲
げ
る
額
の
合
算
額
を
控
除
し
た

額

ロ

組
合
特
定
被
保
険
者
に
係
る
前
期
高

齢
者
交
付
金
の
額
の
う
ち
第
二
号
ハ
及

び
前
号
ロ
に
掲
げ
る
額
の
合
算
額
を
控

除
し
た
額

ハ

算
定
政
令
別
表
第
三
の
上
欄
に
掲
げ

る
当
該
組
合
の
組
合
被
保
険
者
一
人
当

た
り
所
得
額
の
区
分
に
応
じ
、
同
表
の

下
欄
に
掲
げ
る
割
合
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に
一
か
ら
給
付
費
割
合

を
控
除
し
た
割
合
を
乗

じ
て
得
た
額
及
び
算
定

政
令
第
五
条
第
五
項
第

三
号
ロ
に
規
定
す
る
額

の
見
込
額
の
合
算
額

ホ

組
合
特
定
被
保
険
者

に
係
る
前
期
高
齢
者
交

付
金
見
込
額
に
一
か
ら

給
付
費
割
合
を
控
除
し

た
割
合
を
乗
じ
て
得
た

額
ヘ

前
号
ワ
に
掲
げ
る
割

合

三

前
項
第
三
号
ロ
の
療
養

給
付
費
等
補
助
見
込
額

イ
に
掲
げ
る
額
（
被
用
者

保
険
等
保
険
者
で
あ
る
組

合
に
あ
つ
て
は
、
イ
に
掲

げ
る
額
か
ら
ロ
に
掲
げ
る

額
を
控
除
し
た
額
）
に
ハ

に
掲
げ
る
割
合
を
乗
じ
て

得
た
額
及
び
ニ
に
掲
げ
る

額
に
ホ
に
掲
げ
る
割
合
を

乗
じ
て
得
た
額
の
合
算
額

イ

前
項
第
三
号
イ
に
掲

げ
る
額
か
ら
特
定
納
付

費
用
見
込
額
（
介
護
納

付
金
の
納
付
に
要
す
る

費
用
の
見
込
額
に
限

る
。）を
控
除
し
た
額

リ

算
定
政
令
別
表
第
三
の
上
欄
に
掲
げ

る
当
該
組
合
の
組
合
被
保
険
者
一
人
当

た
り
所
得
額
の
区
分
に
応
じ
、
同
表
の

下
欄
に
掲
げ
る
割
合

三

前
項
第
三
号
ロ
の
療
養
給
付
費
等
補
助

見
込
額

イ
に
掲
げ
る
額
（
被
用
者
保
険

等
保
険
者
で
あ
る
組
合
に
あ
つ
て
は
、
イ

に
掲
げ
る
額
か
ら
ロ
に
掲
げ
る
額
を
控
除

し
た
額
）
に
ハ
に
掲
げ
る
割
合
を
乗
じ
て

得
た
額
及
び
ニ
に
掲
げ
る
額
に
ホ
に
掲
げ

る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
の
合
算
額

イ

前
項
第
三
号
イ
に
掲
げ
る
額
か
ら
特

定
納
付
費
用
見
込
額
（
介
護
納
付
金
の

納
付
に
要
す
る
費
用
の
見
込
額
に
限

る
。）を
控
除
し
た
額

ロ

当
該
組
合
の
被
保
険
者
で
あ
つ
て
組

合
特
定
被
保
険
者
で
な
い
も
の
に
係
る

介
護
納
付
金
の
納
付
に
要
す
る
費
用
の

見
込
額

ハ

第
一
号
ホ
に
掲
げ
る
割
合

ニ

特
定
納
付
費
用
見
込
額
の
う
ち
算
定

政
令
附
則
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
読

み
替
え
ら
れ
た
算
定
政
令
第
五
条
第
五

項
第
三
号
ハ
に
規
定
す
る
額
の
見
込
額

ホ

第
一
号
ワ
に
掲
げ
る
割
合

ロ

当
該
組
合
の
被
保
険

者
で
あ
つ
て
組
合
特
定

被
保
険
者
で
な
い
も
の

に
係
る
介
護
納
付
金
の

納
付
に
要
す
る
費
用
の

見
込
額

ハ

第
一
号
ホ
に
掲
げ
る

割
合
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ニ

特
定
納
付
費
用
見
込

額
の
う
ち
算
定
政
令
第

五
条
第
五
項
第
三
号
ハ

に
規
定
す
る
額
の
見
込

額
ホ

第
一
号
ワ
に
掲
げ
る

割
合

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
八
条

令
和
六
年
度
及
び
令
和
七
年
度
の
各
年
度
に
お
い
て
、
経
過
的
組
合
員
を
組
合
員
と
す
る
組
合
に
つ
い

て
、
附
則
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
第
七
条
、
第
七
条
の
四
、
第
七
条
の
五
、
第
七
条
の
六
及

び
第
十
三
条
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
う
ち
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定

中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

第
八
条

令
和
六
年
度
及
び
令
和
七
年
度
の
各
年
度
に
お
い
て
、
経
過
的
組
合
員
を
組
合
員
と
す
る
組
合
に
つ
い

て
、
附
則
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
第
七
条
、
第
七
条
の
四
、
第
七
条
の
五
、
第
七
条
の
六
及

び
第
十
三
条
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
う
ち
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定

中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

附
則
第
四
条
の
規
定
に
よ

り
読
み
替
え
ら
れ
た
第
七

条
の
五
（
見
出
し
を
含

む
。）

附
則
第
十
三
条

附
則
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら

れ
た
算
定
政
令
附
則
第
十
三
条

附
則
第
四
条
の
規
定
に
よ

り
読
み
替
え
ら
れ
た
第
七

条
の
五
（
見
出
し
を
含

む
。）

附
則
第
十
三
条

附
則
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら

れ
た
算
定
政
令
附
則
第
十
三
条

同
条
第
四
項
第
一
号

同
条
第
四
項
第
一
号
イ

同
条
第
四
項
第
一
号

同
条
第
四
項
第
一
号
イ

次
条
及
び
第
十
三
条
第
二
項

に
お
い
て
同
じ
。）

以
下
同
じ
。）並
び
に
経
過
的
組
合
員
（
指
定

組
合
特
定
被
保
険
者
を
除
く
。）及
び
経
過
的

世
帯
員
（
指
定
組
合
特
定
被
保
険
者
を
除

く
。）

次
条
に
お
い
て
同
じ
。）

以
下
同
じ
。）並
び
に
経
過
的
組
合
員
（
指
定

組
合
特
定
被
保
険
者
を
除
く
。）及
び
経
過
的

世
帯
員
（
指
定
組
合
特
定
被
保
険
者
を
除

く
。）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

附
則
第
四
条
の
規
定
に
よ

り
読
み
替
え
ら
れ
た
第
十

三
条
第
二
項
第
一
号
ニ

に
係
る
前
期
高
齢
者
納
付
金

並
び
に
経
過
的
組
合
員
で
あ
つ
て
指
定
組
合

特
定
被
保
険
者
又
は
小
規
模
事
業
所
等
常
勤

経
過
的
組
合
員
で
な
い
も
の
及
び
経
過
的
世

帯
員
に
係
る
前
期
高
齢
者
納
付
金

（
新
設
）

（
新
設
）

（
新
設
）

に
係
る
前
期
高
齢
者
交
付
金

並
び
に
経
過
的
組
合
員
で
あ
つ
て
指
定
組
合

特
定
被
保
険
者
又
は
小
規
模
事
業
所
等
常
勤

経
過
的
組
合
員
で
な
い
も
の
及
び
経
過
的
世

帯
員
に
係
る
前
期
高
齢
者
交
付
金

（
新
設
）

（
新
設
）

附
則
第
四
条
の
規
定
に
よ

り
読
み
替
え
ら
れ
た
第
十

三
条
第
二
項
第
一
号
ヘ

指
定
組
合
特
定
被
保
険
者

指
定
組
合
特
定
被
保
険
者
並
び
に
経
過
的
組

合
員
（
指
定
組
合
特
定
被
保
険
者
を
除
く
。）

及
び
経
過
的
世
帯
員
（
指
定
組
合
特
定
被
保

険
者
を
除
く
。）

（
新
設
）

（
新
設
）

（
新
設
）

附
則
第
四
条
の
規
定
に
よ

り
読
み
替
え
ら
れ
た
第
十

三
条
第
二
項
第
一
号
ト

附
則
第
十
三
条

附
則
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら

れ
た
算
定
政
令
附
則
第
十
三
条

（
新
設
）

（
新
設
）

（
新
設
）

令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報



附
則
第
四
条
の
規
定
に
よ

り
読
み
替
え
ら
れ
た
第
十

三
条
第
二
項
第
一
号
リ

附
則
第
十
三
条

附
則
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら

れ
た
算
定
政
令
附
則
第
十
三
条

（
新
設
）

（
新
設
）

（
新
設
）

附
則
第
四
条
の
規
定
に
よ

り
読
み
替
え
ら
れ
た
第
十

三
条
第
二
項
第
一
号
ヌ

附
則
第
十
三
条

附
則
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら

れ
た
算
定
政
令
附
則
第
十
三
条

（
新
設
）

（
新
設
）

（
新
設
）

附
則
第
四
条
の
規
定
に
よ

り
読
み
替
え
ら
れ
た
第
十

三
条
第
二
項
第
一
号
ル

附
則
第
十
三
条

附
則
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら

れ
た
算
定
政
令
附
則
第
十
三
条

（
新
設
）

（
新
設
）

（
新
設
）

附
則
第
四
条
の
規
定
に
よ

り
読
み
替
え
ら
れ
た
第
十

三
条
第
二
項
第
一
号
ヲ

附
則
第
十
三
条

附
則
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら

れ
た
算
定
政
令
附
則
第
十
三
条

（
新
設
）

（
新
設
）

（
新
設
）

附
則
第
四
条
の
規
定
に
よ

り
読
み
替
え
ら
れ
た
第
十

三
条
第
二
項
第
一
号
ワ

附
則
第
十
三
条

附
則
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら

れ
た
算
定
政
令
附
則
第
十
三
条

（
新
設
）

（
新
設
）

（
新
設
）

附
則
第
四
条
の
規
定
に
よ

り
読
み
替
え
ら
れ
た
第
十

三
条
第
二
項
第
二
号
ロ

に
係
る
前
期
高
齢
者
納
付
金

並
び
に
経
過
的
組
合
員
で
あ
つ
て
指
定
組
合

特
定
被
保
険
者
又
は
小
規
模
事
業
所
等
常
勤

経
過
的
組
合
員
で
な
い
も
の
及
び
経
過
的
世

帯
員
に
係
る
前
期
高
齢
者
納
付
金

（
新
設
）

（
新
設
）

（
新
設
）

及
び

並
び
に

（
新
設
）

（
新
設
）

に
係
る
後
期
高
齢
者
支
援
金

並
び
に
経
過
的
組
合
員
で
あ
つ
て
指
定
組
合

特
定
被
保
険
者
又
は
小
規
模
事
業
所
等
常
勤

経
過
的
組
合
員
で
な
い
も
の
及
び
経
過
的
世

帯
員
に
係
る
後
期
高
齢
者
支
援
金

（
新
設
）

（
新
設
）

附
則
第
四
条
の
規
定
に
よ

り
読
み
替
え
ら
れ
た
第
十

三
条
第
二
項
第
二
号
ニ

附
則
第
十
三
条

附
則
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら

れ
た
算
定
政
令
附
則
第
十
三
条

附
則
第
四
条
の
規
定
に
よ

り
読
み
替
え
ら
れ
た
第
十

三
条
第
二
項
第
二
号
ハ

附
則
第
十
三
条

附
則
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら

れ
た
算
定
政
令
附
則
第
十
三
条

附
則
第
四
条
の
規
定
に
よ

り
読
み
替
え
ら
れ
た
第
十

三
条
第
二
項
第
三
号
ロ

に
係
る
介
護
納
付
金

並
び
に
経
過
的
組
合
員
で
あ
つ
て
指
定
組
合

特
定
被
保
険
者
又
は
小
規
模
事
業
所
等
常
勤

経
過
的
組
合
員
で
な
い
も
の
及
び
経
過
的
世

帯
員
に
係
る
介
護
納
付
金

（
新
設
）

（
新
設
）

（
新
設
）

附
則
第
四
条
の
規
定
に
よ

り
読
み
替
え
ら
れ
た
第
十

三
条
第
二
項
第
二
号
ニ

附
則
第
十
三
条

附
則
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら

れ
た
算
定
政
令
附
則
第
十
三
条

（
新
設
）

（
新
設
）

（
新
設
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報 



別
表
第
一
及
び
別
表
第
一
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報



令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報 



〇

〇

令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報 (分冊の)



令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報 



附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
国
民
健
康
保
険
の
事
務
費
負
担
金
等
の
交
付
額
の
算
定
に
関
す
る
省
令
の
規
定
は
、
令
和
六
年
度
の
予
算
に
係
る
補
助
金
等
か
ら
適
用
す
る
。

令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報



国
民
健
康
保
険
の
調
整
交
付
金
等
の
交
付
額
の
算
定
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

国
民
健
康
保
険
の
調
整
交
付
金
等
の
交
付
額
の
算
定
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
三
十
八
年
厚
生
省
令
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
普
通
調
整
交
付
金
の
額
の
算
定
）

（
普
通
調
整
交
付
金
の
額
の
算
定
）

第
三
条

普
通
調
整
交
付
金
の
額
は
、
次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
と
す
る
。

第
三
条

普
通
調
整
交
付
金
の
額
は
、
当
該
都
道
府
県
の
調
整
対
象
需
要
額
か
ら
当
該
都
道
府
県
の
調
整
対
象
収

入
額
を
控
除
し
た
額
と
す
る
。

一

次
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
当
該
都
道
府
県
の
調
整
対
象
需
要
額
（
以
下
「
療
養
給
付

費
等
調
整
対
象
需
要
額
」
と
い
う
。）か
ら
第
五
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
当
該
都
道
府
県

の
調
整
対
象
収
入
額
（
以
下
「
療
養
給
付
費
等
調
整
対
象
収
入
額
」
と
い
う
。）を
控
除
し
た
額
（
た
だ
し
、

療
養
給
付
費
等
調
整
対
象
収
入
額
が
療
養
給
付
費
等
調
整
対
象
需
要
額
を
超
え
る
場
合
は
、
零
と
す
る
。）

（
新
設
）

二

次
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
当
該
都
道
府
県
の
調
整
対
象
需
要
額
（
以
下
「
後
期
高
齢

者
支
援
金
等
調
整
対
象
需
要
額
」
と
い
う
。）か
ら
第
五
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
当
該
都

道
府
県
の
調
整
対
象
収
入
額
（
以
下
「
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
調
整
対
象
収
入
額
」
と
い
う
。）を
控
除
し
た

額
（
た
だ
し
、
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
調
整
対
象
収
入
額
が
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
調
整
対
象
需
要
額
を
超

え
る
場
合
は
、
零
と
す
る
。）

（
新
設
）

三

次
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
当
該
都
道
府
県
の
調
整
対
象
需
要
額
（
以
下
「
介
護
納
付

金
調
整
対
象
需
要
額
」
と
い
う
。）か
ら
第
五
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
当
該
都
道
府
県
の

調
整
対
象
収
入
額
（
以
下
「
介
護
納
付
金
調
整
対
象
収
入
額
」
と
い
う
。）を
控
除
し
た
額
（
た
だ
し
、
介
護

納
付
金
調
整
対
象
収
入
額
が
介
護
納
付
金
調
整
対
象
需
要
額
を
超
え
る
場
合
は
、
零
と
す
る
。）

（
新
設
）

（
調
整
対
象
需
要
額
の
算
定
方
法
）

（
調
整
対
象
需
要
額
の
算
定
方
法
）

第
四
条

調
整
対
象
需
要
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

第
四
条

調
整
対
象
需
要
額
は
、
次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
と
す
る
。

一

療
養
給
付
費
等
調
整
対
象
需
要
額

イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
額
の
合
算
額
（
当
該
年
度
の
前
年
度
の
一
月
一

日
か
ら
当
該
年
度
の
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和

五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
。
以
下
「
高
齢
者
医
療
確
保
法
」
と
い
う
。）の
規
定
に
よ
る
前
期
高
齢
者
交
付
金

が
あ
る
都
道
府
県
に
あ
つ
て
は
、
こ
れ
を
控
除
し
た
額
）
か
ら
ハ
及
び
ニ
に
掲
げ
る
額
の
合
算
額
を
控
除
し

た
額

一

イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
額
の
合
算
額
（
当
該
年
度
の
前
年
度
の
一
月
一
日
か
ら
当
該
年
度
の
十
二
月
三
十
一

日
ま
で
の
間
に
お
い
て
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
。以
下「
高

齢
者
医
療
確
保
法
」
と
い
う
。）の
規
定
に
よ
る
前
期
高
齢
者
交
付
金
が
あ
る
都
道
府
県
に
あ
つ
て
は
、
こ
れ

を
控
除
し
た
額
）
か
ら
ハ
及
び
ニ
に
掲
げ
る
額
の
合
算
額
を
控
除
し
た
額

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

ハ

に
掲
げ
る
額
か
ら
当
該
年
度
に
お
け
る
当
該
都
道
府
県
内
の
各
市
町
村
に
係
る

に
掲
げ
る
額
の
総

額
を
控
除
し
た
額
の
百
分
の
四
十
一
に
相
当
す
る
額

ハ

に
掲
げ
る
額
か
ら
当
該
年
度
に
お
け
る
当
該
都
道
府
県
内
の
各
市
町
村
に
係
る

及
び

に
掲
げ
る

額
の
総
額
を
控
除
し
た
額
の
百
分
の
四
十
一
に
相
当
す
る
額

・

（
略
）

・

（
略
）

（
削
る
）

当
該
年
度
に
お
け
る
当
該
都
道
府
県
内
の
各
市
町
村
の
法
第
七
十
二
条
の
三
の
三
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
繰
入
金
（
施
行
令
第
二
十
九
条
の
七
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
基
礎
賦
課
額
に
係
る
部
分
に
限

る
。
ニ

及
び
第
七
条
第
一
項
第
一
号
ニ

に
お
い
て
同
じ
。）に
相
当
す
る
額
の
総
額

令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報
〇
厚
生
労
働
省
令
第
三
十
五
号

国
民
健
康
保
険
の
国
庫
負
担
金
等
の
算
定
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
三
十
四
年
政
令
第
四
十
一
号
）
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
国
民
健
康
保
険
の
調
整
交
付
金
等
の
交
付
額
の
算
定
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の

よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

厚
生
労
働
大
臣

福
岡

資
麿





ニ

次
に
掲
げ
る
額
の
合
算
額

ニ

次
に
掲
げ
る
額
の
合
算
額

・

（
略
）

・

（
略
）

当
該
年
度
に
お
け
る
当
該
都
道
府
県
内
の
各
市
町
村
の
法
第
七
十
二
条
の
三
の
三
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
繰
入
金
（
施
行
令
第
二
十
九
条
の
七
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
基
礎
賦
課
額
に
係
る
部
分
に
限

る
。
第
七
条
第
一
項
第
一
号
ニ

に
お
い
て
同
じ
。）に
相
当
す
る
額
の
総
額

当
該
年
度
に
お
け
る
当
該
都
道
府
県
内
の
各
市
町
村
の
法
第
七
十
二
条
の
三
の
三
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
繰
入
金
に
相
当
す
る
額
の
総
額

・

（
略
）

・

（
略
）

二

後
期
高
齢
者
支
援
金
等
調
整
対
象
需
要
額

イ
に
掲
げ
る
額
か
ら
ロ
及
び
ハ
に
掲
げ
る
額
の
合
算
額
を
控

除
し
て
得
た
額

二

イ
に
掲
げ
る
額
か
ら
ロ
及
び
ハ
に
掲
げ
る
額
の
合
算
額
を
控
除
し
て
得
た
額

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

に
掲
げ
る
額
か
ら
当
該
年
度
に
お
け
る
当
該
都
道
府
県
内
の
各
市
町
村
の

に
掲
げ
る
額
の
総
額
を

控
除
し
た
額
の
百
分
の
四
十
一
に
相
当
す
る
額

ロ

に
掲
げ
る
額
か
ら
当
該
年
度
に
お
け
る
当
該
都
道
府
県
内
の
各
市
町
村
の

及
び

に
掲
げ
る
額
の

総
額
を
控
除
し
た
額
の
百
分
の
四
十
一
に
相
当
す
る
額

・

（
略
）

・

（
略
）

（
削
る
）

当
該
年
度
に
お
け
る
当
該
都
道
府
県
内
の
各
市
町
村
の
法
第
七
十
二
条
の
三
の
三
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
繰
入
金
（
施
行
令
第
二
十
九
条
の
七
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
賦
課
額

に
係
る
部
分
に
限
る
。
ハ

及
び
第
七
条
第
一
項
第
二
号
ハ

に
お
い
て
同
じ
。）に
相
当
す
る
額
の
総

額

ハ

次
に
掲
げ
る
額
の
合
算
額

ハ

次
に
掲
げ
る
額
の
合
算
額

・

（
略
）

・

（
略
）

当
該
年
度
に
お
け
る
当
該
都
道
府
県
内
の
各
市
町
村
の
法
第
七
十
二
条
の
三
の
三
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
繰
入
金
（
施
行
令
第
二
十
九
条
の
七
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
賦
課
額

に
係
る
部
分
に
限
る
。
第
七
条
第
一
項
第
二
号
ハ

に
お
い
て
同
じ
。）に
相
当
す
る
額
の
総
額

当
該
年
度
に
お
け
る
当
該
都
道
府
県
内
の
各
市
町
村
の
法
第
七
十
二
条
の
三
の
三
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
繰
入
金
に
相
当
す
る
額
の
総
額

三

介
護
納
付
金
調
整
対
象
需
要
額

イ
に
掲
げ
る
額
か
ら
ロ
及
び
ハ
に
掲
げ
る
額
の
合
算
額
を
控
除
し
て
得

た
額

三

イ
に
掲
げ
る
額
か
ら
ロ
及
び
ハ
に
掲
げ
る
額
の
合
算
額
を
控
除
し
て
得
た
額

イ
〜
ハ

（
略
）

イ
〜
ハ

（
略
）

２
〜
７

（
略
）

２
〜
７

（
略
）

８

第
六
条
第
一
号
ホ
か
ら
ヌ
ま
で
又
は
ヲ
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
こ
と
に
よ
り
特
別
調
整
交
付
金
が
交
付

さ
れ
る
都
道
府
県
の
療
養
給
付
費
等
調
整
対
象
需
要
額
は
、
前
各
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
前
各
項
の
規
定

に
よ
り
算
定
し
た
額
か
ら
当
該
同
号
ホ
か
ら
ヌ
ま
で
又
は
ヲ
に
掲
げ
る
額（
同
号
ヲ
に
掲
げ
る
額
に
つ
い
て
は
、

第
一
項
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
費
用
の
額
を
基
礎
と
し
て
算
定
し
た
額
に
限
る
。）を
控
除
し
た
額
と
す
る
。

８

第
六
条
第
一
号
ホ
か
ら
ヌ
ま
で
又
は
ヲ
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
こ
と
に
よ
り
特
別
調
整
交
付
金
が
交
付

さ
れ
る
都
道
府
県
の
調
整
対
象
需
要
額
は
、
前
各
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
前
各
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
し

た
額
か
ら
当
該
同
号
ホ
か
ら
ヌ
ま
で
又
は
ヲ
に
掲
げ
る
額
（
同
号
ヲ
に
掲
げ
る
額
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
第
一

号
イ
に
掲
げ
る
費
用
の
額
を
基
礎
と
し
て
算
定
し
た
額
に
限
る
。）を
控
除
し
た
額
と
す
る
。

（
調
整
対
象
収
入
額
の
算
定
方
法
）

（
調
整
対
象
収
入
額
の
算
定
方
法
）

第
五
条

調
整
対
象
収
入
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

第
五
条

調
整
対
象
収
入
額
は
、
次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
と
す
る
。

一

療
養
給
付
費
等
調
整
対
象
収
入
額

次
に
掲
げ
る
額
の
合
算
額

一

次
に
掲
げ
る
額
の
合
算
額

イ

次
の
式
に
よ
り
算
定
し
た
額
（
銭
未
満
は
四
捨
五
入
す
る
も
の
と
し
、
五
万
千
七
百
二
十
円
六
十
八
銭

を
超
え
る
場
合
は
五
万
千
七
百
二
十
円
六
十
八
銭
と
す
る
。
以
下「
基
礎
賦
課
基
準
応
益
割
額
」と
い
う
。）

に
、
当
該
都
道
府
県
の
平
均
被
保
険
者
数
（
当
該
都
道
府
県
に
係
る
当
該
年
度
の
前
年
度
の
一
月
か
ら
当

該
年
度
の
十
二
月
ま
で
の
各
月
末
に
お
け
る
被
保
険
者
の
数
の
合
計
数
を
十
二
で
除
し
た
数
を
い
う
。
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）を
乗
じ
て
得
た
額

イ

次
の
式
に
よ
り
算
定
し
た
額
（
銭
未
満
は
四
捨
五
入
す
る
も
の
と
し
、
五
万
二
千
九
百
六
円
九
十
六
銭

を
超
え
る
場
合
は
五
万
二
千
九
百
六
円
九
十
六
銭
と
す
る
。
以
下「
基
礎
賦
課
基
準
応
益
割
額
」と
い
う
。）

に
、
当
該
都
道
府
県
の
平
均
被
保
険
者
数
（
当
該
都
道
府
県
に
係
る
当
該
年
度
の
前
年
度
の
一
月
か
ら
当

該
年
度
の
十
二
月
ま
で
の
各
月
末
に
お
け
る
被
保
険
者
の
数
の
合
計
数
を
十
二
で
除
し
た
数
を
い
う
。
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）を
乗
じ
て
得
た
額

療
養
給
付
費
等
調
整
対
象
需
要
額















×
0370234749







×
0379778622







当
該
都
道
府
県
の
平
均
被
保
険
者
数

調
整
対
象
需
要
額
か
ら
第
四
条
第
一
項
第
二
号





















及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
額
を
控
除
し
て
得
た
額





















当
該
都
道
府
県
の
平
均
被
保
険
者
数

令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報



ロ

当
該
都
道
府
県
の
賦
課
期
日
（
法
第
七
十
六
条
の
二
に
規
定
す
る
賦
課
期
日
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に

お
い
て
同
じ
。）に
お
け
る
被
保
険
者
に
係
る
基
礎
控
除
後
の
総
所
得
金
額
等
（
施
行
令
第
二
十
九
条
の
七

第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
基
礎
控
除
後
の
総
所
得
金
額
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）の
合
計
額
に
、
次
の

式
に
よ
り
算
定
し
た
率
（
小
数
点
以
下
第
十
三
位
未
満
は
四
捨
五
入
す
る
も
の
と
し
、
〇
・
〇
九
二
一
二

三
二
七
〇
四
六
八
二
〇
〇
を
超
え
る
場
合
は
〇
・
〇
九
二
一
二
三
二
七
〇
四
六
八
二
〇
〇
と
す
る
。
以
下

「
基
礎
賦
課
基
準
応
能
割
率
」
と
い
う
。）を
乗
じ
て
得
た
額

ロ

当
該
都
道
府
県
の
賦
課
期
日
（
法
第
七
十
六
条
の
二
に
規
定
す
る
賦
課
期
日
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に

お
い
て
同
じ
。）に
お
け
る
被
保
険
者
に
係
る
基
礎
控
除
後
の
総
所
得
金
額
等
（
施
行
令
第
二
十
九
条
の
七

第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
基
礎
控
除
後
の
総
所
得
金
額
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）の
合
計
額
に
、
次
の

式
に
よ
り
算
定
し
た
率
（
小
数
点
以
下
第
十
三
位
未
満
は
四
捨
五
入
す
る
も
の
と
し
、
〇
・
〇
九
六
九
五

五
四
六
九
二
五
二
を
超
え
る
場
合
は
〇
・
〇
九
六
九
五
五
四
六
九
二
五
二
と
す
る
。
以
下
「
基
礎
賦
課
基

準
応
能
割
率
」
と
い
う
。）を
乗
じ
て
得
た
額

00000006594506








×
療
養
給
付
費
等
調
整
対
象
需
要
額
















当
該
都
道
府
県
の
平
均
被
保
険
者
数

00000006959692








×

調
整
対
象
需
要
額
か
ら
第
四
条
第
一

















項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
額

















を
控
除
し
て
得
た
額











当
該
都
道
府
県
の
平
均
被
保
険
者
数

二

後
期
高
齢
者
支
援
金
等
調
整
対
象
収
入
額

次
に
掲
げ
る
額
の
合
算
額

二

次
に
掲
げ
る
額
の
合
算
額

イ

一
万
四
千
百
六
十
円
五
十
二
銭
に
、
当
該
都
道
府
県
の
平
均
被
保
険
者
数
を
乗
じ
て
得
た
額
（
銭
未
満

は
四
捨
五
入
す
る
も
の
と
す
る
。）

イ

一
万
三
千
二
百
九
十
一
円
六
十
五
銭
に
、
当
該
都
道
府
県
の
平
均
被
保
険
者
数
を
乗
じ
て
得
た
額
（
銭

未
満
は
四
捨
五
入
す
る
も
の
と
す
る
。）

ロ

〇
・
〇
二
五
四
四
〇
九
三
二
九
五
〇
に
、
当
該
都
道
府
県
の
賦
課
期
日
に
お
け
る
被
保
険
者
に
係
る
基

礎
控
除
後
の
総
所
得
金
額
等
の
合
計
額
を
乗
じ
て
得
た
額
（
銭
未
満
は
四
捨
五
入
す
る
も
の
と
す
る
。）

ロ

〇
・
〇
二
四
四
三
二
六
一
二
四
七
〇
に
、
当
該
都
道
府
県
の
賦
課
期
日
に
お
け
る
被
保
険
者
に
係
る
基

礎
控
除
後
の
総
所
得
金
額
等
の
合
計
額
を
乗
じ
て
得
た
額
（
銭
未
満
は
四
捨
五
入
す
る
も
の
と
す
る
。）

三

介
護
納
付
金
調
整
対
象
収
入
額

次
に
掲
げ
る
額
の
合
算
額

三

次
に
掲
げ
る
額
の
合
算
額

イ

一
万
五
千
八
百
三
十
二
円
七
十
銭
に
、
当
該
都
道
府
県
の
当
該
年
度
の
前
年
度
の
一
月
か
ら
当
該
年
度

の
十
二
月
ま
で
の
各
月
末
に
お
け
る
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
の
う
ち
介
護
保
険
法
第
九
条
第
二
号
に

規
定
す
る
被
保
険
者
（
以
下
「
介
護
納
付
金
賦
課
被
保
険
者
」
と
い
う
。）で
あ
る
も
の
の
数
の
合
計
数
を

十
二
で
除
し
た
数
を
乗
じ
て
得
た
額
（
銭
未
満
は
四
捨
五
入
す
る
も
の
と
す
る
。）

イ

一
万
六
千
二
十
円
二
十
三
銭
に
、
当
該
都
道
府
県
の
当
該
年
度
の
前
年
度
の
一
月
か
ら
当
該
年
度
の
十

二
月
ま
で
の
各
月
末
に
お
け
る
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
の
う
ち
介
護
保
険
法
第
九
条
第
二
号
に
規
定

す
る
被
保
険
者
（
以
下
「
介
護
納
付
金
賦
課
被
保
険
者
」
と
い
う
。）で
あ
る
も
の
の
数
の
合
計
数
を
十
二

で
除
し
た
数
を
乗
じ
て
得
た
額
（
銭
未
満
は
四
捨
五
入
す
る
も
の
と
す
る
。）

ロ

〇
・
〇
二
一
四
三
七
〇
七
四
五
三
一
に
、
当
該
都
道
府
県
の
賦
課
期
日
に
お
け
る
介
護
納
付
金
賦
課
被

保
険
者
に
係
る
基
礎
控
除
後
の
総
所
得
金
額
等
の
合
計
額
を
乗
じ
て
得
た
額
（
銭
未
満
は
四
捨
五
入
す
る

も
の
と
す
る
。）

ロ

〇
・
〇
二
二
四
二
五
〇
六
二
一
〇
〇
に
、
当
該
都
道
府
県
の
賦
課
期
日
に
お
け
る
介
護
納
付
金
賦
課
被

保
険
者
に
係
る
基
礎
控
除
後
の
総
所
得
金
額
等
の
合
計
額
を
乗
じ
て
得
た
額
（
銭
未
満
は
四
捨
五
入
す
る

も
の
と
す
る
。）

２

当
該
都
道
府
県
の
基
礎
賦
課
基
準
応
益
割
額
に
賦
課
期
日
に
そ
の
世
帯
に
属
す
る
被
保
険
者
の
数
を
乗
じ
て

得
た
額
と
こ
の
項
の
規
定
に
よ
る
控
除
を
す
る
前
の
当
該
世
帯
に
属
す
る
被
保
険
者
に
係
る
基
礎
控
除
後
の
総

所
得
金
額
等
の
合
計
額
に
当
該
都
道
府
県
の
基
礎
賦
課
基
準
応
能
割
率
を
乗
じ
て
得
た
額
と
の
合
計
額
が
六
十

五
万
円
を
超
え
る
世
帯
が
あ
る
と
き
は
、前
項
第
一
号
ロ
に
お
け
る
基
礎
控
除
後
の
総
所
得
金
額
等
の
計
算
上
、

当
該
世
帯
ご
と
に
次
の
式
に
よ
り
算
定
し
た
額
の
合
計
額
を
、
控
除
す
る
も
の
と
す
る
。

２

当
該
都
道
府
県
の
基
礎
賦
課
基
準
応
益
割
額
に
賦
課
期
日
に
そ
の
世
帯
に
属
す
る
被
保
険
者
の
数
を
乗
じ
て

得
た
額
と
こ
の
項
の
規
定
に
よ
る
控
除
を
す
る
前
の
当
該
世
帯
に
属
す
る
被
保
険
者
に
係
る
基
礎
控
除
後
の
総

所
得
金
額
等
の
合
計
額
に
当
該
都
道
府
県
の
基
礎
賦
課
基
準
応
能
割
率
を
乗
じ
て
得
た
額
と
の
合
計
額
が
六
十

五
万
円
を
超
え
る
世
帯
が
あ
る
と
き
は
、前
項
第
一
号
ロ
に
お
け
る
基
礎
控
除
後
の
総
所
得
金
額
等
の
計
算
上
、

当
該
世
帯
ご
と
に
次
の
式
に
よ
り
算
定
し
た
額
の
合
計
額
を
、
控
除
す
る
も
の
と
す
る
。

当
該
世
帯
に
属
す
る
被
保
険
者
に
係
る

基
礎
控
除
後
の
総
所
得
金
額
等
の
合
計
額
－

650000円
－
当
該
都
道
府
県
の
基
礎

賦
課
基
準
応
益
割
額
×
賦
課
期
日
に
当
該
世
帯
に

属
す
る
被
保
険
者
の
数

当
該
都
道
府
県
の
基
礎
賦
課
基
準
応
能
割
率

当
該
世
帯
に
属
す
る
被
保
険
者
に
係
る

基
礎
控
除
後
の
総
所
得
金
額
等
の
合
計
額
－

650000円
－
当
該
都
道
府
県
の
基
礎

賦
課
基
準
応
益
割
額
×
賦
課
期
日
に
当
該
世
帯
に

属
す
る
被
保
険
者
の
数

当
該
都
道
府
県
の
基
礎
賦
課
基
準
応
能
割
率

３

一
万
四
千
百
六
十
円
五
十
二
銭
に
賦
課
期
日
に
そ
の
世
帯
に
属
す
る
被
保
険
者
の
数
を
乗
じ
て
得
た
額
と
こ

の
項
の
規
定
に
よ
る
控
除
を
す
る
前
の
当
該
世
帯
に
属
す
る
被
保
険
者
に
係
る
基
礎
控
除
後
の
総
所
得
金
額
等

の
合
計
額
に
〇
・
〇
二
五
四
四
〇
九
三
二
九
五
〇
を
乗
じ
て
得
た
額
と
の
合
計
額
が
二
十
四
万
円
を
超
え
る
世

帯
が
あ
る
と
き
は
、
第
一
項
第
二
号
ロ
に
お
け
る
基
礎
控
除
後
の
総
所
得
金
額
等
の
計
算
上
、
当
該
世
帯
ご
と

に
次
の
式
に
よ
り
算
定
し
た
額
の
合
計
額
を
、
控
除
す
る
も
の
と
す
る
。

３

一
万
三
千
二
百
九
十
一
円
六
十
五
銭
に
賦
課
期
日
に
そ
の
世
帯
に
属
す
る
被
保
険
者
の
数
を
乗
じ
て
得
た
額

と
こ
の
項
の
規
定
に
よ
る
控
除
を
す
る
前
の
当
該
世
帯
に
属
す
る
被
保
険
者
に
係
る
基
礎
控
除
後
の
総
所
得
金

額
等
の
合
計
額
に
〇
・
〇
二
四
四
三
二
六
一
二
四
七
〇
を
乗
じ
て
得
た
額
と
の
合
計
額
が
二
十
四
万
円
を
超
え

る
世
帯
が
あ
る
と
き
は
、
第
一
項
第
二
号
ロ
に
お
け
る
基
礎
控
除
後
の
総
所
得
金
額
等
の
計
算
上
、
当
該
世
帯

ご
と
に
次
の
式
に
よ
り
算
定
し
た
額
の
合
計
額
を
、
控
除
す
る
も
の
と
す
る
。

当
該
世
帯
に
属
す
る
被
保
険
者
に
係
る

基
礎
控
除
後
の
総
所
得
金
額
等
の
合
計
額
－

240000円
－
14160円

52銭






×
賦
課
期
日
に
当
該
世
帯
に

属
す
る
被
保
険
者
の
数

0025440932950








当
該
世
帯
に
属
す
る
被
保
険
者
に
係
る

基
礎
控
除
後
の
総
所
得
金
額
等
の
合
計
額

240000円
－
13291円

65銭






×
賦
課
期
日
に
当
該
世
帯
に

属
す
る
被
保
険
者
の
数

0024432612470








－
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４

一
万
五
千
八
百
三
十
二
円
七
十
銭
に
賦
課
期
日
に
そ
の
世
帯
に
属
す
る
介
護
納
付
金
賦
課
被
保
険
者
の
数
を

乗
じ
て
得
た
額
と
こ
の
項
の
規
定
に
よ
る
控
除
を
す
る
前
の
当
該
世
帯
に
属
す
る
介
護
納
付
金
賦
課
被
保
険
者

に
係
る
基
礎
控
除
後
の
総
所
得
金
額
等
の
合
計
額
に
〇
・
〇
二
一
四
三
七
〇
七
四
五
三
一
を
乗
じ
て
得
た
額
と

の
合
計
額
が
十
七
万
円
を
超
え
る
世
帯
が
あ
る
と
き
は
、
第
一
項
第
三
号
ロ
に
お
け
る
基
礎
控
除
後
の
総
所
得

金
額
等
の
計
算
上
、
当
該
世
帯
ご
と
に
次
の
式
に
よ
り
算
定
し
た
額
の
合
計
額
を
、
控
除
す
る
も
の
と
す
る
。

４

一
万
六
千
二
十
円
二
十
三
銭
に
賦
課
期
日
に
そ
の
世
帯
に
属
す
る
介
護
納
付
金
賦
課
被
保
険
者
の
数
を
乗
じ

て
得
た
額
と
こ
の
項
の
規
定
に
よ
る
控
除
を
す
る
前
の
当
該
世
帯
に
属
す
る
介
護
納
付
金
賦
課
被
保
険
者
に
係

る
基
礎
控
除
後
の
総
所
得
金
額
等
の
合
計
額
に
〇
・
〇
二
二
四
二
五
〇
六
二
一
〇
〇
を
乗
じ
て
得
た
額
と
の
合

計
額
が
十
七
万
円
を
超
え
る
世
帯
が
あ
る
と
き
は
、
第
一
項
第
三
号
ロ
に
お
け
る
基
礎
控
除
後
の
総
所
得
金
額

等
の
計
算
上
、
当
該
世
帯
ご
と
に
次
の
式
に
よ
り
算
定
し
た
額
の
合
計
額
を
、
控
除
す
る
も
の
と
す
る
。

当
該
世
帯
に
属
す
る
介
護
納
付
金
賦
課
被
保
険
者

に
係
る
基
礎
控
除
後
の
総
所
得
金
額
等
の
合
計
額
－

170000円
－
15832円

70銭






×
賦
課
期
日
に
当
該
世
帯
に
属
す
る

介
護
納
付
金
賦
課
被
保
険
者
の
数

0021437074531








当
該
世
帯
に
属
す
る
介
護
納
付
金
賦
課
被
保
険
者

に
係
る
基
礎
控
除
後
の
総
所
得
金
額
等
の
合
計
額

170000円
－
16020円

23銭






×
賦
課
期
日
に
当
該
世
帯
に
属
す
る

介
護
納
付
金
賦
課
被
保
険
者
の
数

0022425062100








－

（
市
町
村
調
整
対
象
需
要
額
の
算
定
方
法
）

（
市
町
村
調
整
対
象
需
要
額
の
算
定
方
法
）

第
七
条

市
町
村
調
整
対
象
需
要
額
は
、
次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
と
す
る
。

第
七
条

市
町
村
調
整
対
象
需
要
額
は
、
次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
と
す
る
。

一

イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
額
の
合
算
額
か
ら
ハ
及
び
ニ
に
掲
げ
る
額
を
控
除
し
た
額

一

イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
額
の
合
算
額
か
ら
ハ
及
び
ニ
に
掲
げ
る
額
を
控
除
し
た
額

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

ハ

イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
額
の
合
算
額
（
当
該
年
度
の
前
年
度
の
一
月
一
日
か
ら
当
該
年
度
の
十
二
月
三
十

一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
前
期
高
齢
者
交
付
金
が
あ
る
都
道
府
県
内
の
市
町
村
に
あ
つ
て
は
、
前
期
高
齢

者
交
付
金
按
分
額
を
控
除
し
た
額
）
か
ら
当
該
年
度
に
お
け
る
当
該
市
町
村
に
係
る
第
四
条
第
一
項
第
一

号
ハ

に
掲
げ
る
額
を
控
除
し
た
額
の
百
分
の
四
十
一
に
相
当
す
る
額

ハ

イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
額
の
合
算
額
（
当
該
年
度
の
前
年
度
の
一
月
一
日
か
ら
当
該
年
度
の
十
二
月
三
十

一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
前
期
高
齢
者
交
付
金
が
あ
る
都
道
府
県
内
の
市
町
村
に
あ
つ
て
は
、
前
期
高
齢

者
交
付
金
按
分
額
を
控
除
し
た
額
）
か
ら
当
該
年
度
に
お
け
る
当
該
市
町
村
に
係
る
第
四
条
第
一
項
第
一

号
ハ

及
び

に
掲
げ
る
額
を
控
除
し
た
額
の
百
分
の
四
十
一
に
相
当
す
る
額

ニ

（
略
）

ニ

（
略
）

二

イ
に
掲
げ
る
額
か
ら
ロ
及
び
ハ
に
掲
げ
る
額
の
合
算
額
を
控
除
し
て
得
た
額

二

イ
に
掲
げ
る
額
か
ら
ロ
及
び
ハ
に
掲
げ
る
額
の
合
算
額
を
控
除
し
て
得
た
額

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

イ
に
掲
げ
る
額
か
ら
当
該
年
度
に
お
け
る
当
該
市
町
村
に
係
る
第
四
条
第
一
項
第
二
号
ロ

に
掲
げ
る

額
を
控
除
し
た
額
の
百
分
の
四
十
一
に
相
当
す
る
額

ロ

イ
に
掲
げ
る
額
か
ら
当
該
年
度
に
お
け
る
当
該
市
町
村
に
係
る
第
四
条
第
一
項
第
二
号
ロ

及
び

に

掲
げ
る
額
を
控
除
し
た
額
の
百
分
の
四
十
一
に
相
当
す
る
額

ハ

（
略
）

ハ

（
略
）

三

（
略
）

三

（
略
）

２
〜
６

（
略
）

２
〜
６

（
略
）

附

則

附

則

（
令
和
六
年
度
に
お
け
る
基
礎
賦
課
基
準
応
益
割
額
、
基
礎
賦
課
基
準
応
能
割
率
及
び
介
護
納
付
金
賦
課
被
保

険
者
に
係
る
基
礎
控
除
後
の
総
所
得
金
額
等
の
算
定
の
特
例
）

（
令
和
五
年
度
に
お
け
る
基
礎
賦
課
基
準
応
益
割
額
、
基
礎
賦
課
基
準
応
能
割
率
及
び
介
護
納
付
金
賦
課
被
保

険
者
に
係
る
基
礎
控
除
後
の
総
所
得
金
額
等
の
算
定
の
特
例
）

第
六
条

令
和
六
年
度
に
お
け
る
調
整
対
象
収
入
額
に
つ
い
て
は
、
第
五
条
第
二
項
中
「当

該
都
道
府
県
の
基
礎

賦
課
基
準
応
益
割
額

」
と
あ
る
の
は
「前

項
第
一
号
イ
中

「
五
万
千
七
百
二
十
円
六
十
八
銭
」とあ

る
の
は

「
五

万
二
千
二
百
十
四
円
七
十
七
銭
」と

、「
0370234749






」

と
あ
る
の
は
「
0382315733






」

と
読
み
替
え
て
同
号

イ
の
規
定
を
適
用
し
て
算
定
し
た
当
該
都
道
府
県
の
基
礎
賦
課
基
準
応
益
割
額
」

と
、

「
当
該
都
道
府
県
の
基
礎

賦
課
基
準
応
能
割
率
」

と
あ
る
の
は「

前
項
第
一
号
ロ
中

「
〇
・
〇
九
二
一
二
三
二
七
〇
四
六
八
二
〇
〇
」と

あ
る
の
は

「
〇
・
〇
九
三
二
一
五
二
五
〇
九
四
五
」と、「

00000006594506








」と

あ
る
の
は「
00000006825206








」

と
読
み
替
え
て
同
号
ロ
の
規
定
を
適
用
し
て
算
定
し
た
当
該
都
道
府
県
の
基
礎
賦
課
基
準
応
能
割
率
」

と
し
、

同
条
第
三
項
中
「
一
万
四
千
百
六
十
円
五
十
二
銭
」
と
あ
る
の
は
「
一
万
四
千
二
百
二
十
二
円
二
十
二
銭
」と
、

「
〇
・
〇
二
五
四
四
〇
九
三
二
九
五
〇
」
と
あ
る
の
は
「
〇
・
〇
二
五
三
一
五
〇
九
八
三
四
七
」
と
、

「
14160





円
52銭




」

と
あ
る
の
は「

14222円
22銭






」

と
、

「
0025440932950







」

と
あ
る
の
は「

0025315098347







」

と

第
六
条

令
和
五
年
度
に
お
け
る
調
整
対
象
収
入
額
に
つ
い
て
は
、
第
五
条
第
二
項
中「

当
該
都
道
府
県
の
基
礎

賦
課
基
準
応
益
割
額
」

と
あ
る
の
は「

前
項
第
一
号
イ
中

「
五
万
二
千
九
百
六
円
九
十
六
銭
」とあ

る
の
は

「
五

万
四
千
三
百
九
円
十
四
銭
」と

、「
0379778622






」

と
あ
る
の
は
「
0388911349






」

と
読
み
替
え
て
同
号
イ
の

規
定
を
適
用
し
て
算
定
し
た
当
該
都
道
府
県
の
基
礎
賦
課
基
準
応
益
割
額
」

と
、

「
当
該
都
道
府
県
の
基
礎
賦
課

基
準
応
能
割
率
」

と
あ
る
の
は「前

項
第
一
号
ロ
中

「
〇
・
〇
九
六
九
五
五
四
六
九
二
五
二
」とあ

る
の
は

「
〇
・

一
〇
〇
二
七
三
〇
四
九
九
二
八
」と

、「
00000006959692








」

と
あ
る
の
は
「
0000000718062







」

と
読
み
替
え

て
同
号
ロ
の
規
定
を
適
用
し
て
算
定
し
た
当
該
都
道
府
県
の
基
礎
賦
課
基
準
応
能
割
率
」

と
し
、
同
条
第
三
項

中
「
一
万
三
千
二
百
九
十
一
円
六
十
五
銭
」
と
あ
る
の
は
「
一
万
三
千
二
百
四
十
二
円
五
十
銭
」
と
、「
〇
・
〇

二
四
四
三
二
六
一
二
四
七
〇
」
と
あ
る
の
は
「
〇
・
〇
二
四
四
一
一
七
三
四
八
」
と
、

「
13291円

65銭






」

と
あ

る
の
は「

13242円
50銭






」
と
、

「
0024432612470







」

と
あ
る
の
は「

00244117348






」

と
し
、
同
条
第
四
項

令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報



附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
国
民
健
康
保
険
の
調
整
交
付
金
等
の
交
付
額
の
算
定
に
関
す
る
省
令
の
規
定
は
、
令
和
六
年
度
分
の
調
整
交
付
金
（
国
民
健
康
保
険
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
九

十
二
号
）
第
七
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
調
整
交
付
金
を
い
う
。）か
ら
適
用
す
る
。

し
、
同
条
第
四
項
中
「
一
万
五
千
八
百
三
十
二
円
七
十
銭
」
と
あ
る
の
は
「
一
万
五
千
六
百
五
十
五
円
九
十
七

銭
」
と
、「
〇
・
〇
二
一
四
三
七
〇
七
四
五
三
一
」
と
あ
る
の
は
「
〇
・
〇
二
二
〇
九
四
六
五
九
九
七
六
」と
、

「
15832円

70銭






」

と
あ
る
の
は「15655円

97銭






」

と
、

「
0021437074531







」

と
あ
る
の
は「0022094659976







」

と
す
る
。

中
「
一
万
六
千
二
十
円
二
十
三
銭
」
と
あ
る
の
は
「
一
万
五
千
八
百
八
円
六
十
銭
」
と
、「
〇
・
〇
二
二
四
二
五

〇
六
二
一
〇
〇
」
と
あ
る
の
は
「
〇
・
〇
二
二
八
〇
五
五
八
九
〇
三
」
と
、

「
16020円

23銭






」

と
あ
る
の
は

「
15808円

60銭






」

と
、

「
0022425062100







」

と
あ
る
の
は「

002280558903







」

と
す
る
。

健
康
保
険
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
健
康
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

健
康
保
険
法
施
行
規
則
（
大
正
十
五
年
内
務
省
令
第
三
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
新
規
適
用
事
業
所
の
届
出
）

（
新
規
適
用
事
業
所
の
届
出
）

第
十
九
条

初
め
て
法
第
三
条
第
三
項
に
規
定
す
る
適
用
事
業
所
と
な
っ
た
事
業
所
の
事
業
主
は
、
当
該
事
実
が

あ
っ
た
日
か
ら
五
日
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
厚
生
労
働
大
臣
（
初
め
て
適
用
事
業
所

と
な
っ
た
と
同
時
に
当
該
適
用
事
業
所
を
健
康
保
険
組
合
の
設
立
に
係
る
適
用
事
業
所
と
し
よ
う
と
す
る
と
き

は
、
健
康
保
険
組
合
）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
す
る

事
業
所
が
同
時
に
厚
生
年
金
保
険
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
初
め
て
適
用
事
業
所
と
な
っ
た
と
き
は
、

当
該
届
書
に
そ
の
旨
を
付
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
九
条

初
め
て
法
第
三
条
第
三
項
に
規
定
す
る
適
用
事
業
所
と
な
っ
た
事
業
所
の
事
業
主
は
、
当
該
事
実
が

あ
っ
た
日
か
ら
五
日
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
厚
生
労
働
大
臣
（
初
め
て
適
用
事
業
所

と
な
っ
た
と
同
時
に
当
該
適
用
事
業
所
を
健
康
保
険
組
合
の
設
立
に
係
る
適
用
事
業
所
と
し
よ
う
と
す
る
と
き

は
、
健
康
保
険
組
合
）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
す
る

事
業
所
が
同
時
に
厚
生
年
金
保
険
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
初
め
て
適
用
事
業
所
と
な
っ
た
と
き
は
、

当
該
届
書
に
そ
の
旨
を
付
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

事
業
主
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

三

事
業
主
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

イ

法
人
番
号
（
番
号
利
用
法
第
二
条
第
十
六
項
に
規
定
す
る
法
人
番
号
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）又
は
会
社

法
人
等
番
号
（
商
業
登
記
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
二
十
五
号
）
第
七
条
に
規
定
す
る
会
社
法
人
等

番
号
を
い
う
。）

イ

法
人
番
号
（
番
号
利
用
法
第
二
条
第
十
五
項
に
規
定
す
る
法
人
番
号
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）又
は
会
社

法
人
等
番
号
（
商
業
登
記
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
二
十
五
号
）
第
七
条
に
規
定
す
る
会
社
法
人
等

番
号
を
い
う
。）

ロ
・
ハ

（
略
）

ロ
・
ハ

（
略
）

四

（
略
）

四

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
船
員
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

船
員
保
険
法
施
行
規
則
（
昭
和
十
五
年
厚
生
省
令
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
新
規
船
舶
所
有
者
の
届
出
）

（
新
規
船
舶
所
有
者
の
届
出
）

第
四
条

法
第
三
条
に
規
定
す
る
船
舶
所
有
者
と
な
っ
た
者
は
、
当
該
事
実
が
あ
っ
た
日
か
ら
十
日
以
内
に
、
次

に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
す
る
船
舶
が
同
時
に
厚
生
年
金
保
険
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
五
号
）
第
六
条

第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
同
項
の
適
用
事
業
所
（
同
法
第
二
条
の
五
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
第
一
号

厚
生
年
金
被
保
険
者
（
以
下
「
第
一
号
厚
生
年
金
被
保
険
者
」
と
い
う
。）に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。）

と
な
っ
た
と
き
は
、
当
該
届
書
に
そ
の
旨
を
付
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
条

法
第
三
条
に
規
定
す
る
船
舶
所
有
者
と
な
っ
た
者
は
、
当
該
事
実
が
あ
っ
た
日
か
ら
十
日
以
内
に
、
次

に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
す
る
船
舶
が
同
時
に
厚
生
年
金
保
険
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
五
号
）
第
六
条

第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
同
項
の
適
用
事
業
所
（
同
法
第
二
条
の
五
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
第
一
号

厚
生
年
金
被
保
険
者
（
以
下
「
第
一
号
厚
生
年
金
被
保
険
者
」
と
い
う
。）に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。）

と
な
っ
た
と
き
は
、
当
該
届
書
に
そ
の
旨
を
付
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
〜
四

（
略
）

一
〜
四

（
略
）

令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報
〇
厚
生
労
働
省
令
第
三
十
六
号

情
報
通
信
技
術
の
活
用
に
よ
る
行
政
手
続
等
に
係
る
関
係
者
の
利
便
性
の
向
上
並
び
に
行
政
運
営
の
簡
素
化
及
び
効
率
化
を
図
る
た
め
の
デ
ジ
タ
ル
社
会
形
成
基
本
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
四
十
六
号
）
の
施
行

に
伴
い
、
及
び
関
係
法
令
の
規
定
に
基
づ
き
、
健
康
保
険
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

厚
生
労
働
大
臣

福
岡

資
麿





五

船
舶
所
有
者
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

五

船
舶
所
有
者
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

イ

法
人
番
号（
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律（
平

成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
七
号
）
第
二
条
第
十
六
項
に
規
定
す
る
法
人
番
号
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）又
は

会
社
法
人
等
番
号
（
商
業
登
記
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
二
十
五
号
）
第
七
条
に
規
定
す
る
会
社
法

人
等
番
号
を
い
う
。）

イ

法
人
番
号（
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律（
平

成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
七
号
）
第
二
条
第
十
五
項
に
規
定
す
る
法
人
番
号
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）又
は

会
社
法
人
等
番
号
（
商
業
登
記
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
二
十
五
号
）
第
七
条
に
規
定
す
る
会
社
法

人
等
番
号
を
い
う
。）

ロ
・
ハ

（
略
）

ロ
・
ハ

（
略
）

六

（
略
）

六

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条

厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
厚
生
省
令
第
三
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
新
規
適
用
事
業
所
の
届
出
）

（
新
規
適
用
事
業
所
の
届
出
）

第
十
三
条

法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
初
め
て
適
用
事
業
所
（
第
一
号
厚
生
年
金
被
保
険
者
に
係
る
も
の

に
限
る
。
以
下
同
じ
。）と
な
つ
た
事
業
所
の
事
業
主
（
船
舶
所
有
者
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。）

は
、
当
該
事
実
が
あ
つ
た
日
か
ら
五
日
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
機
構
に
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
三
条

法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
初
め
て
適
用
事
業
所
（
第
一
号
厚
生
年
金
被
保
険
者
に
係
る
も
の

に
限
る
。
以
下
同
じ
。）と
な
つ
た
事
業
所
の
事
業
主
（
船
舶
所
有
者
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。）

は
、
当
該
事
実
が
あ
つ
た
日
か
ら
五
日
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
機
構
に
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

事
業
主
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

三

事
業
主
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

イ

法
人
番
号
（
番
号
利
用
法
第
二
条
第
十
六
項
に
規
定
す
る
法
人
番
号
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）又
は
会
社

法
人
等
番
号
（
商
業
登
記
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
二
十
五
号
）
第
七
条
に
規
定
す
る
会
社
法
人
等

番
号
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）

イ

法
人
番
号
（
番
号
利
用
法
第
二
条
第
十
五
項
に
規
定
す
る
法
人
番
号
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）又
は
会
社

法
人
等
番
号
（
商
業
登
記
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
二
十
五
号
）
第
七
条
に
規
定
す
る
会
社
法
人
等

番
号
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）

ロ
・
ハ

（
略
）

ロ
・
ハ

（
略
）

四

（
略
）

四

（
略
）

２
〜
６

（
略
）

２
〜
６

（
略
）

（
情
報
の
提
供
の
求
め
）

（
情
報
の
提
供
の
求
め
）

第
百
三
十
条

厚
生
労
働
大
臣
は
、
個
人
番
号
利
用
事
務
（
番
号
利
用
法
第
二
条
第
十
一
項
に
規
定
す
る
個
人
番

号
利
用
事
務
を
い
う
。）を
適
切
か
つ
円
滑
に
処
理
す
る
た
め
、
事
業
主
に
対
し
、
被
保
険
者
に
係
る
個
人
番
号

そ
の
他
の
事
項
に
つ
い
て
情
報
の
提
供
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
百
三
十
条

厚
生
労
働
大
臣
は
、
個
人
番
号
利
用
事
務
（
番
号
利
用
法
第
二
条
第
十
項
に
規
定
す
る
個
人
番
号

利
用
事
務
を
い
う
。）を
適
切
か
つ
円
滑
に
処
理
す
る
た
め
、
事
業
主
に
対
し
、
被
保
険
者
に
係
る
個
人
番
号
そ

の
他
の
事
項
に
つ
い
て
情
報
の
提
供
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
国
民
年
金
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
四
条

国
民
年
金
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
厚
生
省
令
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
情
報
の
提
供
の
求
め
）

（
情
報
の
提
供
の
求
め
）

第
百
三
十
四
条

厚
生
労
働
大
臣
は
、
個
人
番
号
利
用
事
務
（
番
号
利
用
法
第
二
条
第
十
一
項
に
規
定
す
る
個
人

番
号
利
用
事
務
を
い
う
。）を
適
切
か
つ
円
滑
に
処
理
す
る
た
め
、
厚
生
年
金
保
険
法
第
二
十
七
条
に
規
定
す
る

事
業
主
及
び
共
済
組
合
等
に
対
し
、
第
三
号
被
保
険
者
に
係
る
個
人
番
号
そ
の
他
の
事
項
に
つ
い
て
情
報
の
提

供
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
百
三
十
四
条

厚
生
労
働
大
臣
は
、
個
人
番
号
利
用
事
務
（
番
号
利
用
法
第
二
条
第
十
項
に
規
定
す
る
個
人
番

号
利
用
事
務
を
い
う
。）を
適
切
か
つ
円
滑
に
処
理
す
る
た
め
、
厚
生
年
金
保
険
法
第
二
十
七
条
に
規
定
す
る
事

業
主
及
び
共
済
組
合
等
に
対
し
、
第
三
号
被
保
険
者
に
係
る
個
人
番
号
そ
の
他
の
事
項
に
つ
い
て
情
報
の
提
供

を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報



（
労
働
保
険
の
保
険
料
の
徴
収
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
五
条

労
働
保
険
の
保
険
料
の
徴
収
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
八
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
保
険
関
係
の
成
立
の
届
出
）

（
保
険
関
係
の
成
立
の
届
出
）

第
四
条

法
第
四
条
の
二
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
四
条

法
第
四
条
の
二
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
〜
七

（
略
）

一
〜
七

（
略
）

八

事
業
主
が
法
人
番
号
（
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る

法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
七
号
）第
二
条
第
十
六
項
に
規
定
す
る
法
人
番
号
を
い
う
。以
下
同
じ
。）

を
有
す
る
場
合
に
は
、
当
該
事
業
主
の
法
人
番
号

八

事
業
主
が
法
人
番
号
（
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る

法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
七
号
）第
二
条
第
十
五
項
に
規
定
す
る
法
人
番
号
を
い
う
。以
下
同
じ
。）

を
有
す
る
場
合
に
は
、
当
該
事
業
主
の
法
人
番
号

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
六
条

感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
年
厚
生
省
令
第
九
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
匿
名
感
染
症
関
連
情
報
の
提
供
に
係
る
手
続
等
）

（
匿
名
感
染
症
関
連
情
報
の
提
供
に
係
る
手
続
等
）

第
三
十
一
条
の
四
十
四

法
第
五
十
六
条
の
四
十
一
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
匿
名
感
染
症
関
連
情
報
（
同
項
に
規

定
す
る
匿
名
感
染
症
関
連
情
報
を
い
う
。以
下
同
じ
。）の
提
供
を
受
け
よ
う
と
す
る
同
項
各
号
に
掲
げ
る
者（
当

該
提
供
を
受
け
よ
う
と
す
る
同
項
各
号
に
掲
げ
る
者
が
複
数
あ
る
と
き
は
、
当
該
複
数
の
者
。
以
下
「
提
供
申

出
者
」
と
い
う
。）は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
（
以
下
「
提
供
申
出
書
」
と
い
う
。）に
、
厚
生
労

働
大
臣
が
当
該
匿
名
感
染
症
関
連
情
報
の
提
供
に
係
る
事
務
処
理
の
た
め
に
必
要
と
認
め
る
資
料
を
添
付
し

て
、
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
匿
名
感
染
症
関
連
情
報
の
提
供
の
申
出
を
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

第
三
十
一
条
の
四
十
四

法
第
五
十
六
条
の
四
十
一
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
匿
名
感
染
症
関
連
情
報
（
同
項
に
規

定
す
る
匿
名
感
染
症
関
連
情
報
を
い
う
。以
下
同
じ
。）の
提
供
を
受
け
よ
う
と
す
る
同
項
各
号
に
掲
げ
る
者（
当

該
提
供
を
受
け
よ
う
と
す
る
同
項
各
号
に
掲
げ
る
者
が
複
数
あ
る
と
き
は
、
当
該
複
数
の
者
。
以
下
「
提
供
申

出
者
」
と
い
う
。）は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
（
以
下
「
提
供
申
出
書
」
と
い
う
。）に
、
厚
生
労

働
大
臣
が
当
該
匿
名
感
染
症
関
連
情
報
の
提
供
に
係
る
事
務
処
理
の
た
め
に
必
要
と
認
め
る
資
料
を
添
付
し

て
、
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
匿
名
感
染
症
関
連
情
報
の
提
供
の
申
出
を
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

提
供
申
出
者
が
法
人
等
（
法
人
そ
の
他
の
団
体
で
代
表
者
又
は
管
理
人
の
定
め
が
あ
る
も
の
を
い
う
。
以

下
同
じ
。）で
あ
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

二

提
供
申
出
者
が
法
人
等
（
法
人
そ
の
他
の
団
体
で
代
表
者
又
は
管
理
人
の
定
め
が
あ
る
も
の
を
い
う
。
以

下
同
じ
。）で
あ
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

イ

当
該
法
人
等
の
名
称
、
住
所
及
び
法
人
番
号
（
番
号
利
用
法
第
二
条
第
十
六
項
に
規
定
す
る
法
人
番
号

を
い
う
。）

イ

当
該
法
人
等
の
名
称
、
住
所
及
び
法
人
番
号
（
番
号
利
用
法
第
二
条
第
十
五
項
に
規
定
す
る
法
人
番
号

を
い
う
。）

ロ

（
略
）

ロ

（
略
）

三
〜
十
二

（
略
）

三
〜
十
二

（
略
）

２
〜
７

（
略
）

２
〜
７

（
略
）

（
介
護
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
七
条

介
護
保
険
法
施
行
規
則
（
平
成
十
一
年
厚
生
省
令
第
三
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

別
表
第
一
（
第
百
四
十
条
の
四
十
五
、
第
百
四
十
条
の
四
十
七
関
係
）

別
表
第
一
（
第
百
四
十
条
の
四
十
五
、
第
百
四
十
条
の
四
十
七
関
係
）

一

事
業
所
又
は
施
設
（
以
下
こ
の
表
及
び
次
表
に
お
い
て
「
事
業
所
等
」
と
い
う
。）を
運
営
す
る
法
人
又
は
法

人
で
な
い
病
院
、
診
療
所
若
し
く
は
薬
局
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
法
人
等
」
と
い
う
。）に
関
す
る
事
項

一

事
業
所
又
は
施
設
（
以
下
こ
の
表
及
び
次
表
に
お
い
て
「
事
業
所
等
」
と
い
う
。）を
運
営
す
る
法
人
又
は
法

人
で
な
い
病
院
、
診
療
所
若
し
く
は
薬
局
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
法
人
等
」
と
い
う
。）に
関
す
る
事
項

イ

法
人
等
の
名
称
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
、番
号
利
用
法
第
二
条
第
十
六
項
に
規
定
す
る
法
人
番
号（
番

号
利
用
法
第
四
十
二
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。）及
び
電
話
番
号
そ
の
他
の
連
絡

先

イ

法
人
等
の
名
称
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
、番
号
利
用
法
第
二
条
第
十
五
項
に
規
定
す
る
法
人
番
号（
番

号
利
用
法
第
四
十
二
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。）及
び
電
話
番
号
そ
の
他
の
連
絡

先

ロ
〜
ホ

（
略
）

ロ
〜
ホ

（
略
）

二
〜
六

（
略
）

二
〜
六

（
略
）

令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報 



（
厚
生
労
働
省
関
係
石
綿
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
八
条

厚
生
労
働
省
関
係
石
綿
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
令
第
三
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
一
般
拠
出
金
申
告
書
）

（
一
般
拠
出
金
申
告
書
）

第
二
条
の
二

法
第
三
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準
用
す
る
徴
収
法
第
十
九
条
第
一
項
及
び
第

二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
二
条
の
二

法
第
三
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準
用
す
る
徴
収
法
第
十
九
条
第
一
項
及
び
第

二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
〜
五

（
略
）

一
〜
五

（
略
）

六

労
災
保
険
適
用
事
業
主
が
法
人
番
号
（
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利

用
等
に
関
す
る
法
律（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
七
号
第
二
条
第
十
六
項
に
規
定
す
る
法
人
番
号
を
い
う
。

を
有
す
る
場
合
に
は
、
当
該
労
災
保
険
適
用
事
業
主
の
法
人
番
号

六

労
災
保
険
適
用
事
業
主
が
法
人
番
号
（
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利

用
等
に
関
す
る
法
律（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
七
号
第
二
条
第
十
五
項
に
規
定
す
る
法
人
番
号
を
い
う
。

を
有
す
る
場
合
に
は
、
当
該
労
災
保
険
適
用
事
業
主
の
法
人
番
号

２

（
略
）

２

（
略
）

（
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
九
条

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
九
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
二
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
匿
名
医
療
保
険
等
関
連
情
報
の
提
供
に
係
る
手
続
等
）

（
匿
名
医
療
保
険
等
関
連
情
報
の
提
供
に
係
る
手
続
等
）

第
五
条
の
五

法
第
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
匿
名
医
療
保
険
等
関
連
情
報
（
同
項
に
規
定
す
る
匿
名

医
療
保
険
等
関
連
情
報
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）の
提
供
を
受
け
よ
う
と
す
る
同
項
各
号
に
掲
げ
る
者
（
当
該
提

供
を
受
け
よ
う
と
す
る
同
項
各
号
に
掲
げ
る
者
が
複
数
あ
る
と
き
は
、
当
該
複
数
の
者
。
以
下「
提
供
申
出
者
」

と
い
う
。）は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
（
以
下
「
提
供
申
出
書
」
と
い
う
。）に
、
厚
生
労
働
大
臣

が
当
該
匿
名
医
療
保
険
等
関
連
情
報
の
提
供
に
係
る
事
務
処
理
の
た
め
に
必
要
と
認
め
る
資
料
を
添
付
し
て
、

厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
匿
名
医
療
保
険
等
関
連
情
報
の
提
供
の
申
出
を
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

第
五
条
の
五

法
第
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
匿
名
医
療
保
険
等
関
連
情
報
（
同
項
に
規
定
す
る
匿
名

医
療
保
険
等
関
連
情
報
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）の
提
供
を
受
け
よ
う
と
す
る
同
項
各
号
に
掲
げ
る
者
（
当
該
提

供
を
受
け
よ
う
と
す
る
同
項
各
号
に
掲
げ
る
者
が
複
数
あ
る
と
き
は
、
当
該
複
数
の
者
。
以
下「
提
供
申
出
者
」

と
い
う
。）は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
（
以
下
「
提
供
申
出
書
」
と
い
う
。）に
、
厚
生
労
働
大
臣

が
当
該
匿
名
医
療
保
険
等
関
連
情
報
の
提
供
に
係
る
事
務
処
理
の
た
め
に
必
要
と
認
め
る
資
料
を
添
付
し
て
、

厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
匿
名
医
療
保
険
等
関
連
情
報
の
提
供
の
申
出
を
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

提
供
申
出
者
が
法
人
等
（
法
人
そ
の
他
の
団
体
で
代
表
者
又
は
管
理
人
の
定
め
が
あ
る
も
の
を
い
う
。
以

下
同
じ
。）で
あ
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

二

提
供
申
出
者
が
法
人
等
（
法
人
そ
の
他
の
団
体
で
代
表
者
又
は
管
理
人
の
定
め
が
あ
る
も
の
を
い
う
。
以

下
同
じ
。）で
あ
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

イ

当
該
法
人
等
の
名
称
、
住
所
及
び
法
人
番
号
（
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の

番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
七
号
）
第
二
条
第
十
六
項
に
規
定
す
る
法

人
番
号
を
い
う
。）

イ

当
該
法
人
等
の
名
称
、
住
所
及
び
法
人
番
号
（
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の

番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
七
号
）
第
二
条
第
十
五
項
に
規
定
す
る
法

人
番
号
を
い
う
。）

ロ

（
略
）

ロ

（
略
）

三
〜
十
二

（
略
）

三
〜
十
二

（
略
）

２
〜
７

（
略
）

２
〜
７

（
略
）

附

則

こ
の
省
令
は
、
情
報
通
信
技
術
の
活
用
に
よ
る
行
政
手
続
等
に
係
る
関
係
者
の
利
便
性
の
向
上
並
び
に
行
政
運
営
の
簡
素
化
及
び
効
率
化
を
図
る
た
め
の
デ
ジ
タ
ル
社
会
形
成
基
本
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲

げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
令
和
七
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報



雇
用
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
厚
生
労
働
省
関
係
省
令
の
整
備
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

雇
用
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
厚
生
労
働
省
関
係
省
令
の
整
備
に
関
す
る
省
令
（
平
成
二
十
一
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
六
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。（

傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

附

則

附

則

（
船
員
保
険
の
介
護
料
の
額
に
関
す
る
経
過
措
置
）

（
船
員
保
険
の
介
護
料
の
額
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
一
条
の
二

雇
用
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
等
及
び
経
過

措
置
に
関
す
る
政
令
（
平
成
二
十
一
年
政
令
第
二
百
九
十
六
号
。
次
項
に
お
い
て
「
整
備
政
令
」
と
い
う
。）第

五
十
七
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
雇
用
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律（
平
成
十
九
年
法
律
第
三
十
号
。

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
改
正
法
」
と
い
う
。）附
則
第
三
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
も
の

と
さ
れ
た
改
正
法
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
船
員
保
険
法
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て「
旧
船
員
保
険
法
」

と
い
う
。）の
規
定
に
よ
る
介
護
料
の
月
額
と
し
て
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
船
員
保
険
法
施
行
規
則

（
以
下
「
旧
船
員
保
険
法
施
行
規
則
」
と
い
う
。）第
七
十
六
条
ノ
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
額
に
乗

じ
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
率
は
、第
一
号
に
掲
げ
る
額
を
第
二
号
に
掲
げ
る
額
で
除
し
て
得
た
率
と
す
る
。

第
一
条
の
二

雇
用
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
等
及
び
経
過

措
置
に
関
す
る
政
令
（
平
成
二
十
一
年
政
令
第
二
百
九
十
六
号
。
次
項
に
お
い
て
「
整
備
政
令
」
と
い
う
。）第

五
十
七
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
雇
用
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律（
平
成
十
九
年
法
律
第
三
十
号
。

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
改
正
法
」
と
い
う
。）附
則
第
三
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
も
の

と
さ
れ
た
改
正
法
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
船
員
保
険
法
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て「
旧
船
員
保
険
法
」

と
い
う
。）の
規
定
に
よ
る
介
護
料
の
月
額
と
し
て
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
船
員
保
険
法
施
行
規
則

（
以
下
「
旧
船
員
保
険
法
施
行
規
則
」
と
い
う
。）第
七
十
六
条
ノ
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
額
に
乗

じ
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
率
は
、第
一
号
に
掲
げ
る
額
を
第
二
号
に
掲
げ
る
額
で
除
し
て
得
た
率
と
す
る
。

一

次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
介
護
に
要
す
る
費
用
の
支
出
に
関
す
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
か
ら
ハ
ま

で
に
掲
げ
る
額

一

次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
介
護
に
要
す
る
費
用
の
支
出
に
関
す
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
か
ら
ハ
ま

で
に
掲
げ
る
額

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

そ
の
月
に
お
い
て
介
護
に
要
す
る
費
用
を
支
出
し
て
介
護
を
受
け
た
日
が
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
介
護
に

要
す
る
費
用
と
し
て
支
出
さ
れ
た
費
用
の
額
が
八
万
五
千
四
百
九
十
円
に
満
た
な
い
と
き

八
万
五
千
四

百
九
十
円
（
支
給
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
月
に
お
い
て
は
、
介
護
に
要
す
る
費
用
と
し
て
支
出
さ
れ
た
額

と
す
る
。）

ロ

そ
の
月
に
お
い
て
介
護
に
要
す
る
費
用
を
支
出
し
て
介
護
を
受
け
た
日
が
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
介
護
に

要
す
る
費
用
と
し
て
支
出
さ
れ
た
費
用
の
額
が
八
万
千
二
百
九
十
円
に
満
た
な
い
と
き

八
万
千
二
百
九

十
円
（
支
給
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
月
に
お
い
て
は
、
介
護
に
要
す
る
費
用
と
し
て
支
出
さ
れ
た
額
と
す

る
。）

ハ

そ
の
月
（
支
給
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
月
を
除
く
。）に
お
い
て
介
護
に
要
す
る
費
用
を
支
出
し
て
介
護

を
受
け
た
日
が
な
い
場
合
で
あ
っ
て
親
族
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
者
に
よ
る
介
護
を
受
け
た
日
が
あ
る
と
き

八
万
五
千
四
百
九
十
円

ハ

そ
の
月
（
支
給
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
月
を
除
く
。）に
お
い
て
介
護
に
要
す
る
費
用
を
支
出
し
て
介
護

を
受
け
た
日
が
な
い
場
合
で
あ
っ
て
親
族
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
者
に
よ
る
介
護
を
受
け
た
日
が
あ
る
と
き

八
万
千
二
百
九
十
円

二

（
略
）

二

（
略
）

２

前
項
の
規
定
は
、
整
備
政
令
第
五
十
七
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
改
正
法
附
則
第
三
十
九
条
の
規
定
に
よ

り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
旧
船
員
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
介
護
料
の
月
額
と
し
て
旧
船
員
保
険

法
施
行
規
則
第
七
十
六
条
ノ
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
額
に
乗
じ

る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
率
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
項
第
一
号
イ
中
「
十
七
万
七

千
九
百
五
十
円
」
と
あ
る
の
は
「
八
万
八
千
九
百
八
十
円
」
と
、
同
号
ロ
及
び
ハ
中「
八
万
五
千
四
百
九
十
円
」

と
あ
る
の
は
「
四
万
二
千
七
百
円
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
第
七
十
六
条
ノ
三
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
七

十
六
条
ノ
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
規
定
は
、
整
備
政
令
第
五
十
七
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
改
正
法
附
則
第
三
十
九
条
の
規
定
に
よ

り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
旧
船
員
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
介
護
料
の
月
額
と
し
て
旧
船
員
保
険

法
施
行
規
則
第
七
十
六
条
ノ
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
額
に
乗
じ

る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
率
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
項
第
一
号
イ
中
「
十
七
万
七

千
九
百
五
十
円
」
と
あ
る
の
は
「
八
万
八
千
九
百
八
十
円
」
と
、
同
号
ロ
及
び
ハ
中
「
八
万
千
二
百
九
十
円
」

と
あ
る
の
は
「
四
万
六
百
円
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
第
七
十
六
条
ノ
三
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
七
十
六

条
ノ
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
省
令
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
雇
用
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
厚
生
労
働
省
関
係
省
令
の
整
備
に
関
す
る
省
令
附
則
第
一
条
の
二
第
一
項
第
一
号
（
同
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。）の
規
定
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
以
後
に
受
け
た
介
護
に
係
る
介
護
料
の
額
の
算
定
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
受
け
た
介
護
に
係
る
介
護
料
の
額
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報
〇
厚
生
労
働
省
令
第
三
十
七
号

雇
用
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
等
及
び
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令
（
平
成
二
十
一
年
政
令
第
二
百
九
十
六
号
）
第
五
十
七
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
雇
用
保
険
法
等
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
厚
生
労
働
省
関
係
省
令
の
整
備
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

厚
生
労
働
大
臣

福
岡

資
麿





社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
の
高
齢
者
医
療
制
度
関
係
業
務
に
係
る
財
務
及
び
会
計
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
の
高
齢
者
医
療
制
度
関
係
業
務
に
係
る
財
務
及
び
会
計
に
関
す
る
省
令
（
平
成
二
十
年
厚
生
労
働
省
令
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
高
齢
者
医
療
制
度
関
係
特
別
会
計
）

（
高
齢
者
医
療
制
度
関
係
特
別
会
計
）

第
二
条

法
第
百
四
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
支
払
基
金
が
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
特
別
の
会
計
は
、
次
の
各
号

に
掲
げ
る
業
務
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
特
別
会
計
と
す
る
。

第
二
条

法
第
百
四
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
支
払
基
金
が
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
特
別
の
会
計
は
、
次
の
各
号

に
掲
げ
る
業
務
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
特
別
会
計
と
す
る
。

一

法
第
百
三
十
九
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
業
務
及
び
全
世
代
対
応
型
の
持
続
可
能
な
社
会
保
障
制
度
を

構
築
す
る
た
め
の
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第
三
十
一
号
。
以
下
こ
の
号

に
お
い
て
「
令
和
五
年
健
保
法
等
改
正
法
」
と
い
う
。）附
則
第
五
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
百
三
十
九

条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
業
務
に
係
る
特
別
の
会
計
に
帰
属
す
る
も
の
と
さ
れ
た
令
和
七
年
四
月
一
日
に

お
い
て
現
に
令
和
五
年
健
保
法
等
改
正
法
附
則
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も

の
と
さ
れ
た
令
和
五
年
健
保
法
等
改
正
法
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
国
民
健
康
保
険
法
（
昭
和
三
十

三
年
法
律
第
百
九
十
二
号
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
項
第
一
号
に
お
い
て
「
令
和
五
年
改
正
前
国
保
法
」
と
い

う
。）附
則
第
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
令
和
五
年
健
保
法
等
改
正
法
に
よ
る
改
正
前
の
法
第
百
四
十
三
条

の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
令
和
五
年
改
正
前
国
保
法
附
則
第
十
七
条
各
号
に
掲
げ
る
業
務

前
期
高
齢
者
特

別
会
計

一

法
第
百
三
十
九
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
業
務

前
期
高
齢
者
特
別
会
計

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）

２

支
払
基
金
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
特
別
会
計
（
以
下
「
高
齢
者
医
療
制
度
関
係
特
別
会
計
」
と
い
う
。）の

経
理
を
明
確
に
す
る
た
め
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
特
別
会
計
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に

よ
り
経
理
を
区
分
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
別
会
計
に
つ
い
て
貸
借
対
照
表
勘
定
及
び
損
益
勘
定
を
設
け
る
も
の
と

す
る
。

２

支
払
基
金
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
特
別
会
計
（
以
下
「
高
齢
者
医
療
制
度
関
係
特
別
会
計
」
と
い
う
。）の

経
理
を
明
確
に
す
る
た
め
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
特
別
会
計
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に

よ
り
経
理
を
区
分
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
別
会
計
に
つ
い
て
貸
借
対
照
表
勘
定
及
び
損
益
勘
定
を
設
け
る
も
の
と

す
る
。

一

前
期
高
齢
者
特
別
会
計

保
険
者
か
ら
の
前
期
高
齢
者
納
付
金
等
（
法
第
三
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る

前
期
高
齢
者
納
付
金
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）及
び
令
和
四
年
度
に
お
け
る
被
用
者
保
険
等
保
険
者
（
法
第

七
条
第
三
項
に
規
定
す
る
被
用
者
保
険
等
保
険
者
を
い
う
。）に
係
る
療
養
給
付
費
等
拠
出
金
（
令
和
五
年
改

正
前
国
保
法
附
則
第
十
条
第
一
項
の
療
養
給
付
費
等
拠
出
金
を
い
う
。）の
徴
収
並
び
に
保
険
者
に
対
す
る
前

期
高
齢
者
交
付
金
（
法
第
三
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
前
期
高
齢
者
交
付
金
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）の
交

付
及
び
令
和
四
年
度
に
お
け
る
退
職
被
保
険
者
等
所
属
都
道
府
県
（
令
和
五
年
改
正
前
国
保
法
附
則
第
七
条

第
一
項
に
規
定
す
る
退
職
被
保
険
者
等
所
属
都
道
府
県
を
い
う
。）に
対
す
る
療
養
給
付
費
等
交
付
金
（
同
項

の
療
養
給
付
費
等
交
付
金
を
い
う
。）の
交
付
に
係
る
経
理
並
び
に
法
第
百
三
十
九
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ

る
業
務
に
関
す
る
事
務
の
処
理
及
び
令
和
五
年
改
正
前
国
保
法
附
則
第
十
七
条
各
号
に
掲
げ
る
業
務
に
関
す

る
事
務
の
処
理
に
係
る
経
理

一

前
期
高
齢
者
特
別
会
計

保
険
者
か
ら
の
前
期
高
齢
者
納
付
金
等
（
法
第
三
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る

前
期
高
齢
者
納
付
金
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）の
徴
収
及
び
保
険
者
に
対
す
る
前
期
高
齢
者
交
付
金
（
法
第

三
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
前
期
高
齢
者
交
付
金
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）の
交
付
に
係
る
経
理
並
び
に
法

第
百
三
十
九
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
業
務
に
関
す
る
事
務
の
処
理
に
係
る
経
理

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）

３

（
略
）

３

（
略
）

附

則

こ
の
省
令
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報
〇
厚
生
労
働
省
令
第
三
十
八
号

全
世
代
対
応
型
の
持
続
可
能
な
社
会
保
障
制
度
を
構
築
す
る
た
め
の
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
等
及
び
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令
（
令
和
六
年
政
令
第
八
号
）
第
十
一
条
第
五
項
の
規
定
に

基
づ
き
、
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
の
高
齢
者
医
療
制
度
関
係
業
務
に
係
る
財
務
及
び
会
計
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

厚
生
労
働
大
臣

福
岡

資
麿





雇
用
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

雇
用
保
険
法
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
年
労
働
省
令
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
広
域
求
職
活
動
費
の
額
）

（
広
域
求
職
活
動
費
の
額
）

第
九
十
八
条

（
略
）

第
九
十
八
条

（
略
）

２

宿
泊
料
は
、
八
千
七
百
円
（
訪
問
事
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
公
共
職
業
安
定
所
が
次
に
掲
げ
る
地
域
以

外
の
地
域
に
所
在
す
る
場
合
は
、
七
千
八
百
円
）
に
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
距
離
に
応
じ
、
同
表
の
下
欄

に
掲
げ
る
宿
泊
数
を
乗
じ
て
得
た
額
と
し
、
鉄
道
賃
の
額
の
計
算
の
基
礎
と
な
る
距
離
が
四
百
キ
ロ
メ
ー
ト
ル

未
満
で
あ
る
場
合
に
は
、
支
給
し
な
い
。

２

宿
泊
料
は
、
八
千
七
百
円
（
訪
問
事
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
公
共
職
業
安
定
所
が
国
家
公
務
員
等
の
旅

費
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
十
四
号
）
別
表
第
一
の
地
域
区
分
に
よ
る
乙
地
方
に
該
当
す
る

地
域
に
所
在
す
る
場
合
は
、
七
千
八
百
円
）
に
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
距
離
に
応
じ
、
同
表
の
下
欄
に
掲

げ
る
宿
泊
数
を
乗
じ
て
得
た
額
と
し
、
鉄
道
賃
の
額
の
計
算
の
基
礎
と
な
る
距
離
が
四
百
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満

で
あ
る
場
合
に
は
、
支
給
し
な
い
。

一

東
京
都
の
特
別
区
の
存
す
る
地
域
並
び
に
大
阪
市
、
名
古
屋
市
、
横
浜
市
、京
都
市
及
び
神
戸
市
の
う
ち
、

一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
九
十
五
号
）
第
十
一
条
の
三
第
二
項
第
一

号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
規
定
す
る
地
域
手
当
の
級
地
（
次
号
に
お
い
て
「
特
定
級
地
」
と
い
う
。）に
該
当
す

る
地
域

（
新
設
）

二

前
号
に
規
定
す
る
地
域
以
外
の
地
域
で
、
地
方
自
治
法
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
に
規
定
す
る
指

定
都
市
の
う
ち
、
特
定
級
地
に
該
当
す
る
地
域

（
新
設
）

（
略
）

（
略
）

３

（
略
）

３

（
略
）

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
省
令
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
省
令
の
施
行
の
日
前
に
開
始
し
た
広
域
求
職
活
動
に
係
る
広
域
求
職
活
動
費
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

医
師
法
第
十
六
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
臨
床
研
修
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

医
師
法
第
十
六
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
臨
床
研
修
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
四
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
五
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

第
十
二
条

（
略
）

第
十
二
条

（
略
）

（
第
三
者
評
価
及
び
評
価
結
果
の
公
表
）

第
十
二
条
の
二

基
幹
型
臨
床
研
修
病
院
の
管
理
者
は
、
臨
床
研
修
の
実
施
状
況
に
つ
い
て
、
当
該
基
幹
型
臨
床

研
修
病
院
の
職
員
以
外
の
者
で
あ
っ
て
臨
床
研
修
に
関
し
広
く
か
つ
高
い
識
見
を
有
す
る
も
の
に
よ
る
評
価
を

受
け
る
と
と
も
に
、
そ
の
結
果
を
公
表
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
新
設
）

附

則

こ
の
省
令
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報
〇
厚
生
労
働
省
令
第
三
十
九
号

雇
用
保
険
法
（
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
百
十
六
号
）
第
五
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
雇
用
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

厚
生
労
働
大
臣

福
岡

資
麿

〇
厚
生
労
働
省
令
第
四
十
号

医
師
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
十
六
条
の
八
の
規
定
に
基
づ
き
、
医
師
法
第
十
六
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
臨
床
研
修
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

厚
生
労
働
大
臣

福
岡

資
麿





医
師
法
第
十
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
大
学
に
お
い
て
医
学
を
専
攻
す
る
学
生
が
臨
床
実
習
を
開
始
す
る
前
に
修
得
す
べ
き
知
識
及
び
技
能
を
具
有
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
評
価
す
る
た
め
に
大
学
が
共
用
す
る
試
験
を
定
め
る
省

令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

医
師
法
第
十
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
大
学
に
お
い
て
医
学
を
専
攻
す
る
学
生
が
臨
床
実
習
を
開
始
す
る
前
に
修
得
す
べ
き
知
識
及
び
技
能
を
具
有
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
評
価
す
る
た
め
に
大
学
が
共
用
す
る
試
験
を
定
め
る
省
令

（
令
和
四
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
五
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

医
師
法
第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
大
学
に
お
い
て
医
学
を
専
攻
す
る
学
生
が
臨
床
実
習
を
開

始
す
る
前
に
修
得
す
べ
き
知
識
及
び
技
能
を
具
有
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
評
価
す
る
た
め
に
大
学
が
共
用

す
る
試
験
を
定
め
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

医
師
法
第
十
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
大
学
に
お
い
て
医
学
を
専
攻
す
る
学
生
が
臨
床
実
習
を
開
始

す
る
前
に
修
得
す
べ
き
知
識
及
び
技
能
を
具
有
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
評
価
す
る
た
め
に
大
学
が
共
用
す

る
試
験
を
定
め
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
こ
の
省
令
の
趣
旨
）

（
こ
の
省
令
の
趣
旨
）

第
一
条

医
師
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
に
規

定
す
る
、
大
学
に
お
い
て
医
学
を
専
攻
す
る
学
生
が
臨
床
実
習
を
開
始
す
る
前
に
修
得
す
べ
き
知
識
及
び
技
能

を
具
有
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
評
価
す
る
た
め
に
大
学
が
共
用
す
る
試
験
（
以
下
「
共
用
試
験
」
と
い
う
。）に

関
し
て
は
、
こ
の
省
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

第
一
条

医
師
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）第
十
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定

す
る
、
大
学
に
お
い
て
医
学
を
専
攻
す
る
学
生
が
臨
床
実
習
を
開
始
す
る
前
に
修
得
す
べ
き
知
識
及
び
技
能
を

具
有
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
評
価
す
る
た
め
に
大
学
が
共
用
す
る
試
験
（
以
下
「
共
用
試
験
」
と
い
う
。）に
関

し
て
は
、
こ
の
省
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

附

則

附

則

（
医
師
法
の
一
部
改
正
等
に
伴
う
経
過
措
置
）

（
医
師
法
の
一
部
改
正
等
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
三
条

施
行
日
前
に
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
に
基
づ
く
大
学
（
以
下
「
大
学
」
と

い
う
。）に
お
い
て
医
学
を
専
攻
す
る
学
生
で
あ
っ
て
、
当
該
学
生
が
臨
床
実
習
を
開
始
す
る
前
に
修
得
す
べ
き

知
識
及
び
技
能
を
具
有
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
評
価
す
る
た
め
に
大
学
が
共
用
す
る
試
験
と
し
て
厚
生
労
働
大

臣
が
定
め
る
も
の
に
合
格
し
た
も
の
は
、
本
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
法
第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定

に
よ
り
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
試
験
に
合
格
し
た
も
の
と
み
な
す
。

第
三
条

施
行
日
前
に
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
に
基
づ
く
大
学
（
以
下
「
大
学
」
と

い
う
。）に
お
い
て
医
学
を
専
攻
す
る
学
生
で
あ
っ
て
、
当
該
学
生
が
臨
床
実
習
を
開
始
す
る
前
に
修
得
す
べ
き

知
識
及
び
技
能
を
具
有
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
評
価
す
る
た
め
に
大
学
が
共
用
す
る
試
験
と
し
て
厚
生
労
働
大

臣
が
定
め
る
も
の
に
合
格
し
た
も
の
は
、
本
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
法
第
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
試
験
に
合
格
し
た
も
の
と
み
な
す
。

２

防
衛
省
設
置
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
十
六
条
第
一
項
第
一
号
の
教
育
訓
練
を
受
け
て

い
る
者
で
あ
っ
て
、
施
行
日
前
に
前
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
試
験
に
合
格
し
た
も
の
は
、
自

衛
隊
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
第
百
十
五
条
の
二
十
六
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
本
則

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
法
第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
試
験
に
合
格

し
た
も
の
と
み
な
す
。

２

防
衛
省
設
置
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
十
六
条
第
一
項
第
一
号
の
教
育
訓
練
を
受
け
て

い
る
者
で
あ
っ
て
、
施
行
日
前
に
前
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
試
験
に
合
格
し
た
も
の
は
、
自

衛
隊
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
第
百
十
五
条
の
二
十
六
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
本
則

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
法
第
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
試
験
に
合
格
し

た
も
の
と
み
な
す
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報
〇
厚
生
労
働
省
令
第
四
十
一
号

良
質
か
つ
適
切
な
医
療
を
効
率
的
に
提
供
す
る
体
制
の
確
保
を
推
進
す
る
た
め
の
医
療
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
四
十
九
号
）
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、
及
び
医
師
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
十

一
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
医
師
法
第
十
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
大
学
に
お
い
て
医
学
を
専
攻
す
る
学
生
が
臨
床
実
習
を
開
始
す
る
前
に
修
得
す
べ
き
知
識
及
び
技
能
を
具
有
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
評
価
す
る
た
め
に
大

学
が
共
用
す
る
試
験
を
定
め
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

厚
生
労
働
大
臣

福
岡

資
麿

〇
農
林
水
産
省
令
第
十
三
号

農
業
協
同
組
合
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
三
項
及
び
水
産
業
協
同
組
合
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
四
十
二
号
）
第
五
十
八
条
の
二
第
三
項
（
同
法
第
九
十
二
条
第
三
項
、
第
九
十
六
条
第
三
項

及
び
第
百
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
規
定
に
基
づ
き
、
農
業
協
同
組
合
法
施
行
規
則
及
び
水
産
業
協
同
組
合
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

農
林
水
産
大
臣

江
藤

拓

農
業
協
同
組
合
法
施
行
規
則
及
び
水
産
業
協
同
組
合
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
農
業
協
同
組
合
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

農
業
協
同
組
合
法
施
行
規
則
（
平
成
十
七
年
農
林
水
産
省
令
第
二
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。





別
紙
様
式
第
六
号
（
一
）
第
十
一
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報 



令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報



令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報 



令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報



令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報 



令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報



別
紙
様
式
第
六
号
（
二
）
第
七
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報 



令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報



別
紙
様
式
第
七
号
（
一
）
第
十
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報 



令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報



令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報 



令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報



令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報 



令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報



別
紙
様
式
第
七
号
（
二
）
第
七
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報 



令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報



（
水
産
業
協
同
組
合
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

水
産
業
協
同
組
合
法
施
行
規
則
（
平
成
二
十
年
農
林
水
産
省
令
第
十
号
）の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
紙
様
式
第
七
号
（
一
）
第
十
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報 



令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報



令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報 



令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報



令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報 



令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報



別
紙
様
式
第
七
号
（
二
）
第
二
７
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報 



別
紙
様
式
第
八
号
（
一
）
第
九
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報



令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報 



令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報



令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報 



令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報



令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報 



別
紙
様
式
第
八
号
（
二
）
第
二
７
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報



令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報 



農
林
漁
業
法
人
等
に
対
す
る
投
資
の
円
滑
化
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

農
林
漁
業
法
人
等
に
対
す
る
投
資
の
円
滑
化
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
農
林
水
産
省
令
第
五
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
加
え
る
。

改

正

後

改

正

前

（
実
施
状
況
の
報
告
）

（
実
施
状
況
の
報
告
）

第
七
条

（
略
）

第
七
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

第
一
項
の
報
告
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
を
添
付
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

３

第
一
項
の
報
告
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
を
添
付
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

一

承
認
会
社

次
に
掲
げ
る
書
類

一

承
認
会
社

次
に
掲
げ
る
書
類

イ

定
款
の
写
し

イ

定
款
の
写
し

ロ

当
該
承
認
会
社
の
財
務
諸
表
等
及
び
当
該
財
務
諸
表
等
に
係
る
公
認
会
計
士
又
は
監
査
法
人
の
意
見
書

（
事
業
報
告
書
及
び
そ
の
附
属
明
細
書
に
つ
い
て
は
、
会
計
に
関
す
る
部
分
に
限
る
。
次
号
ロ
に
お
い
て

同
じ
。）並
び
に
剰
余
金
の
処
分
の
決
議
に
関
す
る
資
料

ロ

当
該
承
認
会
社
の
財
務
諸
表
等
及
び
当
該
財
務
諸
表
等
に
係
る
公
認
会
計
士
又
は
監
査
法
人
の
意
見
書

（
事
業
報
告
書
及
び
そ
の
附
属
明
細
書
に
つ
い
て
は
、
会
計
に
関
す
る
部
分
に
限
る
。
次
号
ロ
に
お
い
て

同
じ
。）

ハ
〜
ホ

（
略
）

ハ
〜
ホ

（
略
）

二

（
略
）

二

（
略
）

別
記
様
式
第
１
号
（
第
４
条
関
係
）

別
記
様
式
第
１
号
（
第
４
条
関
係
）

農
林
漁
業
法
人
等
投
資
育
成
事
業
に
関
す
る
計
画
の
承
認
申
請
書

農
林
漁
業
法
人
等
投
資
育
成
事
業
に
関
す
る
計
画
の
承
認
申
請
書

年
月

日
年

月
日

農
林
水
産
大
臣
名
殿

農
林
水
産
大
臣
名
殿

申
請
者

申
請
者

住
所

住
所

商
号
又
は
名
称

商
号
又
は
名
称

代
表
者
の
氏
名

代
表
者
の
氏
名

（
略
）

（
略
）

（
別
紙
）

（
別
紙
）

農
林
漁
業
法
人
等
投
資
育
成
事
業
に
関
す
る
計
画

農
林
漁
業
法
人
等
投
資
育
成
事
業
に
関
す
る
計
画

１
～
19
（
略
）

１
～
19
（
略
）

令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
農
業
協
同
組
合
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
条

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
農
業
協
同
組
合
法
施
行
規
則
別
紙
様
式
第
六
号
（
一
）、
別
紙
様
式
第
六
号
（
二
）、
別
紙
様
式
第
七
号
（
一
）
及
び
別
紙
様
式
第
七
号
（
二
）
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と

い
う
。）以
後
に
終
了
す
る
事
業
年
度
に
係
る
業
務
報
告
書
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
終
了
し
た
事
業
年
度
に
係
る
業
務
報
告
書
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
水
産
業
協
同
組
合
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
三
条

第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
水
産
業
協
同
組
合
法
施
行
規
則
別
紙
様
式
第
七
号
（
一
）、
別
紙
様
式
第
七
号
（
二
）、
別
紙
様
式
第
八
号
（
一
）
及
び
別
紙
様
式
第
八
号
（
二
）
は
、
施
行
日
以
後
に
終
了
す
る
事
業
年
度
に
係
る

業
務
報
告
書
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
終
了
し
た
事
業
年
度
に
係
る
業
務
報
告
書
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

〇
農
林
水
産
省
令
第
十
四
号

農
林
漁
業
法
人
等
に
対
す
る
投
資
の
円
滑
化
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
二
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
及
び
同
法
を
実
施
す
る
た
め
、
農
林
漁
業
法
人
等
に
対
す
る
投
資
の
円
滑
化
に
関
す
る
特
別
措

置
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

農
林
水
産
大
臣

江
藤

拓





20 農林漁業法人等投資育成事業以外の業務 20 農林漁業法人等投資育成事業以外の業務

農林漁業法人等投資育成事業以外の業務を行う場合にあっては、当該業務が農林漁業法
人等投資育成事業の適正かつ確実な遂行を妨げないことを確保するため講ずる措置につい
て記載すること。なお、農地法第二条第三項に規定する農地所有適格法人への出資を行う


承認会社にあっては、農林漁業法人等投資育成事業及び当該事業に附帯する事業以外の事

業を行うことはできない。


農林漁業法人等投資育成事業以外の業務を行う場合にあっては、当該業務が農林漁業法
人等投資育成事業の適正かつ確実な遂行を妨げないことを確保するため講ずる措置につい
て記載すること。

21 （略） 21 （略）

附 則

こ の 省 令 は 、 令 和 七 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

植 物 防 疫 法 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 省 令

植 物 防 疫 法 施 行 規 則 （ 昭 和 二 十 五 年 農 林 省 令 第 七 十 三 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

次 の 表 に よ り 、 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 を 付 し た 部 分 を 加 え る 。

改 正 後 改 正 前

別 表 八 （ 第 三 十 五 条 の 十 二 関 係 ） 別 表 八 （ 第 三 十 五 条 の 十 二 関 係 ）

第 一 有 害 動 物 第 一 有 害 動 物

節 足 動 物 Bactrocera cucurbitae （ ウ リ ミ バ エ ） 節 足 動 物 Bactrocera cucurbitae （ ウ リ ミ バ エ ）

Bactrocera dorsalis species complex （ ミ カ ン コ ミ バ エ 種 群 ） Bactrocera dorsalis species complex （ ミ カ ン コ ミ バ エ 種 群 ）

Bactrocera tau （ セ グ ロ ウ リ ミ バ エ ） （ 新 設 ）

Bactrocera tryoni （ ク イ ン ス ラ ン ド ミ バ エ ） Bactrocera tryoni （ ク イ ン ス ラ ン ド ミ バ エ ）

Ceratitis capitata （ チ チ ュ ウ カ イ ミ バ エ ） Ceratitis capitata （ チ チ ュ ウ カ イ ミ バ エ ）

Cydia pomonella （ コ ド リ ン ガ ） Cydia pomonella （ コ ド リ ン ガ ）

Cylas formicarius （ ア リ モ ド キ ゾ ウ ム シ ） Cylas formicarius （ ア リ モ ド キ ゾ ウ ム シ ）

Euscepes postfasciatus （ イ モ ゾ ウ ム シ ） Euscepes postfasciatus （ イ モ ゾ ウ ム シ ）

Leptinotarsa decemlineata （ コ ロ ラ ド ハ ム シ ） Leptinotarsa decemlineata （ コ ロ ラ ド ハ ム シ ）

Mayetiola destructor （ ヘ シ ア ン バ エ ） Mayetiola destructor （ ヘ シ ア ン バ エ ）

Tuta absoluta （ ト マ ト キ バ ガ ） Tuta absoluta （ ト マ ト キ バ ガ ）

〜 ㈣ （ 略 ） （ 略 ） 〜 ㈣ （ 略 ） （ 略 ）

第 二 有 害 植 物 第 二 有 害 植 物

〜 ㈣ （ 略 ） （ 略 ） 〜 ㈣ （ 略 ） （ 略 ）

附 則

こ の 省 令 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

令
和

年

月


日
月
曜
日

(号
外
第


号
)

官
報

〇 農 林 水 産 省 令 第 十 五 号

植 物 防 疫 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 百 五 十 一 号 ） 第 十 六 条 の 六 の 規 定 に 基 づ き 、 植 物 防 疫 法 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 省 令 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 七 年 三 月 三 十 一 日 農 林 水 産 大 臣 江 藤 拓

〇 経 済 産 業 省 令 第 二 十 一 号

電 気 事 業 法 （ 昭 和 三 十 九 年 法 律 第 百 七 十 号 ） の 規 定 に 基 づ き 、 及 び 同 法 を 実 施 す る た め 、 み な し 小 売 電 気 事 業 者 特 定 小 売 供 給 約 款 料 金 算 定 規 則 等 の 一 部 を 改 正 す る 省 令 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 七 年 三 月 三 十 一 日 経 済 産 業 大 臣 武 藤 容 治







み
な
し
小
売
電
気
事
業
者
特
定
小
売
供
給
約
款
料
金
算
定
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
み
な
し
小
売
電
気
事
業
者
特
定
小
売
供
給
約
款
料
金
算
定
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

み
な
し
小
売
電
気
事
業
者
特
定
小
売
供
給
約
款
料
金
算
定
規
則
（
平
成
二
十
八
年
経
済
産
業
省
令
第
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

目
次

目
次

第
一
章

（
略
）

第
一
章

（
略
）

第
二
章

（
略
）

第
二
章

（
略
）

第
一
節

（
略
）

第
一
節

（
略
）

第
二
節

料
金
の
算
定
（
第
六
条

第
十
九
条
）

第
二
節

料
金
の
算
定

（
削
る
）

第
一
款

み
な
し
小
売
電
気
事
業
者
（
沖
縄
電
力
株
式
会
社
を
除
く
。）の
特
定
小
売
供
給
約
款
に
係
る
料

金
の
算
定
（
第
六
条

第
十
九
条
）

（
削
る
）

第
二
款

沖
縄
電
力
株
式
会
社
の
特
定
小
売
供
給
約
款
に
係
る
料
金
の
算
定（
第
二
十
条

第
三
十
三
条
）

第
三
章

届
出
料
金
の
算
定
（
第
二
十
条

第
二
十
二
条
）

第
三
章

届
出
料
金
の
算
定

（
削
る
）

第
一
節

み
な
し
小
売
電
気
事
業
者
（
沖
縄
電
力
株
式
会
社
を
除
く
。）の
特
定
小
売
供
給
約
款
に
係
る
届
出

料
金
の
算
定
（
第
三
十
四
条

第
三
十
六
条
）

（
削
る
）

第
二
節

沖
縄
電
力
株
式
会
社
の
特
定
小
売
供
給
約
款
に
係
る
届
出
料
金
の
算
定
（
第
三
十
七
条

第
三
十

九
条
）

第
四
章

燃
料
費
調
整
制
度
（
第
二
十
三
条
・
第
二
十
四
条
）

第
四
章

燃
料
費
調
整
制
度
（
第
四
十
条
・
第
四
十
一
条
）

附
則

附
則

第
一
章

総
則

第
一
章

総
則

第
一
条

こ
の
省
令
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
電
気
事
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
以
下「
改
正
法
」

と
い
う
。）、
電
気
事
業
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。）、
電
気
事
業
法
施
行
規
則
（
平
成
七
年
通
商
産
業
省
令
第

七
十
七
号
。
以
下
「
施
行
規
則
」
と
い
う
。）及
び
電
気
事
業
会
計
規
則
（
昭
和
四
十
年
通
商
産
業
省
令
第
五
十

七
号
。
以
下
「
会
計
規
則
」
と
い
う
。）に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。

第
一
条

こ
の
省
令
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
電
気
事
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
以
下「
改
正
法
」

と
い
う
。）、
電
気
事
業
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。）、
電
気
事
業
法
施
行
規
則
（
平
成
七
年
通
商
産
業
省
令
第

七
十
七
号
。
以
下
「
施
行
規
則
」
と
い
う
。）、
電
気
事
業
会
計
規
則
（
昭
和
四
十
年
通
商
産
業
省
令
第
五
十
七

号
。
以
下
「
会
計
規
則
」
と
い
う
。）及
び
電
源
線
に
係
る
費
用
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
六
年
経
済
産
業
省
令

第
百
十
九
号
。
以
下
「
電
源
線
省
令
」
と
い
う
。）に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
営
業
費
の
算
定
）

（
営
業
費
の
算
定
）

第
三
条

事
業
者
は
、
営
業
費
と
し
て
、
役
員
給
与
、
給
料
手
当
、
給
料
手
当
振
替
額
（
貸
方
）、
退
職
給
与

金
、
厚
生
費
、
委
託
集
金
費
、
雑
給
、
燃
料
費
、
使
用
済
燃
料
再
処
理
等
拠
出
金
費
、
廃
棄
物
処
理
費
、
特
定

放
射
性
廃
棄
物
処
分
費
、
消
耗
品
費
（
沖
縄
電
力
株
式
会
社
（
以
下
「
沖
縄
電
力
」
と
い
う
。）に
あ
っ
て
は
、

そ
の
一
般
送
配
電
事
業
等
（
一
般
送
配
電
事
業
及
び
発
電
事
業
（
そ
の
一
般
送
配
電
事
業
の
用
に
供
す
る
た
め

の
電
気
を
発
電
し
、
又
は
放
電
す
る
も
の
に
限
る
。）を
い
う
。
以
下
同
じ
。）を
行
う
た
め
に
沖
縄
電
力
が
使
用

す
る
電
気
に
係
る
費
用
に
相
当
す
る
額
を
除
く
。
以
下
同
じ
。）、
修
繕
費
、
水
利
使
用
料
、
補
償
費
、賃
借
料
、

委
託
費
、
損
害
保
険
料
、
原
子
力
損
害
賠
償
資
金
補
助
法
一
般
負
担
金
、
原
賠
・
廃
炉
等
支
援
機
構
一
般
負
担

金
、
普
及
開
発
関
係
費
、
養
成
費
、
研
究
費
、
諸
費（
特
定
抑
制
依
頼
に
係
る
費
用
を
除
き
、沖
縄
電
力
に
あ
っ

て
は
、
自
ら
が
行
う
電
気
の
供
給
に
係
る
接
続
検
討
料
（
系
統
接
続
に
係
る
検
討
に
際
し
て
発
生
す
る
検
討
料

を
い
う
。）、
契
約
超
過
金
及
び
違
約
金
に
相
当
す
る
額
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）、
貸
倒
損
、
固
定
資
産
税
、
雑

税
、
減
価
償
却
費
、
固
定
資
産
除
却
費
、
廃
炉
拠
出
金
費
、
共
有
設
備
費
等
分
担
額
、
共
有
設
備
費
等
分
担
額

（
貸
方
）、
他
社
購
入
電
源
費
（
特
定
抑
制
依
頼
に
係
る
費
用
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
六
条
に
お
い
て

同
じ
。）、
非
化
石
証
書
購
入
費
、
建
設
分
担
関
連
費
振
替
額
（
貸
方
）、
附
帯
事
業
営
業
費
用
分
担
関
連
費
振

替
額
（
貸
方
）、
原
子
力
廃
止
関
連
仮
勘
定
償
却
費
、
事
業
税
、
開
発
費
、開
発
費
償
却
、電
力
費
振
替
勘
定（
貸

第
三
条

事
業
者
は
、
営
業
費
と
し
て
、
役
員
給
与
、
給
料
手
当
、
給
料
手
当
振
替
額
（
貸
方
）、
退
職
給
与

金
、
厚
生
費
、
委
託
検
針
費
、
委
託
集
金
費
、
雑
給
、
燃
料
費
、
使
用
済
燃
料
再
処
理
等
拠
出
金
費
、
廃
棄
物

処
理
費
、
特
定
放
射
性
廃
棄
物
処
分
費
、
消
耗
品
費
、
修
繕
費
、
水
利
使
用
料
、
補
償
費
、
賃
借
料
、委
託
費
、

損
害
保
険
料
、
原
子
力
損
害
賠
償
資
金
補
助
法
一
般
負
担
金
、
原
賠
・
廃
炉
等
支
援
機
構
一
般
負
担
金
、
普
及

開
発
関
係
費
、
養
成
費
、
研
究
費
、
諸
費
（
特
定
抑
制
依
頼
に
係
る
費
用
を
除
く
。
以
下
同
じ
。）、
貸
倒
損
、

固
定
資
産
税
、
雑
税
、
減
価
償
却
費
、
固
定
資
産
除
却
費
、
廃
炉
拠
出
金
費
、
共
有
設
備
費
等
分
担
額
、
共
有

設
備
費
等
分
担
額
（
貸
方
）、
他
社
購
入
電
源
費
（
特
定
抑
制
依
頼
に
係
る
費
用
を
含
み
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル

ギ
ー
電
気
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
八
号
。
以
下
「
再
生
可
能
エ
ネ

ル
ギ
ー
電
気
特
措
法
」
と
い
う
。）第
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
一
般
送
配
電
事
業
者
及
び
配
電
事
業
者
が
認
定
事

業
者
（
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
特
措
法
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
認
定
事
業
者
を
い
う
。）よ
り
調
達
す

る
電
気
の
代
金
の
う
ち
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
特
措
法
第
十
七
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り

供
給
す
る
電
気
に
係
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
、
第
六
条
、
第
八
条
及
び
第
二
十
条
に
お
い
て
同
じ
。）、

非
化
石
証
書
購
入
費
、
建
設
分
担
関
連
費
振
替
額
（
貸
方
）、
附
帯
事
業
営
業
費
用
分
担
関
連
費
振
替
額
（
貸

方
）、
原
子
力
廃
止
関
連
仮
勘
定
償
却
費
、
電
源
開
発
促
進
税
、
事
業
税
、
開
発
費
、
開
発
費
償
却
、電
力
費
振

令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報



方
）、
株
式
交
付
費
、
株
式
交
付
費
償
却
、
社
債
発
行
費
、
社
債
発
行
費
償
却
及
び
法
人
税
等
（
以
下
「
営
業

費
項
目
」
と
い
う
。）の
額
の
合
計
額
を
算
定
し
、
様
式
第
一
第
一
表
及
び
様
式
第
二
第
一
表
に
よ
り
営
業
費
総

括
表
及
び
営
業
費
明
細
表
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

替
勘
定
（
貸
方
）、
株
式
交
付
費
、
株
式
交
付
費
償
却
、
社
債
発
行
費
、
社
債
発
行
費
償
却
及
び
法
人
税
等（
以

下
「
営
業
費
項
目
」
と
い
う
。）の
額
の
合
計
額
を
算
定
し
、
様
式
第
一
第
一
表
及
び
様
式
第
二
第
一
表
に
よ
り

営
業
費
総
括
表
及
び
営
業
費
明
細
表
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

次
の
各
号
に
掲
げ
る
営
業
費
項
目
の
額
は
、
別
表
第
一
第
一
表
に
よ
り
分
類
し
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
掲

げ
る
方
法
に
よ
り
算
定
し
た
額
と
す
る
。

２

次
の
各
号
に
掲
げ
る
営
業
費
項
目
の
額
は
、
別
表
第
一
第
一
表
に
よ
り
分
類
し
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
掲

げ
る
方
法
に
よ
り
算
定
し
た
額
と
す
る
。

一

役
員
給
与
、
給
料
手
当
、
給
料
手
当
振
替
額
（
貸
方
）、
退
職
給
与
金
、
厚
生
費
、
委
託
集
金
費
及
び
雑

給

実
績
値
及
び
法
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
供
給
計
画
（
以
下
単
に
「
供
給
計
画
」
と
い

う
。）等
を
基
に
算
定
し
た
額

一

役
員
給
与
、
給
料
手
当
、
給
料
手
当
振
替
額
（
貸
方
）、
退
職
給
与
金
、
厚
生
費
、
委
託
検
針
費
、
委
託

集
金
費
及
び
雑
給

実
績
値
及
び
法
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
供
給
計
画
（
以
下
単
に
「
供

給
計
画
」
と
い
う
。）等
を
基
に
算
定
し
た
額

二
〜
六

（
略
）

二
〜
六

（
略
）

七

固
定
資
産
税
、
雑
税
及
び
事
業
税

地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
そ
の
他
の
税

に
関
す
る
法
律
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額

七

固
定
資
産
税
、
雑
税
、
電
源
開
発
促
進
税
及
び
事
業
税

地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十

六
号
）、
電
源
開
発
促
進
税
法
（
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
七
十
九
号
）
そ
の
他
の
税
に
関
す
る
法
律
に
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額

八
〜
十

（
略
）

八
〜
十

（
略
）

十
一

法
人
税
等

自
己
資
本
報
酬
の
額
（
次
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
算
定
さ
れ
た
事
業
者
及
び
特

別
関
係
事
業
者
（
同
号
に
定
め
る
特
別
関
係
事
業
者
を
い
う
。）の
レ
ー
ト
ベ
ー
ス
の
額
の
合
計
額
に
、
次
条

第
四
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
算
定
さ
れ
た
自
己
資
本
報
酬
率
の
百
分
の
三
十
を
乗
じ
て
得
た
額
か
ら
、
法

第
十
八
条
第
一
項
又
は
第
五
項
に
よ
る
事
業
者
又
は
特
別
関
係
事
業
者
（
一
般
送
配
電
事
業
者
で
あ
る
も
の

に
限
る
。）の
直
近
の
託
送
供
給
等
約
款
の
認
可
、
認
可
の
申
請
又
は
届
出
に
当
た
り
、
一
般
送
配
電
事
業
者

に
よ
る
託
送
供
給
等
に
係
る
収
入
の
見
通
し
に
関
す
る
省
令
（
令
和
四
年
経
済
産
業
省
令
第
六
十
一
号
。
以

下
「
算
定
省
令
」
と
い
う
。）第
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
さ
れ
た
事
業
者
又
は
当
該
特
別
関
係
事
業

者
の
レ
ー
ト
ベ
ー
ス
の
額
の
合
計
額
に
、
同
条
第
四
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
算
定
さ
れ
た
自
己
資
本
報
酬

率
の
百
分
の
三
十
を
乗
じ
て
得
た
額
を
差
し
引
い
て
得
た
額
に
、
次
条
第
二
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
算
定

さ
れ
た
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
を
い
う
。）を
基
に
法
人
税
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
三
十
四
号
）、
地
方
法

人
税
法
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
十
一
号
）
及
び
地
方
税
法
（
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
の
法
人
税
割

に
限
る
。）に
よ
り
算
定
し
た
額

十
一

法
人
税
等

発
行
済
株
式
（
自
己
株
式
を
除
く
。）の
数
及
び
一
株
当
た
り
の
配
当
金
額
を
基
に
算
定
し

た
配
当
金
並
び
に
会
社
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
八
十
六
号
）
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
利
益
準

備
金
を
基
に
法
人
税
法
、
地
方
法
人
税
法
及
び
地
方
税
法
（
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
の
法
人
税
割
に

限
る
。）に
よ
り
算
定
し
た
額

（
事
業
報
酬
の
算
定
）

（
事
業
報
酬
の
算
定
）

第
四
条

事
業
者
は
、
事
業
報
酬
と
し
て
、
電
気
事
業
報
酬
の
額
を
算
定
し
、
様
式
第
一
第
二
表
並
び
に
様
式
第

二
第
二
表
及
び
第
三
表
に
よ
り
事
業
報
酬
総
括
表
及
び
事
業
報
酬
明
細
表
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
条

事
業
者
は
、
事
業
報
酬
と
し
て
、
電
気
事
業
報
酬
の
額
を
算
定
し
、
様
式
第
一
第
二
表
又
は
第
三
表
並

び
に
様
式
第
二
第
二
表
か
ら
第
四
表
ま
で
に
よ
り
事
業
報
酬
総
括
表
、
事
業
報
酬
明
細
表
及
び
一
般
送
配
電
事

業
等
に
係
る
事
業
報
酬
明
細
表
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

電
気
事
業
報
酬
の
額
は
、
別
表
第
一
第
一
表
に
よ
り
分
類
し
、
第
一
号
に
掲
げ
る
額
か
ら
第
二
号
に
掲
げ
る

一
般
送
配
電
事
業
等
に
係
る
電
気
事
業
報
酬
の
額
を
減
じ
て
得
た
額
に
、
第
三
号
に
掲
げ
る
割
合
を
乗
じ
て
得

た
額
と
す
る
。

２

電
気
事
業
報
酬
の
額
は
、
別
表
第
一
第
一
表
に
よ
り
分
類
し
、
第
一
号
に
掲
げ
る
額
か
ら
第
二
号
に
掲
げ
る

一
般
送
配
電
事
業
等
（
一
般
送
配
電
事
業
及
び
発
電
事
業
（
そ
の
一
般
送
配
電
事
業
（
最
終
保
障
供
給
を
行
う

事
業
を
除
く
。）の
用
に
供
す
る
た
め
の
電
気
を
発
電
し
、又
は
放
電
す
る
も
の
に
限
る
。）を
い
う
。以
下
同
じ
。）

に
係
る
電
気
事
業
報
酬
の
額
を
減
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

一

事
業
者
及
び
特
別
関
係
事
業
者
（
事
業
の
譲
渡
し
又
は
分
割
に
よ
り
事
業
者
の
営
む
小
売
電
気
事
業
、
一

般
送
配
電
事
業
又
は
発
電
事
業
の
全
部
又
は
一
部
を
譲
り
受
け
、
又
は
承
継
し
た
者
（
当
該
譲
り
受
け
、
又

は
承
継
し
た
小
売
電
気
事
業
、
一
般
送
配
電
事
業
又
は
発
電
事
業
を
営
む
こ
と
を
目
的
と
し
て
設
立
さ
れ
た

も
の
に
限
る
。）及
び
当
該
者
又
は
事
業
者
を
子
会
社
と
す
る
会
社
で
あ
っ
て
、
小
売
電
気
事
業
、
一
般
送
配

電
事
業
及
び
発
電
事
業
の
い
ず
れ
も
営
ま
な
い
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）の
特
定
固
定
資
産
、
建
設
中
の
資

産
、
使
用
済
燃
料
再
処
理
関
連
加
工
仮
勘
定
、
核
燃
料
資
産
、
特
定
投
資
、
運
転
資
本
及
び
繰
延
償
却
資
産

（
以
下
「
レ
ー
ト
ベ
ー
ス
」
と
い
う
。）の
額
の
合
計
額
に
、
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
さ
れ
る
報
酬
率
を

乗
じ
て
得
た
額

一

特
定
固
定
資
産
、
建
設
中
の
資
産
、
使
用
済
燃
料
再
処
理
関
連
加
工
仮
勘
定
、
核
燃
料
資
産
、特
定
投
資
、

運
転
資
本
及
び
繰
延
償
却
資
産
（
以
下
「
レ
ー
ト
ベ
ー
ス
」
と
い
う
。）の
額
の
合
計
額
に
、
第
五
項
の
規
定

に
よ
り
算
定
さ
れ
る
報
酬
率
を
乗
じ
て
得
た
額

令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報 



二

法
第
十
八
条
第
一
項
又
は
第
五
項
に
よ
る
事
業
者
又
は
特
別
関
係
事
業
者
（
一
般
送
配
電
事
業
者
で
あ
る

も
の
に
限
る
。）の
直
近
の
託
送
供
給
等
約
款
の
認
可
、
認
可
の
申
請
又
は
届
出
に
当
た
り
、
算
定
省
令
第
九

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
さ
れ
た
電
気
事
業
報
酬
の
額

二

レ
ー
ト
ベ
ー
ス
で
あ
っ
て
一
般
送
配
電
事
業
等
に
係
る
も
の
の
額
の
合
計
額
に
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
算

定
さ
れ
る
一
般
送
配
電
事
業
の
報
酬
率
を
乗
じ
て
得
た
額

三

事
業
者
及
び
特
別
関
係
事
業
者
（
発
電
事
業
者
で
あ
る
も
の
に
限
る
。）の
レ
ー
ト
ベ
ー
ス
の
額
の
合
計
額

の
う
ち
、
事
業
者
の
レ
ー
ト
ベ
ー
ス
の
額
の
合
計
額
の
占
め
る
割
合

（
新
設
）

（
削
る
）

３

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
事
業
者
の
営
む
小
売
電
気
事
業
、
一
般
送
配
電
事
業
若
し
く
は
発
電
事
業
の

全
部
若
し
く
は
一
部
の
譲
渡
し
が
あ
り
、
又
は
事
業
者
に
つ
い
て
分
割
（
小
売
電
気
事
業
、
一
般
送
配
電
事
業

又
は
発
電
事
業
の
全
部
又
は
一
部
を
承
継
さ
せ
る
も
の
に
限
る
。）が
あ
っ
た
場
合
に
お
け
る
電
気
事
業
報
酬
の

額
は
、
別
表
第
一
第
一
表
に
よ
り
分
類
し
、
第
一
号
に
掲
げ
る
額
か
ら
第
二
号
に
掲
げ
る
一
般
送
配
電
事
業
等

に
係
る
電
気
事
業
報
酬
の
額
（
事
業
者
の
営
む
一
般
送
配
電
事
業
の
全
部
の
譲
渡
し
又
は
事
業
者
に
つ
い
て
の

分
割
（
一
般
送
配
電
事
業
の
全
部
を
承
継
さ
せ
る
も
の
に
限
る
。）が
な
い
と
き
は
前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
一
般

送
配
電
事
業
等
に
係
る
電
気
事
業
報
酬
の
額
）
を
減
じ
て
得
た
額
に
、
第
三
号
に
掲
げ
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た

額
と
す
る
。

一

事
業
者
及
び
特
別
関
係
事
業
者
（
事
業
の
譲
渡
し
又
は
分
割
に
よ
り
事
業
者
の
営
む
小
売
電
気
事
業
、
一

般
送
配
電
事
業
又
は
発
電
事
業
の
全
部
又
は
一
部
を
譲
り
受
け
、
又
は
承
継
し
た
者
（
当
該
譲
り
受
け
、
又

は
承
継
し
た
小
売
電
気
事
業
、
一
般
送
配
電
事
業
又
は
発
電
事
業
を
営
む
こ
と
を
目
的
と
し
て
設
立
さ
れ
た

も
の
に
限
る
。）及
び
当
該
者
又
は
事
業
者
を
子
会
社
と
す
る
会
社
で
あ
っ
て
、
小
売
電
気
事
業
、
一
般
送
配

電
事
業
及
び
発
電
事
業
の
い
ず
れ
も
営
ま
な
い
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）の
レ
ー
ト
ベ
ー
ス
の
額
の
合
計
額

に
、
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
さ
れ
る
報
酬
率
を
乗
じ
て
得
た
額

二

改
正
法
附
則
第
九
条
第
一
項
又
は
法
第
十
八
条
第
一
項
若
し
く
は
第
五
項
に
よ
る
事
業
者
又
は
特
別
関
係

事
業
者
（
一
般
送
配
電
事
業
者
で
あ
る
も
の
に
限
る
。）の
直
近
の
託
送
供
給
等
約
款
の
認
可
又
は
届
出
に
当

た
り
、
一
般
送
配
電
事
業
者
に
よ
る
託
送
供
給
等
に
係
る
収
入
の
見
通
し
に
関
す
る
省
令
（
令
和
四
年
経
済

産
業
省
令
第
六
十
一
号
。
以
下
「
算
定
省
令
」
と
い
う
。）第
九
条
第
二
項
又
は
電
気
事
業
法
等
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
附
則
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
一
般
電
気
事
業
者
が
定
め
る
託
送
供
給
等
約
款
で
設
定

す
る
託
送
供
給
等
約
款
料
金
の
算
定
に
関
す
る
省
令
（
平
成
二
十
七
年
経
済
産
業
省
令
第
五
十
七
号
。
以
下

「
旧
託
送
料
金
算
定
規
則
」
と
い
う
。）第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
さ
れ
た
電
気
事
業
報
酬
の
額

三

事
業
者
及
び
特
別
関
係
事
業
者
（
発
電
事
業
者
で
あ
る
も
の
に
限
る
。）の
レ
ー
ト
ベ
ー
ス
の
額
の
合
計
額

の
う
ち
、
事
業
者
の
レ
ー
ト
ベ
ー
ス
の
額
の
合
計
額
の
占
め
る
割
合

３

次
の
各
号
に
掲
げ
る
レ
ー
ト
ベ
ー
ス
の
額
は
、
別
表
第
一
第
二
表
に
よ
り
分
類
し
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に

掲
げ
る
方
法
に
よ
り
算
定
し
た
額
と
す
る
。

４

次
の
各
号
に
掲
げ
る
レ
ー
ト
ベ
ー
ス
の
額
は
、
別
表
第
一
第
二
表
に
よ
り
分
類
し
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に

掲
げ
る
方
法
に
よ
り
算
定
し
た
額
と
す
る
。

一
〜
五

（
略
）

一
〜
五

（
略
）

六

運
転
資
本

営
業
資
本
の
額
（
前
条
第
一
項
に
掲
げ
る
営
業
費
項
目
の
額
の
合
計
額
か
ら
、
退
職
給
与
金

の
う
ち
の
引
当
金
純
増
額
、
燃
料
費
の
う
ち
の
核
燃
料
費
（
核
燃
料
減
損
額
及
び
核
燃
料
減
損
修
正
損
（
又

は
核
燃
料
減
損
修
正
益
（
貸
方
））に
限
る
。）、
諸
費
（
排
出
ク
レ
ジ
ッ
ト
の
自
社
使
用
に
係
る
償
却
額
に
限

る
。）、
貸
倒
損
の
う
ち
の
引
当
金
純
増
額
、
固
定
資
産
税
、
雑
税
、
減
価
償
却
費
（
リ
ー
ス
資
産
及
び
資
産

除
去
債
務
相
当
資
産
に
係
る
も
の
を
除
く
。）、
固
定
資
産
除
却
費
の
う
ち
の
除
却
損
、
原
子
力
廃
止
関
連
仮

勘
定
償
却
費
、
事
業
税
、
開
発
費
償
却
、
株
式
交
付
費
償
却
、
社
債
発
行
費
償
却
及
び
法
人
税
等
並
び
に
次

条
に
掲
げ
る
控
除
収
益
項
目
の
額
の
合
計
額
を
控
除
し
て
得
た
額
に
、
十
二
分
の
一
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額

を
い
う
。）及
び
貯
蔵
品
（
火
力
燃
料
貯
蔵
品
、新
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
貯
蔵
品
そ
の
他
貯
蔵
品
の
年
間
払
出
額
に
、

原
則
と
し
て
十
二
分
の
一
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額
を
い
う
。）を
基
に
算
定
し
た
額

六

運
転
資
本

営
業
資
本
の
額
（
前
条
第
一
項
に
掲
げ
る
営
業
費
項
目
の
額
の
合
計
額
か
ら
、
退
職
給
与
金

の
う
ち
の
引
当
金
純
増
額
、
燃
料
費
の
う
ち
の
核
燃
料
費
（
核
燃
料
減
損
額
及
び
核
燃
料
減
損
修
正
損
（
又

は
核
燃
料
減
損
修
正
益
（
貸
方
））に
限
る
。）、
諸
費
（
排
出
ク
レ
ジ
ッ
ト
の
自
社
使
用
に
係
る
償
却
額
に
限

る
。）、
貸
倒
損
の
う
ち
の
引
当
金
純
増
額
、
固
定
資
産
税
、
雑
税
、
減
価
償
却
費
（
リ
ー
ス
資
産
及
び
資
産

除
去
債
務
相
当
資
産
に
係
る
も
の
を
除
く
。）、
固
定
資
産
除
却
費
の
う
ち
の
除
却
損
、
原
子
力
廃
止
関
連
仮

勘
定
償
却
費
、
電
源
開
発
促
進
税
、
事
業
税
、
開
発
費
償
却
、
株
式
交
付
費
償
却
、
社
債
発
行
費
償
却
及
び

法
人
税
等
並
び
に
次
条
に
掲
げ
る
控
除
収
益
項
目
の
額
の
合
計
額
を
控
除
し
て
得
た
額
に
、
十
二
分
の
一
・

五
を
乗
じ
て
得
た
額
を
い
う
。）及
び
貯
蔵
品
（
火
力
燃
料
貯
蔵
品
、
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
貯
蔵
品
そ
の
他
貯
蔵

品
の
年
間
払
出
額
に
、
原
則
と
し
て
十
二
分
の
一
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額
を
い
う
。）を
基
に
算
定
し
た
額
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４

報
酬
率
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
算
定
し
た
自
己
資
本
報
酬
率
及
び
他
人
資
本
報
酬
率
を
三
十

対
七
十
で
加
重
平
均
し
た
率
と
す
る
。

５

報
酬
率
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
算
定
し
た
自
己
資
本
報
酬
率
及
び
他
人
資
本
報
酬
率
を
三
十

対
七
十
で
加
重
平
均
し
た
率
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

他
人
資
本
報
酬
率

全
て
の
み
な
し
小
売
電
気
事
業
者
た
る
法
人
及
び
事
業
の
譲
渡
し
又
は
分
割
に
よ
り

当
該
法
人
の
営
む
発
電
事
業
の
全
部
又
は
一
部
を
譲
り
受
け
、
又
は
承
継
し
た
者
（
当
該
譲
り
受
け
、
又
は

承
継
し
た
発
電
事
業
を
営
む
こ
と
を
目
的
と
し
て
設
立
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。）で
あ
っ
て
金
融
商
品
取
引
法

（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
十
五
号
）
第
二
十
四
条
第
一
項
（
同
条
第
五
項
（
同
法
第
二
十
七
条
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）及
び
同
法
第
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）に
規
定
す
る
有
価
証

券
報
告
書
を
提
出
し
て
い
る
者
の
有
利
子
負
債
額
の
実
績
額
に
応
じ
て
当
該
有
利
子
負
債
額
の
実
績
額
に
係

る
利
子
率
の
実
績
率
を
加
重
平
均
し
て
算
定
し
た
率

二

他
人
資
本
報
酬
率

全
て
の
み
な
し
小
売
電
気
事
業
者
た
る
法
人
の
有
利
子
負
債
額
の
実
績
額
に
応
じ
て

当
該
有
利
子
負
債
額
の
実
績
額
に
係
る
利
子
率
の
実
績
率
を
加
重
平
均
し
て
算
定
し
た
率

（
削
る
）

６

一
般
送
配
電
事
業
の
報
酬
率
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
算
定
し
た
自
己
資
本
報
酬
率
及
び
他
人

資
本
報
酬
率
を
三
十
対
七
十
で
加
重
平
均
し
た
率
と
す
る
。

一

自
己
資
本
報
酬
率

全
て
の
一
般
送
配
電
事
業
者
た
る
法
人
（
当
該
法
人
を
子
会
社
と
す
る
会
社
が
あ
る

場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
会
社
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。）を
除
く
全
産
業
の
自
己
資
本
利
益

率
の
実
績
率
に
相
当
す
る
値
を
上
限
と
し
、
国
債
、
地
方
債
等
公
社
債
の
利
回
り
の
実
績
率
を
下
限
と
し
て

算
定
し
た
率
（
全
て
の
一
般
送
配
電
事
業
者
た
る
法
人
を
除
く
全
産
業
の
自
己
資
本
利
益
率
の
実
績
率
に
相

当
す
る
値
が
、
国
債
、
地
方
債
等
公
社
債
の
利
回
り
の
実
績
率
を
下
回
る
場
合
に
は
、
国
債
、
地
方
債
等
公

社
債
の
利
回
り
の
実
績
率
）
を
基
に
算
定
し
た
率

二

他
人
資
本
報
酬
率

直
近
の
一
定
期
間
に
お
け
る
国
債
、
地
方
債
等
公
社
債
の
利
回
り
の
実
績
率
に
、
過

去
の
一
定
期
間
に
お
け
る
全
て
の
一
般
送
配
電
事
業
者
た
る
法
人
の
有
利
子
負
債
額
の
実
績
額
に
応
じ
て
当

該
有
利
子
負
債
額
の
実
績
額
に
係
る
利
子
率
の
実
績
率
か
ら
当
該
期
間
に
お
け
る
国
債
、
地
方
債
等
公
社
債

の
利
回
り
の
実
績
率
を
控
除
し
て
得
た
率
を
加
重
平
均
し
て
算
定
し
た
率
を
加
え
て
得
た
率

（
控
除
収
益
の
算
定
）

（
控
除
収
益
の
算
定
）

第
五
条

事
業
者
は
、
控
除
収
益
と
し
て
、
他
社
販
売
電
源
料
、
電
気
事
業
雑
収
益
（
沖
縄
電
力
に
あ
っ
て
は
、

一
般
送
配
電
事
業
等
に
係
る
も
の
を
除
く
。
以
下
同
じ
。）、
預
金
利
息
、
賠
償
負
担
金
相
当
収
益
及
び
廃
炉
円

滑
化
負
担
金
相
当
収
益
（
以
下
「
控
除
収
益
項
目
」
と
い
う
。）の
額
の
合
計
額
を
算
定
し
、
様
式
第
一
第
三
表

及
び
様
式
第
二
第
四
表
に
よ
り
控
除
収
益
総
括
表
及
び
控
除
収
益
明
細
表
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
条

事
業
者
は
、
控
除
収
益
と
し
て
、
他
社
販
売
電
源
料
（
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
特
措
法
第
十
七
条

第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
供
給
す
る
電
気
の
料
金
を
除
く
。
第
六
条
、
第
八
条
及
び
第
二
十
条
に
お

い
て
同
じ
。）、
託
送
収
益
（
接
続
供
給
託
送
収
益
を
除
く
。
以
下
同
じ
。）、
電
気
事
業
雑
収
益
、
預
金
利
息
、

賠
償
負
担
金
相
当
収
益
及
び
廃
炉
円
滑
化
負
担
金
相
当
収
益
（
以
下
「
控
除
収
益
項
目
」
と
い
う
。）の
額
の
合

計
額
を
算
定
し
、
様
式
第
一
第
四
表
及
び
様
式
第
二
第
五
表
に
よ
り
控
除
収
益
総
括
表
及
び
控
除
収
益
明
細
表

を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

（
略
）

２

（
略
）

第
二
節

（
略
）

第
二
節

（
略
）

（
削
る
）

第
一
款

み
な
し
小
売
電
気
事
業
者
（
沖
縄
電
力
株
式
会
社
を
除
く
。）の
特
定
小
売
供
給
約
款
に
係

る
料
金
の
算
定

（
原
価
等
の
整
理
）

（
原
価
等
の
整
理
）

第
六
条

事
業
者
は
、
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
営
業
費
項
目
、
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
電
気
事
業
報
酬

及
び
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
控
除
収
益
項
目
（
以
下
「
期
間
原
価
等
項
目
」
と
い
う
。）の
う
ち
、役
員
給
与
、

給
料
手
当
、
給
料
手
当
振
替
額
（
貸
方
）、
退
職
給
与
金
、
厚
生
費
、
委
託
集
金
費
、
雑
給
、
燃
料
費
、
使
用

済
燃
料
再
処
理
等
拠
出
金
費
、
廃
棄
物
処
理
費
、
特
定
放
射
性
廃
棄
物
処
分
費
、
消
耗
品
費
、
修
繕
費
、
水
利

使
用
料
、
補
償
費
、
賃
借
料
、
委
託
費
、
損
害
保
険
料
、原
子
力
損
害
賠
償
資
金
補
助
法
一
般
負
担
金
、原
賠
・

廃
炉
等
支
援
機
構
一
般
負
担
金
、
普
及
開
発
関
係
費
、
養
成
費
、
研
究
費
、
諸
費
、
貸
倒
損
、
固
定
資
産
税
、

雑
税
、
減
価
償
却
費
、
固
定
資
産
除
却
費
、
廃
炉
拠
出
金
費
、
共
有
設
備
費
等
分
担
額
、
共
有
設
備
費
等
分
担

第
六
条

事
業
者
（
沖
縄
電
力
株
式
会
社
（
以
下
「
沖
縄
電
力
」
と
い
う
。）を
除
く
。
以
下
こ
の
款
に
お
い
て
同

じ
。）は
、
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
営
業
費
項
目
、
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
電
気
事
業
報
酬
及
び
前
条

第
一
項
に
規
定
す
る
控
除
収
益
項
目
（
以
下
「
期
間
原
価
等
項
目
」
と
い
う
。）の
う
ち
、
役
員
給
与
、
給
料
手

当
、
給
料
手
当
振
替
額
（
貸
方
）、
退
職
給
与
金
、
厚
生
費
、
委
託
集
金
費
、
雑
給
、
燃
料
費
、
使
用
済
燃
料

再
処
理
等
拠
出
金
費
、
廃
棄
物
処
理
費
、
特
定
放
射
性
廃
棄
物
処
分
費
、
消
耗
品
費
、
修
繕
費
、水
利
使
用
料
、

補
償
費
、
賃
借
料
、
委
託
費
、
損
害
保
険
料
、
原
子
力
損
害
賠
償
資
金
補
助
法
一
般
負
担
金
、
原
賠
・
廃
炉
等

支
援
機
構
一
般
負
担
金
、
普
及
開
発
関
係
費
、
養
成
費
、
研
究
費
、
諸
費
、
貸
倒
損
、
固
定
資
産
税
、
雑
税
、
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一

水
力
発
電
費
（
沖
縄
電
力
に
あ
っ
て
は
、
離
島
等
供
給
に
係
る
費
用
（
以
下「
離
島
等
供
給
費
」と
い
う
。）

及
び
離
島
等
供
給
費
以
外
の
費
用
（
以
下
「
非
離
島
等
供
給
費
」
と
い
う
。）の
う
ち
の
電
気
の
周
波
数
の
値

の
維
持
、
接
続
供
給
及
び
電
力
量
調
整
供
給
、
送
配
電
設
備
の
事
故
等
が
生
じ
た
場
合
に
お
い
て
も
電
気
の

安
定
供
給
を
確
保
す
る
た
め
に
行
う
電
気
の
潮
流
の
調
整
並
び
に
揚
水
式
発
電
設
備
に
お
け
る
揚
水
運
転
及

び
蓄
電
設
備
の
運
用
（
当
該
設
備
の
建
設
及
び
維
持
管
理
に
要
す
る
一
切
の
費
用
を
含
む
。）、
電
気
の
電
圧

の
値
の
維
持
並
び
に
そ
の
発
電
等
設
備
以
外
の
発
電
等
設
備
の
発
電
又
は
放
電
に
係
る
電
気
を
受
電
す
る
こ

と
な
く
発
電
し
、
又
は
放
電
す
る
こ
と
が
で
き
る
発
電
等
設
備
の
維
持
で
あ
っ
て
離
島
以
外
の
指
定
旧
供
給

区
域
に
係
る
も
の
に
係
る
費
用
（
以
下
「
ア
ン
シ
ラ
リ
ー
サ
ー
ビ
ス
費
」
と
い
う
。）を
除
く
。
以
下
同
じ
。）

一

水
力
発
電
費

額
（
貸
方
）、
建
設
分
担
関
連
費
振
替
額
（
貸
方
）、
附
帯
事
業
営
業
費
用
分
担
関
連
費
振
替
額
（
貸
方
）、
開

発
費
、
開
発
費
償
却
、
株
式
交
付
費
、
株
式
交
付
費
償
却
、
社
債
発
行
費
、
社
債
発
行
費
償
却
、
法
人
税
等
及

び
電
気
事
業
報
酬
（
以
下
「
基
礎
原
価
等
項
目
」
と
い
う
。）と
し
て
前
節
の
規
定
に
よ
り
算
定
さ
れ
た
額
の
原

価
算
定
期
間
に
お
け
る
合
計
額
を
、
基
礎
原
価
等
項
目
ご
と
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
部
門
に
、
発
生
の
主
な

原
因
を
勘
案
し
て
、
配
分
す
る
こ
と
に
よ
り
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

減
価
償
却
費
、
固
定
資
産
除
却
費
、
廃
炉
拠
出
金
費
、
共
有
設
備
費
等
分
担
額
、
共
有
設
備
費
等
分
担
額
（
貸

方
）、
建
設
分
担
関
連
費
振
替
額
（
貸
方
）、
附
帯
事
業
営
業
費
用
分
担
関
連
費
振
替
額
（
貸
方
）、
開
発
費
、

開
発
費
償
却
、
株
式
交
付
費
、
株
式
交
付
費
償
却
、
社
債
発
行
費
、
社
債
発
行
費
償
却
、
法
人
税
等
及
び
電
気

事
業
報
酬
（
以
下
「
基
礎
原
価
等
項
目
」
と
い
う
。）と
し
て
前
節
の
規
定
に
よ
り
算
定
さ
れ
た
額
の
原
価
算
定

期
間
に
お
け
る
合
計
額
を
、
基
礎
原
価
等
項
目
ご
と
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
部
門
に
、
発
生
の
主
な
原
因
を

勘
案
し
て
、
配
分
す
る
こ
と
に
よ
り
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二

火
力
発
電
費
（
汽
力
発
電
費
及
び
内
燃
力
発
電
費
を
い
う
。
た
だ
し
、
沖
縄
電
力
に
あ
っ
て
は
、
離
島
等

供
給
費
及
び
ア
ン
シ
ラ
リ
ー
サ
ー
ビ
ス
費
を
除
く
。
以
下
同
じ
。）

二

火
力
発
電
費
（
汽
力
発
電
費
及
び
内
燃
力
発
電
費
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）

三

（
略
）

三

（
略
）

四

新
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
発
電
等
費
（
沖
縄
電
力
に
あ
っ
て
は
、
離
島
等
供
給
費
及
び
ア
ン
シ
ラ
リ
ー
サ
ー
ビ
ス

費
を
除
く
。
以
下
同
じ
。）

四

新
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
発
電
等
費

五

販
売
費
（
沖
縄
電
力
に
あ
っ
て
は
、
離
島
等
供
給
費
及
び
非
離
島
等
供
給
費
の
う
ち
の
一
般
送
配
電
事
業

等
に
係
る
も
の
を
除
く
。
以
下
同
じ
。）

五

販
売
費

六

一
般
管
理
費
等
（
一
般
管
理
費
、
開
発
費
、
開
発
費
償
却
、
株
式
交
付
費
、
株
式
交
付
費
償
却
、
社
債
発

行
費
、
社
債
発
行
費
償
却
、
法
人
税
等
及
び
電
気
事
業
報
酬
を
い
う
。）

六

一
般
管
理
費
等
（
一
般
管
理
費
、
開
発
費
、
開
発
費
償
却
、
株
式
交
付
費
、
株
式
交
付
費
償
却
、
社
債
発

行
費
、
社
債
発
行
費
償
却
、
法
人
税
等
及
び
電
気
事
業
報
酬
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）

２
〜
５

（
略
）

２
〜
５

（
略
）

６

事
業
者
は
、
期
間
原
価
等
項
目
の
う
ち
、
購
入
販
売
電
源
項
目
（
他
社
購
入
電
源
費
（
原
子
力
廃
止
関
連
仮

勘
定
償
却
費
を
除
く
。
第
八
条
に
お
い
て
同
じ
。）、
非
化
石
証
書
購
入
費
及
び
他
社
販
売
電
源
料
（
原
子
力
廃

止
関
連
仮
勘
定
償
却
費
に
相
当
す
る
収
益
を
除
く
。
第
八
条
に
お
い
て
同
じ
。）を
い
う
。
以
下
こ
の
節
に
お
い

て
同
じ
。）と
し
て
、
第
三
条
又
は
前
条
の
規
定
に
よ
り
算
定
さ
れ
た
額
を
、
発
生
の
主
な
原
因
及
び
発
電
原
動

力
の
種
別
を
勘
案
し
て
、
水
力
発
電
費
、
火
力
発
電
費
、
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
発
電
等
費
及
び
原
子
力
発
電
費
に

配
分
す
る
こ
と
に
よ
り
整
理
し
、
第
二
次
整
理
原
価
と
し
て
、
水
力
発
電
費
、
火
力
発
電
費
、
新
エ
ネ
ル
ギ
ー

等
発
電
等
費
及
び
原
子
力
発
電
費
に
整
理
さ
れ
る
額
に
、
そ
れ
ぞ
れ
、
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
水
力
発
電
費
、

火
力
発
電
費
、
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
発
電
等
費
及
び
原
子
力
発
電
費
に
整
理
さ
れ
た
第
一
次
整
理
原
価
を
加
え
て

得
た
額
を
、
基
礎
原
価
等
項
目
及
び
購
入
販
売
電
源
項
目
ご
と
に
、
総
水
力
発
電
費
、
総
火
力
発
電
費
、
総
新

エ
ネ
ル
ギ
ー
等
発
電
等
費
及
び
総
原
子
力
発
電
費
に
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

事
業
者
は
、
期
間
原
価
等
項
目
の
う
ち
、
購
入
販
売
電
源
項
目
（
他
社
購
入
電
源
費
（
原
子
力
廃
止
関
連
仮

勘
定
償
却
費
を
除
く
。
第
八
条
に
お
い
て
同
じ
。）、
非
化
石
証
書
購
入
費
及
び
他
社
販
売
電
源
料
（
原
子
力
廃

止
関
連
仮
勘
定
償
却
費
に
相
当
す
る
収
益
を
除
く
。
第
八
条
に
お
い
て
同
じ
。）を
い
う
。
以
下
こ
の
款
に
お
い

て
同
じ
。）と
し
て
、
第
三
条
又
は
前
条
の
規
定
に
よ
り
算
定
さ
れ
た
額
を
、
発
生
の
主
な
原
因
及
び
発
電
原
動

力
の
種
別
を
勘
案
し
て
、
水
力
発
電
費
、
火
力
発
電
費
、
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
発
電
等
費
及
び
原
子
力
発
電
費
に

配
分
す
る
こ
と
に
よ
り
整
理
し
、
第
二
次
整
理
原
価
と
し
て
、
水
力
発
電
費
、
火
力
発
電
費
、
新
エ
ネ
ル
ギ
ー

等
発
電
等
費
及
び
原
子
力
発
電
費
に
整
理
さ
れ
る
額
に
、
そ
れ
ぞ
れ
、
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
水
力
発
電
費
、

火
力
発
電
費
、
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
発
電
等
費
及
び
に
整
理
さ
れ
た
第
一
次
整
理
原
価
を
加
え
て
得
た
額
を
、
基

礎
原
価
等
項
目
及
び
購
入
販
売
電
源
項
目
ご
と
に
、
総
水
力
発
電
費
、
総
火
力
発
電
費
、
総
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
等

発
電
等
費
及
び
総
原
子
力
発
電
費
に
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
八
条

事
業
者
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
整
理
さ
れ
た
送
配
電
非
関
連
費
（
需
要
家
費
及
び
一
般
販
売
費
を
除

く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。）を
、
基
礎
原
価
等
項
目
及
び
購
入
販
売
電
源
項
目
ご
と
に
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
基
準
に
よ
り
、
販
売
電
力
量
に
か
か
わ
ら
ず
必
要
な
送
配
電
非
関
連
費
（
以
下
「
送
配
電
非
関
連
固
定

費
」
と
い
う
。）及
び
販
売
電
力
量
に
よ
っ
て
変
動
す
る
送
配
電
非
関
連
費
（
以
下
「
送
配
電
非
関
連
可
変
費
」

と
い
う
。）に
配
分
す
る
こ
と
に
よ
り
整
理
し
、
様
式
第
五
に
よ
り
送
配
電
非
関
連
費
明
細
表
を
作
成
し
な
け
れ

第
八
条

事
業
者
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
整
理
さ
れ
た
送
配
電
非
関
連
費
（
需
要
家
費
及
び
一
般
販
売
費
を
除

く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。）を
、
基
礎
原
価
等
項
目
及
び
購
入
販
売
電
源
項
目
ご
と
に
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
基
準
に
よ
り
、
販
売
電
力
量
に
か
か
わ
ら
ず
必
要
な
送
配
電
非
関
連
費
（
以
下
「
送
配
電
非
関
連
固
定

費
」
と
い
う
。）及
び
販
売
電
力
量
に
よ
っ
て
変
動
す
る
送
配
電
非
関
連
費
（
以
下
「
送
配
電
非
関
連
可
変
費
」

と
い
う
。）に
配
分
す
る
こ
と
に
よ
り
整
理
し
、
様
式
第
五
に
よ
り
送
配
電
非
関
連
費
明
細
表
を
作
成
し
な
け
れ
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一
〜
三

（
略
）

一
〜
三

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
需
要
等
の
算
定
）

（
需
要
等
の
算
定
）

第
九
条

事
業
者
（
沖
縄
電
力
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
か
ら
第
六
項
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。）は
、
送
配
電
非
関
連

需
要
（
当
該
事
業
者
が
小
売
供
給
を
行
う
場
合
の
需
要
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
か
ら
第
六
項
ま
で
に
お
い
て
同

じ
。）に
つ
い
て
、
原
価
算
定
期
間
に
お
け
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
値
を
、
非
特
定
需
要
（
特
別
高
圧
需
要
、
高

圧
需
要
及
び
低
圧
需
要
（
特
定
需
要
を
除
く
。）を
合
成
し
た
需
要
を
い
う
。）及
び
特
定
需
要
（
以
下
「
二
需
要

種
別
」
と
い
う
。）ご
と
に
、
供
給
計
画
等
を
基
に
算
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
九
条

事
業
者
は
、
送
配
電
非
関
連
需
要
（
当
該
事
業
者
が
小
売
供
給
を
行
う
場
合
の
需
要
を
い
う
。
以
下
こ

の
款
に
お
い
て
同
じ
。）に
つ
い
て
、
原
価
算
定
期
間
に
お
け
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
値
を
、
非
特
定
需
要
（
特

別
高
圧
需
要
、
高
圧
需
要
及
び
低
圧
需
要
（
特
定
需
要
を
除
く
。）を
合
成
し
た
需
要
を
い
う
。
以
下
こ
の
款
に

お
い
て
同
じ
。）及
び
特
定
需
要
ご
と
に
、
供
給
計
画
等
を
基
に
算
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
〜
五

（
略
）

一
〜
五

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
火
力
発
電
費
で
あ
っ
て
、
大
気
汚
染
防
止
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
九
十
七
号
）

第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
ば
い
煙
処
理
施
設
に
係
る
送
配
電
非
関
連
費
に
つ
い
て
は
、
送
配
電
非
関
連
可
変

費
に
配
分
す
る
こ
と
に
よ
り
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
火
力
発
電
費
で
あ
っ
て
、
大
気
汚
染
防
止
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
九
十
七
号
）

第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
ば
い
煙
処
理
施
設
に
係
る
送
配
電
非
関
連
費
（
以
下
「
環
境
対
策
費
」
と
い
う
。）

に
つ
い
て
は
、
送
配
電
非
関
連
可
変
費
に
配
分
す
る
こ
と
に
よ
り
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

事
業
者
は
、
送
配
電
非
関
連
需
要
に
つ
い
て
、第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
さ
れ
た
値
を
基
に
、

次
の
各
号
に
掲
げ
る
割
合
を
算
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

事
業
者
は
、
送
配
電
非
関
連
需
要
に
つ
い
て
、第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
さ
れ
た
値
を
基
に
、

次
の
各
号
に
掲
げ
る
割
合
を
算
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

二
需
要
種
別
の
最
大
電
力
を
合
計
し
た
値
の
う
ち
に
二
需
要
種
別
ご
と
の
最
大
電
力
の
占
め
る
割
合

一

非
特
定
需
要
及
び
特
定
需
要
の
最
大
電
力
を
合
計
し
た
値
の
う
ち
に
非
特
定
需
要
及
び
特
定
需
要
ご
と
の

最
大
電
力
の
占
め
る
割
合

二

二
需
要
種
別
の
夏
期
尖
頭
時
責
任
電
力
を
合
計
し
た
値
の
う
ち
に
二
需
要
種
別
ご
と
の
夏
期
尖
頭
時
責
任

電
力
の
占
め
る
割
合

二

非
特
定
需
要
及
び
特
定
需
要
の
夏
期
尖
頭
時
責
任
電
力
を
合
計
し
た
値
の
う
ち
に
非
特
定
需
要
及
び
特
定

需
要
ご
と
の
夏
期
尖
頭
時
責
任
電
力
の
占
め
る
割
合

三

二
需
要
種
別
の
冬
期
尖
頭
時
責
任
電
力
を
合
計
し
た
値
の
う
ち
に
二
需
要
種
別
ご
と
の
冬
期
尖
頭
時
責
任

電
力
の
占
め
る
割
合

三

非
特
定
需
要
及
び
特
定
需
要
の
冬
期
尖
頭
時
責
任
電
力
を
合
計
し
た
値
の
う
ち
に
非
特
定
需
要
及
び
特
定

需
要
ご
と
の
冬
期
尖
頭
時
責
任
電
力
の
占
め
る
割
合

四

二
需
要
種
別
の
発
受
電
等
量
を
合
計
し
た
値
の
う
ち
に
二
需
要
種
別
ご
と
の
発
受
電
等
量
の
占
め
る
割
合

四

非
特
定
需
要
及
び
特
定
需
要
の
発
受
電
等
量
を
合
計
し
た
値
の
う
ち
に
非
特
定
需
要
及
び
特
定
需
要
ご
と

の
発
受
電
等
量
の
占
め
る
割
合

５

事
業
者
は
、
送
配
電
非
関
連
需
要
に
つ
い
て
、
前
項
各
号
の
規
定
に
よ
り
算
定
さ
れ
た
割
合
を
基
に
、
二
需

要
種
別
ご
と
に
、
同
項
第
一
号
の
割
合
に
二
を
、
同
項
第
二
号
の
割
合
に
〇
・
五
を
、
同
項
第
三
号
の
割
合
に

〇
・
五
を
、
同
項
第
四
号
の
割
合
に
一
を
乗
じ
て
得
た
値
の
合
計
の
値
を
、
四
で
除
し
て
得
た
値
を
算
定
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

事
業
者
は
、
送
配
電
非
関
連
需
要
に
つ
い
て
、
前
項
各
号
の
規
定
に
よ
り
算
定
さ
れ
た
割
合
を
基
に
、
非
特

定
需
要
及
び
特
定
需
要
ご
と
に
、
同
項
第
一
号
の
割
合
に
二
を
、
同
項
第
二
号
の
割
合
に
〇
・
五
を
、
同
項
第

三
号
の
割
合
に
〇
・
五
を
、
同
項
第
四
号
の
割
合
に
一
を
乗
じ
て
得
た
値
の
合
計
の
値
を
、
四
で
除
し
て
得
た

値
を
算
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

事
業
者
は
、
送
配
電
非
関
連
需
要
に
つ
い
て
、
第
一
項
第
五
号
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
さ
れ
た
値

を
基
に
、
二
需
要
種
別
の
口
数
を
合
計
し
た
値
の
う
ち
に
非
特
定
需
要
及
び
特
定
需
要
ご
と
の
口
数
の
占
め
る

割
合
を
算
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

事
業
者
は
、
送
配
電
非
関
連
需
要
に
つ
い
て
、
第
一
項
第
五
号
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
さ
れ
た
値

を
基
に
、
非
特
定
需
要
及
び
特
定
需
要
の
口
数
を
合
計
し
た
値
の
う
ち
に
非
特
定
需
要
及
び
特
定
需
要
ご
と
の

口
数
の
占
め
る
割
合
を
算
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７

前
六
項
の
規
定
は
、
沖
縄
電
力
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
中
「
事
業
者
（
沖
縄
電
力
を

除
く
。
以
下
こ
の
項
か
ら
第
六
項
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。）」
と
あ
る
の
は
「
沖
縄
電
力
」
と
、
同
項
及
び
第
二

項
中
「
当
該
事
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
沖
縄
電
力
」
と
、
第
一
項
中
「
高
圧
需
要
」
と
あ
る
の
は
「
高
圧
需
要

（
特
定
需
要
を
除
く
。）」
と
、「
及
び
特
定
需
要
」
と
あ
る
の
は
「
、
特
定
高
圧
需
要
（
高
圧
需
要
で
あ
る
特
定

需
要
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）及
び
特
定
低
圧
需
要
（
低
圧
需
要
で
あ
る
特
定
需
要
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）」と
、

同
項
及
び
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
中
「
二
需
要
種
別
」
と
あ
る
の
は
「
三
需
要
種
別
」
と
、
第
二
項
か
ら
前

項
ま
で
中
「
事
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
沖
縄
電
力
」
と
、
第
三
項
中
「
様
式
第
六
」
を
「
様
式
第
六
の
二
」
と

読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
新
設
）

（
需
要
種
別
へ
の
配
分
等
）

（
需
要
種
別
へ
の
配
分
等
）

第
十
条

事
業
者
は
、
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
整
理
さ
れ
た
需
要
家
費
の
合
計
額
、
第
八
条
第
一
項
又
は
第
三
項

の
規
定
に
よ
り
整
理
さ
れ
た
送
配
電
非
関
連
費
ご
と
の
送
配
電
非
関
連
固
定
費
の
合
計
額
及
び
送
配
電
非
関
連

可
変
費
の
合
計
額
を
、
そ
れ
ぞ
れ
、
次
項
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、二
需
要
種
別
又
は
三
需
要
種
別
ご
と
に
、

配
分
す
る
こ
と
に
よ
り
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
条

事
業
者
は
、
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
整
理
さ
れ
た
需
要
家
費
の
合
計
額
、
第
八
条
第
一
項
又
は
第
三
項

の
規
定
に
よ
り
整
理
さ
れ
た
送
配
電
非
関
連
費
ご
と
の
送
配
電
非
関
連
固
定
費
の
合
計
額
及
び
送
配
電
非
関
連

可
変
費
の
合
計
額
を
、
そ
れ
ぞ
れ
、
次
項
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
非
特
定
需
要
及
び
特
定
需
要
ご
と
に
、

配
分
す
る
こ
と
に
よ
り
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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２

事
業
者
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
送
配
電
非
関
連
費
を
、
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
割
合
及
び
値
に
よ
り

算
定
し
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

事
業
者
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
送
配
電
非
関
連
費
を
、
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
割
合
及
び
値
に
よ
り

算
定
し
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

（
略
）

前
条
第
五
項
又
は
同
条
第
七
項

に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す

る
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り

算
定
さ
れ
た
値

（
略
）

一

（
略
）

前
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
算

定
さ
れ
た
値

（
略
）

二

（
略
）

前
条
第
四
項
第
四
号
又
は
同
条

第
七
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て

準
用
す
る
同
条
第
四
項
第
四
号

の
規
定
に
よ
り
算
定
さ
れ
た
割

合

（
略
）

二

（
略
）

前
条
第
四
項
第
四
号
の
規
定
に

よ
り
算
定
さ
れ
た
割
合

（
略
）

三

（
略
）

前
条
第
六
項
又
は
同
条
第
七
項

に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す

る
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り

算
定
さ
れ
た
割
合

（
略
）

三

（
略
）

前
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
算

定
さ
れ
た
割
合

（
略
）

第
十
一
条

（
略
）

第
十
一
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

事
業
者
は
、
二
需
要
種
別
又
は
三
需
要
種
別
ご
と
に
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
整
理
さ
れ
た
送
配
電
非
関
連
固

定
費
の
額
を
、
第
九
条
第
五
項
又
は
同
条
第
七
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ

り
算
定
さ
れ
た
値
に
よ
り
配
分
し
、
追
加
固
定
費
に
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

事
業
者
は
、
非
特
定
需
要
及
び
特
定
需
要
ご
と
に
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
整
理
さ
れ
た
送
配
電
非
関
連
固
定

費
の
額
を
、
第
九
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
さ
れ
た
値
に
よ
り
配
分
し
、
追
加
固
定
費
に
整
理
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

第
十
二
条

（
略
）

第
十
二
条

（
略
）

２

事
業
者
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
送
配
電
非
関
連
費
の
額
を
、
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
割
合
に
よ
り
配

分
し
、
二
需
要
種
別
又
は
三
需
要
種
別
そ
れ
ぞ
れ
に
係
る
も
の
に
配
分
し
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
整

理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

事
業
者
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
送
配
電
非
関
連
費
の
額
を
、
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
割
合
に
よ
り
配

分
し
、
非
特
定
需
要
及
び
特
定
需
要
そ
れ
ぞ
れ
に
係
る
も
の
に
配
分
し
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
整
理

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

（
略
）

第
十
条
の
規
定
に
よ
り
整
理
さ
れ
た
二
需
要
種

別
又
は
三
需
要
種
別
ご
と
の
送
配
電
非
関
連
固

定
費
の
当
該
送
配
電
非
関
連
固
定
費
の
合
計
額

に
占
め
る
割
合

（
略
）

一

（
略
）

第
十
条
の
規
定
に
よ
り
整
理
さ
れ
た
非
特
定
需

要
及
び
特
定
需
要
ご
と
の
送
配
電
非
関
連
固
定

費
の
当
該
送
配
電
非
関
連
固
定
費
の
合
計
額
に

占
め
る
割
合

（
略
）

二

（
略
）

第
十
条
の
規
定
に
よ
り
整
理
さ
れ
た
二
需
要
種

別
又
は
三
需
要
種
別
ご
と
の
送
配
電
非
関
連
可

変
費
の
当
該
送
配
電
非
関
連
可
変
費
の
合
計
額

に
占
め
る
割
合

（
略
）

二

（
略
）

第
十
条
の
規
定
に
よ
り
整
理
さ
れ
た
非
特
定
需

要
及
び
特
定
需
要
ご
と
の
送
配
電
非
関
連
可
変

費
の
当
該
送
配
電
非
関
連
可
変
費
の
合
計
額
に

占
め
る
割
合

（
略
）

三

（
略
）

第
十
条
の
規
定
に
よ
り
整
理
さ
れ
た
二
需
要
種

別
又
は
三
需
要
種
別
ご
と
の
需
要
家
費
の
当
該

需
要
家
費
の
合
計
額
に
占
め
る
割
合

（
略
）

三

（
略
）

第
十
条
の
規
定
に
よ
り
整
理
さ
れ
た
非
特
定
需

要
及
び
特
定
需
要
ご
と
の
需
要
家
費
の
当
該
需

要
家
費
の
合
計
額
に
占
め
る
割
合

（
略
）
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第
十
三
条

事
業
者
は
、
期
間
原
価
等
項
目
の
う
ち
、
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
電
気
事
業
雑
収
益
及
び
預
金
利
息

と
し
て
算
定
さ
れ
た
額
を
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
割
合
に
よ
り
、
当
該
各
号
に
定
め
る
区
分
に
配
分
す
る
こ
と

に
よ
り
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
三
条

事
業
者
は
、
期
間
原
価
等
項
目
の
う
ち
、
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
電
気
事
業
雑
収
益
及
び
預
金
利
息

（
以
下
「
第
一
次
追
加
項
目
」
と
い
う
。）と
し
て
算
定
さ
れ
た
額
を
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
割
合
に
よ
り
、
当

該
各
号
に
定
め
る
区
分
に
配
分
す
る
こ
と
に
よ
り
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
〜
三

（
略
）

一
〜
三

（
略
）

２

事
業
者
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
送
配
電
非
関
連
費
の
額
を
、
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
割
合
に
よ
り
、

非
特
定
需
要
及
び
特
定
需
要
そ
れ
ぞ
れ
に
係
る
も
の
に
配
分
し
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
整
理
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

一

（
略
）

第
十
条
か
ら
第
十
二
条
ま
で
の
規
定
に
よ
り
整

理
さ
れ
た
二
需
要
種
別
又
は
三
需
要
種
別
ご
と

の
送
配
電
非
関
連
固
定
費
の
当
該
送
配
電
非
関

連
固
定
費
の
合
計
額
に
占
め
る
割
合

（
略
）

一

（
略
）

第
十
条
か
ら
第
十
二
条
ま
で
の
規
定
に
よ
り
整

理
さ
れ
た
非
特
定
需
要
及
び
特
定
需
要
ご
と
の

送
配
電
非
関
連
固
定
費
の
当
該
送
配
電
非
関
連

固
定
費
の
合
計
額
に
占
め
る
割
合

（
略
）

二

（
略
）

第
十
条
か
ら
第
十
二
条
ま
で
の
規
定
に
よ
り
整

理
さ
れ
た
二
需
要
種
別
又
は
三
需
要
種
別
ご
と

の
送
配
電
非
関
連
可
変
費
の
当
該
送
配
電
非
関

連
可
変
費
の
合
計
額
に
占
め
る
割
合

（
略
）

二

（
略
）

第
十
条
か
ら
第
十
二
条
ま
で
の
規
定
に
よ
り
整

理
さ
れ
た
非
特
定
需
要
及
び
特
定
需
要
ご
と
の

送
配
電
非
関
連
可
変
費
の
当
該
送
配
電
非
関
連

可
変
費
の
合
計
額
に
占
め
る
割
合

（
略
）

三

（
略
）

第
十
条
か
ら
第
十
二
条
ま
で
の
規
定
に
よ
り
整

理
さ
れ
た
二
需
要
種
別
又
は
三
需
要
種
別
ご
と

の
需
要
家
費
の
当
該
需
要
家
費
の
合
計
額
に
占

め
る
割
合

（
略
）

三

（
略
）

第
十
条
か
ら
第
十
二
条
ま
で
の
規
定
に
よ
り
整

理
さ
れ
た
非
特
定
需
要
及
び
特
定
需
要
ご
と
の

需
要
家
費
の
当
該
需
要
家
費
の
合
計
額
に
占
め

る
割
合

（
略
）

２

事
業
者
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
送
配
電
非
関
連
費
の
額
を
、
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
割
合
に
よ
り
、

二
需
要
種
別
又
は
三
需
要
種
別
そ
れ
ぞ
れ
に
係
る
も
の
に
配
分
し
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
整
理
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
四
条

事
業
者
は
、
期
間
原
価
等
項
目
の
う
ち
、第
三
条
の
規
定
に
よ
り
事
業
税
及
び
電
力
費
振
替
勘
定（
貸

方
）
と
し
て
算
定
さ
れ
た
額
を
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
割
合
に
よ
り
、
当
該
各
号
に
定
め
る
区
分
に
配
分
す
る

こ
と
に
よ
り
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
四
条

事
業
者
は
、
期
間
原
価
等
項
目
の
う
ち
、第
三
条
の
規
定
に
よ
り
事
業
税
及
び
電
力
費
振
替
勘
定（
貸

方
）（
以
下
「
第
二
次
追
加
項
目
」
と
い
う
。）と
し
て
算
定
さ
れ
た
額
を
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
割
合
に
よ
り
、

当
該
各
号
に
定
め
る
区
分
に
配
分
す
る
こ
と
に
よ
り
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
〜
三

（
略
）

一
〜
三

（
略
）

２

事
業
者
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
送
配
電
非
関
連
費
の
額
を
、
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
割
合
に
よ
り
、

二
需
要
種
別
又
は
三
需
要
種
別
そ
れ
ぞ
れ
に
係
る
も
の
に
配
分
し
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
整
理
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

事
業
者
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
送
配
電
非
関
連
費
の
額
を
、
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
割
合
に
よ
り
、

非
特
定
需
要
及
び
特
定
需
要
そ
れ
ぞ
れ
に
係
る
も
の
に
配
分
し
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
整
理
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

一

（
略
）

第
十
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
に
よ
り
整
理
さ

れ
た
二
需
要
種
別
又
は
三
需
要
種
別
ご
と
の
送

配
電
非
関
連
固
定
費
の
当
該
送
配
電
非
関
連
固

定
費
の
合
計
額
に
占
め
る
割
合

（
略
）

一

（
略
）

第
十
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
に
よ
り
整
理
さ

れ
た
非
特
定
需
要
及
び
特
定
需
要
ご
と
の
送
配

電
非
関
連
固
定
費
の
当
該
送
配
電
非
関
連
固
定

費
の
合
計
額
に
占
め
る
割
合

（
略
）

二

（
略
）

第
十
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
に
よ
り
整
理
さ

れ
た
二
需
要
種
別
又
は
三
需
要
種
別
ご
と
の
送

配
電
非
関
連
可
変
費
の
当
該
送
配
電
非
関
連
可

変
費
の
合
計
額
に
占
め
る
割
合

（
略
）

二

（
略
）

第
十
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
に
よ
り
整
理
さ

れ
た
非
特
定
需
要
及
び
特
定
需
要
ご
と
の
送
配

電
非
関
連
可
変
費
の
当
該
送
配
電
非
関
連
可
変

費
の
合
計
額
に
占
め
る
割
合

（
略
）

三

（
略
）

第
十
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
に
よ
り
整
理
さ

れ
た
二
需
要
種
別
又
は
三
需
要
種
別
ご
と
の
需

要
家
費
の
当
該
需
要
家
費
の
合
計
額
に
占
め
る

割
合

（
略
）

三

（
略
）

第
十
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
に
よ
り
整
理
さ

れ
た
非
特
定
需
要
及
び
特
定
需
要
ご
と
の
需
要

家
費
の
当
該
需
要
家
費
の
合
計
額
に
占
め
る
割

合

（
略
）
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第
十
五
条

事
業
者
は
、
送
配
電
非
関
連
費
の
う
ち
の
総
追
加
固
定
費
、
総
追
加
可
変
費
及
び
総
追
加
需
要
家
費

と
し
て
、
第
十
一
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
に
よ
り
整
理
さ
れ
た
送
配
電
非
関
連
費
の
う
ち
の
追
加
固
定
費
、

追
加
可
変
費
及
び
追
加
需
要
家
費
の
合
計
額
を
、
二
需
要
種
別
又
は
三
需
要
種
別
ご
と
に
整
理
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

第
十
五
条

事
業
者
は
、
送
配
電
非
関
連
費
の
う
ち
の
総
追
加
固
定
費
、
総
追
加
可
変
費
及
び
総
追
加
需
要
家
費

と
し
て
、
第
十
一
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
に
よ
り
整
理
さ
れ
た
送
配
電
非
関
連
費
の
う
ち
の
追
加
固
定
費
、

追
加
可
変
費
及
び
追
加
需
要
家
費
の
合
計
額
を
、
非
特
定
需
要
及
び
特
定
需
要
ご
と
に
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

第
十
六
条

事
業
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
費
用
を
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
費
用
に
整
理
し
、
特
定

需
要
又
は
特
定
二
需
要
種
別
（
特
定
高
圧
需
要
及
び
特
定
低
圧
需
要
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）に
つ
い
て
、
様
式

第
七
に
よ
り
送
配
電
非
関
連
費
及
び
送
配
電
関
連
費
等
計
算
表
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
六
条

事
業
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
費
用
を
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
費
用
に
整
理
し
、
特
定

需
要
に
つ
い
て
、
様
式
第
七
に
よ
り
送
配
電
非
関
連
費
及
び
送
配
電
関
連
費
等
計
算
表
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

一
〜
三

（
略
）

一
〜
三

（
略
）

（
供
給
区
域
別
料
金
の
決
定
等
）

（
供
給
区
域
別
料
金
の
決
定
等
）

第
十
八
条

料
金
は
、
特
定
需
要
又
は
特
定
二
需
要
種
別
ご
と
の
前
条
の
規
定
に
よ
り
整
理
さ
れ
た
総
固
定
費
、

総
可
変
費
、
総
需
要
家
費
及
び
総
送
配
電
関
連
費
の
合
計
額
（
以
下
そ
れ
ぞ
れ
「
特
定
需
要
原
価
等
」又
は「
特

定
二
需
要
種
別
原
価
等
」
と
い
う
。）と
原
価
算
定
期
間
に
お
け
る
特
定
需
要
又
は
特
定
二
需
要
種
別
ご
と
の
料

金
収
入
が
一
致
す
る
よ
う
に
設
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
八
条

料
金
は
、
特
定
需
要
の
前
条
の
規
定
に
よ
り
整
理
さ
れ
た
総
固
定
費
、
総
可
変
費
、
総
需
要
家
費
及

び
総
送
配
電
関
連
費
の
合
計
額
（
以
下
「
特
定
需
要
原
価
等
」
と
い
う
。）と
原
価
算
定
期
間
に
お
け
る
特
定
需

要
の
料
金
収
入
が
一
致
す
る
よ
う
に
設
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

事
業
者
は
、
特
定
需
要
原
価
等
又
は
特
定
二
需
要
種
別
原
価
等
を
基
に
、
契
約
種
別
ご
と
の
電
気
の
使
用
形

態
、
電
気
の
使
用
期
間
、
電
気
の
計
量
方
法
等
に
よ
る
特
定
需
要
原
価
等
又
は
特
定
二
需
要
種
別
原
価
等
の
差

異
を
勘
案
し
て
設
定
し
た
基
準
に
よ
り
契
約
種
別
ご
と
の
料
金
を
設
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
お
、
法
第

十
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
期
間
（
以
下
「
算
定
期
間
」
と
い
う
。）内
に
お
い

て
、
一
般
送
配
電
事
業
者
が
託
送
供
給
等
に
係
る
料
金
を
事
業
年
度
ご
と
に
変
動
さ
せ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

第
十
六
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
算
定
さ
れ
た
送
配
電
関
連
費
及
び
同
条
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
算
定
さ
れ
た

配
電
関
連
費
に
お
け
る
事
業
年
度
ご
と
の
差
異
を
勘
案
し
て
、
事
業
年
度
ご
と
の
料
金
を
設
定
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

２

事
業
者
は
、
特
定
需
要
原
価
等
を
基
に
、
契
約
種
別
ご
と
の
電
気
の
使
用
形
態
、
電
気
の
使
用
期
間
、
電
気

の
計
量
方
法
等
に
よ
る
特
定
需
要
原
価
等
の
差
異
を
勘
案
し
て
設
定
し
た
基
準
に
よ
り
契
約
種
別
ご
と
の
料
金
を

設
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
お
、法
第
十
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
期
間（
以

下
「
算
定
期
間
」
と
い
う
。）内
に
お
い
て
、
一
般
送
配
電
事
業
者
が
託
送
供
給
等
に
係
る
料
金
を
事
業
年
度
ご
と

に
変
動
さ
せ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
第
十
六
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
算
定
さ
れ
た
送
配
電
関
連
費
及
び
同
条
第

三
号
の
規
定
に
よ
り
算
定
さ
れ
た
配
電
関
連
費
に
お
け
る
事
業
年
度
ご
と
の
差
異
を
勘
案
し
て
、
事
業
年
度
ご
と

の
料
金
を
設
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
〜
５

（
略
）

３
〜
５

（
略
）

６

事
業
者
は
、
原
価
算
定
期
間
に
お
け
る
特
定
需
要
又
は
特
定
二
需
要
種
別
ご
と
の
料
金
収
入
を
、
第
二
項
及

び
前
項
の
規
定
に
よ
り
設
定
す
る
料
金
並
び
に
供
給
計
画
等
に
基
づ
く
契
約
電
力
、
販
売
電
力
量
等
の
電
気
の

使
用
に
係
る
値
の
予
測
値
に
よ
り
算
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

事
業
者
は
、
原
価
算
定
期
間
に
お
け
る
特
定
需
要
の
料
金
収
入
を
、
第
二
項
及
び
前
項
の
規
定
に
よ
り
設
定

す
る
料
金
並
び
に
供
給
計
画
等
に
基
づ
く
契
約
電
力
、
販
売
電
力
量
等
の
電
気
の
使
用
に
係
る
値
の
予
測
値
に

よ
り
算
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７

事
業
者
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
需
要
原
価
等
又
は
特
定
二
需
要
種
別
原
価
等
と
前
項
に
よ
り
算
定
し

た
原
価
算
定
期
間
に
お
け
る
特
定
需
要
又
は
特
定
二
需
要
種
別
ご
と
の
料
金
収
入
を
整
理
し
、
様
式
第
八
に
よ

り
特
定
需
要
原
価
等
と
料
金
収
入
の
比
較
表
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７

事
業
者
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
需
要
原
価
等
と
前
項
に
よ
り
算
定
し
た
原
価
算
定
期
間
に
お
け
る
特

定
需
要
の
料
金
収
入
を
整
理
し
、
様
式
第
八
第
一
表
に
よ
り
特
定
需
要
原
価
等
と
料
金
収
入
の
比
較
表
を
作
成

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
燃
料
費
等
の
変
動
額
認
可
料
金
の
算
定
）

（
燃
料
費
等
の
変
動
額
認
可
料
金
の
算
定
）

第
十
九
条

事
業
者
は
、
改
正
法
附
則
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
の
認
可
を
受
け
た
特
定
小
売
供
給

約
款
（
第
二
十
一
条
又
は
第
二
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
第
二
十
一
条
第
一
項
各
号
又
は
第
二
十
二
条
第
一
項
各

号
に
掲
げ
る
変
動
額
を
基
に
特
定
小
売
供
給
約
款
で
設
定
す
る
料
金
を
算
定
し
、
か
つ
、
改
正
法
附
則
第
十
六

条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
し
て
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
改
正
法
第
一
条
の

規
定
に
よ
る
改
正
前
の
法
（
以
下
「
旧
法
」
と
い
う
。）第
十
九
条
第
四
項
又
は
改
正
法
附
則
第
十
八
条
第
四
項

の
規
定
に
よ
る
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
変
更
後
の
も
の
）
で
設
定
し
た
料
金
を
当
該
料
金
（
こ

れ
ら
の
規
定
に
よ
り
変
更
後
の
特
定
小
売
供
給
約
款
を
届
け
出
た
事
業
者
に
あ
っ
て
は
、
当
該
変
更
後
の
特
定

小
売
供
給
約
款
を
届
け
出
る
前
に
定
め
て
い
た
特
定
小
売
供
給
約
款
で
設
定
し
た
料
金
）
を
算
定
し
た
際
に
第

二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
原
価
算
定
期
間
内
に
次
に
掲
げ
る
変
動
額
を
基
に
変
更
し
よ
う
と
す

る
と
き
（
社
会
的
経
済
的
事
情
の
変
動
に
よ
り
、
改
正
法
附
則
第
十
八
条
第
一
項
の
認
可
を
受
け
た
特
定
小
売

供
給
約
款
で
設
定
し
た
料
金
を
算
定
し
た
際
に
第
三
条
第
二
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
供
給
計
画
等
を
基
に
算

第
十
九
条

事
業
者
は
、
改
正
法
附
則
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
の
認
可
を
受
け
た
特
定
小
売
供
給

約
款
（
第
三
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
変
動
額
を
基
に
特
定
小
売
供
給
約
款
で
設
定

す
る
料
金
を
算
定
し
、
か
つ
、
改
正
法
附
則
第
十
六
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の

と
し
て
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
改
正
法
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
法
（
以
下
「
旧
法
」
と
い
う
。）第

十
九
条
第
四
項
又
は
改
正
法
附
則
第
十
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
変

更
後
の
も
の
）
で
設
定
し
た
料
金
を
当
該
料
金
（
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
変
更
後
の
特
定
小
売
供
給
約
款
を
届

け
出
た
事
業
者
に
あ
っ
て
は
、
当
該
変
更
後
の
特
定
小
売
供
給
約
款
を
届
け
出
る
前
に
定
め
て
い
た
特
定
小
売

供
給
約
款
で
設
定
し
た
料
金
）
を
算
定
し
た
際
に
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
原
価
算
定
期
間

内
に
次
に
掲
げ
る
変
動
額
を
基
に
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
（
社
会
的
経
済
的
事
情
の
変
動
に
よ
り
、
改
正
法

附
則
第
十
八
条
第
一
項
の
認
可
を
受
け
た
特
定
小
売
供
給
約
款
で
設
定
し
た
料
金
を
算
定
し
た
際
に
第
三
条
第

二
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
供
給
計
画
等
を
基
に
算
定
し
た
数
量
の
変
更
に
伴
う
同
号
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
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一

燃
料
費
の
変
動
額
（
社
会
的
経
済
的
事
情
の
変
動
に
よ
る
改
正
法
附
則
第
十
八
条
第
一
項
の
認
可
を
受
け

た
特
定
小
売
供
給
約
款
で
設
定
し
た
料
金
を
算
定
し
た
際
に
第
三
条
第
二
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
供
給
計

画
等
を
基
に
算
定
し
た
数
量
の
変
更
に
起
因
す
る
変
動
額
（
以
下
「
外
生
的
燃
料
費
等
変
動
相
当
額
」
と
い

う
。）に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）

一

燃
料
費
の
変
動
額
（
社
会
的
経
済
的
事
情
の
変
動
に
よ
る
改
正
法
附
則
第
十
八
条
第
一
項
の
認
可
を
受
け

た
特
定
小
売
供
給
約
款
で
設
定
し
た
料
金
を
算
定
し
た
際
に
第
三
条
第
二
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
供
給
計

画
等
を
基
に
算
定
し
た
数
量
の
変
更
に
起
因
す
る
変
動
額
（
以
下
「
外
生
的
燃
料
費
等
変
動
相
当
額
」
と
い

う
。）に
限
る
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
三
十
三
条
に
お
い
て
同
じ
。）

定
し
た
数
量
の
変
更
に
伴
う
同
号
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
燃
料
費
の
変
動
が
見
込
ま
れ
る
と
き
に
限
る
。）

は
、
第
二
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
変
動
額
を
基
に
変
更
し
よ
う
と
す
る
特
定
小
売
供

給
約
款
で
設
定
す
る
料
金
を
算
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

た
燃
料
費
の
変
動
が
見
込
ま
れ
る
と
き
に
限
る
。）は
、
第
二
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該

変
動
額
を
基
に
変
更
し
よ
う
と
す
る
特
定
小
売
供
給
約
款
で
設
定
す
る
料
金
を
算
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

二

使
用
済
燃
料
再
処
理
等
拠
出
金
費
の
変
動
額
（
外
生
的
燃
料
費
等
変
動
相
当
額
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に

お
い
て
同
じ
。）

二

使
用
済
燃
料
再
処
理
等
拠
出
金
費
の
変
動
額
（
外
生
的
燃
料
費
等
変
動
相
当
額
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
及

び
第
三
十
三
条
に
お
い
て
同
じ
。）

三

特
定
放
射
性
廃
棄
物
処
分
費
の
変
動
額
（
外
生
的
燃
料
費
等
変
動
相
当
額
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
同
じ
。）

三

特
定
放
射
性
廃
棄
物
処
分
費
の
変
動
額
（
外
生
的
燃
料
費
等
変
動
相
当
額
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
及
び
第

三
十
三
条
に
お
い
て
同
じ
。）

四

他
社
購
入
電
源
費
の
変
動
額
（
外
生
的
燃
料
費
等
変
動
相
当
額
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）

四

他
社
購
入
電
源
費
の
変
動
額
（
外
生
的
燃
料
費
等
変
動
相
当
額
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
三
十
三
条

に
お
い
て
同
じ
。）

五

他
社
販
売
電
源
料
の
変
動
額
（
外
生
的
燃
料
費
等
変
動
相
当
額
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）

五

他
社
販
売
電
源
料
の
変
動
額
（
外
生
的
燃
料
費
等
変
動
相
当
額
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
三
十
三
条

に
お
い
て
同
じ
。）

六

事
業
税
の
変
動
額
（
外
生
的
燃
料
費
等
変
動
相
当
額
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）

六

事
業
税
の
変
動
額
（
外
生
的
燃
料
費
等
変
動
相
当
額
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
三
十
三
条
に
お
い
て

同
じ
。）

２

事
業
者
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
変
動
額
に
つ
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
整
理
し
た
変
動
額

（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
特
別
変
動
額
」
と
い
う
。）の
合
計
額
を
算
定
し
、
様
式
第
九
に
よ
り
特
別
変
動
額

総
括
表
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

事
業
者
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
変
動
額
に
つ
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
整
理
し
た
変
動
額

（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
特
別
変
動
額
」
と
い
う
。）の
合
計
額
を
算
定
し
、
様
式
第
九
に
よ
り
特
別
変
動
額

総
括
表
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

事
業
者
は
、
燃
料
費
の
変
動
額
と
し
て
、
特
定
小
売
供
給
約
款
で
設
定
し
た
料
金
を
算
定
し
た
際
に
第
三

条
第
二
項
第
二
号
及
び
こ
の
号
の
規
定
に
よ
り
算
定
さ
れ
た
額
（
第
二
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項

各
号
に
掲
げ
る
変
動
額
を
基
に
特
定
小
売
供
給
約
款
で
設
定
す
る
料
金
を
算
定
し
、
か
つ
、
旧
法
第
十
九
条

第
四
項
又
は
改
正
法
附
則
第
十
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
変
更
後
の
特
定
小
売
供
給
約
款
を
届
け
出
た
事

業
者
に
あ
っ
て
は
、
第
二
十
一
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
整
理
し
た
石
油
石
炭
税
変
動
相
当

額
（
同
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
石
油
石
炭
税
変
動
相
当
額
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。）

を
含
む
。）を
基
に
算
定
し
た
外
生
的
燃
料
費
等
変
動
相
当
額
を
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

事
業
者
は
、
燃
料
費
の
変
動
額
と
し
て
、
特
定
小
売
供
給
約
款
で
設
定
し
た
料
金
を
算
定
し
た
際
に
第
三

条
第
二
項
第
二
号
及
び
こ
の
号
の
規
定
に
よ
り
算
定
さ
れ
た
額
（
第
三
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項

各
号
に
掲
げ
る
変
動
額
を
基
に
特
定
小
売
供
給
約
款
で
設
定
す
る
料
金
を
算
定
し
、
か
つ
、
旧
法
第
十
九
条

第
四
項
又
は
改
正
法
附
則
第
十
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
変
更
後
の
特
定
小
売
供
給
約
款
を
届
け
出
た
事

業
者
に
あ
っ
て
は
、
第
三
十
五
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
整
理
し
た
石
油
石
炭
税
変
動
相
当

額
（
同
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
石
油
石
炭
税
変
動
相
当
額
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
三
十
三
条

第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。）を
含
む
。）を
基
に
算
定
し
た
外
生
的
燃
料
費
等
変
動
相
当
額
を
整
理
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

二

（
略
）

二

（
略
）

三

事
業
者
は
、
他
社
購
入
電
源
費
の
変
動
額
と
し
て
、
特
定
小
売
供
給
約
款
で
設
定
し
た
料
金
を
算
定
し
た

際
に
第
三
条
第
二
項
第
八
号
及
び
こ
の
号
の
規
定
に
よ
り
算
定
さ
れ
た
額
（
第
二
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
同

条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
変
動
額
を
基
に
特
定
小
売
供
給
約
款
で
設
定
す
る
料
金
を
算
定
し
、
か
つ
、
旧
法

第
十
九
条
第
四
項
又
は
改
正
法
附
則
第
十
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
変
更
後
の
特
定
小
売
供
給
約
款
を
届

け
出
た
事
業
者
に
あ
っ
て
は
、
第
二
十
一
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
整
理
し
た
石
油
石
炭
税

変
動
相
当
額
を
含
む
。）を
基
に
算
定
し
た
外
生
的
燃
料
費
等
変
動
相
当
額
を
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

三

事
業
者
は
、
他
社
購
入
電
源
費
の
変
動
額
と
し
て
、
特
定
小
売
供
給
約
款
で
設
定
し
た
料
金
を
算
定
し
た

際
に
第
三
条
第
二
項
第
八
号
及
び
こ
の
号
の
規
定
に
よ
り
算
定
さ
れ
た
額
（
第
三
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
同

条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
変
動
額
を
基
に
特
定
小
売
供
給
約
款
で
設
定
す
る
料
金
を
算
定
し
、
か
つ
、
旧
法

第
十
九
条
第
四
項
又
は
改
正
法
附
則
第
十
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
変
更
後
の
特
定
小
売
供
給
約
款
を
届

け
出
た
事
業
者
に
あ
っ
て
は
、
第
三
十
五
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
整
理
し
た
石
油
石
炭
税

変
動
相
当
額
を
含
む
。）を
基
に
算
定
し
た
外
生
的
燃
料
費
等
変
動
相
当
額
を
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

四

事
業
者
は
、
他
社
販
売
電
源
料
の
変
動
額
と
し
て
、
特
定
小
売
供
給
約
款
で
設
定
し
た
料
金
を
算
定
し
た

際
に
第
五
条
第
二
項
及
び
こ
の
号
の
規
定
に
よ
り
算
定
さ
れ
た
額
（
第
二
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一

項
各
号
に
掲
げ
る
変
動
額
を
基
に
特
定
小
売
供
給
約
款
で
設
定
す
る
料
金
を
算
定
し
、
か
つ
、
旧
法
第
十
九

条
第
四
項
又
は
改
正
法
附
則
第
十
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
変
更
後
の
特
定
小
売
供
給
約
款
を
届
け
出
た

事
業
者
に
あ
っ
て
は
、
第
二
十
一
条
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
整
理
し
た
石
油
石
炭
税
変
動
相

当
額
を
含
む
。）を
基
に
算
定
し
た
外
生
的
燃
料
費
等
変
動
相
当
額
を
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

四

事
業
者
は
、
他
社
販
売
電
源
料
の
変
動
額
と
し
て
、
特
定
小
売
供
給
約
款
で
設
定
し
た
料
金
を
算
定
し
た

際
に
第
五
条
第
二
項
及
び
こ
の
号
の
規
定
に
よ
り
算
定
さ
れ
た
額
（
第
三
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一

項
各
号
に
掲
げ
る
変
動
額
を
基
に
特
定
小
売
供
給
約
款
で
設
定
す
る
料
金
を
算
定
し
、
か
つ
、
旧
法
第
十
九

条
第
四
項
又
は
改
正
法
附
則
第
十
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
変
更
後
の
特
定
小
売
供
給
約
款
を
届
け
出
た

事
業
者
に
あ
っ
て
は
、
第
三
十
五
条
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
整
理
し
た
石
油
石
炭
税
変
動
相

当
額
を
含
む
。）を
基
に
算
定
し
た
外
生
的
燃
料
費
等
変
動
相
当
額
を
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

五

（
略
）

五

（
略
）
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３

（
略
）

３

（
略
）

４

事
業
者
は
、
二
需
要
種
別
又
は
三
需
要
種
別
ご
と
に
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
整
理
さ
れ
た
送
配
電
非
関
連
可

変
費
の
額
を
、
特
定
小
売
供
給
約
款
で
設
定
し
た
料
金
を
算
定
し
た
際
に
第
九
条
第
四
項
第
四
号
又
は
同
条
第

七
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
条
第
四
項
第
四
号
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
割
合
（
こ
の
項
の
規
定

に
よ
り
配
分
し
た
場
合
は
そ
の
割
合
）
に
よ
り
配
分
し
、
特
別
変
動
可
変
費
に
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

事
業
者
は
、
非
特
定
需
要
及
び
特
定
需
要
ご
と
に
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
整
理
さ
れ
た
送
配
電
非
関
連
可
変

費
の
額
を
、
特
定
小
売
供
給
約
款
で
設
定
し
た
料
金
を
算
定
し
た
際
に
第
九
条
第
四
項
第
四
号
の
規
定
に
よ
り

算
定
し
た
割
合
（
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
配
分
し
た
場
合
は
そ
の
割
合
）
に
よ
り
配
分
し
、
特
別
変
動
可
変
費

に
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

事
業
者
は
、
送
配
電
非
関
連
費
に
つ
い
て
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
整
理
さ
れ
た
特
別
変
動
可
変
費
を
基
に
、

特
定
需
要
又
は
特
定
二
需
要
種
別
ご
と
に
つ
い
て
、
様
式
第
十
一
に
よ
り
特
別
送
配
電
非
関
連
費
計
算
表
を
作

成
し
、
様
式
第
十
二
に
よ
り
特
別
原
価
等
集
計
表
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

事
業
者
は
、
送
配
電
非
関
連
費
に
つ
い
て
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
整
理
さ
れ
た
特
別
変
動
可
変
費
を
基
に
、

特
定
需
要
に
つ
い
て
、
様
式
第
十
一
に
よ
り
特
別
送
配
電
非
関
連
費
計
算
表
を
作
成
し
、
様
式
第
十
二
に
よ
り

特
別
原
価
等
集
計
表
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

料
金
は
、特
定
需
要
又
は
特
定
二
需
要
種
別
ご
と
の
前
項
の
規
定
に
よ
り
整
理
さ
れ
た
特
別
変
動
可
変
費
と
、

特
定
小
売
供
給
約
款
で
設
定
し
た
料
金
を
算
定
し
た
際
に
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
原
価
算

定
期
間
に
お
け
る
特
定
需
要
又
は
特
定
二
需
要
種
別
ご
と
の
料
金
収
入
及
び
こ
の
項
、
第
二
十
一
条
第
六
項
又

は
第
二
十
二
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
当
該
原
価
算
定
期
間
に
お
け
る
特
定
需
要
又
は
特
定
二
需
要

種
別
ご
と
の
料
金
収
入
の
変
動
分
を
基
に
算
定
し
た
当
該
原
価
算
定
期
間
に
お
け
る
特
定
需
要
又
は
特
定
二
需

要
種
別
ご
と
の
料
金
収
入
の
変
動
分
が
一
致
す
る
よ
う
に
設
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

料
金
は
、
特
定
需
要
の
前
項
の
規
定
に
よ
り
整
理
さ
れ
た
特
別
変
動
可
変
費
と
、
特
定
小
売
供
給
約
款
で
設

定
し
た
料
金
を
算
定
し
た
際
に
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
原
価
算
定
期
間
に
お
け
る
特
定
需

要
の
料
金
収
入
及
び
こ
の
項
、
第
二
十
条
第
五
項
（
三
十
七
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

第
三
十
七
条
第
六
項
に
お
い
て
同
じ
。）又
は
同
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
当
該
原
価
算
定
期
間
に
お
け
る
特

定
需
要
の
料
金
収
入
の
変
動
分
を
基
に
算
定
し
た
当
該
原
価
算
定
期
間
に
お
け
る
特
定
需
要
の
料
金
収
入
の
変

動
分
が
一
致
す
る
よ
う
に
設
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７

事
業
者
は
、
特
定
小
売
供
給
約
款
で
設
定
し
た
料
金
を
算
定
し
た
際
の
特
定
需
要
原
価
等
又
は
特
定
二
需
要

種
別
原
価
等
及
び
特
別
変
動
可
変
費
並
び
に
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
整
理
さ
れ
た
特
別
変
動
可
変
費
、
第
二
十

一
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
整
理
さ
れ
た
特
定
変
動
可
変
費
又
は
第
二
十
二
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
整
理
さ

れ
た
特
殊
変
動
費
を
基
に
、
契
約
種
別
ご
と
の
電
気
の
使
用
形
態
、
電
気
の
使
用
期
間
、
電
気
の
計
量
方
法
等

に
よ
る
特
別
変
動
可
変
費
の
差
異
を
勘
案
し
て
設
定
し
た
基
準
に
よ
り
契
約
種
別
ご
と
の
料
金
を
設
定
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

７

事
業
者
は
、
特
定
小
売
供
給
約
款
で
設
定
し
た
料
金
を
算
定
し
た
際
の
特
定
需
要
原
価
等
及
び
特
別
変
動
可

変
費
並
び
に
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
整
理
さ
れ
た
特
別
変
動
可
変
費
、
第
三
十
六
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
整

理
さ
れ
た
特
殊
変
動
費
又
は
第
三
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
整
理
さ
れ
た
特
定
変
動
可
変
費
を
基
に
、
契

約
種
別
ご
と
の
電
気
の
使
用
形
態
、
電
気
の
使
用
期
間
、
電
気
の
計
量
方
法
等
に
よ
る
特
別
変
動
可
変
費
の
差

異
を
勘
案
し
て
設
定
し
た
基
準
に
よ
り
契
約
種
別
ご
と
の
料
金
を
設
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

８
・
９

（
略
）

８
・
９

（
略
）

10

事
業
者
は
、
特
定
小
売
供
給
約
款
で
設
定
し
た
料
金
を
算
定
し
た
際
に
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
定
め

ら
れ
た
原
価
算
定
期
間
に
お
け
る
特
定
需
要
又
は
特
定
二
需
要
種
別
ご
と
の
料
金
収
入
及
び
こ
の
項
、
第
二
十

一
条
第
十
項
又
は
第
二
十
二
条
第
十
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
当
該
原
価
算
定
期
間
に
お
け
る
特
定
需
要
又

は
特
定
二
需
要
種
別
ご
と
の
料
金
収
入
の
変
動
分
を
基
に
算
定
し
た
当
該
原
価
算
定
期
間
に
お
け
る
特
定
需
要

又
は
特
定
二
需
要
種
別
ご
と
の
料
金
収
入
の
変
動
分
を
、
第
七
項
及
び
前
項
の
規
定
に
よ
り
設
定
す
る
料
金
、

変
更
前
の
特
定
小
売
供
給
約
款
で
設
定
し
た
料
金
及
び
特
定
小
売
供
給
約
款
で
設
定
し
た
料
金
を
算
定
し
た
際

の
供
給
計
画
等
に
基
づ
く
契
約
電
力
、
販
売
電
力
量
等
の
電
気
の
使
用
に
係
る
値
の
予
測
値
に
よ
り
算
定
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

10

事
業
者
は
、
特
定
小
売
供
給
約
款
で
設
定
し
た
料
金
を
算
定
し
た
際
に
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
定
め

ら
れ
た
原
価
算
定
期
間
に
お
け
る
特
定
需
要
の
料
金
収
入
及
び
こ
の
項
、
第
三
十
六
条
第
十
項
又
は
同
項
の
規

定
に
よ
り
算
定
し
た
当
該
原
価
算
定
期
間
に
お
け
る
特
定
需
要
の
料
金
収
入
の
変
動
分
を
基
に
算
定
し
た
当
該

原
価
算
定
期
間
に
お
け
る
特
定
需
要
の
料
金
収
入
の
変
動
分
を
、
第
七
項
及
び
前
項
の
規
定
に
よ
り
設
定
す
る

料
金
、
変
更
前
の
特
定
小
売
供
給
約
款
で
設
定
し
た
料
金
及
び
特
定
小
売
供
給
約
款
で
設
定
し
た
料
金
を
算
定

し
た
際
の
供
給
計
画
等
に
基
づ
く
契
約
電
力
、
販
売
電
力
量
等
の
電
気
の
使
用
に
係
る
値
の
予
測
値
に
よ
り
算

定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

11

事
業
者
は
、
第
六
項
に
規
定
す
る
特
別
変
動
可
変
費
と
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
特
定
小
売
供
給
約

款
で
設
定
し
た
料
金
を
算
定
し
た
際
に
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
原
価
算
定
期
間
に
お
け
る

特
定
需
要
又
は
特
定
二
需
要
種
別
ご
と
の
料
金
収
入
及
び
こ
の
項
、
第
二
十
一
条
第
十
一
項
又
は
第
二
十
二
条

第
十
一
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
当
該
原
価
算
定
期
間
に
お
け
る
特
定
需
要
又
は
特
定
二
需
要
種
別
ご
と
の

料
金
収
入
の
変
動
分
を
基
に
算
定
し
た
当
該
原
価
算
定
期
間
に
お
け
る
特
定
需
要
又
は
特
定
二
需
要
種
別
ご
と

の
料
金
収
入
の
変
動
分
を
整
理
し
、
様
式
第
十
三
に
よ
り
特
別
変
動
可
変
費
と
料
金
収
入
の
変
動
分
の
比
較
表

を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

11

事
業
者
は
、
第
六
項
に
規
定
す
る
特
別
変
動
可
変
費
と
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
特
定
小
売
供
給
約

款
で
設
定
し
た
料
金
を
算
定
し
た
際
に
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
原
価
算
定
期
間
に
お
け
る

特
定
需
要
の
料
金
収
入
及
び
こ
の
項
、
第
三
十
六
条
第
十
一
項
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
当
該
原
価

算
定
期
間
に
お
け
る
特
定
需
要
の
料
金
収
入
の
変
動
分
を
基
に
算
定
し
た
当
該
原
価
算
定
期
間
に
お
け
る
特
定

需
要
の
料
金
収
入
の
変
動
分
を
整
理
し
、
様
式
第
十
三
第
一
表
に
よ
り
特
別
変
動
可
変
費
と
料
金
収
入
の
変
動

分
の
比
較
表
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
削
る
）

第
二
款

沖
縄
電
力
株
式
会
社
の
特
定
小
売
供
給
約
款
に
係
る
料
金
の
算
定

（
原
価
等
の
整
理
）

（
削
る
）

第
二
十
条

沖
縄
電
力
は
、
期
間
原
価
等
項
目
の
う
ち
、
基
礎
原
価
等
項
目
と
し
て
前
節
の
規
定
に
よ
り
算
定
さ

れ
た
額
の
原
価
算
定
期
間
に
お
け
る
合
計
額
を
、
基
礎
原
価
等
項
目
ご
と
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
部
門
に
、

発
生
の
主
な
原
因
を
勘
案
し
て
、
配
分
す
る
こ
と
に
よ
り
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
一
の
発
電
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所
又
は
蓄
電
所
内
に
存
す
る
発
電
等
設
備
、
送
電
設
備
、
変
電
設
備
及
び
配
電
設
備
の
全
部
又
は
一
部
に
共
通

し
て
利
用
さ
れ
る
設
備
に
係
る
基
礎
原
価
等
項
目
に
つ
い
て
は
、
当
該
発
電
所
又
は
当
該
蓄
電
所
ご
と
の
当
該

発
電
等
設
備
、
送
電
設
備
、変
電
設
備
及
び
配
電
設
備
の
全
部
又
は
一
部
の
帳
簿
価
額
比
を
用
い
て
発
電
等
費
、

送
電
費
、
変
電
費
及
び
配
電
費
に
配
分
す
る
こ
と
に
よ
り
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

水
力
発
電
費
（
水
力
発
電
所
内
に
存
す
る
送
電
設
備
、
変
電
設
備
及
び
配
電
設
備
に
係
る
基
礎
原
価
等
項

目
を
除
く
。
以
下
同
じ
。）

二

火
力
発
電
費
（
汽
力
発
電
費
及
び
内
燃
力
発
電
費
を
い
い
、
火
力
発
電
所
内
に
存
す
る
送
電
設
備
、
変
電

設
備
及
び
配
電
設
備
に
係
る
基
礎
原
価
等
項
目
を
除
く
。
以
下
同
じ
。）

三

原
子
力
発
電
費
（
原
子
力
発
電
所
内
に
存
す
る
送
電
設
備
、
変
電
設
備
及
び
配
電
設
備
に
係
る
基
礎
原
価

等
項
目
を
除
く
。
以
下
同
じ
。）

四

新
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
発
電
等
費
（
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
発
電
所
又
は
蓄
電
所
内
に
存
す
る
送
電
設
備
、
変
電
設

備
及
び
配
電
設
備
に
係
る
基
礎
原
価
等
項
目
を
除
く
。
以
下
同
じ
。）

五

送
電
費
（
発
電
所
又
は
蓄
電
所
内
に
存
す
る
送
電
設
備
に
係
る
基
礎
原
価
等
項
目
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）

六

変
電
費
（
発
電
所
又
は
蓄
電
所
内
に
存
す
る
変
電
設
備
に
係
る
基
礎
原
価
等
項
目
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）

七

配
電
費
（
発
電
所
又
は
蓄
電
所
内
に
存
す
る
配
電
設
備
に
係
る
基
礎
原
価
等
項
目
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）

八

販
売
費

九

一
般
管
理
費
等

２

沖
縄
電
力
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
第
九
号
に
掲
げ
る
部
門
に
整
理
さ
れ
た
基
礎
原
価
等
項
目
を
、
別

表
第
二
第
一
表
及
び
第
二
表
に
掲
げ
る
基
準
に
よ
り
、
同
項
第
一
号
か
ら
第
八
号
ま
で
に
掲
げ
る
部
門
に
そ
れ

ぞ
れ
配
分
す
る
こ
と
に
よ
り
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

沖
縄
電
力
は
、
第
一
次
整
理
原
価
と
し
て
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
第
一
号
か
ら
第
八
号
ま
で
に
掲
げ

る
部
門
に
整
理
さ
れ
た
基
礎
原
価
等
項
目
及
び
前
項
又
は
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
八
号

ま
で
に
掲
げ
る
部
門
に
整
理
さ
れ
た
、
同
項
第
九
号
に
整
理
さ
れ
た
基
礎
原
価
等
項
目
を
合
計
す
る
こ
と
に
よ

り
、
様
式
第
三
に
よ
り
部
門
整
理
表
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

沖
縄
電
力
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
各
部
門
に
整
理
さ
れ
た
第
一
次
整
理
原
価
を
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
方

法
に
よ
り
整
理
し
、
様
式
第
四
の
二
に
よ
り
販
売
費
整
理
表
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

水
力
発
電
費
、
火
力
発
電
費
及
び
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
発
電
等
費
（
以
下
「
水
力
・
火
力
・
新
エ
ネ
ル
ギ
ー

等
発
電
等
費
」
と
い
う
。）の
部
門
の
第
一
次
整
理
原
価
を
、
そ
れ
ぞ
れ
、
基
礎
原
価
等
項
目
ご
と
に
、
別
表

第
二
第
三
表
及
び
第
四
表
に
掲
げ
る
基
準
に
よ
り
、
離
島
等
供
給
に
係
る
第
一
次
整
理
原
価
（
以
下
「
離
島

等
供
給
費
」
と
い
う
。）及
び
離
島
等
供
給
費
以
外
の
第
一
次
整
理
原
価
（
以
下
「
非
離
島
等
供
給
費
」
と
い

う
。）に
整
理
し
、
非
離
島
供
給
費
に
整
理
さ
れ
た
水
力
・
火
力
・
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
発
電
等
費
の
部
門
の
第

一
次
整
理
原
価
を
、
発
生
の
主
な
原
因
に
応
じ
て
、
電
気
の
周
波
数
の
値
の
維
持
、
接
続
供
給
及
び
電
力
量

調
整
供
給
、
送
配
電
設
備
の
事
故
等
が
生
じ
た
場
合
に
お
い
て
も
電
気
の
安
定
供
給
を
確
保
す
る
た
め
に
行

う
電
気
の
潮
流
の
調
整
並
び
に
揚
水
式
発
電
設
備
に
お
け
る
揚
水
運
転
及
び
蓄
電
設
備
の
運
用
（
当
該
設
備

の
建
設
及
び
維
持
管
理
に
要
す
る
一
切
の
費
用
を
含
む
。）、
電
気
の
電
圧
の
値
の
維
持
並
び
に
そ
の
発
電
等

設
備
以
外
の
発
電
等
設
備
の
発
電
又
は
放
電
に
係
る
電
気
を
受
電
す
る
こ
と
な
く
発
電
し
、
又
は
放
電
す
る

こ
と
が
で
き
る
発
電
等
設
備
の
維
持
（
以
下
「
電
気
の
周
波
数
の
値
の
維
持
等
」
と
い
う
。）で
あ
っ
て
離
島

以
外
の
指
定
旧
供
給
区
域
に
係
る
も
の
に
係
る
第
一
次
整
理
原
価
（
以
下
「
ア
ン
シ
ラ
リ
ー
サ
ー
ビ
ス
費
」

と
い
う
。）及
び
ア
ン
シ
ラ
リ
ー
サ
ー
ビ
ス
費
以
外
の
第
一
次
整
理
原
価
（
以
下
「
非
ア
ン
シ
ラ
リ
ー
サ
ー
ビ

ス
費
」
と
い
う
。）に
配
分
す
る
こ
と
に
よ
り
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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二

販
売
費
の
部
門
の
第
一
次
整
理
原
価
を
、
基
礎
原
価
等
項
目
ご
と
に
、
別
表
第
二
第
一
表
、
第
二
表
及
び

第
四
表
に
掲
げ
る
基
準
に
よ
り
、
離
島
等
供
給
費
及
び
非
離
島
等
供
給
費
に
整
理
し
、
離
島
等
供
給
費
及
び

非
離
島
等
供
給
費
に
整
理
さ
れ
た
販
売
費
の
部
門
の
第
一
次
整
理
原
価
を
、
給
電
費
、
需
要
家
費
及
び
一
般

販
売
費
に
配
分
す
る
こ
と
に
よ
り
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

三

前
号
の
規
定
に
よ
り
非
離
島
等
供
給
費
の
う
ち
の
給
電
費
に
整
理
さ
れ
た
第
一
次
整
理
原
価
を
、
基
礎
原

価
等
項
目
ご
と
に
、
別
表
第
二
第
一
表
及
び
第
二
表
に
掲
げ
る
基
準
に
よ
り
、
一
般
送
配
電
事
業
等
に
係
る

第
一
次
整
理
原
価
（
以
下
「
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
給
電
費
」
と
い
う
。）と
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
給
電
費
以
外
の
第
一
次

整
理
原
価
（
以
下
「
非
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
給
電
費
」
と
い
う
。）に
配
分
す
る
こ
と
に
よ
り
整
理
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

四

第
二
号
の
規
定
に
よ
り
非
離
島
等
供
給
費
の
う
ち
の
需
要
家
費
に
整
理
さ
れ
た
第
一
次
整
理
原
価
を
、
基

礎
原
価
等
項
目
ご
と
に
、
別
表
第
二
第
一
表
及
び
第
二
表
に
掲
げ
る
基
準
に
よ
り
、
一
般
送
配
電
事
業
等
に

係
る
第
一
次
整
理
原
価
（
以
下
「
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
需
要
家
費
」
と
い
う
。）と
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
需
要
家
費
以
外

の
第
一
次
整
理
原
価
（
以
下
「
非
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
需
要
家
費
」
と
い
う
。）に
配
分
す
る
こ
と
に
よ
り
整
理
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

五

第
二
号
の
規
定
に
よ
り
非
離
島
等
供
給
費
の
う
ち
の
一
般
販
売
費
に
整
理
さ
れ
た
第
一
次
整
理
原
価
を
、

基
礎
原
価
等
項
目
ご
と
に
、
別
表
第
二
第
一
表
及
び
第
二
表
に
掲
げ
る
基
準
に
よ
り
、
一
般
送
配
電
事
業
等

に
係
る
第
一
次
整
理
原
価
（
以
下
「
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
一
般
販
売
費
」
と
い
う
。）と
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
一
般
販
売

費
以
外
の
第
一
次
整
理
原
価
（
以
下
「
非
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
一
般
販
売
費
」
と
い
う
。）に
配
分
す
る
こ
と
に
よ

り
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

第
二
項
及
び
前
項
の
規
定
に
お
い
て
、
沖
縄
電
力
の
実
情
に
応
じ
た
基
準
に
よ
り
算
定
す
る
こ
と
が
適
当
で

あ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
沖
縄
電
力
が
当
該
基
準
を
、
あ
ら
か
じ
め
、
経
済
産
業
大
臣
に
届
け
出
た
と
き
は
、
第

二
項
及
び
前
項
の
基
準
に
よ
ら
な
い
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
経
済
産
業
大
臣
は
、
当
該
基

準
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

沖
縄
電
力
は
、
期
間
原
価
等
項
目
の
う
ち
の
他
社
購
入
電
源
費
、
非
化
石
証
書
購
入
費
及
び
他
社
販
売
電
源

料
（
以
下
こ
の
款
に
お
い
て
「
購
入
販
売
電
源
項
目
」
と
い
う
。）と
し
て
第
三
条
又
は
第
五
条
の
規
定
に
よ
り

算
定
さ
れ
た
額
を
、
発
生
の
主
な
原
因
及
び
発
電
原
動
力
の
種
別
を
勘
案
し
て
、
水
力
発
電
費
の
う
ち
の
離
島

供
給
費
、
火
力
発
電
費
の
う
ち
の
離
島
供
給
費
、
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
発
電
等
費
の
う
ち
の
離
島
供
給
費
、
ア
ン

シ
ラ
リ
ー
サ
ー
ビ
ス
費
、
水
力
発
電
費
の
う
ち
の
非
ア
ン
シ
ラ
リ
ー
サ
ー
ビ
ス
費
、
火
力
発
電
費
の
う
ち
の
非

ア
ン
シ
ラ
リ
ー
サ
ー
ビ
ス
費
、
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
発
電
等
費
の
う
ち
の
非
ア
ン
シ
ラ
リ
ー
サ
ー
ビ
ス
費
及
び
原

子
力
発
電
費
に
配
分
す
る
こ
と
に
よ
り
整
理
し
、
第
二
次
整
理
原
価
と
し
て
、
水
力
発
電
費
の
う
ち
の
非
ア
ン

シ
ラ
リ
ー
サ
ー
ビ
ス
費
、
火
力
発
電
費
の
う
ち
の
非
ア
ン
シ
ラ
リ
ー
サ
ー
ビ
ス
費
、
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
発
電
等

費
の
う
ち
の
非
ア
ン
シ
ラ
リ
ー
サ
ー
ビ
ス
費
及
び
原
子
力
発
電
費
に
整
理
さ
れ
る
額
に
、
そ
れ
ぞ
れ
、
第
四
項

第
一
号
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
り
水
力
発
電
費
の
う
ち
の
非
ア
ン
シ
ラ
リ
ー
サ
ー
ビ
ス
費
、
火
力
発
電
費
の
う

ち
の
非
ア
ン
シ
ラ
リ
ー
サ
ー
ビ
ス
費
及
び
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
発
電
等
費
の
う
ち
の
非
ア
ン
シ
ラ
リ
ー
サ
ー
ビ
ス

費
に
整
理
さ
れ
た
第
一
次
整
理
原
価
並
び
に
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
原
子
力
発
電
費
に
整
理
さ
れ
た
第
一
次
整

理
原
価
を
加
え
て
得
た
額
を
、
基
礎
原
価
等
項
目
及
び
購
入
販
売
電
源
項
目
ご
と
（
水
力
発
電
費
の
う
ち
の
総

非
ア
ン
シ
ラ
リ
ー
サ
ー
ビ
ス
費
、
火
力
発
電
費
の
う
ち
の
総
非
ア
ン
シ
ラ
リ
ー
サ
ー
ビ
ス
費
及
び
新
エ
ネ
ル

ギ
ー
等
発
電
等
費
の
う
ち
の
総
非
ア
ン
シ
ラ
リ
ー
サ
ー
ビ
ス
費
に
つ
い
て
は
、
非
ア
ン
シ
ラ
リ
ー
サ
ー
ビ
ス
費

及
び
購
入
販
売
電
源
項
目
ご
と
）
に
、
水
力
発
電
費
の
う
ち
の
総
非
ア
ン
シ
ラ
リ
ー
サ
ー
ビ
ス
費
、
火
力
発
電

費
の
う
ち
の
総
非
ア
ン
シ
ラ
リ
ー
サ
ー
ビ
ス
費
、
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
発
電
等
費
の
う
ち
の
総
非
ア
ン
シ
ラ
リ
ー

サ
ー
ビ
ス
費
及
び
総
原
子
力
発
電
費
に
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
削
る
）

第
二
十
一
条

沖
縄
電
力
は
、
送
配
電
非
関
連
費
と
し
て
、基
礎
原
価
等
項
目
及
び
購
入
販
売
電
源
項
目
ご
と
に
、

前
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
水
力
発
電
費
の
う
ち
の
総
非
ア
ン
シ
ラ
リ
ー
サ
ー
ビ
ス
費
、
火
力
発
電
費
の
う
ち

の
総
非
ア
ン
シ
ラ
リ
ー
サ
ー
ビ
ス
費
、
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
発
電
等
費
の
う
ち
の
総
非
ア
ン
シ
ラ
リ
ー
サ
ー
ビ
ス

費
及
び
総
原
子
力
発
電
費
に
整
理
さ
れ
た
第
二
次
整
理
原
価
、
同
条
第
四
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
非
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
給
電
費
に
整
理
さ
れ
た
第
一
次
整
理
原
価
、
同
項
第
四
号
の
規
定
に
よ
り
非
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
需
要
家
費

に
整
理
さ
れ
た
第
一
次
整
理
原
価
並
び
に
同
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
非
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
一
般
販
売
費
と
し
て

整
理
さ
れ
た
第
一
次
整
理
原
価
を
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
水
力
発
電
費
の
う
ち
の
総
非
ア
ン

シ
ラ
リ
ー
サ
ー
ビ
ス
費
、
火
力
発
電
費
の
う
ち
の
総
非
ア
ン
シ
ラ
リ
ー
サ
ー
ビ
ス
費
及
び
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
発

電
等
費
の
う
ち
の
総
非
ア
ン
シ
ラ
リ
ー
サ
ー
ビ
ス
費
に
整
理
さ
れ
た
第
二
次
整
理
原
価
に
つ
い
て
は
、
非
ア
ン

シ
ラ
リ
ー
サ
ー
ビ
ス
費
及
び
購
入
販
売
電
源
項
目
ご
と
に
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
削
る
）

第
二
十
二
条

沖
縄
電
力
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
整
理
さ
れ
た
送
配
電
非
関
連
費
（
非
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
需
要
家

費
及
び
非
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
一
般
販
売
費
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。）を
、
非
ア
ン
シ
ラ
リ
ー
サ
ー

ビ
ス
費
、
基
礎
原
価
等
項
目
及
び
購
入
販
売
電
源
項
目
ご
と
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
基
準
に
よ
り
、
送
配
電

非
関
連
固
定
費
及
び
送
配
電
非
関
連
可
変
費
に
配
分
す
る
こ
と
に
よ
り
整
理
し
、
様
式
第
五
の
二
に
よ
り
送
配

電
非
関
連
費
明
細
表
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
環
境
対
策
費
に
つ
い
て
は
、
送
配
電
非
関
連

可
変
費
に
配
分
す
る
こ
と
に
よ
り
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

第
八
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
基
礎
原
価
等
項
目
に
あ
っ
て
は
、
送
配
電
非
関
連
固
定
費

二

第
八
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
基
礎
原
価
等
項
目
及
び
購
入
販
売
電
源
項
目
に
あ
っ
て
は
、
送
配
電
非

関
連
固
定
費
又
は
送
配
電
非
関
連
可
変
費

三

第
八
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
基
礎
原
価
等
項
目
に
あ
っ
て
は
、
送
配
電
非
関
連
可
変
費

２

沖
縄
電
力
は
、
前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
基
準
に
つ
い
て
、
沖
縄
電
力
の
実
情
に
応
じ
た
基
準
を
定
め
、
当
該

基
準
を
、
あ
ら
か
じ
め
、
経
済
産
業
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
経
済
産

業
大
臣
は
、
当
該
基
準
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

第
一
項
の
規
定
に
お
い
て
、
沖
縄
電
力
の
実
情
に
応
じ
た
基
準
に
よ
り
算
定
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
場
合

で
あ
っ
て
、
沖
縄
電
力
が
当
該
基
準
を
、
あ
ら
か
じ
め
、
経
済
産
業
大
臣
に
届
け
出
た
と
き
は
、
第
一
項
第
一

号
及
び
第
三
号
の
基
準
に
よ
ら
な
い
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
経
済
産
業
大
臣
は
、
当
該
基

準
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
需
要
等
の
算
定
）

（
削
る
）

第
二
十
三
条

沖
縄
電
力
は
、
送
配
電
非
関
連
需
要
（
沖
縄
電
力
が
小
売
供
給
を
行
う
場
合
の
需
要
を
い
う
。
以

下
同
じ
。）に
つ
い
て
、
原
価
算
定
期
間
に
お
け
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
値
を
、
非
特
定
需
要（
特
別
高
圧
需
要
、

高
圧
需
要
（
特
定
需
要
を
除
く
。）及
び
低
圧
需
要
（
特
定
需
要
を
除
く
。）を
合
成
し
た
需
要
を
い
う
。）、
特
定

高
圧
需
要
（
高
圧
需
要
で
あ
る
特
定
需
要
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
三
十
条
に
お
い
て
同
じ
。）及
び
特
定

低
圧
需
要
（
低
圧
需
要
で
あ
る
特
定
需
要
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
三
十
条
に
お
い
て
同
じ
。）（
以
下
こ

の
款
に
お
い
て
「
三
需
要
種
別
」
と
い
う
。）ご
と
に
、
供
給
計
画
等
を
基
に
算
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

最
大
電
力

二

夏
期
尖
頭
時
責
任
電
力

三

冬
期
尖
頭
時
責
任
電
力

四

発
受
電
等
量

五

口
数
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２

第
四
項
及
び
第
六
項
の
規
定
に
お
い
て
、
沖
縄
電
力
の
実
情
に
応
じ
た
値
に
よ
り
算
定
す
る
こ
と
が
適
当
で

あ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
沖
縄
電
力
が
当
該
値
を
、
あ
ら
か
じ
め
、
経
済
産
業
大
臣
に
届
け
出
た
と
き
は
、
前
項

各
号
の
値
に
よ
ら
な
い
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
経
済
産
業
大
臣
は
、
当
該
値
を
公
表
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

沖
縄
電
力
は
、
第
一
項
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
さ
れ
た
値
を
基
に
、
様
式
第
六
の
二
に
よ
り
送
配
電

非
関
連
需
要
明
細
表
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

沖
縄
電
力
は
、
送
配
電
非
関
連
需
要
に
つ
い
て
、
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
さ
れ
た
値
を
基

に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
割
合
を
算
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

三
需
要
種
別
の
最
大
電
力
を
合
計
し
た
値
の
う
ち
に
三
需
要
種
別
ご
と
の
最
大
電
力
の
占
め
る
割
合

二

三
需
要
種
別
の
夏
期
尖
頭
時
責
任
電
力
を
合
計
し
た
値
の
う
ち
に
三
需
要
種
別
ご
と
の
夏
期
尖
頭
時
責
任

電
力
の
占
め
る
割
合

三

三
需
要
種
別
の
冬
期
尖
頭
時
責
任
電
力
を
合
計
し
た
値
の
う
ち
に
三
需
要
種
別
ご
と
の
冬
期
尖
頭
時
責
任

電
力
の
占
め
る
割
合

四

三
需
要
種
別
の
発
受
電
等
量
を
合
計
し
た
値
の
う
ち
に
三
需
要
種
別
ご
と
の
発
受
電
等
量
の
占
め
る
割
合

５

沖
縄
電
力
は
、
送
配
電
非
関
連
需
要
に
つ
い
て
、
前
項
各
号
の
規
定
に
よ
り
算
定
さ
れ
た
割
合
を
基
に
、
三

需
要
種
別
ご
と
に
、
前
項
第
一
号
の
割
合
に
二
を
、
同
項
第
二
号
の
割
合
に
〇
・
五
を
、
同
項
第
三
号
の
割
合

に
〇
・
五
を
、
同
項
第
四
号
の
割
合
に
一
を
乗
じ
て
得
た
値
の
合
計
の
値
を
、
四
で
除
し
て
得
た
値
を
算
定
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

沖
縄
電
力
は
、
送
配
電
非
関
連
需
要
に
つ
い
て
、
第
一
項
第
五
号
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
さ
れ
た

値
を
基
に
、
三
需
要
種
別
の
口
数
を
合
計
し
た
値
の
う
ち
に
三
需
要
種
別
ご
と
の
口
数
の
占
め
る
割
合
を
算
定

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
需
要
種
別
へ
の
配
分
等
）

（
削
る
）

第
二
十
四
条

沖
縄
電
力
は
、第
二
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
整
理
さ
れ
た
非
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
需
要
家
費
の
合
計
額
、

第
二
十
二
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
整
理
さ
れ
た
送
配
電
非
関
連
費
ご
と
の
送
配
電
非
関
連
固
定

費
の
合
計
額
及
び
送
配
電
非
関
連
可
変
費
の
合
計
額
を
、
そ
れ
ぞ
れ
、
次
項
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
三
需

要
種
別
ご
と
に
、
配
分
す
る
こ
と
に
よ
り
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

沖
縄
電
力
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
送
配
電
非
関
連
費
を
、
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
割
合
及
び
値
に
よ

り
算
定
し
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

第
二
十
二
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定

に
よ
り
整
理
さ
れ
た
水
力
発
電
費
の
う
ち
の

総
非
ア
ン
シ
ラ
リ
ー
サ
ー
ビ
ス
費
、
火
力
発

電
費
の
う
ち
の
総
非
ア
ン
シ
ラ
リ
ー
サ
ー
ビ

ス
費
、
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
発
電
等
費
の
う
ち

の
総
非
ア
ン
シ
ラ
リ
ー
サ
ー
ビ
ス
費
、
総
原

子
力
発
電
費
及
び
非
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
給
電
費

ご
と
の
送
配
電
非
関
連
固
定
費
の
そ
れ
ぞ
れ

の
合
計
額

前
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
算

定
さ
れ
た
値

固
有
固
定
費

二

第
二
十
二
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定

に
よ
り
整
理
さ
れ
た
水
力
発
電
費
の
う
ち
の

総
非
ア
ン
シ
ラ
リ
ー
サ
ー
ビ
ス
費
、
火
力
発

電
費
の
う
ち
の
総
非
ア
ン
シ
ラ
リ
ー
サ
ー
ビ

前
条
第
四
項
第
四
号
の
規
定
に

よ
り
算
定
さ
れ
た
割
合

固
有
可
変
費
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ス
費
、
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
発
電
等
費
の
う
ち

の
総
非
ア
ン
シ
ラ
リ
ー
サ
ー
ビ
ス
費
、
総
原

子
力
発
電
費
及
び
非
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
給
電
費

ご
と
の
送
配
電
非
関
連
可
変
費
の
そ
れ
ぞ
れ

の
合
計
額

三

第
二
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
整
理
さ
れ
た

非
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
需
要
家
費
の
合
計
額

前
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
算

定
さ
れ
た
割
合

固
有
非
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
需
要
家
費

（
削
る
）

第
二
十
五
条

沖
縄
電
力
は
、
送
配
電
非
関
連
固
定
費
、
送
配
電
非
関
連
可
変
費
及
び
非
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
需
要
家

費
と
し
て
、
第
二
十
条
第
四
項
第
五
号
又
は
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
整
理
さ
れ
た
非
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
一
般

販
売
費
を
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
整
理
さ
れ
た
送
配
電
非
関
連
固
定
費
の
合
計
額
、
送
配
電
非
関
連
可
変
費
の

合
計
額
及
び
非
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
需
要
家
費
の
合
計
額
の
こ
れ
ら
の
合
計
額
の
合
計
額
に
占
め
る
割
合
に
よ
り
、

配
分
す
る
こ
と
に
よ
り
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

沖
縄
電
力
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
送
配
電
非
関
連
費
の
額
を
、同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
割
合
に
よ
り
、

三
需
要
種
別
ご
と
に
配
分
し
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

前
項
の
規
定
に
よ
り
整
理

さ
れ
た
送
配
電
非
関
連
固
定

費
の
合
計
額

前
条
の
規
定
に
よ
り
整
理
さ
れ
た
三
需
要
種
別

ご
と
の
送
配
電
非
関
連
固
定
費
の
当
該
送
配
電

非
関
連
固
定
費
の
合
計
額
に
占
め
る
割
合

追
加
固
定
費

二

前
項
の
規
定
に
よ
り
整
理

さ
れ
た
送
配
電
非
関
連
可
変

費
の
合
計
額

前
条
の
規
定
に
よ
り
整
理
さ
れ
た
三
需
要
種
別

の
送
配
電
非
関
連
可
変
費
の
当
該
送
配
電
非
関

連
可
変
費
の
合
計
額
に
占
め
る
割
合

追
加
可
変
費

三

前
項
の
規
定
に
よ
り
整
理

さ
れ
た
非
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
需

要
家
費
の
額

前
条
の
規
定
に
よ
り
整
理
さ
れ
た
三
需
要
種
別

の
非
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
需
要
家
費
の
当
該
非
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
需
要
家
費
の
合
計
額
に
占
め
る
割
合

追
加
非
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
需
要
家
費

（
削
る
）

第
二
十
六
条

沖
縄
電
力
は
、
原
価
算
定
期
間
に
お
け
る
接
続
検
討
料
（
期
間
原
価
等
項
目
の
う
ち
電
気
事
業
雑

収
益
と
し
て
前
節
の
規
定
に
よ
り
算
定
さ
れ
た
額
の
う
ち
、
系
統
接
続
に
係
る
検
討
に
際
し
発
生
す
る
検
討
料

を
い
う
。）に
相
当
す
る
額
（
以
下
「
接
続
検
討
料
相
当
額
」
と
い
う
。）を
算
定
し
、
送
配
電
非
関
連
固
定
費
に

加
え
る
額
と
し
て
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
削
る
）

第
二
十
七
条

沖
縄
電
力
は
、
期
間
原
価
等
項
目
の
う
ち
、
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
第
一
次
追
加
項
目
と
し
て
算

定
さ
れ
た
額
を
、第
二
十
四
条
及
び
第
二
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
整
理
さ
れ
た
送
配
電
非
関
連
費
の
合
計
額
の
、

第
二
十
条
に
規
定
す
る
基
礎
原
価
等
項
目
の
額
と
期
間
原
価
等
項
目
の
う
ち
の
購
入
販
売
項
目
、
原
子
力
廃
止

関
連
仮
勘
定
償
却
費
、
電
源
開
発
促
進
税
、
託
送
収
益
、
事
業
者
間
精
算
収
益
と
し
て
第
三
条
又
は
第
五
条
の

規
定
に
よ
り
算
定
さ
れ
た
額
並
び
に
総
電
気
事
業
報
酬
額
か
ら
電
気
事
業
報
酬
の
額
を
控
除
し
た
額
の
合
計
額

に
占
め
る
割
合
に
よ
り
、
送
配
電
非
関
連
費
に
配
分
す
る
こ
と
に
よ
り
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

沖
縄
電
力
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
送
配
電
非
関
連
費
に
整
理
さ
れ
た
第
一
次
追
加
項
目
を
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
割
合
に
よ
り
、
当
該
各
号
に
定
め
る
区
分
に
配
分
す
る
こ
と
に
よ
り
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

第
二
十
四
条
及
び
第
二
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
整
理
さ
れ
た
送
配
電
非
関
連
固
定
費
の
合
計
額
の
第
二
十

四
条
及
び
第
二
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
整
理
さ
れ
た
送
配
電
非
関
連
固
定
費
の
合
計
額
、
送
配
電
非
関
連
可

変
費
の
合
計
額
及
び
非
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
需
要
家
費
の
合
計
額
の
合
計
額
に
占
め
る
割
合

送
配
電
非
関
連
固

定
費
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〇

〇

二

第
二
十
四
条
及
び
第
二
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
整
理
さ
れ
た
送
配
電
非
関
連
可
変
費
の
合
計
額
の
第
二
十

四
条
及
び
第
二
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
整
理
さ
れ
た
送
配
電
非
関
連
固
定
費
の
合
計
額
、
送
配
電
非
関
連
可

変
費
の
合
計
額
及
び
非
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
需
要
家
費
の
合
計
額
の
合
計
額
に
占
め
る
割
合

送
配
電
非
関
連
可

変
費

三

第
二
十
四
条
及
び
第
二
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
整
理
さ
れ
た
非
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
需
要
家
費
の
合
計
額
の
第

二
十
四
条
及
び
第
二
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
整
理
さ
れ
た
送
配
電
非
関
連
固
定
費
の
合
計
額
、
送
配
電
非
関

連
可
変
費
の
合
計
額
及
び
非
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
需
要
家
費
の
合
計
額
の
合
計
額
に
占
め
る
割
合

非
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
需
要
家
費

３

沖
縄
電
力
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
送
配
電
非
関
連
費
の
額
を
、同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
割
合
に
よ
り
、

三
需
要
種
別
ご
と
に
配
分
し
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

前
条
及
び
前
項
第
一
号
の

規
定
に
よ
り
整
理
さ
れ
た
送

配
電
非
関
連
固
定
費
の
合
計

額

第
二
十
四
条
及
び
第
二
十
五
条
の
規
定
に
よ
り

整
理
さ
れ
た
三
需
要
種
別
ご
と
の
送
配
電
非
関

連
固
定
費
の
当
該
送
配
電
非
関
連
固
定
費
の
合

計
額
に
占
め
る
割
合

追
加
固
定
費

二

前
条
及
び
前
項
第
二
号
の

規
定
に
よ
り
整
理
さ
れ
た
送

配
電
非
関
連
可
変
費
の
合
計

額

第
二
十
四
条
及
び
第
二
十
五
条
の
規
定
に
よ
り

整
理
さ
れ
た
三
需
要
種
別
ご
と
の
送
配
電
非
関

連
可
変
費
の
当
該
送
配
電
非
関
連
可
変
費
の
合

計
額
に
占
め
る
割
合

追
加
可
変
費

三

前
項
第
三
号
の
規
定
に
よ

り
整
理
さ
れ
た
非
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
需
要
家
費
の
合
計
額

第
二
十
四
条
及
び
第
二
十
五
条
の
規
定
に
よ
り

整
理
さ
れ
た
三
需
要
種
別
ご
と
の
非
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
需
要
家
費
の
当
該
非
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
需

要
家
費
の
合
計
額
に
占
め
る
割
合

追
加
非
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
需
要
家
費

（
削
る
）

第
二
十
八
条

沖
縄
電
力
は
、
期
間
原
価
等
項
目
の
う
ち
、
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
第
二
次
追
加
項
目
と
し
て
算

定
さ
れ
た
額
を
、
第
二
十
四
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
に
よ
り
整
理
さ
れ
た
送
配
電
非
関
連
費
の
合
計
額
の
、

第
二
十
条
に
規
定
す
る
基
礎
原
価
等
項
目
の
額
と
期
間
原
価
等
項
目
の
う
ち
の
購
入
販
売
項
目
、
原
子
力
廃
止

関
連
仮
勘
定
償
却
費
、
電
源
開
発
促
進
税
、
託
送
収
益
、
事
業
者
間
精
算
収
益
と
し
て
第
三
条
又
は
第
五
条
の

規
定
に
よ
り
算
定
さ
れ
た
額
、
総
電
気
事
業
報
酬
額
か
ら
電
気
事
業
報
酬
の
額
を
控
除
し
た
額
並
び
に
算
定
省

令
第
十
条
第
三
項
又
は
旧
託
送
料
金
算
定
規
則
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
さ
れ
た
追
加
事
業
報
酬
の

額
の
合
計
額
に
占
め
る
割
合
に
よ
り
、
送
配
電
非
関
連
費
に
配
分
す
る
こ
と
に
よ
り
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

２

沖
縄
電
力
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
送
配
電
非
関
連
費
に
整
理
さ
れ
た
第
二
次
追
加
項
目
を
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
割
合
に
よ
り
、
当
該
各
号
に
定
め
る
区
分
に
配
分
す
る
こ
と
に
よ
り
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

第
二
十
四
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
に
よ
り
整
理
さ
れ
た
送
配
電
非
関
連
固
定
費
の
合
計
額
の
第
二
十
四

条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
に
よ
り
整
理
さ
れ
た
送
配
電
非
関
連
固
定
費
の
合
計
額
、
送
配
電
非
関
連
可
変
費

の
合
計
額
及
び
非
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
需
要
家
費
の
合
計
額
の
合
計
額
に
占
め
る
割
合

送
配
電
非
関
連
固
定
費

二

第
二
十
四
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
に
よ
り
整
理
さ
れ
た
送
配
電
非
関
連
可
変
費
の
合
計
額
の
第
二
十
四

条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
に
よ
り
整
理
さ
れ
た
送
配
電
非
関
連
固
定
費
の
合
計
額
、
送
配
電
非
関
連
可
変
費

の
合
計
額
及
び
非
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
需
要
家
費
の
合
計
額
の
合
計
額
に
占
め
る
割
合

送
配
電
非
関
連
可
変
費
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三

第
二
十
四
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
に
よ
り
整
理
さ
れ
た
非
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
需
要
家
費
の
合
計
額
の
第
二

十
四
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
に
よ
り
整
理
さ
れ
た
送
配
電
非
関
連
固
定
費
の
合
計
額
、
送
配
電
非
関
連
可

変
費
の
合
計
額
及
び
非
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
需
要
家
費
の
合
計
額
の
合
計
額
に
占
め
る
割
合

非
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

需
要
家
費

３

沖
縄
電
力
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
送
配
電
非
関
連
費
の
額
を
、同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
割
合
に
よ
り
、

三
需
要
種
別
ご
と
に
配
分
し
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

前
項
第
一
号
の
規
定
に
よ

り
整
理
さ
れ
た
送
配
電
非
関

連
固
定
費
の
合
計
額

第
二
十
四
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
に
よ
り
整

理
さ
れ
た
三
需
要
種
別
ご
と
の
送
配
電
非
関
連

固
定
費
の
当
該
送
配
電
非
関
連
固
定
費
の
合
計

額
に
占
め
る
割
合

追
加
固
定
費

二

前
項
第
二
号
の
規
定
に
よ

り
整
理
さ
れ
た
送
配
電
非
関

連
可
変
費
の
合
計
額

第
二
十
四
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
に
よ
り
整

理
さ
れ
た
三
需
要
種
別
ご
と
の
送
配
電
非
関
連

可
変
費
の
当
該
送
配
電
非
関
連
可
変
費
の
合
計

額
に
占
め
る
割
合

追
加
可
変
費

三

前
項
第
三
号
の
規
定
に
よ

り
整
理
さ
れ
た
非
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
需
要
家
費
の
合
計
額

第
二
十
四
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
に
よ
り
整

理
さ
れ
た
三
需
要
種
別
ご
と
の
非
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
需
要
家
費
の
当
該
非
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
需
要
家

費
の
合
計
額
に
占
め
る
割
合

追
加
非
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
需
要
家
費

（
削
る
）

第
二
十
九
条

沖
縄
電
力
は
、送
配
電
非
関
連
費
の
う
ち
の
総
追
加
固
定
費
、総
追
加
可
変
費
及
び
総
追
加
非
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
需
要
家
費
と
し
て
、
第
二
十
五
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
に
よ
り
整
理
さ
れ
た
送
配
電
非
関
連
費
の

う
ち
の
追
加
固
定
費
、
追
加
可
変
費
及
び
追
加
非
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
需
要
家
費
の
合
計
額
を
、
三
需
要
種
別
ご
と

に
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
削
る
）

第
三
十
条

沖
縄
電
力
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
費
用
を
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
費
用
に
整
理
し
、
二

需
要
種
別
（
特
定
高
圧
需
要
及
び
特
定
低
圧
需
要
を
い
う
。
以
下
こ
の
款
に
お
い
て
同
じ
。）に
つ
い
て
、
様
式

第
七
の
二
に
よ
り
送
配
電
非
関
連
費
及
び
送
配
電
関
連
費
等
計
算
表
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

第
二
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
整
理
さ
れ
た
固
有
固
定
費
、
固
有
可
変
費
及
び
固
有
非
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
需
要

家
費
並
び
に
前
条
の
規
定
に
よ
り
整
理
さ
れ
た
総
追
加
固
定
費
、
総
追
加
可
変
費
及
び
総
追
加
非
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
需
要
家
費

送
配
電
非
関
連
費

二

特
定
需
要
に
応
ず
る
電
気
の
供
給
に
係
る
託
送
供
給
に
要
す
る
費
用
に
相
当
す
る
額
（
そ
の
小
売
電
気
事

業
等
を
行
う
た
め
に
沖
縄
電
力
が
使
用
す
る
電
気
（
特
定
需
要
に
応
ず
る
も
の
に
限
る
。）に
係
る
託
送
供
給

に
要
す
る
費
用
に
相
当
す
る
額
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）を
、
一
般
送
配
電
事
業
者
が
法
第
十
八
条
第
一
項
の

認
可
の
申
請
を
し
た
託
送
供
給
等
約
款
又
は
一
般
送
配
電
事
業
者
が
同
項
の
認
可
を
受
け
た
託
送
供
給
等
約

款
（
同
条
第
五
項
若
し
く
は
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
と
き
、
又
は
法
第
十
九
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
る
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
変
更
後
の
も
の
）
に
基
づ
き
算
定
し
た
額

送
配
電
関
連

費
三

特
定
需
要
に
応
ず
る
電
気
の
供
給
に
係
る
託
送
供
給
に
要
す
る
費
用
に
相
当
す
る
額
と
し
て
、
配
電
事
業

者
が
法
第
二
十
七
条
の
十
二
の
十
一
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
託
送
供
給
等
約
款
（
同
項
の
規
定

に
よ
る
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
届
出
が
さ
れ
た
も
の
）
に
基
づ
き
算
定
し
た
額

配
電
関
連

費
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（
削
る
）

第
三
十
一
条

沖
縄
電
力
は
、
総
固
定
費
、
総
可
変
費
、
総
需
要
家
費
及
び
総
送
配
電
関
連
費
と
し
て
、
第
二
十

四
条
の
規
定
に
よ
り
整
理
さ
れ
た
固
有
固
定
費
、
固
有
可
変
費
及
び
固
有
非
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
需
要
家
費
に
、
第

二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
整
理
さ
れ
た
総
追
加
固
定
費
、
総
追
加
可
変
費
及
び
総
追
加
非
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
需
要

家
費
を
そ
れ
ぞ
れ
加
え
て
得
た
額
、
前
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
整
理
さ
れ
た
送
配
電
関
連
費
並
び
に
前
条
第

三
号
の
規
定
に
よ
り
整
理
さ
れ
た
配
電
関
連
費
を
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

沖
縄
電
力
の
指
定
旧
供
給
区
域
が
複
数
の
供
給
区
域
に
分
か
れ
て
い
る
場
合
、
送
配
電
関
連
費
及
び
配
電
関

連
費
の
整
理
に
あ
た
っ
て
は
、
当
該
複
数
の
供
給
区
域
ご
と
に
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
供
給
区
域
別
料
金
の
決
定
等
）

（
削
る
）

第
三
十
二
条

料
金
は
、
二
需
要
種
別
ご
と
の
前
条
の
規
定
に
よ
り
整
理
さ
れ
た
総
固
定
費
、
総
可
変
費
、
総
需

要
家
費
及
び
総
送
配
電
関
連
費
の
合
計
額
（
以
下
「
需
要
種
別
原
価
等
」
と
い
う
。）と
原
価
算
定
期
間
に
お
け

る
二
需
要
種
別
ご
と
の
料
金
収
入
が
一
致
す
る
よ
う
に
設
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

沖
縄
電
力
は
、
需
要
種
別
原
価
等
を
基
に
、
契
約
種
別
ご
と
の
電
気
の
使
用
形
態
、
電
気
の
使
用
期
間
、
電

気
の
計
量
方
法
等
に
よ
る
需
要
種
別
原
価
等
の
差
異
を
勘
案
し
て
設
定
し
た
基
準
に
よ
り
契
約
種
別
ご
と
の
料

金
を
設
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
お
、
算
定
期
間
内
に
お
い
て
、
一
般
送
配
電
事
業
者
が
託
送
供
給
等
に

係
る
料
金
を
事
業
年
度
ご
と
に
変
動
さ
せ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
第
三
十
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
算
定
さ
れ

た
送
配
電
関
連
費
及
び
同
条
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
算
定
さ
れ
た
配
電
関
連
費
に
お
け
る
事
業
年
度
ご
と
の
差

異
を
勘
案
し
て
、
事
業
年
度
ご
と
の
料
金
を
設
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

沖
縄
電
力
の
指
定
旧
供
給
区
域
が
複
数
の
供
給
区
域
に
分
か
れ
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
複
数
の
供

給
区
域
ご
と
の
送
配
電
関
連
費
及
び
配
電
関
連
費
の
差
異
を
勘
案
し
て
当
該
複
数
の
供
給
区
域
ご
と
に
料
金
を

設
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、合
理
的
な
理
由
が
あ
る
場
合
に
は
、配
電
事
業
者
の
供
給
区
域
に
あ
っ

て
は
沖
縄
電
力
の
供
給
区
域
と
同
額
の
料
金
を
設
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

沖
縄
電
力
は
、第
二
項
で
定
め
た
基
準（
前
項
た
だ
し
書
き
に
規
定
す
る
合
理
的
な
理
由
が
あ
る
場
合
に
あ
っ

て
は
、
当
該
理
由
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。）を
、
あ
ら
か
じ
め
、
経
済
産
業
大
臣
に
届
け
出
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
経
済
産
業
大
臣
は
、当
該
基
準
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

沖
縄
電
力
は
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
契
約
種
別
ご
と
の
料
金
を
設
定
す
る
場
合
に
は
、
販
売
電
力
量
に
か

か
わ
ら
ず
支
払
を
受
け
る
べ
き
料
金
及
び
販
売
電
力
量
に
応
じ
て
支
払
を
受
け
る
べ
き
料
金
の
組
合
せ
に
よ

り
、
当
該
料
金
を
設
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
販
売
電
力
量
が
極
め
て
少
な
い
と
見
込
ま
れ
る
需

要
に
対
す
る
料
金
の
設
定
の
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

６

沖
縄
電
力
は
、
原
価
算
定
期
間
に
お
け
る
二
需
要
種
別
ご
と
の
料
金
収
入
を
、
第
二
項
及
び
前
項
の
規
定
に

よ
り
設
定
す
る
料
金
並
び
に
供
給
計
画
等
に
基
づ
く
契
約
電
力
、
販
売
電
力
量
等
の
電
気
の
使
用
に
係
る
値
の

予
測
値
に
よ
り
算
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７

沖
縄
電
力
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
需
要
種
別
原
価
等
と
前
項
に
よ
り
算
定
し
た
原
価
算
定
期
間
に
お
け
る

二
需
要
種
別
ご
と
の
料
金
収
入
を
整
理
し
、
様
式
第
八
第
二
表
に
よ
り
需
要
種
別
原
価
等
と
料
金
収
入
の
比
較

表
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
燃
料
費
等
の
変
動
額
認
可
料
金
の
算
定
）

（
削
る
）

第
三
十
三
条

沖
縄
電
力
は
、
改
正
法
附
則
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
の
認
可
を
受
け
た
特
定
小
売

供
給
約
款
（
第
三
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
変
動
額
を
基
に
特
定
小
売
供
給
約
款
で

設
定
す
る
料
金
を
算
定
し
、
か
つ
、
旧
法
第
十
九
条
第
四
項
又
は
改
正
法
附
則
第
十
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ

る
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
変
更
後
の
も
の
）
で
設
定
し
た
料
金
を
当
該
料
金
（
こ
れ
ら
の
規
定

に
よ
り
変
更
後
の
特
定
小
売
供
給
約
款
を
届
け
出
た
沖
縄
電
力
に
あ
っ
て
は
、
当
該
変
更
後
の
特
定
小
売
供
給

約
款
を
届
け
出
る
前
に
定
め
て
い
た
特
定
小
売
供
給
約
款
で
設
定
し
た
料
金
）
を
算
定
し
た
際
に
第
二
条
第
一
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一

燃
料
費
の
変
動
額

二

使
用
済
燃
料
再
処
理
等
拠
出
金
費
の
変
動
額

三

特
定
放
射
性
廃
棄
物
処
分
費
の
変
動
額

四

他
社
購
入
電
源
費
の
変
動
額

五

他
社
販
売
電
源
料
の
変
動
額

六

事
業
税
の
変
動
額

項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
原
価
算
定
期
間
内
に
次
に
掲
げ
る
変
動
額
を
基
に
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き

（
社
会
的
経
済
的
事
情
の
変
動
に
よ
り
、
改
正
法
附
則
第
十
八
条
第
一
項
の
認
可
を
受
け
た
特
定
小
売
供
給
約

款
で
設
定
し
た
料
金
を
算
定
し
た
際
に
第
三
条
第
二
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
供
給
計
画
等
を
基
に
算
定
し
た

数
量
の
変
更
に
伴
う
同
号
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
燃
料
費
の
変
動
が
見
込
ま
れ
る
と
き
に
限
る
。）は
、
第
二

条
か
ら
第
五
条
ま
で
及
び
第
二
十
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
変
動
額
を
基
に
変
更
し
よ

う
と
す
る
特
定
小
売
供
給
約
款
で
設
定
す
る
料
金
を
算
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

沖
縄
電
力
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
変
動
額
に
つ
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
整
理
し
た
変
動

額
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
特
別
変
動
額
」
と
い
う
。）の
合
計
額
を
算
定
し
、
様
式
第
九
に
よ
り
特
別
変
動

額
総
括
表
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

沖
縄
電
力
は
、
燃
料
費
の
変
動
額
と
し
て
、
特
定
小
売
供
給
約
款
で
設
定
し
た
料
金
を
算
定
し
た
際
に
第

三
条
第
二
項
第
二
号
及
び
こ
の
号
の
規
定
に
よ
り
算
定
さ
れ
た
額
（
第
三
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一

項
各
号
に
掲
げ
る
変
動
額
を
基
に
特
定
小
売
供
給
約
款
で
設
定
す
る
料
金
を
算
定
し
、
か
つ
、
旧
法
第
十
九

条
第
四
項
又
は
改
正
法
附
則
第
十
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
変
更
後
の
特
定
小
売
供
給
約
款
を
届
け
出
た

沖
縄
電
力
に
あ
っ
て
は
、
第
三
十
八
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
整
理
し
た
石
油
石
炭
税
変
動

相
当
額
を
含
む
。）を
基
に
算
定
し
た
外
生
的
燃
料
費
等
変
動
相
当
額
を
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二

沖
縄
電
力
は
、
使
用
済
燃
料
再
処
理
等
拠
出
金
費
の
変
動
額
及
び
特
定
放
射
性
廃
棄
物
処
分
費
の
変
動
額

と
し
て
、
特
定
小
売
供
給
約
款
で
設
定
し
た
料
金
を
算
定
し
た
際
に
第
三
条
第
二
項
第
三
号
及
び
こ
の
号
の

規
定
に
よ
り
算
定
さ
れ
た
額
を
基
に
算
定
し
た
外
生
的
燃
料
費
等
変
動
相
当
額
を
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

三

沖
縄
電
力
は
、
他
社
購
入
電
源
費
の
変
動
額
と
し
て
、
特
定
小
売
供
給
約
款
で
設
定
し
た
料
金
を
算
定
し

た
際
に
第
三
条
第
二
項
第
八
号
及
び
こ
の
号
の
規
定
に
よ
り
算
定
さ
れ
た
額
（
第
三
十
八
条
の
規
定
に
よ
り

同
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
変
動
額
を
基
に
特
定
小
売
供
給
約
款
で
設
定
す
る
料
金
を
算
定
し
、
か
つ
、
旧

法
第
十
九
条
第
四
項
又
は
改
正
法
附
則
第
十
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
変
更
後
の
特
定
小
売
供
給
約
款
を

届
け
出
た
沖
縄
電
力
に
あ
っ
て
は
、
第
三
十
八
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
整
理
し
た
石
油
石

炭
税
変
動
相
当
額
を
含
む
。）を
基
に
算
定
し
た
外
生
的
燃
料
費
等
変
動
相
当
額
を
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

四

沖
縄
電
力
は
、
他
社
販
売
電
源
料
の
変
動
額
と
し
て
、
特
定
小
売
供
給
約
款
で
設
定
し
た
料
金
を
算
定
し

た
際
に
第
五
条
第
二
項
及
び
こ
の
号
の
規
定
に
よ
り
算
定
さ
れ
た
額
（
第
三
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
同
条
第

一
項
各
号
に
掲
げ
る
変
動
額
を
基
に
特
定
小
売
供
給
約
款
で
設
定
す
る
料
金
を
算
定
し
、
か
つ
、
旧
法
第
十

九
条
第
四
項
又
は
改
正
法
附
則
第
十
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
変
更
後
の
特
定
小
売
供
給
約
款
を
届
け
出

た
沖
縄
電
力
に
あ
っ
て
は
、
第
三
十
八
条
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
整
理
し
た
石
油
石
炭
税
変

動
相
当
額
を
含
む
。）を
基
に
算
定
し
た
外
生
的
燃
料
費
等
変
動
相
当
額
を
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

五

沖
縄
電
力
は
、
事
業
税
の
変
動
額
と
し
て
、
前
各
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
整
理
し
た
変
動
額
の
合
計
額

を
基
に
算
定
し
た
外
生
的
燃
料
費
等
変
動
相
当
額
を
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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３

沖
縄
電
力
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
さ
れ
た
特
別
変
動
額
を
送
配
電
非
関
連
可
変
費
に
配
分
す
る
こ
と

に
よ
り
整
理
し
、
様
式
第
十
に
よ
り
、
特
別
送
配
電
非
関
連
費
明
細
表
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

沖
縄
電
力
は
、
三
需
要
種
別
ご
と
に
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
整
理
さ
れ
た
送
配
電
非
関
連
可
変
費
の
額
を
、

特
定
小
売
供
給
約
款
で
設
定
し
た
料
金
を
算
定
し
た
際
に
第
二
十
三
条
第
四
項
第
四
号
の
規
定
に
よ
り
算
定
し

た
割
合
（
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
配
分
し
た
場
合
は
そ
の
割
合
）
に
よ
り
配
分
し
、
特
別
変
動
可
変
費
に
整
理

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

沖
縄
電
力
は
、
送
配
電
非
関
連
費
に
つ
い
て
、前
項
の
規
定
に
よ
り
整
理
さ
れ
た
特
別
変
動
可
変
費
を
基
に
、

二
需
要
種
別
ご
と
に
つ
い
て
、
様
式
第
十
一
に
よ
り
特
別
送
配
電
非
関
連
費
計
算
表
を
作
成
し
、
様
式
第
十
二

の
二
に
よ
り
特
別
原
価
等
集
計
表
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

料
金
は
、
二
需
要
種
別
ご
と
の
前
項
の
規
定
に
よ
り
整
理
さ
れ
た
特
別
変
動
可
変
費
と
、
特
定
小
売
供
給
約

款
で
設
定
し
た
料
金
を
算
定
し
た
際
に
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
原
価
算
定
期
間
に
お
け
る

二
需
要
種
別
ご
と
の
料
金
収
入
及
び
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
当
該
原
価
算
定
期
間
に
お
け
る
二
需
要

種
別
の
料
金
収
入
の
変
動
分
を
基
に
算
定
し
た
当
該
原
価
算
定
期
間
に
お
け
る
二
需
要
種
別
ご
と
の
料
金
収
入

の
変
動
分
が
一
致
す
る
よ
う
に
設
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７

沖
縄
電
力
は
、
特
定
小
売
供
給
約
款
で
設
定
し
た
料
金
を
算
定
し
た
際
の
需
要
種
別
原
価
等
及
び
特
別
変
動

可
変
費
並
び
に
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
整
理
さ
れ
た
特
別
変
動
可
変
費
を
基
に
、
契
約
種
別
ご
と
の
電
気
の
使

用
形
態
、
電
気
の
使
用
期
間
、
電
気
の
計
量
方
法
等
に
よ
る
特
別
変
動
可
変
費
の
差
異
を
勘
案
し
て
設
定
し
た

基
準
に
よ
り
契
約
種
別
ご
と
の
料
金
を
設
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

８

沖
縄
電
力
は
、
前
項
で
定
め
た
基
準
を
、
あ
ら
か
じ
め
、
経
済
産
業
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
経
済
産
業
大
臣
は
、
当
該
基
準
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

９

沖
縄
電
力
は
、
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
契
約
種
別
ご
と
の
料
金
を
設
定
す
る
場
合
に
は
、
販
売
電
力
量
に
か

か
わ
ら
ず
支
払
を
受
け
る
べ
き
料
金
及
び
販
売
電
力
量
に
応
じ
て
支
払
を
受
け
る
べ
き
料
金
の
組
合
せ
に
よ

り
、
当
該
料
金
を
設
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
販
売
電
力
量
が
極
め
て
少
な
い
と
見
込
ま
れ
る
需

要
に
対
す
る
料
金
の
設
定
の
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

10

沖
縄
電
力
は
、
特
定
小
売
供
給
約
款
で
設
定
し
た
料
金
を
算
定
し
た
際
に
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
定

め
ら
れ
た
原
価
算
定
期
間
に
お
け
る
二
需
要
種
別
ご
と
の
料
金
収
入
及
び
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
当

該
原
価
算
定
期
間
に
お
け
る
二
需
要
種
別
ご
と
の
料
金
収
入
の
変
動
分
を
基
に
算
定
し
た
当
該
原
価
算
定
期
間

に
お
け
る
二
需
要
種
別
ご
と
の
料
金
収
入
の
変
動
分
を
、
第
七
項
及
び
前
項
の
規
定
に
よ
り
設
定
す
る
料
金
、

変
更
前
の
特
定
小
売
供
給
約
款
で
設
定
し
た
料
金
及
び
特
定
小
売
供
給
約
款
で
設
定
し
た
料
金
を
算
定
し
た
際

の
供
給
計
画
等
に
基
づ
く
契
約
電
力
、
販
売
電
力
量
等
の
電
気
の
使
用
に
係
る
値
の
予
測
値
に
よ
り
算
定
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

11

沖
縄
電
力
は
、
第
六
項
に
規
定
す
る
特
別
変
動
可
変
費
と
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
特
定
小
売
供
給

約
款
で
設
定
し
た
料
金
を
算
定
し
た
際
に
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
原
価
算
定
期
間
に
お
け

る
二
需
要
種
別
ご
と
の
料
金
収
入
及
び
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
当
該
原
価
算
定
期
間
に
お
け
る
二
需

要
種
別
ご
と
の
料
金
収
入
の
変
動
分
を
基
に
算
定
し
た
当
該
原
価
算
定
期
間
に
お
け
る
二
需
要
種
別
ご
と
の
料

金
収
入
の
変
動
分
を
整
理
し
、
様
式
第
十
三
第
二
表
に
よ
り
特
別
変
動
可
変
費
と
料
金
収
入
の
変
動
分
の
比
較

表
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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第
三
章

届
出
料
金
の
算
定

第
三
章

届
出
料
金
の
算
定

（
削
る
）

第
一
節

み
な
し
小
売
電
気
事
業
者
（
沖
縄
電
力
株
式
会
社
を
除
く
。）の
特
定
小
売
供
給
約
款
に
係
る

届
出
料
金
の
算
定

（
届
出
料
金
に
関
す
る
準
用
）

（
届
出
料
金
に
関
す
る
準
用
）

第
二
十
条

第
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
三
条
か
ら
第
十
八
条
ま
で
の
規
定
は
、
旧
法
第
十
九
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
特
定
小
売
供
給
約
款
で
設
定
し
た
料
金
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
事
業
者
が
、
変
更
し
よ
う
と

す
る
特
定
小
売
供
給
約
款
で
設
定
す
る
料
金
を
算
定
す
る
場
合
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表

の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替

え
る
も
の
と
す
る
。

第
三
十
四
条

第
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
三
条
か
ら
第
十
八
条
ま
で
の
規
定
は
、
旧
法
第
十
九
条
第

三
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
小
売
供
給
約
款
で
設
定
し
た
料
金
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
事
業
者
（
沖
縄
電
力
を
除

く
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。）が
、
変
更
し
よ
う
と
す
る
特
定
小
売
供
給
約
款
で
設
定
す
る
料
金
を
算
定
す
る
場

合
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、

そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
四
条
第
一
項

第
二
表
並
び
に
様
式
第
二
第
二
表
及
び
第
三
表

第
二
表

第
四
条
第
一
項

第
三
表
並
び
に
様
式
第
二
第
二
表
か
ら
第
四
表

ま
で

第
三
表

事
業
報
酬
総
括
表
及
び
事
業
報
酬
明
細
表

（
略
）

事
業
報
酬
総
括
表
、
事
業
報
酬
明
細
表
及
び
一

般
送
配
電
事
業
等
に
係
る
事
業
報
酬
明
細
表

（
略
）

第
四
条
第
二
項

（
略
）

（
略
）

第
四
条
第
二
項
及
び

第
三
項

（
略
）

（
略
）

第
四
条
第
三
項

（
略
）

（
略
）

第
四
条
第
四
項

（
略
）

（
略
）

第
五
条
第
一
項

様
式
第
一
第
三
表
及
び
様
式
第
二
第
四
表

様
式
第
一
第
三
表

第
五
条
第
一
項

様
式
第
一
第
四
表
及
び
様
式
第
二
第
五
表

様
式
第
一
第
四
表

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

第
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
三
条
か
ら
第
十
八
条
ま
で
の
規
定
は
、
旧
法
第
十
九
条
第
三
項
の
規

定
に
よ
り
変
更
し
よ
う
と
す
る
特
定
小
売
供
給
約
款
で
設
定
す
る
料
金
を
前
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
す
る
場
合

に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ

れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

３

第
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
三
条
か
ら
第
十
八
条
ま
で
の
規
定
は
、
旧
法
第
十
九
条
第
三
項
の
規

定
に
よ
り
変
更
し
よ
う
と
す
る
特
定
小
売
供
給
約
款
で
設
定
す
る
料
金
を
前
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
す
る
場
合

に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ

れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
三
条
第
一
項
及
び

第
二
項
、
第
四
条
第

三
項
第
六
号
並
び
に

第
六
条
第
一
項

（
略
）

（
略
）

第
三
条
第
一
項
及
び

第
二
項
、
第
四
条
第

四
項
第
五
号
並
び
に

第
六
条
第
一
項

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
三
条
第
二
項
第
一

号
、
第
三
号
、
第
四

号
及
び
第
六
号
か
ら

第
十
一
号
ま
で
、
第

四
条
第
三
項
第
一
号

及
び
第
三
号
か
ら
第

六
号
ま
で
、
第
五
条

第
二
項
、
並
び
に
第

十
六
条
第
二
号
及
び

第
三
号

（
略
）

（
略
）

第
三
条
第
二
項
第
一

号
、
第
三
号
、
第
四

号
及
び
第
六
号
か
ら

第
十
一
号
ま
で
、
第

四
条
第
四
項
第
一
号

及
び
第
三
号
か
ら
第

六
号
ま
で
、
第
五
条

第
二
項
、
並
び
に
第

十
六
条
第
二
号
及
び

第
三
号

（
略
）

（
略
）
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第
三
条
第
二
項
第
二

号
及
び
第
四
条
第
三

項
第
二
号

（
略
）

（
略
）

第
三
条
第
二
項
第
二

号
及
び
第
四
条
第
四

項
第
二
号

（
略
）

（
略
）

第
三
条
第
二
項
第
五

号
及
び
第
四
条
第
二

項
第
二
号

（
略
）

（
略
）

第
三
条
第
二
項
第
五

号
及
び
第
四
条
第
三

項
第
二
号

（
略
）

（
略
）

第
四
条
第
一
項

第
二
表
並
び
に
様
式
第
二
第
二
表
及
び
第
三
表

第
二
表

第
四
条
第
一
項

第
三
表
並
び
に
様
式
第
二
第
二
表
か
ら
第
四
表

ま
で

第
三
表

事
業
報
酬
総
括
表
及
び
事
業
報
酬
明
細
表

（
略
）

事
業
報
酬
総
括
表
、
事
業
報
酬
明
細
表
及
び
一

般
送
配
電
事
業
等
に
係
る
事
業
報
酬
明
細
表

（
略
）

第
四
条
第
二
項

（
略
）

（
略
）

第
四
条
第
二
項
及
び

第
三
項

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
四
条
第
二
項
及
び

第
三
項

（
略
）

（
略
）

第
四
条
第
二
項
か
ら

第
四
項
ま
で

（
略
）

（
略
）

第
四
条
第
三
項

（
略
）

（
略
）

第
四
条
第
四
項

（
略
）

（
略
）

第
四
条
第
三
項
第
六

号

（
略
）

（
略
）

第
四
条
第
四
項
第
五

号

（
略
）

（
略
）

第
四
条
第
三
項
第
六

号
、
第
五
条
第
一
項

及
び
第
二
項
並
び
に

第
六
条
第
一
項

（
略
）

（
略
）

第
四
条
第
四
項
第
五

号
、
第
五
条
第
一
項

及
び
第
二
項
並
び
に

第
六
条
第
一
項

（
略
）

（
略
）

第
五
条
第
一
項

（
略
）

（
略
）

第
五
条
第
一
項

（
略
）

（
略
）

様
式
第
一
第
三
表
及
び
様
式
第
二
第
五
表

様
式
第
一
第
三
表

様
式
第
一
第
四
表
及
び
様
式
第
二
第
五
表

様
式
第
一
第
四
表

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
六
条
第
一
項
か
ら

第
四
項
ま
で
、
同
条

第
六
項
、
第
七
条
及

び
第
八
条
第
一
項

（
略
）

（
略
）

第
六
条
第
一
項
か
ら

第
四
項
ま
で
、
同
条

第
六
項
、
第
七
条
、

第
八
条
第
一
項
、
第

十
三
条
第
一
項
並
び

に
第
十
四
条
第
一
項

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）
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第
十
二
条
第
二
項
の

表
並
び
に
第
十
三
条

第
一
項
及
び
同
条
第

二
項
の
表

（
略
）

改
正
法
附
則
第
十
八
条
第
一
項

の
認
可
を
受
け
た
特
定
小
売
供

給
約
款
（
旧
法
第
十
九
条
第
四

項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
届
出

が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
変
更

後
の
も
の
（
第
二
十
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
料
金
を
設
定
し

た
も
の
に
限
る
。））（
旧
法
第
二

十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る

変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の

変
更
後
の
も
の
）
で
設
定
し
た

料
金
を
算
定
し
た
際
に
第
十
条

第
十
二
条
第
二
項
の

表
並
び
に
第
十
三
条

第
一
項
及
び
同
条
第

二
項
の
表

（
略
）

改
正
法
附
則
第
十
八
条
第
一
項

の
認
可
を
受
け
た
特
定
小
売
供

給
約
款
（
旧
法
第
十
九
条
第
四

項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
届
出

が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
変
更

後
の
も
の
（
第
三
十
四
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
料
金
を
設
定

し
た
も
の
に
限
る
。））（
旧
法
第

二
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ

る
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ

の
変
更
後
の
も
の
）
で
設
定
し

た
料
金
を
算
定
し
た
際
に
第
十

条

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
削
る
）

（
削
る
）

（
削
る
）

第
十
三
条
第
一
項

第
一
次
追
加
項
目

変
分
第
一
次
追
加
項
目

第
十
四
条
第
一
項

（
略
）

（
略
）

第
十
四
条
第
一
項

（
略
）

（
略
）

（
削
る
）

（
削
る
）

第
二
次
追
加
項
目

変
分
第
二
次
追
加
項
目

第
十
四
条

（
略
）

改
正
法
附
則
第
十
八
条
第
一
項

の
認
可
を
受
け
た
特
定
小
売
供

給
約
款
（
旧
法
第
十
九
条
第
四

項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
届
出

が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
変
更

後
の
も
の
（
第
二
十
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
料
金
を
設
定
し

た
も
の
に
限
る
。））（
旧
法
第
二

十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る

変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の

変
更
後
の
も
の
）
で
設
定
し
た

料
金
を
算
定
し
た
際
に
第
十
条

第
十
四
条

（
略
）

改
正
法
附
則
第
十
八
条
第
一
項

の
認
可
を
受
け
た
特
定
小
売
供

給
約
款
（
旧
法
第
十
九
条
第
四

項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
届
出

が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
変
更

後
の
も
の
（
第
三
十
四
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
料
金
を
設
定

し
た
も
の
に
限
る
。））（
旧
法
第

二
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ

る
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ

の
変
更
後
の
も
の
）
で
設
定
し

た
料
金
を
算
定
し
た
際
に
第
十

条

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
変
動
額
届
出
料
金
の
算
定
）

（
変
動
額
届
出
料
金
の
算
定
）

第
二
十
一
条

事
業
者
は
、
旧
法
第
十
九
条
第
三
項
又
は
改
正
法
附
則
第
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
小

売
供
給
約
款
で
設
定
し
た
料
金
を
次
に
掲
げ
る
変
動
額
を
基
に
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
第
二
条
か
ら
第

十
八
条
ま
で
及
び
前
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
変
動
額
を
基
に
変
更
し
よ
う
と
す
る
特
定
小
売

供
給
約
款
で
設
定
す
る
料
金
を
算
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
十
五
条

事
業
者
（
沖
縄
電
力
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。）は
、
旧
法
第
十
九
条
第

三
項
又
は
改
正
法
附
則
第
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
小
売
供
給
約
款
で
設
定
し
た
料
金
を
次
に
掲
げ

る
変
動
額
を
基
に
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
第
二
条
か
ら
第
十
八
条
ま
で
及
び
前
条
第
一
項
の
規
定
に
か

か
わ
ら
ず
、
当
該
変
動
額
を
基
に
変
更
し
よ
う
と
す
る
特
定
小
売
供
給
約
款
で
設
定
す
る
料
金
を
算
定
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

一

燃
料
費
の
変
動
額
（
石
油
石
炭
税
の
税
率
の
変
動
そ
の
他
の
石
油
石
炭
税
に
関
す
る
制
度
の
改
正
に
起
因

す
る
変
動
額
（
以
下
「
石
油
石
炭
税
変
動
相
当
額
」
と
い
う
。）に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）

一

燃
料
費
の
変
動
額
（
石
油
石
炭
税
の
税
率
の
変
動
そ
の
他
の
石
油
石
炭
税
に
関
す
る
制
度
の
改
正
に
起
因

す
る
変
動
額
（
以
下
「
石
油
石
炭
税
変
動
相
当
額
」
と
い
う
。）に
限
る
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
三
十
八
条
に

お
い
て
同
じ
。）
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二

他
社
購
入
電
源
費
の
変
動
額
（
石
油
石
炭
税
変
動
相
当
額
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）

二

他
社
購
入
電
源
費
の
変
動
額
（
石
油
石
炭
税
変
動
相
当
額
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
三
十
八
条
に
お

い
て
同
じ
。）

三

他
社
販
売
電
源
料
の
変
動
額
（
石
油
石
炭
税
変
動
相
当
額
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）

三

他
社
販
売
電
源
料
の
変
動
額
（
石
油
石
炭
税
変
動
相
当
額
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
三
十
八
条
に
お

い
て
同
じ
。）

２

事
業
者
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
変
動
額
に
つ
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
整
理
し
た
変
動
額

（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
特
定
変
動
額
」
と
い
う
。）の
合
計
額
を
算
定
し
、
様
式
第
十
四
に
よ
り
特
定
変
動

額
総
括
表
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

事
業
者
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
変
動
額
に
つ
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
整
理
し
た
変
動
額

（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
特
定
変
動
額
」
と
い
う
。）の
合
計
額
を
算
定
し
、
様
式
第
十
八
に
よ
り
特
定
変
動

額
総
括
表
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
〜
三

（
略
）

一
〜
三

（
略
）

３

事
業
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
さ
れ
た
特
定
変
動
額
を
、
送
配
電
非
関
連
可
変
費
に
整
理
し
、
様
式

第
十
五
に
よ
り
特
定
送
配
電
非
関
連
費
明
細
表
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

事
業
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
さ
れ
た
特
定
変
動
額
を
、
送
配
電
非
関
連
可
変
費
に
整
理
し
、
様
式

第
十
九
に
よ
り
特
定
送
配
電
非
関
連
費
明
細
表
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

事
業
者
は
、
二
需
要
種
別
又
は
三
需
要
種
別
ご
と
に
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
整
理
さ
れ
た
送
配
電
非
関
連
可

変
費
の
合
計
額
を
、
特
定
小
売
供
給
約
款
で
設
定
し
た
料
金
を
算
定
し
た
際
に
第
九
条
第
四
項
第
四
号
又
は
同

条
第
七
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
条
第
四
項
第
四
号
（
前
条
第
一
項
又
は
第
三
項
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。）の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
割
合
（
こ
の
号
の
規
定
に
よ
り
配
分
し
た
場
合
は
そ
の
割
合
）

に
よ
り
配
分
し
、
特
定
変
動
可
変
費
に
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

事
業
者
は
、
非
特
定
需
要
及
び
特
定
需
要
ご
と
に
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
整
理
さ
れ
た
送
配
電
非
関
連
可
変

費
の
合
計
額
を
、
特
定
小
売
供
給
約
款
で
設
定
し
た
料
金
を
算
定
し
た
際
に
第
九
条
第
四
項
第
四
号
（
前
条
第

一
項
又
は
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
割
合
（
こ
の
号
の
規
定
に
よ

り
配
分
し
た
場
合
は
そ
の
割
合
）
に
よ
り
配
分
し
、
特
定
変
動
可
変
費
に
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

事
業
者
は
、
送
配
電
非
関
連
費
に
つ
い
て
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
整
理
さ
れ
た
特
定
変
動
可
変
費
を
基
に
、

特
定
需
要
又
は
特
定
二
需
要
種
別
ご
と
に
つ
い
て
、
様
式
第
十
六
に
よ
り
特
定
送
配
電
非
関
連
費
計
算
表
を
作

成
し
、
様
式
第
十
七
に
よ
り
特
定
原
価
等
集
計
表
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

事
業
者
は
、
送
配
電
非
関
連
費
に
つ
い
て
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
整
理
さ
れ
た
特
定
変
動
可
変
費
を
基
に
、

特
定
需
要
に
つ
い
て
、
様
式
第
二
十
に
よ
り
特
定
送
配
電
非
関
連
費
等
計
算
表
を
作
成
し
、
様
式
第
二
十
一
に

よ
り
特
定
原
価
等
集
計
表
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

料
金
は
、特
定
需
要
又
は
特
定
二
需
要
種
別
ご
と
の
前
項
の
規
定
に
よ
り
整
理
さ
れ
た
特
定
変
動
可
変
費
と
、

特
定
小
売
供
給
約
款
で
設
定
し
た
料
金
を
算
定
し
た
際
に
第
二
条
第
一
項
（
前
条
第
一
項
又
は
第
三
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
原
価
算
定
期
間
に
お
け
る
特
定
需
要
又
は
特
定
二
需

要
種
別
ご
と
の
料
金
収
入
及
び
こ
の
項
、
第
十
九
条
第
六
項
又
は
次
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
当
該

原
価
算
定
期
間
に
お
け
る
特
定
需
要
又
は
特
定
二
需
要
種
別
ご
と
の
料
金
収
入
の
変
動
分
を
基
に
算
定
し
た
当

該
原
価
算
定
期
間
に
お
け
る
特
定
需
要
又
は
特
定
二
需
要
種
別
ご
と
の
料
金
収
入
の
変
動
分
が
一
致
す
る
よ
う

に
設
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

料
金
は
、
特
定
需
要
の
前
項
の
規
定
に
よ
り
整
理
さ
れ
た
特
定
変
動
可
変
費
と
特
定
小
売
供
給
約
款
で
設
定

し
た
料
金
を
算
定
し
た
際
に
第
二
条
第
一
項
（
前
条
第
一
項
又
は
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）

の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
原
価
算
定
期
間
に
お
け
る
特
定
需
要
の
料
金
収
入
及
び
こ
の
項
、
第
十
九
条
第
六

項
又
は
次
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
当
該
原
価
算
定
期
間
に
お
け
る
特
定
需
要
の
料
金
収
入
の
変
動

分
を
基
に
算
定
し
た
当
該
原
価
算
定
期
間
に
お
け
る
特
定
需
要
の
料
金
収
入
の
変
動
分
が
一
致
す
る
よ
う
に
設

定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７

事
業
者
は
、
特
定
小
売
供
給
約
款
で
設
定
し
た
料
金
を
算
定
し
た
際
の
特
定
需
要
原
価
等
又
は
特
定
二
需
要

種
別
原
価
等
及
び
特
定
変
動
可
変
費
並
び
に
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
整
理
さ
れ
た
特
定
変
動
可
変
費
、
第
十
九

条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
整
理
さ
れ
た
特
別
変
動
可
変
費
又
は
次
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
整
理
さ
れ
た
特
殊

変
動
費
を
基
に
、
契
約
種
別
ご
と
の
電
気
の
使
用
形
態
、
電
気
の
使
用
期
間
、
電
気
の
計
量
方
法
等
に
よ
る
特

定
変
動
可
変
費
の
差
異
を
勘
案
し
て
設
定
し
た
基
準
に
よ
り
契
約
種
別
ご
と
の
料
金
を
設
定
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

７

事
業
者
は
、
特
定
小
売
供
給
約
款
で
設
定
し
た
料
金
を
算
定
し
た
際
の
特
定
需
要
原
価
等
及
び
特
定
変
動
可

変
費
並
び
に
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
整
理
さ
れ
た
特
定
変
動
可
変
費
、
第
十
九
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
整
理

さ
れ
た
特
別
変
動
可
変
費
及
び
次
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
整
理
さ
れ
た
特
殊
変
動
費
を
基
に
、
契
約
種
別
ご

と
の
電
気
の
使
用
形
態
、
電
気
の
使
用
期
間
、
電
気
の
計
量
方
法
等
に
よ
る
特
定
変
動
可
変
費
の
差
異
を
勘
案

し
て
設
定
し
た
基
準
に
よ
り
契
約
種
別
ご
と
の
料
金
を
設
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

８
・
９

（
略
）

８
・
９

（
略
）

10

事
業
者
は
、
特
定
小
売
供
給
約
款
で
設
定
し
た
料
金
を
算
定
し
た
際
に
第
二
条
第
一
項
（
前
条
第
一
項
又
は

第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
原
価
算
定
期
間
に
お
け
る
特
定
需
要

又
は
特
定
二
需
要
種
別
ご
と
の
料
金
収
入
及
び
こ
の
項
、
第
十
九
条
第
十
項
又
は
次
条
第
十
項
の
規
定
に
よ
り

算
定
し
た
当
該
原
価
算
定
期
間
に
お
け
る
特
定
需
要
又
は
特
定
二
需
要
種
別
ご
と
の
料
金
収
入
の
変
動
分
を
基

に
算
定
し
た
当
該
原
価
算
定
期
間
に
お
け
る
特
定
需
要
又
は
特
定
二
需
要
種
別
ご
と
の
料
金
収
入
の
変
動
分

を
、
第
七
項
及
び
前
項
の
規
定
に
よ
り
設
定
す
る
料
金
、
変
更
前
の
特
定
小
売
供
給
約
款
で
設
定
し
た
料
金
及

び
特
定
小
売
供
給
約
款
で
設
定
し
た
料
金
を
算
定
し
た
際
の
供
給
計
画
等
に
基
づ
く
契
約
電
力
、
販
売
電
力
量

等
の
電
気
の
使
用
に
係
る
値
の
予
測
値
に
よ
り
算
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

10

事
業
者
は
、
特
定
小
売
供
給
約
款
で
設
定
し
た
料
金
を
算
定
し
た
際
に
第
二
条
第
一
項
（
前
条
第
一
項
又
は

第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
原
価
算
定
期
間
に
お
け
る
特
定
需
要

の
料
金
収
入
及
び
こ
の
項
、
第
十
九
条
第
十
項
又
は
次
条
第
十
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
当
該
原
価
算
定
期

間
に
お
け
る
特
定
需
要
の
料
金
収
入
の
変
動
分
を
基
に
算
定
し
た
当
該
原
価
算
定
期
間
に
お
け
る
特
定
需
要
の

料
金
収
入
の
変
動
分
を
、
第
七
項
及
び
前
項
の
規
定
に
よ
り
設
定
す
る
料
金
、
変
更
前
の
特
定
小
売
供
給
約
款

で
設
定
し
た
料
金
及
び
特
定
小
売
供
給
約
款
で
設
定
し
た
料
金
を
算
定
し
た
際
の
供
給
計
画
等
に
基
づ
く
契
約

電
力
、
販
売
電
力
量
等
の
電
気
の
使
用
に
係
る
値
の
予
測
値
に
よ
り
算
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報



11

事
業
者
は
、
第
六
項
に
規
定
す
る
特
定
変
動
可
変
費
と
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
特
定
小
売
供
給
約

款
で
設
定
し
た
料
金
を
算
定
し
た
際
に
第
二
条
第
一
項
（
前
条
第
一
項
又
は
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。）の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
原
価
算
定
期
間
に
お
け
る
特
定
需
要
又
は
特
定
二
需
要
種
別
ご
と
の
料

金
収
入
及
び
こ
の
項
、
第
十
九
条
第
十
一
項
又
は
次
条
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
当
該
原
価
算
定
期

間
に
お
け
る
特
定
需
要
又
は
特
定
二
需
要
種
別
ご
と
の
料
金
収
入
の
変
動
分
を
基
に
算
定
し
た
当
該
原
価
算
定

期
間
に
お
け
る
特
定
需
要
又
は
特
定
二
需
要
種
別
ご
と
の
料
金
収
入
の
変
動
分
を
整
理
し
、
様
式
第
十
八
に
よ

り
特
定
変
動
可
変
費
と
料
金
収
入
の
変
動
分
の
比
較
表
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

11

事
業
者
は
、
第
六
項
に
規
定
す
る
特
定
変
動
可
変
費
と
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
特
定
小
売
供
給
約

款
で
設
定
し
た
料
金
を
算
定
し
た
際
に
第
二
条
第
一
項
（
前
条
第
一
項
又
は
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。）の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
原
価
算
定
期
間
に
お
け
る
特
定
需
要
の
料
金
収
入
及
び
こ
の
項
、
第
十

九
条
第
十
一
項
又
は
次
条
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
当
該
原
価
算
定
期
間
に
お
け
る
特
定
需
要
の
料

金
収
入
の
変
動
分
を
基
に
算
定
し
た
当
該
原
価
算
定
期
間
に
お
け
る
特
定
需
要
の
料
金
収
入
の
変
動
分
を
整
理

し
、
様
式
第
二
十
二
第
一
表
に
よ
り
特
定
変
動
可
変
費
と
料
金
収
入
の
変
動
分
の
比
較
表
を
作
成
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

（
送
配
電
関
連
費
等
の
変
動
額
届
出
料
金
の
算
定
）

（
送
配
電
関
連
費
等
の
変
動
額
届
出
料
金
の
算
定
）

第
二
十
二
条

事
業
者
は
、
旧
法
第
十
九
条
第
三
項
又
は
改
正
法
附
則
第
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
改
正
法

附
則
第
十
八
条
第
一
項
の
認
可
を
受
け
た
特
定
小
売
供
給
約
款
（
旧
法
第
十
九
条
第
四
項
又
は
改
正
法
附
則
第

十
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
変
更
後
の
も
の
）
で
設
定
し
た
料
金
を

次
に
掲
げ
る
変
動
額
を
基
に
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
第
二
条
か
ら
第
十
八
条
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
当
該
変
動
額
を
基
に
変
更
し
よ
う
と
す
る
特
定
小
売
供
給
約
款
で
設
定
す
る
料
金
を
算
定
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

第
三
十
六
条

事
業
者
は
、
旧
法
第
十
九
条
第
三
項
又
は
改
正
法
附
則
第
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
改
正
法

附
則
第
十
八
条
第
一
項
の
認
可
を
受
け
た
特
定
小
売
供
給
約
款
（
旧
法
第
十
九
条
第
四
項
又
は
改
正
法
附
則
第

十
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
変
更
後
の
も
の
）
で
設
定
し
た
料
金
を

次
に
掲
げ
る
変
動
額
を
基
に
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
第
二
条
か
ら
第
十
八
条
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
当
該
変
動
額
を
基
に
変
更
し
よ
う
と
す
る
特
定
小
売
供
給
約
款
で
設
定
す
る
料
金
を
算
定
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

一
〜
三

（
略
）

一
〜
三

（
略
）

四

他
社
購
入
電
源
費
の
変
動
額
（
一
般
送
配
電
事
業
託
送
供
給
等
約
款
料
金
算
定
規
則
（
平
成
二
十
八
年
経

済
産
業
省
令
第
二
十
二
号
。
以
下
「
託
送
料
金
算
定
規
則
」
と
い
う
。）第
一
条
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る

発
電
側
託
送
供
給
料
金
に
係
る
も
の
で
あ
っ
て
、
一
般
送
配
電
事
業
者
が
法
第
十
八
条
第
一
項
の
認
可
を
受

け
た
託
送
供
給
等
約
款
（
同
条
第
五
項
若
し
く
は
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
と
き
、
又

は
法
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
変
更
後
の
も
の
）
又
は
配
電
事
業
者

が
法
第
二
十
七
条
の
十
二
の
十
一
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
託
送
供
給
等
約
款
（
同
項
の
規
定
に

よ
る
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
届
出
が
さ
れ
た
も
の
）
で
設
定
し
た
料
金
の
変
更
に
起
因
す
る

変
動
額
（
以
下
「
発
電
側
託
送
供
給
料
金
変
動
相
当
額
」と
い
う
。）に
限
る
。以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）

四

他
社
購
入
電
源
費
の
変
動
額
（
一
般
送
配
電
事
業
託
送
供
給
等
約
款
料
金
算
定
規
則
（
平
成
二
十
八
年
経

済
産
業
省
令
第
二
十
二
号
。
以
下
「
託
送
料
金
算
定
規
則
」
と
い
う
。）第
一
条
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る

発
電
側
託
送
供
給
料
金
に
係
る
も
の
で
あ
っ
て
、
一
般
送
配
電
事
業
者
が
法
第
十
八
条
第
一
項
の
認
可
を
受

け
た
託
送
供
給
等
約
款
（
同
条
第
五
項
若
し
く
は
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
と
き
、
又

は
法
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
変
更
後
の
も
の
）
又
は
配
電
事
業
者

が
法
第
二
十
七
条
の
十
二
の
十
一
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
託
送
供
給
等
約
款
（
同
項
の
規
定
に

よ
る
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
届
出
が
さ
れ
た
も
の
）
で
設
定
し
た
料
金
の
変
更
に
起
因
す
る

変
動
額
（
以
下
「
発
電
側
託
送
供
給
料
金
変
動
相
当
額
」
と
い
う
。）に
限
る
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
三
十
九

条
に
お
い
て
同
じ
。）

五

他
社
販
売
電
源
料
の
変
動
額
（
発
電
側
託
送
供
給
料
金
変
動
相
当
額
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同

じ
。）

五

他
社
販
売
電
源
料
の
変
動
額
（
発
電
側
託
送
供
給
料
金
変
動
相
当
額
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
三
十

九
条
に
お
い
て
同
じ
。）

２

事
業
者
は
、
前
項
に
規
定
す
る
変
動
額
に
つ
い
て
、第
一
号
に
掲
げ
る
額
か
ら
第
二
号
に
掲
げ
る
額
を
減
じ
、

第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
額
を
加
え
て
得
る
方
法
に
よ
り
整
理
し
た
変
動
額
（
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
「
特
殊
変
動
額
」
と
い
う
。）を
算
定
し
、
様
式
第
十
九
に
よ
り
特
殊
変
動
額
総
括
表
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

２

事
業
者
は
、
前
項
に
規
定
す
る
変
動
額
に
つ
い
て
、第
一
号
に
掲
げ
る
額
か
ら
第
二
号
に
掲
げ
る
額
を
減
じ
、

第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
額
を
加
え
て
得
る
方
法
に
よ
り
整
理
し
た
変
動
額
（
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
「
特
殊
変
動
額
」
と
い
う
。）を
算
定
し
、
様
式
第
十
四
に
よ
り
特
殊
変
動
額
総
括
表
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

一
〜
三

（
略
）

一
〜
三

（
略
）

四

他
社
購
入
電
源
費
の
変
動
額
と
し
て
、
特
定
小
売
供
給
約
款
で
設
定
し
た
料
金
を
算
定
し
た
際
に
第
三
条

第
二
項
第
八
号
（
第
二
十
条
第
一
項
又
は
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）及
び
こ
の
号
の
規
定

に
よ
り
算
定
さ
れ
た
額
（
第
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
変
動
額
を
基
に
特
定
小
売

供
給
約
款
で
設
定
す
る
料
金
を
算
定
し
、
か
つ
、
改
正
法
附
則
第
十
八
条
第
一
項
の
変
更
の
認
可
を
受
け
た

事
業
者
に
あ
っ
て
は
、
第
十
九
条
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
整
理
し
た
外
生
的
燃
料
費
等
変
動

相
当
額
を
含
み
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
変
動
額
を
基
に
特
定
小
売
供
給
約
款
で

設
定
す
る
料
金
を
算
定
し
、
か
つ
、
旧
法
第
十
九
条
第
四
項
又
は
改
正
法
附
則
第
十
八
条
第
四
項
の
規
定
に

よ
り
変
更
後
の
特
定
小
売
供
給
約
款
を
届
け
出
た
事
業
者
に
あ
っ
て
は
、
前
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
方

法
に
よ
り
整
理
し
た
石
油
石
炭
税
変
動
相
当
額
を
含
む
。）を
基
に
算
定
し
た
発
電
側
託
送
供
給
料
金
変
動
相

当
額

四

他
社
購
入
電
源
費
の
変
動
額
と
し
て
、
特
定
小
売
供
給
約
款
で
設
定
し
た
料
金
を
算
定
し
た
際
に
第
三
条

第
二
項
第
八
号
（
第
三
十
四
条
第
一
項
又
は
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）及
び
こ
の
号
の
規

定
に
よ
り
算
定
さ
れ
た
額
（
第
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
変
動
額
を
基
に
特
定
小

売
供
給
約
款
で
設
定
す
る
料
金
を
算
定
し
、
か
つ
、
改
正
法
附
則
第
十
八
条
第
一
項
の
変
更
の
認
可
を
受
け

た
事
業
者
に
あ
っ
て
は
、
第
十
九
条
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
整
理
し
た
外
生
的
燃
料
費
等
変

動
相
当
額
を
含
み
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
変
動
額
を
基
に
特
定
小
売
供
給
約
款

で
設
定
す
る
料
金
を
算
定
し
、
か
つ
、
旧
法
第
十
九
条
第
四
項
又
は
改
正
法
附
則
第
十
八
条
第
四
項
の
規
定

に
よ
り
変
更
後
の
特
定
小
売
供
給
約
款
を
届
け
出
た
事
業
者
に
あ
っ
て
は
、
前
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る

方
法
に
よ
り
整
理
し
た
石
油
石
炭
税
変
動
相
当
額
を
含
む
。）を
基
に
算
定
し
た
発
電
側
託
送
供
給
料
金
変
動

相
当
額
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五

他
社
販
売
電
源
料
の
変
動
額
と
し
て
、
特
定
小
売
供
給
約
款
で
設
定
し
た
料
金
を
算
定
し
た
際
に
第
五
条

（
第
二
十
条
第
一
項
又
は
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）及
び
こ
の
号
の
規
定
に
よ
り
算
定
さ

れ
た
額
（
第
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
変
動
額
を
基
に
特
定
小
売
供
給
約
款
で
設

定
す
る
料
金
を
算
定
し
、
か
つ
、
改
正
法
附
則
第
十
八
条
第
一
項
の
変
更
の
認
可
を
受
け
た
事
業
者
に
あ
っ

て
は
、第
十
九
条
第
二
項
第
四
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
整
理
し
た
外
生
的
燃
料
費
等
変
動
相
当
額
を
含
み
、

前
条
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
変
動
額
を
基
に
特
定
小
売
供
給
約
款
で
設
定
す
る
料
金
を

算
定
し
、
か
つ
、
旧
法
第
十
九
条
第
四
項
又
は
改
正
法
附
則
第
十
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
変
更
後
の
特

定
小
売
供
給
約
款
を
届
け
出
た
事
業
者
に
あ
っ
て
は
、
前
条
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
整
理
し

た
石
油
石
炭
税
変
動
相
当
額
を
含
む
。）を
基
に
算
定
し
た
発
電
側
託
送
供
給
料
金
変
動
相
当
額

五

他
社
販
売
電
源
料
の
変
動
額
と
し
て
、
特
定
小
売
供
給
約
款
で
設
定
し
た
料
金
を
算
定
し
た
際
に
第
五
条

（
第
三
十
四
条
第
一
項
又
は
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）及
び
こ
の
号
の
規
定
に
よ
り
算
定

さ
れ
た
額
（
第
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
変
動
額
を
基
に
特
定
小
売
供
給
約
款
で

設
定
す
る
料
金
を
算
定
し
、か
つ
、改
正
法
附
則
第
十
八
条
第
一
項
の
変
更
の
認
可
を
受
け
た
事
業
者
に
あ
っ

て
は
、第
十
九
条
第
二
項
第
四
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
整
理
し
た
外
生
的
燃
料
費
等
変
動
相
当
額
を
含
み
、

前
条
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
変
動
額
を
基
に
特
定
小
売
供
給
約
款
で
設
定
す
る
料
金
を

算
定
し
、
か
つ
、
旧
法
第
十
九
条
第
四
項
又
は
改
正
法
附
則
第
十
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
変
更
後
の
特

定
小
売
供
給
約
款
を
届
け
出
た
事
業
者
に
あ
っ
て
は
、
前
条
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
整
理
し

た
石
油
石
炭
税
変
動
相
当
額
を
含
む
。）を
基
に
算
定
し
た
発
電
側
託
送
供
給
料
金
変
動
相
当
額

３

事
業
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
さ
れ
た
特
殊
変
動
額
の
う
ち
同
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
係
る
部
分

を
送
配
電
関
連
費
及
び
配
電
関
連
費
に
配
分
し
、
並
び
に
同
項
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
係
る
部
分
を
送
配

電
非
関
連
費
に
配
分
し
、
送
配
電
非
関
連
費
に
整
理
さ
れ
た
特
殊
変
動
額
の
う
ち
同
項
第
三
号
に
係
る
部
分
を

送
配
電
非
関
連
固
定
費
に
整
理
し
、
同
項
第
四
号
及
び
第
五
号
に
係
る
部
分
を
、
特
定
小
売
供
給
約
款
で
設
定

し
た
料
金
を
算
定
し
た
際
に
第
八
条
第
二
項
に
お
い
て
設
定
し
た
基
準
（
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
配
分
し
た
場

合
は
そ
の
割
合
）
に
よ
り
配
分
す
る
こ
と
に
よ
り
送
配
電
非
関
連
固
定
費
又
は
送
配
電
非
関
連
可
変
費
に
整
理

し
、
様
式
第
十
九
の
二
に
よ
り
特
殊
送
配
電
非
関
連
費
明
細
表
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

事
業
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
さ
れ
た
特
殊
変
動
額
の
う
ち
同
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
係
る
部
分

を
送
配
電
関
連
費
及
び
配
電
関
連
費
に
配
分
し
、
並
び
に
同
項
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
係
る
部
分
を
送
配

電
非
関
連
費
に
配
分
し
、
送
配
電
非
関
連
費
に
整
理
さ
れ
た
特
殊
変
動
額
の
う
ち
同
項
第
三
号
に
係
る
部
分
を

送
配
電
非
関
連
固
定
費
に
整
理
し
、
同
項
第
四
号
及
び
第
五
号
に
係
る
部
分
を
、
特
定
小
売
供
給
約
款
で
設
定

し
た
料
金
を
算
定
し
た
際
に
第
八
条
第
二
項
に
お
い
て
設
定
し
た
基
準
（
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
配
分
し
た
場

合
は
そ
の
割
合
）
に
よ
り
配
分
す
る
こ
と
に
よ
り
送
配
電
非
関
連
固
定
費
又
は
送
配
電
非
関
連
可
変
費
に
整
理

し
、
様
式
第
十
四
の
二
に
よ
り
特
殊
送
配
電
非
関
連
費
明
細
表
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

事
業
者
は
、
二
需
要
種
別
又
は
三
需
要
種
別
ご
と
に
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
送
配
電
非
関
連
固
定
費
に
整
理

さ
れ
た
特
殊
変
動
額
の
う
ち
第
二
項
第
三
号
に
係
る
部
分
を
、
特
定
小
売
供
給
約
款
で
設
定
し
た
料
金
を
算
定

し
た
際
に
第
九
条
第
五
項
又
は
同
条
第
七
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
算

定
し
た
割
合
（
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
配
分
し
た
場
合
は
そ
の
割
合
）
に
よ
り
配
分
す
る
こ
と
に
よ
り
追
加
固

定
費
に
整
理
し
、
送
配
電
非
関
連
固
定
費
に
整
理
さ
れ
た
特
殊
変
動
額
の
う
ち
第
二
項
第
四
号
及
び
第
五
号
に

係
る
部
分
を
、
特
定
小
売
供
給
約
款
で
設
定
し
た
料
金
を
算
定
し
た
際
に
第
九
条
第
五
項
又
は
同
条
第
七
項
に

お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
割
合
（
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
配
分
し

た
場
合
は
そ
の
割
合
）
に
よ
り
配
分
す
る
こ
と
に
よ
り
特
殊
変
動
固
定
費
に
整
理
し
、
二
需
要
種
別
又
は
三
需

要
種
別
ご
と
に
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
送
配
電
非
関
連
可
変
費
に
整
理
さ
れ
た
特
殊
変
動
額
を
、
特
定
小
売
供

給
約
款
で
設
定
し
た
料
金
を
算
定
し
た
際
に
第
九
条
第
四
項
第
四
号
又
は
同
条
第
七
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て

準
用
す
る
同
条
第
四
項
第
四
号
（
第
二
十
条
第
一
項
又
は
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
規
定

に
よ
り
算
定
し
た
割
合
（
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
配
分
し
た
場
合
は
そ
の
割
合
）
に
よ
り
配
分
す
る
こ
と
に
よ

り
特
殊
変
動
可
変
費
に
整
理
し
、
送
配
電
関
連
費
及
び
配
電
関
連
費
に
整
理
さ
れ
た
特
殊
変
動
額
並
び
に
追
加

固
定
費
、
特
殊
変
動
固
定
費
及
び
特
殊
変
動
可
変
費
に
整
理
さ
れ
た
特
殊
変
動
額
を
、
特
殊
変
動
費
と
し
て
整

理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

事
業
者
は
、
非
特
定
需
要
及
び
特
定
需
要
ご
と
に
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
送
配
電
非
関
連
固
定
費
に
整
理
さ

れ
た
特
殊
変
動
額
の
う
ち
第
二
項
第
三
号
に
係
る
部
分
を
、
特
定
小
売
供
給
約
款
で
設
定
し
た
料
金
を
算
定
し

た
際
に
第
九
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
割
合（
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
配
分
し
た
場
合
は
そ
の
割
合
）

に
よ
り
配
分
す
る
こ
と
に
よ
り
追
加
固
定
費
に
整
理
し
、
送
配
電
非
関
連
固
定
費
に
整
理
さ
れ
た
特
殊
変
動
額

の
う
ち
第
二
項
第
四
号
及
び
第
五
号
に
係
る
部
分
を
、
特
定
小
売
供
給
約
款
で
設
定
し
た
料
金
を
算
定
し
た
際

に
第
九
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
割
合
（
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
配
分
し
た
場
合
は
そ
の
割
合
）
に

よ
り
配
分
す
る
こ
と
に
よ
り
特
殊
変
動
固
定
費
に
整
理
し
、
非
特
定
需
要
及
び
特
定
需
要
ご
と
に
、
前
項
の
規

定
に
よ
り
送
配
電
非
関
連
可
変
費
に
整
理
さ
れ
た
特
殊
変
動
額
を
、
特
定
小
売
供
給
約
款
で
設
定
し
た
料
金
を

算
定
し
た
際
に
第
九
条
第
四
項
第
四
号
（
第
三
十
四
条
第
一
項
又
は
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。）の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
割
合
（
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
配
分
し
た
場
合
は
そ
の
割
合
）
に
よ
り
配
分
す

る
こ
と
に
よ
り
特
殊
変
動
可
変
費
に
整
理
し
、
送
配
電
関
連
費
及
び
配
電
関
連
費
に
整
理
さ
れ
た
特
殊
変
動
額

並
び
に
追
加
固
定
費
、
特
殊
変
動
固
定
費
及
び
特
殊
変
動
可
変
費
に
整
理
さ
れ
た
特
殊
変
動
額
を
、
特
殊
変
動

費
と
し
て
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

事
業
者
は
、
送
配
電
関
連
費
、
配
電
関
連
費
及
び
送
配
電
非
関
連
費
に
つ
い
て
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
整
理

さ
れ
た
特
殊
変
動
費
を
基
に
、
特
定
需
要
又
は
特
定
二
需
要
種
別
ご
と
に
つ
い
て
、
様
式
第
二
十
に
よ
り
特
殊

送
配
電
関
連
費
等
計
算
表
を
作
成
し
、
様
式
第
二
十
一
に
よ
り
特
殊
原
価
等
集
計
表
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

５

事
業
者
は
、
送
配
電
関
連
費
、
配
電
関
連
費
及
び
送
配
電
非
関
連
費
に
つ
い
て
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
整
理

さ
れ
た
特
殊
変
動
費
を
基
に
、
特
定
需
要
に
つ
い
て
、
様
式
第
十
五
に
よ
り
特
殊
送
配
電
関
連
費
等
計
算
表
を

作
成
し
、
様
式
第
十
六
に
よ
り
特
殊
原
価
等
集
計
表
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

料
金
は
、
特
定
需
要
又
は
特
定
二
需
要
種
別
ご
と
の
前
項
の
規
定
に
よ
り
整
理
さ
れ
た
特
殊
変
動
費
と
、
特

定
小
売
供
給
約
款
で
設
定
し
た
料
金
を
算
定
し
た
際
に
第
二
条
第
一
項
（
第
二
十
条
第
一
項
又
は
第
三
項
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
原
価
算
定
期
間
に
お
け
る
特
定
需
要
又
は
特
定
二

６

料
金
は
、
特
定
需
要
の
前
項
の
規
定
に
よ
り
整
理
さ
れ
た
特
殊
変
動
費
と
、
特
定
小
売
供
給
約
款
で
設
定
し

た
料
金
を
算
定
し
た
際
に
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
原
価
算
定
期
間
に
お
け
る
特
定
需
要
の

料
金
収
入
及
び
こ
の
項
、
第
十
九
条
第
六
項
又
は
第
三
十
五
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
当
該
原
価
算
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需
要
種
別
ご
と
の
料
金
収
入
及
び
こ
の
項
、
第
十
九
条
第
六
項
又
は
前
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
当

該
原
価
算
定
期
間
に
お
け
る
特
定
需
要
又
は
特
定
二
需
要
種
別
ご
と
の
料
金
収
入
の
変
動
分
を
基
に
算
定
し
た

当
該
原
価
算
定
期
間
に
お
け
る
特
定
需
要
又
は
特
定
二
需
要
種
別
ご
と
の
料
金
収
入
の
変
動
分
が
一
致
す
る
よ

う
に
設
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

定
期
間
に
お
け
る
特
定
需
要
の
料
金
収
入
の
変
動
分
を
基
に
算
定
し
た
当
該
原
価
算
定
期
間
に
お
け
る
特
定
需

要
の
料
金
収
入
の
変
動
分
が
一
致
す
る
よ
う
に
設
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７

事
業
者
は
、
特
定
小
売
供
給
約
款
で
設
定
し
た
料
金
を
算
定
し
た
際
の
特
定
需
要
原
価
等
又
は
特
定
二
需
要

種
別
原
価
等
及
び
特
殊
変
動
費
並
び
に
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
整
理
さ
れ
た
特
殊
変
動
費
、
第
十
九
条
第
四
項

の
規
定
に
よ
り
整
理
さ
れ
た
特
別
変
動
可
変
費
又
は
前
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
整
理
さ
れ
た
特
定
変
動
可
変

費
を
基
に
、
契
約
種
別
ご
と
の
電
気
の
使
用
形
態
、
電
気
の
使
用
期
間
、
電
気
の
計
量
方
法
等
に
よ
る
特
殊
変

動
費
の
差
異
を
勘
案
し
て
設
定
し
た
基
準
に
よ
り
契
約
種
別
ご
と
の
料
金
を
設
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た

だ
し
、
合
理
的
な
理
由
が
あ
る
場
合
に
は
、
配
電
事
業
者
の
供
給
区
域
に
あ
っ
て
は
、
一
般
送
配
電
事
業
者
の

供
給
区
域
と
同
額
の
料
金
を
設
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
、
算
定
期
間
内
に
お
い
て
、
一
般
送
配
電
事
業

者
が
託
送
供
給
等
に
係
る
料
金
を
事
業
年
度
ご
と
に
変
動
さ
せ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
第
十
六
条
第
二
号
の
規

定
に
よ
り
算
定
さ
れ
た
送
配
電
関
連
費
及
び
同
条
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
算
定
さ
れ
た
配
電
関
連
費
に
お
け
る

事
業
年
度
ご
と
の
差
異
を
勘
案
し
て
、
事
業
年
度
ご
と
の
料
金
を
設
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７

事
業
者
は
、
特
定
小
売
供
給
約
款
で
設
定
し
た
料
金
を
算
定
し
た
際
の
特
定
需
要
原
価
等
及
び
特
殊
変
動
費

並
び
に
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
整
理
さ
れ
た
特
殊
変
動
費
、
第
十
九
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
整
理
さ
れ
た
特

別
変
動
可
変
費
及
び
第
三
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
整
理
さ
れ
た
特
定
変
動
可
変
費
を
基
に
、
契
約
種
別

ご
と
の
電
気
の
使
用
形
態
、
電
気
の
使
用
期
間
、
電
気
の
計
量
方
法
等
に
よ
る
特
殊
変
動
費
の
差
異
を
勘
案
し

て
設
定
し
た
基
準
に
よ
り
契
約
種
別
ご
と
の
料
金
を
設
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
合
理
的
な
理
由

が
あ
る
場
合
に
は
、
配
電
事
業
者
の
供
給
区
域
に
あ
っ
て
は
、
一
般
送
配
電
事
業
者
の
供
給
区
域
と
同
額
の
料

金
を
設
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
、
算
定
期
間
内
に
お
い
て
、
一
般
送
配
電
事
業
者
が
託
送
供
給
等
に
係

る
料
金
を
事
業
年
度
ご
と
に
変
動
さ
せ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
第
十
六
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
算
定
さ
れ
た

送
配
電
関
連
費
及
び
同
条
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
算
定
さ
れ
た
配
電
関
連
費
に
お
け
る
事
業
年
度
ご
と
の
差
異

を
勘
案
し
て
、
事
業
年
度
ご
と
の
料
金
を
設
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

８
・
９

（
略
）

８
・
９

（
略
）

10

事
業
者
は
、
特
定
小
売
供
給
約
款
で
設
定
し
た
料
金
を
算
定
し
た
際
に
第
二
条
第
一
項
（
第
二
十
条
第
一
項

又
は
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
原
価
算
定
期
間
に
お
け
る
特
定

需
要
又
は
特
定
二
需
要
種
別
ご
と
の
料
金
収
入
及
び
こ
の
項
、
第
十
九
条
第
十
項
又
は
前
条
第
十
項
の
規
定
に

よ
り
算
定
し
た
当
該
原
価
算
定
期
間
に
お
け
る
特
定
需
要
又
は
特
定
二
需
要
種
別
ご
と
の
料
金
収
入
の
変
動
分

を
基
に
算
定
し
た
当
該
原
価
算
定
期
間
に
お
け
る
特
定
需
要
又
は
特
定
二
需
要
種
別
ご
と
の
料
金
収
入
の
変
動

分
を
、
第
七
項
及
び
前
項
の
規
定
に
よ
り
設
定
す
る
料
金
、
変
更
前
の
特
定
小
売
供
給
約
款
で
設
定
し
た
料
金

及
び
特
定
小
売
供
給
約
款
で
設
定
し
た
料
金
を
算
定
し
た
際
の
供
給
計
画
等
に
基
づ
く
契
約
電
力
、
販
売
電
力

量
等
の
電
気
の
使
用
に
係
る
値
の
予
測
値
に
よ
り
算
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

10

事
業
者
は
、
特
定
小
売
供
給
約
款
で
設
定
し
た
料
金
を
算
定
し
た
際
に
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
定
め

ら
れ
た
原
価
算
定
期
間
に
お
け
る
特
定
需
要
の
料
金
収
入
及
び
こ
の
項
、
第
十
九
条
第
十
項
又
は
第
三
十
五
条

第
十
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
当
該
原
価
算
定
期
間
に
お
け
る
特
定
需
要
の
料
金
収
入
の
変
動
分
を
基
に
算

定
し
た
当
該
原
価
算
定
期
間
に
お
け
る
特
定
需
要
の
料
金
収
入
の
変
動
分
を
、
第
七
項
及
び
前
項
の
規
定
に
よ

り
設
定
す
る
料
金
、
変
更
前
の
特
定
小
売
供
給
約
款
で
設
定
し
た
料
金
及
び
特
定
小
売
供
給
約
款
で
設
定
し
た

料
金
を
算
定
し
た
際
の
供
給
計
画
等
に
基
づ
く
契
約
電
力
、
販
売
電
力
量
等
の
電
気
の
使
用
に
係
る
値
の
予
測

値
に
よ
り
算
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

11

事
業
者
は
、
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
整
理
さ
れ
た
特
殊
変
動
費
と
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
特
定
小

売
供
給
約
款
で
設
定
し
た
料
金
を
算
定
し
た
際
に
第
二
条
第
一
項
（
第
二
十
条
第
一
項
又
は
第
三
項
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
原
価
算
定
期
間
に
お
け
る
特
定
需
要
又
は
特
定
二
需
要

種
別
ご
と
の
料
金
収
入
及
び
こ
の
項
、
第
十
九
条
第
十
一
項
又
は
前
条
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
当

該
原
価
算
定
期
間
に
お
け
る
特
定
需
要
又
は
特
定
二
需
要
種
別
ご
と
の
料
金
収
入
の
変
動
分
を
基
に
算
定
し
た

当
該
原
価
算
定
期
間
に
お
け
る
特
定
需
要
又
は
特
定
二
需
要
種
別
ご
と
の
料
金
収
入
の
変
動
分
を
整
理
し
、
様

式
第
二
十
二
に
よ
り
特
殊
変
動
費
と
料
金
収
入
の
変
動
分
の
比
較
表
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

11

事
業
者
は
、
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
整
理
さ
れ
た
特
殊
変
動
費
と
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
特
定
小

売
供
給
約
款
で
設
定
し
た
料
金
を
算
定
し
た
際
に
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
原
価
算
定
期
間

に
お
け
る
特
定
需
要
の
料
金
収
入
及
び
こ
の
項
、
第
十
九
条
第
十
一
項
又
は
第
三
十
五
条
第
十
一
項
の
規
定
に

よ
り
算
定
し
た
当
該
原
価
算
定
期
間
に
お
け
る
特
定
需
要
の
料
金
収
入
の
変
動
分
を
基
に
算
定
し
た
当
該
原
価

算
定
期
間
に
お
け
る
特
定
需
要
の
料
金
収
入
の
変
動
分
を
整
理
し
、
様
式
第
十
七
第
一
表
に
よ
り
特
殊
変
動
費

と
料
金
収
入
の
変
動
分
の
比
較
表
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
削
る
）

第
二
節

沖
縄
電
力
株
式
会
社
の
特
定
小
売
供
給
約
款
に
係
る
届
出
料
金
の
算
定

（
届
出
料
金
に
関
す
る
準
用
）

（
削
る
）

第
三
十
七
条

第
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
三
条
か
ら
第
五
条
ま
で
並
び
に
第
二
十
条
か
ら
第
三
十
二
条
ま

で
の
規
定
は
、
旧
法
第
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
小
売
供
給
約
款
で
設
定
し
た
料
金
を
変
更
し
よ
う

と
す
る
沖
縄
電
力
が
、
変
更
し
よ
う
と
す
る
特
定
小
売
供
給
約
款
で
設
定
す
る
料
金
を
算
定
す
る
場
合
に
準
用

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ

同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
二
条
第
一
項

原
価
等

届
出
原
価
等

第
二
条
第
二
項

四
月
一
日
を
始
期
と
す
る
原
価
算
定
期
間
を
定

め
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
前
項
で
定
め
る
原
価

等
は
、
事
業
年
度
ご
と
に

前
項
で
定
め
る
届
出
原
価
等

は
、

額
（
以
下
「
期
間
原
価
等
」
と
い
う
。）

額

令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報 



第
三
条
第
一
項

様
式
第
一
第
一
表
及
び
様
式
第
二
第
一
表

様
式
第
一
第
一
表

営
業
費
総
括
表
及
び
営
業
費
明
細
表

営
業
費
総
括
表

第
三
条
第
二
項

別
表
第
一
第
一
表
に
よ
り
分
類
し
、
そ
れ
ぞ
れ

そ
れ
ぞ
れ

第
四
条
第
一
項

第
三
表
並
び
に
様
式
第
二
第
二
表
か
ら
第
四
表

ま
で

第
三
表

事
業
報
酬
総
括
表
、
事
業
報
酬
明
細
表
及
び
一

般
送
配
電
事
業
等
に
係
る
事
業
報
酬
明
細
表

事
業
報
酬
総
括
表

第
四
条
第
二
項
及
び

第
三
項

別
表
第
一
第
一
表
に
よ
り
分
類
し
、
第
一
号

第
一
号

第
四
条
第
四
項

別
表
第
一
第
二
表
に
よ
り
分
類
し
、
そ
れ
ぞ
れ

そ
れ
ぞ
れ

第
五
条
第
一
項

様
式
第
一
第
四
表
及
び
様
式
第
二
第
五
表

様
式
第
一
第
四
表

控
除
収
益
総
括
表
及
び
控
除
収
益
明
細
表

控
除
収
益
総
括
表

第
五
条
第
二
項

別
表
第
一
第
一
表
に
よ
り
分
類
し
、
実
績
値

実
績
値

２

沖
縄
電
力
は
、
旧
法
第
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
小
売
供
給
約
款
で
設
定
し
た
料
金
を
期
間
原
価

等
項
目
の
う
ち
の
一
部
の
期
間
原
価
等
項
目
の
変
動
額
を
基
に
変
更
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
前
項

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
変
動
額
を
基
に
変
更
し
よ
う
と
す
る
特
定
小
売
供
給
約
款
で
設
定
す
る
料
金
を

算
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

第
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
三
条
か
ら
第
五
条
ま
で
並
び
に
第
二
十
条
か
ら
第
三
十
二
条
ま
で
の
規
定

は
、
旧
法
第
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
変
更
し
よ
う
と
す
る
特
定
小
売
供
給
約
款
で
設
定
す
る
料
金
を
前

項
の
規
定
に
よ
り
算
定
す
る
場
合
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同

表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
二
条
第
一
項

必
要
で
あ
る

変
動
す
る

原
価
等

届
出
原
価
等

第
二
条
第
二
項

四
月
一
日
を
始
期
と
す
る
原
価
算
定
期
間
を
定

め
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
前
項
で
定
め
る
原
価

等

前
項
で
定
め
る
届
出
原
価
等

事
業
年
度
ご
と
に
次
条

次
条

額
（
以
下
「
期
間
原
価
等
」
と
い
う
。）

変
分
営
業
費
項
目

第
三
条
第
一
項
及
び

第
二
項
並
び
に
第
四

条
第
四
項
第
五
号

営
業
費
項
目

変
分
営
業
費
項
目

令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報



第
三
条
第
一
項

法
人
税
等

法
人
税
等
の
う
ち
額
が
変
動
す

る
も
の

様
式
第
一
第
一
表
及
び
様
式
第
二
第
一
表

様
式
第
一
第
一
表

営
業
費
総
括
表
及
び
営
業
費
明
細
表

営
業
費
総
括
表

第
三
条
第
二
項

別
表
第
一
第
一
表
に
よ
り
分
類
し
、
そ
れ
ぞ
れ

そ
れ
ぞ
れ

第
三
条
第
二
項
第
一

号
、
第
三
号
、
第
四

号
及
び
第
六
号
か
ら

第
十
一
号
ま
で
、
第

四
条
第
三
項
第
一
号

及
び
第
三
号
か
ら
第

六
号
ま
で
、
第
五
条

第
二
項
、
並
び
に
第

三
十
条
第
二
号
及
び

第
三
号

算
定
し
た
額

算
定
し
た
変
動
額

第
三
条
第
二
項
第
二

号
及
び
第
四
条
第
四

項
第
二
号

得
た
額

得
た
変
動
額

第
三
条
第
二
項
第
五

号
及
び
第
四
条
第
三

項
第
二
号

額

変
動
額

第
四
条
第
一
項

第
三
表
並
び
に
様
式
第
二
第
二
表
か
ら
第
四
表

ま
で

第
三
表

事
業
報
酬
総
括
表
、
事
業
報
酬
明
細
表
及
び
一

般
送
配
電
事
業
等
に
係
る
事
業
報
酬
明
細
表

事
業
報
酬
総
括
表

第
四
条
第
二
項
及
び

第
三
項

別
表
第
一
第
一
表
に
よ
り
分
類
し
、
第
一
号

第
一
号

第
四
条
第
二
項
第
一

号

繰
延
償
却
資
産

繰
延
償
却
資
産
の
う
ち
額
が
変

動
す
る
も
の

第
四
条
第
二
項
か
ら

第
四
項
ま
で

レ
ー
ト
ベ
ー
ス

変
分
レ
ー
ト
ベ
ー
ス

第
四
条
第
四
項

別
表
第
一
第
二
表
に
よ
り
分
類
し
、
そ
れ
ぞ
れ

そ
れ
ぞ
れ

第
四
条
第
四
項
第
五

号

法
人
税
等

法
人
税
等
の
う
ち
額
が
変
動
す

る
も
の
の
変
動
額

第
四
条
第
四
項
第
五

号
、
第
五
条
第
一
項

及
び
第
二
項

控
除
収
益
項
目

変
分
控
除
収
益
項
目

令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報 



第
五
条
第
一
項

廃
炉
円
滑
化
負
担
金
相
当
収
益

廃
炉
円
滑
化
負
担
金
相
当
収
益

の
う
ち
額
が
変
動
す
る
も
の

様
式
第
一
第
四
表
及
び
様
式
第
二
第
五
表

様
式
第
一
第
四
表

控
除
収
益
総
括
表
及
び
控
除
収
益
明
細
表

控
除
収
益
総
括
表

第
五
条
第
二
項

別
表
第
一
第
一
表
に
よ
り
分
類
し
、
実
績
値

実
績
値

第
二
十
条
第
一
項
及

び
第
六
項
、
第
二
十

七
条
第
一
項
並
び
に

第
二
十
八
条
第
一
項

期
間
原
価
等
項
目

第
三
十
四
条
第
三
項
に
お
い
て

読
み
替
え
ら
れ
た
第
六
条
第
一

項
に
規
定
す
る
変
分
期
間
原
価

等
項
目

第
二
十
条
第
一
項
か

ら
第
四
項
ま
で
及
び

第
六
項
、
第
二
十
一

条
、
第
二
十
二
条
第

一
項
（
各
号
を
除

く
。）、
第
二
十
七
条

第
一
項
並
び
に
第
二

十
八
条
第
一
項

基
礎
原
価
等
項
目

第
三
十
四
条
第
三
項
に
お
い
て

読
み
替
え
ら
れ
た
第
六
条
第
一

項
に
規
定
す
る
変
分
基
礎
原
価

等
項
目

第
二
十
条
第
六
項
、

第
二
十
一
条
及
び
第

二
十
二
条
第
一
項

（
第
二
号
を
除
く
。）

購
入
販
売
電
源
項
目

第
三
十
四
条
第
三
項
に
お
い
て

読
み
替
え
ら
れ
た
第
六
条
第
六

項
に
規
定
す
る
変
分
購
入
販
売

電
源
項
目

第
二
十
二
条
第
一
項

第
一
号
及
び
第
三
号

基
礎
原
価
等
項
目

基
礎
原
価
等
項
目
の
う
ち
額
が

変
動
す
る
も
の

第
二
十
二
条
第
一
項

第
二
号

購
入
販
売
電
源
項
目

購
入
販
売
電
源
項
目
の
う
ち
額

が
変
動
す
る
も
の

第
二
十
五
条
第
一
項

一
般
販
売
費

一
般
販
売
費
（
額
が
変
動
す
る

場
合
に
限
る
。
次
項
に
お
い
て

同
じ
。）

第
二
十
六
条

接
続
検
討
料
相
当
額

接
続
検
討
料
相
当
額
（
額
が
変

動
す
る
場
合
に
限
る
。）の
変
動

額

第
二
十
七
条
第
一
項

及
び
第
二
十
八
条
第

一
項

控
除
し
た
額

控
除
し
た
変
動
額

令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報



第
二
十
七
条
第
一

項
、
第
二
項
及
び
第

三
項
の
表

第
二
十
四
条

改
正
法
附
則
第
十
八
条
第
一
項

の
認
可
を
受
け
た
特
定
小
売
供

給
約
款
（
旧
法
第
十
九
条
第
四

項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
届
出

が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
変
更

後
の
も
の
（
第
三
十
七
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
料
金
を
設
定

し
た
も
の
に
限
る
。））（
旧
法
第

二
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ

る
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ

の
変
更
後
の
も
の
）
で
設
定
し

た
料
金
を
算
定
し
た
際
に
第
二

十
四
条

第
二
十
七
条
第
一
項

及
び
第
二
項

第
一
次
追
加
項
目

第
三
十
四
条
第
三
項
に
お
い
て

読
み
替
え
ら
れ
た
変
分
第
一
次

追
加
項

第
二
十
八
条
第
一
項

追
加
事
業
報
酬
の
額

追
加
事
業
報
酬
の
変
動
額

第
二
十
八
条
第
一
項

及
び
第
二
項

第
二
次
追
加
項
目

第
三
十
四
条
第
三
項
に
お
い
て

読
み
替
え
ら
れ
た
変
分
第
二
次

追
加
項
目

第
二
十
八
条

第
二
十
四
条

改
正
法
附
則
第
十
八
条
第
一
項

の
認
可
を
受
け
た
特
定
小
売
供

給
約
款
（
旧
法
第
十
九
条
第
四

項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
届
出

が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
変
更

後
の
も
の
（
第
三
十
七
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
料
金
を
設
定

し
た
も
の
に
限
る
。））（
旧
法
第

二
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ

る
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ

の
変
更
後
の
も
の
）
で
設
定
し

た
料
金
を
算
定
し
た
際
に
第
二

十
四
条

第
三
十
条
第
二
号

含
む
。

含
み
、
額
が
変
動
す
る
場
合
に

限
る
。）の
変
動
額

第
三
十
二
条
第
一

項
、
第
六
項
及
び
第

七
項

料
金
収
入

料
金
収
入
の
変
動
分
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（
変
動
額
届
出
料
金
の
算
定
）

（
削
る
）

第
三
十
八
条

沖
縄
電
力
は
、
旧
法
第
十
九
条
第
三
項
又
は
改
正
法
附
則
第
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
特
定

小
売
供
給
約
款
で
設
定
し
た
料
金
を
次
に
掲
げ
る
変
動
額
を
基
に
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
第
二
条
か
ら

第
五
条
ま
で
及
び
第
二
十
条
か
ら
第
三
十
二
条
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
変
動
額
を
基
に
変
更
し
よ

う
と
す
る
特
定
小
売
供
給
約
款
で
設
定
す
る
料
金
を
算
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

燃
料
費
の
変
動
額

二

他
社
購
入
電
源
費
の
変
動
額

三

他
社
販
売
電
源
料
の
変
動
額

２

沖
縄
電
力
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
変
動
額
に
つ
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
整
理
し
た
変
動

額
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
特
定
変
動
額
」
と
い
う
。）の
合
計
額
を
算
定
し
、
様
式
第
十
八
に
よ
り
特
定
変

動
額
総
括
表
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

沖
縄
電
力
は
、
燃
料
費
の
変
動
額
と
し
て
、
特
定
小
売
供
給
約
款
で
設
定
し
た
料
金
を
算
定
し
た
際
に
第

三
条
第
二
項
第
二
号
（
前
条
第
一
項
又
は
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）及
び
こ
の
号
の
規
定

に
よ
り
算
定
さ
れ
た
額
（
第
三
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
変
動
額
を
基
に
特
定
小

売
供
給
約
款
で
設
定
す
る
料
金
を
算
定
し
、
か
つ
、
改
正
法
附
則
第
十
八
条
第
一
項
の
変
更
の
認
可
を
受
け

た
沖
縄
電
力
に
あ
っ
て
は
、
第
三
十
三
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
整
理
し
た
外
生
的
燃
料
費

等
変
動
相
当
額
を
含
む
。）を
基
に
算
定
し
た
石
油
石
炭
税
変
動
相
当
額
を
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二

沖
縄
電
力
は
、
他
社
購
入
電
源
費
の
変
動
額
と
し
て
、
特
定
小
売
供
給
約
款
で
設
定
し
た
料
金
を
算
定
し

た
際
に
第
三
条
第
二
項
第
八
号
（
前
条
第
一
項
又
は
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）及
び
こ
の

号
の
規
定
に
よ
り
算
定
さ
れ
た
額
（
第
三
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
変
動
額
を
基

に
特
定
小
売
供
給
約
款
で
設
定
す
る
料
金
を
算
定
し
、
か
つ
、
改
正
法
附
則
第
十
八
条
第
一
項
の
変
更
の
認

可
を
受
け
た
沖
縄
電
力
に
あ
っ
て
は
、
第
三
十
三
条
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
整
理
し
た
外
生

的
燃
料
費
等
変
動
相
当
額
を
含
む
。）を
基
に
算
定
し
た
石
油
石
炭
税
変
動
相
当
額
を
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

三

沖
縄
電
力
は
、
他
社
販
売
電
源
料
の
変
動
額
と
し
て
、
特
定
小
売
供
給
約
款
で
設
定
し
た
料
金
を
算
定
し

た
際
に
第
五
条
（
前
条
第
一
項
又
は
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）及
び
こ
の
号
の
規
定
に
よ

り
算
定
さ
れ
た
額
（
第
三
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
変
動
額
を
基
に
特
定
小
売
供

給
約
款
で
設
定
す
る
料
金
を
算
定
し
、
か
つ
、
改
正
法
附
則
第
十
八
条
第
一
項
の
変
更
の
認
可
を
受
け
た
沖

縄
電
力
に
あ
っ
て
は
、
第
三
十
三
条
第
二
項
第
四
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
整
理
し
た
外
生
的
燃
料
費
等
変

動
相
当
額
を
含
む
。）を
基
に
算
定
し
た
石
油
石
炭
税
変
動
相
当
額
を
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

沖
縄
電
力
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
さ
れ
た
特
定
変
動
額
を
、
送
配
電
非
関
連
可
変
費
に
整
理
し
、
様

式
第
十
九
に
よ
り
特
定
送
配
電
非
関
連
費
等
明
細
表
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

沖
縄
電
力
は
、
三
需
要
種
別
ご
と
に
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
整
理
さ
れ
た
送
配
電
非
関
連
可
変
費
の
合
計
額

を
特
定
小
売
供
給
約
款
で
設
定
し
た
料
金
を
算
定
し
た
際
に
第
二
十
三
条
第
四
項
第
四
号
（
前
条
第
一
項
又
は

第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
割
合
（
こ
の
号
の
規
定
に
よ
り
配
分
し

た
場
合
は
そ
の
割
合
）
に
よ
り
配
分
し
、
特
定
変
動
可
変
費
に
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

沖
縄
電
力
は
、
送
配
電
非
関
連
費
に
つ
い
て
、前
項
の
規
定
に
よ
り
整
理
さ
れ
た
特
定
変
動
可
変
費
を
基
に
、

二
需
要
種
別
ご
と
に
つ
い
て
、
様
式
第
二
十
に
よ
り
特
定
送
配
電
非
関
連
費
等
計
算
表
を
作
成
し
、
様
式
第
二

十
一
の
二
に
よ
り
特
定
原
価
等
集
計
表
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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６

料
金
は
、
二
需
要
種
別
ご
と
の
前
項
の
規
定
に
よ
り
整
理
さ
れ
た
特
定
変
動
可
変
費
と
特
定
小
売
供
給
約
款

で
設
定
し
た
料
金
を
算
定
し
た
際
に
第
二
条
第
一
項
（
前
条
第
一
項
又
は
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。）の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
原
価
算
定
期
間
に
お
け
る
二
需
要
種
別
ご
と
の
料
金
収
入
及
び
こ
の
項
の

規
定
に
よ
り
算
定
さ
れ
た
当
該
原
価
算
定
期
間
に
お
け
る
二
需
要
種
別
ご
と
の
料
金
収
入
の
変
動
分
を
基
に
算

定
し
た
当
該
原
価
算
定
期
間
に
お
け
る
二
需
要
種
別
ご
と
の
料
金
収
入
の
変
動
分
が
一
致
す
る
よ
う
に
設
定
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７

沖
縄
電
力
は
、
特
定
小
売
供
給
約
款
で
設
定
し
た
料
金
を
算
定
し
た
際
の
需
要
種
別
原
価
等
及
び
特
定
変
動

可
変
費
並
び
に
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
整
理
さ
れ
た
特
定
変
動
可
変
費
を
基
に
、
契
約
種
別
ご
と
の
電
気
の
使

用
形
態
、
電
気
の
使
用
期
間
、
電
気
の
計
量
方
法
等
に
よ
る
特
定
変
動
可
変
費
の
差
異
を
勘
案
し
て
設
定
し
た

基
準
に
よ
り
契
約
種
別
ご
と
の
料
金
を
設
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

８

沖
縄
電
力
は
、
前
項
で
定
め
た
基
準
を
、
あ
ら
か
じ
め
、
経
済
産
業
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
経
済
産
業
大
臣
は
、
当
該
基
準
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

９

沖
縄
電
力
は
、
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
契
約
種
別
ご
と
の
料
金
を
設
定
す
る
場
合
に
は
、
販
売
電
力
量
に
か

か
わ
ら
ず
支
払
を
受
け
る
べ
き
料
金
及
び
販
売
電
力
量
に
応
じ
て
支
払
を
受
け
る
べ
き
料
金
の
組
合
せ
に
よ

り
、
当
該
料
金
を
設
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
販
売
電
力
量
が
極
め
て
少
な
い
と
見
込
ま
れ
る
需

要
に
対
す
る
料
金
の
設
定
の
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

10

沖
縄
電
力
は
、
特
定
小
売
供
給
約
款
で
設
定
し
た
料
金
を
算
定
し
た
際
に
第
二
条
第
一
項
（
前
条
第
一
項
又

は
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
原
価
算
定
期
間
に
お
け
る
二
需
要

種
別
ご
と
の
料
金
収
入
及
び
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
さ
れ
た
当
該
原
価
算
定
期
間
に
お
け
る
二
需
要
種
別

ご
と
の
料
金
収
入
の
変
動
分
を
基
に
算
定
し
た
当
該
原
価
算
定
期
間
に
お
け
る
二
需
要
種
別
ご
と
の
料
金
収
入

の
変
動
分
を
、
第
七
項
及
び
前
項
の
規
定
に
よ
り
設
定
す
る
料
金
、
変
更
前
の
特
定
小
売
供
給
約
款
で
設
定
し

た
料
金
及
び
特
定
小
売
供
給
約
款
で
設
定
し
た
料
金
を
算
定
し
た
際
の
供
給
計
画
等
に
基
づ
く
契
約
電
力
、
販

売
電
力
量
等
の
電
気
の
使
用
に
係
る
値
の
予
測
値
に
よ
り
算
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

11

沖
縄
電
力
は
、
第
六
項
に
規
定
す
る
特
定
変
動
可
変
費
と
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
特
定
小
売
供
給

約
款
で
設
定
し
た
料
金
を
算
定
し
た
際
に
第
二
条
第
一
項
（
前
条
第
一
項
又
は
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。）の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
原
価
算
定
期
間
に
お
け
る
二
需
要
種
別
ご
と
の
料
金
収
入
及
び
こ
の

項
の
規
定
に
よ
り
算
定
さ
れ
た
当
該
原
価
算
定
期
間
に
お
け
る
二
需
要
種
別
ご
と
の
料
金
収
入
の
変
動
分
を
基

に
算
定
し
た
当
該
原
価
算
定
期
間
に
お
け
る
二
需
要
種
別
ご
と
の
料
金
収
入
の
変
動
分
を
整
理
し
、
様
式
第
二

十
二
第
二
表
に
よ
り
特
定
変
動
可
変
費
と
料
金
収
入
の
変
動
分
の
比
較
表
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
送
配
電
関
連
費
等
の
変
動
額
届
出
料
金
の
算
定
）

（
削
る
）

第
三
十
九
条

沖
縄
電
力
は
、
旧
法
第
十
九
条
第
三
項
又
は
改
正
法
附
則
第
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
改
正

法
附
則
第
十
八
条
第
一
項
の
認
可
を
受
け
た
特
定
小
売
供
給
約
款
（
旧
法
第
十
九
条
第
四
項
又
は
第
七
項
の
規

定
に
よ
る
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
変
更
後
の
も
の
）
で
設
定
し
た
料
金
を
次
に
掲
げ
る
変
動
額

を
基
に
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
第
二
条
か
ら
第
五
条
ま
で
及
び
第
二
十
条
か
ら
第
三
十
二
条
ま
で
の
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
変
動
額
を
基
に
変
更
し
よ
う
と
す
る
特
定
小
売
供
給
約
款
で
設
定
す
る
料
金
を
算
定

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

第
三
十
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
算
定
さ
れ
た
送
配
電
関
連
費
の
変
動
額

二

第
三
十
条
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
算
定
さ
れ
た
配
電
関
連
費
の
変
動
額

三

他
社
購
入
電
源
費
の
変
動
額

四

他
社
販
売
電
源
料
の
変
動
額
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２

沖
縄
電
力
は
、
前
項
に
規
定
す
る
変
動
額
に
つ
い
て
、
第
一
号
に
掲
げ
る
額
か
ら
第
二
号
に
掲
げ
る
額
を
減

じ
、
第
三
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
額
を
加
え
て
得
る
方
法
に
よ
り
整
理
し
た
変
動
額
（
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
「
特
殊
変
動
額
」
と
い
う
。）を
算
定
し
、
様
式
第
十
四
に
よ
り
特
殊
変
動
額
総
括
表
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

一

特
定
小
売
供
給
約
款
で
設
定
し
た
料
金
を
算
定
し
た
際
の
特
定
需
要
に
応
ず
る
電
気
の
供
給
に
係
る
託
送

供
給
に
要
す
る
費
用
に
相
当
す
る
額
を
、
一
般
送
配
電
事
業
者
が
法
第
十
八
条
第
一
項
の
認
可
を
受
け
た
託

送
供
給
等
約
款
（
同
条
第
五
項
若
し
く
は
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
と
き
、
又
は
法
第

十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
変
更
後
の
も
の
）
に
基
づ
き
算
定
し
た
額
及

び
配
電
事
業
者
が
法
第
二
十
七
条
の
十
二
の
十
一
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
託
送
供
給
等
約
款

（
同
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
届
出
が
さ
れ
た
も
の
）
に
基
づ
き
算
定
し
た

額
二

特
定
小
売
供
給
約
款
で
設
定
し
た
料
金
を
算
定
し
た
際
に
第
三
十
条
第
二
号
又
は
前
号
の
規
定
に
よ
り
算

定
さ
れ
た
送
配
電
関
連
費
の
額
及
び
同
条
第
三
号
又
は
前
号
の
規
定
に
よ
り
算
定
さ
れ
た
配
電
関
連
費
の
額

三

他
社
購
入
電
源
費
の
変
動
額
と
し
て
、
特
定
小
売
供
給
約
款
で
設
定
し
た
料
金
を
算
定
し
た
際
に
第
三
条

第
二
項
第
八
号
（
第
三
十
七
条
第
一
項
又
は
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）及
び
こ
の
号
の
規

定
に
よ
り
算
定
さ
れ
た
額
（
第
三
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
変
動
額
を
基
に
特
定

小
売
供
給
約
款
で
設
定
す
る
料
金
を
算
定
し
、
か
つ
、
改
正
法
附
則
第
十
八
条
第
一
項
の
変
更
の
認
可
を
受

け
た
沖
縄
電
力
に
あ
っ
て
は
、
第
三
十
三
条
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
整
理
し
た
外
生
的
燃
料

費
等
変
動
相
当
額
を
含
み
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
変
動
額
を
基
に
特
定
小
売
供

給
約
款
で
設
定
す
る
料
金
を
算
定
し
、
か
つ
、
旧
法
第
十
九
条
第
四
項
又
は
改
正
法
附
則
第
十
八
条
第
四
項

の
規
定
に
よ
り
変
更
後
の
特
定
小
売
供
給
約
款
を
届
け
出
た
沖
縄
電
力
に
あ
っ
て
は
、
前
条
第
二
項
第
二
号

に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
整
理
し
た
石
油
石
炭
税
変
動
相
当
額
を
含
む
。）を
基
に
算
定
し
た
発
電
側
託
送
供
給

料
金
変
動
相
当
額

四

他
社
販
売
電
源
料
の
変
動
額
と
し
て
、
特
定
小
売
供
給
約
款
で
設
定
し
た
料
金
を
算
定
し
た
際
に
第
五
条

（
第
三
十
七
条
第
一
項
又
は
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）及
び
こ
の
号
の
規
定
に
よ
り
算
定

さ
れ
た
額
（
第
三
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
変
動
額
を
基
に
特
定
小
売
供
給
約
款

で
設
定
す
る
料
金
を
算
定
し
、
か
つ
、
改
正
法
附
則
第
十
八
条
第
一
項
の
変
更
の
認
可
を
受
け
た
沖
縄
電
力

に
あ
っ
て
は
、
第
三
十
三
条
第
二
項
第
四
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
整
理
し
た
外
生
的
燃
料
費
等
変
動
相
当

額
を
含
み
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
変
動
額
を
基
に
特
定
小
売
供
給
約
款
で
設
定

す
る
料
金
を
算
定
し
、
か
つ
、
旧
法
第
十
九
条
第
四
項
又
は
改
正
法
附
則
第
十
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り

変
更
後
の
特
定
小
売
供
給
約
款
を
届
け
出
た
沖
縄
電
力
に
あ
っ
て
は
、
前
条
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
方
法

に
よ
り
整
理
し
た
石
油
石
炭
税
変
動
相
当
額
を
含
む
。）を
基
に
算
定
し
た
発
電
側
託
送
供
給
料
金
変
動
相
当

額

３

沖
縄
電
力
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
さ
れ
た
特
殊
変
動
額
の
う
ち
同
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
係
る
部

分
を
送
配
電
関
連
費
及
び
配
電
関
連
費
に
配
分
し
、
並
び
に
同
項
第
三
号
及
び
第
四
号
に
係
る
部
分
を
送
配
電

非
関
連
費
に
配
分
し
、
送
配
電
非
関
連
費
に
整
理
さ
れ
た
特
殊
変
動
額
を
、
第
二
十
二
条
第
二
項
に
お
い
て
設

定
し
た
基
準
に
よ
り
、
送
配
電
非
関
連
固
定
費
又
は
送
配
電
非
関
連
可
変
費
に
整
理
し
、
様
式
第
十
四
の
二
に

よ
り
特
殊
送
配
電
非
関
連
費
明
細
表
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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４

沖
縄
電
力
は
、
三
需
要
種
別
ご
と
に
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
送
配
電
非
関
連
固
定
費
に
整
理
さ
れ
た
特
殊
変

動
額
を
、
特
定
小
売
供
給
約
款
で
設
定
し
た
料
金
を
算
定
し
た
際
に
第
二
十
三
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
算
定

し
た
割
合
（
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
配
分
し
た
場
合
は
そ
の
割
合
）
に
よ
り
配
分
す
る
こ
と
に
よ
り
特
殊
変
動

固
定
費
に
整
理
し
、
三
需
要
種
別
ご
と
に
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
送
配
電
非
関
連
可
変
費
に
整
理
さ
れ
た
特
殊

変
動
額
を
、
特
定
小
売
供
給
約
款
で
設
定
し
た
料
金
を
算
定
し
た
際
に
第
二
十
三
条
第
四
項
第
四
号
（
第
三
十

七
条
第
一
項
又
は
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
割
合
（
こ
の
項
の
規

定
に
よ
り
配
分
し
た
場
合
は
そ
の
割
合
）
に
よ
り
配
分
す
る
こ
と
に
よ
り
特
殊
変
動
可
変
費
に
整
理
し
、
送
配

電
関
連
費
及
び
配
電
関
連
費
に
整
理
さ
れ
た
特
殊
変
動
額
並
び
に
特
殊
変
動
固
定
費
及
び
特
殊
変
動
可
変
費
に

整
理
さ
れ
た
特
殊
変
動
額
を
、
特
殊
変
動
費
と
し
て
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

沖
縄
電
力
は
、
送
配
電
関
連
費
、
配
電
関
連
費
及
び
送
配
電
非
関
連
費
に
つ
い
て
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
整

理
さ
れ
た
特
殊
変
動
費
を
基
に
、
二
需
要
種
別
ご
と
に
つ
い
て
、
様
式
第
十
五
に
よ
り
特
殊
送
配
電
関
連
費
等

計
算
表
を
作
成
し
、
様
式
第
十
六
の
二
に
よ
り
特
殊
原
価
等
集
計
表
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

料
金
は
、
二
需
要
種
別
ご
と
の
前
項
の
規
定
に
よ
り
整
理
さ
れ
た
特
殊
変
動
費
と
、
特
定
小
売
供
給
約
款
で

設
定
し
た
料
金
を
算
定
し
た
際
に
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
原
価
算
定
期
間
に
お
け
る
二
需

要
種
別
ご
と
の
料
金
収
入
及
び
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
当
該
原
価
算
定
期
間
に
お
け
る
二
需
要
種
別

の
料
金
収
入
の
変
動
分
を
基
に
算
定
し
た
当
該
原
価
算
定
期
間
に
お
け
る
二
需
要
種
別
ご
と
の
料
金
収
入
の
変

動
分
が
一
致
す
る
よ
う
に
設
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７

沖
縄
電
力
は
、
特
定
小
売
供
給
約
款
で
設
定
し
た
料
金
を
算
定
し
た
際
の
需
要
種
別
原
価
等
及
び
特
殊
変
動

費
並
び
に
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
整
理
さ
れ
た
特
殊
変
動
費
を
基
に
、
契
約
種
別
ご
と
の
電
気
の
使
用
形
態
、

電
気
の
使
用
期
間
、
電
気
の
計
量
方
法
等
に
よ
る
特
殊
変
動
費
の
差
異
を
勘
案
し
て
設
定
し
た
基
準
に
よ
り
契

約
種
別
ご
と
の
料
金
を
設
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
合
理
的
な
理
由
が
あ
る
場
合
に
は
、
配
電
事

業
者
の
供
給
区
域
に
あ
っ
て
は
、
沖
縄
電
力
の
供
給
区
域
と
同
額
の
料
金
を
設
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。な
お
、

算
定
期
間
内
に
お
い
て
、
一
般
送
配
電
事
業
者
が
託
送
供
給
等
に
係
る
料
金
を
事
業
年
度
ご
と
に
変
動
さ
せ
る

場
合
に
あ
っ
て
は
、
第
三
十
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
算
定
さ
れ
た
送
配
電
関
連
費
及
び
同
条
第
三
号
の
規
定

に
よ
り
算
定
さ
れ
た
配
電
関
連
費
に
お
け
る
事
業
年
度
ご
と
の
差
異
を
勘
案
し
て
、
事
業
年
度
ご
と
の
料
金
を

設
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

８

沖
縄
電
力
は
、
前
項
で
定
め
た
基
準
（
前
項
た
だ
し
書
き
に
規
定
す
る
合
理
的
な
理
由
が
あ
る
場
合
に
あ
っ

て
は
、
当
該
理
由
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。）を
、
あ
ら
か
じ
め
、
経
済
産
業
大
臣
に
届
け
出
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
経
済
産
業
大
臣
は
、当
該
基
準
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

９

沖
縄
電
力
は
、
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
契
約
種
別
ご
と
の
料
金
を
設
定
す
る
場
合
に
は
、
販
売
電
力
量
に
か

か
わ
ら
ず
支
払
を
受
け
る
べ
き
料
金
及
び
販
売
電
力
量
に
応
じ
て
支
払
を
受
け
る
べ
き
料
金
の
組
合
せ
に
よ

り
、
当
該
料
金
を
設
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
販
売
電
力
量
が
極
め
て
少
な
い
と
見
込
ま
れ
る
需

要
に
対
す
る
料
金
の
設
定
の
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

10

沖
縄
電
力
は
、
特
定
小
売
供
給
約
款
で
設
定
し
た
料
金
を
算
定
し
た
際
に
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
定

め
ら
れ
た
原
価
算
定
期
間
に
お
け
る
二
需
要
種
別
ご
と
の
料
金
収
入
及
び
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
当

該
原
価
算
定
期
間
に
お
け
る
二
需
要
種
別
ご
と
の
料
金
収
入
の
変
動
分
を
基
に
算
定
し
た
当
該
原
価
算
定
期
間

に
お
け
る
二
需
要
種
別
ご
と
の
料
金
収
入
の
変
動
分
を
、
第
七
項
及
び
前
項
の
規
定
に
よ
り
設
定
す
る
料
金
、

変
更
前
の
特
定
小
売
供
給
約
款
で
設
定
し
た
料
金
及
び
特
定
小
売
供
給
約
款
で
設
定
し
た
料
金
を
算
定
し
た
際

の
供
給
計
画
等
に
基
づ
く
契
約
電
力
、
販
売
電
力
量
等
の
電
気
の
使
用
に
係
る
値
の
予
測
値
に
よ
り
算
定
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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11

沖
縄
電
力
は
、
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
整
理
さ
れ
た
特
殊
変
動
費
と
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
特
定

小
売
供
給
約
款
で
設
定
し
た
料
金
を
算
定
し
た
際
に
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
原
価
算
定
期

間
に
お
け
る
二
需
要
種
別
ご
と
の
料
金
収
入
及
び
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
当
該
原
価
算
定
期
間
に
お

け
る
二
需
要
種
別
ご
と
の
料
金
収
入
の
変
動
分
を
基
に
算
定
し
た
当
該
原
価
算
定
期
間
に
お
け
る
二
需
要
種
別

ご
と
の
料
金
収
入
の
変
動
分
を
整
理
し
、
様
式
第
十
七
第
二
表
に
よ
り
特
殊
変
動
費
と
料
金
収
入
の
変
動
分
の

比
較
表
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
燃
料
費
調
整
制
度
）

（
燃
料
費
調
整
制
度
）

第
二
十
三
条

事
業
者
は
、
第
十
八
条
第
二
項
及
び
第
三
項
（
第
二
十
条
第
一
項
又
は
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。）、
第
十
九
条
第
七
項
、
第
二
十
一
条
第
七
項
又
は
前
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
設
定
し
た
契

約
種
別
ご
と
の
料
金
を
、
各
月
に
お
い
て
、
当
該
月
の
開
始
の
日
に
、
次
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
さ
れ
る
基
準

平
均
燃
料
価
格
と
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
さ
れ
る
実
績
平
均
燃
料
価
格
と
の
差
額
（
同
項
の
規
定
に
よ
り

算
定
さ
れ
る
実
績
平
均
燃
料
価
格
が
、
次
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
さ
れ
る
基
準
平
均
燃
料
価
格
に
一
・
五
を
乗

じ
て
得
た
額
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
さ
れ
る
基
準
平
均
燃
料
価
格
に
〇
・
五

を
乗
じ
て
得
た
額
）
に
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
さ
れ
る
基
準
調
整
単
価
を
千
で
除
し
て
得
た
値
を
乗
じ
て

得
た
額
に
よ
り
、
増
額
又
は
減
額
（
以
下
「
調
整
」
と
い
う
。）を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
十
条

事
業
者
は
、
第
十
八
条
第
二
項
及
び
第
三
項
（
第
三
十
四
条
第
一
項
又
は
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。）、
第
十
九
条
第
七
項
、
第
三
十
六
条
第
七
項
、
第
三
十
二
条
第
二
項
（
第
三
十
七
条
第
一
項

又
は
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）、
第
三
十
三
条
第
七
項
、
前
条
第
七
項
、
第
三
十
五
条
第
七

項
又
は
前
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
設
定
し
た
契
約
種
別
ご
と
の
料
金
を
、
各
月
に
お
い
て
、
当
該
月
の
開
始

の
日
に
、
次
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
さ
れ
る
基
準
平
均
燃
料
価
格
と
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
さ
れ
る
実
績

平
均
燃
料
価
格
と
の
差
額
（
同
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
さ
れ
る
実
績
平
均
燃
料
価
格
が
、
次
項
の
規
定
に
よ
り

算
定
さ
れ
る
基
準
平
均
燃
料
価
格
に
一
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
項
の
規
定
に

よ
り
算
定
さ
れ
る
基
準
平
均
燃
料
価
格
に
〇
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額
）
に
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
さ
れ
る

基
準
調
整
単
価
を
千
で
除
し
て
得
た
値
を
乗
じ
て
得
た
額
に
よ
り
、
増
額
又
は
減
額
（
以
下「
調
整
」と
い
う
。）

を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

基
準
平
均
燃
料
価
格
は
、
改
正
法
附
則
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
よ
う
と
す
る
、
又
は
変
更
し

よ
う
と
す
る
特
定
小
売
供
給
約
款
の
認
可
の
申
請
の
日
（
第
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ

る
変
動
額
を
基
に
特
定
小
売
供
給
約
款
で
設
定
す
る
料
金
を
算
定
し
、
か
つ
、
改
正
法
附
則
第
十
八
条
第
一
項

の
変
更
の
認
可
を
受
け
た
事
業
者
に
あ
っ
て
は
、
当
該
変
更
の
認
可
を
受
け
る
前
に
定
め
て
い
た
特
定
小
売
供

給
約
款
の
認
可
の
申
請
の
日
）
若
し
く
は
旧
法
第
十
九
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
変
更
し
よ
う
と
す
る
特
定
小

売
供
給
約
款
の
届
出
の
日
に
お
い
て
公
表
さ
れ
て
い
る
直
近
三
月
分
（
直
近
一
月
分
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
な

い
合
理
的
な
理
由
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
前
の
直
近
三
月
分
）
の
小
売
電
気
事
業
等
の
用
に
供
し
た
石
炭
、
石

油
及
び
液
化
天
然
ガ
ス
（
輸
入
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
以
下
「
燃
料
」
と
い
う
。）ご
と
の
円
建
て
貿
易
統
計
価

格
（
関
税
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
六
十
一
号
）
第
百
二
条
第
一
項
第
一
号
に
基
づ
く
統
計
に
よ
り
認
識
す

る
こ
と
が
可
能
な
価
格
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。）の
平
均
値
に
、
小
売
電
気
事
業
等
の
用
に
供
す
る
石

油
の
一
リ
ッ
ト
ル
当
た
り
の
発
熱
量
（
メ
ガ
ジ
ュ
ー
ル
で
表
し
た
量
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）を
当
該
燃
料
の
一

キ
ロ
グ
ラ
ム
当
た
り
の
発
熱
量
で
除
し
て
得
た
値
（
石
油
に
あ
っ
て
は
、
一
）
に
原
価
算
定
期
間
に
お
い
て
小

売
電
気
事
業
等
の
用
に
供
す
る
当
該
燃
料
の
発
熱
量
が
当
該
期
間
に
お
い
て
小
売
電
気
事
業
等
の
用
に
供
す
る

燃
料
ご
と
の
発
熱
量
の
総
和
に
占
め
る
割
合
を
乗
じ
て
算
定
し
た
値
で
あ
っ
て
、
あ
ら
か
じ
め
、
経
済
産
業
大

臣
に
届
け
出
た
も
の
（
次
項
に
お
い
て
「
換
算
係
数
」
と
い
う
。）を
乗
じ
て
得
た
額
を
合
計
し
た
額
と
す
る
。

２

基
準
平
均
燃
料
価
格
は
、
改
正
法
附
則
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
よ
う
と
す
る
、
又
は
変
更
し

よ
う
と
す
る
特
定
小
売
供
給
約
款
の
認
可
の
申
請
の
日
（
第
十
九
条
又
は
第
三
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
第
十
九

条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
変
動
額
又
は
第
三
十
三
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
変
動
額
を
基
に
特
定
小
売
供
給
約

款
で
設
定
す
る
料
金
を
算
定
し
、
か
つ
、
改
正
法
附
則
第
十
八
条
第
一
項
の
変
更
の
認
可
を
受
け
た
事
業
者
に

あ
っ
て
は
、
当
該
変
更
の
認
可
を
受
け
る
前
に
定
め
て
い
た
特
定
小
売
供
給
約
款
の
認
可
の
申
請
の
日
）
若
し

く
は
旧
法
第
十
九
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
変
更
し
よ
う
と
す
る
特
定
小
売
供
給
約
款
の
届
出
の
日
に
お
い
て

公
表
さ
れ
て
い
る
直
近
三
月
分
（
直
近
一
月
分
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
な
い
合
理
的
な
理
由
が
あ
る
と
き
は
、

そ
の
前
の
直
近
三
月
分
）
の
小
売
電
気
事
業
等
の
用
に
供
し
た
石
炭
、
石
油
及
び
液
化
天
然
ガ
ス
（
輸
入
さ
れ

た
も
の
に
限
る
。
以
下
「
燃
料
」
と
い
う
。）ご
と
の
円
建
て
貿
易
統
計
価
格
（
関
税
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律

第
六
十
一
号
）
第
百
二
条
第
一
項
第
一
号
に
基
づ
く
統
計
に
よ
り
認
識
す
る
こ
と
が
可
能
な
価
格
を
い
う
。
次

項
に
お
い
て
同
じ
。）の
平
均
値
に
、
小
売
電
気
事
業
等
の
用
に
供
す
る
石
油
の
一
リ
ッ
ト
ル
当
た
り
の
発
熱
量

（
メ
ガ
ジ
ュ
ー
ル
で
表
し
た
量
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）を
当
該
燃
料
の
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
当
た
り
の
発
熱
量
で
除

し
て
得
た
値
（
石
油
に
あ
っ
て
は
、
一
）
に
原
価
算
定
期
間
に
お
い
て
小
売
電
気
事
業
等
の
用
に
供
す
る
当
該

燃
料
の
発
熱
量
が
当
該
期
間
に
お
い
て
小
売
電
気
事
業
等
の
用
に
供
す
る
燃
料
ご
と
の
発
熱
量
の
総
和
に
占
め

る
割
合
を
乗
じ
て
算
定
し
た
値
で
あ
っ
て
、
あ
ら
か
じ
め
、
経
済
産
業
大
臣
に
届
け
出
た
も
の
（
次
項
に
お
い

て
「
換
算
係
数
」
と
い
う
。）を
乗
じ
て
得
た
額
を
合
計
し
た
額
と
す
る
。

３
・
４

（
略
）

３
・
４

（
略
）

（
離
島
供
給
に
係
る
燃
料
費
調
整
制
度
）

（
離
島
供
給
に
係
る
燃
料
費
調
整
制
度
）

第
二
十
四
条

事
業
者
は
、
第
十
八
条
第
二
項
及
び
第
三
項
（
第
二
十
条
第
一
項
又
は
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。）、
第
十
九
条
第
七
項
、
第
二
十
一
条
第
七
項
又
は
第
二
十
二
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
設
定

し
た
契
約
種
別
ご
と
の
料
金
を
、
各
月
に
お
い
て
、
当
該
月
の
開
始
の
日
に
、
託
送
料
金
算
定
規
則
第
三
十
二

条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
算
定
さ
れ
た
額
に
よ
り
、
増
額
又
は
減
額
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

第
四
十
一
条

事
業
者
は
、
第
十
八
条
第
二
項
及
び
第
三
項
（
第
三
十
四
条
第
一
項
又
は
第
三
項
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。）、
第
十
九
条
第
七
項
、
第
三
十
六
条
第
七
項
、
第
三
十
二
条
第
二
項
（
第
三
十
七
条
第
一

項
又
は
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）、
第
三
十
三
条
第
七
項
、
第
三
十
九
条
第
七
項
、
第
三
十

五
条
第
七
項
又
は
第
三
十
八
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
設
定
し
た
契
約
種
別
ご
と
の
料
金
を
、各
月
に
お
い
て
、

当
該
月
の
開
始
の
日
に
、託
送
料
金
算
定
規
則
第
三
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
算
定
さ
れ
た
額
に
よ
り
、

増
額
又
は
減
額
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報



別表第１（第３条、第４条、第５条関係） 別表第１（第３条、第４条、第５条関係）
第１表 第１表

期間原価等項目分類表 期間原価等項目分類表

期間原価等項目 内訳及び明細項目 備 考 期間原価等項目 内訳及び明細項目 備 考

（略） （略） （略） （略） （略） （略）

（削る） （削る） （削る） 委託検針費


委託検針費


従業員以外の者に検針を委託する場合の個人支給

の手当及びこれに準ずるものを整理する。


（略） （略） （略） （略） （略） （略）

賃借料 （略） （略） 賃借料 （略） （略）

（略） （略）

（略） （略）

（略） （略） （略） （略）

（略） （略） （略） （略）

（略） （略）

（削る） （削る） 線下補償料


建物の移転等に関するものを除く。


（略） （略） （略） （略）

（略） （略） （略） （略）

委託費 （略） 設備（借入設備を含む。）の運転又は点検を他に委
託する場合の費用（「厚生費


」、「委託集金費」、「廃棄

物処理費」、「修繕費」、「補償費」、「普及開発関係
費」、「養成費」、「研究費」及び「固定資産除却費」
に整理されるものを除く。「雑委託費」において同
じ。）を整理する。

委託費 （略） 設備（借入設備を含む。）の運転又は点検を他に委
託する場合の費用（「厚生費」、「委託検針費


」、「委託

集金費」、「廃棄物処理費」、「修繕費」、「補償費」、「普
及開発関係費」、「養成費」、「研究費」及び「固定資
産除却費」に整理されるものを除く。「雑委託費」
において同じ。）を整理する。

（略） （略） （略） （略）

（略） （略） （略） （略） （略） （略）

貸倒損 （略） 「電灯料」、「電力料」、「他社販売電力料」


及び「電
気事業雑収益」に関する債権の貸倒損引当を整理
する。

貸倒損 （略） 「電灯料」、「電力料」、「他社販売電力料」、「託送収


益」

及び「電気事業雑収益」に関する債権の貸倒

損引当を整理する。

（略） 「電灯料」、「電力料」、「他社販売電力料」


及び「電
気事業雑収益」に関する債権の貸倒損を整理する。

（略） 「電灯料」、「電力料」、「他社販売電力料」、「託送収


益」

及び「電気事業雑収益」に関する債権の貸倒

損を整理する。

（略） （略） （略） （略） （略） （略）

令
和

年

月


日
月
曜
日

(号
外
第


号
)

官
報







他社購入電源費


（略） 他社購入電力料


（略）

（削る） 非化石証書購入費


非化石証書購入費


非化石証書購入費


（新設） （新設）

（略） （略） （略） （略） （略） （略）

（削る） （削る） 電源開発促進税


電源開発促進税


（略） （略） （略） （略） （略） （略）

他社販売電源料


（略） 他社販売電力料


（略）

（削る） （削る） 託送収益


その他託送収益


（略） （略） （略） （略） （略） （略）

電気事業雑収益 （略） 電気事業雑収益 （略）

（略） （略）

（略） （略）

（略） （略）

（削る） 器具販売益


（略） （略）

（略） （略）

（略） （略）

（略） （略）

（略） （略） （略） （略）

第２表 第２表
レートベース分類表 レートベース分類表

項 目 内訳及び明細項目 備 考 項 目 内訳及び明細項目 備 考

特定固定資産 （略） （略） 特定固定資産 （略） （略）

（略） （略） （略） （略）

（略） （略） （略） （略）

（略） （略） （略） （略）

（削る） （削る） 送電設備


同上


（削る） （削る） 変電設備


同上


（削る） （削る） 配電設備


同上


（略） （略） （略） （略）

令
和

年

月


日
月
曜
日

(号
外
第


号
)

官
報







建設中の資産 （略） （略） 建設中の資産 （略） （略）

（略） （略） （略） （略）

（略） （略） （略） （略）

（略） （略） （略） （略）

（削る） （削る） 送電設備


同上


（削る） （削る） 変電設備


同上


（削る） （削る） 配電設備


同上


（略） （略） （略） （略）

（略） （略） （略） （略） （略） （略）

別表第２（第６条


関係） 別表第２（第６条、第20条


関係）
第１表 第１表

一般管理費等及び販売費の整理の基準 一般管理費等及び販売費の整理の基準

１．一般管理費等へ整理された基礎原価等項目ごとの額の各部門（水力発電費、火力発電
費、原子力発電費、新エネルギー等発電等費


及び販売費）への整理の基準

１．一般管理費等へ整理された基礎原価等項目ごとの額の各部門（水力発電費、火力発電
費、原子力発電費、新エネルギー等発電等費、送電費、変電費、配電費


及び販売費）へ

の整理の基準
・ （略） ・ （略）
（削る） ２．販売費の離島等供給費及び非離島等供給費への整理の基準（沖縄電力に限る。


）



基礎原価等項目ごとの額のうち発生の主な原因に応じて配分が可能な額を、基礎原

価等項目ごとに離島等供給費又は非離島等供給費に直課すること。



の整理により難い基礎原価等項目ごとの額を、第４表に定める活動帰属基準又は

配賦基準を用いて整理すること。


２．販売費


の給電費、需要家費及び一般販売費への整理の基準 ３．離島等供給費及び非離島等供給費へ整理された販売費（沖縄電力以外のみなし小売電

気事業者にあっては販売費）


の給電費、需要家費及び一般販売費への整理の基準
・ （略） ・ （略）
（削る） ４．給電費、需要家費及び一般販売費のネットワーク費用及び非ネットワーク費用への整


理の基準（沖縄電力に限る。


）


３．により給電費、需要家費及び一般販売費へ整理された基礎原価等項目ごとの額

のうち発生の主な原因に応じて配分が可能な額を、基礎原価等項目ごとに、それぞれ、

ネットワーク給電費、ネットワーク需要家費若しくはネットワーク一般販売費又は非

ネットワーク給電費、非ネットワーク需要家費若しくは非ネットワーク一般販売費に

直課すること。



の整理により難い基礎原価等項目ごとの額を、第２表に定める活動帰属基準又は

配賦基準を用いて整理すること。


注 第20条第２項


の規定による変更をしようとする特定小売供給約款で設定する料金の算定に
準用される第６条第２項及び第４項


を適用する場合は、「基礎原価等項目」は「変分基礎原価

等項目」とする。

注 第34条第２項及び第37条第２項


の規定による変更をしようとする特定小売供給約款で設定
する料金の算定に準用される第６条第２項及び第４項並びに第20条第２項及び第４項


を適用

する場合は、「基礎原価等項目」は「変分基礎原価等項目」とする。

令
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
年
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

日
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
号
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




第２表 第２表
活動帰属基準、配賦基準分類表 活動帰属基準、配賦基準分類表

一般管理費等
（第１表１．関係）

販売費
（第１表２．


関係）

一般管理費等
（第１表１．関係）

販売費並びに給電費、需要家費及び一
般販売費
（第１表３．及び４．


関係）
活動帰属基準 配賦基準 活動帰属基準 配賦基準 活動帰属基準 配賦基準 活動帰属基準 配賦基準

（略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略）
普及開発
関係費

 各部門原価比


又は
直課された各部門
普及開発関係費比

普及開発
関係費

 各部門原価比（当
該各部門原価のう
ち電気事業報酬の
額については、特
別関係事業者（一
般送配電事業者で
ある者ものに限
る。）がいる場合を
除き、第四条第二
項第二号又は同条
第三項第二号に掲
げる一般送配電事
業等に係る電気事
業報酬の額を内容
ごとに一般送配電
事業等に係る各部
門設備別帳簿価額
比で整理し、総電
気事業報酬額から
当該一般送配電事
業等に係る電気事
業報酬の額を控除
した額を内容ごと
に各部門設備別帳
簿価額比（各部門
設備については、
一般送配電事業等
に係る各部門設備
を除く。）で整理し
て得た額を用いる
ものとする。「附帯
事業営業費用分担
関連費振替額（貸
方）」及び「法人税
等」において同
じ。

）又は直課され

た各部門普及開発
関係費比

令
和

年

月


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号
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（略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略）

電気事業

報酬

 内容ごとに各部門


設備別帳簿価額比


 同 上 電気事業

報酬

 内容ごとに各部門


設備別帳簿価額比


（送電部門、変電


部門及び配電部門


の設備の帳簿価額


は、零とする。


）

 同 上

（削る） 第３表


水力・火力・新エネルギー等発電等費の整理の基準


１．水力・火力・新エネルギー等発電等費の離島等供給費及び非離島等供給費への整理の


基準




基礎原価等項目ごとの額のうち発生の主な原因に応じて配分が可能な額を、基礎原


価等項目ごとに離島等供給費又は非離島等供給費に直課すること。




の整理により難い基礎原価等項目ごとの額を、第４表に定める活動帰属基準又は


配賦基準を用いて整理すること。


２．非離島等供給費へ整理された水力・火力・新エネルギー等発電等費のアンシラリー


サービス費及び非アンシラリーサービス費への整理の基準


非離島等供給費へ整理された水力・火力・新エネルギー等発電等費を、発生の主な原


因に応じて、アンシラリーサービス費又は非アンシラリーサービス費に整理すること。


（削る） 第４表


活動帰属基準、配賦基準分類表


水力・火力・新エネルギー等発電等費


（第３表１．関係）


販売費


（第１表２．関係）


活動帰属基準


配賦基準


活動帰属基準


配賦基準


役員給与





直課された人員数


比


直課された人員数


比





給料手当





同 上


同 上





令
和

年

月


日
月
曜
日

(号
外
第


号
)

官
報







給料手当

振 替 額

（貸方）





同 上


同 上





退職給与

金





同 上


同 上





委託集金

費


契約口数比





厚生費





同 上


直課された人員数

比





雑給





同 上


同 上





消耗品費





同 上


同 上





修繕費





同 上


業務用建物床面積

比（建物について

は、自己所有物件

及び賃借物件とす

る。

）

修繕費


水利使用

料





発電等設備の認可

出力比


補償費





発電等設備の箇所

数比





直課された人員数

比


賃借料





発電等設備の認可

出力比


業務用建物床面積

比（建物について

は、賃借建物に限

る。

）




委託費





発電等設備の認可

出力比





業務用建物床面積

比（建物について

は、自己所有物件

及び賃借物件とす

る。

）

令
和

年

月


日
月
曜
日

(号
外
第


号
)

官
報







損害保険

料





発電等設備の箇所

数比





直課された人員数

比


普及開発

関係費





発電等設備の帳簿

原価比


契約口数比





養成費





同 上


直課された人員数

比





研究費





同 上





直課された人員数

比


諸費





同 上





同 上


貸倒損


契約口数比





固定資産

税


発電等設備の帳簿

価額比





業務用建物床面積

比（建物について

は、自己所有物件

に限る。


）




雑税





発電等設備の帳簿

原価比





直課された人員数

比


減価償却

費


発電等設備の帳簿

価額比





業務用建物床面積

比（建物について

は、自己所有物件

に限る。


）




固定資産

除却費


同 上





同 上





共有設備

費等分担

額





発電等設備の帳簿

原価比


共有設備

費等分担

額（貸方）





同 上


令
和

年

月


日
月
曜
日

(号
外
第


号
)

官
報







建設分担


関連費振


替額（貸


方）


発電等設備の帳簿


原価比








直課された人員数


比


附帯事業


営業費用


分担関連


費振替額


（貸方）





発電等設備の帳簿


原価比





同 上


開発費





同 上





研究費比


開発費償


却





同 上





同 上


株式交付


費


発電等設備の帳簿


原価比








直課された人員数


比


株式交付


費償却


同 上








同 上


社債発行


費


同 上








同 上


社債発行


費償却


同 上








同 上


法人税等





発電等設備の帳簿


原価比





同 上


電気事業


報酬





発電等設備の帳簿


価額比





同 上


令
和

年

月


日
月
曜
日

(号
外
第


号
)

官
報







様
式
第
一
か
ら
様
式
第
四
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報 



令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報



令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報 



令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報



令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報 



令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報



令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報 



令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報



令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報 



令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報



令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報 



令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報



令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報 



令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報



令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報 



令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報



令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報 



令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報



令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報 



令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報



令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報 



令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報



様
式
第
四
の
二
を
削
る
。

様
式
第
五
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報 



様
式
第
五
の
二
を
削
る
。

様
式
第
六
か
ら
様
式
第
七
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報



様
式
第
七
の
二
を
削
る
。

様
式
第
八
か
ら
様
式
第
十
二
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報 



令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報



様
式
第
十
二
の
二
を
削
る
。

令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報 



様
式
第
十
三
及
び
様
式
第
十
四
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報



様
式
第
十
四
の
二
を
削
る
。

様
式
第
十
五
及
び
第
十
六
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報 



様
式
第
十
六
の
二
を
削
る
。

様
式
第
十
七
か
ら
様
式
第
十
九
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報



令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報 



様
式
第
十
九
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。

様
式
第
二
十
及
び
様
式
第
二
十
一
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報



様
式
第
二
十
一
の
二
を
削
る
。

様
式
第
二
十
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報 



（
み
な
し
小
売
電
気
事
業
者
部
門
別
収
支
計
算
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

み
な
し
小
売
電
気
事
業
者
部
門
別
収
支
計
算
規
則
（
平
成
二
十
八
年
経
済
産
業
省
令
第
四
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

目
次

目
次

第
一
章

（
略
）

第
一
章

（
略
）

第
二
章

み
な
し
小
売
電
気
事
業
者
に
係
る
部
門
別
収
支
の
整
理
等
（
第
二
条

第
五
条
）

第
二
章

み
な
し
小
売
電
気
事
業
者
（
沖
縄
電
力
株
式
会
社
を
除
く
。）に
係
る
部
門
別
収
支
の
整
理
等
（
第
二

条

第
五
条
）

（
削
る
）

第
三
章

沖
縄
電
力
株
式
会
社
に
係
る
部
門
別
収
支
の
整
理
等
（
第
六
条
）

附
則

附
則

第
一
章

総
則

第
一
章

総
則

第
一
条

こ
の
省
令
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
電
気
事
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
以
下「
改
正
法
」

と
い
う
。）、
電
気
事
業
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。）、
電
気
事
業
法
施
行
規
則
（
平
成
七
年
通
商
産
業
省
令
第

七
十
七
号
）、
電
気
事
業
会
計
規
則
（
昭
和
四
十
年
通
商
産
業
省
令
第
五
十
七
号
。
別
表
第
一
に
お
い
て
「
会

計
規
則
」
と
い
う
。）及
び
み
な
し
小
売
電
気
事
業
者
特
定
小
売
供
給
約
款
料
金
算
定
規
則
（
平
成
二
十
八
年
経

済
産
業
省
令
第
二
十
三
号
。
以
下
「
小
売
料
金
算
定
規
則
」と
い
う
。）に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。

第
一
条

こ
の
省
令
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
電
気
事
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
以
下「
改
正
法
」

と
い
う
。）、
電
気
事
業
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。）、
電
気
事
業
法
施
行
規
則
（
平
成
七
年
通
商
産
業
省
令
第

七
十
七
号
）、
電
気
事
業
会
計
規
則
（
昭
和
四
十
年
通
商
産
業
省
令
第
五
十
七
号
。
別
表
第
一
に
お
い
て
「
会

計
規
則
」
と
い
う
。）、
み
な
し
小
売
電
気
事
業
者
特
定
小
売
供
給
約
款
料
金
算
定
規
則
（
平
成
二
十
八
年
経
済

産
業
省
令
第
二
十
三
号
。
以
下
「
小
売
料
金
算
定
規
則
」
と
い
う
。）及
び
電
源
線
に
係
る
費
用
に
関
す
る
省
令

（
平
成
十
六
年
経
済
産
業
省
令
第
百
十
九
号
）
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。

第
二
章

み
な
し
小
売
電
気
事
業
者
に
係
る
部
門
別
収
支
の
整
理
等

第
二
章

み
な
し
小
売
電
気
事
業
者
（
沖
縄
電
力
株
式
会
社
を
除
く
。）に
係
る
部
門
別
収
支
の
整
理
等

（
部
門
別
収
支
の
整
理
等
）

（
部
門
別
収
支
の
整
理
等
）

第
二
条

み
な
し
小
売
電
気
事
業
者
（
以
下
「
事
業
者
」
と
い
う
。）は
、
改
正
法
附
則
第
十
六
条
第
四
項
の
規
定

に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
し
て
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
改
正
法
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正

前
の
法
（
以
下
「
旧
法
」
と
い
う
。）第
三
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
業
務
ご
と
に
区
分
し
て
会
計

を
整
理
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
事
業
者
が
行
う
全
て
の
事
業
に
係
る
収
益
及
び
費
用
に
つ
い
て
、
別
表

第
一
に
掲
げ
る
基
準
に
基
づ
き
、
様
式
に
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
条

み
な
し
小
売
電
気
事
業
者
（
沖
縄
電
力
株
式
会
社
（
以
下
「
沖
縄
電
力
」
と
い
う
。）を
除
く
。以
下「
事

業
者
」
と
い
う
。）は
、
改
正
法
附
則
第
十
六
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
し
て

読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
改
正
法
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
法
（
以
下
「
旧
法
」
と
い
う
。）第
三
十
四

条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
業
務
ご
と
に
区
分
し
て
会
計
を
整
理
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
事
業
者

が
行
う
全
て
の
事
業
に
係
る
収
益
及
び
費
用
に
つ
い
て
、
別
表
第
一
に
掲
げ
る
基
準
に
基
づ
き
、
様
式
に
整
理

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
証
明
書
）

（
証
明
書
）

第
三
条

事
業
者
は
、
様
式
が
別
表
第
一
に
掲
げ
る
基
準
又
は
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
た
基
準
に
基

づ
い
て
適
正
に
作
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
の
公
認
会
計
士
（
公
認
会
計
士
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第

百
三
号
）
第
十
六
条
の
二
第
五
項
に
規
定
す
る
外
国
公
認
会
計
士
を
含
む
。）又
は
監
査
法
人
に
よ
る
証
明
書
を

得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
条

事
業
者
は
、
様
式
が
別
表
第
一
に
掲
げ
る
基
準
又
は
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
た
基
準
に
基

づ
い
て
適
正
に
作
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
の
公
認
会
計
士
（
公
認
会
計
士
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第

百
三
号
）
第
十
六
条
の
二
第
五
項
に
規
定
す
る
外
国
公
認
会
計
士
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）又
は
監
査
法
人
に
よ

る
証
明
書
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
削
る
）

第
三
章

沖
縄
電
力
株
式
会
社
に
係
る
部
門
別
収
支
の
整
理
等

（
削
る
）

第
六
条

沖
縄
電
力
は
、
旧
法
第
三
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
業
務
ご
と
に
区
分
し
て
会
計
を
整
理

し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
全
て
の
事
業
に
係
る
収
益
及
び
費
用
に
つ
い
て
、
別
表
第
二
に
掲
げ
る
基
準
に
基
づ

き
、
様
式
に
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

沖
縄
電
力
は
、
別
表
第
二
６
．（
８
）
に
規
定
さ
れ
た
他
社
販
売
送
電
料
に
係
る
基
準
に
つ
い
て
、
沖
縄
電
力

の
実
情
に
応
じ
た
基
準
を
定
め
、
あ
ら
か
じ
め
、当
該
基
準
を
経
済
産
業
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
経
済
産
業
大
臣
は
、
当
該
基
準
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報



３ 第 二 条 第 二 項 及 び 第 三 条 か ら 前 条 ま で の 規 定 は 、 第 一 項 の 規 定 に よ り 様 式 を 整 理 す る 場 合 に

準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 規 定 中 同 表 の 中 欄 に 掲 げ る 字 句 は 、 そ れ

ぞ れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 に 読 み 替 え る も の と す る 。

第 二 条 第 二 項 前 項 第 六 条 第 一 項

第 三 条 別 表 第 一 別 表 第 二

前 条 第 二 項 第 六 条 第 三 項 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す

る 前 条 第 二 項

第 四 条 第 二 条 第 六 条 第 一 項 及 び 同 条 第 三 項 に お い て 読

み 替 え て 準 用 す る 第 二 条 第 二 項

及 び 前 条 並 び に 第 六 条 第 三 項 に お い て 読 み 替 え て

準 用 す る 前 条

前 条 前 条 次 条 第 三 項 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る

前 条

別表第１（第２条関係） 別表第１（第２条関係）
事業者に係る部門別収支配分基準 事業者に係る部門別収支配分基準

１． （略） １． （略）
２．事業に係る収益及び費用のうち、電気事業営業収益及び財務収益を電気事業収益の欄に、電
気事業営業費用及び電気事業財務費用を電気事業費用の欄に、附帯事業営業収益、事業外収益、
渇水準備引当金取崩し（貸方）、原子力発電工事償却準備引当金取崩し（貸方）及び特別利益
を電気事業外収益の欄に、附帯事業営業費用、附帯事業財務費用、事業外費用、渇水準備金引
当、原子力発電工事償却準備金引当及び特別損失を電気事業外費用の欄に、法人税等及び国際


最低課税額に対する法人税等


を法人税の欄に整理すること。なお、電気事業営業費用について
は、発生の主な原因を勘案して、水力発電費、火力発電費（汽力発電費及び内燃力発電費をい
う。以下同じ。）、原子力発電費、新エネルギー等発電等費、他社購入電力料（特定抑制依頼に
係る費用を含む


。）、販売費（特定抑制依頼に係る費用を除く。以下同じ。）、休止設備費、貸付

設備費、一般管理費、接続供給託送料（沖縄電力株式会社（以下「沖縄電力」という。）にあっ


ては、非特定需要、特定高圧需要及び特定低圧需要に応ずる電気の供給に係る託送供給に要す

る費用に相当する額（その小売電気事業等を行うために沖縄電力が使用する電気に係る託送供

給に要する費用に相当する額を含む。）を含む。


）及びその他に整理すること。

２．事業に係る収益及び費用のうち、電気事業営業収益及び財務収益を電気事業収益の欄に、電
気事業営業費用及び電気事業財務費用を電気事業費用の欄に、附帯事業営業収益、事業外収益、
渇水準備引当金取崩し（貸方）、原子力発電工事償却準備引当金取崩し（貸方）及び特別利益
を電気事業外収益の欄に、附帯事業営業費用、附帯事業財務費用、事業外費用、渇水準備金引
当、原子力発電工事償却準備金引当及び特別損失を電気事業外費用の欄に、法人税等


を法人税

の欄に整理すること。なお、電気事業営業費用については、発生の主な原因を勘案して、水力
発電費、火力発電費（汽力発電費及び内燃力発電費をいう。以下同じ。）、原子力発電費、新エ
ネルギー等発電等費、他社購入電力料（特定抑制依頼に係る費用を含む。以下同じ


。）、販売費

（特定抑制依頼に係る費用を除く。以下同じ。）、休止設備費、貸付設備費、一般管理費、接続


供給託送料


及びその他に整理すること。

３．２．により各欄に整理された額を、次の方法により、各部門の欄に整理すること。 ３．２．により各欄に整理された額を、次の方法により、各部門の欄に整理すること。
 次に掲げるものを、それぞれ、次の部門の欄に整理すること。  次に掲げるものを、それぞれ、次の部門の欄に整理すること。
（略） （略）
法人税等 法人税等
法人税等 法人税等
事業税 特定需要・一般需要外部門 事業税 特定需要・一般需要外部門
国際最低課税額に対する法人税等


特定需要・一般需要外部門


（新設）

令
和

年

月


日
月
曜
日

(号
外
第


号
)

官
報







〇 〇

 次に掲げるものを、それぞれ、次の比率により、特定需要部門及び一般需要部門の欄に配
分することにより整理すること。

 次に掲げるものを、それぞれ、次の比率により、特定需要部門及び一般需要部門の欄に配
分することにより整理すること。

営業収益 営業収益
電気事業営業収益 電気事業営業収益
（削る） 使用済燃料再処理等既発電料受取契約締結分


発受電量比


電気事業雑収益 料金収入比 電気事業雑収益 料金収入比
営業費用 営業費用
電気事業営業費用 電気事業営業費用
廃炉等負担金 料金収入比 廃炉等負担金 料金収入比
接続供給託送料（インバランスに係る費用（事業者


が一般送配電事業を営む他の者又

は配電事業を営む他の者に対して供給した電気の量と当該事業者


の小売供給を行う事
業の用に供するための電気の量に相当する電気の量との30分を単位とした差につい
て、当該他の者が接続供給において行う当該事業者


に対する電気の供給に係る料金と

して当該事業者


が負担する費用であって、当該事業者


に係る指定旧供給区域外におけ
る小売供給に係るものを除く


。）に限る。） 発受電等量比

接続供給託送料（インバランスに係る費用（みなし小売電気事業者


が一般送配電事業
を営む他の者又は配電事業を営む他の者に対して供給した電気の量と当該みなし小売


電気事業者


の小売供給を行う事業の用に供するための電気の量に相当する電気の量と
の30分を単位とした差について、当該他の者が接続供給において行う当該みなし小売


電気事業者


に対する電気の供給に係る料金として当該みなし小売電気事業者


が負担す
る費用であって、当該みなし小売電気事業者


に係る指定旧供給区域外における小売供

給に係るものを除く。以下同じ


。）に限る。） 発受電等量比
事業税 料金収入比 事業税 料金収入比
開発費 料金収入比 開発費 料金収入比
開発費償却 料金収入比 開発費償却 料金収入比
電力費振替勘定（貸方） 料金収入比 電力費振替勘定（貸方） 料金収入比

営業外収益 営業外収益
財務収益 料金収入比 財務収益 料金収入比

４． （略） ４． （略）
５．２．により各欄に整理された額のうち、３．及び４．に掲げるもの以外のものを、それぞれ
次の方法により、それぞれ、各部門に配分することにより整理すること。

５．２．により各欄に整理された額のうち、３．及び４．に掲げるもの以外のものを、それぞれ
次の方法により、それぞれ、各部門に配分することにより整理すること。

 （略）  （略）
 一般管理費（により整理されたものを含む。以下このにおいて同じ。）を、次の方法に
より、水力発電費、火力発電費、原子力発電費、新エネルギー等発電等費及び販売費（以下
「５部門」という。）に配分することにより整理すること。

 一般管理費（により整理されたものを含む。以下このにおいて同じ。）を、次の方法に
より、水力発電費、火力発電費、原子力発電費、新エネルギー等発電等費及び販売費（以下
「５部門」という。）に配分することにより整理すること。

 （略）  （略）
 の整理により難い費用を、別表第２


に定める活動帰属基準又は配賦基準により、営業

費用項目ごとに整理すること。
 の整理により難い費用を、別表第３


に定める活動帰属基準又は配賦基準により、営業

費用項目ごとに整理すること。
 販売費（により整理されたものを含む。以下このにおいて同じ。）を、次の方法により、
給電設備に係る費用（以下「給電費用」という。）、調定及び集金に係る費用（以下「販売需
要家費用」という。）並びにその他販売費用（以下「一般販売費用」という。）に配分すること
により整理すること。

 販売費（により整理されたものを含む。以下このにおいて同じ。）を、次の方法により、
給電設備に係る費用（以下「給電費用」という。）、調定及び集金に係る費用（以下「販売需
要家費用」という。）並びにその他販売費用（以下「一般販売費用」という。）に配分すること
により整理すること。

 （略）  （略）
 の整理により難い費用を、営業費用項目ごとに、別表第２


に定める活動帰属基準又は

配賦基準により、給電費用、販売需要家費用又は一般販売費用に配分することにより整理
すること。

 の整理により難い費用を、営業費用項目ごとに、別表第３


に定める活動帰属基準又は
配賦基準により、給電費用、販売需要家費用又は一般販売費用に配分することにより整理
すること。
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 ２．により整理された水力発電費、火力発電費、新エネルギー等発電等費、原子力発電費

及び販売費（からまでにより整理された水力発電費、火力発電費、新エネルギー等発電

等費、原子力発電費、給電費用、販売需要家費用及び一般販売費用を含む。


）を合計したもの
（以下

「送配電非関連費用」という。）を整理


すること。

 からまでにより整理された水力発電費、火力発電費、新エネルギー等発電等費、原子

力発電費、給電費用、販売需要家費用及び一般販売費用


を合計したもの（以下この、及


びにおいて


「送配電非関連費用」という。）とに整理


すること。

この際、他社購入電源費（特定抑制依頼に係る費用を含み、原子力廃止関連仮勘定償却費
を除く。）、非化石証書購入費及び他社販売電源料（原子力廃止関連仮勘定償却費に相当する
収益を除く。）を、水力発電費、火力発電費、新エネルギー等発電等費及び原子力発電費に、
発電原動力の種別及び発生の主な原因を勘案して、配分することにより整理すること。

この際、他社購入電源費（特定抑制依頼に係る費用を含み、原子力廃止関連仮勘定償却費
を除く。）、非化石証書購入費及び他社販売電源料（原子力廃止関連仮勘定償却費に相当する
収益を除く。）を、水力発電費、火力発電費、新エネルギー等発電等費及び原子力発電費に、
発電原動力の種別及び発生の主な原因を勘案して、配分することにより整理すること。

 により整理された送配電非関連費用（販売需要家費用及び一般販売費用を除く。以下こ
のにおいて同じ。）を、改正法附則第18条第１項若しくは第20条第１項による特定小売供給
約款の認可、改正法附則第18条第３項の規定により同条第１項の認可を受けたとみなされる
改正法第１条の規定による改正前の法第19条第１項若しくは第４項による旧供給約款の認可
若しくは届出、又は旧法第19条第４項による特定小売供給約款の届出のうち当該事業年度末
前の直近のもの


に当たり、小売料金算定規則第８条又は小売料金算定規則附則第２項の規定
により廃止された一般電気事業供給約款料金算定規則（平成11年通商産業省令第105号


）第

８条において使用された基準により、販売電力量にかかわらず必要な送配電非関連費用（以
下この及びにおいて「送配電非関連固定費用」という。）及び販売電力量によって変動す
る送配電非関連費用（


において「送配電非関連可変費用」という。）に配分することにより

整理すること。ただし、これにより難いときは、小売料金算定規則第８条に規定された基準
により整理すること。

 により整理された送配電非関連費用（販売需要家費用及び一般販売費用を除く。以下こ
のにおいて同じ。）を、改正法附則第18条第１項若しくは第20条第１項による特定小売供給
約款の認可、改正法附則第18条第３項の規定により同条第１項の認可を受けたとみなされる
改正法第１条の規定による改正前の法第19条第１項若しくは第４項による旧供給約款の認可
若しくは届出、又は旧法第19条第４項による特定小売供給約款の届出のうち当該事業年度末
前の直近のもの（以下「直近の特定小売供給約款の認可等」という。


）に当たり、小売料金算
定規則第８条又は小売料金算定規則附則第２項の規定により廃止された一般電気事業供給約
款料金算定規則（平成11年通商産業省令第105号。以下「旧小売料金算定規則」という


。）第

８条において使用された基準により、販売電力量にかかわらず必要な送配電非関連費用（以
下この及びにおいて「送配電非関連固定費用」という。）及び販売電力量によって変動す
る送配電非関連費用（以下この及び


において「送配電非関連可変費用」という。）に配分

することにより整理すること。ただし、これにより難いときは、小売料金算定規則第８条に
規定された基準により整理すること。

この際、原子力廃止関連仮勘定償却費、他社購入電源費（原子力廃止関連仮勘定償却費に
限る。）、他社販売電源料（原子力廃止関連仮勘定償却費に相当する収益に限る。）、賠償負担
金相当収益及び廃炉円滑化負担金相当収益を、送配電非関連固定費用に配分することにより
整理すること。

この際、原子力廃止関連仮勘定償却費、他社購入電源費（原子力廃止関連仮勘定償却費に
限る。）、他社販売電源料（原子力廃止関連仮勘定償却費に相当する収益に限る。）、賠償負担
金相当収益及び廃炉円滑化負担金相当収益を、送配電非関連固定費用に配分することにより
整理すること。

 により整理された送配電非関連固定費用を、次に掲げる基準により、二需要種別又は三


需要種別


に配分することにより整理すること。
 により整理された送配電非関連固定費用を、次に掲げる基準により、非特定需要及び特


定需要


に配分することにより整理すること。
 送配電非関連需要について、次の割合及び値を算定すること。  送配電非関連需要について、次の割合及び値を算定すること。
１） 二需要種別又は三需要種別


の最大電力を合計した値のうちに二需要種別又は三需要


種別

ごとの最大電力の占める割合

１） 非特定需要及び特定需要


の最大電力を合計した値のうちに非特定需要及び特定需要


ごとの最大電力の占める割合
２） 二需要種別又は三需要種別


の夏期尖頭時責任電力を合計した値のうちに二需要種別


又は三需要種別


ごとの夏期尖頭時責任電力の占める割合
２） 非特定需要及び特定需要


の夏期尖頭時責任電力を合計した値のうちに非特定需要及


び特定需要


ごとの夏期尖頭時責任電力の占める割合
３） 二需要種別又は三需要種別


の冬期尖頭時責任電力を合計した値のうちに二需要種別


又は三需要種別


ごとの冬期尖頭時責任電力の占める割合
３） 非特定需要及び特定需要


の冬期尖頭時責任電力を合計した値のうちに非特定需要及


び特定需要


ごとの冬期尖頭時責任電力の占める割合
４） 二需要種別又は三需要種別


の発受電等量を合計した値のうちに二需要種別又は三需


要種別


ごとの発受電等量の占める割合
４） 非特定需要及び特定需要


の発受電等量を合計した値のうちに非特定需要及び特定需


要

ごとの発受電等量の占める割合

５） 二需要種別又は三需要種別


ごとに、１）の割合に２を、２）の割合に05を、３）
の割合に05を、４）の割合に１を乗じて得た合計の値を４で除して得た値

５） 非特定需要及び特定需要


ごとに、１）の割合に２を、２）の割合に05を、３）の
割合に05を、４）の割合に１を乗じて得た合計の値を４で除して得た値

 送配電非関連固定費用を、送配電非関連需要についての５）の値により、二需要種別


又は三需要種別


ごとに、配分することにより整理すること。
 送配電非関連固定費用を、送配電非関連需要についての５）の値により、非特定需要


及び特定需要


ごとに、配分することにより整理すること。
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 により整理された販売需要家費用を、送配電非関連需要に係る二需要種別又は三需要種


別

の口数の合計のうちに二需要種別又は三需要種別


ごとの口数の占める割合により、二需要


種別又は三需要種別


ごとに、配分することにより整理すること。

 により整理された販売需要家費用を、送配電非関連需要に係る非特定需要及び特定需要


の口数の合計のうちに非特定需要及び特定需要


ごとの口数の占める割合により、非特定需要


及び特定需要


ごとに、配分することにより整理すること。
 により整理された送配電非関連可変費用を、４）の値により、二需要種別又は三需


要種別


ごとに配分することにより整理すること。
 により整理された送配電非関連可変費用を、４）の値により、非特定需要及び特定


需要

ごとに配分することにより整理すること。

 からまでにより整理された二需要種別又は三需要種別


ごとの費用のうち、特定需要又


は特定高圧需要及び特定低圧需要


に係る費用を特定需要部門の欄に、非特定需要に係る費用
を一般需要部門の欄に整理すること。

 からまでにより整理された非特定需要及び特定需要


ごとの費用のうち、特定需要


に係
る費用を特定需要部門の欄に、非特定需要に係る費用を一般需要部門の欄に整理すること。

 により整理された一般販売費用に、次の割合を乗じて得た額を、それぞれ次の部門の欄
に整理すること。

 により整理された一般販売費用に、次の割合を乗じて得た額を、それぞれ次の部門の欄
に整理すること。

 からまでにより整理された送配電非関連費用（一般販売費用を除く。以下このに


おいて同じ。


）の合計額のうちに、からまでで整理された特定需要又は特定高圧需要及


び特定低圧需要


に係る送配電非関連費用の額の占める割合 特定需要部門

 からまでにより整理された送配電非関連費用


の合計額のうちに、からまでで整
理された特定需要


に係る送配電非関連費用の額の占める割合 特定需要部門

 （略）  （略）
６． （略） ６． （略）
７．法人税等（法人税、地方法人税、法人税割及び法人税等調整額に限る。）を、６．により各部
門に整理された税引前当期純利益の合計額のうちに各部門の


税引前当期純利益の占める割合に

より各部門に配分することにより整理すること。ただし、当該法人税等が零を下回る場合には、


当該法人税等を、６．により各部門に整理された税引前当期純利益及び税引前当期純損失の合

計額のうちに各部門の税引前当期純利益又は税引前当期純損失の占める割合により各部門に配

分することにより整理すること。


７．法人税等（法人税、地方法人税、法人税割及び法人税等調整額に限る。）を、６．により各部
門に整理された税引前当期純利益の合計額のうちに各部門ごとの


税引前当期純利益の占める割

合により各部門に配分することにより整理すること。


８． （略） ８． （略）
（削る） 別表第２（第６条関係）


沖縄電力に係る部門別収支配分基準


１．事業に係る収益及び費用を、次の方法により、特定需要部門、一般需要部門及び特定需要・

一般需要外部門に配分することにより整理すること。

２．事業に係る収益及び費用のうち、電気事業営業収益及び財務収益を電気事業収益の欄に、電

気事業営業費用及び電気事業財務費用を電気事業費用の欄に、附帯事業営業収益、事業外収益、

渇水準備引当金取崩し（貸方）、原子力発電工事償却準備引当金取崩し（貸方）及び特別利益

を電気事業外収益の欄に、附帯事業営業費用、附帯事業財務費用、事業外費用、渇水準備金引

当、原子力発電工事償却準備金引当及び特別損失を電気事業外費用の欄に、法人税等を法人税

の欄に整理すること。なお、電気事業営業費用については、発生の主な原因を勘案して、水力

発電費、火力発電費、原子力発電費、新エネルギー等発電等費、他社購入電力料、送電費、変

電費、配電費、販売費（特定抑制依頼に係る費用を除く。以下同じ。）、休止設備費、貸付設備

費、一般管理費、接続供給託送料及びその他に整理すること。この際、一の発電所又は蓄電所

内に存する発電等設備、送電設備、変電設備及び配電設備の全部又は一部に共通して利用され

る設備に係る電気事業営業費用については、当該発電所又は当該蓄電所ごとの当該発電等設備、

送電設備、変電設備及び配電設備の全部又は一部の帳簿価額比を用いて発電等費、送電費、変

電費及び配電費に整理すること。

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３．２．により各欄に整理された額を、次の方法により、各部門の欄に整理すること。



次に掲げるものを、それぞれ、次の部門の欄に整理すること。

営業収益

電気事業営業収益

電灯料（非特定需要に係るもの及び離島等供給に係るものに限る。


） 一般需要部門


電力料（非特定需要に係るもの、離島等供給に係るもの及び最終保障供給に係るもの

に限る。


） 一般需要部門


他社販売電力料

他社販売電源料（再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法（平成

二十三年法律第百八号。以下「再生可能エネルギー電気特措法」という。）第17条第

１項各号に掲げる方法により供給した電気の料金に限る。


） 特定需要・一般需要外


部門

託送収益

接続供給託送収益


一般需要部門


貸付設備収益


特定需要・一般需要外部門


附帯事業営業収益


特定需要・一般需要外部門


営業費用

電気事業営業費用

原子力発電費

原子力損害賠償資金補助法特別負担金


特定需要・一般需要外部門


原賠・廃炉等支援機構特別負担金


特定需要・一般需要外部門


他社購入電力料

他社購入電源費（再生可能エネルギー電気特措法第16条第１項に基づき一般送配電

事業者及び配電事業者が認定事業者より調達した電気の代金のうち、再生可能エネ

ルギー電気特措法第17条第１項各号に掲げる方法により供給した電気に係るものに

限る。


） 特定需要・一般需要外部門


休止設備費


特定需要・一般需要外部門


貸付設備費


特定需要・一般需要外部門


附帯事業営業費用


特定需要・一般需要外部門


営業外収益

事業外収益


特定需要・一般需要外部門


営業外費用

財務費用

附帯事業財務費用


特定需要・一般需要外部門


事業外費用


特定需要・一般需要外部門


渇水準備金引当又は取崩し

渇水準備金引当


特定需要部門


渇水準備引当金取崩し（貸方）


特定需要部門


原子力発電工事償却準備金引当又は取崩し

原子力発電工事償却準備金引当


特定需要・一般需要外部門


原子力発電工事償却準備引当金取崩し（貸方）


特定需要・一般需要外部門

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特別利益


特定需要・一般需要外部門


特別損失


特定需要・一般需要外部門


法人税等

法人税等

事業税


特定需要・一般需要外部門




次に掲げるものを、それぞれ、次の比率により、特定需要部門及び一般需要部門の欄に配

分することにより整理すること。

営業収益

電気事業営業収益

託送収益

その他託送収益


料金収入比


電気事業雑収益


料金収入比


営業費用

電気事業営業費用

接続供給託送料（インバランスに係る費用に限る。


） 発受電等量比


電源開発促進税


販売電力量比


事業税


料金収入比


開発費


料金収入比


開発費償却


料金収入比


電力費振替勘定（貸方）


料金収入比


営業外収益

財務収益


料金収入比


４．２．により整理された接続供給託送料に係る額から、３．により整理された接続供給託送料

を控除した額のうち、特定需要に係るものを特定需要部門の欄に、非特定需要に係るものを一

般需要部門の欄に整理すること。

５．２．により整理された電気事業営業収益に係る額のうち、電灯料（特定高圧需要に係るもの

に限る。以下この５．において「特定高圧需要電灯料」という。）、電灯料（特定低圧需要に係

るものに限る。以下この５．において「特定低圧需要電灯料」という。）、電力料（特定高圧需

要に係るものに限る。以下この５．において「特定高圧需要電力料」という。）及び電力料（特

定低圧需要に係るものに限る。以下この５．において「特定低圧需要電力料」という。）を、次

の方法により、特定需要部門及び一般需要部門の欄に整理すること。



次の額及び値を算定すること。



改正法附則第９条第１項又は法第18条第１項若しくは第５項による当該事業年度末前の

直近の託送供給等約款の認可又は届出（以下「直近の託送供給等約款の認可等」という。）

に当たり、電気事業法等の一部を改正する法律附則第９条第１項の規定に基づき一般電気

事業者が定める託送供給等約款で設定する託送供給等約款料金の算定に関する省令（平成

27年経済産業省令第57号。以下「旧託送料金算定規則」という。）第９条第３項又は一般送

配電事業託送供給等約款料金算定規則（平成28年経済産業省令第22号。以下「託送料金算

定規則」という。）第９条第３項において算定した総離島等供給費に旧託送料金算定規則第

３条第１項又は託送料金算定規則第９条第１項第５号において算定した離島等供給費に係

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る販売費を加えて得た額から、旧託送料金算定規則第７条第１項又は一般送配電事業者に

よる託送供給等に係る収入の見通しに関する省令（令和４年経済産業省令第61号。以下「算

定省令」という。）第５条第１項において算定した離島等供給に係る収益を控除したものの

うち高圧需要に係るものの額を、当該直近の託送供給等約款の認可等に当たり算定した当

該高圧需要に係る電力量で除した額



直近の託送供給等約款の認可等に当たり、旧託送料金算定規則第９条第３項又は託送料

金算定規則第９条第３項において算定した総離島等供給費に旧託送料金算定規則第３条第

１項又は託送料金算定規則第９条第１項第５号において算定した離島等供給費に係る販売

費を加えて得た額から、旧託送料金算定規則第７条第１項又は算定省令第５条第１項にお

いて算定した離島等供給に係る収益を控除したもののうち低圧需要に係るものの額を、当

該直近の託送供給等約款の認可等に当たり算定した当該低圧需要に係る電力量で除した額



当該特定高圧需要電灯料及び当該特定高圧需要電力料について、小売料金算定規則第41

条の規定により行った増額及び減額により得られた額を合計した額



当該特定低圧需要電灯料及び当該特定低圧需要電力料について、小売料金算定規則第41

条の規定により行った増額及び減額により得られた額を合計した額



当該事業年度における特定高圧需要に係る販売電力量




当該事業年度における特定低圧需要に係る販売電力量




特定高圧需要電灯料及び特定高圧需要電力料のうち、の額にの値を乗じて得た額

に相当する額及びの額を一般需要部門の欄に、それ以外の額を特定需要部門の欄に整理

し、特定低圧需要電灯料及び特定低圧需要電力料のうち、の額にの値を乗じて得た

額に相当する額及びの額を一般需要部門の欄に、それ以外の額を特定需要部門の欄に整

理すること。


６．２．により各欄に整理された額のうち、３．から５．までに掲げるもの以外のものを、それ

ぞれ次の方法により、それぞれ、各部門に配分することにより整理すること。



電気事業財務費用の整理



電気事業財務費用を、次の方法により、水力発電費、火力発電費、原子力発電費、新エ

ネルギー等発電等費、送電費、変電費、配電費、一般管理費、休止設備費、貸付設備費及

び営業外費用に配分することにより整理すること。

１）


発生の主な原因を勘案して、水力発電設備、火力発電設備、原子力発電設備、新エ


ネルギー等発電等設備、送電設備、変電設備、配電設備、業務設備、休止設備、貸付設

備及び事業外固定資産を算定し、これらの固定資産合計額を算定すること。

この際、一の発電所又は蓄電所内に存する発電等設備、送電設備、変電設備及び配電

設備の全部又は一部に共通して利用される設備の固定資産帳簿価額については、当該発

電所又は当該蓄電所ごとの当該発電等設備、送電設備、変電設備及び配電設備の全部又

は一部の帳簿価額比を用いて発電等設備、送電設備、変電設備及び配電設備の固定資産

帳簿価額に整理して算定すること。

２）


電気事業財務費用に、次の割合を乗じて得た額を、それぞれ次の費用に配分するこ


とにより整理すること。

水力発電設備の固定資産帳簿価額／固定資産合計額


水力発電費


火力発電設備の固定資産帳簿価額／固定資産合計額


火力発電費


原子力発電設備の固定資産帳簿価額／固定資産合計額


原子力発電費

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新エネルギー等発電等設備の固定資産帳簿価額／固定資産合計額


新エネルギー等発


電等費

送電設備の固定資産帳簿価額／固定資産合計額


送電費


変電設備の固定資産帳簿価額／固定資産合計額


変電費


配電設備の固定資産帳簿価額／固定資産合計額


配電費


業務設備の固定資産帳簿価額／固定資産合計額


一般管理費


休止設備の固定資産帳簿価額／固定資産合計額


休止設備費


貸付設備の固定資産帳簿価額／固定資産合計額


貸付設備費


事業外固定資産の固定資産帳簿価額／固定資産合計額


営業外費用




により整理された休止設備費、貸付設備費及び営業外費用を特定需要・一般需要外部

門の欄に整理すること。




一般管理費（により整理されたものを含む。以下このにおいて同じ。）を、次の方法に

より、８部門に配分することにより整理すること。



一般管理費を、営業費用項目ごとに、発生の主な原因に応じて、可能な限り８部門に直

課すること。



の整理により難い費用を、別表第３に定める活動帰属基準又は配賦基準により、営業

費用項目ごとに整理すること。




水力発電費、火力発電費及び新エネルギー等発電等費（及びにより整理されたものを

含む。以下このにおいて「水力・火力・新エネルギー等発電等費」という。）を、それぞれ、

次の方法により、離島等供給に係る費用（以下「離島等供給費用」という。）又は離島等供給

費用以外の費用（以下「非離島等供給費用」という。）に整理し、非離島等供給費用に整理さ

れた水力・火力・新エネルギー等発電等費を、アンシラリーサービス費用及び非アンシラ

リーサービス費用に配分することにより整理すること。



水力・火力・新エネルギー等発電等費を、営業費用項目ごとに、発生の主な原因に応じ

て、可能な限り離島等供給費用又は非離島等供給費用に直課すること。



の整理により難い費用を、営業費用項目ごとに、別表第４に定める活動帰属基準又は

配賦基準により、離島等供給費用又は非離島等供給費用に配分することにより整理するこ

と。



及びにより整理された非離島等供給費用を、発生の主な原因に応じて、アンシラリー

サービス費用及び非アンシラリーサービス費用に整理すること。




変電費（及びにより整理されたものを含む。以下このにおいて同じ。）を、次の方法

により、低圧需要、高圧需要及び特別高圧需要のいずれにも応じて使用される変電設備に係

る費用（以下「受電用変電サービス費用」という。）及び受電用変電サービス費用以外の費用

（以下「配電用変電サービス費用」という。）に配分することにより整理すること。



変電費を、営業費用項目ごとに、発生の主な原因に応じて、可能な限り受電用変電サー

ビス費用又は配電用変電サービス費用に直課すること。



の整理により難い費用を、別表第３に定める活動帰属基準又は配賦基準により、営業

費用項目ごとに、受電用変電サービス費用又は配電用変電サービス費用に配分することに

より整理すること。

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

配電費（及びにより整理されたものを含む。以下このにおいて同じ。）を、次の方法

により、引込線、計器、電流制限器、屋内配線の調査及び測定並びに検針に係る費用（以下

「配電需要家費用」という。）又は配電需要家費用以外の費用に配分することにより整理し、

配電需要家費用以外の費用を、低圧需要のみに応じて使用される配電設備に係る費用（以下

「低圧配電費用」という。）及び低圧配電費用以外の費用（以下「高圧配電費用」という。）に

配分することにより整理すること。



配電費を、営業費用項目ごとに、発生の主な原因に応じて、配電需要家費用又は配電需

要家費用以外の費用に配分することにより整理すること。



により整理された配電需要家費用以外の費用を、営業費用項目ごとに、低圧配電設備

の建設費及び高圧配電設備の建設費の比率により、低圧配電費用又は高圧配電費用に配分

することにより整理すること。




販売費（により整理されたものを含む。以下このにおいて同じ。）を、次の方法により、

離島等供給費用及び非離島等供給費用に整理し、非離島等供給費用に整理された販売費を、

給電費用、販売需要家費用及び一般販売費用に配分することにより整理し、給電費用を、ネッ

トワーク給電費用及び非ネットワーク給電費用に配分することにより整理し、販売需要家費

用を、ネットワーク販売需要家費用及び非ネットワーク販売需要家費用に配分することによ

り整理し、一般販売費用を、ネットワーク一般販売費用及び非ネットワーク一般販売費用に

配分することにより整理すること。



販売費を、営業費用項目ごとに、発生の主な原因に応じて、可能な限り離島等供給費用

又は非離島等供給費用に直課すること。



の整理により難い費用を、営業費用項目ごとに、別表第４に定める活動帰属基準又は

配賦基準により、離島等供給費用又は非離島等供給費用に配分することにより整理するこ

と。



及びにより整理された非離島等供給費用を、次の方法により、ネットワーク給電費

用、非ネットワーク給電費用、ネットワーク販売需要家費用、非ネットワーク販売需要家

費用、ネットワーク一般販売費用及び非ネットワーク一般販売費用に整理すること。

１）


及びにより整理された非離島等供給費用を、営業費用項目ごとに、発生の主な


原因に応じて、可能な限り給電費用、販売需要家費用又は一般販売費用に直課すること。

２）


１）の整理により難い費用を、別表第３に定める活動帰属基準又は配賦基準により、


営業費用項目ごとに、給電費用、販売需要家費用又は一般販売費用に配分することによ

り整理すること。

３）


１）及び２）により整理された給電費用を、営業費用項目ごとに、発生の主な原因


に応じて、可能な限り、ネットワーク給電費用又は非ネットワーク給電費用に直課する

こと。

４）


３）の整理により難い費用を、別表第３に定める活動帰属基準又は配賦基準により、


営業費用項目ごとに、ネットワーク給電費用又は非ネットワーク給電費用に配分するこ

とにより整理すること。

５）


１）及び２）により整理された販売需要家費用を、営業費用項目ごとに、発生の主


な原因に応じて、可能な限りネットワーク販売需要家費用又は非ネットワーク販売需要

家費用に直課すること。

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６）


５）の整理により難い費用を、別表第３に定める活動帰属基準又は配賦基準により、


営業費用項目ごとに、ネットワーク販売需要家費用又は非ネットワーク販売需要家費用

に配分することにより整理すること。

７）


１）及び２）により整理された一般販売費用を、営業費用項目ごとに、発生の主な


原因に応じて、可能な限りネットワーク一般販売費用又は非ネットワーク一般販売費用

に直課すること。

８）


７）の整理により難い費用を、別表第３に定める活動帰属基準又は配賦基準により、


営業費用項目ごとに、ネットワーク一般販売費用又は非ネットワーク一般販売費用に配

分することにより整理すること。




からまでにより整理された送電費、アンシラリーサービス費用、受電用変電サービス

費用、配電用変電サービス費用、配電需要家費用、低圧配電費用、高圧配電費用、ネットワー

ク給電費用、ネットワーク販売需要家費用及びネットワーク一般販売費用を合計したもの（以

下この、及びにおいて「送配電関連費用」という。）と水力発電費のうちの非アンシラ

リーサービス費用、火力発電費のうちの非アンシラリーサービス費用、新エネルギー等発電

等費のうちの非アンシラリーサービス費用、原子力発電費、非ネットワーク給電費用、非ネッ

トワーク販売需要家費用及び非ネットワーク一般販売費用を合計したもの（以下この、

及びにおいて「送配電非関連費用」という。）とに整理すること。

この際、他社購入電源費（特定抑制依頼に係る費用を含み、再生可能エネルギー電気特措

法第16条第１項に基づき一般送配電事業者が認定事業者より調達した電気の代金のうち、再

生可能エネルギー電気特措法第17条第１項各号に掲げる方法により供給した電気に係るもの

を除く。）、非化石証書購入費及び他社販売電源料（再生可能エネルギー電気特措法第17条第

１項各号に掲げる方法により供給した電気の料金を除く。）（以下このにおいて「他社購入

電源費等」という。）を、発生の主な原因に応じて、離島等供給費用又は非離島等供給費用に

配分することにより整理し、非離島等供給費用に整理された他社購入電源費等を、アンシラ

リーサービス費用、水力発電費のうちの非アンシラリーサービス費用、火力発電費のうちの

非アンシラリーサービス費用、新エネルギー等発電等費のうちの非アンシラリーサービス費

用及び原子力発電費に、発電原動力の種別及び発生の主な原因を勘案して、配分することに

より整理すること。また、他社購入送電費及び他社販売送電料を、送電費に整理すること。



により整理された送配電関連費用（配電需要家費用、ネットワーク販売需要家費用及び

ネットワーク一般販売費用を除く。以下このにおいて同じ。）を、直近の託送供給等約款の

認可等に当たり、旧託送料金算定規則第11条又は託送料金算定規則第11条において使用され

た基準により、販売電力量にかかわらず必要な送配電関連費用（以下この及びにおいて

「送配電関連固定費用」という。）、販売電力量によって変動する送配電関連費用（以下この

及びにおいて「送配電関連可変費用」という。）に配分することにより整理し、により

整理された送配電非関連費用（非ネットワーク販売需要家費用及び非ネットワーク一般販売

費用を除く。以下このにおいて同じ。）を、直近の特定小売供給約款の認可等に当たり、小

売料金算定規則第22条又は旧小売料金算定規則第19条の５において使用された基準により、

販売電力量にかかわらず必要な送配電非関連費用（以下この及びにおいて「送配電非関

連固定費用」という。）及び販売電力量によって変動する送配電非関連費用（以下この及び

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において「送配電非関連可変費用」という。）に配分することにより整理すること。ただし、

これにより難いときは、託送料金算定規則第11条又は小売料金算定規則第22条に規定された

基準により整理すること。

この際、他社販売送電料を、第６条第２項の基準により、送配電関連固定費用及び送配電

関連可変費用に配分することにより整理すること。



により整理された送配電関連固定費用を、次のからまでに掲げる基準により、三需

要種別ごと並びに非特定需要（特別高圧需要を除く。）、特定高圧需要及び特定低圧需要ごと

並びに非特定需要（特別高圧需要及び高圧需要を除く。）及び特定低圧需要ごとに、配分する

ことにより整理すること。



送配電関連需要について、次の割合及び値を算定すること。

１）


三需要種別の最大電力を合計した値のうちに三需要種別ごとの最大電力の占める割


合

２）


非特定需要（特別高圧需要を除く。）、特定高圧需要及び特定低圧需要の延契約電力


を合計した値のうちに非特定需要（特別高圧需要を除く。）、特定高圧需要及び特定低圧

需要ごとの延契約電力の占める割合

３）


非特定需要（特別高圧需要及び高圧需要を除く。）及び特定低圧需要の延契約電力を


合計した値のうちに非特定需要（特別高圧需要及び高圧需要を除く。）及び特定低圧需要

ごとの延契約電力の占める割合

４）


三需要種別の夏期尖頭時責任電力を合計した値のうちに三需要種別ごとの夏期尖頭


時責任電力の占める割合

５）


三需要種別の冬期尖頭時責任電力を合計した値のうちに三需要種別ごとの冬期尖頭


時責任電力の占める割合

６）


三需要種別の発受電等量を合計した値のうちに三需要種別ごとの発受電等量の占め


る割合

７）


非特定需要（特別高圧需要を除く。）、特定高圧需要及び特定低圧需要の発受電等量


を合計した値のうちに非特定需要（特別高圧需要を除く。）、特定高圧需要及び特定低圧

需要ごとの発受電等量の占める割合

８）


非特定需要（特別高圧需要及び高圧需要を除く。）及び特定低圧需要の発受電等量を


合計した値のうちに非特定需要（特別高圧需要及び高圧需要を除く。）及び特定低圧需要

ごとの発受電等量の占める割合

９）


三需要種別ごとに、１）の割合に２を、４）の割合に05を、５）の割合に05を、


６）の割合に１を乗じて得た合計の値を４で除して得た値

10）


非特定需要（特別高圧需要を除く。）、特定高圧需要及び特定低圧需要ごとに、２）


の割合に２を、７）の割合に１を乗じて得た合計の値を３で除して得た値

11）


非特定需要（特別高圧需要及び高圧需要を除く。）及び特定低圧需要ごとに、３）の


割合に２を、８）の割合に１を乗じて得た合計の値を３で除して得た値




送配電関連固定費用（配電用変電サービス費用、低圧配電費用及び高圧配電費用を除く。）

を、送配電関連需要についての９）の値により、三需要種別ごとに、配分することによ

り整理すること。

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

送配電関連固定費用のうち、配電用変電サービス費用及び高圧配電費用を、送配電関連

需要についての10）の値により、非特定需要（特別高圧需要を除く。）、特定高圧需要及

び特定低圧需要ごとに、配分することにより整理すること。



送配電関連固定費用のうち、低圧配電費用を、送配電関連需要についての11）の値に

より、非特定需要（特別高圧需要及び高圧需要を除く。）及び特定低圧需要ごとに、配分す

ることにより整理すること。




により整理された送配電非関連固定費用を、次に掲げる基準により、三需要種別ごとに

配分することにより整理すること。



送配電非関連需要について、次の割合及び値を算定すること。

１）


三需要種別の最大電力を合計した値のうちに三需要種別ごとの最大電力の占める割


合

２）


三需要種別の夏期尖頭時責任電力を合計した値のうちに三需要種別ごとの夏期尖頭


時責任電力の占める割合

３）


三需要種別の冬期尖頭時責任電力を合計した値のうちに三需要種別ごとの冬期尖頭


時責任電力の占める割合

４）


三需要種別の発受電等量を合計した値のうちに三需要種別ごとの発受電等量の占め


る割合

５）


三需要種別ごとに、１）の割合に２を、２）の割合に05を、３）の割合に05を、


４）の割合に１を乗じて得た合計の値を４で除して得た値




送配電非関連固定費用を、送配電非関連需要についての５）の値により、三需要種別

ごとに、配分することにより整理すること。




及びにより整理された配電需要家費用及びネットワーク販売需要家費用を、送配電関

連需要に係る三需要種別の口数の合計のうちに三需要種別ごとの口数の占める割合により、

三需要種別ごとに、配分することにより整理し、により整理された非ネットワーク販売需

要家費用を、送配電非関連需要に係る三需要種別の口数の合計のうちに三需要種別ごとの口

数の占める割合により、三需要種別ごとに、配分することにより整理すること。




により整理された送配電関連可変費用及び送配電非関連可変費用を、次に掲げる基準に

より、三需要種別ごと並びに非特定需要（特別高圧需要を除く。）、特定高圧需要及び特定低

圧需要ごと並びに非特定需要（特別高圧需要及び高圧需要を除く。）及び特定低圧需要ごとに、

配分することにより整理すること。



送配電関連可変費用（配電用変電サービス費用、低圧配電費用及び高圧配電費用を除く。）

を、６）の値により、三需要種別ごとに、配分することにより整理すること。



送配電関連可変費用のうち、配電用変電サービス費用及び高圧配電費用を、７）の

値により、非特定需要（特別高圧需要を除く。）、特定高圧需要及び特定低圧需要ごとに、

配分することにより整理すること。



送配電関連可変費用のうち、低圧配電費用を、８）の値により、非特定需要（特別

高圧需要及び高圧需要を除く。）及び特定低圧需要ごとに、配分することにより整理するこ

と。



送配電非関連可変費用を、４）の値により、三需要種別ごとに、配分することによ

り整理すること。

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

からまでにより整理された三需要種別ごと並びに非特定需要（特別高圧需要を除く。）、

特定高圧需要及び特定低圧需要ごと並びに非特定需要（特別高圧需要及び高圧需要を除く。）

及び特定低圧需要ごとの費用のうち、特定高圧需要及び特定低圧需要に係る費用を特定需要

部門の欄に、非特定需要、非特定需要（特別高圧需要を除く。）及び非特定需要（特別高圧需

要及び高圧需要を除く。）に係る費用を一般需要部門の欄に整理すること。



により整理されたネットワーク一般販売費用に、次の割合を乗じて得た額を、それぞれ

次の部門の欄に整理すること。



、及びにより整理された送配電関連費用の合計額のうちに、、及びにより

整理された特定低圧需要及び特定高圧需要に係る送配電関連費用の額の占める割合


特定


需要部門



、及びにより整理された送配電関連費用の合計額のうちに、、及びにより

整理された非特定需要に係る送配電関連費用の額の占める割合


一般需要部門




により整理された非ネットワーク一般販売費用に、次の割合を乗じて得た額を、それぞ

れ次の部門の欄に整理すること。



からまでにより整理された送配電非関連費用の合計額のうちに、からまでで整

理された特定低圧需要及び特定高圧需要に係る送配電非関連費用の額の占める割合


特定


需要部門



からまでにより整理された送配電非関連費用の合計額のうちに、からまでで整

理された非特定需要に係る送配電非関連費用の額の占める割合


一般需要部門




、及びにより整理された離島等供給費用を一般需要部門の欄に整理すること。


７．上記までにより各部門に整理された電気事業収益、電気事業費用、電気事業外収益及び電気

事業外費用を、次の式により税引前当期純利益又は純損失に整理すること。

電気事業収益－電気事業費用＋電気事業外収益－電気事業外費用


８．法人税等（法人税、地方法人税、法人税割及び法人税等調整額に限る。）を、５．により各部

門に整理された税引前当期純利益の合計額のうちに各部門ごとの税引前当期純利益の占める割

合により各部門に配分することにより整理すること。

９．７．により各部門ごとに整理された税引前当期純利益又は純損失から、８．により各部門ご

とに整理された法人税を控除した額を当期純利益又は純損失の各部門ごとの欄に整理するこ

と。


別表第２


別表第３


費用等の
項目 一 般 管 理 費

（削る）
販 売 費


費用等の
項目 一 般 管 理 費 変 電 費



販売費並びに給電費用、

販売需要家費用及び一般

販売費用


活動帰属基
準 配賦基準 （削る） （削る） 活動帰属基

準 配賦基準 活動帰属基
準 配賦基準 活動帰属基


準


配賦基準


活動帰属基
準 配賦基準

役員給与 直課された
各部門人員
数比

 （削る） （削る） 直課された
人員数比

 役員給与 直課された
各部門人員
数比

 


受電用変電

設備及び配

電用変電設

備の帳簿原

価比


直課された
人員数比



給料手当 同上  （削る） （削る） 同上  給料手当 同上  


同上


同上 
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給料手当
振 替 額
（貸方）

同上  （削る） （削る） 同上  給料手当
振 替 額
（貸方）

同上  


同上


同上 

退職給与
金

同上  （削る） （削る） 同上  退職給与
金

同上  


同上


同上 

厚生費 同上  （削る） （削る） 同上  厚生費 同上  


同上


同上 

雑給 同上  （削る） （削る） 同上  雑給 同上  


同上


同上 

消耗品費 同上  （削る） （削る） 同上  消耗品費 同上  


同上


同上 

修繕費 各部門業務
用建物床面
積比（建物
に つ い て
は、自己所
有物件及び
賃借物件と
する。）

 （削る） （削る） 業務用建物
床 面 積 比
（建物につ
いては、自
己所有物件
及び賃借物
件とする。）

 修繕費 各部門業務
用建物床面
積比（建物
に つ い て
は、自己所
有物件及び
賃借物件と
する。）

 受電用変電

設備及び配

電用変電設

備の変圧器

容量比





業務用建物
床 面 積 比
（建物につ
いては、自
己所有物件
及び賃借物
件とする。）



補償費  直課された
各部門補償
費比

（削る） （削る）  直課された
人員数比

補償費  直課された
各部門補償
費比




受電用変電

設備及び配

電用変電設

備の箇所数

比


 直課された
人員数比

賃借料 各部門業務
用建物床面
積比（建物
に つ い て
は、賃借物
件に限る。）

 （削る） （削る） 業務用建物
床 面 積 比
（建物につ
いては、賃
借物件に限
る。）

 賃借料 各部門業務
用建物床面
積比（建物
に つ い て
は、賃借物
件に限る。）

 


受電用変電

設備及び配

電用変電設

備の変圧器

容量比


業務用建物
床 面 積 比
（建物につ
いては、賃
借物件に限
る。）



委託費  各部門業務
用建物床面
積比（建物
に つ い て
は、自己所
有物件及び
賃借物件と
する。）

（削る） （削る）  業務用建物
床 面 積 比
（建物につ
いては、自
己所有物件
及び賃借物
件とする。）

委託費  各部門業務
用建物床面
積比（建物
に つ い て
は、自己所
有物件及び
賃借物件と
する。）




同上


 業務用建物
床 面 積 比
（建物につ
いては、自
己所有物件
及び賃借物
件とする。）
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
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号
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



損害保険
料

 直課された
各部門損害
保険料比

（削る） （削る）  直課された
人員数比

損害保険
料

 直課された
各部門損害
保険料比




受電用変電

設備及び配

電用変電設

備の箇所数

比


 直課された
人員数比

普及開発
関係費

 各部門費用
比又は直課
された各部
門普及開発
関係費比

（削る） （削る） 普及開発
関係費

 各部門費用
比又は直課
された各部
門普及開発
関係費比




受電用変電

設備及び配

電用変電設

備の帳簿原

価比


養成費 直課された
各部門人員
数比

 （削る） （削る） 直課された
人員数比

 養成費 直課された
各部門人員
数比

 


同上


直課された
人員数比



研究費  直課された
研究費比

（削る） （削る）  直課された
人員数比

研究費  直課された
研究費比




同上


 直課された
人員数比

諸費  直課された
各部門人員
数比

（削る） （削る）  同上 諸費  直課された
各部門人員
数比




同上


 同上

貸倒損   （削る） （削る） 直課された
貸倒損比

 貸倒損   





直課された
貸倒損比



固定資産
税

各部門業務
用建物床面
積比（建物
に つ い て
は、自己所
有物件に限
る。）

 （削る） （削る） 業務用建物
床 面 積 比
（建物につ
いては、自
己所有物件
に限る。）

 固定資産
税

各部門業務
用建物床面
積比（建物
に つ い て
は、自己所
有物件に限
る。）

 受電用変電

設備及び配

電用変電設

備の帳簿価

額比





業務用建物
床 面 積 比
（建物につ
いては、自
己所有物件
に限る。）



雑税  直課された
各部門雑税
支出額比

（削る） （削る）  直課された
人員数比

雑税  直課された
各部門雑税
支出額比




受電用変電

設備及び配

電用変電設

備の帳簿原

価比


 直課された
人員数比
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減価償却
費

各部門業務
用建物床面
積比（建物
に つ い て
は、自己所
有物件に限
る。）

 （削る） （削る） 業務用建物
床 面 積 比
（建物につ
いては、自
己所有物件
に限る。）

 減価償却
費

各部門業務
用建物床面
積比（建物
に つ い て
は、自己所
有物件に限
る。）

 受電用変電

設備及び配

電用変電設

備の帳簿価

額比





業務用建物
床 面 積 比
（建物につ
いては、自
己所有物件
に限る。）



固定資産
除却費

同上  （削る） （削る） 同上  固定資産
除却費

同上  同上





同上 

（削る） （削る） （削る） 共有設備

費等分担

額





受電用変電

設備及び配

電用変電設

備の帳簿原

価比


（削る） （削る） （削る） 共有設備

費等分担

額（貸方）





同上


建設分担
関連費振
替額（貸
方）

直課された
各部門設備
別帳簿原価
比

 （削る） （削る）  直課された
人員数比

建設分担
関連費振
替額（貸
方）

直課された
各部門設備
別帳簿原価
比

 受電用変電

設備及び配

電用変電設

備の帳簿原

価比





 直課された
人員数比

附帯事業
営業費用
分担関連
費振替額
（貸方）

 各部門費用
比

（削る） （削る）  同上 附帯事業
営業費用
分担関連
費振替額
（貸方）

 各部門費用
比




受電用変電

設備及び配

電用変電設

備の帳簿原

価比


 同上

電気事業
財務費用

 直課された
各部門設備
別帳簿価額
比

（削る） （削る）  同上 電気事業
財務費用

 直課された
各部門設備
別帳簿価額
比




受電用変電

設備及び配

電用変電設

備の帳簿価

額比


 同上
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（削る） 別表第４


費用等の

項目


水力・火力・新エネルギー等発電等費


販売費


活動帰属基準


配賦基準


活動帰属基準


配賦基準


役員給与





直課された人員数

比


直課された人員数

比





給料手当





同上


同上





給料手当

振 替 額

（貸方）





同上


同上





退職給与

金





同上


同上





委託集金

費


契約口数比





厚生費





同上


直課された人員数

比





雑給





同上


同上





消耗品費





同上


同上





修繕費


発電等設備の認可

出力比





業務用建物床面積

比（建物について

は、自己所有物件

及び賃借物件とす

る。

）




水利使用

料





発電設備の認可出

力比


補償費





発電等設備の箇所

数比





直課された人員数

比


賃借料





発電等設備の認可

出力比


業務用建物床面積

比（建物について

は、賃借物件に限

る。

）




委託費





発電等設備の認可

出力比





業務用建物床面積

比（建物について

は、自己所有物件

及び賃借物件とす

る。

）
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損害保険

料





発電等設備の箇所

数比





直課された人員数

比


普及開発

関係費





発電等設備の帳簿

原価比


契約口数比





養成費





同上


直課された人員数

比





研究費





同上





直課された人員数

比


諸費





同上





同上


貸倒損


契約口数比





固定資産

税


発電等設備の帳簿

価額比





業務用建物床面積

比（建物について

は、自己所有物件

に限る。


）




雑税





発電等設備の帳簿

原価比





直課された人員数

比


減価償却

費


発電等設備の帳簿

価額比





業務用建物床面積

比（建物について

は、自己所有物件

に限る。


）




固定資産

除却費


同上





同上





共有設備

費等分担

額





発電等設備の帳簿

原価比


共有設備

費等分担

額（貸方）





同上


建設分担

関連費振

替額（貸

方）


発電等設備の帳簿

原価比








直課された人員数

比

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附
帯
事
業







営
業
費
用







分
担
関
連







費
振
替
額







（
貸
方
）








発
電
等
設
備
の
帳
簿











原
価
比







同
上


電
気
事
業







財
務
費
用








発
電
等
設
備
の
帳
簿











価
額
比







同
上


様
式
中「

様
式
（
第
２
条
、
第
６
条
関
係
）」

を「
様
式
（
第
２
条
関
係
）」

に
改
め
る
。

（
電
気
事
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
経
過
措
置
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
三
条

電
気
事
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
経
過
措
置
に
関
す
る
省
令
（
平
成
二
十
七
年
経
済
産
業
省
令
第
五
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
特
定
小
売
供
給
約
款
に
お
い
て
定
め
る
べ
き
事
項
）

（
特
定
小
売
供
給
約
款
に
お
い
て
定
め
る
べ
き
事
項
）

第
二
十
条

平
成
二
十
六
年
改
正
法
附
則
第
十
八
条
第
一
項
の
特
定
小
売
供
給
約
款
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ

い
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

第
二
十
条

平
成
二
十
六
年
改
正
法
附
則
第
十
八
条
第
一
項
の
特
定
小
売
供
給
約
款
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ

い
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一
〜
三

（
略
）

一
〜
三

（
略
）

四

料
金
、
み
な
し
小
売
電
気
事
業
者
特
定
小
売
供
給
約
款
料
金
算
定
規
則
（
平
成
二
十
八
年
経
済
産
業
省
令

第
二
十
三
号
）
第
二
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
基
準
平
均
燃
料
価
格
及
び
換
算
係
数
並
び
に
同
条
第
四
項

に
規
定
す
る
基
準
調
整
単
価

四

料
金
、
み
な
し
小
売
電
気
事
業
者
特
定
小
売
供
給
約
款
料
金
算
定
規
則
（
平
成
二
十
八
年
経
済
産
業
省
令

第
二
十
三
号
）
第
四
十
条
第
二
項
に
規
定
す
る
基
準
平
均
燃
料
価
格
及
び
換
算
係
数
並
び
に
同
条
第
四
項
に

規
定
す
る
基
準
調
整
単
価

五
〜
十
四

（
略
）

五
〜
十
四

（
略
）

（
一
般
送
配
電
事
業
託
送
供
給
等
約
款
料
金
算
定
規
則
の
一
部
改
正
）

第
四
条

一
般
送
配
電
事
業
託
送
供
給
等
約
款
料
金
算
定
規
則
（
平
成
二
十
八
年
経
済
産
業
省
令
第
二
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
基
礎
原
価
等
項
目
の
整
理
等
）

（
基
礎
原
価
等
項
目
の
整
理
等
）

第
八
条

（
略
）

第
八
条

（
略
）

２

一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
期
間
原
価
等
項
目
の
う
ち
、
役
員
給
与
、
給
料
手
当
、給
料
手
当
振
替
額（
貸
方
）、

退
職
給
与
金
、
厚
生
費
、
委
託
検
針
費
、
委
託
集
金
費
、
雑
給
、
燃
料
費
、
廃
棄
物
処
理
費
、
消
耗
品
費
、
修

繕
費
、
水
利
使
用
料
、
補
償
費
、
賃
借
料
、
託
送
料
、
事
業
者
間
精
算
費
、
委
託
費
、
損
害
保
険
料
、
普
及
開

発
関
係
費
、
養
成
費
、
研
究
費
、
諸
費
、
貸
倒
損
、
固
定
資
産
税
、
雑
税
、
減
価
償
却
費
、固
定
資
産
除
却
費
、

共
有
設
備
費
等
分
担
額
、
共
有
設
備
費
等
分
担
額
（
貸
方
）、
建
設
分
担
関
連
費
振
替
額
（
貸
方
）、
附
帯
事
業

営
業
費
用
分
担
関
連
費
振
替
額
（
貸
方
）、
開
発
費
、
開
発
費
償
却
、
株
式
交
付
費
、
株
式
交
付
費
償
却
、
社

債
発
行
費
、
社
債
発
行
費
償
却
及
び
法
人
税
等
並
び
に
電
気
事
業
報
酬
（
以
下「
基
礎
原
価
等
項
目
」と
い
う
。）

と
し
て
整
理
さ
れ
た
額
を
、
基
礎
原
価
等
項
目
ご
と
に
、
発
生
の
主
な
原
因
に
応
じ
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

部
門
に
配
分
す
る
こ
と
に
よ
り
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
期
間
原
価
等
項
目
の
う
ち
、
役
員
給
与
、
給
料
手
当
、給
料
手
当
振
替
額（
貸
方
）、

退
職
給
与
金
、
厚
生
費
、
委
託
検
針
費
、
委
託
集
金
費
、
雑
給
、
燃
料
費
、
廃
棄
物
処
理
費
、
消
耗
品
費
、
修

繕
費
、
水
利
使
用
料
、
補
償
費
、
賃
借
料
、
託
送
料
、
事
業
者
間
精
算
費
、
委
託
費
、
損
害
保
険
料
、
普
及
開

発
関
係
費
、
養
成
費
、
研
究
費
、
諸
費
、
貸
倒
損
、
固
定
資
産
税
、
雑
税
、
減
価
償
却
費
、固
定
資
産
除
却
費
、

共
有
設
備
費
等
分
担
額
、
共
有
設
備
費
等
分
担
額
（
貸
方
）、
建
設
分
担
関
連
費
振
替
額
（
貸
方
）、
附
帯
事
業

営
業
費
用
分
担
関
連
費
振
替
額
（
貸
方
）、
開
発
費
、
開
発
費
償
却
、
株
式
交
付
費
、
株
式
交
付
費
償
却
、
社

債
発
行
費
、
社
債
発
行
費
償
却
及
び
法
人
税
等
並
び
に
電
気
事
業
報
酬
（
以
下「
基
礎
原
価
等
項
目
」と
い
う
。）

と
し
て
整
理
さ
れ
た
額
を
、
基
礎
原
価
等
項
目
ご
と
に
、
発
生
の
主
な
原
因
に
応
じ
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

部
門
に
配
分
す
る
こ
と
に
よ
り
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
〜
三

（
略
）

一
〜
三

（
略
）

四

送
電
費
（
発
電
所
又
は
蓄
電
所
内
に
存
す
る
送
電
設
備
に
係
る
基
礎
原
価
等
項
目
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）

四

送
電
費（
特
定
小
売
料
金
算
定
規
則
第
二
十
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
送
電
費
を
い
う
。以
下
同
じ
。）

五

変
電
費
（
発
電
所
又
は
蓄
電
所
内
に
存
す
る
変
電
設
備
に
係
る
基
礎
原
価
等
項
目
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）

五

変
電
費（
特
定
小
売
料
金
算
定
規
則
第
二
十
条
第
一
項
第
六
号
に
規
定
す
る
変
電
費
を
い
う
。以
下
同
じ
。）

六

配
電
費
（
発
電
所
又
は
蓄
電
所
内
に
存
す
る
配
電
設
備
に
係
る
基
礎
原
価
等
項
目
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）

六

配
電
費（
特
定
小
売
料
金
算
定
規
則
第
二
十
条
第
一
項
第
七
号
に
規
定
す
る
配
電
費
を
い
う
。以
下
同
じ
。）

七
・
八

（
略
）

七
・
八

（
略
）

３
〜
５

（
略
）

３
〜
５

（
略
）
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（
基
準
託
送
供
給
料
金
に
係
る
原
価
等
の
整
理
）

（
基
準
託
送
供
給
料
金
に
係
る
原
価
等
の
整
理
）

第
九
条

一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
前
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
七
部
門
に
整
理
さ
れ
た
第
一
次
整
理
原
価
を
、

次
の
各
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
九
条

一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
前
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
七
部
門
に
整
理
さ
れ
た
第
一
次
整
理
原
価
を
、

次
の
各
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

水
力
発
電
費
、
火
力
発
電
費
及
び
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
発
電
等
費
（
以
下
「
水
力
・
火
力
・
新
エ
ネ
ル
ギ
ー

等
発
電
等
費
」
と
い
う
。）の
部
門
の
第
一
次
整
理
原
価
を
、
そ
れ
ぞ
れ
、
基
礎
原
価
等
項
目
ご
と
に
、
別
表

第
二
第
一
表
及
び
第
三
表
に
規
定
す
る
基
準
に
よ
り
、
離
島
供
給
に
係
る
第
一
次
整
理
原
価
（
以
下
「
離
島

供
給
費
」
と
い
う
。）及
び
指
定
区
域
供
給
に
係
る
第
一
次
整
理
原
価
（
以
下「
指
定
区
域
供
給
費
」と
い
う
。）

に
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

水
力
発
電
費
、
火
力
発
電
費
及
び
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
発
電
等
費
の
部
門
の
第
一
次
整
理
原
価
（
沖
縄
電
力

に
あ
っ
て
は
、
特
定
小
売
料
金
算
定
規
則
第
二
十
条
第
四
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
、
離
島
等
供
給
費
に
整

理
さ
れ
た
も
の
を
い
う
。）を
、
そ
れ
ぞ
れ
、
基
礎
原
価
等
項
目
ご
と
に
、
別
表
第
二
第
一
表
及
び
第
三
表
に

規
定
す
る
基
準
に
よ
り
、
離
島
供
給
に
係
る
第
一
次
整
理
原
価
（
以
下
「
離
島
供
給
費
」
と
い
う
。）及
び
指

定
区
域
供
給
に
係
る
第
一
次
整
理
原
価
（
以
下
「
指
定
区
域
供
給
費
」
と
い
う
。）に
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

二

沖
縄
電
力
に
あ
っ
て
は
、
水
力
・
火
力
・
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
発
電
等
費
の
基
礎
原
価
等
項
目
ご
と
に
、
発

生
の
主
な
原
因
に
応
じ
て
配
分
が
可
能
な
額
を
、
離
島
等
供
給
に
係
る
第
一
次
整
理
原
価
（
以
下
「
離
島
等

供
給
費
」
と
い
う
。）及
び
離
島
等
供
給
費
以
外
の
第
一
次
整
理
原
価
（
以
下「
非
離
島
等
供
給
費
」と
い
う
。）

に
直
接
整
理
（
以
下
「
直
課
」
と
い
う
。）し
、
直
課
に
よ
り
難
い
基
礎
原
価
等
項
目
ご
と
の
額
を
別
表
第
二

第
三
表
に
規
定
す
る
基
準
に
よ
り
、
離
島
等
供
給
費
及
び
非
離
島
等
供
給
費
に
整
理
し
、
離
島
等
供
給
費
ご

と
に
、
別
表
第
二
第
一
表
及
び
第
三
表
に
規
定
す
る
基
準
に
よ
り
、
離
島
供
給
費
及
び
指
定
区
域
供
給
費
に

整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
新
設
）

三
〜
五

（
略
）

二
〜
四

（
略
）

六

販
売
費
の
部
門
の
第
一
次
整
理
原
価
を
、
基
礎
原
価
等
項
目
ご
と
に
、
別
表
第
二
第
一
表
、
第
二
表
及
び

第
三
表
に
規
定
す
る
基
準
に
よ
り
、
離
島
供
給
費
、
指
定
区
域
供
給
費
及
び
非
離
島
等
供
給
費
に
整
理
し
、

そ
れ
ぞ
れ
に
整
理
さ
れ
た
販
売
費
の
第
一
次
整
理
原
価
を
、
給
電
設
備
に
係
る
第
一
次
整
理
原
価
（
沖
縄
電

力
に
あ
っ
て
は
、
離
島
等
供
給
費
及
び
非
離
島
等
供
給
費
の
う
ち
基
礎
原
価
等
項
目
ご
と
の
額
の
う
ち
発
生

の
主
な
原
因
に
応
じ
て
配
分
が
可
能
な
額
を
、
基
礎
原
価
等
項
目
ご
と
に
一
般
送
配
電
事
業
等
に
係
る
給
電

設
備
に
係
る
も
の
に
直
課
さ
れ
た
額
及
び
直
課
に
よ
り
難
い
基
礎
原
価
等
項
目
ご
と
の
額
を
別
表
第
二
第
二

表
に
規
定
す
る
基
準
に
よ
り
一
般
送
配
電
事
業
等
に
係
る
給
電
設
備
に
係
る
も
の
に
整
理
さ
れ
た
額
を
い

う
。
以
下
「
給
電
費
」
と
い
う
。）、
調
定
及
び
集
金
に
係
る
第
一
次
整
理
原
価
（
沖
縄
電
力
に
あ
っ
て
は
、

離
島
等
供
給
費
及
び
非
離
島
等
供
給
費
の
う
ち
基
礎
原
価
等
項
目
ご
と
の
額
の
う
ち
発
生
の
主
な
原
因
に
応

じ
て
配
分
が
可
能
な
額
を
、
基
礎
原
価
等
項
目
ご
と
に
一
般
送
配
電
事
業
等
に
係
る
調
定
及
び
集
金
に
係
る

も
の
に
直
課
さ
れ
た
額
及
び
直
課
に
よ
り
難
い
基
礎
原
価
等
項
目
ご
と
の
額
を
別
表
第
二
第
二
表
に
規
定
す

る
基
準
に
よ
り
一
般
送
配
電
事
業
等
に
係
る
調
定
及
び
集
金
に
係
る
も
の
に
整
理
さ
れ
た
額
を
い
う
。
以
下

「
販
売
需
要
家
費
」
と
い
う
。）並
び
に
そ
の
他
販
売
費
（
沖
縄
電
力
に
あ
っ
て
は
、
離
島
等
供
給
費
及
び
非

離
島
等
供
給
費
の
う
ち
基
礎
原
価
等
項
目
ご
と
の
額
の
う
ち
発
生
の
主
な
原
因
に
応
じ
て
配
分
が
可
能
な
額

を
、
基
礎
原
価
等
項
目
ご
と
に
一
般
送
配
電
事
業
等
に
係
る
そ
の
他
販
売
費
に
直
課
さ
れ
た
額
及
び
直
課
に

よ
り
難
い
基
礎
原
価
等
項
目
ご
と
の
額
を
別
表
第
二
第
二
表
に
規
定
す
る
基
準
に
よ
り
一
般
送
配
電
事
業
等

に
係
る
そ
の
他
販
売
費
に
整
理
さ
れ
た
額
を
い
う
。
以
下
「
一
般
販
売
費
」
と
い
う
。）に
配
分
す
る
こ
と
に

よ
り
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

五

販
売
費
の
部
門
の
第
一
次
整
理
原
価
を
、
基
礎
原
価
等
項
目
ご
と
に
、
別
表
第
二
第
一
表
及
び
第
二
表
に

規
定
す
る
基
準
に
よ
り
、
離
島
供
給
費
、
指
定
区
域
供
給
費
及
び
非
離
島
等
供
給
費
に
整
理
し
、
そ
れ
ぞ
れ

に
整
理
さ
れ
た
販
売
費
の
第
一
次
整
理
原
価
を
、
給
電
設
備
に
係
る
第
一
次
整
理
原
価
（
沖
縄
電
力
に
あ
っ

て
は
、
特
定
小
売
料
金
算
定
規
則
第
二
十
条
第
四
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
、
離
島
等
供
給
費
に
整
理
さ
れ

た
も
の
及
び
同
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
給
電
費
に
整
理
さ
れ
た
も
の
を
い
う
。以
下「
給

電
費
」
と
い
う
。）、
調
定
及
び
集
金
に
係
る
第
一
次
整
理
原
価
（
沖
縄
電
力
に
あ
っ
て
は
、
同
項
第
二
号
の

規
定
に
よ
り
、
離
島
等
供
給
費
に
整
理
さ
れ
た
も
の
及
び
同
項
第
四
号
の
規
定
に
よ
り
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
需

要
家
費
に
整
理
さ
れ
た
も
の
を
い
う
。
以
下
「
販
売
需
要
家
費
」
と
い
う
。）並
び
に
そ
の
他
販
売
費
（
沖
縄

電
力
に
あ
っ
て
は
、
同
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
、
離
島
等
供
給
費
に
整
理
さ
れ
た
も
の
及
び
同
項
第
五
号

の
規
定
に
よ
り
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
一
般
販
売
費
に
整
理
さ
れ
た
も
の
を
い
う
。
以
下
「
一
般
販
売
費
」
と
い

う
。）に
配
分
す
る
こ
と
に
よ
り
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
〜
４

（
略
）

２
〜
４

（
略
）

第
二
十
条

一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
整
理
さ
れ
た
追
加
事
業
報
酬
の
額
に
、
第

九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
総
離
島
等
供
給
費
及
び
総
ア
ン
シ
ラ
リ
ー
サ
ー
ビ
ス
費
に
整
理
さ
れ
た
電
気
事
業

報
酬
の
額
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
総
送
電
費
に
整
理
さ
れ
た
電
気
事
業
報
酬
の
額
、
同
条
第
一
項
第
三

号
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
受
電
用
変
電
サ
ー
ビ
ス
費
及
び
配
電
用
変
電
サ
ー
ビ
ス
費
に
整
理
さ
れ
た
電
気

第
二
十
条

一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
整
理
さ
れ
た
追
加
事
業
報
酬
の
額
に
、
第

九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
総
離
島
等
供
給
費
及
び
総
ア
ン
シ
ラ
リ
ー
サ
ー
ビ
ス
費
に
整
理
さ
れ
た
電
気
事
業

報
酬
の
額
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
総
送
電
費
に
整
理
さ
れ
た
電
気
事
業
報
酬
の
額
、
同
条
第
一
項
第
二

号
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
受
電
用
変
電
サ
ー
ビ
ス
費
及
び
配
電
用
変
電
サ
ー
ビ
ス
費
に
整
理
さ
れ
た
電
気

令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報



２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
整
理
さ
れ
た
追
加
事
業
報
酬
の
額
に
、
第
九
条
第

一
項
第
四
号
及
び
第
六
号
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
需
要
家
費
に
整
理
さ
れ
た
電
気
事
業
報
酬
の
額
の
第
八

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
整
理
さ
れ
た
電
気
事
業
報
酬
の
額
に
占
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
を
、
需
要
家
費

と
し
て
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
整
理
さ
れ
た
追
加
事
業
報
酬
の
額
に
、
第
九
条
第

一
項
第
三
号
及
び
第
五
号
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
需
要
家
費
に
整
理
さ
れ
た
電
気
事
業
報
酬
の
額
の
第
八

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
整
理
さ
れ
た
電
気
事
業
報
酬
の
額
に
占
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
を
、
需
要
家
費

と
し
て
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

（
略
）

５

（
略
）

６

一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
整
理
さ
れ
た
追
加
事
業
報
酬
の
額
に
、
第
九
条
第

一
項
第
六
号
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
一
般
販
売
費
に
整
理
さ
れ
た
電
気
事
業
報
酬
の
額
の
第
八
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
整
理
さ
れ
た
電
気
事
業
報
酬
の
額
に
占
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
を
、
送
配
電
関
連
費
と
し

て
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
整
理
さ
れ
た
追
加
事
業
報
酬
の
額
に
、
第
九
条
第

一
項
第
五
号
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
一
般
販
売
費
に
整
理
さ
れ
た
電
気
事
業
報
酬
の
額
の
第
八
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
整
理
さ
れ
た
電
気
事
業
報
酬
の
額
に
占
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
を
、
送
配
電
関
連
費
と
し

て
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７
・
８

（
略
）

７
・
８

（
略
）

事
業
報
酬
の
額
、
同
条
第
一
項
第
五
号
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
低
圧
配
電
費
及
び
高
圧
配
電
費
に
整
理
さ

れ
た
電
気
事
業
報
酬
の
額
並
び
に
同
条
第
一
項
第
六
号
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
給
電
費
に
整
理
さ
れ
た
電

気
事
業
報
酬
の
額
の
合
計
額
の
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
整
理
さ
れ
た
電
気
事
業
報
酬
の
額
に
占
め
る
割

合
を
乗
じ
て
得
た
額
を
、
送
配
電
関
連
費
と
し
て
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

事
業
報
酬
の
額
、
同
条
第
一
項
第
四
号
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
低
圧
配
電
費
及
び
高
圧
配
電
費
に
整
理
さ

れ
た
電
気
事
業
報
酬
の
額
並
び
に
同
条
第
一
項
第
五
号
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
給
電
費
に
整
理
さ
れ
た
電

気
事
業
報
酬
の
額
の
合
計
額
の
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
整
理
さ
れ
た
電
気
事
業
報
酬
の
額
に
占
め
る
割

合
を
乗
じ
て
得
た
額
を
、
送
配
電
関
連
費
と
し
て
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

別
表
第
２
（
第
８
条
、
第
９
条
関
係
）

別
表
第
２
（
第
８
条
、
第
９
条
関
係
）

第
１
表

第
１
表

一
般
管
理
費
等
、
変
電
費
及
び
販
売
費
の
整
理
の
基
準

一
般
管
理
費
等
、
変
電
費
及
び
販
売
費
の
整
理
の
基
準

１
．
一
般
管
理
費
等
へ
整
理
さ
れ
た
基
礎
原
価
等
項
目
ご
と
の
額
の
７
部
門
（
水
力
発
電
費
、
火
力
発
電

費
、
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
発
電
等
費
、
送
電
費
、
変
電
費
、
配
電
費
及
び
販
売
費
）
へ
の
整
理
の
基
準

１
．
一
般
管
理
費
等
へ
整
理
さ
れ
た
基
礎
原
価
等
項
目
ご
と
の
額
の
７
部
門
（
水
力
発
電
費
、
火
力
発
電

費
、
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
発
電
等
費
、
送
電
費
、
変
電
費
、
配
電
費
及
び
販
売
費
）
へ
の
整
理
の
基
準


基
礎
原
価
等
項
目
ご
と
の
額
の
う
ち
発
生
の
主
な
原
因
に
応
じ
て
配
分
が
可
能
な
額
を
、
基
礎
原

価
等
項
目
ご
と
に
、
各
７
部
門
に
直
課

す
る
こ
と
。


基
礎
原
価
等
項
目
ご
と
の
額
の
う
ち
発
生
の
主
な
原
因
に
応
じ
て
配
分
が
可
能
な
額
を
、
基
礎
原

価
等
項
目
ご
と
に
、
各
７
部
門
に
直
接
整
理
（
以
下
「
直
課
」
と
い
う
。
















 ）す

る
こ
と
。


（
略
）


（
略
）

２
．
～
５
．
（
略
）

２
．
～
５
．
（
略
）

（
電
源
線
に
係
る
費
用
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
五
条

電
源
線
に
係
る
費
用
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
六
年
経
済
産
業
省
令
第
百
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
料
金
の
整
理
）

（
削
る
）

第
三
条

電
気
事
業
法
第
十
八
条
第
一
項
の
認
可
の
申
請
又
は
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す

る
託
送
供
給
等
約
款
で
設
定
す
る
料
金
を
算
定
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
一
般
送
配
電
事
業
託
送
供
給
等
約
款
料

金
算
定
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
省
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
電
源
線
に
係
る
費
用
を
水
力
発

電
費
、
火
力
発
電
費
又
は
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
発
電
等
費
に
整
理
す
る
も
の
と
す
る
。

（
電
源
線
及
び
電
源
線
に
係
る
費
用
の
特
定
に
係
る
特
例
）

（
電
源
線
及
び
電
源
線
に
係
る
費
用
の
特
定
に
係
る
特
例
）

第
三
条

（
略
）

第
四
条

（
略
）

２

前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
一
般
送
配
電
事
業
者
又
は
配
電
事
業
者
は
電
源
線
に
係
る
費
用
の
範
囲
を
特

定
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
特
定
困
難
な
範
囲
を
電
源
線
に
係
る
費
用
と
み
な
す
。

２

第
二
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
一
般
送
配
電
事
業
者
又
は
配
電
事
業
者
は
電
源
線
に
係
る
費
用
の
範
囲
を

特
定
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
特
定
困
難
な
範
囲
を
電
源
線
に
係
る
費
用
と
み
な
し

て
託
送
供
給
等
約
款
で
設
定
す
る
料
金
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
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（ 電 気 関 係 報 告 規 則 の 一 部 改 正 ）

第 六 条 電 気 関 係 報 告 規 則 （ 昭 和 四 十 年 通 商 産 業 省 令 第 五 十 四 号 ） の 一 部 を 次 の 表 の よ う に 改 正 す る 。

（ 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 ）

改 正 後 改 正 前

（ 定 期 報 告 ） （ 定 期 報 告 ）

第 二 条 次 の 表 の 報 告 対 象 者 の 欄 に 掲 げ る 者 は 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 報 告 書 名 の 欄 に 掲 げ る 報 告 書 を 、

そ れ ぞ れ 同 表 の 様 式 番 号 及 び 報 告 期 限 の 欄 に 掲 げ る と こ ろ に 従 い 、 同 表 の 報 告 先 の 欄 に 掲 げ る

者 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。

第 二 条 次 の 表 の 報 告 対 象 者 の 欄 に 掲 げ る 者 は 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 報 告 書 名 の 欄 に 掲 げ る 報 告 書 を 、

そ れ ぞ れ 同 表 の 様 式 番 号 及 び 報 告 期 限 の 欄 に 掲 げ る と こ ろ に 従 い 、 同 表 の 報 告 先 の 欄 に 掲 げ る

者 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。

報告書名 報告対象者 様式番号 報告期限 報告先 報告書名 報告対象者 様式番号 報告期限 報告先

一 （略） （略） （略） （略） （略） 一 （略） （略） （略） （略） （略）

二 設備資金報 一般送配電事業
者、送電事業者、
配電事業者、特定
送配電事業者及び
発電事業者

様式第三 毎事業年度の最
終月の末日から
三月を経過する


日


経済産業大臣 二 設備資金報 一般送配電事業
者、送電事業者、
配電事業者、特定
送配電事業者及び
発電事業者

様式第三 毎事業年度の最
終月の末日から
三月（法第三十


八条第四項第一

号、第二号及び

第五号に掲げる

事業を営む者に

あつては、毎四

半期の最終月の

末日から二月）

を経過する日


経済産業大臣

三・四 （略） （略） （略） （略） （略） 三・四 （略） （略） （略） （略） （略）

五 自家用発電
所等運転半期報

法第二十八条の三
第一項の接続に係
る発電用又は蓄電
用の自家用電気工
作物（出力千キロ
ワット未満の発電
等用電気工作物を
除く。）を設置する
者

様式第九 四月末日及び十
月末日

経済産業大臣


五 自家用発電
所等運転半期報

法第二十八条の三
第一項の接続に係
る発電用又は蓄電
用の自家用電気工
作物（出力千キロ
ワット未満の発電
等用電気工作物を
除く。）を設置する
者

様式第九 四月末日及び十
月末日

電気工作物の設

置の場所を管轄

する経済産業局

長（中部経済産

業局電力・ガス

事業北陸支局長

を含む。


）

六～十三 （略） （略） （略） （略） （略） 六～十三 （略） （略） （略） （略） （略）

令
和

年

月


日
月
曜
日

(号
外
第


号
)

官
報







様
式
第
三
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報 



（ 電 気 事 業 会 計 規 則 の 一 部 改 正 ）

第 七 条 電 気 事 業 会 計 規 則 （ 昭 和 四 十 年 通 商 産 業 省 令 第 五 十 七 号 ） の 一 部 を 次 の 表 の よ う に 改 正 す る 。

（ 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 ）

改 正 後 改 正 前

別表第１（第３条関係） 別表第１（第３条関係）
 固 定 資 産  固 定 資 産

科 目 項 備 考 科 目 項 備 考

電気事業固定
資産

各項ごとに物品帳簿原価及び工事帳簿原価の別に区分
して整理する。

電気事業固定
資産

各項ごとに物品帳簿原価及び工事帳簿原価の別に区分
して整理する。

（略） （略） （略） （略） （略） （略）
業務設備 業務設備

（略） （略） （略） （略）
無形固定資産 排出クレジット（地球温暖化対策の推進に関する法律

（平成十年法律第百十七号）第二条第七項


の規定によ
る算定割当量をいう。以下同じ。）を含み、「水力発電設
備」の同項に準ずる。

無形固定資産 排出クレジット（地球温暖化対策の推進に関する法律
（平成10年法律第117号）第２条第６項


の規定による
算定割当量をいう。以下同じ。）を含み、「水力発電設備」
の同項に準ずる。

（略） （略） （略） （略）
（略） （略） （略） （略） （略） （略）
投資その他の
資産

投資その他の
資産

長期投資 「株式」には、市場価格のあるもので時価の変動によ
り利益を得る目的以外の目的で保有するもの及び市場
価格のないものを整理し、「社債」、「公社債」、「国債」、
「地方債」、「諸有価証券」には、市場価格のあるもの
で時価の変動により利益を得る目的以外の目的で保有
するもの及び市場価格のないもので、決算期後１年を
超えて償還期限の到来するものを整理し、「長期貸付
金」、「社内貸付金」及び「雑口」には、契約期間が１
年を超えるものを整理する。関係会社（会社計算規則
第二条第三項第二十五号


の規定による関係会社をい
う。以下同じ。）に対するものを除く。

長期投資 「株式」には、市場価格のあるもので時価の変動によ
り利益を得る目的以外の目的で保有するもの及び市場
価格のないものを整理し、「社債」、「公社債」、「国債」、
「地方債」、「諸有価証券」には、市場価格のあるもの
で時価の変動により利益を得る目的以外の目的で保有
するもの及び市場価格のないもので、決算期後１年を
超えて償還期限の到来するものを整理し、「長期貸付
金」、「社内貸付金」及び「雑口」には、契約期間が１
年を超えるものを整理する。関係会社（会社計算規則
第２条第３項第22号


の規定による関係会社をいう。以
下同じ。）に対するものを除く。

（略） （略） （略） （略）
（略） （略） （略） （略） （略） （略）

令
和

年

月


日
月
曜
日

(号
外
第


号
)

官
報







 流 動 資 産  流 動 資 産

科 目 項 備 考 科 目 項 備 考

（略） （略） （略） （略） （略） （略）
雑流動資産 上記の各科目に該当しない流動資産を整理する。 雑流動資産 上記の各科目に該当しない流動資産を整理する。

（略） （略） （略） （略）
非化石証書 非化石証書（非化石エネルギー源（エネルギー供給事


業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネ

ルギー原料の有効な利用の促進に関する法律


（平成二
十一年法律第七十二号）第二条第二項に規定する非化
石エネルギー源をいう。）に由来する電気の非化石電源
としての価値を取引可能にするための、当該価値を有
することを証するものをいう。）の取得額及び非化石証
書関連振替額として、営業費用から振り替えた金額を
整理する。

非化石証書 非化石証書（非化石エネルギー源（エネルギー供給事


業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネル

ギー原料の有効な利用の促進に関する法律


（平成二十
一年法律第七十二号）第二条第二項に規定する非化石
エネルギー源をいう。）に由来する電気の非化石電源と
しての価値を取引可能にするための、当該価値を有す
ることを証するものをいう。）の取得額及び非化石証書
関連振替額として、営業費用から振り替えた金額を整
理する。

（略） （略） （略） （略）
（略） （略）

 固 定 負 債  固 定 負 債

科 目 項 備 考 科 目 項 備 考

（略） （略） （略） （略）
長期未払債務 物品代の延払い、下流増負担金の未払分その他営業取

引又は建設に係る金銭債務（社債、借入金及び買掛金
を除く。）で期限が１年を超えた後に到来するものを種
類別に整理する。関係会社に対するものを除く。

長期未払債務 物品代の延払い、下流増負担金の未払分その他営業取
引又は建設に係る金銭債務（社債、借入金及び買掛金
を除く。）で期限が１年を超えた後に到来するものを種
類別に整理する。関係会社に対するものを除く。

長期未払法人税

等


期限が１年を超えた後に到来する法人税等（国際最低

課税額（法人税法（昭和四十年法律第三十四号）第八

十二条の二第一項に規定する国際最低課税額をいう。）

に対する法人税その他の当該国際最低課税額に関連す

る金額を課税標準として課される租税（以下「国際最

低課税額に対する法人税等」という。）を含む。）で未納

付のものを整理する。


（新設） （新設）

未払使用済燃料
再処理等拠出金

原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積
立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する
法律（平成二十八年法律第四十号


）附則第七条第一項


の規定による拠出金の未払分を整理する。

未払使用済燃料
再処理等拠出金

原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積
立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する
法律（平成28年法律第40号


）附則第７条第１項


の規定

による拠出金の未払分を整理する。
（略） （略） （略） （略） （略） （略）

令
和

年

月


日
月
曜
日

(号
外
第


号
)

官
報







 流 動 負 債  流 動 負 債

科 目 項 備 考 科 目 項 備 考

１年以内に期限

到来の固定負債

契約期間又は支払期限が１年を超える負債のうち、１

年以内に期限が到来するもの及び既に到来したものを

整理する。関係会社に対するものを除く。

１年以内に期限

到来の固定負債

契約期間又は支払期限が１年を超える負債のうち、１

年以内に期限が到来するもの及び既に到来したものを

整理する。関係会社に対するものを除く。

（略） （略） （略） （略）

長期未払債務 同上 長期未払債務 同上

長期未払法人税


等


同上


（新設） （新設）

未払使用済燃料

再処理等拠出金

同上 未払使用済燃料

再処理等拠出金

同上

（略） （略） （略） （略）

（略） （略） （略） （略） （略） （略）

 法 人 税 等  法 人 税 等

科 目 項 備 考 科 目 項 備 考

法人税等 法人税等

（略） （略） （略） （略）

国際最低課税額


に対する法人税


等


法人税等に含めて整理することができる。


（新設） （新設）

（何） 前事業年度以前の事業年度に係る法人税等（国際最低


課税額に対する法人税等を含む。


）の更正、決定等によ

る納付税額又は還付税額がある場合は、その内容を示

す名称を付した科目を設けて整理する。ただし、金額

の重要性が乏しい場合は、法人税等又は国際最低課税


額に対する法人税等


に含めることができる。

（何） 法人税等


の更正、決定等による納付税額又は還付税額

がある場合は、その内容を示す名称を付した科目を設

けて整理する。ただし、金額の重要性が乏しい場合

は、上記科目


に含めることができる。

（略） （略）

令
和

年

月


日
月
曜
日

(号
外
第


号
)

官
報







別
表
第
二
の
第
一
表
、
第
二
表
及
び
第
四
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報 



令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報



令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報 



令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報



令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報 



令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報



令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報 



別
表
第
三
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報



令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報 



令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報



令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報 



（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

目
次

目
次

第
一
章

定
義
（
第
一
条
）

第
一
章

定
義
（
第
一
条
）

第
二
章

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
の
供
給
及

び
調
達
に
関
す
る
特
別
の
措
置
（
第
二

条

第
十
九
条
）

第
二
章

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
の
供
給
及

び
調
達
に
関
す
る
特
別
の
措
置
（
第
二

条

第
十
九
条
）

第
三
章

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
の
利
用
の

促
進
に
資
す
る
電
気
工
作
物
の
設
置
等

に
関
す
る
特
別
の
措
置
（
第
二
十
条

第
二
十
四
条
）

第
三
章

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
の
利
用
の

促
進
に
資
す
る
電
気
工
作
物
の
設
置
等

に
関
す
る
特
別
の
措
置
（
第
二
十
条

第
二
十
三
条
）

第
四
章

納
付
金
の
納
付
等
（
第
二
十
五
条

第

三
十
四
条
の
四
）

第
四
章

納
付
金
の
納
付
等
（
第
二
十
五
条

第

三
十
四
条
の
三
）

第
五
章

雑
則
（
第
三
十
五
条
・
第
三
十
六
条
）

第
五
章

雑
則
（
第
三
十
五
条
・
第
三
十
六
条
）

附
則

附
則

（
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
区
分
等
）

（
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
区
分
等
）

第
三
条

法
第
二
条
の
二
第
一
項
の
経
済
産
業
省
令

で
定
め
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
区

分
、
設
置
の
形
態
及
び
規
模
（
以
下
「
設
備
の
区

分
等
」
と
い
う
。）は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
三
条

法
第
二
条
の
二
第
一
項
の
経
済
産
業
省
令

で
定
め
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
区

分
、
設
置
の
形
態
及
び
規
模
（
以
下
「
設
備
の
区

分
等
」
と
い
う
。）は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
〜
四
の
二

（
略
）

一
〜
四
の
二

（
略
）

四
の
三

建
築
物
の
屋
根
に
設
け
る
太
陽
光
発
電

設
備
（
以
下
「
屋
根
設
置
太
陽
光
発
電
設
備
」

と
い
う
。）で
あ
っ
て
、
そ
の
出
力
が
十
キ
ロ

ワ
ッ
ト
以
上
五
十
キ
ロ
ワ
ッ
ト
未
満
の
も
の

四
の
三

建
築
物
の
屋
根
に
設
け
る
太
陽
光
発
電

設
備
（
以
下
「
屋
根
設
置
太
陽
光
発
電
設
備
」

と
い
う
。）で
あ
っ
て
、
そ
の
出
力
が
十
キ
ロ

ワ
ッ
ト
以
上
二
百
五
十
キ
ロ
ワ
ッ
ト
未
満
の
も

の

四
の
三
の
二

屋
根
設
置
太
陽
光
発
電
設
備
で

あ
っ
て
、
そ
の
出
力
が
五
十
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
上

二
百
五
十
キ
ロ
ワ
ッ
ト
未
満
の
も
の

（
新
設
）

四
の
四
〜
三
十
の
四

（
略
）

四
の
四
〜
三
十
の
四

（
略
）

（
法
第
九
条
第
二
項
第
七
号
の
経
済
産
業
省
令
で

定
め
る
措
置
）

（
法
第
九
条
第
二
項
第
七
号
の
経
済
産
業
省
令
で

定
め
る
措
置
）

第
四
条
の
二
の
三

法
第
九
条
第
二
項
第
七
号
の
経

済
産
業
省
令
で
定
め
る
措
置
は
、
次
の
各
号
に
掲

げ
る
場
合
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め

る
措
置
と
す
る
。

第
四
条
の
二
の
三

法
第
九
条
第
二
項
第
七
号
の
経

済
産
業
省
令
で
定
め
る
措
置
は
、
次
の
各
号
に
掲

げ
る
場
合
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め

る
措
置
と
す
る
。

一

次
に
掲
げ
る
場
合
の
う
ち
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
場
合

当
該
認
定
の
申
請
に
係
る
再
生
可

能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
事
業
に
関
す
る
説
明
会

（
以
下
「
説
明
会
」
と
い
う
。）の
開
催

一

次
に
掲
げ
る
場
合
の
う
ち
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
場
合

当
該
認
定
の
申
請
に
係
る
再
生
可

能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
事
業
に
関
す
る
説
明
会

（
以
下
「
説
明
会
」
と
い
う
。）の
開
催

（
削
る
）

イ

当
該
認
定
の
申
請
に
係
る
再
生
可
能
エ
ネ

ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
出
力
が
五
十
キ
ロ
ワ
ッ

ト
以
上
で
あ
る
場
合

イ

当
該
認
定
の
申
請
に
係
る
再
生
可
能
エ
ネ

ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
設
置
の
場
所
が
次
の

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
区
域
（
ロ
に
お
い
て

「
特
定
区
域
」
と
い
う
。）の
い
ず
れ
か
に
属

す
る
場
合

ロ

当
該
認
定
の
申
請
に
係
る
再
生
可
能
エ
ネ

ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
出
力
が
五
十
キ
ロ
ワ
ッ

ト
未
満
で
あ
っ
て
、
当
該
再
生
可
能
エ
ネ
ル

ギ
ー
発
電
設
備
の
設
置
の
場
所
が
次
の

か

ら

ま
で
に
掲
げ
る
区
域
の
い
ず
れ
か
に
属

す
る
場
合

〜

（
略
）

〜

（
略
）

ロ

当
該
認
定
の
申
請
に
係
る
再
生
可
能
エ
ネ

ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
設
置
の
場
所
が
特
定
区

域
に
属
し
な
い
場
合
で
あ
っ
て
、
次
の

又

は

の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
場
合
（
認
定
事

業
者
が
第
八
条
の
二
に
規
定
す
る
重
要
な
事

項
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
場
合
（
当
該
再
生

可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
が
太
陽
光
発
電

設
備
で
あ
る
場
合
に
限
る
。）で
あ
っ
て
、
当

該
認
定
事
業
者
又
は
当
該
認
定
事
業
者
の
資

ハ

当
該
認
定
の
申
請
に
係
る
再
生
可
能
エ
ネ

ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
出
力
が
五
十
キ
ロ
ワ
ッ

ト
未
満
で
あ
っ
て
、
申
請
者
又
は
資
本
関
係

等
に
お
い
て
当
該
申
請
者
と
密
接
な
関
係
を

有
す
る
者
（
以
下「
密
接
関
係
者
」と
い
う
。）

が
当
該
設
備
に
係
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー

発
電
事
業
を
実
施
す
る
場
所
（
以
下
「
実
施

場
所
」
と
い
う
。）の
敷
地
境
界
線
か
ら
の
水

平
距
離
が
百
メ
ー
ト
ル
以
内
の
範
囲
に
設
置

令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
省
令
は
、
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

第
七
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
電
気
事
業
会
計
規
則
の
規
定
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
以
後
開
始
す
る
事
業
年
度
に
係
る
会
計
の
整
理
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
終
了
し
た
事
業
年
度
に
係
る
会
計
の
整
理
に
つ
い
て
は
、
な
お
従

前
の
例
に
よ
る
。

〇
経
済
産
業
省
令
第
二
十
二
号

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
八
号
）
の
規
定
に

基
づ
き
、
及
び
同
法
を
実
施
す
る
た
め
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
規

則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

経
済
産
業
大
臣

武
藤

容
治

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
規
則
（
平
成
二
十
四
年
経
済
産
業
省
令
第

四
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
よ
う
に
改
め
る
。





本
関
係
等
に
お
い
て
密
接
な
関
係
を
有
す
る

者
（
以
下
「
密
接
関
係
者
」
と
い
う
。）が
、

太
陽
光
発
電
設
備
を
用
い
て
電
気
を
発
電
す

る
事
業
（
以
下
「
太
陽
光
発
電
事
業
」
と
い

う
。）を
特
に
長
期
的
か
つ
安
定
的
に
実
施
す

る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
者
（
以
下
「
長
期
安

定
適
格
太
陽
光
発
電
事
業
者
」
と
い
う
。）と

し
て
経
済
産
業
大
臣
の
認
定
を
受
け
て
い
る

者
で
あ
る
場
合
を
除
く
。）

し
、
又
は
設
置
し
よ
う
と
す
る
他
の
再
生
可

能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
（
法
第
九
条
第
一

項
の
申
請
又
は
同
条
第
四
項
の
認
定
に
係
る

も
の
に
限
る
。）の
出
力
と
、
当
該
再
生
可
能

エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
出
力
と
の
合
計
が

五
十
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
上
の
場
合
（
ロ
に
掲
げ

る
場
合
を
除
く
。）

当
該
認
定
の
申
請
に
係
る
再
生
可
能
エ

ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
出
力
が
五
十
キ
ロ

ワ
ッ
ト
以
上
で
あ
る
場
合

（
新
設
）

当
該
認
定
の
申
請
に
係
る
再
生
可
能
エ

ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
出
力
が
五
十
キ
ロ

ワ
ッ
ト
未
満
で
あ
っ
て
、
申
請
者
又
は
当

該
申
請
者
の
密
接
関
係
者
が
当
該
設
備
に

係
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
事
業
を

実
施
す
る
場
所
（
以
下
「
実
施
場
所
」
と

い
う
。）の
敷
地
境
界
線
か
ら
の
水
平
距
離

が
百
メ
ー
ト
ル
以
内
の
範
囲
に
設
置
し
、

又
は
設
置
し
よ
う
と
す
る
他
の
再
生
可
能

エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
（
法
第
九
条
第
一

項
の
申
請
又
は
同
条
第
四
項
の
認
定
に
係

る
も
の
で
あ
っ
て
、
前
条
に
規
定
す
る
要

件
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。）の
出
力

と
、
当
該
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設

備
の
出
力
と
の
合
計
が
五
十
キ
ロ
ワ
ッ
ト

以
上
の
場
合

（
新
設
）

二

（
略
）

二

（
略
）

２

説
明
会
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た

す
も
の
と
す
る
。

２

説
明
会
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た

す
も
の
と
す
る
。

一
〜
六

（
略
）

一
〜
六

（
略
）

七

次
の
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
場
合
に
応
じ

て
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
定
め
る
時
期

に
開
催
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
認
定
事
業
者
が

第
八
条
の
二
に
規
定
す
る
重
要
な
事
項
を
変
更

し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
ホ
に
定
め
る
時
期
に

開
催
す
る
こ
と
。

七

次
の
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
場
合
に
応
じ

て
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
定
め
る
時
期

に
開
催
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
認
定
事
業
者
が

第
八
条
の
二
に
規
定
す
る
重
要
な
事
項
を
変
更

し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
ホ
に
定
め
る
時
期
に

開
催
す
る
こ
と
。

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

ハ

当
該
認
定
の
申
請
に
係
る
再
生
可
能
エ
ネ

ル
ギ
ー
発
電
事
業
に
つ
い
て
条
例
に
基
づ
く

環
境
影
響
評
価
の
対
象
と
な
る
場
合

ロ

か
ら

ま
で
（
次
号
の
規
定
に
よ
り
読
み
替

え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。）に
定
め
る
時

期
に
そ
れ
ぞ
れ
準
ず
る
全
て
の
時
期

ハ

当
該
認
定
の
申
請
に
係
る
再
生
可
能
エ
ネ

ル
ギ
ー
発
電
事
業
に
つ
い
て
条
例
に
基
づ
く

環
境
影
響
評
価
の
対
象
と
な
る
場
合

ロ

か
ら

ま
で
に
定
め
る
時
期
に
そ
れ
ぞ
れ
準

ず
る
全
て
の
時
期

ニ
・
ホ

（
略
）

ニ
・
ホ

（
略
）

八

説
明
会
に
出
席
す
る
周
辺
地
域
の
住
民
が
い

な
か
っ
た
場
合
に
お
け
る
前
号
の
規
定
の
適
用

に
つ
い
て
は
、
同
号
イ

、
ロ

、
ニ

及
び

ホ
中「
申
請
の
日
の
三
月
前
」と
あ
る
の
は
、「
申

請
」
と
す
る
。

（
新
設
）

３
・
４

（
略
）

３
・
４

（
略
）

（
長
期
安
定
適
格
太
陽
光
発
電
事
業
者
の
認
定
）

第
四
条
の
二
の
四

長
期
安
定
適
格
太
陽
光
発
電
事

業
者
の
認
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
適
格
認

定
」
と
い
う
。）の
申
請
は
、
様
式
第
二
の
三
に
よ

る
申
請
書
を
提
出
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
新
設
）

２

経
済
産
業
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
請

が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
申
請
者
が
次
の
各
号

の
い
ず
れ
に
も
適
合
し
、
か
つ
、
申
請
者
を
密
接

関
係
者
と
す
る
者
が
第
一
号
及
び
第
四
号
に
適
合

す
る
も
の
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
適
格

認
定
を
す
る
も
の
と
す
る
。

一

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
を
用
い
て

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
を
発
電
す
る
事
業

を
営
む
に
当
た
っ
て
、
関
係
法
令
（
条
例
を
含

む
。）の
規
定
を
遵
守
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

太
陽
光
発
電
事
業
を
特
に
長
期
的
か
つ
安
定

的
に
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
能
力
、
経
験
及

び
管
理
に
係
る
体
制
を
有
す
る
こ
と
。

三

太
陽
光
発
電
事
業
を
特
に
長
期
的
か
つ
安
定

的
に
実
施
す
る
こ
と
に
関
す
る
目
標
を
定
め
て

い
る
こ
と
。

四

次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
。

イ

法
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
命
令
を
受
け

た
者
で
あ
っ
て
、
当
該
命
令
に
係
る
違
反
の

改
善
に
必
要
な
措
置
を
と
っ
て
い
な
い
も
の

令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報 



ロ

法
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
法
第
九
条
第

四
項
の
認
定
（
法
第
十
条
第
一
項
の
変
更
又

は
追
加
の
認
定
を
含
む
。）を
取
り
消
さ
れ
、

そ
の
取
消
し
の
日
か
ら
二
年
を
経
過
し
な
い

者
ハ

法
第
十
五
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

命
令
を
受
け
て
い
る
者

３

経
済
産
業
大
臣
は
、適
格
認
定
を
し
た
と
き
は
、

そ
の
旨
を
速
や
か
に
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

４

経
済
産
業
大
臣
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
適
格
認
定
を
取
り

消
す
こ
と
が
で
き
る
。

一

適
格
認
定
を
受
け
た
者
が
第
二
項
各
号
の
い

ず
れ
か
に
適
合
し
な
く
な
っ
た
と
き
。

二

適
格
認
定
を
受
け
た
者
を
密
接
関
係
者
と
す

る
者
が
第
二
項
第
一
号
又
は
第
四
号
に
適
合
し

な
く
な
っ
た
と
き
。

三

適
格
認
定
を
受
け
た
者
が
偽
り
そ
の
他
不
正

の
手
段
に
よ
り
当
該
適
格
認
定
を
受
け
た
こ
と

が
判
明
し
た
と
き
。

５

第
三
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
適
格

認
定
の
取
消
し
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
認
定
基
準
）

（
認
定
基
準
）

第
五
条

法
第
九
条
第
四
項
第
一
号
の
経
済
産
業
省

令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
五
条

法
第
九
条
第
四
項
第
一
号
の
経
済
産
業
省

令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

二
の
二

当
該
認
定
の
申
請
に
係
る
再
生
可
能
エ

ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
が
、
交
付
期
間
又
は
調
達

期
間
が
終
了
す
る
ま
で
の
間
、
同
一
の
場
所
に

設
置
さ
れ
る
計
画
で
あ
る
こ
と
。

二
の
二

当
該
認
定
の
申
請
に
係
る
再
生
可
能
エ

ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
が
、
調
達
期
間
が
終
了
す

る
ま
で
の
間
、
同
一
の
場
所
に
設
置
さ
れ
る
計

画
で
あ
る
こ
と
。

二
の
三
〜
十
の
二

（
略
）

二
の
三
〜
十
の
二

（
略
）

十
の
三

当
該
認
定
の
申
請
に
係
る
発
電
が
風
力

発
電
設
備
（
選
定
事
業
者
が
提
出
し
た
再
生
可

能
エ
ネ
ル
ギ
ー
海
域
利
用
法
第
十
四
条
第
一
項

に
規
定
す
る
公
募
占
用
計
画
に
係
る
も
の
を
除

く
。）を
用
い
て
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
き

は
、
当
該
認
定
を
受
け
た
日
か
ら
起
算
し
て
四

年
（
当
該
認
定
の
申
請
の
際
現
に
当
該
認
定
の

申
請
に
係
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
事
業

十
の
三

当
該
認
定
の
申
請
に
係
る
発
電
が
風
力

発
電
設
備
（
選
定
事
業
者
が
提
出
し
た
再
生
可

能
エ
ネ
ル
ギ
ー
海
域
利
用
法
第
十
四
条
第
一
項

に
規
定
す
る
公
募
占
用
計
画
に
係
る
も
の
を
除

く
。）を
用
い
て
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
き

は
、
当
該
認
定
を
受
け
た
日
か
ら
起
算
し
て
四

年
（
当
該
認
定
の
申
請
の
際
現
に
当
該
認
定
の

申
請
に
係
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
事
業

に
つ
い
て
環
境
影
響
評
価
を
行
っ
て
い
る
場
合

に
あ
っ
て
は
、
八
年
）
以
内
に
当
該
発
電
設
備

を
用
い
て
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
の
供
給

を
開
始
す
る
計
画
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
経

済
産
業
大
臣
が
定
め
る
方
法
で
変
更
さ
れ
る
交

付
期
間
又
は
調
達
期
間
に
よ
り
再
生
可
能
エ
ネ

ル
ギ
ー
発
電
事
業
を
行
う
場
合
は
こ
の
限
り
で

な
い
。

に
つ
い
て
環
境
影
響
評
価
を
行
っ
て
い
る
場
合

に
あ
っ
て
は
、
八
年
）
以
内
に
当
該
発
電
設
備

を
用
い
て
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
の
供
給

を
開
始
す
る
計
画
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
経

済
産
業
大
臣
が
定
め
る
方
法
で
変
更
さ
れ
る
調

達
期
間
に
よ
り
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
事

業
を
行
う
場
合
は
こ
の
限
り
で
な
い
。

十
の
三
の
二

当
該
認
定
の
申
請
に
係
る
発
電
が

選
定
事
業
者
が
提
出
し
た
再
生
可
能
エ
ネ
ル

ギ
ー
海
域
利
用
法
第
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す

る
公
募
占
用
計
画
に
係
る
風
力
発
電
設
備
を
用

い
て
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
選

定
事
業
者
が
、
当
該
公
募
占
用
計
画
に
記
載
し

た
事
業
の
実
施
時
期
の
起
算
日
ま
で
に
当
該
発

電
設
備
を
用
い
て
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気

の
供
給
を
開
始
す
る
計
画
で
あ
る
こ
と
。
た
だ

し
、
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
方
法
で
変
更
さ

れ
る
交
付
期
間
又
は
調
達
期
間
に
よ
り
再
生
可

能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
事
業
を
行
う
場
合
は
こ
の

限
り
で
な
い
。

十
の
三
の
二

当
該
認
定
の
申
請
に
係
る
発
電
が

選
定
事
業
者
が
提
出
し
た
再
生
可
能
エ
ネ
ル

ギ
ー
海
域
利
用
法
第
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す

る
公
募
占
用
計
画
に
係
る
風
力
発
電
設
備
を
用

い
て
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
選

定
事
業
者
が
、
当
該
公
募
占
用
計
画
に
記
載
し

た
事
業
の
実
施
時
期
の
起
算
日
ま
で
に
当
該
発

電
設
備
を
用
い
て
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気

の
供
給
を
開
始
す
る
計
画
で
あ
る
こ
と
。
た
だ

し
、
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
方
法
で
変
更
さ

れ
る
調
達
期
間
に
よ
り
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー

発
電
事
業
を
行
う
場
合
は
こ
の
限
り
で
な
い
。

十
の
四

当
該
認
定
の
申
請
に
係
る
発
電
が
水
力

発
電
設
備
を
用
い
て
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
と

き
は
、
当
該
認
定
を
受
け
た
日
か
ら
起
算
し
て

七
年
以
内
に
当
該
発
電
設
備
を
用
い
て
再
生
可

能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
の
供
給
を
開
始
す
る
計
画

で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
経
済
産
業
大
臣
が
定

め
る
方
法
で
変
更
さ
れ
る
交
付
期
間
又
は
調
達

期
間
に
よ
り
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
事
業

を
行
う
場
合
は
こ
の
限
り
で
な
い
。

十
の
四

当
該
認
定
の
申
請
に
係
る
発
電
が
水
力

発
電
設
備
を
用
い
て
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
と

き
は
、
当
該
認
定
を
受
け
た
日
か
ら
起
算
し
て

七
年
以
内
に
当
該
発
電
設
備
を
用
い
て
再
生
可

能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
の
供
給
を
開
始
す
る
計
画

で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
経
済
産
業
大
臣
が
定

め
る
方
法
で
変
更
さ
れ
る
調
達
期
間
に
よ
り
再

生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
事
業
を
行
う
場
合
は

こ
の
限
り
で
な
い
。

十
一

当
該
認
定
の
申
請
に
係
る
発
電
が
バ
イ
オ

マ
ス
発
電
設
備
を
用
い
て
行
わ
れ
る
も
の
で
あ

る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も

の
で
あ
る
こ
と
。

十
一

当
該
認
定
の
申
請
に
係
る
発
電
が
バ
イ
オ

マ
ス
発
電
設
備
を
用
い
て
行
わ
れ
る
も
の
で
あ

る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も

の
で
あ
る
こ
と
。

イ
〜
ハ

（
略
）

イ
〜
ハ

（
略
）

ニ

当
該
認
定
を
受
け
た
日
か
ら
起
算
し
て
四

年
以
内
に
当
該
発
電
設
備
を
用
い
て
再
生
可

能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
の
供
給
を
開
始
す
る
計

画
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
経
済
産
業
大
臣

ニ

当
該
認
定
を
受
け
た
日
か
ら
起
算
し
て
四

年
以
内
に
当
該
発
電
設
備
を
用
い
て
再
生
可

能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
の
供
給
を
開
始
す
る
計

画
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
経
済
産
業
大
臣
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が
定
め
る
方
法
で
変
更
さ
れ
る
交
付
期
間
又

は
調
達
期
間
に
よ
り
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー

発
電
事
業
を
行
う
場
合
は
こ
の
限
り
で
な

い
。

が
定
め
る
方
法
で
変
更
さ
れ
る
調
達
期
間
に

よ
り
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
事
業
を
行

う
場
合
は
こ
の
限
り
で
な
い
。

ホ
・
ヘ

（
略
）

ホ
・
ヘ

（
略
）

十
二

当
該
認
定
の
申
請
に
係
る
発
電
が
地
熱
発

電
設
備
を
用
い
て
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
き

は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ

る
こ
と
。

十
二

当
該
認
定
の
申
請
に
係
る
発
電
が
地
熱
発

電
設
備
を
用
い
て
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
き

は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ

る
こ
と
。

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

当
該
認
定
を
受
け
た
日
か
ら
起
算
し
て
四

年
（
当
該
認
定
の
申
請
の
際
現
に
当
該
認
定

の
申
請
に
係
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電

事
業
に
つ
い
て
環
境
影
響
評
価
を
行
っ
て
い

る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
八
年
）
以
内
に
当
該

発
電
設
備
を
用
い
て
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー

電
気
の
供
給
を
開
始
す
る
計
画
で
あ
る
こ

と
。
た
だ
し
、
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
方

法
で
変
更
さ
れ
る
交
付
期
間
又
は
調
達
期
間

に
よ
り
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
事
業
を

行
う
場
合
は
こ
の
限
り
で
な
い
。

ロ

当
該
認
定
を
受
け
た
日
か
ら
起
算
し
て
四

年
（
当
該
認
定
の
申
請
の
際
現
に
当
該
認
定

の
申
請
に
係
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電

事
業
に
つ
い
て
環
境
影
響
評
価
を
行
っ
て
い

る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
八
年
）
以
内
に
当
該

発
電
設
備
を
用
い
て
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー

電
気
の
供
給
を
開
始
す
る
計
画
で
あ
る
こ

と
。
た
だ
し
、
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
方

法
で
変
更
さ
れ
る
調
達
期
間
に
よ
り
再
生
可

能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
事
業
を
行
う
場
合
は
こ

の
限
り
で
な
い
。

十
二
の
二
〜
十
五

（
略
）

十
二
の
二
〜
十
五

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
入
札
参
加
者
の
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
事

業
計
画
に
お
け
る
重
要
な
事
項
の
変
更
）

（
入
札
参
加
者
の
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
事

業
計
画
に
お
け
る
重
要
な
事
項
の
変
更
）

第
六
条

法
第
九
条
第
四
項
第
五
号
ロ
の
経
済
産
業

省
令
で
定
め
る
重
要
な
事
項
は
、
次
の
各
号
（
法

第
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
再
生
可
能
エ
ネ
ル

ギ
ー
発
電
設
備
の
出
力
の
一
部
に
つ
い
て
落
札
が

な
か
っ
た
も
の
と
さ
れ
た
落
札
者
が
、
そ
の
落
札

が
な
か
っ
た
も
の
と
さ
れ
た
こ
と
に
起
因
し
て
法

第
六
条
の
規
定
に
よ
り
提
出
し
た
再
生
可
能
エ
ネ

ル
ギ
ー
発
電
事
業
計
画
を
変
更
す
る
場
合
に
あ
っ

て
は
、第
一
号
に
限
る
。）に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

第
六
条

法
第
九
条
第
四
項
第
五
号
ロ
の
経
済
産
業

省
令
で
定
め
る
重
要
な
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も

の
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
事
業
の
用
に
供

す
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
出
力

三

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
事
業
の
用
に
供

す
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
出
力

（
法
第
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
用

い
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
出
力

の
一
部
に
つ
い
て
落
札
が
な
か
っ
た
も
の
と
さ

れ
た
落
札
者
に
よ
る
認
定
の
申
請
に
係
る
も
の

を
除
く
。）

四
〜
七

（
略
）

四
〜
七

（
略
）

２

法
第
十
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
九
条
第

四
項
第
五
号
ロ
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
け

る
同
号
ロ
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
重
要
な
事

項
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

同
項
第
二
号
、
第
三
号
（
認
定
発
電
設
備
の
出
力

の
減
少
（
そ
の
減
少
が
、
法
第
九
条
第
四
項
の
認

定
を
受
け
た
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
事
業
計

画
に
係
る
も
の
か
ら
二
十
パ
ー
セ
ン
ト
未
満
の
範

囲
内
で
あ
る
場
合
に
限
る
。）に
伴
う
法
第
十
条
第

一
項
の
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
事
業
計
画
の

変
更
に
係
る
認
定
の
申
請
で
あ
る
場
合
を
除
く
。）

及
び
第
七
号
（
認
定
発
電
設
備
に
係
る
バ
イ
オ
マ

ス
比
率
考
慮
後
出
力
の
減
少
（
そ
の
減
少
が
、
法

第
九
条
第
四
項
の
認
定
を
受
け
た
再
生
可
能
エ
ネ

ル
ギ
ー
発
電
事
業
計
画
に
係
る
も
の
か
ら
二
十

パ
ー
セ
ン
ト
未
満
の
範
囲
内
で
あ
る
場
合
に
限

る
。）に
伴
う
法
第
十
条
第
一
項
の
再
生
可
能
エ
ネ

ル
ギ
ー
発
電
事
業
計
画
の
変
更
に
係
る
認
定
の
申

請
で
あ
る
場
合
を
除
く
。）に
掲
げ
る
も
の
と
す

る
。

（
新
設
）

（
軽
微
な
変
更
）

（
軽
微
な
変
更
）

第
九
条

法
第
十
条
第
一
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定

め
る
軽
微
な
変
更
は
、
次
に
掲
げ
る
変
更
（
認
定

発
電
設
備
に
係
る
交
付
期
間
又
は
調
達
期
間
が
終

了
す
る
ま
で
の
間
の
変
更
に
限
る
。）以
外
の
変
更

と
す
る
。

第
九
条

法
第
十
条
第
一
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定

め
る
軽
微
な
変
更
は
、
次
に
掲
げ
る
変
更
（
認
定

発
電
設
備
に
係
る
調
達
期
間
が
終
了
す
る
ま
で
の

間
の
変
更
に
限
る
。）以
外
の
変
更
と
す
る
。

一
〜
十
四

（
略
）

一
〜
十
四

（
略
）

十
五

認
定
発
電
設
備
が
太
陽
光
発
電
設
備
（
第

三
条
第
三
号
、
第
三
号
の
二
及
び
第
四
号
に
掲

げ
る
設
備
（
当
該
設
備
に
係
る
交
付
期
間
又
は

調
達
期
間
の
起
算
日
前
の
も
の
に
限
る
。）で

あ
っ
て
、
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
以
前

に
旧
認
定
（
電
気
事
業
者
に
よ
る
再
生
可
能
エ

ネ
ル
ギ
ー
電
気
の
調
達
に
関
す
る
特
別
措
置
法

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
八
年
法

律
第
五
十
九
号
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正

前
の
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を

い
う
。）を
受
け
、
平
成
二
十
八
年
七
月
三
十
一

日
以
前
に
当
該
認
定
発
電
設
備
と
電
気
事
業
者

十
五

認
定
発
電
設
備
が
太
陽
光
発
電
設
備
（
第

三
条
第
三
号
、
第
三
号
の
二
及
び
第
四
号
に
掲

げ
る
設
備
（
当
該
設
備
に
係
る
調
達
期
間
の
起

算
日
前
の
も
の
に
限
る
。）で
あ
っ
て
、
平
成
二

十
九
年
三
月
三
十
一
日
以
前
に
旧
認
定
（
電
気

事
業
者
に
よ
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
の

調
達
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
（
平
成
二
十
八
年
法
律
第
五
十
九
号
）

第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
法
第
六
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
い
う
。）を
受
け
、

平
成
二
十
八
年
七
月
三
十
一
日
以
前
に
当
該
認

定
発
電
設
備
と
電
気
事
業
者
が
維
持
し
、
及
び

令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報 



が
維
持
し
、
及
び
運
用
す
る
電
線
路
と
の
電
気

的
な
接
続
に
係
る
契
約
が
締
結
さ
れ
た
も
の
に

限
る
。）で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
認
定

発
電
設
備
の
運
転
開
始
予
定
日
の
変
更

運
用
す
る
電
線
路
と
の
電
気
的
な
接
続
に
係
る

契
約
が
締
結
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。）で
あ
る
場

合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
認
定
発
電
設
備
の
運
転

開
始
予
定
日
の
変
更

十
五
の
二
〜
十
九

（
略
）

十
五
の
二
〜
十
九

（
略
）

２

法
第
十
条
第
二
項
の
軽
微
な
変
更
の
届
出
は
、

様
式
第
五
に
よ
る
届
出
書
（
認
定
発
電
設
備
に
係

る
交
付
期
間
又
は
調
達
期
間
が
終
了
し
た
も
の
で

あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
様
式
第
五
の
二
に
よ
る

届
出
書
）を
提
出
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

法
第
十
条
第
二
項
の
軽
微
な
変
更
の
届
出
は
、

様
式
第
五
に
よ
る
届
出
書
（
認
定
発
電
設
備
に
係

る
調
達
期
間
が
終
了
し
た
も
の
で
あ
る
場
合
に

あ
っ
て
は
、
様
式
第
五
の
二
に
よ
る
届
出
書
）
を

提
出
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
交
付
金
相
当
額
積
立
金
の
取
戻
し
）

（
交
付
金
相
当
額
積
立
金
の
取
戻
し
）

第
十
三
条
の
三
の
九

（
略
）

第
十
三
条
の
三
の
九

（
略
）

２

法
第
十
五
条
の
九
の
規
定
に
よ
り
経
済
産
業
大

臣
の
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
七

の
二
の
二
に
よ
る
申
請
書
を
推
進
機
関
を
経
由
し

て
経
済
産
業
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

２

法
第
十
五
条
の
九
の
規
定
に
よ
り
経
済
産
業
大

臣
の
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
七

の
二
の
二
に
よ
る
申
請
書
を
推
進
機
関
に
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
・
４

（
略
）

３
・
４

（
略
）

（
解
体
等
積
立
金
の
積
立
期
間
）

（
解
体
等
積
立
金
の
積
立
期
間
）

第
十
三
条
の
四

法
第
十
五
条
の
十
二
第
二
項
の
経

済
産
業
省
令
で
定
め
る
期
間
は
、
次
に
定
め
る
日

か
ら
交
付
期
間
又
は
調
達
期
間
が
終
了
す
る
日
ま

で
の
期
間
と
す
る
。

第
十
三
条
の
四

法
第
十
五
条
の
十
二
第
二
項
の
経

済
産
業
省
令
で
定
め
る
期
間
は
、
次
に
定
め
る
日

か
ら
調
達
期
間
が
終
了
す
る
日
ま
で
の
期
間
と
す

る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

（
特
定
契
約
の
締
結
を
拒
む
こ
と
が
で
き
る
正
当

な
理
由
）

（
特
定
契
約
の
締
結
を
拒
む
こ
と
が
で
き
る
正
当

な
理
由
）

第
十
四
条

法
第
十
六
条
第
一
項
の
経
済
産
業
省
令

で
定
め
る
正
当
な
理
由
は
、次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
十
四
条

法
第
十
六
条
第
一
項
の
経
済
産
業
省
令

で
定
め
る
正
当
な
理
由
は
、次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
〜
七

（
略
）

一
〜
七

（
略
）

八

特
定
契
約
申
込
者
の
認
定
発
電
設
備
と
特
定

契
約
電
気
事
業
者
が
維
持
し
、
及
び
運
用
す
る

電
線
路
と
の
電
気
的
な
接
続
に
係
る
契
約
に
お

い
て
、
当
該
認
定
発
電
設
備
の
出
力
の
抑
制
に

関
し
次
に
掲
げ
る
事
項
を
当
該
接
続
に
係
る
契

約
の
内
容
と
し
て
い
な
い
こ
と
。

八

特
定
契
約
申
込
者
の
認
定
発
電
設
備
と
特
定

契
約
電
気
事
業
者
が
維
持
し
、
及
び
運
用
す
る

電
線
路
と
の
電
気
的
な
接
続
に
係
る
契
約
に
お

い
て
、
当
該
認
定
発
電
設
備
の
出
力
の
抑
制
に

関
し
次
に
掲
げ
る
事
項
を
当
該
接
続
に
係
る
契

約
の
内
容
と
し
て
い
な
い
こ
と
。

イ
〜
ハ

（
略
）

イ
〜
ハ

（
略
）

ニ

特
定
契
約
電
気
事
業
者
が
回
避
措
置
を
講

じ
、
並
び
に
ロ
及
び
ハ
に
掲
げ
る
出
力
の
抑

制
を
行
っ
た
と
し
て
も
な
お
特
定
契
約
電
気

事
業
者
の
一
般
送
配
電
事
業
又
は
特
定
送
配

電
事
業
の
た
め
の
電
気
の
供
給
量
が
そ
の
需

要
量
を
上
回
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
場
合
に

お
い
て
、
特
定
契
約
申
込
者
（
地
域
資
源
バ

イ
オ
マ
ス
発
電
設
備
（
第
三
条
第
二
十
三
号

か
ら
第
三
十
号
の
四
ま
で
に
掲
げ
る
設
備

（
地
域
に
存
す
る
バ
イ
オ
マ
ス
の
有
効
活
用

に
資
す
る
も
の
に
限
る
。）を
い
う
。）を
用
い

る
者
に
限
る
。
以
下
こ
の
ニ
に
お
い
て
同

じ
。）は
、
燃
料
の
貯
蔵
に
係
る
制
約
、
出
力

の
抑
制
を
行
う
に
当
た
っ
て
生
じ
る
技
術
的

な
制
約
そ
の
他
の
制
約
に
よ
り
、
緊
急
時
を

除
き
出
力
の
抑
制
の
指
示
に
応
じ
る
こ
と
が

困
難
で
あ
る
場
合
を
除
き
、
特
定
契
約
電
気

事
業
者
の
指
示
に
従
い
、
出
力
の
抑
制
を
行

う
こ
と
（
原
則
と
し
て
当
該
指
示
が
出
力
の

抑
制
を
行
う
前
日
ま
で
に
行
わ
れ
て
い
る
場

合
に
限
る
。）、
当
該
抑
制
に
よ
り
生
じ
た
損

害
の
補
償
を
求
め
な
い
こ
と
（
特
定
契
約
電

気
事
業
者
が
特
定
契
約
申
込
者
に
書
面
等
に

よ
り
、
回
避
措
置
並
び
に
ロ
及
び
ハ
に
掲
げ

る
出
力
の
抑
制
を
行
っ
た
こ
と
、
回
避
措
置

を
講
じ
、
並
び
に
ロ
及
び
ハ
に
掲
げ
る
出
力

の
抑
制
を
行
っ
た
と
し
て
も
な
お
特
定
契
約

電
気
事
業
者
の
一
般
送
配
電
事
業
又
は
特
定

送
配
電
事
業
の
た
め
の
電
気
の
供
給
量
が
そ

の
需
要
量
を
上
回
る
と
見
込
ん
だ
合
理
的
な

理
由
並
び
に
当
該
指
示
が
合
理
的
な
も
の
で

あ
っ
た
こ
と
を
、
当
該
指
示
を
し
た
後
遅
滞

な
く
示
し
た
場
合
に
限
る
。）及
び
当
該
抑
制

を
行
う
た
め
に
必
要
な
体
制
の
整
備
を
行
う

こ
と
。

ニ

特
定
契
約
電
気
事
業
者
が
回
避
措
置
を
講

じ
、
並
び
に
ロ
及
び
ハ
に
掲
げ
る
出
力
の
抑

制
を
行
っ
た
と
し
て
も
な
お
特
定
契
約
電
気

事
業
者
の
一
般
送
配
電
事
業
又
は
特
定
送
配

電
事
業
の
た
め
の
電
気
の
供
給
量
が
そ
の
需

要
量
を
上
回
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
場
合
に

お
い
て
、
特
定
契
約
申
込
者
（
地
域
資
源
バ

イ
オ
マ
ス
発
電
設
備
（
第
三
条
第
二
十
三
号

か
ら
第
二
十
九
号
ま
で
に
掲
げ
る
設
備
（
地

域
に
存
す
る
バ
イ
オ
マ
ス
の
有
効
活
用
に
資

す
る
も
の
に
限
る
。）を
い
う
。）を
用
い
る
者

に
限
る
。以
下
こ
の
ニ
に
お
い
て
同
じ
。）は
、

燃
料
の
貯
蔵
に
係
る
制
約
、
出
力
の
抑
制
を

行
う
に
当
た
っ
て
生
じ
る
技
術
的
な
制
約
そ

の
他
の
制
約
に
よ
り
、
緊
急
時
を
除
き
出
力

の
抑
制
の
指
示
に
応
じ
る
こ
と
が
困
難
で
あ

る
場
合
を
除
き
、
特
定
契
約
電
気
事
業
者
の

指
示
に
従
い
、出
力
の
抑
制
を
行
う
こ
と（
原

則
と
し
て
当
該
指
示
が
出
力
の
抑
制
を
行
う

前
日
ま
で
に
行
わ
れ
て
い
る
場
合
に
限

る
。）、
当
該
抑
制
に
よ
り
生
じ
た
損
害
の
補

償
を
求
め
な
い
こ
と
（
特
定
契
約
電
気
事
業

者
が
特
定
契
約
申
込
者
に
書
面
等
に
よ
り
、

回
避
措
置
並
び
に
ロ
及
び
ハ
に
掲
げ
る
出
力

の
抑
制
を
行
っ
た
こ
と
、回
避
措
置
を
講
じ
、

並
び
に
ロ
及
び
ハ
に
掲
げ
る
出
力
の
抑
制
を

行
っ
た
と
し
て
も
な
お
特
定
契
約
電
気
事
業

者
の
一
般
送
配
電
事
業
又
は
特
定
送
配
電
事

業
の
た
め
の
電
気
の
供
給
量
が
そ
の
需
要
量

を
上
回
る
と
見
込
ん
だ
合
理
的
な
理
由
並
び

に
当
該
指
示
が
合
理
的
な
も
の
で
あ
っ
た
こ

と
を
、
当
該
指
示
を
し
た
後
遅
滞
な
く
示
し

た
場
合
に
限
る
。）及
び
当
該
抑
制
を
行
う
た

め
に
必
要
な
体
制
の
整
備
を
行
う
こ
と
。

備
考

表
中
の
（

）
は
注
記
で
あ
る
。

ホ
〜
チ

（
略
）

ホ
〜
チ

（
略
）

九
・
十

（
略
）

２
〜
４

（
略
）

九
・
十

（
略
）

２
〜
４

（
略
）

令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報



様
式
第
一
及
び
第
二
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報 



令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報



令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報 



令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報



令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報 



令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報



令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報 



令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報



令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報 



令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報



令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報 



令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報



令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報 



様
式
第
二
の
二
の
次
に
次
の
様
式
を
加
え
る
。

令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報



様
式
第
三
、
第
四
の
二
、
第
五
の
二
か
ら
第
七
ま
で
及
び
第
七
の
二
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報 



令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報



令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報 



令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報



令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報 



令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報



令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報 



令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報



令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報 
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